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 1　防災関係機関一覧表

機関名 担当窓口 所在地 電話番号 FAX番号 無線番号

福井県 危機管理課 大手3丁目17-1 20-0308 22-7617 ―

福井県警察 警備部 大手3丁目17-1 22-2880(代) 25-1905 ―

福井警察署 警備課 開発5丁目103-1 52-0110(代) 52-0111 905・905**1

福井南警察署 警備課 江守中町6-18-2 34-0110(代) 34-4091 906

福井土木事務所 総務課 城東4丁目28-1 24-5111(代) 24-5090 ―

福井県税事務所 総務課 松本3丁目16-10 21-0020 21-0280 ―

福井農林総合事務所 松本3丁目16-10 21-8201 21-8991 ―

越前漁港事務所 越前町道口9-34-5 0778-42-5291 0778-42-5292 －

敦賀市役所 危機管理対策課 敦賀市中央町2-1-1 0770-22-8166 0770-21-8682 ―

小浜市役所 生活安全課 小浜市大手町6−3 0770-64-6006 0770-53-1522 ―

大野市役所 防災防犯課 大野市天神町1-1 0779-64-4800 0779-66-7708 ―

勝山市役所 総務課 勝山市元町1-1-1 0779-88-8125 0779-88-3855 ―

鯖江市役所 防災危機管理課 鯖江市西山町13-1 0778-53-2205 0778-51-8151 ―

あわら市役所 総務課安全対策室 あわら市市姫3-1-1 73-8040 73-1350 ―

越前市役所 防災安全課 越前市府中1-13-7 0778-22-3081 0778-22-3458 ―

坂井市役所 危機管理対策課 坂井市坂井町下新庄1-1 50-3525 66-4837 ―

永平寺町役場 防災安全課 永平寺町松岡春日1-4 61-3951 61-2434 ―

池田町役場 総務財政課 池田町稲荷35-4 0778-44-8003 0778-44-6296 ―

南越前町役場 総務課 南越前町東大道29-1 0778-47-8000 0778-47-3261 ―

越前町役場 防災安全課 越前町西田中13-5-1 0778-34-8721 0778-34-1236 ―

美浜町役場 防災・原子力対策室 美浜町郷市25-25 0770-32-6716 0770-32-1115 ―

高浜町役場 防災安全課 高浜町宮崎86-23-2 0770-72-7701 0770-72-4000 ―

おおい町役場 防災安全課 おおい町本郷136-1-1 0770-77-4054 0770-77-1289 ―

若狭町役場 環境安全課 若狭町中央1-1 0770-45-9126 0770-45-9107 ―

中部管区警察局 広域調整第二課 名古屋市中区三の丸2-1-1 052-951-6000 052-954-8880 ―

中部管区警察局 福井県情報通信部 大手3丁目17-1 22-2880 ―

北陸総合通信局 総務課 金沢市広坂2-2-60 076-233-4411 076-233-4419 ―

北陸財務局福井財務事務所 総務課 春山1丁目1-54 25-8230 22-7053 ―

北陸農政局福井県拠点 地方参事官室 日之出3丁目14-15 30-1611 ―

近畿中国森林管理局福井森林管理署 春山1丁目1-54 050-3160-6105 ―

中部運輸局福井運輸支局 総務企画担当 西谷1丁目1402 34-1601 34-2028 ―

福井地方気象台 防災担当 豊島2丁目5-2 24-0069 24-0064 ―

防災関係機関一覧表

指定地方行政機関



 1　防災関係機関一覧表

機関名 担当窓口 所在地 電話番号 FAX番号 無線番号

近畿厚生局 総務課 大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎4号館 06-6942-2241 06-6946-1500 ―

近畿経済産業局 総務課 大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎1号館 06-6966-6001 06-6966-6071 ―

中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 総務課 富山市牛島新町11-7富山地方合同庁舎 076-432-5588 076-432-5526 ―

福井労働基準監督署 業務課 開発1丁目121-5 54-7722 ―

近畿地方整備局福井河川国道事務所 防災課 花堂南2丁目14-7 35-2661 35-6979 ―

北陸地方整備局敦賀港湾事務所 総務課 敦賀市松栄町7-28 0770-22-2590 0770-21-8101 ―

大阪航空局小松空港事務所 小松市浮柳町ヨ21 0761-24-0828 0761-22-4632 ―

第八管区海上保安部敦賀海上保安部 警備救難課 敦賀市港町7-15敦賀港湾合同庁舎 0770-22-0191 0770-22-0214 ―

敦賀海上保安部福井海上保安署 坂井市三国町山岸50-2-2 82-4999 82-5321 ―

自衛隊福井地方協力本部 春山1丁目1-54 23-1910 23-1904 ―

陸上自衛隊中部方面総監部 伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1 072-782-0001 ―

陸上自衛隊第14普通科連隊 金沢市野田町1-8 076-241-2171 ―

海上自衛隊舞鶴地方総監部 舞鶴市余部下1190 0773-62-2250 0773-64-3609 ―

航空自衛隊第6航空団 小松市向本折町戊267 0761-22-2101 0761-22-3751 ―

西日本電信電話（株）福井支店 設備部 西開発1-2410 52-3021 54-8539 930

(株)ＮＴＴドコモ北陸支社 災害対策室 金沢市西都1-5 076-225-2065 076-225-2178 ―

福井中央郵便局 大手3丁目1-28 24-0049 ―

日本赤十字社福井県支部 事業推進課 月見2丁目4-1 36-3640 34-6299 ―

日本原子力発電（株） 敦賀発電所 敦賀市明神町1 0770-26-1111 0770-26-9012 ―

国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部 敦賀市木崎65-20 0770-23-3021 0770-21-2045 ―

北陸電力（株）福井支店 総務部 日之出1丁目4-1 25-8710 25-8701 931

国立研究開発法人　日本原子
力研究開発機構原子力緊急時
支援・研修センター

福井支所 敦賀市縄間54-6-2 0770-20-0050 0770-20-0711 ―

（一社）福井県エルピーガス協会 下江守町26-35-4 34-3930 34-3940 932

西日本旅客鉄道（株）金沢支社 福井駅 中央1丁目1-1 24-1300 26-7287 ―

えちぜん鉄道（株） 松本上町15-3-1 52-7788 52-7755 935

福井鉄道（株） 越前市北府2丁目5-20 0778-21-0700 0778-21-0722 936

中日本高速道路（株）金沢支社 福井保全・サービスセンター 稲津町16-7 41-3420 41-3000 ―

日本通運（株）福井支店 管理課 重立町22-1 52-8180 52-8189 933

日本銀行　福井事務所 順化1丁目1-1 22-4495 23-9285 ―

（一社）福井県医師会 大願寺3丁目4-10 24-0387 21-6641 ―

（株）朝日新聞社福井総局 大手3丁目11-6 22-0910 23-1523 ―

自衛隊

指定公共機関及び指定地方公共機関



 1　防災関係機関一覧表

機関名 担当窓口 所在地 電話番号 FAX番号 無線番号

ＮＨＫ福井放送局 放送部 宝永3丁目3-5 28－8873 27－6082 ―

(一社)共同通信社福井支局 大和田2丁目801 57-1040 57-1044 ―

（株）時事通信社福井支局 大和田2丁目801 57-1640 57-1642 ―

（株）中日新聞社 大手3丁目1-8 22-0950 22－3233 ―

（株）日刊県民福井 大手3丁目1-8 28-8611 28-8616 ―

（株）日本経済新聞社福井支局 宝永4丁目3-5 22-3490 21-2377 ―

（株）福井新聞社 大和田2丁目801 57－5110 57－5146 ―

福井テレビジョン放送（株） 報道部 問屋町3丁目410 21-2234 27-1534 ―

福井放送（株） 大和田2丁目510 57－7802 57－1932

（株）毎日新聞社 中央3丁目3-21 24-0074 21-3160 ―

（株）読売新聞社福井支局 大手3丁目14-9 22-5220 22－6380 ―

福井エフエム放送（株） 御幸1丁目1-1 21-2100 21-2101 ―

（株）北陸工業新聞社福井支局 成和1丁目2105 24-7001 26-2108 ―

福井県農業協同組合 総務部総務課 大手3丁目2-18 50-7601 50-7602

福井森林組合 文京6丁目11-13 23-4008 23-4009 941

美山町森林組合 美山町6-25-1 90-3331 90-3333 ―

福井市漁業協同組合 和布町無番地 86-1211 87-2539 943

越廼漁業協同組合 茱崎町14-32 89-2316 89-2319 944

福井商工会議所 ビル運営課 西木田2丁目8-1 33-8251 33-8260 938

福井市商工会連絡協議会 商工振興課 手寄1丁目4-1 20-5325 20-5323 ―

各土地改良区 農村整備課 大手3丁目10-1 20-5440 20-5741 132

（一社）福井市医師会 大願寺3丁目4-10 23-0587 22-0347 911

（一社）福井第一医師会 下六条町201福井厚生病院内 41-3371 41-3372 ―

（一社）福井市歯科医師会 大願寺3丁目4-1 27-9380 27-1080 ―

（一社）福井県銀行協会 中央3丁目1-5 22-4669 21-9402 ―

福井県信用金庫協会 大手3丁目8-6 21-2515 ―

（公社）福井県獣医師会 松本3丁目16-10 28-1244 28-1255 ―

福井県私立中学高等学校協会 松本3丁目16-10 27-3080 27-4752 ―

福井市自治会連合会 まち未来創造課 大手3丁目10-1 20-5230 20-5733 ―

京福バス（株） 日之出5丁目3-30 57-7700 57-7702 937

福井ケーブルテレビ（株） 豊島1丁目6-1 20-3377 20-3699 945

福井街角放送（株） 田原1丁目13-6 20-1111 25-3311 946

福井都市ガス（株） 総務部 飯塚町20-1-5 43-6801 43-6734

公共団体その他防災上重要な施設の管理者



 1　防災関係機関一覧表

機関名 担当窓口 所在地 電話番号 FAX番号 無線番号

熊本市 危機管理課 熊本市中央区手取本町1番1号 096-328-2490 096-359-8605 ―

川崎市 危機管理本部 川崎市川崎区宮本町1番地 044-200-2890 044-200-3972 ―

扶桑町 災害対策室 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330 0587-93-1111 0587-93-2034

安八町 総務課 岐阜県安八郡安八町氷取161番地 0584-64-3111 0584-64-5014

清水町 総務課 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地 0156-62-2111 0156-62-5116

清水町 くらし安全課 静岡県駿東郡清水町堂庭210-1 055-981-8205 055-973-1711

有田川町 総務課 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4 0737-52-2111 0737-52-3210

協定都市



2-1 福井市防災会議条例 

 

福井市防災会議条例  

昭和 37 年 12 月 26 日  

条例第 30 号  

(目的 ) 

第 1 条  この条例は，災害対策基本法 (昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」

という。)第 16 条第 6 項の規定に基づき，福井市防災会議 (以下「防災会議」

という。 )の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。  

(所掌事務 ) 

第 2 条  防災会議は，次に掲げる事務をつかさどる。  

(1)  福井市地域防災計画を作成し，その実施を推進すること。  

(2)  市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3)  前号に規定する重要事項に関し，市長に意見を述べること。 

(4)  前 3 号に掲げるもののほか，法律又はこれに基づく政令によりその

権限に属する事務  

(会長及び委員 ) 

第 3 条  防災会議は，会長及び委員をもって組織する。  

2 会長は，市長をもって充てる。  

3 会長は，会務を総理する。  

4 会長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員がその職務を代理

する。  

5 委員の定数は，60 人以内とし，次に掲げる者のうちから，市長が任命し，

又は委嘱する。  

(1) 指定地方行政機関の職員  

(2) 福井県の知事の部内の職員  

(3) 福井県警察の警察官  

(4) 市長の部内の職員  

(5) 教育長  

(6) 消防長及び消防団長  

(7) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関の職員又は法第 2条第 6号に

規定する公共的施設の管理者若しくは同条第 5 号及び第 6 号に規定する

公益的事業を営む法人であって指定公共機関及び指定地方公共機関以外

のものの役員若しくは職員  

(8) 自主防災組織（地域住民が自発的かつ自主的に結成する地域における

災害対策のための組織をいう。）を構成する者又は学識経験のある者  

（ 9）  その他市長が防災上特に必要と認める者  

6 前項第 7 号から第 9 号の委員の任期は，2 年とする。ただし，補欠の委員

の任期は，その前任者の残任期間とする。  

7 前項の委員は，再任されることができる。  

(専門委員 ) 

第 4 条  防災会議に，専門の事項を調査させるため，専門委員を置くことが

できる。  

2 専門委員は，関係地方行政機関の職員，福井県の職員，市の職員，関係指

定公共機関の職員，関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者の

うちから市長が任命する。  

3 専門委員は，当該専門の事項に関する調査が終了したときは，解任される

ものとする。  

(幹事 ) 

第 5 条  防災会議に，幹事 60 人以内を置く。  
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2 幹事は，委員の属する機関の職員のうちから，市長が任命し，又は委嘱す

る。  

3 幹事は，防災会議の所掌事務について，委員及び専門委員を補佐する。  

(その他 ) 

第 6 条  この条例に定めるもののほか，防災会議の議事その他防災会議の運

営に関し必要な事項は，会長が防災会議に諮って定める。  

附  則  

この条例は，公布の日から施行する。  

附  則 (昭和 46 年条例第 63 号 ) 

この条例は，公布の日から施行する。  

附  則 (昭和 47 年条例第 23 号 ) 

この条例は，公布の日から施行する。  

附  則 (昭和 53 年条例第 16 号 ) 

この条例は，昭和 53 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 8 年条例第 31 号 ) 

この条例は，平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 12 年条例第 19 号 ) 

この条例は，平成 12 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 18 年条例第 65 号 ) 

この条例は，平成 18 年 2 月 1 日から施行する。  

附 則（平成 24年９月 25日条例第 39号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から平成 25年３月 31日までの間において第１条の規定による改

正後の福井市防災会議条例第３条第５項第８号に掲げる者を同項の規定により委嘱する

場合の当該委員の任期は、同条第６項の規定にかかわらず、同日までとする。 
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福井市防災会議内規  

 

(目的 ) 

第１条  この内規は、福井市防災会議条例（昭和 37 年福井市条例第 30 号）

第６条の規定に基づき、福井市防災会議（以下「防災会議」という）の議

事、その他の会議の運営に関し、必要なことを定めることを目的とする。  

（招集）  

第２条  福井市防災会議の招集は会長が行なう。  

２  会議招集の通知には、会議の日時、場所および議題を付記しなければな

らない。  

（代理出席等）  

第３条  委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、

その代理者を出席させることができる。  

２  委員または代理者がともに出席できないときは、あらかじめその旨を会

長に届け出なければならない。  

（会議）  

第４条  防災会議は過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

この場合、前条第１項の代理出席者は委員とみなす。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、会長は、委員の

招集を行わず、書面その他の方法により委員の意見を求めることにより、

防災会議の決議に代えることができる。  

(１ ) 緊急を要する事態が発生し、防災会議を招集する暇がないと認めると

き。  

(２ ) その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないと

き。  

（専決処分）  

第５条  防災会議が成立しないとき、防災会議を招集するいとまがないと認

められるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を開くことができ

ないときは、会長は、防災会議が処理すべき事項のうち別記について専決

処分することができる。  

２  前項に定めるもののほか、会長は、機構改革に伴うもの及び字句、数字

等の軽微な事項の修正について、専決処分することができる。  

３  会長は、前２項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告

し承認を求めなければならない。  

（異動等の報告）  

第６条  条例第３条第５項第１号から第３号までおよび７号から９号の委員、
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幹事が異動等により変更があった場合は、後任者はその職、氏名および異

動年月日を直ちにに会長に報告しなければならない。  

 

附  則  

この内規は、昭和 38 年 12 月 25 日から適用する。  

附  則  

この内規は、令和２年 10 月 22 日から適用する。  

（別記） 

１ 防災計画に基づき、その実施を推進すること。 

２ 災害に関する情報を収集すること。 

３ 関係機関の長に対し、資料または情報の提供、意見の開陳、その他必要な協力を求め

ること。 

４ 災害対策本部の設置について、市長に意見を具申すること。 

５ 関係機関及び公共的団体ならびに防災上重要な施設の管理者に対し、防災計画の実施

状況について報告または資料の提出を求めること。 

６ その他特に軽易な事項。 
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区　　　分 所　　　　　　　属 委　　員 幹　　事

国土交通省近畿地方整備局福井河川
国道事務所

事務所長 防災課長

福井地方気象台 台長 防災管理官

北陸財務局福井財務事務所 所長 総務課長

北陸農政局福井県拠点 地方参事官 主任農政推進官

福井海上保安署 署長 次長

２号委員・幹事（福井県の知
事の部内の職員） 福井県福井土木事務所 所長 主任

福井警察署 署長 第二係長

福井南警察署 署長 課長

福井市 副市長 課長

福井市企業局 企業管理者 調整参事

５号委員・幹事
（教育長）

福井市教育委員会 教育長 調整参事

福井市消防局 局長 調整参事

福井市消防団 消防団長 中地区団長

西日本電信電話㈱福井支店 支店長 設備部長

西日本旅客鉄道㈱金沢支社福井駅 駅長 副駅長

㈱日刊県民福井 代表取締役社長 総務局長代理

日本赤十字社福井県支部 事務局長 事業推進課長

日本通運㈱北陸西支店 福井支店長 福井支店長

中日本高速道路㈱金沢支社福井保
全・サービスセンター

所長 副所長

日本放送協会福井放送局 局長 専任部長

福井エフエム放送㈱ 代表取締役社長 放送部長

福井ケーブルテレビ㈱ 代表取締役社長 業務総括部長

一般社団法人　福井市医師会 会長 副会長

福井市漁業協同組合 代表理事組合長 参事

福井県農業協同組合 理事 次長

福井商工会議所 会頭 ビル運営課長

㈱福井新聞社 代表取締役社長 総務部長

７号委員・幹事
（指定公共機関
若しくは指定地
方公共機関の職
員又は法第２条
第６号に規定す
る公共的施設の
管理者若しく
は、同上第５号
及び第６号に規
定する公益的事
業を営む法人で
あって、指定公
共機関及び指定
地方公共機関以
外のものの役員
もしくは職員）

福井市防災会議の構成

１号委員・幹事
（指定地方行政
機関の職員）

３号委員・幹事
（福井県警察の
警察官）

４号委員・幹事
（市長の部内の
職員）

６号委員・幹事
（消防長及び消
防団長）
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区　　　分 所　　　　　　　属 委　　員 幹　　事

福井鉄道㈱ 代表取締役社長
常務取締役自動車事業
本部長

福井テレビジョン放送㈱ 代表取締役社長 報道局長

福井放送㈱ 代表取締役社長 部長

北陸電力㈱福井支店 執行役員福井支店長
業務運営チーム統括
（課長）

福井街角放送㈱ 代表取締役 副部長

㈱ＮＴＴドコモ北陸支社 北陸支社長 災害対策室長

美山町森林組合 代表理事組合長 参事

えちぜん鉄道㈱ 代表取締役社長 取締役兼運輸部長

京福バス㈱ 取締役社長 取締役

福井都市ガス㈱ 代表取締役社長 部長

明新自主防災連絡協議会 会長 会長

東藤島地区自主防災組織連絡協議会 会長 会長

社西地区自主防災会　 企画室長 企画室長

棗地区自主防災組織連絡協議会 会長 会長

福井工業大学 建築土木工学科 主任教授 建築土木工学科 主任教授

福井大学附属国際原子力工学研究所 副所長 副所長

陸上自衛隊第１４普通科連隊 連隊長 第３科長

福井市社会福祉協議会 会長 事務局長

福井市自治会連合会 常任理事 常任理事

福井市連合婦人会 会長 副会長

ふくい災害ボランティアネット 理事長 事務局長

福井市PTA連合会 顧問 Ｂ副ブロック長

福井市老人クラブ連合会 副会長 理事

福井市身体障害者福祉連合会 会長 顧問

福井県精神科病院・診療所協会 会長 会長

公益財団法人　松原病院 公認心理師・臨床心理士 公認心理師・臨床心理士

公益社団法人　福井県看護協会 会長 常務理事

（一社）福井県助産師会　福井地区助産師会 会長 会長

７号委員・幹事
（指定公共機関
若しくは指定地
方公共機関の職
員又は法第２条
第６号に規定す
る公共的施設の
管理者若しく
は、同上第５号
及び第６号に規
定する公益的事
業を営む法人で
あって、指定公
共機関及び指定
地方公共機関以
外のものの役員
もしくは職員）

８号委員・幹事
（自主防災組織
を構成する者・
学識経験のある
者）

９号委員・幹事
（その他市長が
防災上特に必要
と認める者）
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福井市災害対策本部条例  

昭和３７年１２月２６日  

条例第３１号  

 

(目的 ) 

第１条  この条例は，災害対策基本法 (昭和 36 年法律第 223 号 )第 23 条の 2

第１項の規定に基づき設置される福井市災害対策本部 (以下「本部」とい

う。)に関し，同条第 8 項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的と

する。  

(設置場所 ) 

第２条  本部は，福井市役所の本庁に設置する。ただし，本部長が災害の状

況等により適当と認めた場合は，その他の場所に設置することができる。  

(組織 ) 

第３条  災害対策本部長 (以下「本部長」という。)は，本部の事務を総括し，

災害対策本部員 (以下「本部員」という。 )その他の職員を指揮監督する。  

２  災害対策副本部長 (以下「副本部長」という。 )は，本部長を助け，本部

長に事故があるときは，その職務を代理する。  

３  本部員は，本部長の命を受け，本部の事務に従事する。  

(部 ) 

第４条  本部長は，必要と認めるときは，本部に部を置くことができる。  

２  部に属すべき本部員は，本部長が指名する。  

３  部に部長を置き，本部長の指名する本部員がこれに当たる。  

４  部長は，部の事務を掌理する。  

(現地災害対策本部 ) 

第５条  現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員そ

の他の職員を置く。  

２  前項の職員は，副本部長，本部員その他の職員のうちから本部長が指名

する者をもって充てる。  

３  現地災害対策本部長は，現地災害対策本部の事務を掌理する。  

（その他）  

第６条  この条例に定めるもののほか，本部に関し必要な事項は，本部長が

定める。  

附  則  

この条例は，公布の日から施行する。  

附  則 (平成 5 年条例第 18 号 ) 

この条例は，公布の日から施行する。  

附  則 (平成 8 年条例第 32 号 ) 

この条例は，公布の日から施行する。  

附  則 (平成 18 年条例第 66 号 ) 

この条例は，平成 18 年 2 月 1 日から施行する。  

附 則（平成 24年９月 25日条例第 39号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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福井市災害対策本部運営要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、福井市災害対策本部条例（昭和 37 年福井市条例第 31 号。以下

「条例」という。）第６条の規定に基づき、福井市災害対策本部（以下「災対本部」

という。）の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

（防災関係機関との連絡調整）  

第２条  災対本部は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）

第５条に規定する責務を遂行するため、福井・福井南警察署その他の防災関係機関

（福井市地域防災計画（以下「計画」という。）資料１－１に掲げる機関（以下「防

災関係機関」という。）をいう。）の協力を得て密接な連携のもとに、相互に情報伝

達、活動等を行い、協同の効果を発揮するよう連絡調整をしなければならない。  

（組織及び事務分掌）  

第３条  本部の組織及び本部員その他の職員（以下「職員」という。）の構成は、一

般災害対策編第１章第５節福井市災害対策本部に定めるとおりとする。  

２  本部長は、市長をいう。  

３  副本部長は、副市長をいう。  

４  本部員は、参与及び各部長をいう。  

５  本部長は、対策本部の事務を統括し、対策本部職員を指揮監督する。  

６  副本部長は、本部長を補佐する。  

７  参与は、本部の運営及び対策について意見を述べ、本部長及び副本部長を補佐す

る。  

８  本部長（市長）に事故のある場合は、条例第３条第２項の規定により、副市長が、

その職務を代理する。この場合において、更に副市長に事故のあるときは、次に掲

げる順序で臨時に市長の職務を行う。  

(1) 企業管理者  

(2) 危機管理監  

９  副本部長（副市長）に事故のあるときは、次に掲げる順序で臨時に副本部長の職

務を行う。ただし、前項にて臨時に市長の職務を行うこととなった者を除く。  

(1) 企業管理者  

(2) 危機管理監  

１０  各部長に事故のあるときは、当該部の副部長が、次席の順により臨時にその職

務を行う。  

１１  本部の事務分掌は、第５条及び資料２－７のとおりとする。  

（本部の設置）  

第４条  法第２３条の規定に基づき本部を設置したときは、災害対策本部長（以下「本

部長」という。）は、直ちに防災関係機関に通知するとともに「福井市〇〇災害対

策本部」の標示を市役所庁舎入口に設置する。  

ただし、本部を防災センターに設置したときは、防災センター入口に設置するもの

とする。  

２  前項の「福井市〇〇災害対策本部」の〇〇は、かかる災害の種目名称等を付する
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ものとする。  

（本部室）  

第５条  本部長は、本部を設置した場合は、同時に本部の事務の一部を行うため、本

部室を危機管理課内に設け、本部室には「福井市〇〇災害対策本部」の標示を行う。  

２  本部室の事務分掌は、次のとおりとする。  

(1) 本部長の命令、伝達に関すること（招集、事前措置及び避難の各命令を含む。） 

(2) 対策会議に関すること  

(3) 災害対策の総合調整に関すること  

(4) 防災関係機関会議に関すること  

(5) 災害情報の収集及び総括に関すること  

(6) 国、県その他に関する要望の取りまとめに関すること  

(7) 各部との連絡調整に関すること  

(8) 本部の庶務その他必要な事項に関すること  

３  本部室には、室長、副室長、その他の職員を置く。  

４  室長は、危機管理監をいう。  

５  副室長は、危機管理課長をいう。  

６  その他の職員は、危機管理班その他各部の各班のうちから室長が指名した者を充

てる。  

７  室長は、本部室の職員を指揮し、分掌事務を掌理する。  

８  副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。  

（対策会議及び部班）  

第６条  本部長は、災害対策について協議するため対策会議及び対策事項実施のため

部班を指揮するものとする。  

２  対策会議は、本部員のうちから災害の状況により必要な範囲内の者をもって構成

する。  

３  対策会議は、本部長が招集し、会議の庶務は、本部室において行う。  

４  部及び班は、部長、班長及び班員で構成し、それぞれ福井市の行政組織規則に規

定する各部局等の長及び職員をもって充てる。  

５  本部長は、対策会議の必要に応じて、第２項に定める者のほか、関係部、班の長

及び班員その他本部長が必要と認める者を出席させることができる。  

（防災関係機関会議）  

第７条  本部長は、防災関係機関の協力を得て災害の規模と実情に対応する全体対策

の統一的推進を図るため、本部と防災関係機関をもって防災関係機関会議を設ける

ことができる。  

２  防災関係機関会議の構成及び運営については、本部室及び防災関係機関とが協議

して定めるものとする。  

（本部設置前の措置等）  

第８条  危機管理監は、予報、注意報又は情報等により、災害が発生するおそれがあ

ると認められるときは、一般対策災害編第１章総則第５節福井市災害対策本部に定

める危機情報センターを設置して、状況の把握、点検及び連絡活動を開始し、本部

設置の準備に備える指示をしなければならない。  
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２  勤務時間内外を問わず異常な情報等を受理した職員は、直ちに危機管理監又は危

機管理課長に通報し、指示を受けなければならない。  

３  各部長は、所掌する事務について日ごろから計画実施の体制を整えておかなけれ

ばならない。  

（配備基準及び編成計画等）  

第９条  本部長は第４条の本部が設置されたときは、被害を最小限度に防止するため

迅速かつ強力な配備体制を整えるものとし、その基準は計画（一般対策編・震災対

策編・津波災害対策編）第３章第１節  組織動員計画２職員配備体制に定めるとお

りとする。  

（配備体制）  

第１０条  各部長は、配備体制の発令を受けたときは、配備体制種別毎の体制に併せ

て部、班の分掌事務に基づいて職員を動員し、指揮しなければならない。  

２  各部長は、各配備体制下の活動についてその都度本部長に情報の連絡又は報告を

行い対策に万全を期さなければならない。  

３  各部長は、日ごろから、装備、物資、機材、設備、機械等の点検配置を常に検討

し、各配備体制に備えておかなければならない。  

（班員の動員及び緊急参集）  

第１１条  各部長は、配備体制を整えるために必要な職員の動員を迅速に完了しなけ

ればならない。  

２  職員の動員は、勤務時間中にあっては各部ごとの配備体制によるが、勤務時間以

外にあっては次の方法により行う。  

(1) 電話、携帯電話メール又は緊急の連絡方法により、迅速確実に招集する。  

(2) 職員は、招集を受けた場合又は指令がない場合でも、ラジオ、テレビ、携帯

電話メール、防災行政無線、緊急速報メール等により災害が発生し、又は発生の

おそれがあると自覚したときは、直ちにあらかじめ指定された場所へ参集し、配

備につくものとする。  

３  各部長は、動員指令により班員を配備したときは、その人数を直ちに本部長に報

告しなければならない。  

（災害に関する情報等の周知）  

第１２条  本部長は、災害に関する予報その他災害に関する情報を収集したときは、

必要な事項について直ちに市民、防災関係機関その他団体等に通報するとともに、

予想される災害の事態及びこれについて執るべき措置について周知する。  

２  本部長は、収集した情報等に基づいて、災害の規模及び動向、被害を軽減するた

めの対策、災害救助法の適用の要否に係る資料等必要な資料を作成するものとする。 

（記録の励行）  

第１３条  本部室長及び各部長は、指令、指示、連絡等の収受、伝達、報告、要請、

照会その他災害対策に関する記録は、軽易なものを除き、明確に記録しておかなけ

ればならない。  

（被害状況報告の取扱い）  

第１４条  本部室長（危機管理監）は、関係部長と密接な連絡をとり被害状況報告を

とりまとめ本部長に報告する。  
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２  被害報告に用いる被害程度の認定基準は、別表第１に定めるとおりとする。  

３  本部長は、被害状況等を必要の都度報道機関に発表するものとする。  

（訓練計画等）  

第１５条  市長は、非常災害が発生した場合は、迅速適切な対策を実施するため、住

民の及び防災関係機関の協力を得て、毎年１回以上の訓練を行うものとする。  

（職員の責務）  

第１６条  職員は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、組織及び機

能のすべてをあげて防災活動に従事するほか、次に掲げることに心がけなければな

らない。  

(1) 職員は、いつでも上司の命を受けたときは、直ちに活動に従事できるよう待機し及び可能な態

勢をとらなければならない。 

(2) すべての職員は、自己の職務に最善をつくすとともに、本部の一員であることを自覚し、他の

部班の緊急用務の処理のため協力を求められたときは、進んで積極的にこれを支援しなければな

らない。 

(3) 職員は、住民に不安、誤解等を与えないよう言動に注意しなければならない。 

(4) 職員は、支援の協力機関、協力団体、奉仕者又は協力者に対して誠実に応対しなければならな

い。 

（応援等の要請）  

第１７条  各部長は、災害の規模が大きく、かつ、所属の職員をもって対処できない

と認めるときは、本部長に要請して他の応援を求めるものとする。  

２  本部長は、災害が発生した場合において応急措置を実施するため必要があると認

めるときは、次に掲げる機関に対し連絡員の派遣又は応援を求めるものとする。  

(1) 県を含む防災関係機関  

(2) 災害時における応援協定等を締結している関係市町及び団体  

(3) 消防組織法第 44 条の規定に基づく緊急消防援助隊  

（標識等）  

第１８条  本部長、副本部長及び本部員は、災害対策活動に従事するときは、法令等

に定めがある場合を除き、別表第２に定める腕章を帯用するものとする。  

２  前項以外の職員は、災害対応活動に従事するときは、貸与された災害対応用ジャ

ンパー又はビブスを着用するものとする。  

３  職員の災害活動に従事し着用する制服・制帽等については、別に定める。  

（本部の解散）  

第１９条  本部長は、災害の危険がなくなったと認めるときは本部を解散するものと

する。この場合において、解散した旨の通知は、設置の手続きに準じて行うものと

する。  

（本部解散後の措置）  

第２０条  本部解散の通知後、なお災害に関する業務がある場合には、危機情報セン

ターにおいて措置するものとする。  

（委任）  

第２１条  この要綱に定めのあるものを除くほか、本部の活動に関し必要な事項は、

別に定める。  
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附  則  

この要綱は、昭和 49 年 10 月１日から実施する。  

附  則  

この要綱は，昭和 52 年 6 月 13 日から実施する。  

附  則  

この要綱は、平成 5 年 4 月 26 日から実施する。  

附  則  

この要綱は，平成 6 年 10 月 25 日から実施する。  

附  則  

この要綱は，平成 8 年 4 月 15 日から実施する。  

附  則  

 この要綱は，平成 19 年 2 月 8 日から実施する。  

附  則  

 この要綱は，平成 28 年 5 月 17 日から実施する。  

附  則  

 この要綱は，平成 31 年 4 月 1 日から実施する。  

附  則  

 この要綱は，令和 5 年 4 月 1 日から実施する。
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別表第１  

被  害  程  度  の  認  定  基  準  

被  害  程  度  の  認  定  基  準       （県地域防災計画に基づく）  

人

的

被

害  

死    者  
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが、

死亡したことが確実な者とする。 

行方不明者  
当該災害が原因で所在不明となった者とする。 

重  傷  者  
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、

１ヶ月以上の治療を要する見込みの者とする。 

軽  傷  者  
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、

１ヶ月未満で治療出来る見込みの者とする。 

住

家

の

被

害  

住    家  
現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかを

問わない。 

全    壊  

 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊若しくは流失した部分の床面

積が、その住家の延べ面積の７０％以上に達したもの又は住家の主要構造部の

被害額が、その住家の時価の５０％以上に達した程度のものとする。 

半    壊  

住家の損壊が著しいが、補修すれば元通りに使用出来るもので、具体的には

損壊部分がその住家の延べ面積の２０％以上７０％未満のもの又は住家の主要

構造部の被害額がその住家の時価の２０％以上５０％未満のものとする。 

一 部 破 損 

全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの

とする。 

ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さいものは除く。 

世

帯

等  

世     帯  

生計を一つにしている生活単位とする。例えば、寄宿舎、下宿その他これに

類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを１

世帯として扱い、同一家屋の親子、夫婦であっても、生計が別であれば分けて

扱うものとする。 

被災世帯  
災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できな

くなった生計を一にしている世帯とする。 

被  災  者  被災世帯の構成員とする。 

非

住

家

の

被

害  

非  住  家  

 住家以外の建物でこの基準中、他の被害箇所項目に属さないものとする。こ

れらの施設に常時、人が居住しているときは当該部分は住家とする。 

全壊又は半壊の被害を受けた者のみ記入する。 

文教施設  

 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に定める小学校、中学校、高等学校、

大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、専門学校及び専修学校における

教育の用に供する施設とする。 

福祉施設  
社会福祉事業法第２条の規定により、社会福祉事業により経営される施設と

する。 

そ の 他 の 公

共建物  

例えば、役場庁舎、公民館及び図書館等の公用又は公共の用に供する建物と

する。 

公 共 建 物 以

外 の 非 住 家  
公共建物以外の倉庫、工場、車庫等の建物とする。 
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火

災

発

生

件

数 

火 災 発 生 

件 数 

地震又は火山噴火の場合に限る。その他の火災の報告は、別に定めるところ

により行なう。 

危  険  物  

消防法（昭和 23 年法律第 186号）第 11 条第１項により、市町長、消防組合

管理者の許可を受け設置されている危険物製造所、危険物貯蔵所及び危険物取

扱所の施設とする。 

公  

 

共  

 

土  

 

木  

 

施  

 

設  

 

の  

 

被  

 

害  

市町又は市町の機関の維持管理に属する以下の施設とする。 

道   路  
道路法（昭和 27年法律第 180号）第２条第１項に規定する道路のうち、橋り

ょうを除いたものとする。 

橋りょう  道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河   川  

河川法（昭和 39年法律第 167号）が適用され、若しくは準用される河川若し

くはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床

止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸

とする。 

 ただし、砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第３条の２の規定によって同法が

準用される天然の河岸を除く。 

砂防等施設  

 砂防法第１条に規定する砂防施設、同法第３条の規定によって同法が準用さ

れる砂防のための施設又は同法第３条ノ２の規定によって同法が準用される天

然の河岸及び地すべり等防止法２条第２項に規定する地すべり防止施設、急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に規定する急傾斜地崩

壊防止施設とする。 

林地荒廃  

防止施設  

山林砂防施設（立木を除く。）又は海岸砂防施設（防潮堤を含み、立木を除く。）

とする。 

港湾施設  
港湾法（昭和 25年法律第 218号）第２条第５項に規定する水域施設、外かく

施設、けい留施設又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

漁   港  
漁港漁場整備法（昭和 25年法律第 137号）第３条に規定する基本施設又は漁

港の利用及び管理上重要な輸送施設とする。 

海   岸  
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤

防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設とする。 

農

林

水

産

業

施

設

の

被

害  

 

農業用施設  
農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、かんがい排水施設、農業

用道路又は農地若しくは農作物の災害を防止するため必要な施設とする。 

林業用施設  

林地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、林地荒廃防止施設（法令

により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。）、林道とす

る。 

漁港施設  
漁業の根拠地となる水域及び陸域内にあり、水産業協同組合の維持管理に属

する施設であって、外かく施設、けい留施設及び水域施設とする。 

協同利用  

施    設  

農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連

合会、水産業協同組合の所有する倉庫、加工施設、共同作業場及びその他の農

林水産業者の共同利用に供する施設であって、農林水産業施設災害復旧事業費

国庫補助の暫定措置に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５２号）第１条

の３に規定する施設とする。 
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農

林

水

産

業

施

設

の

被

害  

 

農   地  耕作の目的に供される土地とする。 

田の流出・  

埋   没  

田の耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったものと

する。 

田の冠水  稲の先端が見えなくなる程度に水に浸かったものとする。 

畑の流出・  

埋没・冠水  
田の例に準じて取り扱うものとする。 

その他の  

公共施設  

公共建物、公共土木施設、農林水産業施設以外の公共施設をいい、例えば都

市施設、公園施設等の公用又は公共の用に供する施設とする。 

農産・林産・水産・畜産の被害 

  「農産」「林産」「水産」「畜産」とは、農林水産業施設以外の被害をいい、それぞれの項目ごとに

記入すること。 

商工業の被害 

建物以外の商工業の被害で、工業原材料、生産物、生産機械器具及び操業率低下並びに観光客の

キャンセル等による間接被害等とする。 

そ

の

他

の

被

害  

清掃施設  ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通  汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

船舶・漁船  

ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になっ

たもの及び流出し、所在が不明になったもの並びに修理しなければ航行出来な

い程度の被害を受けたものとする。 

水道  
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点におけ

る戸数とする。 

電気  災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。 

ガス  
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く

供給停止となった時点における戸数とする。 

電話  災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

ブロック塀  倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

 

その他  

（１） 災害年報の公立文教施設、公共土木施設、農林水産施設その他の公共施設等

の被害については査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）は、朱書すること  

（２）  災害に対し執られた措置  

①  災害に対し執られた措置の概要は、具体的かつ詳細に記載するものとし、報告

様式に余白がない場合は、別紙とする。  

②  消防機関の活動状況の報告には、被害が発生し防災活動に従事した者の待機は

含まない。報告は、消防職員、消防団員を除き、使用した機材及び主な活動内容

を報告する。  
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別表第２  

 

（腕   章）  

本  部  長  用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副  本  部  長  用  

 

 

 

 

 

 

 

 

本 部 員 用  

 

 

 

 

        災 対      本 部 

 
本 部 長 
福 井 市 

０  

０  

１  

３８０ 

 

        災 対      本 部 

 
副本部長 

福 井 市 

０  

０  

１  

３８０ 

 

        災 対      本 部 

 
 

福 井 市 

０  

０  

１  

３８０ 
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現地災害対策本部の設置及び運営等要領 

                                                 

平成 19年 2月 8日制定 

 

  この要領は、福井市災害対策本部運営要綱（以下「要綱」という。）第２１条の規定に基づき、本部

を設置した上で、災害応急対策をより強力かつ円滑に行うため現地災害対策本部（以下「現地本部」と

いう。）を設置する場合の手続き及び事務等を定めることを目的とする。 

   

１  現地本部の設置 

 (1)  この要領において現地本部とは、法第２３条第５項に規定する現地本部をいう。 

 (2)  室長は、福井市域において特に被害が大なる災害区域又は災害現場において機動的かつ迅速な災

害応急対策の推進体制を確立するために、現地本部を置くことが必要であると認めた場合は、その

旨を本部長に報告する。 

 (3)  本部長は室長からの報告等に基づき、必要と認めた場合に現地本部の設置を決定する。なお、現

地本部の設置は原則として一の災害に対して一つとする。 

 (4)  本部室は、現地本部の設置が決定されたときは、名称、担当区域及び設置場所並びに期間の案を

作成し、本部長の了解を得るとともに、計画で定める防災関係機関に速やかに連絡し、更に防災同

報無線等を通じて市民に広報を実施する。 

 (5)  現地本部の名称は、「福井市〇〇現地災害対策本部」とし、〇〇は要綱第４条第２項に規定する

とおりとする。 

 (6)  現地本部の担当区域は、災害種別及び規模並びに被害範囲等を考慮の上、選定するものとする。 

 (7)  現地本部の設置場所は、当該災害現場の直近又は担当区域内の安全な場所とする。 

 (8)  現地本部の設置期間は、原則としてその担当区域において災害応急対策が終了するまでの期間と

し、現地本部設置当初のそれは、設置を決定した日から起算して一月を設定する。なお、この設置

期間は延長できるものとする。 

 

２  現地災害対策本部長（以下「現地本部長」という。）の権限 

 (1)  現地本部長は本部長の命を受け、現地本部の事務を掌理する。 

 (2)  本部長は、現地本部を設置したときは、人命の救助その他の災害応急対策を迅速に実施するため

に必要な権限を、現地本部長に委任することができる。但し、次に掲げる事項については、委任す

ることができない。 

①  災害時における応援協定を締結している関係市町及び団体に対する応援要請 

②  消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第４４条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援要請 

③  自衛隊法（昭和 29年法律第 165号）第８３条の規定に基づく自衛隊の部隊等の派遣要請 

 (3)  前項に基づき委任したときは、室長は本部長から現地本部長に委任された事項を速やかに防災関

係機関に連絡する。 

 

３  現地本部の所掌事務 

  現地本部は、本部の災害応急対策に関する事務のうち、現地本部の担当地域において機動的かつ迅速

に処理するため本部長の定める事務を行う。 

 (1)  現地本部は担当区域内における全ての災害応急対策について本部との協議、調整のほか、次に掲

げる事務を行うものとする。 

①  担当区域内の被害状況、災害応急対策の現況及びその成果並びにこれらに関する情報の防災関

係機関、本部等への連絡 

②  担当区域内からの要望の把握、要望事項の本部への伝達、担当区域と本部との調整及び本部の

行う災害応急対策についての担当区域への広報 

③  担当区域について申し出のあった機関等の支援に係る人員、物資の輸送及び供給に関する連絡

調整 

④  担当区域内の福井市指定避難所に関する事務 
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⑤  本部長の現地調査、現地視察等に係る日程等の連絡調整 

⑥  その他現地本部の役割を果たすために必要な事務 

 (2)  現地本部は、本部の指示により次に掲げる事務に関し、出来る限りの支援を行うものとする。 

①  担当区域内における、自衛隊、海上保安庁、警察（広域緊急援助隊を含む。）、緊急消防援助隊

等の宿泊等に関する事務 

②  担当区域内における、防災関係機関及び民間医療機関並びにボランティアによる医療活動の調

整 

③  担当区域内における、緊急輸送に関する事務 

④  その他本部長が必要と認めたもの 

 

４  現地本部職員 

 (1)  現地本部長は本部長が任命する。この場合の予定者としては、原則として副本部長とする。但し、

被害の程度、対応の必要性の程度から本部員を任命すれば足りると判断される場合はこの限りでな

い。 

 (2)  現地本部の現地本部長以外の職員（現地本部副本部長及び現地本部のその他の職員をいう。以下

「現地本部職員」という。）は、要綱第３条第１１項に定める「福井市災害対策本部の業務分担一

覧表」の職員班が本部において必要な職員を除くもののうちから災害の種別及び規模等を考慮の上

指名し、本部長が任命する。なお、既に現地本部設置予定場所若しくは付近において災害応急活動

を実施している職員を優先して指名するものとする。また、事態の推移に応じ現地本部職員の追加、

変更等を行うこととする。 

 (3)  前段において本部長から任命された現地本部職員に対する連絡は、本部においてその職員の所属

する班長の責任において行う。しかし、やむを得ずその職員と連絡がとれない場合、その職員の所

属する班の連絡がとれる者の中から班長が代理者を選定するものとし、この場合速やかに職員班に

その旨を報告するものとする。なお、職員班から現地本部職員の所属する班への連絡事項は次に掲

げるとおりとする。 

   (ア)  現地本部職員の氏名 

   (イ)  参集場所 

   (ウ)  参集目標時刻 

   (エ)  交通手段 

   (オ)  特に必要な携行品 

   (カ)  その他必要な事項 

 

５  現地本部用資機材 

 (1)  市長は、現地本部の開設及び運営にあたり、想定出来る範囲において３日間は自己完結的に活動

出来るよう、普段から資機材（食糧、防災服を含む。）を準備しなければならない。 

 (2)  本部は、現地本部の要請を受け、現地本部の活動に必要な物資の補給及び支援を行うものとする。 

 (3)  本部と現地本部との間で有線連絡が途絶えている場合、公民館ごとに設置されている市防災無線

（地域防災無線又は防災行政無線）を活用するものとし、また必要に応じ、防災行政無線携帯無線

機を携行する。 

 

６  現地本部の運営 

 (1)  現地本部長は、現地本部設置場所に到着後直ちに担当区域内の自治会長及び自主防災組織代表者

等の協力を得ながら、被害状況の把握、被災市民の要望聴取を行い、以後の運営方法を現地本部職

員に指示するものとする。 

 (2)  現地本部においては、本部との連絡要員、広報担当、庶務担当等の各担当者を定めるとともに、

担当区域内の被害状況把握、交通規制、救助・救急、消火、医療、避難者収容、緊急輸送等災害応

急対策の項目ごとの担当者を定めるものとする。 

 (3)  本部は、現地本部との連絡を密にするため、専用の窓口を設けなければならない。 

 (4)  現地本部担当区域内に、法第２５条第６項に規定する非常災害現地対策本部又は法第２８条の３
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第８項に規定する緊急災害現地対策本部若しくは法第２３条第５項に規定する県の現地本部が設

置されている場合においては、現地本部長はこれらの機関と担当区域内の災害応急対策について、

連絡及び協議するとともに、本部長から委任された権限に関して決定された事項については、直ち

に本部長に報告しなければならない。 

 

７  現地本部の廃止 

  現地本部長は、現地本部担当区域内の災害応急対策が概ね完了したと判断した場合は、その旨を本部

長に報告するとともに現地本部の廃止について具申する。本部長は現地本部長からの報告等に基づき、

必要でないと認めた場合に現地本部の廃止を決定する。 

 (1)  現地本部の廃止日時は、本部長が廃止を決定した日の翌日の午後５時とする。 

 (2)  本部室は、現地本部の廃止が決定されたときは、防災関係機関に速やかにその旨を連絡し、更に

防災同報無線等を通じて市民に広報を実施する。 

 (3)  現地本部の廃止とともに、現地本部長及び現地本部職員は解任されるものとし、引き続き本部職

員として業務に従事するものとする。 

 

８  その他 

 (1)  現地本部設置前において、この要領に定めのない現地本部に関する事項については、その都度市

長又は本部長が定めることとする。 

 (2)  現地本部設置後において、この要領に定めのない現地本部に関する事項については、その都度本

部長と現地本部長が協議の上定めることとする。 

 

 

    付    記 

  この要領は、平成 19年 2月 8日から適用する。 

  

 この要領は、平成 28年 5月 17日から適用する。 
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令和５年４月１日時点

対策部 班 業　　　　　　　　　　　　　　　務

１．部内の災害情報の収集及び連絡調整

２．部内の庶務及び職員の動員

３．帰宅困難者支援施設（ハピリン）の開設

４．災害復興計画の策定

１．避難誘導経路の調査

２．ヘリポートの確保

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．公共交通機関の被害情報収集

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．公共交通機関の被害情報収集

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．自転車の散乱による安全な歩行空間の確保

３．所管する施設の応急復旧業務

４．災害時における自転車の調達及び整備

５．交通指導員会の連絡調整

１．システム及びネットワーク被害状況を確認

２．優先度に応じた電算システムの応急復旧

３．システム及びネットワークの仮運用

４．窓口業務用開始のための環境整備

５．システム及びネットワークの本復旧

１．市職員の非常招集及び動員

２．避難所対応班員の配置及び連絡

３．職員の勤務交代、安全・衛生管理の指導

４．職員の安否確認及び被災職員の対応

５．職員への食糧等の補給・厚生支援

６．各部班への応援部班員の配置及び指示

７．災害対策本部室の応援

８．部内の庶務及び職員の動員

９．部内の災害情報の収集及び連絡調整

１．文書の収受及び発送

２．所蔵資史料等の保護

秘書班
（秘書課）

１．本部長及び副本部長の秘書関係

１．災害対策本部室の応援

２．報道機関の対応と連絡調整

３．災害対策活動の広報

４．災害記録の撮影・収集及び整理

１．災害対策本部室の応援

２．他自治体職員の受入れ及び関係部への連絡調整並びにその記録

１．災害対策本部室の応援

２．行政等連絡調整（行政嘱託員等）

３．管理施設等の状況把握

【美山・越廼・清水地区に関すること】

１．災害情報の収集

２．災害に関する警報・通知の伝達及び警告

３．被害状況調査及び二次災害防止・応急修理・応急復旧

４．他対策班の業務補助

５．各種相談窓口の開設

１．部内の応援

女性活躍促進班
（女性活躍促進課）

１．避難所の生活環境の改善（女性への配慮）

新幹線プロモーション班
（新幹線プロモーション課）

総務部 職員班
（職員課）

文書法制班
（文書法制課）

広報班
（広報課）

総合政策班
（総合政策課）

まち未来創造班
（まち未来創造課）

福井市災害対策本部の業務分担一覧表

都市戦略部 都市整備班
（都市整備課）

都市計画班
（都市計画課）

新幹線整備班
（新幹線整備課）

地域交通班
（地域交通課）

自転車利用推進班
(自転車利用推進課）

情報統計班
（情報統計課）
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対策部 班 業　　　　　　　　　　　　　　　務

１．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．災害対策に対する予算措置、国・県への陳情関係の資料作成

１．庁舎等、所管する施設の被害調査、応急修理及び復旧対策

２．緊急輸送車両（建設部で調達し、配車したものを除く。）の確認手続き

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並びに避難所との連絡
調整

４．市有財産（各所属の属する行政財産は除く。）の被害調査、応急修理及び復
旧対策

５．臨時電話関係

６．要請に基づく共用自動車の配車及び運行

７．各部で必要な車両及び船舶の調達、配車等

８．防災備蓄物資の供給

１．輸送に要する燃料の確保

２．災害対策に伴う緊急資材、用度品、及び生活必需品等の調達及び配布

１．人的被害の調査

２．義援品の受入れ及び保管管理並びに配分

１．家屋等物的被害の調査体制の確立

２．家屋等物的被害の全体像把握

３．家屋等の被害認定調査の実施

４．固定資産税の減免

１．必要物資（食料含む）の輸送及び配送

２．基幹系収納システム、滞納管理システムの接続確認及び復旧対策

１．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．非常持出の確保・運搬

４．戸籍及び住民基本台帳に係るシステムの応急復旧及び復旧対策

５．出先機関の応急復旧及び復旧対策

１．災害時総合相談窓口設置

２．災害時における市民の消費生活に係る要望の把握

３．災害復旧資機材、緊急消費物資等の物価安定

１．市民協働・ボランティア推進班の編成

２．災害ボランティア受入に関する総合調整

３．災害ボランティアセンター連絡会関係

４．災害ボランティア支援ニーズの把握

５．災害ボランティアセンター開設・運営

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．ごみ処理施設の被害状況確認（人的・物的被害）

３．収集運搬業者（委託業者）及び処分業者の被害状況確認

４．災害廃棄物の収集処理計画

５．一般廃棄物処理手数料の減免

１．災害による生活環境を著しく破壊する公害原因物質の汚染状況調査及び対
策

２．災害が大気汚染等の自然環境に与える影響の状況調査及び対策

３．一般廃棄物の処理業者における被害状況等調査

４．産業廃棄物の処理業者における被害状況等調査

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．収集運搬業者（委託業者）の被害状況確認

３．一般廃棄物（家庭ごみ）の収集運搬計画

４．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並びに避難所との連絡
調整

５．所管する施設の応急復旧業務

６．死亡犬猫等の収集

７．被害地域のゴミの収集

８．一般廃棄物処理手数料の減免

環境廃棄物対策班
（環境廃棄物対策課）

収集資源班
（収集資源センター）

市民生活部 市民班
（市民課）

市民サービス推進班
（市民サービス推進課）

市民協働・ボランティア推
進班
（市民協働・ボランティア
推進課）

環境政策班
（環境政策課）

財政部 財政班
（財政課）

施設活用推進班
（施設活用推進課）

契約班
（契約課）

市民税班
（市民税課）

資産税班
（資産税課）

納税班
（納税課）
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市民生活部 １．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．死亡獣畜の受入れ

４．一般廃棄物処理手数料の減免

５．家庭ゴミ及び災害ゴミの受入れ

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

１．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．所管する施設の被害状況確認（人的･物的被害）及び保全管理

４．日赤奉仕団等の応援要請、受入れ及び配置

５．災害救助法の適用手続き

６．民生委員活動支援

７．被災者生活再建支援法関係

８．災害見舞金支給

９．災害援護資金貸付・災害弔慰金支給

生活支援班
（生活支援課）

１．福祉住宅の保全管理及び入居者の安全確保

１．障がい者世帯の避難及び保護

２．障がい福祉サービス費の減免

３．日常生活用具の自己負担額の減免

４．自立支援医療費の自己負担額の減免

１．被災老人福祉施設入所措置者の調査及び対応

２．高齢者世帯等の避難及び保護

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並びに避難所との連絡
調整

４．所管老人福祉施設の被害調査

５．地域包括支援センター等の被災状況把握及び市との連絡体制の確保

子ども福祉班
（子ども福祉課）

１．要保護児童の避難及び保護

１．被災園児の調査及び対応

２．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並びに避難所との連絡
調整

３．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

４．所管する施設の応急復旧業務

５．保健給食班が行う炊出しの支援

６．臨時保育園関係

７．応急給食関係

８．利用者負担額（保育料）の減免

１．介護保険料の減免

２．利用者負担金の減免

３．居宅介護支援事業所の被災状況把握

４．地域密着型サービス事業所の被害調査及び受入れ

保健衛生部 １．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．遺体の処理及び埋火葬の実施

４．遺体安置所設置

５．保管する新型コロナウイルスワクチンの被害状況確認

６．保健衛生部内の応援

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．医療機関の被害及び診療機能状況の把握

４．医療資機材の確保及び配分

５．難病等在宅療養患者の安否確認及び対応

６．保健医療活動チームの派遣要請

７．防疫活動

障がい福祉班
（障がい福祉課）

地域包括ケア推進班
（地域包括ケア推進課）

子育て支援班
（子育て支援課）

介護保険班
（介護保険課）

保健総務班
（保健総務課）

地域保健班
（地域保健課）

クリーンセンター班
（クリーンセンター）

新クリーンセンター建設事
務所班
（新クリーンセンター建設
事務所）

福祉部 福祉政策班
（福祉政策課）
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保健衛生部 １．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．被災動物等の保護・収容

４．食品の衛生確保

５．防疫活動

１．救護所等の設置及び救護活動

２．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

３．所管する施設の応急復旧業務

４．妊産婦の避難及び保護

５．飲料水の衛生確保

６．避難所巡回(健康状態の把握・健康相談・栄養相談)

１．被災者に対する国民健康保険税等の被保険者証の交付についての特別措
置２．行方不明者の受付窓口及び捜索のための情報公開

３．国民健康保険税及び一部負担金の減免

４．後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免

５．国民年金保険料の減免

１．商工鉱業関係の被害調査及び支援

２．商工関係団体との連絡調整

３．部内の庶務及び職員の動員

４．部内の災害情報の収集及び連絡調整

５．災害事業所復旧激励金給付

６．中小企業融資

１．所管する避難施設の保全管理及び避難所開閉設並びに避難所との連絡調
整２．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

３．所管する施設の応急復旧業務

４．観光施設関係の被害調査及び対策

５．災害対応従事者、ボランティア等の宿泊場所等の確保又はあっせん

６．ふくい市民国際交流協会との連絡調整

７．各国大使館への情報提供

８．市内国際交流関係団体等との連絡調整

９．市外国際交流関係団体等との連絡調整

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する避難施設の保全管理及び避難所開閉設並びに避難所との連絡調
整

３．所管する施設の応急復旧業務

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する避難施設の保全管理

３．所管する施設の応急復旧業務

４．所蔵図書、資料の保護

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．所蔵品、資料の保護

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．所蔵図書、資料の保護

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する避難施設の保全管理及び避難所開閉設並びに避難所との連絡調
整

３．災害復旧・復興に係る雇用対策

４．災害時特別融資資金の補給

１．所管する避難施設の保全管理及び避難所開閉設並びに避難所との連絡調
整２．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

３．所管する施設の応急復旧業務

農林水産部 １．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並びに避難所との連絡
調整

４．主食（米、パン類）及び農産青果物の確保・配布

５．死亡家畜の処理指導

６．炊き出しに関し日赤奉仕団等への応援の要請、受入れ及び配置

７．農作物、農作業施設等、家畜、家きん類、畜舎等の被害調査及び支援対策

８．農作物の病虫害の発生防除

しごと支援班
（しごと支援課）

公営競技事務所班
（公営競技事務所）

農政企画班
（農政企画課）

保険年金班
（保険年金課）

商工労働部 商工振興班
（商工振興課）

おもてなし観光推進班
（おもてなし観光推進課）

文化振興班
（文化振興課）

自然史博物館班
（自然史博物館）

美術館班
（美術館）

郷土歴史博物館班
（郷土歴史博物館）

健康管理センター班
（健康管理センター）

生活衛生班
（生活衛生課）
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農林水産部 １．職員安否状況確認及び課内体制の構築

２．山地、林業施設、漁港施設及び漁港区域内の海岸（保全施設含む）の被害
調査、二次災害防止、応急復旧及び復旧対策

３．漁船・舟艇等の応急借上げ支援

１．農地及び農業用施設の被害調査、二次災害防止、応急復旧及び復旧対策
　（農地海岸保全施設含む。）

２．水閘門等及び排水ポンプ場の緊急操作、点検・整備

３．農地のたん水排除

４．応急公用負担

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．被害園芸農作物の相談窓口

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．応急生活必需物資（生鮮食品等）の調達・配布

４．市場の早期開場（仮設開場を含む）

５．全国中央卸売市場協会災害時相互応援（支援の要請）

６．地域ふれあい広場での、緊急支援物資等の空輸や緊急消防援助隊の宿営
地

建設部 １．道路、道路付属物等、及び所管する施設の被害状況調査、二次災害防止、
　　応急復旧及び復旧対策

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．部内の庶務及び職員の動員

４．関係機関への応援の要請、受入れ及び配置

５．応急公用負担

６．公共保有地の有効利用

１．道路、橋梁等の公共土木施設の被害調査、二次災害防止、応急復旧及び復
    旧対策

２．道路交通障害物の除去

３．道路の除雪業務

４．応急公用負担

１．排水対策と水防活動

２．河川管理施設・公共土木施設等の被害調査、二次災害防止、応急復旧及び
復旧対策

３．土砂災害警戒区域等の被害調査、二次災害防止、応急復旧及び復旧対策

４．応急公用負担

１．公園等に係る土砂災害警戒区域の調査、土砂災害発生箇所の二次災害防
止及び応急復旧及び復旧対策

２．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開設準備

３．公園樹及び街路樹の被害調査及び応急対策

４．応急仮設住宅の用地選定

５．公園等の被害調査、二次災害防止、応急復旧及び復旧対策

６．応急公用負担

７．足羽三山の急傾斜地

８．墓地公園の墓石倒壊調査及び西墓地陥没箇所のパトロール

１．被害状況確認（人的・物的被害）及び飼育動物の適切な管理

２．足羽山三山の災害情報の収集及び連絡調整

３．所管する施設の応急復旧

１．市有建物（市営住宅を除く）の被害調査、応急修理及び復旧計画

２．仮設の避難所等の建設、応急修理及び復旧対策

３．応急公用負担

１．応急仮設住宅の入居者の選定（災害救助法適用の場合を除く）。

２．福祉政策班が行う被災者生活再建支援法に基づく処理のための家屋被害調
　　査

１．市営住宅の被害調査、保全及び修理並びに応急対策

２．被災者の市営住宅の一時使用

３．応急仮設住宅の建設（災害救助法適用の場合を除く）

４．災害公営住宅の建設

足羽山公園事務所班
（足羽山公園事務所）

営繕班
（営繕課）

住宅政策班
（住宅政策課）

市営住宅班
（市営住宅課）

園芸センター班
（園芸センター）

中央卸売市場班
（中央卸売市場）

監理班
（監理課）

道路班
（道路課）

河川班
（河川課）

公園班
（公園課）

林業水産班
（林業水産課）

農村整備班
（農村整備課）
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建設部 １．被災建築物応急危険度判定業務の実施本部の設置

　　実施本部長による判定実施要否の判断、実施本部体制の整備

　　判定実施計画の策定・支援本部への支援要請

　　判定活動環境の準備等

　　地元判定士への参集要請、判定士の受入れ準備

　　判定士受付、判定活動のガイダンス

　　判定結果の集計、報告

２．応急公用負担

３．資産税班の家屋等物的被害の調査に基づく家屋等の損壊判定の協力

４．建築確認等の手数料の減免

１．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．公共施設の応急復旧及び復旧対策の支援

１．公共施設の応急復旧及び復旧対策の支援

２．業務システム（ＣＡＤ、積算、電子納品データ閲覧）の運用

１．災害関係の出納

２．災害見舞金及び義援金の受理及び配分

危機管理監 １．災害対策本部等の設置

２．避難指示等発令

３．関係機関との連絡調整

４．災害情報の収集及び伝達

５．配備体制

６．避難所開設

７．帰宅困難者支援施設の開設

８．避難所の開閉設並びに避難所の連絡調整及び所管する避難施設の保全管
理

９．被害調査の取りまとめ

１０.罹災証明交付

１．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．火災の予防、警戒及び消火活動

４．救急活動・救助活動

５．水防活動

６．緊急消防援助隊との連絡調整

７．市長の判断を得るいとまが無い場合の避難指示

８．緊急避難の伝達、広報及び誘導

９．災害情報の収集

１０．福井県広域消防相互応援協定に基づく応援隊との連絡調整

１１．所管する避難施設の保全管理

企業部 １．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．企業局災害対策本部の立ち上げ及び運営

４．職員の安否情報・参集状況の確認・把握及び職員の勤務環境の確保

５．ライフライン等の状況の把握

６．企業局庁舎の状況確認（建物、設備）

７．関係機関との連絡、対応

８．上下水道（簡易水道を含む。）施設の被害調査、二次災害防止、応急復
    旧及び応急対策の総括

９．上下水道施設の応急修理、復旧用資材などの調達

１０．上下水道施設の応急修理、復旧用車両等の借上げ及び配車

１１．燃料等の確保

１２．通信機器の確保

１３．救急物資（食料等）の確保と物品の調達

１４．関係機関への応援の要請、受入れ及び配置

１５．情報・報道機関対応、報道依頼

１６．企業局電算システムの復旧

１７．上下水道についての災害広報

１８．災害復旧を含む資金計画の作成

消防部 消防班
（消防局）

危機管理班
（危機管理課）

経営管理班
（経営管理課）

建築指導班
（建築指導課）

工事・会計管理部 工事検査班
（工事検査課）

技術管理班
（技術管理課）

出納班
（出納課）



 2-7　福井市災害対策本部の業務分担一覧表

対策部 班 業　　　　　　　　　　　　　　　務

企業部 １．需要家の被害状況の調査及び全体把握

２．被害通報の問い合わせ受付及び処理

３．上下水道料金の減免

４．上下水道についての災害広報

５．仮設トイレの確保、配備及びし尿くみ取り

６．受益者負担金・分担金の徴収猶予

７．汚水ます設置費用の徴収猶予

８．合併浄化槽維持管理事業補助

１．水道管等の被害調査、二次災害防止、応急復旧及び復旧対策

２．被災者に対する飲料水の確保と給水

１．飲料水の水源確保
２．浄水場の被害調査、応急復旧及び復旧対策

１．簡易水道の断水世帯の被害調査

２．簡易水道の配水管等の被害調査、二次災害防止、応急復旧及び復旧対策

３．飲料水の水源確保

４．浄水施設等の被害調査、応急復旧及び復旧対策

１．公共下水道施設（管渠等）の被害調査、二次災害防止、応急復旧及び復旧
対策

２．水防関係

１．公共下水道施設（ポンプ場、処理場）の被害調査、二次災害防止、応急復旧
    及び復旧対策

２．排水ポンプの緊急操作

３．処理場の緊急操作

４．一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）の処理及び処理手数料の減免

５．集落排水施設の被害調査

６．集落排水の分担金の徴収猶予

教育部 １．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並びに避難所との連絡
調整

４．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

５．所管する施設の応急復旧業務

６．県教育委員会との連絡調整（高等学校を避難所として開設する場合を含む）

７．応急的な幼稚園、学校教育施設設置及び管理

８．関係機関への応援の要請、受入れ及び配置

１．被害園児、児童、生徒の調査

２．園児、児童、生徒の避難、収容、救護及び保護者引渡し

３．放課後児童健全育成

４．被災児童館の調査及び対応

５．幼稚園、学校教育関係義援金品の受入れ、保管管理、配分及び出納

６．応急教育

７．幼稚園、学校教育についての広報

８．学用品及び教科書の調達並びに配布

９．就園支援関係

１０．就学援助費関係

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．被災者及び応急対策従事者に対する炊出し

４．炊出しに関する応援要請及び受入れ

５．学校の応急給食

６．園児、児童、生徒の健康

７．被災後の通学路の安全

１．施設の被害状況確認（人的・物的被害）

２．施設の応急復旧業務

３．関係機関への応援の要請

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

１．所管する体育施設の被害調査、応急修理及び復旧対策

２．所管する避難施設の保全管理及び避難所開閉設並びに避難所との連絡調
整

保健給食班
（保健給食課）

生涯学習班
（生涯学習課）

青少年班
（青少年課）

スポーツ班
（スポーツ課）

水道施設班
（水道施設課）

簡易水道班
（簡易水道課）

下水管路班
（下水管路課）

下水施設班
（下水施設課）

教育総務班
（教育総務課）

学校教育班
（学校教育課）

上下水道サービス班
（上下水道サービス課）

水道管路班
（水道管路課）
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対策部 班 業　　　　　　　　　　　　　　　務

教育部 １．所管する避難施設の保全管理及び避難所開閉設並びに避難所との連絡調
整

２．遺跡、施設の被害調査、応急修理及び復旧対策

３．文化財の被害調査及び応急保護

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．所蔵図書、資料の保護

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．所蔵図書、資料の保護

１．所管する施設の被害状況確認（人的・物的被害）及び保全管理

２．所管する施設の応急復旧業務

３．所蔵図書、資料の保護

１．市議会議員との連絡調整

２．部内の庶務及び職員の動員

３．部内の災害情報の収集及び連絡調整

４．他の部の応援

１．他の部の応援

２．災害視察者及び調査団の受け入れ並びに応接（議会関係者に限る）

１．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．監査委員関係

４．他の部の応援

１．部内の庶務及び職員の動員

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整

３．他の部の応援

支援第３部 農委班
（農業委員会事務局）

みどり図書館班
（みどり図書館）

桜木図書館班
（桜木図書館）

支援第１部 庶務班
（庶務課）

議事調査班
（議事調査課）

支援第２部 監査班
（監査事務局）

文化財保護班
（文化財保護課）

図書館班
（図書館）
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福井市危機情報センター規程  

平成 18 年 5 月 25 日  

／訓令甲第 40 号／消防局訓令甲第 56 号／企業局訓令甲第 6 号／議会訓令甲第 3 号／教

委訓令甲第 9 号／監査訓令甲第 3 号／選管訓令甲第 3 号／農委訓令甲第 3 号／  

（趣旨） 

第１条 この規程は、市域において、市民及び市に滞在するすべての者の生命、身体及び財産並びに市

政に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある状態（以下「危機」という。）が発生し、又は発生

するおそれがあると認められるときに、情報収集及び初動応急対策の実施又は初期段階における情報

連絡体制の強化を図るために設置する福井市危機情報センター（以下「危機情報センター」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 危機情報センターは、次に掲げる場合で危機管理監が必要と認めるときに設置する。 

(1) 福井市危機対策本部規程（平成１８年福井市訓令甲第３９号）第２条各号のいずれかの体制の対

策本部を設置しなければならない危機の発生を知り得た場合 

(2) 危機の態様は不明だが、被害が発生している場合 

(3) 危機の発生が予見され、初動対応体制及び情報連絡体制を強化する必要がある場合 

（組織） 

第３条 危機情報センターにセンター長を置き、危機管理監をもって充てる。 

２ センター長を補佐するために、副センター長を置き、危機管理課長をもって充てる。 

３ 危機情報センターに対策員を置き、次に掲げる職員をもって充てる。 

 (1) 危機管理課の職員 

(2) 福井市の危機管理実行組織及び危機管理推進組織に関する規程（平成１８年福井市訓令甲第３６

号）第７条第２項に規定する部局危機管理推進員（以下「部局危機管理推進員」という。） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、センター長が指名した職員 

（職務） 

第４条 センター長は、危機の発生等に適切に対処するため、次の職務を行うことができる。 

(1) 危機の発生の初動における市の緊急対応体制を整えるため、必要な人員及び設備等を各部局から

動員し、配置すること。 

(2) 各部局の長に対し、危機に関する必要な情報の提供を求めること。 

(3) 状況により部局の長に情報の提供を求めることができないときに、当該部局に所属する職員に対

し、情報の提供を求めること。 

(4) 収集された情報を基に、関係する部局の長と協議して、設置する対策本部の体制を判断し、市長
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及び副市長に対応体制について意見具申すること。 

(5) 必要なときに、部局危機管理推進員等の必要な職員を招集し、重要事項の伝達、情報の共有化及

び必要な指示命令の下達を行うこと。 

２ センター長は、前項第３号の規定により情報の提供を求めたときは、その旨を当該部局の長に連絡

しなければならない。 

（会議） 

第５条 危機情報センターの会議（次項において「会議」という。）は、第３条に定める危機情報センタ

ーの構成員をもって構成し、センター長が主宰する。 

２ 会議は、センター長が必要と認めるときに招集する。ただし、危機の状況の推移に応じて部局危機

管理推進員を限定して招集することができる。 

（事務局） 

第６条 危機情報センターの庶務を行うため、危機管理課に事務局を置く。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、危機情報センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１８年５月２５日から施行する。 

附 則（平成２２年／訓令甲第３号の５／消防局訓令甲第１４号／企業局訓令甲第１号／議会訓

令甲第１号／教委訓令甲第１号／監査訓令甲第１号／選管訓令甲第１号／農委訓令甲第１号／） 

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日／訓令甲第２１号／消防局訓令甲第１９号／企業局訓令甲第２号／

議会訓令甲第２号／教委訓令甲第１０号／監査訓令甲第２号／選管訓令甲第２号／農委訓令甲第

２号／） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日／訓令甲第１６号／消防局訓令甲第４号／企業局訓令甲第２号／議

会訓令甲第１号／教委訓令甲第７号／監査訓令甲第１号／選管訓令甲第１号／農委訓令甲第１号

／） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日／訓令甲第７号／消防局訓令甲第１２号／企業局訓令甲第１号／議会

訓令甲第１号／教委訓令甲第５号／監査訓令甲第１号／選管訓令甲第１号／農委訓令甲第１号

／） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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福井市自主防災組織の育成に関する要綱  

 

 (目的 ) 

第１条  この要綱は、福井市が自主防災組織を育成し、整備することによ

り、住民の隣保共同の精神をかん養し、もって災害対策組織の末端におけ

る防災活動の円滑な実施を図ることを目的とする。  

(定義 ) 

第２条  この要綱において「自主防災組織」とは、災害から地域社会を守る

ため、自治会又はその集合体等を母体として住民が自発的に結成し、運営

する組織をいう。  

(育成指導 ) 

第３条  福井市は、福井地区消防本部その他の防災関係機関と協力して、自

主防災組織の運営及び活動が円滑に行われるよう育成指導する。  

２  前項の規定による育成指導に当たっては、住民の防災知識の普及及び防

災意識の高揚を図り、もって自主防災組織の円滑な活動に資することを基

本とする。  

(自主防災組織の登録 ) 

第４条  自主防災組織は、市長の登録を受けることができる。  

(登録の申請 ) 

第５条  前条の登録 (以下「登録」という。 )を受けようとするものは、自主

防災組織登録申請書 (様式第１号。以下この条において「申請書」とい

う。 )を市長に提出しなければならない。  

２  申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

(1) 規約又は会則  

(2) 役員名簿  

(3) 自主防災組織の活動に係る地域図  

(4) その他登録に必要な書類  

３  申請書の提出は、自主防災組織の代表者が行わなければならない。  

(登録の実施 ) 

第６条  市長は、登録の申請をした自主防災組織 (次条において「申請者」

という。 )が次に掲げる要件を満たしているときは、登録をするものとす

る。  

(1) 地域住民を主体とし、おおむね４０世帯以上で構成されていること。  

(2) 総会等の意思決定機関を有していること。  

http://reikisv.city.fukui.fukui.jp/reiki/fng04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai&TID=1&SYSID=1470&FNM=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/00001470_s5000656041504151.html&INF=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/flu_inf_00001470&TAG=Y1#Y1
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(3) 自主防災組織の活動方針又は活動計画に次に掲げる活動を行うことが

定められており、かつ、当該活動方針又は活動計画が法令に違反していな

いこと。  

ア  災害による被害を防止し、又は軽減するための平常時における予防活動  

イ  災害時における応急活動  

(4) 自主防災組織の活動の対象となる地域が、この要綱により既に登録を

されている自主防災組織の活動の対象となる地域と重複しないこと。  

(登録の通知 ) 

第７条  市長は、登録をしたときは、自主防災組織登録通知書 (様式第２号 )

により、申請者に通知するものとする。  

(登録事項の変更の届出 ) 

第８条  第６条の登録を受けた自主防災組織は、規約若しくは会則、役員又

は自主防災組織の活動の対象となる地域を変更したときは、市長に届け出

なければならない。  

２  前項の規定による届出 (次項において「届出」という。 )は、自主防災組

織変更届 (様式第３号 )により行うものとする。  

３  第５条第３項の規定は、届出の場合に準用する。  

(自主防災組織への財政的な援助 ) 

第９条  市長は、登録を受けた自主防災組織の設置に要した費用に対して，

別に定めるところにより、補助金を交付することができる。  

(その他 ) 

第１０条  この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

（失効）  

２  この要綱は、令和７年３月３１日限りその効力を失うものとする。  

附  則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 

http://reikisv.city.fukui.fukui.jp/reiki/fng04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai&TID=1&SYSID=1470&FNM=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/00001470_s5000656041504151.html&INF=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/flu_inf_00001470&TAG=Y2#Y2
http://reikisv.city.fukui.fukui.jp/reiki/fng04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai&TID=1&SYSID=1470&FNM=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/00001470_s5000656041504151.html&INF=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/flu_inf_00001470&TAG=J6#J6
http://reikisv.city.fukui.fukui.jp/reiki/fng04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai&TID=1&SYSID=1470&FNM=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/00001470_s5000656041504151.html&INF=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/flu_inf_00001470&TAG=Y3#Y3
http://reikisv.city.fukui.fukui.jp/reiki/fng04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai&TID=1&SYSID=1470&FNM=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/00001470_s5000656041504151.html&INF=D:/EFServ/ss00003FA9/bousai/flu_inf_00001470&TAG=J5_K3#J5_K3
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福井市自主防災組織設置補助要綱  

 

（趣旨）  

第１条  福井市自主防災組織の育成に関する要綱（以下「育成要綱」という。）

第９条に規定する自主防災組織の設置に要した費用に対する補助金の交付につ

いては、福井市補助金等交付規則（昭和４８年福井市規則第１１号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

（補助金の対象経費）  

第２条  この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、自主防災組織の設置

に要した経費のうち次に掲げるものに対して、補助金を交付するものとする。  

（1）  謝金  

（2）  消耗品費、原材料費  

（3）  会議費（食糧費を除く。）、会場借上料  

（4）  印刷製本費  

（5）  通信運搬費  

（6）  広告宣伝費  

（7）  資料購入費  

（8）  備品購入費（事業に必要なものであり、対象とすることがやむを得ないと

認める場合に限る。）  

（補助額）  

第３条  補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。ただし、１組織につき

５万円を上限とする。  

（補助金交付の申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとする組織は、自主防災組織設置補助金交付申

請書（様式第１号。次項において「申請書」という。）を市長に提出しなけれ

ばならない。  

２  申請書には、収支決算書、領収書等組織の設置に要した費用を証する書類を

添付しなければならない。  
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（交付及び額の確定の通知）  

第５条  規則第６条及び第 12条の規定による通知は、自主防災組織設置補助金交

付決定兼交付額確定通知書（様式第２号）により行う。  

（請求）  

第６条  規則第 14条第１項の補助金等交付請求書は、自主防災組織設置補助金交

付請求書（様式第３号）によるものとする。  

（その他）  

第７条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

（失効）  

２  この要綱は、令和７年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日までに

交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。  

附  則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  
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福井市自主防災組織連絡協議会の育成に関する要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、福井市が自主防災組織連絡協議会（以下｢連絡協議会」という。）を

育成し、整備することにより、地区全体での防災意識の向上を図り、もって自主防災組

織（福井市自主防災組織の育成に関する要綱第４条に定める登録を受けたものをいう。）

の結成の促進及び地域での防災活動の円滑な実施を図ることを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この要綱において「連絡協議会」とは、自治会連合会等を母体として結成し、自

主防災組織の結成の促進及び育成を行うための組織をいう。 

（育成指導） 

第３条 福井市は、防災関係機関と連携し、連絡協議会の運営及び活動が円滑に行われる

よう育成指導する。 

２ 前項の規定による育成指導に当たっては、住民の防災知識の普及及び防災意識の高揚

を図り、もって連絡協議会の円滑な活動に資することを基本とする。 

（連絡協議会の登録） 

第４条 連絡協議会は、市長の登録を受けることができる。 

（登録の申請） 

第５条 前条の登録（以下「登録」という。）を受けようとする者は、自主防災組織連絡協

議会登録申請書（様式第１号）に次に掲げる資料を添付し、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 規約又は会則 

(2) 役員名簿 

(3) その他必要な書類 

２ 前項の申請書の提出は、自主防災組織連絡協議会の代表者が行わなければならない。 

（登録の実施） 

第６条 市長は、登録の申請をした連絡協議会（次条において「申請者」という。）が次に

掲げる要件を満たしているときは、登録をするものとする。 

(1) 総会等の意思決定機関を有していること。 

(2) 連絡協議会の活動方針又は活動計画に自主防災組織未結成自治会等への自主防災組

織結成の促進及び自主防災組織の育成に関する事項が定められており、かつ、当該活

動方針及び活動計画が法令に違反していないこと。 

（登録の通知） 

第７条 市長は、登録をしたときは、自主防災組織連絡協議会登録通知書（様式第２号）

により、申請者に通知するものとする。 

（登録事項の変更の届出） 

第８条 第６条の登録を受けた連絡協議会は規約・会則又は、役員等を変更したときは、
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自主防災組織連絡協議会変更届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の変更届の提出に準用する。 

（連絡協議会への財政的な援助） 

第９条 市長は、登録を受けた連絡協議会の設置、地区内の自主防災組織の結成育成及び

防災資機材の購入に対して、別に定めるところにより、補助金を交付することができる。 

（その他） 

第１０条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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福 井 市 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 活 動 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  福 井 市 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 活 動 事 業 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」

と い う 。） の 交 付 に つ い て は 、 福 井 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ４ ８ 年 福

井 市 規 則 第 １ １ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の

要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 と は 、 福 井 市 自 主 防

災 組 織 連 絡 協 議 会 の 育 成 に 関 す る 要 綱 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 登 録 を 受 け

た も の を い う 。  

（ 対 象 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。） は 、

次 に 掲 げ る 事 業 と す る 。  

(1) 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 が 行 う 防 災 訓 練 事 業  

(2) 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 が 行 う 防 災 パ ト ロ ー ル 事 業  

(3) 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 が 行 う 防 災 研 修 会 事 業  

(4) 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 が 行 う 防 災 マ ッ プ 作 成 事 業  

(5) 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 が 行 う 防 災 啓 発 活 動 事 業  

(6) 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 が 行 う そ の 他 防 災 活 動 事 業  

２  補 助 金 の 交 付 は 、 一 の 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 に つ き １ 会 計 年 度 １

回 と す る 。  

 （ 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 は 、 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 の う

ち 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  
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(1) 消 耗 品 、 原 材 料 費  

(2) 講 師 謝 金  

(3) 印 刷 製 本 費  

(4) 資 料 購 入 費  

(5) 会 議 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。）  

(6) 通 信 運 搬 費  

(7) 旅 費 、 講 習 会 受 講 費  

(8) 手 数 料  

(9) 保 険 料  

(10) 使 用 料 及 び 賃 借 料  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 毎 年 度 予 算 の 範 囲 内 と し 、 補 助 事 業 に 要 す る 経

費 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 限 度 と す る 。 た だ し 、 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

を 限 度 と し 、 １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 は 切 り 捨 て る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者 は 、 規 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 補 助 事 業 に 着 手 す る １ ０ 日 前 ま で に 、 活 動 事 業 補 助 金 交 付

申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 自 主 防 災 活 動 等 事 業 計 画 書  

 (2) 収 支 予 算 書  

 (3) そ の 他 必 要 な 書 類  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 規 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と

き は 、 活 動 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 当 該 補

助 金 の 交 付 を 申 請 し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  
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（ 補 助 事 業 の 変 更 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 補 助 事 業 の 内 容 又 は 経 費 の

変 更 ( 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 ) を 必 要 と す る 場 合 は 、 市 長 に 活 動 事 業 補

助 金 交 付 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 提 出 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容

を 審 査 し 、 変 更 が や む を 得 な い と 認 め る と き は 、 活 動 事 業 補 助 金 交 付

決 定 変 更 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た

者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、

規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 、 速 や か に 活 動 事 業 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ５

号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 実 績 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

 (1) 自 主 防 災 活 動 等 事 業 報 告 書  

 (2) 収 支 決 算 書  

 (3) 収 支 の 状 況 を 証 す る 書 類 ・ 活 動 状 況 写 真 等  

 (4) そ の 他 必 要 な 書 類  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 実 績 報 告 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、 規

則 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 交 付 す る 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 活 動 事 業 補

助 金 交 付 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 、 当 該 実 績 報 告 書 を 提 出 し

た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 請 求 ）  
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第 １ １ 条  前 条 の 通 知 を 受 け た 者 が 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、 規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ り 、 活 動 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第

７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 関 係 図 書 の 保 存 ）  

第 １ ２ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 事 業 の 実 施 に 係 る 関 係 図 書 、 収 支 に 関

す る 帳 簿 及 び 支 払 に 関 す る 証 拠 書 類 に つ い て は 、 対 象 事 業 が 完 了 し た

日 か ら ５ 年 間 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め

る 。  

   附  則  

( 施 行 期 日 )  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

( 失 効 )  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 同

日 ま で に 交 付 の 決 定 が な さ れ た 補 助 金 に つ い て は 、 同 日 後 も な お そ の

効 力 を 有 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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  福 井 市 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 防 災 資 機 材 購 入 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  福 井 市 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 防 災 資 機 材 購 入 補 助 金 （ 以 下

「 補 助 金 」 と い う 。） の 交 付 に つ い て は 、 福 井 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭

和 ４ ８ 年 福 井 市 規 則 第 １ １ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の

ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 と は 、 福 井 市 自 主 防

災 組 織 連 絡 協 議 会 の 育 成 に 関 す る 要 綱 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 登 録 を 受 け

た も の を い う 。  

 （ 対 象 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。） は 、

自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 が 防 災 活 動 の 用 に 供 す る 資 機 材 の 購 入 事 業 と

す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 は 、 一 の 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議 会 に つ き １ 会 計 年 度 １

回 と す る 。  

 （ 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 は 、 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 の う

ち 、 別 表 に 掲 げ る も の の ほ か 市 長 が 特 に 認 め た も の の 購 入 に 要 す る 費

用 と す る 。  

( 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額

を 限 度 と す る 。 た だ し 、 別 表 右 欄 に 定 め る 額 を 限 度 と し 、 １ ， ０ ０ ０

円 未 満 の 端 数 は 切 り 捨 て る 。  

（ 交 付 申 請 ）  
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第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者 は 、 規 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 補 助 事 業 に 着 手 す る １ ０ 日 前 ま で に 、 防 災 資 機 材 購 入 補 助

金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 購 入 予 定 資 機 材 の 仕 様 書 ・ 見 積 書  

(2) 防 災 資 機 材 の 配 備 計 画  

(3) 設 置 に 関 し て 必 要 な 許 可 書 等  

(4) そ の 他 必 要 な 書 類  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 規 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を し た

と き は 、 防 災 資 機 材 購 入 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、

当 該 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 事 業 の 変 更 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 購 入 を 予 定 す る 防 災 資 機 材

の 品 目 、 数 量 又 は 金 額 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 防 災 資 機 材 購 入 補 助 金

交 付 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 提 出 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容

を 審 査 し 、 変 更 が や む を 得 な い と 認 め る と き は 、 防 災 資 機 材 購 入 補 助

金 交 付 決 定 変 更 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を

受 け た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、

規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 、 速 や か に 防 災 資 機 材 購 入 実 績 報 告 書 （ 様

式 第 ５ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
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２  前 項 の 実 績 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

(1) 購 入 資 機 材 の 領 収 書 等 支 出 を 証 す る 書 類  

(2) 購 入 資 機 材 の 配 備 を 証 す る 写 真 等  

 (3) そ の 他 必 要 な 書 類  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 実 績 報 告 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、 規

則 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 交 付 す る 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 防 災 資 機 材 購

入 補 助 金 交 付 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 、 当 該 実 績 報 告 書 を 提 出

し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 請 求 ）  

第 １ １ 条  前 条 の 通 知 を 受 け た 者 が 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、 規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ り 、 防 災 資 機 材 購 入 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様

式 第 ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 関 係 図 書 の 保 存 ）  

第 １ ２ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 事 業 の 実 施 に 係 る 関 係 図 書 、 収 支 に 関

す る 帳 簿 及 び 支 払 に 関 す る 証 拠 書 類 に つ い て は 、 対 象 事 業 が 完 了 し た 日

か ら ５ 年 間 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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( 失 効 )  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 同

日 ま で に 交 付 の 決 定 が な さ れ た 補 助 金 に つ い て は 、 同 日 後 も な お そ の

効 力 を 有 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表 （ 第 ４ 条 、 第 ５ 条 関 係 ）  

品 番  種  類  防 災 資 機 材  

１  消 火 用 具  

可 搬 式 動 力 ポ ン プ  

補 助 率 １ / ２ 以 内 で

４ ０ 万 円 を 限 度 と す

る 。  

消 防 ホ ー ス 、 管 鎗 、

吸 水 管  

補 助 率 １ / ２ 以 内 で

１ ８ 万 円 を 限 度 と す

る 。  

２  救 助 ・ 救 護 用 具  

エ ン ジ ン カ ッ タ ー 、

チ ェ ー ン ソ ー 、 可 搬

ウ イ ン チ 、 ジ ャ ッ

キ 、 救 助 セ ッ ト 、 発

電 機 、 担 架 、 Ａ Ｅ Ｄ  

３  倉 庫  防 災 倉 庫  

４  情 報 連 絡 用 具  

無 線 機 、 電 池 式 メ ガ

ホ ン 、 携 帯 用 ラ ジ オ  

５  水 防 用 具  救 命 ボ ー ト  

６  給 食 給 水 用 具  

緊 急 用 ろ 水 装 置 、 飲

料 用 水 槽 、 炊 飯 装 置  

７  

避 難 所 ・ 避 難 用

具  

テ ン ト 、 リ ヤ カ ー 、

投 光 器  
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　　　令和5年4月1日現在

№ 地　区 世帯数 組  織  名  称 自治会数
自主防災組織
結成自治会数 結成年月日

1 木田 5,717 木田地区自主防災会連絡協議会 82 67 H18.5.6

2 豊 4,429 豊地区自主防災会連絡協議会 80 60 H18.11.16

3 足羽 2,517 足羽地区自主防災組織連絡協議会 68 64 H18.7.1

4 清明 3,167 清明地区自主防災会連絡協議会 16 16 H17.10.15

5 麻生津 2,882 麻生津地区防災連絡協議会 35 35 H18.11.5

6 上文殊 598 上文殊地区防災連絡協議会 12 12 H17.11.1

7 文殊 696 文殊地区防災連絡協議会 11 10 H17.11.1

8 六条 772 六条地区防災組合連合会 8 8 H17.7.31

9 社南 5,214 社南地区自主防災会連絡協議会 34 31 H18.3.6

10 社北 3,510 社北地区自主防災会連合会 25 25 H17.6.18

11 社西 2,364 社西地区自主防災会 36 32 H15.11.15

12 安居 1,168 一光・安居地区自主防災組織連絡協議会 17 17 H18.8.31

13 東安居 2,980 東安居地区自主防災組織連絡協議会 39 39 H18.11.14

14 西藤島 1,813 西藤島地区自主防災連絡協議会 23 23 H18.4.22

15 河合 1,343 河合地区自主防災組織連絡協議会 12 12 H18.4. 1

16 中藤島 5,011 中藤島地区自主防災連絡協議会 20 20 H17.11.30

17 森田 6,089 森田地区自主防災組織連絡協議会 23 23 H18.6.27

18 明新 6,492 明新自主防災連絡協議会 49 49 H17.12.1

19 日新 2,599 日新地区自主防災連絡協議会 42 40 H18. 3. 1

20 春山 2,797 春山地区自主防災会連合協議会 74 74 H16.10.16

21 宝永 2,072 宝永地区自主防災組織連絡協議会 75 75 H18.9.20

22 松本 5,450 松本地区自主防災組織連絡協議会 73 65 H18.10.1

23 湊 4,279 湊地区自主防災会連絡協議会 99 99 H 8.11.2

24 順化 1,693 順化地区自主防災組織連絡協議会 71 70 H17.6.30

25 旭 2,330 旭地区防災連絡協議会 79 74 H18.1.1

26 日之出 3,333 日之出地区自主防災組織連絡協議会 57 57 H17.4.1

27 円山 3,247 円山地区自主防災連絡協議会 24 24 H18.11.22

28 啓蒙 3,484 啓蒙地区自主防災組織連絡協議会 37 37 H19.5.11

29 東藤島 1,321 東藤島地区自主防災組織連絡協議会 17 17 H18.10.31

30 岡保 781 岡保地区自主防災組織連絡協議会 13 13 H18.10.3

31 和田 4,909 和田地区自主防災連絡協議会 30 30 H17.12.9

32 酒生 1,110 酒生地区自主防災組織連絡協議会 11 11 H18.7.20

33 東郷 1,289 東郷地区自主防災組織連絡協議会 19 19 H18.12.1

自主防災組織連絡協議会一覧表
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№ 地　区 世帯数 組  織  名  称 自治会数
自主防災組織
結成自治会数 結成年月日

34 一乗 285 一乗地区自主防災組織連絡協議会 7 7 H18.10.20

35 大安寺 419 大安寺地区自主防災組織連絡協議会 10 10 H17.11.27

36 本郷 369 本郷地区自主防災連絡協議会 18 18 H18.6.4

37 棗 521 棗地区自主防災組織連絡協議会 15 15 H17.12.1

38 鶉 998 鶉地区自主防災組織連絡協議会 20 20 H18.4.1

39 宮ノ下 296 宮ノ下地区自主防災組織連絡協議会 6 6 H17.11.17

40 鷹巣 643 鷹巣地区自主防災組織連絡協議会 13 13 H18.7.1

41 国見 389 国見地区自主防災組織連絡協議会 5 5 H17.6.22

42 殿下 180 殿下地区自主防災組織連絡協議会 14 14 H18.1.7

43 美山 1,351 美山地区自主防災組織連絡協議会 52 52 H18.11.1

44 越廼 498 越廼地区自主防災連絡協議会 8 8 H18.4.24

45 清水西 1,030 清水西地区自主防災組織連絡協議会 16 16 H18.6.1

46 清水東 554 清水東地区自主防災組織連絡協議会 10 10 H18.8.28

47 清水南 843 清水南地区自主防災組織連絡協議会 11 11 H18.7.14

48 清水北 890 清水北地区自主防災組織連絡協議会 14 14 H19.5.1
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昭和４９年６月２８日 

条例第２６号 

改正 昭和５０年３月２９日条例第１１号 

昭和５２年３月２５日条例第５号 

昭和５３年６月３０日条例第２６号 

昭和５６年９月２８日条例第３１号 

昭和５７年１０月１日条例第１８号 

昭和６２年３月２５日条例第６号 

平成３年１２月２１日条例第３７号 

平成１８年１月５日条例第９３号 

平成２３年１１月２９日条例第２６号 

平成３１年３月２０日条例第３１号 

令和元年１１月２０日条例第２０号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号。以下「法」と

いう。）及び同法施行令（昭和４８年政令第３７４号。以下「令」という。）の規定に準拠し、

暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害

により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害

により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び

生活の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによ

る。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずる

ことをいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、福井市の区域内に住所を有した者をいう。 

第２章 災害弔慰金 

（災害弔慰金の支給） 
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第３条 市は、市民が令第１条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災害」という。）

により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位は次に

掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族（兄弟姉妹を除く。

以下この項において同じ。）を先にし、その他の遺族を後にする。 

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹が

存するときは、その兄弟姉妹（死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた

者に限る。）に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖

父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母

を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合、その他の事情により前２項の規定により難いときは、前２項の規定

にかかわらず、第１項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、

その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてそ

の死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合

にあっては５００万円とし、その他の場合にあっては２５０万円とする。ただし、死亡者がその

死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの

額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 
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（死亡の推定） 

第６条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第４条の規定に

よるものとする。 

（支給の制限） 

第７条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意、又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第２条に規定する場合 

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるため市長が支

給を不適当と認めた場合 

（支給の手続） 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところに

より支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることがで

きる。 

第３章 災害障害見舞金の支給 

（災害障害見舞金の支給） 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したと

きを含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民（以下「障害者」という。）

に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（災害障害見舞金の額） 

第１０条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病

にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては２５０万

円とし、その他の場合にあっては１２５万円とする。 

（準用規定） 

第１１条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（災害援護資金の貸付け） 

第１２条 市は、令第３条に掲げる災害により、法第１０条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯

の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うも
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のとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第１０条第１項に規定する要件に該当するものでな

ければならない。 

（災害援護資金の限度額等） 

第１３条 災害援護資金の一災害における１世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被

害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」という。）

があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額が、その家財の価額のおおむね３分の１以上である損害（以下「家

財の損害」という。）及び住居の損害がない場合 １５０万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 ２５０万円 

ウ 住居が半壊した場合 ２７０万円 

エ 住居が全壊した場合 ３５０万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 １５０万円 

イ 住居が半壊した場合 １７０万円 

ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） ２５０万円 

エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 ３５０万円 

(3) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残

存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「２７０万円」とあるのは

「３５０万円」と、「１７０万円」とあるのは「２５０万円」と、「２５０万円」とあるのは

「３５０万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、１０年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条第２項括弧書の

場合は、５年）とする。 

（利率） 

第１４条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を

除き年３％以内で規則で定める率とする。 

（償還等） 

第１５条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 
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２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰

上償還をすることができる。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１３条、第１４

条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定によるものとする。 

（規則への委任） 

第１６条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。 

（美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置） 

２ 美山町、越廼村及び清水町（以下「旧町村」という。）の編入（以下「編入」という。）の日

の前日までに、美山町災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和５６年美山町条例第１号）、越廼

村災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和５７年越廼村条例第１２号）又は清水町災害弔慰金の

支給等に関する条例（昭和５７年清水町条例第７号）の規定（以下「旧町村条例の規定」という。）

によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものと

みなす。 

３ 編入の日の前日までに旧町村の区域に住所を有していた者に対する編入の日の前日までに発生

した災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについては、

この条例の規定にかかわらず、旧町村条例の規定の例による。 

４ 編入の日から平成１８年３月３１日までの間に旧町村の区域に住所を有する者に対する当該期

間に発生した災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けにつ

いては、この条例の規定にかかわらず、旧町村条例の規定の例による。 

附 則（昭和５０年条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５２年条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和５１年９月７日以後に生じた災

害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第１０条第１項の規定

は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

附 則（昭和５３年条例第２６号） 
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和５３年１月１４日以後に生じた

災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第１０条第１項の規

定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

附 則（昭和５６年条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和５５年１２月１４日以後に生じ

た災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第１０条第１項の

規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

附 則（昭和５７年条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第９条、第１０条及び第１１条の規定は昭和５７年

７月１０日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支

給について適用する。 

附 則（昭和６２年条例第６号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１３条第１項の規定は、昭和６２年２月１日以後に生じた災害によ

り被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

附 則（平成３年条例第３７号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は平成３年６月３日以後に生じた災害

により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第１０条の規定は当該災

害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第１３

条第１項の規定は同年５月２６日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害

援護資金の貸付について適用する。 

附 則（平成１８年条例第９３号） 

この条例は、平成１８年２月１日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は、平成２３年３月１１日以後

に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。 

附 則（平成３１年３月２０日条例第３１号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１４条及び第１５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に生

じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日

前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、な

お従前の例による。 

附 則（令和元年１１月２０日条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○福井市災害見舞金支給規則 

昭和６２年３月３１日 

規則第９号 

改正 平成２年３月９日規則第３号 

平成２年３月２９日規則第１０号 

平成８年２月８日規則第３号 

平成１２年３月２２日規則第３号 

平成１６年３月２５日規則第１４号 

平成１６年８月４日規則第５０号 

平成１８年１月３１日規則第４３号 

平成２４年７月２日規則第４０号 

平成３１年２月２０日規則第１３号 

令和３年３月２６日規則第３８号 

令和４年１月１２日規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市民が市の区域内において発生した災害により被害を受けた場合に、当該り

災者の援護に資するために支給する災害見舞金について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 災害 火災等の不慮の人為的災害又は異常な自然災害をいう。 

(2) 市民 災害を受けた当時、本市の区域内に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づ

く住民登録がある者をいう。 

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

(4) 住家 市民が現実に居住のため使用している建物をいう。 

(5) 全焼等 住家が被害を受けた場合に福井市が交付するり災証明書において「全焼」又は「全壊」

とされるもの 

(6) 半焼等 住家が被害を受けた場合に福井市が交付するり災証明書において「半焼」、「大規模

半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」とされるもの 

(7) 部分焼等 住家が被害を受けた場合に福井市が交付するり災証明書において「部分焼」、「準
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半壊」又は「準半壊に至らない（一部損壊）」とされるもの 

(8) 床上浸水 住家が被害を受けた場合に福井市が交付するり災証明書において「床上浸水」とさ

れるもの 

（災害見舞金の支給） 

第３条 住家が災害により被害を受けた場合には、当該被害を受けた世帯の世帯主（当該災害によ

り世帯主が死亡した場合には、当該死亡者の遺族又は葬祭を行った者とする。）に対し、次の各

号に掲げる被害の区分に応じ、１世帯当たり当該各号に定める額の災害見舞金を支給するものと

する。 

(1) 全焼等であって、その原因が火災等の不慮の人為的災害であるもの １００，０００円 

(2) 半焼等であって、その原因が火災等の不慮の人為的災害であるもの ７０，０００円 

(3) 部分焼等であって、その原因が火災等の不慮の人為的災害であるもの ３０，０００円 

(4) 全焼等であって、その原因が異常な自然災害であるもの ２００，０００円 

(5) 半焼等であって、その原因が異常な自然災害であるもの １４０，０００円 

(6) 部分焼等であって、その原因が異常な自然災害であるもの ６０，０００円 

(7) 床上浸水であって、その原因が異常な自然災害であるもの １０，０００円 

２ 市民が災害により死亡した場合には、その者の遺族に対し、災害見舞金として１人につき、５

０，０００円を支給するものとする。 

（支給の制限） 

第４条 災害見舞金は、次に掲げる場合には支給しないものとする。ただし、第３号に掲げる場合

にあっては前条第２項の災害見舞金に限り、支給しないものとする。 

(1) 災害により被害を受けた場合又は災害により死亡した場合に、その者の故意又は重大な過失に

より生じたものであるとき。 

(2) 当該被害が犯罪行為を伴うものであり、市長が見舞金の支払を適当でないと認めたとき。 

(3) 福井市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年福井市条例第２６号）の適用を受けたと

き。 

(4) 同一の災害により生じた被害に対して、国又は他の地方公共団体から、この規則に定める災害

見舞金に相当する支援金等の支給を受けたとき。 

(5) 災害発生から起算して２年を経過したとき。 

（見舞金の返還） 
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第５条 市長は、見舞金を支払った後、規則に違反していることが判明したときは、その支払った

見舞金の返還を請求することができるものとする。 

（支給の手続） 

第６条 り災者が災害見舞金の支給を受けようとするときは、災害見舞金支給申請書（様式第１号）

に次の書類を添えて市長に提出する。 

(1) 災害により住家が被害を受けた場合は、福井市の交付するり災証明書 

(2) 災害により死亡した場合は、医師の死亡診断書又は死体検案書 

(3) その他特に市長が認めたもの 

（支給の決定） 

第７条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは内容を審査し、り災者が対象者に

該当する場合は、災害見舞金を支給し、該当しない場合は、災害見舞金不支給通知書（様式第２

号）によりその旨を通知する。 

（特別見舞金の支給） 

第８条 災害を受けた家屋以外の住家を当該災害による人命の救助のため損壊した場合には、当該

住家の世帯主に対し、特別見舞金として、３０，０００円を支給する。 

２ 前項の場合には、第６条及び第７条の規定を準用する。 

（その他） 

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

（越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置） 

２ 越廼村及び清水町（以下「旧町村」という。）の編入（以下「編入」という。）の日の前日ま

でに、越廼村災害見舞金支給規則（平成２年越廼村規則第２号）又は清水町災害見舞金支給規則

（昭和６３年清水町規則第６号）の規定（以下「旧町村規則の規定」という。）によりなされた

手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 編入の日の前日までに旧町村の区域に住所を有していた者に対する編入の日の前日までに発生

した災害に係る災害見舞金及び特別見舞金の支給については、この規則の規定にかかわらず、旧

町村規則の規定の例による。 
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４ 編入の日から平成１８年３月３１日までの間に旧町村の区域に住所を有する者に対する当該期

間に発生した災害に係る災害見舞金及び特別見舞金の支給については、この規則の規定にかかわ

らず、旧町村規則の規定の例による。 

附 則（平成２年規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年規則第１０号） 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年規則第３号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過処置） 

２ 改正後の福井市災害見舞金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生する被害に係る

災害見舞金について適用する。 

附 則（平成１６年規則第１４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の福井市災害見舞金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生する被害に係る

災害見舞金について適用する。 

附 則（平成１６年規則第５０号抄） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１６年７月１８日から適用する。 

附 則（平成１８年規則第４３号） 

この規則は、平成１８年２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月２日規則第４０号） 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成３１年２月２０日規則第１３号） 
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この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日規則第３８号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１月１２日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ この規則による改正前の福井市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、福井市災害見舞金

支給規則、福井市外国人高齢者福祉手当の支給に関する規則、福井市介護保険条例施行規則、福

井市養育医療の給付等に関する規則及び福井市企業立地促進条例施行規則に定める様式による用

紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 
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死傷病者対応要領 

 

１ 目的 

この要領は、危機発生時における死傷病者への対応等について手順を定め、迅速的確な

傷病者の医療救護活動、安否情報の確認、遺体の収容活動及び身元確認を行うことを目的

とする。 

 

２ 本要領の構成 

 

 

 

 

 

３ 傷病者への対応 

 

通報 

↓ 

① 市職員の派遣  

 

 

 

 

 

 

② 傷病者発生状況の把握 

 

 

 

 

③ 救急隊との連携、情報の

共有 

 

 

 

 

 

 

 

④ 救急隊が行うトリアー

ジ等への支援 

 

 

 

 

 

 

⚫ 発生場所へ市職員を派遣し、福祉部、保健衛生部、消防

局及び医療機関と連携して行う。 

⚫ 傷病者が毒物等の有毒な化学剤、又は放射性物質に汚染

されている場合は、傷病者の除染等を最優先とし、汚染

区域を拡大しないよう、それらの作業が終了するまで、

除染等作業区域より搬出しないことを原則とする。 

 

⚫ 毒物等有毒化学剤・放射性物質等による汚染又は被曝負

傷の有無（可能性含む。）を確認する。 

⚫ 傷病者の有無・規模（多数か、少数か）を確認する。 

⚫ 重症者の有無・規模（多数か、少数か）を確認する。 

 

⚫ 傷病者の身元確認、搬送医療機関を確認する。 

⚫ 現地における情報窓口を設置する。 

⚫ 先着救急隊又は消防機関の現場指揮者と連携し、警戒区

域を設定する。 

⚫ 必要に応じて、警戒区域の設定に関し、現場の警察官に

依頼する。 

⚫ 収集した情報を、対策本部又は危機情報センターへ報告

する。 

 

⚫ 傷病者等のトリアージ・治療区域を設定する。 

⚫ 軽症者待機場所を確保する。 

⚫ 災害協定に基づく福井市医師会へ出場を要請し、救急隊

が行うトリアージ等を支援する。 

 

※トリアージ…傷病者の傷病の緊急性や重症度、緊急度

 ３ 傷病者への対応 

 ４ 死者への対応 

 ５ 身元不明者の取扱い 

 ６ 個人情報の保護と死傷病者情報 

 

死傷病者対応要領 
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⑤ 収容医療機関の確保な

ど 

 

 

 

 

⑥ 医療機関への職員の派

遣及び収容者情報の収

集 

などによって分類し、治療や搬送の優先順

位を決めること。 

⚫ 軽症者の搬送のための輸送車両を確保する。 

⚫ 毒物・劇物・放射性物質等による被曝負傷者発生時の、

広域的な専門医療可能機関を確保する。 

⚫ 多数重症者発生時の広域的な高度救急医療可能機関を確

保する。 

 

⚫ 医療機関の受付職員と連携し、情報収集を行う。 

⚫ 収容された傷病者の身元の確認及びリストを作成する。 

⚫ 収集した情報を、対策本部又は危機情報センターへ報告

する。 

 

 

４ 死者への対応 

 

通報 

↓ 

① 市職員の派遣  

 

 

 

 

② 死者発生状況の把握 

 

 

 

③ 遺体の移動・搬送等 

 

 

 

 

④ 遺体の保護と、危機発生

場所における仮安置所

の設置 

 

 

 

 

 

 

⑤ 遺体の輸送手段の確保 

 

 

 

 

⚫ 発生場所へ市職員を派遣し、福祉部、保健衛生部、及び

所轄警察署と連携して行う。 

⚫ 遺体には最大限の敬意を払い、礼を失しないよう配慮す

る。 

 

⚫ 毒物等の有毒化学剤・放射性物質等による汚染又は被曝

の有無（可能性含む。）を確認する。 

⚫ 死者の規模（多数か、少数か）を確認する。 

 

⚫ 遺体については、現場に警察官が到着し、指示があるま

では移動させないことを原則とする。 

⚫ 遺体が汚染されている場合は、除染作業が終了するまで、

搬送しないことを原則とする。 

 

⚫ 危機発生場所における遺体の保護については、非透過性

納体袋を調達するものとするが、やむを得ない場合は、

毛布等を利用し、全体を包むものとする。決して暴露状

態のまま放置しない。 

⚫ 応急救護所から離れた位置に、現地の仮安置所を設置す

る。 

⚫ 現地の仮安置所は、天幕及び側幕等を利用し、周囲を覆

って外部から見えないよう配慮する。 

 

⚫ できるだけ霊柩車等を手配する。 

⚫ やむを得ない場合は、幌付きのトラック等を利用する。 
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⑥ 遺体の安置場所の確保 

⑦ 遺体の安置場所への職

員の派遣 

⑧ 遺体の身元確認等 

 

 

 

 

⑨ 遺体の収容・安置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 地域体育館などを安置場所として確保する。 

⚫ 検視区域、一時安置区域（身元不明、確認済み別）を設

定する。 

⚫ 遺体保存のための資機材等（棺、ドライアイス、供花等）

を確保する。 

⚫ 職員を派遣し、情報窓口を設置する。 

 

 

⚫ 検視終了後、一時安置区域（確認済み用）へ移動する。 

⚫ 検視の終了した遺体から棺に入れ、氏名及び番号を記載

した氏名札を添付する。 

⚫ 検視官から死体検案書（写）を引き継ぎ、死体処理票及

び遺留品処理票を作成する。 

⚫ 遺族その他から遺体引き受けの申し出があった時は、死

体処理票及び遺留品処理票に引き受けの署名捺印を受

け、引き渡す。 

⚫ 遺体引受人が見つからない遺体については、市長を身元

引受人として、死体火（埋）葬許可証の発行手続きをと

る。 

⚫ 遺族等が埋火葬を行うことが困難な場合については、応

急措置として、市で埋火葬する。 

 

５ 身元不明者の取扱い 

 

身元不明の死者の取扱いについては、前項のほか、次のとおり行う。 

① 遺体の身元に関する情

報の記録 

 

 

② 埋火葬等 

 

 

 

 

 

③ 告示及び情報の公開 

 

⚫ 検視の終了後、身元が不明の遺体については、死体検案

書（写）及び遺留品の引継ぎと併せて、発見の状況など、

身元の特定に資する情報などを記録する。 

 

⚫ 身元が不明のまま、日数が経過した場合については、応

急措置として市で埋火葬する。 

⚫ 身元不明の遺体の遺骨は、遺留品とともに保管する。こ

の場合１年以内に引受人の判明しないものは身元不明者

扱いとして、市が別に定める場所に移管する。 

 

⚫ 身元不明の遺体に関する情報については、性別、大まか

な年齢、発見された場所、服装、遺留品等の特徴などを、

福井市役所前掲示場を始めとする市 9 箇所の掲示場に告

示する。 

⚫ 告示のほか、福井市のホームページへの掲載、報道機関

への情報提供、及び遺体安置所窓口への掲示により情報

を公開し、身元確認に努める。 
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６ 個人情報の保護と死傷病者情報 

 

死傷病者情報の取扱いにあたっては、情報の公表による公益性と、個人情報の保護との相反

する内容を考慮しながら、次のとおりとする。 

なお、個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえ、個人の権利利益の保護に十分留意する。 

 

報道機関に対して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人の住所等の詳細情報

等の照会 

 

⚫ 死者及び傷病者の数、氏名及び年齢を、遺体安置所別及

び収容医療機関別に発表する 

⚫ この場合、死者及び傷病者の氏名を公表するにあたって

は、予め本人又は家族若しくは遺族の同意を得るものと

し、当該本人又は家族若しくは遺族から公表を差し控え

る旨の要請があった場合は、公表しないものとする。 

⚫ 危機の状況、規模等を勘案して、非常に多数の死傷病者

が発生し、本人又は家族若しくは遺族の同意を得るため

の作業を行うことが著しく不合理と本部長が判断した場

合は、個人情報の保護に関する法律第 27条第１項第２号

の規定に基づき提供することも考慮する。 

 

⚫ 本人・家族の了解のある場合に限り、各遺体安置所、収

容医療機関に設置した情報窓口において、照会者の身分

確認の後、回答する。 

 

 

 

【参 考】 

個人情報の保護に関する法律（抜粋） 

 

（第三者提供の制限） 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得

ないで個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令等に基づく場合。 

二 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が

学術研究の成果の公表または教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に侵害す

るおそれがある場合を除く。）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研

究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的で
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ある場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害する恐れがある場合を除く。）（当該個人情報

取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研

究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的で

ある場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 
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行方不明者取扱要領 

 

１ 目的 

この要領は、危機発生時における行方不明者の捜索、情報公開について手順を定め、迅

速的確な捜索、情報公開を行うことを目的とする。 

 

２ 手順 

 

ア 捜索依頼・届出の受

付等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 捜索の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 情報の公開 

 

① 所在が確認できない市民に関する問合わせや行方不明者の

捜索依頼・届出の受付は、保健衛生部が所轄警察署と連携・

協力し行う。 

② 届出を受けたときは、行方不明者の住所、氏名、年齢、性

別、身長、着衣その他の特徴について、可能な限り詳細に

聴き取り記録する。 

③ 所轄警察署と「届出」リストを相互に連絡する。 

④ 「届出」リストのうち避難所記録簿、医療救護診療記録簿、

その他福井市で把握する災害規模や被災地の状況に関する

情報・安否情報等により生存が確認されるものを除き「要

捜索者リスト」を作成する。 

 

① 捜索活動は、要捜索者リストに基づき保健衛生部が、関係

各部、消防局、消防団、所轄警察署、防犯隊、自衛隊その

他の関係機関、地元自治会役員及びボランティア等の協力

を得て行う。 

② 捜索活動中に遺体を発見したときは対策本部及び所轄警察

署に連絡する。 

③ 遺体については、現場に警察官が到着し、指示があるまで

は移動させないことを原則とする。 

④ 警察官の到着を待つ間、遺体の保護のため所要の警戒員を

配置する。 

 

① 捜索依頼者・家族の許可を得て、要捜索者リストを公開す

る。 

② 公開する内容は、氏名、年齢、性別、住所、顔写真、当時

の服装等を基本とする。 

③ 公開手段は、福井市ホームページ、福井ケーブルテレビ、

福井街角放送、新聞社、テレビ局、ラジオ局等の報道機関、

市内 9箇所の掲示場への告示などとする。 

 

 



2-19 消防団員現況一覧表 

消 防 団 員 現 況 一 覧 表 

◎ 分団別人員 

（令和５年５月１日） 

分団 

消
防
団
長 

地
区
団
長 

地
区
副
団
長 

女
性
分
団 

木 
 

田 

豊 

足

羽 

東

安

居 

湊 

春

山 

順

化 

宝

永 

松

本 

日

之

出 
旭 

和

田 

定員 1 4 4 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

実員 1 4 4 45 20 20 20 18 19 19 19 20 19 17 19 20 

分団 

円

山 

啓

蒙 

西

藤

島 

社

北 

社

南 

安

居 

中

藤 

大

安

寺 

河

合 

麻

生

津 
国

見 

岡

保 

東

藤

島 

殿

下 

鶉 

本

郷 

定員 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

実員 14 18 20 18 20 20 19 20 20 19 19 20 20 20 20 18 

分団 棗 

鷹

巣 

森

田 

明

新 

酒

生 

一

乗 
上

文

殊 

六

条 

文

殊 

東

郷 

日

新 

清

明 

社

西 

下

宇

坂 

芦

見 

羽

生 

定員 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 

実員 19 19 18 20 17 20 19 19 20 19 19 18 20 11 10 11 

分団 

上

味

見 

下

味

見 
上

宇

坂 

越

廼 

清

水

西 

清

水

東 

清

水

南 

清

水

北 

合  計 

 

定員 11 11 11 20 20 20 20 20 1,055 

実員 8 11 11 17 20 18 19 19  991  

 

◎ 年齢別消防団員数 

（令和５年５月１日） 

年齢別 18～19 才 20～29 才 30～39 才 40～49 才 50～59 才 60 才以上 計 

人 員 0 36 145 343 318 149 991 

 

◎ 在職年数別消防団員数 

（令和５年５月１日） 

年齢別 ５年未満 ５～９年 10～14 年 15～19 年 20～24 年 25 年以上 計 

人 員 176 229 208 133 95 150 991 

 



2-20 防犯隊員現況一覧表 

 

防 犯 隊 員 現 況 一 覧 表 

令和５年５月１日現在 

防犯隊長：1 名 副隊長：7 名 

 

ブロック 西 部 川 西 足 羽 

支隊名 

社

西 

社

南 

社

北 

西

安

居 

棗 鷹

巣 

川

西 

本

郷 

大

安

寺 

一

乗 

上

文

殊 
文

殊 

六

条 

東

郷 

定 員 15 19 13 25 18 18 10 10 16 14 20 24 19 23 

実 員 13 18 10 22 13 16 9 10 16 13 18 24 19 22 

ブロック 南 部 北 部 東 部 

支隊名 

豊 木

田 

足

羽 

清

明 

麻

生

津 

西

藤

島 

河

合 
中

藤

島 

森

田 

明

新 

日

新 

円

山 

和

田 

啓

蒙 

定 員 17 14 16 18 27 21 28 19 25 22 6 33 24 28 

実 員 13 14 15 18 27 19 25 19 25 21 6 33 24 27 

ブロック 東 部 中 央 美 山 

支隊名 

東

藤

島 

岡

保 

酒

生 
松

本 

東

安

居 

日

之

出 

宝

永 

湊 順

化 

旭 春

山 

美
山
第
１ 

美
山
第
２ 

美
山
第
３ 

定 員 23 21 24 13 14 14 18 19 13 7 10 17 19 9 

実 員 21 21 24 10 14 13 15 19 12 6 8 14 19 9 

ブロック 臨 海 清 水    合

計 

支隊名 

越

廼 

殿

下 

国

見 

清

水

西 

清

水

東 

清

水

南 

清

水

北 

   

定 員 21 15 25 14 13 13 13    885 

実 員 17 15 25 14 11 13 13    830 

 

◎ 年齢別隊員数 

年齢別 18～19 才 20～29 才 30～39 才 40～49 才 50～59 才 60 才以上 計 

人 員 0 4 34 115 267 410 830 

 

◎ 在職年数隊員数 

年齢別 ５年未満 ５～９年 10～14 年 15～19 年 20～24 年 25 年以上 計 

人 員 200 134 150 115 88 143 830 

 



 3-1　観測局設置箇所一覧表

令和５年４月１日現在

№ 局　　名 設置場所 所管 備　　考

1 13号水路 開発向田公園（南側） 河川課 水位観測局

2 14号水路 開発向田公園（西側） 河川課 〃

3 底喰川開発川合流点 町屋1丁目地係 河川課 〃

4 8号水路 大和田北公園（西側） 河川課 〃

5 1号水路 定正ふれあいパーク（西側） 河川課 〃

6 4号水路 定正ふれあいパーク（北側） 河川課 〃

7 準用河川一本木川 木田１丁目地係 河川課 〃

8 開発川 西開発１丁目地係 河川課 〃

9 板垣排水１号 花堂東２丁目地係 河川課 〃

10 定正１号排水 川合鷲塚町地係 河川課 〃

11 経田排水６号 高木町地係 河川課 〃

12 越廼モニタリングポスト 居倉50-1-2 おもてなし観光推進課 放射線量測定

観測局設置箇所一覧表



3-2 防災行政無線概要 

 

福井市防災行政無線システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         固定系システム          移動系システム 

 

【固定系システム】 

 市内全域をカバーし、一斉または個別に情報を伝達します。福井市役所と防災センター

内に設置された親局と市内各所に設置された子局（屋外拡声子局、戸別受信機）を中心に、

遠隔制御装置や親局と子局を結ぶ中継局により構成されています。 

 

【移動系システム】 

 親局と移動局（半固定型無線機、車携帯型無線機、携帯型無線機）から構成されていま

す。災害発生時には、各移動局が災害現場から正確な情報を災害対策本部に伝達するとと

もに、移動局相互間でも通信が行えます。 

 

【親局】 

 福井市役所・防災センター 

 

【中継局・反射板設置場所】 

中継局 地番 反射板 地番 

国見岳中継局 上一光町 河水反射板 河水町 

剣ヶ岳中継局 獺ヶ口町 金比羅山反射板 国山町 

大平山中継局 南菅生町 大宮反射板 大宮町 

白方中継局 白方町 味見河内反射板 味見河内町 

千合中継局 千合町   

羽生中継局 大宮町   

中手中継局 中手町   

ガラガラ山中継局 居倉町   

 

 



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 備考

市役所・防災センター 主統制台 100 主統制台

危機管理課
（市役所別館５階）

市役所(統制台) 101 主統制台

市役所(統制台リモコン) 111
統制

リモコン
管制課
（防災センター３階）

防災センター(統制台) 102 主統制台

防災センター(統制台リモコン) 112
統制

リモコン

防災センター(副統制台リモコン) 113
統制

リモコン
多目的ホール
（防災センター２階）

防災センター(副統制台) 103 主統制台

多目的ホール 121
統制

リモコン
救急救助課
（防災センター４階）

救急救助課 120
統制

リモコン
20-3998

防災センター
（防災センター１階）

防災センター事務所 122
統制

リモコン
20-5156

生涯学習課
（市役所本館６階）

生涯学習室 130
統制

リモコン
20-5361

注）
都市計画課
（市役所本館５階）

都市計画課 131
統制

リモコン

都市計画課１ 301 車載
スズキ　アルト
５８０ま２６８０

農村整備課
（市役所本館５階）

農村整備課 132
統制

リモコン

農村整備課１ 318 携帯

農村整備課２ 319 車載
日産　エクストレイル
３００も５４９９

林業水産課
（市役所本館５階）

林業水産課 133
統制

リモコン

林業水産課１ 315 車載
日産　ダットサン
１００さ８８４

林業水産課２ 316 車載
日産　エクストレイル
３００も５５００

公園課
（市役所本館４階）

公園課 134
統制

リモコン

公園課１ 330 車載
スズキ　エブリイ
４８０こ１９８６

公園課２ 331 車載
日産　エキスパート
４００す７３２５

足羽山公園事務所 公園課３ 332 車載 34-1680
スズキ　キャリー
４８０い３４５６

河川課
（市役所本館４階）

河川課 135
統制

リモコン

河川課１ 328 車載
スズキ　キャリイ
４８０こ９４０９

河川課２ 329 車載
トヨタ　クルーガー
３００て９５４

道路課
（市役所本館４階）

道路課 136
統制

リモコン

道路課１ 322 車載
スズキ　エスクード
３００ま１５５３

道路課２ 323 車載
スバル　フォレスター
８００さ７３９５

道路課３ 324 車載
日産　エクストレイル
３３０の１１６７

道路課４ 325 車載
トヨタ　トヨエース
１００さ３１７１

道路課５ 326 車載
スズキ　エブリイ
４８０け９１１５

道路課６ 327 車載
日産　エクストレイル
３３０ね２４６

20-5430
注）

20-5460
注）

20-5492
注）

20-5560
注）

市所属・施設等

20-5234
注）

20-3999

20-1031

20-5450
注）

20-5440
注）



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 備考

監理課
（市役所本館４階）

監理課 137
統制

リモコン

監理課１ 320 車載
トヨタ　プロボックス
４００た８９２１

監理課２ 321 車載
スズキ　エブリ
４８０か８６１７

広報課
（市役所本館中２階）

広報広聴課 138
統制

リモコン

広報広聴課１ 302 車載
日産　エクストレイル
８００さ４１０２

広報広聴課２ 303 携帯

地域交通課
（市役所本館６階）

交通安全課 139
統制

リモコン
20-5138

注）
自転車利用推進課
（市役所本館５階）

交通安全課１ 308 車載
20-5387

注）
日産　NV150AD
４００た４８０６

環境政策課
（市役所別館４階）

清掃清美課 140
統制

リモコン
20-5609

注）
環境廃棄物対策課
（市役所別館４階）

環境課 143
統制

リモコン

清掃清美課１ 309 車載
日産　NV100
４８０こ３３５０

環境課１ 310 車載
日産　リーフ
３００は４１５５

環境課２ 311 車載
トヨタ　プロボックス
４００す７５６６

生活支援課
（市役所別館３階）

地域福祉課 141
統制

リモコン

地域福祉課１ 312 車載
三菱　ekワゴン
５８０き１８８５

介護保険課
（市役所別館２階）

介護保険課 142
統制

リモコン

介護保険課１ 313 車載
ダイハツ　ミライ―ス
５８０や２３９９

地域包括ケア推進課
（市役所別館１階）

長寿福祉課 144
統制

リモコン

長寿福祉課１ 314 車載
スバル　プレオ
５０ふ１６６７

管制課（通信機械室内）
（防災センター３階）

防災センター１ 200 半固定

危機管理課
（市役所別館５階）

危機管理室１ 300 半固定

危機管理室２ 304 車載
日産　エクストレイル
８００す５１９

危機管理室３ 351 携帯

危機管理室４ 352 携帯

危機管理室５ 353 携帯

危機管理室６ 354 携帯

危機管理室７ 355 携帯

危機管理室８ 356 携帯

危機管理室９ 357 携帯

危機管理室１０ 358 携帯

危機管理室１１ 359 携帯

危機管理室１２ 360 携帯

清水総合支所２ 471 携帯

清水総合支所８ 477 携帯

清水保健センター１ 505 半固定

福井市南部農業協同組合１ 940 半固定

アマチュア無線連盟福井クラブ１ 947 半固定

20-5404
注）

20-5715
注）

20-5400
注）

20-5234
注）

20-5555
注）

20-5257
注）

20-5398
注）



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 備考

管財課１ 305 車載
トヨタ　プロボックス
４００ち２４５０

管財課２ 306 車載
トヨタ　プロボックス
４００ち２４５１

管財課３ 307 車載
日産　セレナ
５０１そ４４８６

美山総合支所２ 441 車載
三菱　キャンター
８００さ２８５８

防災ステーション（２階） 防災ステーション１ 340 半固定 20-5161

経営管理課（企業局３階） 経営企画課１ 400 半固定 20-5615

下水管理課 410**1
被遠隔
リモコン

下水管路課１ 413 車載
トヨタ　プロボックス
４００ち１４９７

下水管路課２ 414 車載
スズキ　エブリイ
４８０け８７０６

下水管路課３ 415 携帯

雨水対策室
（企業局４階）

下水管理課２ 412 車載 20-5651
スズキ　エブリイ
４８０く５７１５

下水管路課 410**2
被遠隔
リモコン

下水施設課２ 416 携帯

下水施設課３ 417 携帯

下水施設課４ 418 携帯

下水施設課５ 419 携帯

下水施設課６ 420 携帯

施設管理センター１ 430 半固定

施設管理センター２ 431 携帯

施設管理センター３ 432 車載
スズキ　キャリイ
４８０け１５１６

施設管理センター４ 433 車載
いすゞ　エルフ
１００す５０３

施設管理センター５ 434 車載
スズキ　エブリイ
４８０け６９７０

施設管理センター６ 435 車載
トヨタ　プロボックス
４００す８１６１

上下水道サービス課
（企業局２階）

下水管理課１ 411 車載 20-5632
ダイハツ　ハイゼットカーゴ
４８０け３０１６

企業局５階 下水施設課１ 410 半固定

美山総合支所１ 440 半固定

美山総合支所３ 442 携帯

美山総合支所４ 443 携帯

美山総合支所５ 444 車載
トヨタ　ランドクルーザー
１１ね６０８３

美山総合支所６ 445 携帯

美山総合支所７ 446 携帯

越廼総合支所１ 460 半固定

越廼総合支所２ 461 車載
トヨタ　プリウス
３３０に１８０３

越廼総合支所３ 462 携帯

越廼総合支所４ 463 携帯

越廼総合支所５ 464 車載
三菱　パジェロ
３３め８２２９

越廼総合支所６ 465 携帯

越廼総合支所７ 466 携帯

20-5275
注）

20-5445

26-5701

90-1111

89-2111

下水管路課
（企業局４階）

20-5656

施設活用推進課
（市役所本館４階）

下水施設課
（企業局４階）

下水施設管理事務所

美山連絡所

越廼連絡所



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 備考

清水総合支所１ 470 半固定

清水総合支所３ 472 携帯

清水総合支所４ 473 携帯

清水総合支所５ 474 車載
日産　ウイングロード
２７５５

清水総合支所６ 475 携帯

清水総合支所７ 476 携帯

収集資源センター１ 480 半固定

収集資源センター２ 481 半固定

収集資源センター３ 482 車載
トヨタ　カローラフィールダー
５０１て７２２６

収集資源センター４ 483 車載
いすゞ　エルフ
４００そ８３２

収集資源センター５ 484 車載
いすゞ　エルフ
４００そ８３３

収集資源センター６ 485 車載
いすゞ　清掃車
８００は１６６６

収集資源センター７ 486 車載
三菱　トラック
１１ぬ５１５１

収集資源センター８ 487 車載
日産　トラック
１１ぬ６７９７

収集資源センター９ 488 車載
いすゞ　清掃車
８００は８６５

収集資源センター１０ 489 車載
三菱　清掃車
８００は６９１

収集資源センター１１ 490 車載
三菱　清掃車
８００は７７０

収集資源センター１２ 491 車載
いすゞ　清掃車
８００は９３８

収集資源センター１３ 492 車載
いすゞ　清掃車
８００は１１３３

収集資源センター１４ 493 車載
いすゞ　清掃車
８００は１０２８

収集資源センター１５ 494 車載
いすゞ　清掃車
８００は１１３４

収集資源センター１６ 495 車載
いすゞ　清掃車
８００は１１３５

収集資源センター１７ 496 車載
いすゞ　清掃車
８００は１１３６

収集資源センター１８ 497 車載
三菱　清掃車
８００は４０３

保健センター１ 500 半固定

保健センター２ 501 車載
トヨタ　カルディナ
５８の８０５１

保健センター３ 502 車載
トヨタ　カルディナ
５００ね５０９８

清水保健センター２ 506 車載
スズキ　アルト
５０ち８４７１

市民協働・ボランティア推進課 ふれ愛園１ 510 携帯 20-5107

中央卸売市場 中央卸売市場１ 520 半固定 53-0001

福井市体育館 福井市体育館１ 530 半固定 20-5394

北部学校給食センター 北部給食センター１ 540 半固定 53-0075

南部学校給食センター 南部給食センター１ 541 半固定 41-3760

美山学校給食センター 美山給食センター１ 450 半固定 90-3015

35-0052

28-1256

98-2001

健康管理センター

清水連絡所

収集資源センター



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 備考

東消防署 第１ブロック除雪基地１ 550 携帯

中消防署 第２ブロック除雪基地１ 551 半固定

南消防署 第３ブロック除雪基地１ 552 半固定

森田公民館 第４ブロック除雪基地１ 553 半固定

川西コミュニティセンター 第５ブロック除雪基地１ 554 半固定

東体育館 第６ブロック除雪基地１ 555 半固定

予備機1 919 携帯

予備機２ 951 携帯

注）内線電話と無線機の相互通信可

　　　内線電話⇒無線機（非通知設定で着信）：「２」＋相手番号

　　　無線機⇒内線電話（表示圏外で着信） ：「＊」＋内線電話番号

20-5003簡易水道課



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 拠点避難所（震災）

木田公民館 木田公民館１ 600 半固定 36-0042 木田小学校

木田公民館携帯１ 601 携帯

木田公民館携帯２ 602 携帯

豊公民館 豊公民館１ 605 半固定 34-0344 豊小学校

豊公民館携帯１ 606 携帯

豊公民館携帯２ 607 携帯

足羽公民館 足羽公民館１ 610 半固定 35-0041 足羽小学校

足羽公民館携帯１ 611 携帯

足羽公民館携帯２ 612 携帯

湊公民館 湊公民館１ 615 半固定 22-0032 湊小学校

湊公民館携帯１ 616 携帯

湊公民館携帯２ 617 携帯

春山公民館 春山公民館１ 620 半固定 22-0057 春山小学校

春山公民館携帯１ 621 携帯

春山公民館携帯２ 622 携帯

宝永公民館 宝永公民館１ 625 半固定 22-0036 宝永小学校

宝永公民館携帯１ 626 携帯

宝永公民館携帯２ 627 携帯

順化公民館 順化公民館１ 630 半固定 20-5458 順化小学校

順化公民館携帯１ 631 携帯

順化公民館携帯２ 632 携帯

松本公民館 松本公民館１ 635 半固定 22-0085 松本小学校

松本公民館携帯１ 636 携帯

松本公民館携帯２ 637 携帯

日之出公民館 日之出公民館１ 640 半固定 54-0040 日之出小学校

日之出公民館携帯１ 641 携帯

日之出公民館携帯２ 642 携帯

旭公民館 旭公民館１ 645 半固定 20-5364 旭小学校

旭公民館携帯１ 646 携帯

旭公民館携帯２ 647 携帯

日新公民館 日新公民館１ 650 半固定 21-7225 日新小学校

日新公民館携帯１ 651 携帯

日新公民館携帯２ 652 携帯

清明公民館 清明公民館１ 655 半固定 38-0043 清明小学校

清明公民館携帯１ 656 携帯

清明公民館携帯２ 657 携帯

公　民　館



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 拠点避難所（震災）

東安居公民館 東安居公民館１ 660 半固定 35-9566 東安居小学校

東安居公民館携帯１ 661 携帯

東安居公民館携帯２ 662 携帯

社南公民館 社南公民館１ 665 半固定 35-9567 社南小学校

社南公民館携帯１ 666 携帯

社南公民館携帯２ 667 携帯

清水総合支所２ 471 携帯

社北公民館 社北公民館１ 670 半固定 35-9111 社北小学校

社北公民館携帯１ 671 携帯

社北公民館携帯２ 672 携帯

社西公民館 社西公民館１ 675 半固定 34-7910 社西小学校

社西公民館携帯１ 676 携帯

社西公民館携帯２ 677 携帯

麻生津公民館 麻生津公民館１ 680 半固定 38-4383 麻生津小学校

麻生津公民館携帯１ 681 携帯

麻生津公民館携帯２ 682 携帯

和田公民館 和田公民館１ 685 半固定 22-0038 和田小学校

和田公民館携帯１ 686 携帯

和田公民館携帯２ 687 携帯

円山公民館 円山公民館１ 690 半固定 54-0048 円山小学校

円山公民館携帯１ 691 携帯

円山公民館携帯２ 692 携帯

啓蒙公民館 啓蒙公民館１ 695 半固定 54-0046 啓蒙小学校

啓蒙公民館携帯１ 696 携帯

啓蒙公民館携帯２ 697 携帯

岡保公民館 岡保公民館１ 700 半固定 54-2519 岡保小学校

岡保公民館携帯１ 701 携帯

岡保公民館携帯２ 702 携帯

東藤島公民館 東藤島公民館１ 705 半固定 54-0039 東藤島小学校

東藤島公民館携帯１ 706 携帯

東藤島公民館携帯２ 707 携帯

西藤島公民館 西藤島公民館１ 710 半固定 22-0040 西藤島小学校

西藤島公民館携帯１ 711 携帯

西藤島公民館携帯２ 712 携帯

中藤島公民館 中藤島公民館１ 715 半固定 54-0045 中藤小学校

中藤島公民館携帯１ 716 携帯

中藤島公民館携帯２ 717 携帯

河合公民館 河合公民館１ 720 半固定 55-0001 河合小学校

河合公民館携帯１ 721 携帯

河合公民館携帯２ 722 携帯



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 拠点避難所（震災）

森田公民館 森田公民館１ 725 半固定 56-0195 森田小学校

森田公民館携帯１ 726 携帯

森田公民館携帯２ 727 携帯

明新公民館 明新公民館１ 730 半固定 22-7880 明新小学校

明新公民館携帯１ 731 携帯

明新公民館携帯２ 732 携帯

安居公民館 安居公民館１ 735 半固定 37-1234 安居小学校

安居公民館携帯１ 736 携帯

安居公民館携帯２ 737 携帯

一光公民館 一光公民館１ 740 半固定 37-0268 一光小・中学校

一光公民館携帯１ 741 携帯

一光公民館携帯２ 742 携帯

殿下公民館 殿下公民館１ 745 半固定 97-2377 殿下小・中学校

殿下公民館携帯１ 746 携帯

殿下公民館携帯２ 747 携帯

大安寺公民館 大安寺公民館１ 750 半固定 59-1001 大安寺小・中学校

大安寺公民館携帯１ 751 携帯

大安寺公民館携帯２ 752 携帯

国見公民館 国見公民館１ 755 半固定 88-2004 国見小学校

国見公民館携帯１ 756 携帯

国見公民館携帯２ 757 携帯

鶉公民館 鶉公民館１ 760 半固定 83-0433 鶉小学校

鶉公民館携帯１ 761 携帯

鶉公民館携帯２ 762 携帯

棗公民館 棗公民館１ 765 半固定 85-1495 棗小・中学校

棗公民館携帯１ 766 携帯

棗公民館携帯２ 767 携帯

鷹巣公民館 鷹巣公民館１ 770 半固定 86-1001 鷹巣小・中学校

鷹巣公民館携帯１ 771 携帯

鷹巣公民館携帯２ 772 携帯

鷹巣公民館携帯３ 773 携帯

本郷公民館 本郷公民館１ 775 半固定 83-0582 本郷小学校

本郷公民館携帯１ 776 携帯

本郷公民館携帯２ 777 携帯

宮ノ下公民館 宮ノ下公民館１ 780 半固定 59-1150 宮ノ下公民館

宮ノ下公民館携帯１ 781 携帯

酒生公民館 酒生公民館１ 785 半固定 41-2503 酒生小学校

酒生公民館携帯１ 786 携帯

酒生公民館携帯２ 787 携帯



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

施設名称 無線番号 機種 電話番号 拠点避難所（震災）

一乗公民館 一乗公民館１ 790 半固定 43-2001 一乗小学校

一乗公民館携帯１ 791 携帯

一乗公民館携帯２ 792 携帯

上文殊公民館 上文殊公民館１ 795 半固定 41-0516 上文殊小学校

上文殊公民館携帯１ 796 携帯

上文殊公民館携帯２ 797 携帯

文殊公民館 文殊公民館１ 800 半固定 38-0550 文殊小学校

文殊公民館携帯１ 801 携帯

文殊公民館携帯２ 802 携帯

六条公民館 六条公民館１ 805 半固定 41-1001 六条小学校

六条公民館携帯１ 806 携帯

六条公民館携帯２ 807 携帯

東郷公民館 東郷公民館１ 810 半固定 41-0306 東郷小学校

東郷公民館携帯１ 811 携帯

東郷公民館携帯２ 812 携帯

美山公民館
（上宇坂分館）

美山公民館１ 815 半固定 90-7111 美山啓明小学校

美山公民館携帯１ 816 携帯

美山公民館携帯２ 817 携帯

下宇坂分館 下宇坂分館１ 820 半固定 96-4002 下宇坂小学校

下宇坂分館携帯１ 821 携帯

下宇坂分館携帯２ 822 携帯

芦見分館
（芦見生涯教育施設）

芦見分館１ 825 半固定 96-4408 芦見生涯教育施設

芦見分館携帯１ 826 携帯

羽生分館 羽生分館１ 830 半固定 90-3001 羽生小学校

羽生分館携帯１ 831 携帯

羽生分館携帯２ 832 携帯

上味見分館 上味見分館１ 835 半固定 93-2225 上味見分館

上味見分館携帯１ 836 携帯

上味見分館携帯２ 837 携帯

下味見分館 下味見分館１ 840 半固定 90-3251 下味見生涯教育施設

下味見分館携帯１ 841 携帯

下味見分館携帯２ 842 携帯

越廼公民館 越廼公民館１ 845 半固定 89-2182 越廼小学校

越廼公民館携帯１ 846 携帯

越廼公民館携帯２ 847 携帯

清水西公民館 清水西公民館１ 850 半固定 98-4560 清水西小学校

清水西公民館携帯１ 851 携帯

清水西公民館携帯２ 852 携帯



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 拠点避難所（震災）

清水東公民館 清水東公民館１ 855 半固定 98-4510 清水東小学校

清水東公民館携帯１ 856 携帯

清水東公民館携帯２ 857 携帯

清水南公民館 清水南公民館１ 860 半固定 98-4590 清水南小学校

清水南公民館携帯１ 861 携帯

清水南公民館携帯２ 862 携帯

清水北公民館 清水北公民館１ 865 半固定 98-5477 清水北小学校

清水北公民館携帯１ 866 携帯

清水北公民館携帯２ 867 携帯



 
3-3　防災行政無線番号一覧表

設置場所 呼出し名称 無線番号 機種 電話番号 備考

福井警察署 福井警察署１ 905 半固定 52-0110 ４階：パイプシャフト内

福井警察署地域課 905**1
被遠隔
リモコン

１階：地域課

福井南警察署 福井南警察署１ 906 半固定 34-0110 １階：地域課

福井市社会福井市協議会 福井市社会福祉協議会１ 910 半固定 26-1853 １階：事務所

(社)福井市医師会 福井市医師会１ 911 半固定 23-0587 ２階：事務所

福井県赤十字血液センタ－ 福井赤十字血液センター１ 912 半固定 36-0221 ３階：事務所

福井赤十字血液センター宿直室 912**1
被遠隔
リモコン

１階：宿直室

福井赤十字病院 福井赤十字病院１ 913 半固定 36-3630 １階：防災センター

福井済生会病院 福井済生会病院１ 914 半固定 23-1111 １階：防災センター

福井済生会病院当直室 914**1
被遠隔
リモコン

１階：救急介護師当直室

福井厚生病院 福井厚生病院１ 915 半固定 41-3377 １階：防災センター

福井総合病院 福井総合病院１ 916 半固定 59-1300 １階：医事室

福仁会病院 福仁会病院１ 917 半固定 22-7133 １階：防災室

福仁会病院医事室 917**1
被遠隔
リモコン

１階：医事室

貴志医院 貴志医院１ 918 半固定 96-4012 １階：検査室

ＮＴＴ㈱福井支店 ＮＴＴ福井支店１ 930 半固定 52-3031 2階：開発通枝ビル　事務室

北陸電力㈱福井支店 北陸電力福井支店１ 931 半固定 25-8710 ３階：事務室

(社)福井県エルピーガス協会 福井県ＬＰガス協会１ 932 半固定 34-3930 １階：事務室

日本通運㈱福井支店 日本通運福井支店１ 933 半固定 36-5555 １階：事務室

(社)福井県トラック協会 福井県トラック協会１ 934 半固定 34-1713 １階：事務所

えちぜん鉄道㈱ えちぜん鉄道１ 935 半固定 52-8888 １階：運転指令室

福井鉄道㈱福井バス営業所 福井鉄道バス１ 936 半固定 38-7500 １階：事務室

京福バス㈱福井営業所 京福バス１ 937 半固定 57-7700 １階：事務室

福井商工会議所 福井商工会議所１ 938 半固定 33-8251 １階：管理室

福井市農業協同組合 福井市農業協同組合１ 939 半固定 33-8150 ２階：事務室

福井市森林組合 福井市森林組合１ 941 半固定 23-4008 １階：事務室

福井県経済農業協同組合連合会 福井県経済農業協同組合１ 942 半固定 27-8203 ５階：経済連事務室

福井市漁業協同組合 福井市漁業協同組合１ 943 半固定 86-1211 ２階：事務所

越廼漁協協同組合 越廼漁協協同組合１ 944 半固定 89-2316 １階：事務室

福井ケーブルテレビ㈱ 福井ケーブルテレビ１ 945 半固定 20-3377 １階：モニター室

福井街角放送㈱ 福井街角放送１ 946 半固定 20-1111 ３階：事務所

関係機関
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【順化地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

7 順化小学校 大手３－１６－１ 順化 ○ － ○ － －

47 市役所 大手３－１０－１ 順化 － － － － －

【宝永地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

8 宝永小学校 松本３－１５－１ 宝永 － － － － －

120 松ヶ枝公園 宝永 ○ － ○ ○ －

【湊地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

5 湊小学校 学園１－４－８ 湊 － － － － －

75 御蔵公園 光陽２－２００１ 湊 ○ － ○ － －

【豊地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

2 豊小学校 月見３－９０１ 豊 － － － － －

73 足羽山公園遊園地 山奥町５８－９７ 豊 ○ ○ － － －

129 池田公園 豊 ○ ○ － ○ －

【木田地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

1 木田小学校 木田１－１３６０ 木田 － － － － －

64 下馬東公園 下馬２ー１１０８ 木田 ○ － ○ － －

72 多郎丸公園 木田 ○ － ○ － －

74 毛矢公園 西木田１－１６ 木田 ○ － ○ － －

【清明地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

43 清明小学校 下荒井町１３－２４０ 清明 － － － － －

132 向田公園 清明 ○ ○ － ○ －

【足羽地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

3 足羽小学校 足羽３－１－１ 足羽 － － － － －

128 左内公園 足羽 ○ － ○ ○ －

【春山地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

6 春山小学校 文京３－１３－１ 春山 － － － － －

76 田原公園 春山 ○ － ○ － －

令和５年６月1日現在

屋外拡声子局一覧表

花堂中２－７１２－１

　　地　　　番　　　

田原１－６

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

花堂東１－７

　　地　　　番　　　

宝永１－１５

江端町２－１１

　　地　　　番　　　

左内町９０７

　　地　　　番　　　
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【松本地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

9 松本小学校 町屋３－１４－２０ 松本 － － － － －

77 幾久公園 松本 ○ － ○ － －

【日之出地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

10 日之出小学校 日之出５－１１－１ 日之出 ○ － ○ － －

【旭地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

11 旭小学校 手寄２－５－５ 旭 － － － － －

119 アオッサ 旭 － － － ○ －

【和田地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

12 和田小学校 和田１－２－１ 和田 － － － － －

48 防災センター 和田東２－２２０７ 和田 － － － － －

63 出作ポンプ場 和田 ○ － ○ － －

109 成和公園 和田東１－３０１ 和田 ○ － ○ － －

【東安居地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

4 東安居小学校 水越２－５０３ 東安居 － － － － －

82 大瀬公園 東安居 ○ － ○ － －

【円山地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

13 円山小学校 円山 － － － － －

110 南四ッ居公園 南四ツ居町１－１０８ 円山 ○ － ○ － －

【啓蒙地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

14 啓蒙小学校 開発１－１００８ 啓蒙 ○ － ○ － －

123 砂田公園 啓蒙 ○ ○ － ○ －

【西藤島地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

15 西藤島小学校 三郎丸１－１４１０ 西藤島 － － － － －

49 防災ステーション 土橋町３－８０－１ 西藤島 ○ ○ － － ○

81 県立武道館 三ツ屋町８－２２ 西藤島 ○ － ○ － －

85 深谷町県道 西藤島 ○ ○ － － －

　　地　　　番　　　

深谷町４４－３－２９

開発３－２８０１

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

勝見３－２６

　　地　　　番　　　

手寄１－４－１

大瀬町１９－１０１

　　地　　　番　　　

北四ツ居３－１５－１７

　　地　　　番　　　

大宮２－１

　　地　　　番　　　
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【社南地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

17 社南小学校 種池２－１２８ 社南 － － － － －

70 花園公園 江守の里１－７０１ 社南 ○ － ○ － －

71 収集資源センター 南江守町２－１ 社南 ○ ○ － － －

117 南居町コミュニティ会館 南居町９３－３ 社南 ○ － ○ － －

130 文化財保護センター 社南 ○ ○ － ○ －

【社西地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

44 社西小学校 下江守町２２－１８ 社西 － － － － －

113 希望ヶ丘公園 社西 ○ － ○ － －

131 久喜津町農村広場 社西 ○ ○ － ○ －

【社北地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

16 社北小学校 若杉４－１４３ 社北 － － － － －

83 福井運動公園ラグビー場 社北 ○ ○ － － －

84 社北排水機場 東下野町８－１２５ 社北 ○ － ○ － －

【安居地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

18 安居小学校 本堂町８４－５－６ 安居 ○ － ○ － －

106 末町蛭子神社 末町８２－４－１ 安居 ○ ○ － － －

107 桜ヶ丘公園 本堂町８９－６－１７８ 安居 ○ － ○ － ○

118 スポーツ公園 安田町１４－１ 安居 ○ ○ － － －

208 更毛町 安居 － － － ○ －

【一光地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

20 一光小学校 下一光町６－３４ 一光 ○ － ○ － －

100 上一光町真浄寺前 上一光町１６－３－１ 一光 ○ ○ － － －

【中藤島地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

19 中藤小学校 高柳３丁目３００１ 中藤島 － － － ○ －

62 新田本町公園 新田本町８－７ 中藤島 ○ － ○ － －

78 高木中央１号公園 高木中央１－３４０１ 中藤島 ○ － ○ － －

79 高木公園 高木１－４０１ 中藤島 ○ － ○ － －

124 高柳３号公園 中藤島 ○ ○ － ○ －

215 高木町 中藤島 ○ ○ － － －高木町６４－１２

高柳町２２－３５

更毛町9字村前5-3

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

福町３－２０

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

下江守町９

久喜津町７０－１１４

　　地　　　番　　　

渕４－７４８

　　地　　　番　　　
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【大安寺地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

22 大安寺小学校 岸水町１６－２５－１ 大安寺 ○ ○ － － －

134 田ノ谷町ふれあい会館 大安寺 － － － ○ －

【河合地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

21 河合小学校 山室町１０－１２ 河合 ○ ○ － － －

45 中角公園 中角町５０－４５ 河合 ○ － ○ － －

【麻生津地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

23 麻生津小学校 浅水二日町２８－５ 麻生津 － － － － －

46 三花公園 花守町２－４２ 麻生津 ○ ○ － － －

67 主計中町自治会倉庫 主計中町３２－２４ 麻生津 ○ ○ － － －

68 杉の木台公園 中野２－９０１ 麻生津 ○ ○ － － －

69 ハーモニーホールふくい 今市町４０－１－１ 麻生津 ○ ○ － － －

212 青葉台西公園 麻生津 ○ ○ － ○ －

【国見地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

24 国見小学校 鮎川町１０９－３－３ 国見 ○ ○ － － －

97 国見町ふれあい会館 国見町２８－１３－１ 国見 ○ ○ － － －

98 小丹生会館 国見 ○ ○ － － －

137 鮎川町守黎神社 国見 ○ ○ － ○ －

138 白浜町神明神社 国見 － － － ○ －

139 大丹生町天照皇太神社 国見 ○ － ○ ○ －

【岡保地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

25 岡保小学校 河水町１８－８ 岡保 ○ ○ － － －

57 曽万布町集落改善センター 曽万布町９－１０－１ 岡保 ○ － ○ － －

58 ふれ愛園 岡保 ○ － ○ － －

59 殿下町いきいき広場 殿下町４５－６７－１ 岡保 ○ － ○ － －

【東藤島地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

26 東藤島小学校 藤島町４４－８ 東藤島 － － － － －

60 藤岡グラウンド 原目町７－１０ 東藤島 ○ ○ － － －

61 中ノ郷町農村公園 中ノ郷町１８－４９－４ 東藤島 ○ ○ － － －

111 産業技術専門学院 林藤島町２０－１－３ 東藤島 ○ ○ － － －

114 重立公園 東藤島 ○ － ○ － －

小丹生町３－４６－８－１

　　地　　　番　　　

鮎川町１３３－１－１

白浜町１３－１－２

大丹生町５３－２２－１

冬野町２６－１４３

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

重立町６－１

田ノ谷町１８－４２

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

花野谷町４３－４０－２
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125 大和田町公園 東藤島 ○ ○ － ○ －

126 上中公園 東藤島 ○ ○ － ○ －

【殿下地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

27 殿下小学校 風尾町６－２４ 殿下 － － － － －

50 千合町江文神社 千合町１７－１ 殿下 ○ － ○ － ○

99 国山町集落センター 国山町５１－４４ 殿下 ○ － ○ － －

103 武周集落センター 武周町１２－１４－２ 殿下 ○ － ○ － －

104 宿堂町バス転回所 宿堂町１－１８－１ 殿下 ○ ○ － － －

105 尼ヶ谷公民館 尼ヶ谷町９－２０ 殿下 ○ － ○ － －

【鶉地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

28 鶉小学校 砂子坂町４－３１ 鶉 － － － － －

87 布施田中央公園 布施田町１６－７ 鶉 ○ ○ － － －

89 諏訪神社 波寄町１４２－１０ 鶉 ○ ○ － － －

108 佐野町県道ロータリー 佐野町１２－３ 鶉 ○ － ○ － －

【棗地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

30 棗小学校 石新保町１２－３２ 棗 － － － － －

90 小幡町集落生活改善センター 小幡町１０－８５－１ 棗 ○ ○ － － －

91 白方町民会館 白方町３６－１－１ 棗 ○ － ○ － －

92 石新保町市道 石新保町２７－３４ 棗 ○ ○ － － －

93 両橋屋町ふれあい会館 両橋屋町１８－１０ 棗 ○ ○ － － －

136 市ノ瀬町熊野神社 棗 ○ ○ － ○ －

【鷹巣地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

31 鷹巣小学校 鷹巣 － － － － －

33 高須城小学校 高須町７３－２５ 鷹巣 ○ － ○ － －

94 免鳥町ふれあい会館 免鳥町１７－６８ 鷹巣 ○ ○ － － －

95 糸崎町ふれあい会館 糸崎町２３－５６ 鷹巣 ○ ○ － － －

96 南菅生町多目的集落施設 南菅生町１９－１０ 鷹巣 ○ ○ － － －

【長橋地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

32 長橋小学校 長橋町１８－４８ 長橋 － － － － －

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

大和田町４６－２－１

上中町１４－１４北

　　地　　　番　　　

市ノ瀬町１６－１－２

　　地　　　番　　　

和布町３－６

　　地　　　番　　　



 3-4　屋外拡声子局一覧表

【本郷地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

29 本郷小学校 大年町６５－３２ 本郷 ○ ○ － － －

52 大谷町ふれあい会館 大谷町２１－４４－２ 本郷 ○ － ○ － －

88 フォーレスト福井ゴルフクラブ 燈豊町４２－５３ 本郷 ○ － ○ － －

101 河内町県道 本郷 ○ ○ － － －

102 一王寺町ふれあい会館 一王寺町８－６－１ 本郷 ○ ○ － － －

116 奥平町集落改善センター 奥平町８－５４－１ 本郷 － － － － －

【宮ノ下地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

86 すかっとランド九頭竜 天菅生町３－１０ 宮ノ下 ○ ○ － － －

135 島山梨子町集落センター 宮ノ下 ○ ○ － ○ －

【森田地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

34 森田小学校 下森田新町１９－６７ 森田 － － － － －

80 森田浜公園 栗森町浜６０４ 森田 ○ － ○ － －

112 北体育館 天池町５－６５ 森田 ○ ○ － － －

115 漆原新保ふれあい会館 森田新保町５－２１ 森田 ○ － ○ － －

127 古市公園 森田 ○ － ○ ○ －

【酒生地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

36 酒生小学校 成願寺町５－１ 酒生 ○ ○ － － －

53 宿布町ふれあい会館 宿布町５－２０－１ 酒生 ○ ○ － － ○

54 天神山公園 篠尾町９６－１３７ 酒生 ○ － ○ － －

55 足羽第一中学校 稲津町８３－１ 酒生 ○ ○ － － －

56 熊野神社 栂野町１０－５９ 酒生 ○ － ○ － －

【一乗地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

37 一乗小学校 一乗 － － － － －

51 一乗谷川一本橋河川敷 東新町１７－５－１ 一乗 ○ ○ － － －

133 鹿俣町集落センター 一乗 － － － ○ －

【上文殊地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

38 上文殊小学校 生部町３６－６ 上文殊 ○ ○ － － －

209 西東大味町 上文殊 ○ ○ － ○ －

西新町１－４

鹿俣町４１－３１

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

河内町３２

　　地　　　番　　　

島山梨子町１８－１４－１

　　地　　　番　　　

古市３－９０２

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

東大味町14字前坪44
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【文殊地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

40 文殊小学校 下河北町５３－１ 文殊 － － － － －

66 帆谷公園 帆谷町２８－２ 文殊 ○ ○ － － －

【六条地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

39 六条小学校 上莇生田町５－１６ 六条 － － － － －

65 下莇生田町ふれあい会館 下莇生田町２１－４１ 六条 ○ ○ － － －

【東郷地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

41 東郷小学校 栃泉町３－１０５ 東郷 ○ ○ － － －

210 栃泉排水機場 東郷 ○ ○ － ○ －

211 脇三ヶみどり公園 東郷 ○ ○ － ○ －

【明新地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

35 明新小学校 灯明寺１－２１０１ 明新 ○ － ○ － －

122 喜多町公園 明新 ○ － ○ ○ －

【日新地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

42 日新小学校 文京５－２５－３０ 日新 ○ － ○ － －

121 乾公園 日新 ○ － ○ ○ －

【上宇坂地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

188 美山総合支所 美山 ○ ○ － ○ －

189 美山啓明小学校 美山 ○ － ○ ○ ○

190 蔵作町 美山 ○ ○ － ○ －

191 天田コミュニティセンター 美山 ○ ○ － ○ －

213 境寺融雪ポンプ場 美山 － － － ○ －

【下宇坂地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

160 下宇坂小学校 美山 ○ ○ － ○ －

161 高田町集落生活改善センター 美山 ○ － ○ ○ －

162 宇坂大谷町集落センター 美山 ○ ○ － ○ －

163 三万谷町ふれあい会館 美山 ○ － ○ ○ －

164 宇坂別所町集落センター 美山 － － － ○ －

165 小和清水駅前 美山 ○ ○ － ○ －

市波町２６－１４

高田町３１－８

宇坂大谷町８－６－１

朝谷町６－１

蔵作町２７－１

東天田町９－４５

宇坂別所町１１－１－２

小和清水町１１－７－５

二の宮４－２１０１

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

三万谷町３４－３２－１

美山町７－１

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

栃泉65-11

脇三ヶ町48-88-9

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

境寺町３７－１－６

乾徳２－１２０９
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【羽生地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

170 間戸町ふれあい会館 美山 ○ － ○ ○ －

171 越前薬師駅前 美山 ○ ○ － ○ －

172 仁位町八幡神社 美山 － － － ○ －

173 アイアイドーム 美山 － － － ○ ○

174 羽生小学校 美山 ○ ○ － ○ －

175 野波町ふれあい会館 美山 － － － ○ －

176 計石町集落生活改善センター 美山 ○ ○ － ○ －

177 川上農機具倉庫前 美山 － － － ○ －

178 南宮地町ふれあい会館 美山 － － － ○ －

179 東俣町白山神社 美山 － － － ○ －

180 南西俣公民館 美山 ○ － ○ ○ －

214 羽生中継局 美山 － － － ○ －

【芦見地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

166 上吉山大橋 美山 ○ ○ － ○ －

167 美山大谷町ふれあい会館 美山 － － － ○ －

168 芦見生涯教育施設 美山 ○ ○ － ○ ○

169 皿谷町 美山 ○ － ○ ○ －

【上味見地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

181 西市布町集会所 美山 ○ ○ － ○ ○

182 上味見生涯教育施設 美山 ○ ○ － ○ －

183 南野津又町ふれあい会館 美山 － － － ○ －

184 神当部町 美山 － － － ○ －

185 河内集落生活改善センター 美山 ○ ○ － ○ －

【下味見地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

186 西河原ふれあい会館 美山 ○ ○ － ○ －

187 下味見生涯教育施設 美山 ○ ○ － ○ －

【越廼地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

195 越廼中学校 越廼 ○ ○ － ○ －

196 茱崎駐車場 越廼 － － － ○ ○

197 越廼小学校 越廼 － － － ○ －

198 越廼公民館 越廼 ○ ○ － ○ －

大宮町３０－３４－１２

東川上町１１－９－１

南宮地町１８－１４－２

東俣町２４－３６

南西俣町１６－２－４

下薬師町３０－４４－４

野波町２９－２－４

計石町３２－３

西市布町１－８－２

中手町１０－３－１

南野津又町３７－６－４

美山大谷町８－１１１北

皿谷町３６－１４－１

吉山町３－３０－９０３

美山大谷町２９－９

　　地　　　番　　　

神当部町２０－７－１

味見河内町１９－２－１

西河原町６－４５－１

折立町４１－１

　　地　　　番　　　

茱崎町３－２５

茱崎町

茱崎町１－６８

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

仁位町２２－３８－１

　　地　　　番　　　

間戸町２１－４７－２

大味町２９－８３

縫原町２１－７３

大宮町１４－１２
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199 越廼海水浴場 越廼 － － － ○ －

200 蒲生町樽海 越廼 ○ ○ － ○ －

201 浜北山町 越廼 － － － ○ －

202 居倉町水仙寮 越廼 ○ ○ － ○ －

203 赤坂町ふれあい会館 越廼 － － － ○ －

204 赤坂町大石 越廼 － － － ○ －

205 八ツ俣町浜 越廼 ○ ○ － ○ －

206 八ツ俣町 越廼 － － － ○ －

207 城有町 越廼 － － － ○ －

【清水西地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

141 平尾町農村活性化施設 清水西 ○ ○ － ○ －

142 本折町ふれあい会館 清水西 ○ ○ － ○ －

143 滝波清流会館 清水西 ○ ○ － ○ －

144 清水西小学校 清水西 ○ ○ － ○ －

145 笹谷公民館 清水西 ○ ○ － ○ －

146 四ツ合ふれあい会館 清水西 － － － ○ －

【清水東地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

154 清水町集落センター 清水東 ○ ○ － ○ －

155 竹生町ふれあい会館 清水東 ○ ○ － ○ －

156 和田町農村公園 清水東 ○ － ○ ○ －

157 清水東小学校 清水東 ○ ○ － ○ －

158 清水総合支所 清水東 ○ ○ － ○ －

159 田尻栃谷町ふれあい会館 清水東 ○ － ○ ○ －

【清水南地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

147 片山町堤防 清水南 ○ ○ － ○ －

148 新保農村公園 清水南 ○ ○ － ○ －

149 清水山公民館 清水南 ○ － ○ ○ －

150 清水中学校 清水南 ○ － ○ ○ －

151 清水南小学校 清水南 ○ ○ － ○ －

152 坪谷町ふる里会館 清水南 ○ － ○ ○ －

153 甑谷町ゴミステーション 清水南 ○ ○ － ○ －

【清水北地区】

番号 設置名称 地区 サイレン 1.5㎞ 1.0km 耐雷 再送信

140 清水北小学校 清水北 ○ ○ － ○ －

三留町６９－６－２

笹谷町４８－７－１

笹谷町四ツ合３３－２０

蒲生町

浜北山町９－７

赤坂町２３－１２

八ツ俣町６７－２－１

赤坂町６５

滝波町４４－８

大森町１０２－３８－３

蒲生町

居倉町７９－３５

グリーンハイツ５－１０１

　　地　　　番　　　

　　地　　　番　　　

清水山町６５－８６－３

風巻町１２－４０

真栗町１５－４

坪谷町１７－１４

甑谷町１４－２３－１

片山町５１－６ー２

清水山町８－３２

　　地　　　番　　　

平尾町１３－７９－１

本折町２－６１

城有町３４－２１

八ツ俣町５０－１７

小羽町２７－１

田尻栃谷町１９－１－１

　　地　　　番　　　

清水町１５－５０

竹生町１０９－１－２

和田町１３－１



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波

木田公民館 木田1丁目1401 2階 ○ 〇 - -

木田小学校 木田1丁目1360 3階以上 ◎ ◎ - -

明倫中学校 木田1丁目1360 3階以上 ○ ○ - -

羽水高等学校 羽水1丁目302 3階以上 ○ ○ - -

旧木田保育園 木田1丁目1406 2階 ○ ○ - -

旧南部保育園 西木田1丁目16-20 2階 ○ - - -

福井刑務所練成館 一本木町52 2階 ○ - - -

豊公民館 みのり3丁目106-8 2階 ○ - ○ -

豊小学校 月見3丁目9-1 3階以上 ◎ ◎ 〇 -

花堂保育園 花堂北2丁目23-25 2階 ○ ○ ○ -

おさごえ民家園 月見5丁目4-48 1階 ○ - - -

足羽公民館 足羽2丁目12-31 3階以上 ○ 〇 〇 -

足羽小学校 足羽3丁目1-1 3階以上 ◎ ◎ 〇 -

旧明里保育園 明里町9-1 2階 ○ - 〇 -

福井競輪場 明里町2-65 3階以上 ○ - 〇 -

自然史博物館 足羽上町147 3階以上 - ○ 〇 -

湊公民館 学園1丁目4-8 2階 ○ - - -

湊小学校 学園1丁目4-8 3階以上 ◎ ◎ - -

湊保育園 光陽1丁目9-8 1階 ○ - - -

西部保育園 花月2丁目10-10 2階 ○ - - -

福井県社会福祉センター 光陽2丁目3-22 3階以上 - ○ - -

施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

木田地区

豊地区

指定避難所一覧表

令和5年5月1日現在

足羽地区

湊地区

◎：1番目に開設する指定避難所

災害種別

○：その災害時に避難所として指定する施設



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

春山公民館 文京3丁目11-12 2階 ○ - - -

春山小学校 文京3丁目13-1 3階以上 ◎ ◎ - -

明道中学校 文京2丁目5-1 3階以上 ○ ○ - -

藤島高等学校 文京2丁目8-30 3階以上 ○ ○ - -

国立大学法人福井大学 文京3丁目9-1 3階以上 ○ ○ - -

牧島保育園 文京3丁目26-23 1階 ○ - - -

フェニックス・プラザ 田原1丁目13-6 3階以上 ○ ○ - -

啓新高等学校 文京4丁目15-1 3階以上 ○ - - -

宝永公民館 松本4丁目8-4 3階以上 ○ 〇 - -

宝永小学校 松本3丁目15-1 3階以上 ◎ ◎ - -

職員会館ビル 松本3丁目16-10 3階以上 - ○ - -

福井合同庁舎 松本3丁目16-10 3階以上 - ○ - -

仁愛女子高等学校 宝永4丁目9-24 3階以上 ○ ○ - -

順化公民館 大手3丁目16-1 1階 〇 - - -

順化小学校 大手3丁目16-1 3階以上 ◎ ◎ - -

福井市役所 大手3丁目10-1 3階以上 - ○ - -

松本公民館 文京1丁目29-1 2階 ○ ◎ - -

松本小学校 町屋3丁目14-20 3階以上 ◎ ○ - -

進明中学校 松本1丁目10-1 3階以上 ○ ○ - -

北部保育園 松本2丁目7-26 2階 ○ ○ - -

松本保育園 幾久町7-17 2階 ○ ○ - -

北陸高等学校 文京1丁目8-1 3階以上 ○ ○ - -

日之出公民館 四ツ井1丁目7-24 2階 ○ 〇 - -

日之出小学校 日之出5丁目11-1 3階以上 ◎ ◎ - -

成和中学校 城東3丁目10-1 3階以上 ○ ○ - -

日之出保育園 日之出5丁目14-1 3階以上 ○ ○ - -

日之出地区

春山地区

順化地区

宝永地区

松本地区



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

旭公民館 手寄2丁目1-1 2階 ○ - - -

旭小学校 手寄2丁目2-5 3階以上 ◎ ◎ - -

高志高等学校 御幸2丁目25-8 3階以上 ○ ○ - -

御幸保育園 御幸2丁目7-29 2階 - ○ - -

日新公民館 文京5丁目1-8 2階 ○ - - -

日新小学校 文京5丁目25-30 3階以上 ◎ ◎ - -

藤島中学校 ハツ島町7-6 3階以上 ○ ○ - -

福井商業高等学校 乾徳4丁目8-19 3階以上 ○ ○ - -

清明公民館 下荒井町8-414 2階 ○ ○ 〇 -

清明小学校 下荒井町13-240 3階以上 ◎ ◎ ○ -

足羽高等学校 杉谷町44 3階以上 ○ ○ ○ -

清明保育園 江端町32-67 2階 ○ ○ ○ -

東安居公民館 飯塚町6-18 2階 ○ - ○ -

東安居小学校 水越2丁目503 3階以上 ◎ ◎ ○ -

光陽中学校 光陽4丁目7-1 3階以上 ○ ○ ○ -

社南公民館 種池2丁目206 2階 ○ - ○ -

社南小学校 種池2丁目128 3階以上 ◎ ◎ ○ -

至民中学校 南江守町65-20 2階 ○ - - -

社保育園 種池1丁目811 2階 ○ - ○ -

旧治水記念館 種池町2丁目305 2階 ○ - ○ -

福井市収集資源センター 南江守町2-1 2階 ○ ○ ○ -

社北公民館 若杉4丁目308 2階 ○ - ○ -

社北小学校 若杉4丁目143 3階以上 ◎ ◎ ○ -

社中学校 若杉4丁目1402 3階以上 ○ ○ ○ -

道守高等学校 若杉町35-21 3階以上 ○ ○ ○ -

福井運動公園 福町3-20 3階以上 ○ ○ ○ -

福井少年運動公園 福町3-20 3階以上 ○ ○ ○ -

日新地区

清明地区

社北地区

旭地区

社南地区

東安居地区



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

社西公民館 久喜津町65-23 2階 ○ - ○ -

社西小学校 下江守町22-18 3階以上 ◎ ◎ ○ -

科学技術高等学校 下江守町28 3階以上 - ○ ○ -

文化財保護センター 渕4丁目748 3階以上 - ○ ○ -

ちもり体育館 渕4丁目748 2階 - - ○ -

麻生津公民館 浅水三ヶ町1-93 2階 ○ 〇 ○ -

麻生津小学校 浅水二日町28-5 3階以上 ◎ ◎ ○ -

足羽中学校 今市町5-10 3階以上 ○ ○ ○ -

麻生津こども園 浅水二日町131-18 2階 ○ ○ ○ -

和田公民館 御幸4丁目9-20 2階 ○ 〇 - -

和田小学校 和田1丁目2-1 3階以上 ◎ ◎ - -

上北野保育園 上北野1丁目22-46 1階 ○ - - -

防災センター 和田東2丁目2207 3階以上 ○ ○ - -

円山公民館 北今泉町7-12 2階 ○ 〇 - -

円山小学校 北四ツ居3丁目15-17 3階以上 ◎ ◎ - -

大東中学校 北今泉町10-6-2 3階以上 ○ ○ - -

啓蒙公民館 開発1丁目2105 2階 ○ 〇 ○ -

啓蒙小学校 開発1丁目1008 3階以上 ◎ ◎ ○ -

福井農林高等学校 新保町49-1 3階以上 ○ ○ ○ -

啓蒙保育園 開発1丁目1910 2階 ○ ○ ○ -

岡保公民館 河水町10-13 2階 ○ 〇 ○ -

岡保小学校 河水町18-8 3階以上 ◎ ◎ ○ -

東山健康運動公園 寮町50-5 2階 ○ ○ 〇 -

社西地区

岡保地区

麻生津地区

和田地区

円山地区

啓蒙地区



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

東藤島公民館 藤島町48-1-1 2階 ○ 〇 ○ -

東藤島小学校 藤島町44-8 3階以上 ◎ ◎ ○ -

東藤島こども園 藤島町46-13-1 2階 - ○ ○ -

県産業技術専門学院 林藤島町20-1-3 3階以上 ○ ○ ○ -

西藤島公民館 三郎丸1丁目1410 2階 ○ - ○ -

西藤島小学校 三郎丸1丁目1410 3階以上 ◎ ◎ ○ -

西藤島保育園 三郎丸1丁目1414 2階 ○ - ○ -

県立武道館 三ツ屋町8-1-1 3階以上 ○ ○ ○ -

福井市防災ステーション 土橋町3-80-1 2階 ○ ○ ○ -

中藤島公民館 高木町64-11-4 2階 ○ - - -

中藤小学校 高柳3丁目3001 2階 ◎ ◎ - -

中藤屋内運動場 高木町64-11-1 2階 ○ - - -

河合公民館 川合鷲塚町9-18 2階 ○ 〇 - -

河合小学校 山室町10-12 3階以上 ◎ ◎ - -

河合保育園 山室町10-7 2階 ○ ○ - -

県工業技術センター 川合鷲塚町61-10 3階以上 ○ ○ - -

森田公民館 下森田藤巻町2 3階以上 ○ 〇 - -

森田小学校 下森田新町19-67 3階以上 ◎ ◎ - -

森田中学校 上野本町37-12 3階以上 ○ ○ - -

森田東保育園 上森田4丁目302 1階 ○ - - -

森田浜保育園 栗森町浜603 2階 ○ - - -

森田栄保育園 栄町2-22 2階 ○ ○ - -

仁愛女子短期大学 天池町43-1-1 3階以上 ○ ○ - -

明新公民館 灯明寺町35-1-1 2階 ○ - - -

明新小学校 灯明寺1丁目2101 3階以上 ◎ ◎ - -

福井大学教育学部附属義務教育学校（前期課程） 二の宮4丁目45-1 3階以上 ○ - - -

福井大学教育学部附属義務教育学校（後期課程） 二の宮4丁目45-1 1階 ○ - - -

東藤島地区

明新地区

森田地区

中藤島地区

西藤島地区

河合地区



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

灯明寺中学校 灯明寺3丁目3801 3階以上 ○ ○ - -



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

安居公民館 本堂町7-4 2階 ○ 〇 ○ -

安居小学校 本堂町4-12 3階以上 ○ - - -

安居中学校 本堂町12-4 2階 ◎ ◎ ○ -

西安居保育園 本堂町8-31-1 2階 ○ ○ ○ -

一光公民館 下一光町6-5 2階 - ◎ ○ -

一光小・中学校 下一光町6-34 3階以上 ◎ - 〇 - 休校

殿下公民館　 風尾町1-13 3階以上 - ◎ ○ -

殿下小・中学校 風尾町6-24 3階以上 ◎ - - -

越廼公民館 茱崎町1-68 3階以上 ○ ◎ ○ -

越廼小学校 茱崎町3-25 3階以上 ◎ - - ○

越廼中学校 大味町29-83 2階 ○ - ○ -

越前水仙の里温泉波の華 蒲生町1-94 1階 ○ ○ ○ -

清水西公民館 大森町20-43-1 2階 ○ - ○ -

清水西小学校 大森町9-2 3階以上 ◎ ◎ ○ -

地域活性化施設 平尾町24-12-1 1階 ○ ○ ○ -

清水東公民館 三留町14-11-1 1階 ○ - ○ -

清水東小学校 三留町69-2 3階以上 ◎ ◎ ○ -

旧清水総合支所 小羽町27-1 3階以上 - ○ ○ -

清水南公民館 風巻町21-17 3階以上 ○ ◎ ○ -

清水南小学校 真栗町15-33 3階以上 ◎ - - -

清水中学校 島寺町2-55 3階以上 ○ - - -

きらら館 風巻町20-17 1階 ○ - ○ -

ふれあいドーム 島寺町2-80 1階 ○ ○ ○ -

清水東地区

清水南地区

殿下地区

清水西地区

越廼地区

一光地区

安居地区



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

清水北公民館 グリーンハイツ5丁目131 2階 ○ ◎ ○ -

清水北小学校 グリーンハイツ5丁目101 3階以上 ◎ - - -

大安寺公民館 四十谷町5-20-1 2階 ○ - ○ -

大安寺小・中学校 岸水町16-25-1 3階以上 ◎ ◎ ○ -

国見公民館 鮎川町133-1-3 2階 ○ ◎ ○ -

国見小学校 鮎川町109-3-3 3階以上 ◎ ○ 〇 -

国見中学校 鮎川町109-9-2 3階以上 ○ - - -

川西コミュニティセンター(鶉公民館) 砂子坂町5-58 2階 ○ 〇 ○ -

鶉小学校 砂子坂町4-31 3階以上 ◎ ◎ ○ -

川西中学校 水切町39-24 3階以上 ○ ○ ○ -

鶉こども園 砂子坂町6-20 1階 ○ - ○ -

棗公民館 石橋町4-14 2階 ○ 〇 ○ ○

棗小・中学校 石新保町12-32 3階以上 ◎ ◎ ○ ○

棗こども園 石新保町13-17 1階 ○ ○ ○ ○

鷹巣公民館 蓑町14-7 2階 ○ 〇 ○ ○

長橋小学校 長橋町18-48 2階 ○ ○ 〇 -

高須城小学校 高須町71-31 2階 - ○ ○ - 休校

鷹巣小・中学校 和布町3-6 3階以上 ◎ ◎ ○ ○

本郷公民館 荒谷町19-55 2階 ○ 〇 ○ -

本郷小学校 大年町65-32 3階以上 ◎ ◎ ○ -

本郷保育園 大年町1-56 1階 ○ - ○ -

宮ノ下公民館 島山梨子町22-9 2階 ◎ ◎ ○ -

鶉東部幼稚園 仙町6-4 2階 ○ ○ ○ -

国見地区

清水北地区

鶉地区

本郷地区

棗地区

鷹巣地区

宮ノ下地区

大安寺地区



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

酒生公民館 荒木新保町37-9-5 2階 ○ 〇 ○ -

酒生小学校 成願寺町5-1 3階以上 ◎ ◎ ○ -

足羽第一中学校 稲津町83-1 3階以上 ○ ○ ○ -

一乗公民館 東新町1-21 1階 ○ - - -

一乗小学校 西新町1-4 3階以上 ◎ ◎ 〇 -

一乗谷史跡公園センター 城戸ノ内町10-48 2階 ○ ○ ○ -

上文殊公民館 北山町34-1 2階 ○ 〇 ○ -

上文殊小学校 生部町36-6 3階以上 ◎ ◎ ○ -

文殊公民館 太田町4-11-2 2階 ○ 〇 ○ -

文殊小学校 下河北町53-1 3階以上 ◎ ◎ ○ -

文殊こども園 太田町14-1 1階 ○ - ○ -

福井南高等学校 新開町15-12 3階以上 ○ ○ ○ -

六条公民館 天王町43-4 2階 ○ 〇 - -

六条小学校 上莇生田町5-16 3階以上 ◎ ◎ - -

六条こども園 天王町21-1-1 1階 ○ - - -

中小企業産業大学校 下六条町16-15 3階以上 ○ ○ - -

東郷公民館 東郷二ヶ町6-13-1 2階 - 〇 ○ -

東郷小学校 栃泉町3-105 3階以上 ◎ ◎ ○ -

東郷こども園 東郷二ヶ町37-18 2階 ○ ○ ○ -

少年自然の家 脇三ヶ町66-2-10 3階以上 〇 - - -

東郷地区

六条地区

文殊地区

上文殊地区

一乗地区

酒生地区



4-1　指定避難所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施 設 名 所 在 地 建物階数 備考

災害種別

美山公民館 美山町2-12 2階 ○ ◎ ○ -

下宇坂分館 市波町25-11-1 2階 ○ 〇 ○ -

羽生分館 大宮町11-8 2階 ○ 〇 ○ -

上味見分館 中手町10-3-1 2階 ◎ ◎ ○ -

下味見分館 西河原町18-33-1 1階 〇 - ○ -

下宇坂小学校 市波町55-5 3階以上 ◎ ◎ ○ -

羽生小学校 大宮町12-31 3階以上 ◎ ◎ ○ -

美山啓明小学校 朝谷町1-20 3階以上 ◎ - ○ -

美山中学校 美山町9-14 3階以上 ○ - ○ -

芦見生涯教育施設 西中町3-9-1 3階以上 ◎ ◎ ○ -

上味見生涯教育施設 中手町7-3 2階 - ○ ○ -

下味見生涯教育施設 折立町41-1 3階以上 ◎ - - -

木ごころ文化ホール 美山町2-8 1階 ○ - ○ -

美山楽く楽く亭 市波町26-15 2階 ○ - ○ -

伊自良館 中手町29-3 1階 ○ - - -

美山トレーニングセンター 境寺町2-7 2階 ○ - ○ -

みやまこども園 境寺町36-3 1階 ○ - - -

美山連絡所 美山町7-1 3階以上 ○ ○ ○ -

美山アンデパンダン広場 縫原町21-73 2階 ○ ○ ○ -

美山地区



4-2　福祉避難所協定締結施設一覧表

※１　指定/協定 区分 指定：大規模災害時（震度５以上、高齢者等避難情報発令等）もしくは、市の要請による開設
協定：市の要請による開設

※２　施設 区分 高齢者：高齢者福祉施設／障がい者：障がい者福祉施設
（注）直接避難の受入れ対象者は、原則「個別避難計画」に基づく等、特定された要配慮者とする。 （令和４年１2月時点）

地区
指定/協定※１

  区分
No 施設名称  施設※2

区分
施設種別 所在地 電話番号

指定 1 すまいる・厚生 高齢者 有料老人ホーム 下馬3丁目2302 33-6517

指定 2 介護療養型老人保健施設　さくら 高齢者 介護老人保健 花堂東2丁目408 34-3500

指定 3 県民せいきょう羽水きらめき 高齢者 小規模多機能 羽水1丁目107番地 32-6000

指定 4 介護老人保健施設 ひかりケアホーム 高齢者 介護老人保健 板垣5丁目201 33-1600

指定 5 多機能型支援事業所 プラス 障がい者
自立訓練
就労継続支援

下馬3丁目805 65-8810

協定 6 看護小規模多機能型居宅介護
あったかホーム　ひまわり

高齢者 看護小規模多機能 下馬3丁目2302 33-6515

指定 7 いちご月見の里 高齢者 グループホーム 月見4丁目20-47 34-5515

指定 8 いちごデイセンターみのり 高齢者 通所介護 月見4丁目3-29 33-1541

指定 9 いちご月見亭 高齢者 グループホーム 月見4丁目20-50 34-8815

指定 10 花むつ苑 高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

花堂中1丁目5-6 34-8762

指定 11 くるみの森　西谷 高齢者 通所介護
西谷1丁目1127
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｽﾋﾞﾙ2F

97-5889

指定 12 いちごデイセンターみのり 障がい者 生活介護 月見4丁目3-29 33-1541

指定 13 グループホームやすらぎの家 障がい者グループホーム 光陽2丁目17-25 23-4647

指定 14 地域活動支援センターわいわい 障がい者地域活動支援 光陽2丁目17-25 23-3344

指定 15 きっずリハビリテーションサポート 障がい者
生活介護放課後等
デイサービス

光陽2丁目18-2 65-4828

協定 16 くつろぎの家・よかったね 高齢者 小規模多機能 照手1丁目16-16 30-0051

協定 17 ケアハウス日光 高齢者 軽費老人ホーム 日光1丁目1-1 28-1122

指定 18 みどりの森デイサービス 高齢者 グループホーム 文京2丁目6-10 28-7212

指定 19 デイセンターすずかぜ 高齢者 通所介護 文京2丁目16-9 63-6513

指定 20 就労事業所ジョブガーデン 障がい者 就労継続支援 文京2丁目14-25 22-3718

宝永 指定 21 宝永きらめき 高齢者 小規模多機能 宝永3丁目3-1 24-0800

指定 22 桜手苑 高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

大手2丁目22-18 26-7070

指定 23 アーバン・ヴィラ・ロータス 高齢者 軽費老人ホーム 大手2丁目3-1 28-0068

指定 24 清風の杜 高齢者 有料老人ホーム 順化1丁目3-15 22-1335

指定 25 G・S・I 障がい者 就労継続支援 大手1丁目1-17 23-3235

指定 26 WALLESS JOBTORE 障がい者 就労移行支援
大手3丁目1-15
ﾋﾞｱﾝﾓｱ大手ﾋﾞﾙ8階

88-0610

協定 27 小規模多機能ホーム二の丸苑 高齢者 小規模多機能 大手2丁目21-3 26-2120

指定 28 花園在宅介護センター 高齢者 通所介護 松本1丁目36-15 29-1188

指定 29 松本ホームやわらぎ 高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

松本1丁目2-19 26-4165

協定 30 つどいの家・よかったね 高齢者 小規模多機能 大願寺3丁目3-6 27-5843

協定 31 たぶのき 高齢者 特別養護老人ホーム松本2丁目25-16 27-4140

指定 32 いちごデイセンター福井 高齢者 通所介護 米松1丁目14-15 54-7616

指定 33 いちごデイセンター福井 障がい者 生活介護 米松1丁目14-15 54-7616

協定 34 小規模多機能型居宅介護
やすらぎの家

高齢者
小規模多機能型
居宅介護

日之出3丁目12-8 27-1149

協定 35 ヴィラ岩井 高齢者 介護老人保健 日之出2丁目13-2 24-0177

旭 指定 36 地域密着型介護老人福祉施設
あるば・あい

高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

日之出3丁目16-18 21-0181

指定 37 アットホーム仁愛 高齢者 小規模多機能 乾徳4丁目4-10 30-5600

協定 38 福井ケアセンター 高齢者 介護老人保健 乾徳4丁目5-8 26-5155

松本

日之出

日新

木田

豊

湊

春山

順化

福祉避難所協定締結施設一覧表



※１　指定/協定 区分 指定：大規模災害時（震度５以上、高齢者等避難情報発令等）もしくは、市の要請による開設
協定：市の要請による開設

※２　施設 区分 高齢者：高齢者福祉施設／障がい者：障がい者福祉施設
（注）直接避難の受入れ対象者は、原則「個別避難計画」に基づく等、特定された要配慮者とする。 （令和４年１2月時点）

地区
指定/協定※１

  区分
No 施設名称  施設※2

区分
施設種別 所在地 電話番号

福祉避難所協定締結施設一覧表

指定 39 あさむつ苑 高齢者 特別養護老人ホーム引目町21-9-2 38-9280

指定 40 えばたの郷 高齢者 有料老人ホーム 江端町20-1-3 43-1360

指定 41 えばたホームやわらぎ 高齢者 小規模多機能 江端町20-1-3 43-1360

指定 42 みんなの家みつばち 障がい者 グループホーム 江端町1-4 52-2010

指定 43 小規模多機能型居宅介護
ぽかぽか

高齢者 小規模多機能 菅谷1丁目13-19 25-5567

指定 44 前進主義 ふくい 移行支援 障がい者 就労移行支援 菅谷1丁目5-16 97-9003

指定 45 在宅サポートのびのび 障がい者
日中一時支援
放課後等デイサー
ビス

豊岡1丁目16-22 89-0877

協定 46 地域密着型介護老人福祉施設
東安居苑

高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

大瀬町23-101 35-0838

協定 47 小規模多機能　ほおずき 高齢者 小規模多機能 大瀬町23-101 35-0877

指定 48 県民せいきょう江守きらめき 高齢者 小規模多機能 江守中町2-12 35-0660

指定 49 ツクイ福井舞屋 高齢者 通所介護 舞屋町8-101 34-1511

指定 50 地域密着型特別養護老人ホーム
なの花

高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

加茂河原3丁目1-22 36-8784

指定 51 小規模多機能型居宅介護事業所
やよいの里

高齢者 小規模多機能 加茂緑苑町402 33-7474

指定 52 特別養護老人ホーム　愛寿苑 高齢者 特別養護老人ホーム若杉2丁目601 34-5100

指定 53 介護老人保健施設 あじさい 高齢者 介護老人保健 西下野町15-12 33-5911

指定 54 リハビリデイサービスわかすぎ 高齢者 通所介護 若杉4丁目1602 33-0708

指定 55 グループホームわの家 障がい者 グループホーム 加茂河原3丁目9-19 21-4440

指定 56 特定非営利活動法人
くまっこクラブふくい

障がい者
生活介護放課後等
デイサービス

加茂河原1丁目2-12 33-3795

指定 57 わーくｏｎここね 障がい者 就労継続支援 加茂緑苑町411 32-6775

指定 58 グループホーム あそうづ 高齢者 グループホーム 浅水三ケ町1-29-2 50-1165

協定 59 ラフィナート浅水 高齢者 軽費老人ホーム 浅水三ケ町1-29-1 39-1165

指定 60 いちごショートステイ 高齢者 ｼｮｰﾄｽﾃｨ 西方1丁目2-11 23-1505

指定 61 グループホーム いちご和えの里 高齢者 グループホーム 勝見3丁目20-12 27-0015

指定 62 通所リハ　健康の家 高齢者 通所ﾘﾊﾋﾞﾘ 西方1丁目2-11 30-0162

指定 63 いちごライフ 高齢者 通所介護
勝見3丁目20-12
いちごの森1階

27-0215

指定 64 I-WILL 高齢者 通所介護
勝見3丁目20-12
いちごの森2階

26-6480

指定 65 いちご日和 高齢者 看護小多機 勝見3丁目20-12 27-7715

指定 66 和田東いちご
デイサービスセンター

高齢者 認知デイ 和田東1丁目1410 28-6255

指定 67 イスキア生活倶楽部 高齢者 小規模多機能 和田東1丁目2206 43-9097

指定 68 すのうどろっぷhope 高齢者 グループホーム 和田東1丁目2218 43-9097

指定 69 ケアハウス　モアヤング 高齢者 軽費老人ホーム 和田中町東沖田30-1 28-3737

指定 70 介護老人保健施設ケアホームさいせい 高齢者 介護老人保健 和田中町徳万28 30-7660

指定 71 モストヴィレッジ和田 障がい者 グループホーム 和田東1丁目203 97-8427

指定 72 愛全園 高齢者 特別養護老人ホーム丸山町40-7 53-5411

指定 73 みどりの森社会復帰センター
こもれび

障がい者 グループホーム 今泉町2-5-1 63-5038

指定 74 平谷こども発達クリニック
円山事業所はぐくみ

障がい者
生活介護放課後等
デイサービス

南四ツ居町3-5 54-9600

指定 75 平谷こども発達クリニック
発達支援室

障がい者
児童発達支援放課
後等デイサービス

北四ツ居2丁目1409 54-9600

協定 76 第二ひかり苑　泉の郷 高齢者
小規模特別養護
老人ホーム

今泉町25-15-1 52-1300

指定 77 アスピカケアセンターかいほつ 高齢者 通所介護 開発5丁目102-1 53‐7777

協定 78 よりそいの家・よかったね 高齢者 小規模多機能 丸山2丁目514 88-0031

社南

清明

東安居

社北

麻生津

和田

和田

円山

啓蒙



※１　指定/協定 区分 指定：大規模災害時（震度５以上、高齢者等避難情報発令等）もしくは、市の要請による開設
協定：市の要請による開設

※２　施設 区分 高齢者：高齢者福祉施設／障がい者：障がい者福祉施設
（注）直接避難の受入れ対象者は、原則「個別避難計画」に基づく等、特定された要配慮者とする。 （令和４年１2月時点）

地区
指定/協定※１

  区分
No 施設名称  施設※2

区分
施設種別 所在地 電話番号

福祉避難所協定締結施設一覧表

指定 79 県民せいきょう岡保きらめき 高齢者 小規模多機能 曽万布町7-18-1 52-0810

指定 80 総合福祉施設　あけぼの園 障がい者
生活介護地域活動
支援ｾﾝﾀｰ等

河水町5-1-1 52-5575

協定 81 山翠園 高齢者 特別養護老人ホーム堅達町24-1 53-2586

東藤島 指定 82 グリーンライフ大和田 高齢者 軽費老人ホーム 大和田町23-1 52-8220

指定 83 ツクイ福井文京 高齢者 通所介護 文京7丁目8-20 27-7874

指定 84 あったかい 障がい者 グループホーム 文京7丁目8-23 27-2621

協定 85 小規模多機能型居宅介護事業所
いろどり三郎丸

高齢者 小規模多機能 三郎丸１丁目109 63-5068

指定 86 ケアハウス藤島園 高齢者 軽費老人ホーム 高木中央3丁目1701 52-8200

指定 87 藤島園 高齢者
特別養護老人ホー
ム

高木中央3丁目1701 52-1166

指定 88 介護老人保健施設九頭竜長生苑 高齢者 介護老人保健 寺前町2-2-2 54-4681

指定 89 ネクステクノ 障がい者 就労継続支援 高柳1丁目1302 54-7665

指定 90 株式会社つばさ 障がい者 就労継続支援 高柳1丁目203 43-9916

協定 91 ケアハウス九頭竜 高齢者 軽費老人ホーム 寺前町4-14-2 53-3933

協定 92 小規模多機能ホームレインボー２１ 高齢者 グループホーム 高木中央3丁目1601 57-2800

指定 93 第2藤島園そよかぜホーム 高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

河合勝見町4-24-1 55-1313

指定 94 アルマ千寿 高齢者 介護老人保健 川合鷲塚町49-5 55-1600

指定 95 たんぽぽ苑 高齢者 特別養護老人ホーム石盛3丁目301 56-0992

協定 96 楽屋 高齢者 小規模多機能 上野本町1丁目3912 56-8808

指定 97
小規模多機能型居宅介護事業所
いろどり二の宮

高齢者 小規模多機能 二の宮3丁目32-21 21-0755

指定 98 みらい 高齢者 小規模多機能 新田塚2丁目12-15 50-7178

指定 99 新田塚ハイツ 高齢者 介護老人保健 新田塚町506 22-8367

指定 100 ほのか 高齢者 小規模多機能 灯明寺１丁目2401-2 37-3333

指定 101 一般社団法人Orange Kids’Care Lab.障がい者
生活介護放課後等
デイサービス等

灯明寺3丁目3511 21-3339

安居 指定 102 特別養護老人ホーム　高雄苑 高齢者 特別養護老人ホーム本堂町51-33 37-0116

越廼 指定 103 こしの渚苑 高齢者 特別養護老人ホーム蒲生町1-90-1 89-2110

清水西 指定 104 ケアハウス清水苑 高齢者 軽費老人ホーム 福井市大森町7-1 98-5790

指定 105 手づくり工房コスモス 障がい者 就労継続支援 田尻栃谷町38-46-5 52-5575

指定 106 しみずの杜 障がい者 生活介護 田尻栃谷町38-46-5 52-5575

指定 107 すみれ荘 高齢者 特別養護老人ホーム島寺町83-1 98-5550

指定 108 障害者支援施設　若越ひかりの村 障がい者施設入所支援 島寺町67-30 98-3600

指定 109 グループホーム　若越ひかりの村
島寺ホーム

障がい者グループホーム等 島寺町83-32 98-2633

清水北 指定 110 しみずケアサポート 高齢者 小規模多機能 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ4丁目174 98-2211

国見 指定 111 小規模多機能ホーム　ひびきの家 高齢者 小規模多機能 鮎川町91-37 88-2430

指定 112 かわにし苑 高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

砂子坂町9-5 83-1055

指定 113 宝珠苑 高齢者 特別養護老人ホーム内山梨子町2-3-1 83-1373

鷹巣 指定 114 悠和園 高齢者 特別養護老人ホーム免鳥町22-74 87-2161

本郷 指定 115 九頭竜ワークショップ　七瀬の郷 障がい者 施設入所支援 燈豊町43-9-3 83-0152

宮ノ下 指定 116 新田塚ハウス 高齢者 特別養護老人ホーム江上町55-5 59-1800

大安寺 協定 117 ほほえみの家・よかったね 高齢者 小規模多機能 四十谷町5-18-1 59-2311

中藤島

河合

森田

明新

清水南

鶉

清水東

岡保

西藤島



※１　指定/協定 区分 指定：大規模災害時（震度５以上、高齢者等避難情報発令等）もしくは、市の要請による開設
協定：市の要請による開設

※２　施設 区分 高齢者：高齢者福祉施設／障がい者：障がい者福祉施設
（注）直接避難の受入れ対象者は、原則「個別避難計画」に基づく等、特定された要配慮者とする。 （令和４年１2月時点）

地区
指定/協定※１

  区分
No 施設名称  施設※2

区分
施設種別 所在地 電話番号

福祉避難所協定締結施設一覧表

指定 118 足羽利生苑 高齢者 特別養護老人ホーム栂野町20-7 41-3121

指定 119 足羽更生園 障がい者 施設入所支援 宿布町19-46-1 41-3120

一乗 指定 120 軽費老人ホーム　ケアハウスあさくら 高齢者 軽費老人ホーム 西新町1-21 43-2425

指定 121 ＨＯＭＥＴＯＷＮ コスモス 高齢者 特別養護老人ホーム帆谷町１字外山33 38-1159

指定 122 支援センターすだち 障がい者 生活介護 東大味町11-38-2 41-3950

協定 123 文殊苑 高齢者 特別養護老人ホーム北山町35-5-1 41-7500

文殊 指定 124 河北寮 障がい者 グループホーム 下河北町11-14 38-5757

指定 125 特別養護老人ホームあさくら苑 高齢者 特別養護老人ホーム下六条町18-32 41-8400

指定 126 六条ホームやわらぎ 高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

下六条町217-4 41-8600

指定 127 ハウスやわらぎ 障がい者 宿泊型自立訓練 下六条町1-4 41-8350

東郷 指定 128 あさくらの家東郷 高齢者 小規模多機能 東郷二ヶ町6-2-1 41-8500

指定 129 特別養護老人ホーム　美山貴寿苑 高齢者 特別養護老人ホーム市波町31-2 96-4150

指定 130 グループホーム楽ちんの家 笑楽 高齢者 グループホーム 大久保町1-61 96-7033

指定 131 福井美山荘 障がい者 施設入所支援 市波町54-25 96-4115

指定 132 リハビリ施設　陽和縁 高齢者 通所介護
坂井市春江町
西長田40-46

72-3900

指定 133 ガーデンハイツ春江 高齢者 特別養護老人ホーム
坂井市春江町
針原48-28-1

51-6233

指定 134 ケアセンターゆり 高齢者
小規模
特別養護老人ホー
ム

坂井市春江町
本堂27-1-1

51-8100

市外

酒生

上文殊

六条

美山
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地震 洪水 土砂 津波

国見公民館 福井市鮎川町133-1 - - - ○

棗公民館 福井市石橋町4-14 - - - ○

棗小・中学校 福井市石新保町12-32 - - - ○

棗こども園 福井市石新保町13-17 - - - ○

鷹巣公民館 福井市蓑町16-2-1 - - - ○

鷹巣小・中学校 福井市和布町3-6 - - - ○

越廼小学校 福井市茱崎町3-25 - - - ○

柴田公園 福井市中央1丁目21 ○ - - -

錦公園 福井市順化2丁目11 ○ - - -

神明公園 福井市宝永4丁目8 ○ - - -

御泉水公園 福井市宝永3丁目12 ○ - - -

日之出公園 福井市日之出1丁目15 ○ - - -

豊島公園 福井市中央2丁目6 ○ - - -

左内公園 福井市左内町7 ○ - ○ -

つくも公園 福井市つくも2丁目9 ○ - ○ -

照手公園 福井市照手2丁目3 ○ - - -

妙国公園 福井市照手1丁目9 ○ - - -

河南公園 福井市春山2丁目7 ○ - - -

春山公園 福井市田原2丁目2 ○ - - -

田原公園 福井市田原1丁目6 ○ - - -

尾上公園 福井市松本4丁目9 ○ - - -

松ヶ枝公園 福井市宝永1丁目15 ○ - - -

白山公園 福井市日之出3丁目3 ○ - - -

城勝公園 福井市御幸1丁目10 ○ - - -

毛矢公園 福井市西木田1丁目16 ○ - - -

緑公園 福井市足羽1丁目18 ○ - - -

有楽公園 福井市有楽町1 ○ - ○ -

三秀公園 福井市照手3丁目1 ○ - - -

湊公園 福井市照手4丁目7 ○ - - -

東明里公園 福井市花月4丁目9 ○ - - -

乾公園 福井市乾徳2丁目11 ○ - - -

松本公園 福井市松本3丁目24 ○ - - -

施設名 所在地
災害種別

指定緊急避難場所一覧

○：その災害時に緊急避難場所として指定する施設

令和5年5月1日現在
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地震 洪水 土砂 津波
施設名 所在地

災害種別

進放公園 福井市松本1丁目24 ○ - - -

稲荷公園 福井市日之出4丁目9 ○ - - -

城東公園 福井市城東1丁目17 ○ - - -

春日公園 福井市春日1丁目16 ○ - - -

豊公園 福井市西木田1丁目11 ○ - - -

寿公園 福井市西木田2丁目6 ○ - ○ -

不動公園 福井市西木田3丁目15 ○ - ○ -

桃園公園 福井市足羽2丁目18 ○ - ○ -

志比口公園 福井市志比口2丁目12 ○ - - -

丹鳥公園 福井市学園2丁目3 ○ - - -

北弘公園 福井市松本1丁目31 ○ - - -

大願寺公園 福井市大願寺3丁目6 ○ - - -

牧の島公園 福井市大宮4丁目4 ○ - - -

重藤公園 福井市大宮3丁目19 ○ - - -

経田公園 福井市大宮2丁目5 ○ - - -

宮前公園 福井市文京1丁目40 ○ - - -

西開発公園 福井市西開発1丁目601 ○ - ○ -

西板垣公園 福井市西板垣町601 ○ - - -

木田公園 福井市木田町60-2 ○ - - -

小山谷公園 福井市足羽4丁目8 ○ - ○ -

福万公園 福井市二の宮5丁目10 ○ - - -

二の宮公園 福井市二の宮4丁目15 ○ - - -

幾久北公園 福井市二の宮2丁目21 ○ - - -

幾代公園 福井市二の宮1丁目8 ○ - - -

上北野公園 福井市上北野1丁目4 ○ - - -

渡公園 福井市渡町101 ○ - ○ -

河原公園 福井市渡町355 ○ - ○ -

社北公園 福井市渡町661 ○ - ○ -

高木公園 福井市高木1丁目401 ○ - - -

道守公園 福井市福新町2009 ○ - ○ -

福公園 福井市福新町905 ○ - ○ -

下荒井公園 福井市下荒井町4字75 ○ - ○ -

八重巻公園 福井市栄町2字24 ○ - - -

栗森公園 福井市栗森町浜226 ○ - - -

江守公園 福井市運動公園2丁目1701 ○ - ○ -



 4-3　指定緊急避難場所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施設名 所在地

災害種別

社中央公園 福井市運動公園1丁目4101 ○ - ○ -

桜公園 福井市運動公園1丁目1701 ○ - ○ -

境公園 福井市日光2丁目23 ○ - - -

日光公園 福井市日光2丁目9 ○ - - -

城之橋公園 福井市城東4丁目7 ○ - - -

下北野公園 福井市城東4丁目23 ○ - - -

勝見公園 福井市勝見3丁目18 ○ - - -

西方西公園 福井市西方1丁目15 ○ - - -

西方東公園 福井市西方2丁目23 ○ - - -

板垣公園 福井市馬垣町1字下馬境403 ○ - - -

下馬公園 福井市下馬1丁目401 ○ - - -

多郎丸公園 福井市花堂東1丁目7 ○ - - -

来光寺公園 福井市花堂東1丁目28 ○ - - -

琴田公園 福井市花堂北1丁目16 ○ - ○ -

池田公園 福井市花堂中2丁目7 ○ - ○ -

六反島公園 福井市花堂南1丁目7 ○ - ○ -

大島公園 福井市大島町7字山崎901 ○ - ○ -

種池公園 福井市種池町3字丁田9 ○ - ○ -

商工公園 福井市渕町20字19-6 ○ - ○ -

東下野公園 福井市運動公園3丁目801 ○ - ○ -

南明里公園 福井市明里町7 ○ - ○ -

西学園公園 福井市西学園1丁目701 ○ - ○ -

喜多町公園 福井市二の宮4丁目21 ○ - - -

新田塚公園 福井市新田塚町604 ○ - - -

えのはた公園 福井市上森田1丁目201 ○ - - -

亀田公園 福井市上森田2丁目601 ○ - - -

上森田公園 福井市上森田3丁目601 ○ - - -

ひえまき公園 福井市上森田3丁目1601 ○ - - -

九頭竜公園 福井市上森田5丁目701 ○ - - -

浜公園 福井市栗森町浜604 ○ - - -

古市公園 福井市古市3丁目902 ○ - - -

舟橋公園 福井市高木北2丁目1012 ○ - - -

中藤公園 福井市高木北2丁目109 ○ - - -

南四ツ居公園 福井市南四ﾂ居町1字山口108 ○ - - -

問屋公園 福井市問屋2丁目54 ○ - - -
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地震 洪水 土砂 津波
施設名 所在地

災害種別

芝原公園 福井市開発1丁目301 ○ - ○ -

緑ヶ丘公園 福井市開発4丁目701 ○ - ○ -

光公園 福井市高木中央2丁目901 ○ - - -

みのり4丁目公園 福井市みのり4丁目7 ○ - ○ -

市場公園 福井市高柳町44字左来1番7 ○ - - -

円山公園 福井市円山1丁目1008 ○ - - -

北公園 福井市成和1丁目301 ○ - - -

丸田公園 福井市文京5丁目9 ○ - - -

夕道公園 福井市大宮6丁目12 ○ - - -

川田公園 福井市文京6丁目32 ○ - - -

西端公園 福井市文京6丁目12 ○ - - -

太田公園 福井市文京7丁目16 ○ - ○ -

金町公園 福井市志比口1丁目9 ○ - - -

四ツ井公園 福井市四ﾂ井1丁目8 ○ - - -

荒川公園 福井市南四ﾂ居2丁目4 ○ - - -

北四ツ居公園 福井市北四ﾂ居1丁目3 ○ - - -

中島公園 福井市米松2丁目3 ○ - - -

平岡公園 福井市米松2丁目14 ○ - - -

杉の木台公園 福井市中野2丁目901 ○ ○ ○ -

立花公園 福井市三十八社町709 ○ ○ ○ -

希望ヶ丘公園 福井市下江守町53字ﾓｸﾛｼ23-2 ○ - ○ -

丸山公園 福井市北四ﾂ居町30字円命102 ○ - - -

大江田公園 福井市大願寺1丁目6 ○ - - -

若杉浜公園 福井市若杉浜2丁目402 ○ - ○ -

天池公園 福井市天池町38字41-11 ○ - - -

豊岡公園 福井市豊岡1丁目5 ○ - ○ -

三条公園 福井市菅谷2丁目8 ○ - ○ -

御蔵公園 福井市光陽2丁目20 ○ - - -

北江公園 福井市光陽3丁目5 ○ - - -

若宮公園 福井市江端町11字29 ○ - ○ -

向田公園 福井市江端町2字11 ○ - ○ -

江守の里公園 福井市江守の里1丁目201 ○ - ○ -

花園公園 福井市江守の里1丁目701 ○ - ○ -

灯明寺公園 福井市灯明寺2丁目1504 ○ - - -

明新公園 福井市灯明寺1丁目801 ○ - - -
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地震 洪水 土砂 津波
施設名 所在地

災害種別

ひばり公園 福井市経田2丁目1206 ○ - - -

ちどり公園 福井市経田1丁目301 ○ - - -

かもめ公園 福井市二の宮3丁目17 ○ - - -

深町公園 福井市成和1丁目2001 ○ - - -

渕上公園 福井市和田2丁目401 ○ - - -

加茂河原公園 福井市加茂河原1丁目5-1 ○ ○ ○ -

若草公園 福井市西開発2丁目405 ○ - ○ -

若泉公園 福井市西開発3丁目512 ○ - ○ -

水越公園 福井市水越2丁目101 ○ - ○ -

高木中央１号公園 福井市高木中央1丁目3401 ○ - - -

熊野公園 福井市加茂河原4丁目720 ○ - ○ -

新田塚中央公園 福井市新田塚2丁目61 ○ - - -

高木中央２号公園 福井市高木中央2丁目3601 ○ - - -

飯塚公園 福井市飯塚町7字54 ○ - ○ -

久喜津公園 福井市運動公園4丁目1401 ○ - ○ -

みのり中央公園 福井市みのり3丁目24 ○ - ○ -

北前公園 福井市高木北4丁目304 ○ - - -

南板垣公園 福井市板垣5丁目301 ○ - - -

砂田公園 福井市開発3丁目2801 ○ - ○ -

沖田１号公園 福井市問屋町3丁目506 ○ - - -

沖田２号公園 福井市問屋町4丁目801 ○ - - -

寺端公園 福井市下荒井町10字404 ○ - ○ -

引目公園 福井市引目町8字101 ○ - ○ -

下荒井南公園 福井市下荒井町7字307 ○ - ○ -

啓蒙公園 福井市開発1丁目1605 ○ - ○ -

鉾田公園 福井市新保3丁目901 ○ - ○ -

新保東公園 福井市新保3丁目1901 ○ - ○ -

堂前公園 福井市丸山2丁目2101 ○ - - -

丸山中央公園 福井市丸山2丁目705 ○ - ○ -

丸山西公園 福井市丸山1丁目501 ○ - ○ -

西谷東公園 福井市西谷1丁目701 ○ - ○ -

西谷南公園 福井市西谷2丁目701 ○ - ○ -

昭和町公園 福井市みのり1丁目14 ○ - - -

つくし野中央公園 福井市つくし野2丁目801 ○ - - -

つくし野北公園 福井市つくし野1丁目303 ○ - - -



 4-3　指定緊急避難場所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施設名 所在地

災害種別

つくし野西公園 福井市つくし野3丁目501 ○ - - -

新田塚元町公園 福井市新田塚1丁目4 ○ - - -

灯新公園 福井市灯明寺町3字1-8 ○ - - -

寺前公園 福井市寺前町4字6-10 ○ - - -

高柳新町公園 福井市高柳町8字24-8 ○ - - -

若栄公園 福井市若栄町1001 ○ - ○ -

三郎丸団地公園 福井市三郎丸町28字1-38 ○ - ○ -

三郎丸公園 福井市三郎丸1丁目801 ○ - ○ -

祇王公園 福井市三郎丸2丁目2501 ○ - ○ -

新堀北公園 福井市若杉町28字28-4 ○ - ○ -

高塚公園 福井市高塚町809 ○ - ○ -

コモンライフ花堂公園 福井市花堂北2丁目28 ○ - - -

江端団地２号公園 福井市江端町1006 ○ - ○ -

陽光台公園 福井市福町36字150 ○ ○ ○ -

大町１号公園 福井市大町1丁目1 ○ - - -

大町２号公園 福井市大町2丁目1 ○ - - -

サンライフ花堂公園 福井市花堂中2丁目13 ○ - ○ -

舟橋第２公園 福井市舟橋3丁目701 ○ - - -

江尻ヶ丘北公園 福井市江尻ヶ丘町290 ○ ○ ○ -

江尻ヶ丘南公園 福井市江尻ヶ丘町13 ○ ○ ○ -

若茂公園 福井市加茂河原町20字25-21 ○ - - -

杉の木台第３公園 福井市浅水二日町401 ○ ○ ○ -

三ツ屋公園 福井市三ﾂ屋2丁目302 ○ - ○ -

狐橋公園 福井市狐橋2丁目401 ○ - ○ -

薬師公園 福井市三郎丸2丁目501 ○ - ○ -

小鳩公園 福井市三郎丸4丁目403 ○ - ○ -

江添公園 福井市北四ﾂ居3丁目13 ○ - - -

久保公園 福井市大東2丁目6 ○ - - -

西代公園 福井市南四ﾂ居1丁目7 ○ - - -

西浜公園 福井市上北野1丁目21 ○ - - -

東窪公園 福井市南四ﾂ居2丁目17 ○ - - -

流通センター公園 福井市重立町28字61 ○ - ○ -

東郷福田公園 福井市東郷二ヶ町14字1-5 ○ - ○ -

栃泉団地公園 福井市栃泉町104字9-54 ○ ○ - -

大願寺２号公園 福井市大願寺3丁目2 ○ - - -
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地震 洪水 土砂 津波
施設名 所在地
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堀の宮公園 福井市堀ﾉ宮1丁目401 ○ - ○ -

青葉台西公園 福井市冬野町26字143 ○ ○ - -

一本木公園 福井市春日3丁目1306 ○ - - -

東篁公園 福井市城東2丁目301 ○ - - -

板垣西公園 福井市板垣4丁目501 ○ - - -

板垣東公園 福井市板垣3丁目1101 ○ - - -

秋桜公園 福井市新田塚2丁目27 ○ - - -

上伏東公園 福井市新田塚2丁目75 ○ - - -

みのり２丁目公園 福井市みのり2丁目11 ○ - ○ -

大瀬公園 福井市大瀬町19字101 ○ - ○ -

新田塚１丁目公園 福井市新田塚1丁目34 ○ - - -

下馬東公園 福井市下馬2丁目1108 ○ - - -

羽水公園 福井市羽水2丁目205 ○ - - -

下森田新町公園 福井市下森田新町15字54-36 ○ - - -

新田塚西部公園 福井市新田塚2丁目76 ○ - - -

若栄団地公園 福井市若栄町1382 ○ - ○ -

和田東公園 福井市和田東2丁目301 ○ - - -

和田中東公園 福井市和田中2丁目801 ○ - - -

和田中南公園 福井市和田中町116字2 ○ - - -

サンライフ花堂西公園 福井市花堂中2丁目11 ○ - ○ -

種池南公園 福井市種池町21字1-97 ○ - ○ -

八ツ島公園 福井市八ﾂ島1丁目508 ○ - - -

里別所新町公園 福井市里別所新町301 ○ - - -

パークアベニューみのり公園 福井市みのり3丁目38 ○ - ○ -

東郷駅前ふれあい公園 福井市東郷二ヶ町33字3-7 ○ - ○ -

大土呂駅前ふれあい公園 福井市半田町5字1-5 ○ - ○ -

新田塚ふれあい公園 福井市新田塚2丁目50 ○ - - -

飯塚中央公園 福井市飯塚町31字208 ○ - ○ -

スタイリッシュ・ステージ舟橋公園 福井市高木北2丁目 ○ - - -

西下野西公園 福井市西下野町15字 ○ - ○ -

グリーンハイツ1号公園 福井市ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ1丁目 ○ - ○ -

グリーンハイツ2号公園 福井市ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ2丁目 ○ ○ - -

グリーンハイツ3号公園 福井市ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ9丁目 ○ ○ ○ -

ふち西公園 福井市渕3丁目2212 ○ - ○ -

渕きつね公園 福井市渕1丁目1202 ○ - ○ -



 4-3　指定緊急避難場所一覧表

地震 洪水 土砂 津波
施設名 所在地

災害種別

花堂東公園 福井市花堂東1丁目3506番15 ○ - - -

新田塚北公園 福井市新田塚2丁目6305番16 ○ - - -

大島台公園 福井市大島町大島台815 ○ ○ ○ -

桜ヶ丘公園 福井市本堂町89字6番325 ○ ○ ○ -

桜ヶ丘三角公園 福井市本堂町89字6番178 ○ ○ - -

桜ヶ丘山水公園 福井市本堂町39字1番24外 ○ ○ ○ -

桜ヶ丘朝日公園 福井市本堂町89字8番65外 ○ ○ - -

桜ヶ丘運動公園 福井市本堂町46字1番25外 ○ ○ - -

桜ヶ丘中央公園 福井市本堂町88字4番144外 ○ ○ - -

サニータウン仙町公園 福井市仙町7字1番16 ○ - - -

ガーデンコート川西公園 福井市浄土寺町39番33 ○ ○ ○ -

浄土寺団地公園 福井市浄土寺町48番27 ○ - ○ -

木下団地公園 福井市木下町6字1番14 ○ - ○ -

小野団地１号公園 福井市小野町13字45番8 ○ ○ - -

小野団地２号公園 福井市小野町13字70番13 ○ ○ - -

上北野橘公園 福井市上北野1丁目30 ○ - - -

ホームランド新田塚公園 福井市新田塚2丁目19 ○ - - -

西一本木公園 福井市春日3丁目203-27 ○ - - -

ひのき台公園 福井市引目町19字2ｰ3 ○ ○ ○ -

渕ふれあい公園 福井市渕4丁目2501 ○ - ○ -

新渕町公園 福井市渕4丁目1301 ○ - ○ -

新江守中西公園 福井市江守中2丁目2007 ○ - ○ -

新江守中中央公園 福井市江守中2丁目1011 ○ - ○ -

種池東公園 福井市種池1丁目401 ○ - ○ -

江守中中央公園 福井市江守中1丁目523 ○ - ○ -

種池西公園 福井市種池1丁目1805 ○ - ○ -

新堀北ファミリー公園 若杉4丁目1901 ○ - ○ -

若杉三角公園 福井市若杉2丁目1001 ○ - ○ -

福町公園 福井市福2丁目1102 ○ - ○ -

門前中央公園 福井市門前1丁目913 ○ - - -

門前はしだし公園 福井市門前1丁目521 ○ - - -

舞屋熊野公園 福井市舞屋町10字 ○ - ○ -

まいや西公園 福井市舞屋町8字 ○ - ○ -

大島いぬい公園 福井市大島町2字 ○ - ○ -

江守中館公園 福井市江守中町20字 ○ - ○ -
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桜谷神社前公園 福井市町屋3丁目1,006番 ○ - - -

三軒町三角公園 福井市町屋3丁目238番 ○ - - -

ニュータウン天池公園 福井市天池町33字西宅地1番3 ○ - - -

寺前新町公園 福井市寺前町1字西浦2番8 ○ - - -

下森田さくら公園 福井市下森田桜町3番13 ○ - - -

千年緑地公園 福井市足羽2丁目1101番 ○ - ○ -

森行公園 福井市森行町20字1番42号 ○ - ○ -

大門公園 福井市浅水町137字17番11 ○ - ○ -

花堂北公園 福井市花堂北1丁目501番36 ○ - ○ -

コモンライフ花堂西公園 福井市花堂北2丁目2713番2 ○ - - -

清川公園 福井市宝永1丁目2501番1外 ○ - - -

上北野西部桜公園 福井市上北野2丁目205番 ○ - - -

運動公園４丁目公園 福井市運動公園4丁目304番 ○ - ○ -

江守中１号公園 福井市江守中町1字15番2外 ○ - ○ -

江守中２号公園 福井市江守中町1字34番 ○ - ○ -

江守中３号公園 福井市江守中町7字45番7 ○ - ○ -

勝見吉野公園 福井市勝見1丁目1216番 ○ - - -

上野団地３号公園 福井市上野本町新815番外 ○ - - -

羽坂町９字公園 福井市羽坂町9字9番4 ○ ○ ○ -

羽坂公園 福井市羽坂町48字6番14外 ○ ○ - -

フェニックスタウン羽坂公園 福井市羽坂町24字1番26 ○ ○ ○ -

円山元町三角公園 福井市北四ﾂ居町30字166番 ○ - - -

渕団地公園 福井市渕町31字701番3 ○ - ○ -

ホープタウン田尻公園 福井市田尻栃谷町38字36番226 ○ ○ ○ -

清水公園 福井市風巻町28字1番1外 ○ - ○ -

高木睦公園 福井市高木2丁目1001番9 ○ - - -

ワイワイ公園 福井市運動公園1丁目3203番 ○ - ○ -

江端団地１号公園 福井市江端町401番 ○ - ○ -

フレッシュ浅水公園 福井市浅水町131字15番3 ○ - ○ -

マイタウン春日公園 福井市春日町244番20 ○ - - -

月見三谷公園 福井市月見1丁目264-15 ○ - ○ -

フレッシュタウン新田塚公園 福井市新田塚1丁目8001番18外 ○ - - -

高木西２号公園 福井市灯明寺町59字25番6 ○ - - -

下中公園 福井市下中町1字3番11 ○ - - -

上中三谷公園 福井市上中町28字1番20 ○ - ○ -
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上六条公園 福井市上六条町18字49番5 ○ - - -

ニュータウン東郷公園 福井市東郷二ヶ町22字22番4 ○ - ○ -

サニー公園 福井市南江守町62字1番61外 ○ ○ - -

灯明寺けやき公園 福井市灯明寺4丁目2405番 ○ - - -

舟橋新公園 福井市舟橋新1丁目1701番 ○ - - -

ふれあいターザン公園 福井市舟橋黒竜1丁目407番 ○ - - -

灯明寺どんぐり公園 福井市灯明寺3丁目3903番 ○ - - -

灯明寺クスノキ公園 福井市灯明寺3丁目401番 ○ - - -

かおり公園 福井市高木西1丁目105番 ○ - - -

花堂中２丁目公園 福井市花堂中2丁目1518番1 ○ - ○ -

高木西１号公園 福井市高木町25字23番 ○ - - -

福町三谷公園 福井市福町33字7番1 ○ - - -

福井ハイツ公園 福井市浅水二日町126字6番6外 ○ ○ ○ -

中藤新保公園 福井市中藤新保町14字1番5外 ○ - - -

チビチビ公園 福井市河増町20字1番10外 ○ - - -

手寄公園 福井市手寄2丁目101番1 ○ - - -

明倫公園 福井市木田1丁目1344番外 ○ - - -

大沢宅地公園 福井市新保町40字18番4外 ○ - ○ -

志比口北公園 福井市志比口3丁目4-6 ○ - - -

西谷池田開発公園 福井市西谷町2字1番18 ○ - ○ -

居村せせらぎ公園 福井市高柳3丁目1203番 ○ - - -

高柳土器の丘公園 福井市高柳3丁目2301番 ○ - - -

大和田西公園 福井市大和田2丁目302番 ○ - ○ -

大和田公園 福井市大和田2丁目1801番 ○ - ○ -

茶畔東公園 福井市高木中央3丁目1503番 ○ - - -

大和田南公園 福井市大和田1丁目1601番 ○ - ○ -

ひのき台西公園 福井市引目町19字5番77 ○ ○ - -

中央公園 福井市大手3丁目11 ○ - - -

西公園 福井市花月1丁目3 ○ - - -

南公園 福井市大島町3字201 ○ - ○ -

山奥公園 福井市月見4丁目8 ○ - ○ -

和田公園 福井市御幸4丁目4 ○ - - -

開発公園 福井市西開発3丁目801 ○ - ○ -

米松公園 福井市米松1丁目10 ○ - - -

西藤公園 福井市大宮5丁目5 ○ - - -
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高木中央公園 福井市高木中央1丁目601 ○ - - -

菅谷公園 福井市菅谷1丁目6 ○ - ○ -

中狭公園 福井市光陽1丁目13 ○ - - -

北部公園 福井市二の宮3丁目33 ○ - - -

森田公園 福井市古市3丁目201-1 ○ - - -

新保公園 福井市新保1丁目701 ○ - ○ -

下馬中央公園 福井市下馬3丁目1306 ○ - - -

西谷中央公園 福井市西谷2丁目2501 ○ - - -

灯舟ひまわり公園 福井市灯明寺4丁目2001番 ○ - - -

町屋公園 福井市町屋2丁目10 ○ - - -

板垣中央公園 福井市板垣2丁目901 ○ - - -

定正公園 福井市石盛町201 ○ - - -

ちぐさ公園 福井市北四ﾂ居1丁目23 ○ - - -

鹿江公園 福井市木田3丁目2001 ○ - - -

成和公園 福井市成和2丁目801 ○ - - -

和田中西公園 福井市和田中1丁目1001 ○ - - -

ふち中央公園 福井市渕2丁目701 ○ - ○ -

若杉中央公園 福井市若杉1丁目2601 ○ - ○ -

緑苑公園 福井市福2丁目801 ○ - ○ -

足羽山公園 福井市小山谷町他6 ○ ○ ○ -

東山公園 福井市河水町他3 ○ ○ ○ -

東公園 福井市豊島2丁目5 ○ - - -

福井市総合運動公園 福井市安田町,細坂町 ○ - ○ -

ガレリアポケット公園 福井市中央1丁目10 ○ - - -

春日神社 福井市小幡町 - - - ○

蓮照寺 福井市小幡町 - - - ○

為口寿人宅前 福井市為寄町 - - - ○

春日神社 福井市石畠町 - - - ○

坪田秀幸宅後方の山 福井市田ﾉ頭町 - - - ○

硲神社境内 福井市中山町 - - - ○

ヤマショウ建設駐車場 福井市深坂町 - - - ○

春日神社 福井市浜島町 - - - ○

白方町民会館 福井市白方町 - - - ○

さわやか広場（北側） 福井市ﾃｸﾉﾎﾟｰﾄ - - - ○

さわやか広場（南側） 福井市ﾃｸﾉﾎﾟｰﾄ - - - ○
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ゴミステーション横 福井市石新保町 - - - ○

やすらぎ広場 福井市ﾃｸﾉﾎﾟｰﾄ - - - ○

浜別所集落センター 福井市浜別所町 - - - ○

八幡神社後方の上畑 福井市川尻町 - - - ○

性光坊跡、裏山 福井市両橋屋町 - - - ○

旧市ノ瀬集落センター前 福井市市ﾉ瀬町 - - - ○

旧寺前商店前 福井市柳原町 - - - ○

西畑町ふれあい会館 福井市西畑町 - - - ○

西二ツ屋町ふれあい会館 福井市西二ﾂ屋町 - - - ○

白山神社 福井市大窪町 - - - ○

悠和園駐車場 福井市免鳥町 - - - ○

浜住町生活改善センター 福井市浜住町 - - - ○

旧国道駐車帯 福井市和布町 - - - ○

鷹巣公民館駐車場 福井市蓑町 - - - ○

旧野外趣味活動施設（芝生広場） 福井市蓑町 - - - ○

勝明寺 福井市松陰町 - - - ○

松蔭バス停付近 福井市松陰町 - - - ○

糸崎町ふれあい会館 福井市糸崎町 - - - ○

円流寺裏側 福井市長橋町 - - - ○

熊野神社前 福井市長橋町 - - - ○

長橋小高台 福井市長橋町 - - - ○

天満宮 福井市北菅生町 - - - ○

北菅生町高台 福井市北菅生町 - - - ○

南菅生町多目的集会施設駐車場 福井市南菅生町 - - - ○

新町津波避難道入口 福井市鮎川町 - - - ○

国見中学校南側避難場所 福井市鮎川町 - - - ○

加茂神社 福井市鮎川町 - - - ○

京福バス車庫横山道 福井市鮎川町 - - - ○

中野（長）宅裏山道 福井市白浜町 - - - ○

白浜公園裏山道 福井市白浜町 - - - ○

八幡神社広場 福井市大丹生町 - - - ○

片倉林道登口 福井市大丹生町 - - - ○

七谷農道 福井市大丹生町 - - - ○

森本宅裏林道 福井市小丹生町 - - - ○

坂本宅南側山道 福井市小丹生町 - - - ○
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春日神社駐車場 福井市小丹生町 - - - ○

大味生活改善センター 福井市大味町 - - - ○

越廼グラウンド入口 福井市茱崎町 - - - ○

旧越廼小学校跡地 福井市蒲生町 - - - ○

専徳寺 福井市蒲生町 - - - ○

観音寺 福井市浜北山町 - - - ○

水仙の郷遊歩道 福井市城有町 - - - ○

ゲートボール場 福井市居倉町 - - - ○

みかん園前 福井市八ﾂ俣町 - - - ○

越廼ふるさと資料館（駐車場） 福井市居倉町50-1-2 - - - ○

新木田公園 福井市木田1丁目1701 ○ - ○ -

田原町駅 福井市田原1丁目20-7 ○ - - -

大和田北公園 福井市大和田2丁目601 ○ - - -

開発向田公園 福井市開発5丁目1401 ○ - ○ -

中藤ふれあい公園 福井市高柳3丁目3602 ○ - - -

割場公園 福井市日之出1丁目2501-1、2502-1、2502-4 ○ - - -

東森田ハナミズキ公園 福井市東森田3丁目1701 ○ - - -

上野本町オレンジ公園 福井市上野本町2丁目1101 ○ - - -

上野本町さわやか公園 福井市上野本町4丁目1701 ○ - - -

八幡神社 福井市南菅生町20-14 - - - ○

円山みどり公園 福井市円山2丁目1001番 ○ - - -

定正ふれあいパーク 福井市定正1丁目1001番 ○ - - -

石丸城公園 福井市石盛町3丁目601番 ○ - - -

東郷美里公園 福井市東郷美里町１ ○ - ○ -



 4-4　帰宅困難者支援施設一覧表

令和５年５月１日現在

№ 施設名 所在地 避難場所 備蓄倉庫 管理者

1
福井駅西口再開発ビル

「ハピリン」
中央1丁目2-1 ３階多目的ホール 地下２階倉庫 ハピリン管理組合

2 福井春山合同庁舎 春山1丁目1-54 １階ロビー ―
財務省北陸財務局
福井財務事務所

帰宅困難者支援施設一覧表



5-1 災害時ヘリコプター離着陸適地一覧表 

 

 

災害時ヘリコプター離着陸適地一覧表 

 

令和５年５月１日現在 

施 設 名 所 在 地 管 理 者 連 絡 先 
離着陸可能場所の

広さ（ｍ×ｍ） 

和田公園 
御幸4丁目4 

緯度[北緯]  36°03′20″ 
経度[東経] 136°14′18″ 

福井市長 
２０－５４６０ 

（公園課） １６×１４ 

防災ステーション 
土橋町3‐80‐1 

緯度[北緯]  36°06′05″ 
経度[東経] 136°11′07″ 

福井市長 
２０－５２３４ 

（危機管理課） ２３×２０ 

足羽川木田橋河川敷 
勝見1丁目地係 

緯度[北緯]  36°03′14″ 
経度[東経] 136°13′25″ 

福井市長 
２０－５４９２ 

（河川課） １４×１４ 

九頭竜川森田河川敷 
上野本町地係 

緯度[北緯]  36°06′30″ 
経度[東経] 136°14′11″ 

福井市長 
２０－５４６０ 

（公園課） １１×１３ 

鷹巣海水浴場駐車場 
免鳥町地係 

緯度[北緯]  36°08′12″ 
経度[東経] 136°04′30″ 

鷹巣観光協会 

会長 
８７－２７０４ １４×１４ 

福井赤十字病院 

（屋上） 

月見2丁目4-1 

緯度[北緯]  36°02′51″ 
経度[東経] 136°12′46″ 

福井赤十字病院 

院長 
３６－３６３０ ２２×１７ 

下宇坂小学校 

グラウンド 

市波町55-5 

緯度[北緯]  36°00′57″ 
経度[東経] 136°19′56″ 

福井市長 
２０－５３４１ 

（教育総務課） １３×１１ 

越廼グラウンド 
茱崎町41-15 

緯度[北緯]  36°02′33″ 
経度[東経] 136°00′57″ 

福井市長 
２０－５３５５ 

（スポーツ課） １４×１１ 

きららパーク清水 
風巻町20-17 

緯度[北緯]  36°01′36″ 
経度[東経] 136°08′47″ 

福井市長 
２０－５３５５ 

（スポーツ課） １４×１１ 

消防学校 
大畑町97-21-3 

緯度[北緯]  36°02′53″ 
経度[東経] 136°17′03″ 

消防学校長 
５３－７５５３ 

(福井県消防学校) ２０×２０ 

ハマナス公園 

（南側芝生広場） 

両橋屋町地係 

緯度[北緯]  36°08′48″ 
経度[東経] 136°05′30″ 

福井市長 
２０－５４０６ 

(公園課) １５×１５ 

地域ふれあい広場 
大和田地係 

緯度[北緯]  36°05′32″ 
経度[東経] 136°14′51″ 

福井市中央卸売 

市場 場長 

５３－０００１ 

（中央卸売市場） １５×１５ 

 



   5-2　緊急通行車両等一覧表

陸運 種別 かな 番号

1 福井 581 い 7019 都市戦略部 都市計画課

2 福井 400 た 4806 都市戦略部 自転車利用推進課

3 福井 300 は 4573 総務部 秘書課

4 福井 300 み 2165 総務部 秘書課

5 福井 800 さ 4102 総務部 広報課

6 福井 200 さ 191 財政部 施設活用推進課

7 福井 22 な 4893 財政部 施設活用推進課

8 福井 330 せ 1801 財政部 施設活用推進課

9 福井 330 ち 1802 財政部 施設活用推進課

10 福井 100 す 59 財政部 施設活用推進課

11 福井 230 た 291 財政部 施設活用推進課

12 福井 300 ひ 2507 財政部 施設活用推進課

13 福井 480 き 9808 財政部 施設活用推進課

14 福井 300 ひ 7227 財政部 施設活用推進課

15 福井 501 そ 2525 財政部 施設活用推進課

16 福井 501 そ 4486 財政部 施設活用推進課

17 福井 580 さ 2468 財政部 施設活用推進課

18 福井 580 め 756 財政部 施設活用推進課

19 福井 580 ほ 2068 財政部 施設活用推進課

20 福井 580 ほ 2069 財政部 施設活用推進課

21 福井 480 こ 3252 財政部 施設活用推進課

22 福井 800 さ 2858 財政部 施設活用推進課

23 福井 580 や 2401 財政部 施設活用推進課

24 福井 400 ち 2450 財政部 施設活用推進課

25 福井 400 ち 2451 財政部 施設活用推進課

26 福井 300 る 629 財政部 施設活用推進課

27 福井 480 せ 952 財政部 施設活用推進課

28 福井 400 ち 2909 財政部 施設活用推進課

29 福井 44 め 3492 市民生活部 清水連絡所

30 福井 400 そ 1368 市民生活部 消費者センター

31 福井 300 は 4155 市民生活部 環境廃棄物対策課

32 福井 400 た 8492 市民生活部 環境廃棄物対策課

33 福井 480 こ 3350 市民生活部 環境廃棄物対策課

34 福井 400 ち 4575 市民生活部 環境廃棄物対策課

35 福井 300 つ 720 市民生活部 収集資源センター

36 福井 480 き 3970 市民生活部 収集資源センター

37 福井 400 す 6968 市民生活部 収集資源センター

38 福井 800 は 403 市民生活部 収集資源センター

39 福井 800 は 255 市民生活部 収集資源センター

40 福井 800 は 256 市民生活部 収集資源センター

41 福井 800 は 330 市民生活部 収集資源センター

42 福井 800 は 691 市民生活部 収集資源センター

福 井 市 役 所 緊 急 通 行 車 両 等 一 覧 表

No.
車　番

使用者



   5-2　緊急通行車両等一覧表

陸運 種別 かな 番号

43 福井 800 は 770 市民生活部 収集資源センター

44 福井 800 は 865 市民生活部 収集資源センター

45 福井 800 は 938 市民生活部 収集資源センター

46 福井 800 は 1028 市民生活部 収集資源センター

47 福井 800 は 1133 市民生活部 収集資源センター

48 福井 800 は 1134 市民生活部 収集資源センター

49 福井 800 は 1135 市民生活部 収集資源センター

50 福井 800 は 1136 市民生活部 収集資源センター

51 福井 11 ぬ 5151 市民生活部 収集資源センター

52 福井 11 ぬ 6797 市民生活部 収集資源センター

53 福井 400 そ 832 市民生活部 収集資源センター

54 福井 400 そ 833 市民生活部 収集資源センター

55 福井 800 は 85 市民生活部 収集資源センター

56 福井 88 そ 3560 市民生活部 収集資源センター

57 福井 88 そ 3561 市民生活部 収集資源センター

58 福井 88 そ 3447 市民生活部 収集資源センター

59 福井 88 そ 3448 市民生活部 収集資源センター

60 福井 800 は 158 市民生活部 収集資源センター

61 福井 88 そ 3681 市民生活部 収集資源センター

62 福井 800 は 1666 市民生活部 収集資源センター

63 福井 501 て 7226 市民生活部 収集資源センター

64 福井 400 す 6321 市民生活部 新クリーンセンター建設事務所

65 福井 300 て 3121 福祉部 福祉政策課

66 福井 580 む 5012 保健衛生部 地域保健課

67 福井 580 む 5013 保健衛生部 地域保健課

68 福井 580 む 5015 保健衛生部 地域保健課

69 福井 480 さ 1711 保健衛生部 地域保健課

70 福井 480 さ 1712 保健衛生部 地域保健課

71 福井 800 す 845 保健衛生部 地域保健課

72 福井 480 す 4450 保健衛生部 地域保健課

73 福井 580 む 5016 保健衛生部 地域保健課

74 福井 580 む 5014 保健衛生部 地域保健課

75 福井 480 す 4448 保健衛生部 地域保健課

76 福井 50 ち 8471 保健衛生部 健康管理センター

77 福井 580 み 876 保健衛生部 健康管理センター

78 福井 580 や 3840 保健衛生部 健康管理センター

79 福井 501 ぬ 6477 保健衛生部 健康管理センター

80 福井 480 せ 651 保健衛生部 健康管理センター

81 福井 580 よ 2818 保健衛生部 健康管理センター

82 福井 580 よ 2819 保健衛生部 健康管理センター

83 福井 58 の 8051 保健衛生部 健康管理センター

84 福井 50 ち 7997 保健衛生部 健康管理センター

No.
車　番

使用者



   5-2　緊急通行車両等一覧表

陸運 種別 かな 番号

85 福井 501 て 7850 農林水産部 農政企画課

86 福井 300 も 5500 農林水産部 林業水産課

87 福井 480 こ 9432 農林水産部 農村整備課

88 福井 300 も 5499 農林水産部 農村整備課

89 福井 400 た 8921 建設部 監理課

90 福井 480 か 8617 建設部 監理課

91 福井 500 も 2755 建設部 道路課

92 福井 300 ね 246 建設部 道路課

93 福井 300 の 1167 建設部 道路課

94 福井 100 さ 3171 建設部 道路課

95 福井 33 ま 8691 建設部 道路課

96 福井 300 ま 1553 建設部 道路課

97 福井 480 け 9115 建設部 道路課

98 福井 33 め 8229 建設部 道路課

99 福井 11 ね 6083 建設部 道路課

100 福井 40 ゆ 8094 建設部 道路課

101 福井 500 ま 3936 建設部 河川課

102 福井 400 す 3493 建設部 河川課

103 福井 480 こ 9409 建設部 河川課

104 福井 300 る 1263 建設部 河川課

105 福井 480 こ 1986 建設部 公園課

106 福井 480 け 6603 建設部 公園課

107 福井 580 め 757 教育委員会 生涯学習課

108 福井 580 め 2234 教育委員会 生涯学習課

No.
車　番

使用者



   5-2　緊急通行車両等一覧表

陸運 種別 かな 番号

1 福井 300 つ 5669 上下水道経営部 経営管理課

2 福井 400 せ 6064 上下水道経営部 経営管理課

3 福井 480 す 6057 上下水道事業部 水道管路課

4 福井 400 す 4240 上下水道事業部 水道管路課

5 福井 800 さ 4597 上下水道事業部 水道管路課

6 福井 400 せ 2346 上下水道事業部 水道管路課

7 福井 400 せ 5348 上下水道事業部 水道管路課

8 福井 400 そ 6370 上下水道事業部 水道管路課

9 福井 400 そ 8134 上下水道事業部 水道管路課

10 福井 400 た 210 上下水道事業部 水道管路課

11 福井 480 け 2114 上下水道事業部 水道管路課

12 福井 480 こ 8471 上下水道事業部 水道管路課

13 福井 480 こ 8470 上下水道事業部 水道管路課

14 福井 480 こ 8472 上下水道事業部 水道管路課

15 福井 480 こ 2564 上下水道事業部 水道管路課

16 福井 480 さ 2057 上下水道事業部 水道管路課

17 福井 800 す 1311 上下水道事業部 水道管路課

18 福井 400 せ 7634 上下水道事業部 水道施設課

19 福井 480 さ 2056 上下水道事業部 水道施設課

20 福井 400 そ 7211 上下水道事業部 浄水管理事務所

21 福井 400 せ 9889 上下水道事業部 浄水管理事務所

22 福井 400 け 3851 上下水道事業部 浄水管理事務所

23 福井 480 こ 2178 上下水道事業部 浄水管理事務所

24 福井 480 さ 2058 上下水道事業部 浄水管理事務所

25 福井 480 す 4620 上下水道事業部 簡易水道課

26 福井 480 す 4335 上下水道事業部 簡易水道課

27 福井 300 ま 283 上下水道事業部 簡易水道課

28 福井 400 せ 8013 上下水道事業部 下水管路課

29 福井 480 せ 648 上下水道事業部 下水管路課

30 福井 480 せ 650 上下水道事業部 下水管路課

31 福井 480 せ 1561 上下水道事業部 下水管路課

32 福井 100 さ 7263 上下水道事業部 下水管路課

33 福井 480 く 5713 上下水道事業部 下水管路課

34 福井 400 ち 1497 上下水道事業部 下水管路課

35 福井 480 く 5715 上下水道事業部 下水管路課

36 福井 480 く 6005 上下水道事業部 下水施設課

37 福井 400 せ 6065 上下水道事業部 下水施設課

38 福井 100 す 503 上下水道事業部 下水施設課

39 福井 480 け 1516 上下水道事業部 下水施設課

40 福井 480 け 6970 上下水道事業部 下水施設課

41 福井 400 す 8161 上下水道事業部 下水施設課

42 福井 480 こ 2544 上下水道事業部 下水施設課

43 福井 580 み 2343 上下水道事業部 下水施設課

福 井 市 企 業 局 緊 急 通 行 車 両 等 一 覧 表

No.
車　番

使用者
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証
を

亡
失

し
、

滅
失

し
、

汚
損

し
、

破
損

し
た

場
合

に
は

、
公

安
委

員
会

（
警

察
署

又
は

警
察

本
部

経
由

）

に
届

け
出

て
再

交
付

を
受

け
て

く
だ

さ
い

。

３
 

次
に

該
当

す
る

と
き

は
、

本
届

出
済

証
を

返
還

し
て

く
だ

さ
い

。

(
1
)
 

緊
急

通
行

車
両

等
に

該
当

し
な

く
な

っ
た

と
き

。

(
2
)
 

緊
急

通
行

車
両

等
が

廃
車

と
な

っ
た

と
き

。

(
3
)
 

そ
の

他
、

緊
急

通
行

車
両

等
と

し
て

の
必

要
性

が
な

く
な

っ
た

と
き

。

車
両

の
用

途
（

緊
急

輸
送

を
行

う
車

両
に

あ
っ

て
は

、
輸

送
人

員
又

は
品

名
）

使
用

者

住
所

（
 

）
 

 
 

局
 

 
 

 
番

氏
名

出
発

地

（
注

）
 

こ
の

事
前

届
出

書
は

２
部

作
成

し
て

、
当

該
車

両
を

使
用

し
て

行
う

業

務
の

内
容

を
疎

明
す

る
書

類
を

添
付

の
上

、
車

両
の

使
用

の
本

拠
の

位
置

を
管

轄
す

る
警

察
署

又
は

警
察

本
部

交
通

規
制

課
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

備
考

 
１

届
出

者
は

、
氏

名
を

記
載

し
及

び
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

A
列

４
番

と
す

る
。

 

5-3　緊急通行車両申請等関係様式

1923010
フリーテキスト




 

 

 

様式第４号 
第  号 

年  月  日

緊急通行車両等確認申請書 

 福井県公安委員会 様 

                 申請者 住 所 
                     (電話) 
                     氏 名               ○印  
 

番号標に表示さ 
れている番号 

 

車両の用途（緊急 
輸送を行う車両に 
あっては、輸送人 
員または品名） 

 

使用者 
住 所 

（       ）  局     番

氏 名  

通 行 日 時 
 

通 行 経 路 
出   発   地 目   的   地 

  

備     考 
 

備考  １ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。 
    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 

5-3　緊急通行車両申請等関係様式

1923010
フリーテキスト




 

 

様式第３号 

 

登録（車両）番号 

緊  急 
有効期間       年   月   日 

 

 
 
備考 １ 色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期

限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表

示する部分を白色、地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
5 

21

5-3　緊急通行車両申請等関係様式



 

 

 

様式第５号 
第  号 

年  月  日

緊急通行車両等確認証明書 
 
                           福 井 県 知 事   

                           福井県公安委員会    
 

番号標に表示され 
て い る 番 号 

 

車両の用途（緊急 
輸送を行う車両に 
あっては、輸送人 
員または品名） 

 

使用者 
住 所 

（       ）  局     番

氏 名  

通 行 日 時 
 

通 行 経 路 
出   発   地 目   的   地 

  

備     考 
 

 

印

印

5-3　緊急通行車両申請等関係様式



８

【凡例】
━ 第１次緊急輸送道路
━ 第２次緊急輸送道路
━ 第３次緊急輸送道路
━ 第４次緊急輸送道路

第１次緊急輸送道路
県庁や市庁舎、重要港湾、空港、広域物流拠点等と高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路

第２次緊急輸送道路
第１次緊急輸送道路と町庁舎、各土木事務所、鉄道駅、道の駅等とを連絡する道路

第３次緊急輸送道路
第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の港湾、漁港とを連絡する道路及びネットワークを補完する道路

第４次緊急輸送道路
福井市地域防災計画における防災拠点施設と第１次～第３次の緊急輸送道路を連絡する主な道路

緊急輸送道路5-4 緊急輸送道路



6-1 耐震性貯水槽、可搬式ポンプ設置 

 

耐震性貯水槽（１００ｔ級）及び可搬式小型動力ポンプ設置状況 

 

令和５年１月 1日 

№ 設 置 場 所 設置公園 管理自主防災組織 備 考 

１ 順化２丁目 錦公園 錦防災会  

２ 日之出３丁目 白山公園 日之出防災会  

３ 西木田１丁目 毛矢公園 西木田防災会  

４ 宝永１丁目 松ヶ枝公園 三宝防災会  

５ 田原１丁目 田原公園 田原防災会  

６ 足羽１丁目 緑公園 足羽防災会  

７ 城東２丁目 東篁公園 城東防災会  

８ 大宮３丁目 重藤公園 重藤防災会  

９ 運動公園１丁目 桜公園 運動公園防災会  

10 志比口２丁目 志比口公園 志比口防災会  

11 古市３丁目 森田公園 森田第１防災会  

12 大島町 南公園 大島防災会  

13 高木中央１丁目 高木中央公園 高木地区防災会  

14 西方２丁目 西方東公園 和田第１防災会  

15 板垣５丁目 板垣ジュニアグラウンド 板垣防災会  

16 学園２丁目 丹鳥公園 湊・丹鳥防災会  

17 みのり１丁目 昭和町公園 昭和防災会  

18 菅谷１丁目 菅谷公園 菅谷・豊岡防災会  

19 四ツ井１丁目 四ツ井公園 四ツ井連合防災会  

20 若杉浜２丁目 若杉浜公園 若杉浜連合防災会  

21 新保１丁目 新保公園 新保連合防災会  

22 松本４丁目 尾上公園 宝永防災連合会尾上分団  

23 新田塚２丁目 新田塚ふれあい公園 新田塚防災会  

24 花堂南１丁目 六反島公園 六反島防災会  

25 西開発３丁目 開発グラウンド 開発連合自主防災会  

 

 



6-2 配水施設等一覧表 

配 水 施 設 等 一 覧 表  

 

 令和５年５月１日現在 

水 系 施設名称 住 所 電 話 

有効貯水 

能力 

（ｍ3） 

適 用 

運搬給水

拠点 

緊急遮断弁

設置 

九頭竜 

第 1配水池 北野下町 21-35 54-5566 15,000 ○  

第 2配水池 北野下町 21-35  30,000  ○※  

浄水池 北野下町 21-35  2,500   

原目配水池 原目町  10,000  ○ 

一本木 

足羽山配水池 足羽 1丁目 8-35  7,300  ○ 

足羽山上配水池 足羽上町  6   

一本木浄水池 春日 3丁目 918 35-3884 618   

田治島 

田治島配水池 田治島町  2,000  ○ 

田治島浄水池 田治島町 9-2-2  175   

東大味揚水ポンプ所（ポンプ井） 東大味町 81-34-2  60   

鹿俣配水池 鹿俣町 61-20-2  415   

西新配水池 西新町 21-5  400   

江 端 

杉谷配水池 杉谷町 47-22  2,900  ○ 

江端ポンプ井 下荒井町 31-7-1 38-2171 1,000   

江端浄水池 下荒井町 31-7-1  166   

江尻配水池 江尻ヶ丘町 300  286   

森 田 

森田浄水池 東森田 1丁目 2415 56-4014 2,800 ○  

森田配水塔（上部水槽） 東森田 1丁目 2415  2,000  ○ 

森田配水塔（下部水槽） 東森田 1丁目 2415  900  ○ 

川 西 

川西配水池 浄土寺町 25-25  4,270  ○ 

川西浄水池 布施田町 17-13-1 83-0470 205   

川西ポンプ井 布施田町 17-13-1  110   

燈豊配水池 燈豊町  480  ○ 

燈豊揚水ポンプ所（ポンプ井） 燈豊町 39-8  39   

一王寺加圧所（ポンプ井） 一王寺町 8-11-1 83-0481 30   

川西南配水池 糸崎町  1,900  ○ 

川西南揚水ポンプ所（ポンプ井） 蓑町 16-120 87-2466 160   

国見揚水ポンプ所（ポンプ井） 鮎川町 15玉坂 39-3 88-2946 10   

川 西 

国見高区配水池 国見町  45   

国見低区配水池 国見町  33   

国見圧力調整池 国見町  2 

 

  

国見配水ポンプ所（ポンプ井） 国見町 43北中康 2-2  40   



6-2 配水施設等一覧表 

篠 尾 

篠尾配水池 

 

 

 

 

 

篠尾町 82-19  600  ○ 

篠尾ポンプ井 篠尾町 33-9 41-3457 50   

高尾配水池 高尾町  55   

高尾揚水ポンプ所（ポンプ井） 高尾町 14-1-1 41-2082 2   

清 水 

真栗配水池 真栗町 49-49  1,200 

 

 

 

 

 

 ○ 

真栗西配水池 島寺町 92-23  1,700 ○ ○ 

真栗浄水池 真栗町 25-11-1 98-4187 197   

滝波配水池 滝波町 63-14-4  400  ○ 

滝波揚水ポンプ所（ポンプ井） 滝波町 62-4-8  41 

 

  

片粕配水池 片粕町 76-14-1  1,520  ○ 

清水畑揚水ポンプ所(ポンプ井) 

 

清水畑町 17-5-2  105   

末配水池 末町 2-4-1  1,300  ○ 

合       計 93,020   

注：有効貯水能力は通常時の能力であり、災害が発生した場合、施設の被害状況等により貯水 

能力は変化する。 

※：九頭竜第２配水池は、配水ポンプが停止すると弁が閉鎖するため、遮断弁と同種とみなす。 

 



6-2 配水施設等一覧表 

配 水 施 設 等 一 覧 表  

 

 令和５年５月１日現在 

 

簡易水道施設 配水池等施設一覧 

水 系 施設名称 住 所 電 話 

有効貯水 

能力 

（ｍ3） 

適 用 

下宇坂

第二 

下宇坂第二（高区 1）配水池 宇坂大谷町  64 

 

 

下宇坂第二（高区 2）配水池 宇坂大谷町  34  

下宇坂第二（低区）配水池 宇坂大谷町  206  

下宇坂 

市波配水池 市波町  340  

三万谷配水池 三万谷町  140 

 

 

 

 

奈良瀬配水池 

 

奈良瀬町  24.3  

宇坂別所 宇坂別所配水池 宇坂別所町  50 

 

 

間戸 間戸配水池 間戸町  70 

 

 

下薬師 下薬師配水池 薬師町（下薬師）  16  

上薬師 上薬師配水池 薬師町（上薬師）  19.8  

大宮・ 

縫原 

大宮・縫原配水池 大宮町  73.2  

大宮・縫原配水池 大宮町  62.4  

南宮地 南宮地配水池 南宮地町  63  

東俣 東俣配水池 東俣町  43  

南西俣 南西俣配水池 南西俣町  19.5  

西河原 西河原（低区）配水池 西河原町  19.8  

西河原 西河原（高区）配水池 西河原町  35  

東河原 東河原配水池 東河原町  48  

横越 横越配水池 横越町  37.5  

折立 折立配水池 折立町  58  

上宇坂

第二 

上宇坂第二地区配水池  椙谷町 
 

346 
緊急遮断弁設置 

運搬給水拠点※ 

 上宇坂

第一 

上宇坂第二地区第一配水池 蔵作町  62.5  

上宇坂第二地区第二配水池 蔵作町  60  

西天田 西天田配水池 西天田町  56.2  

東天田 東天田配水池 東天田町  54.7  

下吉山 下吉山配水池 吉山町（下吉山）  12  

上吉山 上吉山配水池 吉山町（上吉山）  28.3  

美山大谷 美山大谷配水池 美山大谷町  32  

西中 西中配水池 西中町  55  

皿谷 皿谷配水池 皿谷町  41  

西市布 西市布配水池 西市布町  23  

上味見 上味見配水池 

 

南野津又町  200  



6-2 配水施設等一覧表 

神当部 

 

 

神当部配水池 神当部町  30  

味見河内 味見河内配水池 味見河内町  49  

北部 

大味配水池 大味町  50  

大味新配水池 

 

大味町  122  

蒲生新第 1配水池 蒲生町  300  

蒲生新第 2配水池 蒲生町  600  

居倉 
居倉第 1配水池 居倉町  45.6  

居倉第 2配水池 

 

居倉町  49.4  

浜北山 

 

 

浜北山配水池 浜北山町  70 

 

緊急遮断弁設置 

城有 

城有第 1配水池 城有町  40  

城有第 2配水池 城有町  47  

城有第 3配水池 

 

城有町  6  

八ツ俣 八ツ俣配水池 八ツ俣町  58  

合       計 3,861.2  

注：有効貯水能力は通常時の能力であり、災害が発生した場合、施設の被害状況等により貯水能

力は変化する。 

※停電時は、発電機が必要。また、１日最大 100㎥まで。 



6-3 応急給水用機器一覧 

 

応急給水用機器一覧調書 

 

令和５年５月１日現在 

所   属 電 話 台 数 等 備    考 

福井市企業局 20-5640 

4.0立方メートル×１台 

3.0立方メートル×１台 
給水車 

1.5立方メートル×１台 

1.0立方メートル×３台 

2.0立方メートル×９台 

給水タンクのみのため、自動

車により運搬する。 

 

※内訳 

 給水車（ステンレスタンク）      4.0立方メートル  １台 

 給水車（ステンレスタンク）      3.0立方メートル  １台 

 アルミタンク             1.5立方メートル  １台 

 グラスファイバータンク        2.0立方メートル  ９台 

 キャンバスタンク           1.0立方メートル  １台 

 給水タンク              1.0立方メートル  ２台 

 

※その他 

 ポリ容器                20㍑×６８０個 

 トラック（２ｔ）            １台 

 揚水ポンプ（可搬・水中ポンプ２００Ｖ） １台 

 揚水ポンプ（エンジン付）        ２台 

 発電機                 １台 

 移動式浄水装置             ２台 

 



6-4 非常用貯水装置設置箇所一覧表 

非常用貯水装置設置箇所一覧表 

令和５年５月１日現在 

№ 設 置 箇 所 住     所 容 量 設 置 年 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

順化小学校グラウンド 

足羽小学校グラウンド 

日之出小学校グラウンド 

湊小学校グラウンド 

防災センター敷地内 

松本小学校グラウンド 

春山小学校グラウンド 

豊小学校グラウンド 

和田小学校グラウンド 

宝永小学校グラウンド 

日新小学校グラウンド 

木田小学校グラウンド 

旭小学校グラウンド 

円山小学校グラウンド 

啓蒙小学校グラウンド 

社北小学校グラウンド 

明新小学校グラウンド 

西藤島小学校グラウンド 

社南小学校グラウンド 

森田小学校グラウンド 

麻生津小学校グラウンド 

旧中藤小学校跡 

一乗小学校グラウンド 

社西小学校グラウンド 

東安居小学校グラウンド 

清明小学校グラウンド 

河合小学校グラウンド 

東郷小学校内幼稚園園庭 

東藤島小学校グラウンド 

酒生小学校グラウンド 

旧川西テニスコート（鶉） 

六条小学校グラウンド 

国見小学校グラウンド 

岡保小学校グラウンド 

中藤小学校グラウンド 

大安寺小中学校グラウンド 

棗小中学校グラウンド 

安居公民館ふれあい広場 

清水北小学校グラウンド 

清水東小学校グラウンド 

清水南小学校グラウンド 

大手 3丁目 16-1 

足羽 3丁目 1-1 

日之出 5丁目 11-1 

学園 1丁目 4-8 

和田東 2丁目 2207 

町屋 3丁目 14-20 

文京 3丁目 13-1 

月見 3丁目 9-1 

和田 1丁目 2-1 

松本 3丁目 15-1 

文京 5丁目 25-30 

木田 1丁目 1360 

手寄 2丁目 2-5 

北四ツ居 3丁目 15-17 

開発 1丁目 1008 

若杉 4丁目 143 

灯明寺 1丁目 2101 

三郎丸 1丁目 1410 

種池 2丁目 128 

下森田新町 1136 

浅水二日町 28-5 

高木町 64-12 

西新町 1-4 

下江守町 22-18 

水越 2丁目 503 

下荒井町 13-240 

山室町 10-12 

栃泉町 3-105 

藤島町 44-8 

成願寺町 5-1 

砂子坂町 5-9-1 

上莇生田町 5-16 

鮎川町 109-3-3 

河水町 18-8 

高柳 3丁目 3001 

岸水町 16-25-1 

石新保町 12-32 

本堂町 7-4 

グリーンハイツ 5丁目 101 

三留町 69-2 

真栗町 15-33 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

４５ｔ 

３６ｔ 

３６ｔ 

２６ｔ 

２６ｔ 

２６ｔ 

４５ｔ 

２６ｔ 

２６ｔ 

３６ｔ 

３６ｔ 

２６ｔ 

２６ｔ 

Ｓ．５７ 

Ｓ．５７ 

Ｓ．６３ 

Ｈ． ２ 

Ｈ． ２ 

Ｈ． ３ 

Ｈ． ４ 

Ｈ． ５ 

Ｈ． ６ 

Ｈ． ７ 

Ｈ． ８ 

Ｈ． ８ 

Ｈ． ８ 

Ｈ． ８ 

Ｈ． ８ 

Ｈ． ８ 

Ｈ． ８ 

Ｈ． ８ 

Ｈ． ９ 

Ｈ．１１ 

Ｈ．１２ 

Ｈ．１３ 

Ｈ．１３ 

Ｈ．１４ 

Ｈ．１５ 

Ｈ．１６ 

Ｈ．１７ 

Ｈ．１８ 

Ｈ．１９ 

Ｈ．２０ 

Ｈ．２１ 

Ｈ．２２ 

Ｈ．２３ 

Ｈ．２４ 

Ｈ．２４ 

Ｈ．２５ 

Ｈ．２５ 

Ｈ．２５ 

Ｈ．２５ 

Ｈ．２６ 

Ｈ．２７ 



6-4 非常用貯水装置設置箇所一覧表 

４２ 

４３ 

清水西小学校駐車場 

宮ノ下公民館駐車場 

福井市大森町 9-2 

福井市島山梨子町 22-9 

３６ｔ 

１７ｔ 

Ｈ２８ 

Ｈ２９ 

 



 7-1　コミュニティ防災資機材配備表

令和5年1月1日

番号 管轄署 分 団 配　 備 　場 　所

1 南 木 田 分 団 花堂中1丁目14-25　南消防署　コミュニティ収納庫

2 南 豊 分 団 西木田2丁目3-6　豊分団本部

3 南 足 羽 分 団 明里町3-27　足羽分団本部

4 中 東安居分団 飯塚町20-6　東安居分団本部

5 中 湊 分 団 照手4丁目2-20　湊分団本部

6 中 春 山 分 団 大宮3丁目30-22　春山分団本部

7 中 順 化 分 団 中央2丁目14-2 　順化分団本部

8 中 宝 永 分 団 松本4丁目9-36　中消防署

9 中 松 本 分 団 文京1丁目17－13　松本分団本部

10 東 日之出分団 志比口3丁目2-26　日之出分団本部

11 東 旭 分 団 城東1丁目8-2　旭分団本部

12 東 和 田 分 団 和田東2丁目2205　東消防署　コミュニティ収納庫

13 東 円 山 分 団 北今泉町7-12　円山分団本部

14 東 啓 蒙 分 団 開発１丁目1049　啓蒙分団本部

15 中 西藤島分団 堀ノ宮町1-12-1　西分署　コミュニティ収納庫

16 南 社 北 分 団 若杉3丁目906　社分署

17 南 社 南 分 団 江守の里2丁目412　社南分団本部　コミュニティ収納庫

18 中 安 居 分 団 羽坂町34-31-1　西安居分遣所

19 中 中 藤 分 団 高木北2丁目901-1　中藤分団本部

20 臨海 大安寺分団 田ノ谷町13-104　大安寺分団本部　コミュニティ収納庫

21 中 河 合 分 団 山室町21-1　河合分団本部　コミュニティ収納庫

22 南 麻生津分団 今市町12-7-1　麻生津分遣所　コミュニティ収納庫

23 臨海 国 見 分 団 鮎川町108-6-1　国見分遣所　コミュニティ収納庫

24 東 岡 保 分 団 河水町10-13-4　岡保分団本部

25 東 東藤島分団 上中町31－7－3　東藤島分団本部　コミュニティ収納庫

26 臨海 殿 下 分 団 畠中町27-13-1　殿下分遣所　コミュニティ収納庫

27 臨海 鶉 分 団 砂子坂町5-58　鶉分団本部　コミュニティ収納庫

28 臨海 本 郷 分 団 荒谷町19-55　本郷分団本部

29 臨海 棗 分 団 石橋町4‐15　棗分団本部

30 臨海 鷹 巣 分 団 西畑町15-1-1　臨海消防署車庫

31 中 森 田 分 団 天池町5-62　北分署

コミュニティ防災資機材配備表



 7-1　コミュニティ防災資機材配備表

番号 管轄署 分 団 配　 備 　場 　所

32 中 明 新 分 団 灯明寺1丁目２１01　明新分団本部

33 東 酒 生 分 団 荒木新保町37－9　酒生公民館敷地内コミュニティ収納庫

34 東 一 乗 分 団 東新町1-21　一乗ふるさと交流館内コミュニティ収納庫

35 南 上文殊分団 徳光町43-35-3　上文殊分団本部

36 南 六 条 分 団 上莇生田町3　六条分団本部

37 南 文 殊 分 団 太田町16-4-2　文殊分団本部

38 東 東 郷 分 団 東郷二ケ町37字堂田31-3　足羽分遣所　コミュニティ収納庫

39 中 日 新 分 団 文京5丁目3-25　日新分団本部（旧日新公民館内）

40 南 清 明 分 団 下荒井町13-251　清明分団本部

41 南 社 西 分 団 久喜津町65-23　社西公民館敷地内　コミュニティ収納庫

42 東 下宇坂分団 市波町25-11-1　美山公民館下宇坂分館北側　コミュニティ収納庫

43 東 芦 見 分 団 西中町5-22　分団車庫西側

44 東 羽 生 分 団 大宮町30-34-13　分団車庫東側　コミュニティ収納庫

45 東 上味見分団 中手町5-9　分団車庫

46 東 下味見分団 西河原町18-33-1　分団車庫南側　コミュニティ収納庫

47 東 上宇坂分団 美山町6-9-1　美山分署北側　コミュニティ収納庫

48 臨海 越 廼 分 団 蒲生町1-89-1　越廼分署

49 南 清水西分団 加茂町7-2-19　分団車庫

50 南 清水東分団 三留町38字2-1　分団車庫

51 南 清水南分団 真栗町16-57-1　分団車庫

52 南 清水北分団 グリーンハイツ3丁目194　清水北分団本部北側　コミュニティ収納庫



7-2 福井市内の防火対象物数 
 

福井市内の防火対象物数 

令和５年５月１日現在 

 合 計  

防火対象物の用途 

総数 １種 ２種 ３種 ４種 

11,678 766 1,454 2,960 6,498 

1項 
イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場 21 12  6 3 

ロ 公会堂・集会場 104 54  31 19 

2項 

イ キャバレー・ナイトクラブ等      

ロ 遊技場・ダンスホール 24 17  4 3 

ハ 性風俗関連特殊営業店舗      

ニ カラオケボックス等 10 2  8  

3項 
イ 待合・料理店等 20 2  13 5 

ロ 飲食店 617 13  172 432 

4項 百貨店・マーケット・展示場 570 170  190 210 

5項 
イ 旅館・ホテル・宿泊所 125 47  78 0 

ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅 3,020   833 2,187 

6項 

イ 病院・診療所・助産所 227 68  81 78 

ロ 避難困難者入所施設等 102 45  57  

ハ 老人デイサービス等 306 69  174 63 

ニ 幼稚園・盲学校・養護学校 16 10  3 3 

7項 小・中・高等学校・その他の学校 239  188 33 18 

8項 図書館・博物館・美術館等 15  11 2 2 

9項 
イ 特殊浴場・サウナ浴場等 5 2  3  

ロ 公衆浴場 12  2 3 7 

10項 車両停車場・航空機・船舶の発着場 2  1 1  

11項 神社・寺院・協会等 243  30 1 212 

12項 
イ 工場・作業場 1,713  462 398 853 

ロ 映画・テレビスタジオ 1    1 

13項 
イ 自動車車庫・駐車場 113  31 18 64 

ロ 飛行機等の格納庫      

14項 倉庫 1,189  296 268 625 

15項 前各号に該当しない事業所 1,314  352 41 921 

 
16項 

イ 特定対象物の複合防火対象物 1,142 255  474 413 

ロ 上記以外の複合防火対象物 504  78 54 

 

 

372 

 16･2項 地下街等      

16･3項 地下道等      

17項 重要文化財等 24 

 

 3 14 7 

 18項 ５０ｍ以上のアーケード      

19項 市長村長の指定する山林      

20項 総務省令で定める舟車      

 



数

3 1 1 1 1 1 1 0

16 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0

53 1 13 13 15 15 16 16 8 8

3 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 0 0 0

1 0 0 0 1 1

1 0 0 0 1 1

1 0 0 0 1 1

3 1 1 2 0 1 1 0

2 1 1 0 1 1 0

1 1 0 0 0 0

11 2 1 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 0 1 1 1 1 2

6 1 1 1 2 2 1 1 1 1

10 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1

2 2 0 0 0 0

4 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0

3 1 1 1 0 1 1 0

133 13 15 2 1 1 13 32 10 1 1 3 15 30 11 2 1 3 16 33 11 1 1 1 3 8 25計

 車両別

救 助 工 作 車

拠 点 機 能 形 成 車

救 急 車

連 絡 車

指 揮 車

水 槽 車

泡 原 液 車

人 員 輸 送 車

軽 査 察 車

普

通

車

Ｃ Ｄ － Ⅰ

Ｃ Ｄ － Ⅱ

機 材 車

広 報 車

消

防

団

梯 子 車

屈 折 梯 子 車

三
点
セ
ッ

ト

Ｂ Ｄ － Ⅰ

放 水 塔 車

大 型 化 学 車

清

水

分

署

消　防　署

団 車 両

麻

生

津

本

署

足

羽

小

計

東

分

署

調 査 車

中 消 防 署本部・署所別 

化 学 車

燃 料 補 給 車

Ｂ Ｓ － Ⅰ

小

計

消

防

団

消防機械配備状況一覧表

美

山

分

署

西

安

居

消　防　署

本

署

消　防　署

本

署

西

分

署

南 消 防 署

消

防

団

北

分

署

社

分

署

東 消 防 署

小

計

［福井市消防局］　令和5年1月1日

消

防

局

臨 海 消 防 署

川

西

分

署

越

廼

分

署

消

防

団

殿

下

本

署

国

見

消　防　署
小

計有
現

7
-3

消
防
機
械
配
備
状
況
一
覧
表



7-4 消防薬剤等備蓄量 
 

 

 

消 火 薬 剤 等 備 蓄 量 

 

令和５年１月 1日 

薬 剤 種 別  数   量 備 考 

蛋白泡消火薬剤 １０，４９１リットル  

水性膜泡消火薬剤 ２，４３０リットル  

合成界面活性消火剤 １，６３１リットル  

耐アルコール泡消火薬剤    ３４０リットル  

その他（クラスＡ） ２０リットル  

合  計 １４，９１２リットル  

 



 7-5　防火水槽設置状況一覧表

施 設 名 所 在 地 容量 施 設 名 所 在 地 容量

板垣中央公園 板垣2丁目901 40㎥型 重藤公園 大宮3丁目19 100㎥型

板垣ジュニアグラウンド 板垣5丁目 100㎥型 牧の島公園 大宮4丁目4 40㎥型

羽水公園 羽水2丁目205 40㎥型 田原公園 田原1丁目6 100㎥型

春日公園 春日1丁目16 40㎥型 春山公園 田原2丁目2 40㎥型

下馬公園 下馬1丁目401 40㎥型 河南公園 春山2丁目7 40㎥型

下馬東公園 下馬2丁目1108 40㎥型

西板垣公園 西板垣町601 40㎥型 松ヶ枝公園 宝永1丁目15 100・40㎥型

毛矢公園 西木田1丁目16 100㎥型 神明公園 宝永4丁目8 40㎥型

豊公園 西木田1丁目 40㎥型 松本公園 松本3丁目24 40㎥型

多郎丸公園 花堂東1丁目7 40㎥型 尾上公園 松本4丁目9 100㎥型

昭和町公園 みのり1丁目14 100㎥型

錦公園 順化2丁目11 100・28㎥型

山奥公園 月見4丁目8 40㎥型 照手緑地公園 順化2丁目16 40㎥型

藤ヶ丘公園 月見5丁目11 40㎥型 豊島公園 中央2丁目6 40㎥型

寿公園 西木田2丁目6 40㎥型

不動公園 西木田3丁目15 40㎥型 経田公園 大宮2丁目5 40㎥型

サンライフ花堂西公園 花堂中2丁目11 40㎥型 ちどり公園 経田1丁目301 40㎥型

六反島公園 花堂南1丁目7 100㎥型 北弘公園 松本1丁目31 40㎥型

みのり２丁目公園 みのり2丁目11 40㎥型

みのり中央公園 みのり3丁目24 40㎥型 志比口公園 志比口2丁目12 100㎥型

ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰみのり公園 みのり3丁目38 40㎥型 志比口北公園 志比口3丁目4 40㎥型

城の橋公園 城東4丁目7 40㎥型

南明里公園 明里町７ 40㎥型 四ツ井公園 四ツ井1丁目8 100㎥型

緑公園 足羽1丁目18 100・40㎥型 米松公園 米松1丁目10 40㎥型

千年緑地公園 足羽2丁目1101 40㎥型 平岡公園 米松2丁目14 40㎥型

桃園公園 足羽2丁目18 40㎥型

つくも公園 つくも2丁目9 40㎥型 東篁公園 城東2丁目301 100㎥型

有楽公園 有楽町1 40㎥型 白山公園 日之出3丁目3 100㎥型

足羽山公園 足羽上町地係 40㎥型

夕道公園 大宮6丁目12 40㎥型

丹鳥公園 学園2丁目3 100㎥型 乾公園 乾徳2丁目11 40㎥型

西公園 花月1丁目3 36・40㎥型

中挟公園 光陽1丁目13 40㎥型 江端団地１号公園 江端町401 40㎥型

御蔵公園 光陽2丁目20 40㎥型 南公園 大島町3字201 100㎥型

北江公園 光陽3丁目5 40㎥型

妙国公園 照手1丁目9 40㎥型

照手公園 照手2丁目3 40㎥型

日光公園 日光2丁目9 40㎥型

旭地区

日新地区

防  火  水  槽  設  置  状  況  一  覧  表　（公　園　内）

令和5年1月1日

清明地区

木田地区

豊地区

足羽地区

湊地区

春山地区

宝永地区

順化地区

松本地区

日之出地区



 7-5　防火水槽設置状況一覧表

施 設 名 所 在 地 容量 施 設 名 所 在 地 容量

菅谷公園 菅谷1丁目6 100㎥型 勝見公園 勝見3丁目18 40㎥型

西学園公園 西学園1丁目701 40㎥型 西浜公園 上北野1丁目21 40㎥型

西学園第２公園 西学園3丁目705 40㎥型 上北野橘公園 上北野1丁目30 35㎥型

水越公園 水越2丁目101 40㎥型 下北野公園 城東4丁目23 40㎥型

飯塚中央公園 飯塚町 40㎥型 深町公園 成和1丁目2001 40㎥型

成和公園 和田東1丁目 40㎥型

江守中中央公園 江守中1丁目523 40㎥型 西方東公園 西方2丁目23 100㎥型

新江守中中央公園 江守中2丁目1011 40㎥型 渕上公園 和田2丁目401 40㎥型

江守中１号公園 江守中町1字15-2 20㎥型 和田中西公園 和田中1丁目1001 40㎥型

種池西公園 種池1丁目1805 40㎥型 和田中東公園 和田中2丁目801 40㎥型

種池東公園 種池1丁目401 40㎥型 和田東公園 和田東2丁目301 40㎥型

種池公園 種池町3字丁田9 40㎥型

福町三谷公園 福町33字7-1 40㎥型 北四ツ居公園 北四ツ居1丁目3 40㎥型

ふち西公園 渕3丁目地係 40㎥型 久保公園 大東2丁目6 40㎥型

西代公園 南四ツ居1丁目7 40㎥型

福町公園 福2丁目1102 40㎥型 荒川公園 南四ツ居2丁目4 40㎥型

緑苑公園 福2丁目801 40㎥型

門前中央公園 門前1丁目913 40㎥型 啓蒙公園 開発1丁目1605 40㎥型

若杉三角公園 若杉2丁目1001 40㎥型 緑ヶ丘公園 開発4丁目701 40㎥型

新堀北ファミリー公園 若杉4丁目1901 40㎥型 新保公園 新保1丁目701 100㎥型

新堀北公園 若杉町28字28-4 40㎥型 鉾田公園 新保3丁目901 40㎥型

若杉浜公園 若杉浜2丁目402 100・40㎥型 西開発公園 西開発1丁目601 40㎥型

開発公園 西開発3丁目801 100㎥型

桜公園 運動公園1丁目1701 100・40㎥型 丸山中央公園 丸山2丁目705 40㎥型

社中央公園 運動公園1丁目4101 40㎥型

東下野公園 運動公園3丁目801 40㎥型 若栄三谷公園 上中町3字1-1 40㎥型

希望ヶ丘公園 下江守町53字23-2 40㎥型 若栄公園 若栄町1001 40㎥型

道守公園 福新町1306 40㎥型

渕ふれあい公園 渕4丁目2501 40㎥型 三郎丸団地公園 三郎丸町28字1-38 40㎥型

太田公園 文京7丁目16 40㎥型

杉の木台第３公園 浅水二日町401 40㎥型

江尻ヶ丘南公園 江尻ヶ丘町13 40㎥型 高木公園 高木1丁目401 40㎥型

江尻ヶ丘北公園 江尻ヶ丘町290 40㎥型 高木中央公園 高木中央1丁目601 100㎥型

福井ハイツ公園 真木町126字 40㎥型 市場公園 高柳1丁目 40㎥型

森行公園 森行町20字1-42 40㎥型

つくしの中央公園 つくし野2丁目801 40㎥型

つくしの西公園 つくし野3丁目501 40㎥型

つくしの北公園 つくし野１丁目303 40㎥型

山室ふれあい公園 山室町地係 40㎥型

東安居地区

社南地区

東藤島地区

社北地区

啓蒙地区

和田地区

円山地区

社西地区

麻生津地区

河合地区

中藤島地区

西藤島地区
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施 設 名 所 在 地 容量

亀田公園 上森田2丁目601 40㎥型

森田浜公園 栗森町浜604 40㎥型

森田公園 古市3丁目201-1 100・40㎥型

栗森公園 栗森町浜226 40㎥型

明新公園 灯明寺1丁目801 40㎥型

灯明寺公園 灯明寺2丁目1504 100㎥型

灯新公園 灯明寺町3字1-8 40㎥型

新田塚１丁目公園 新田塚1丁目34 40㎥型

新田塚ふれあい公園 新田塚2丁目50 100㎥型

新田塚中央公園 新田塚2丁目61 40㎥型

新田塚西部公園 新田塚2丁目76 40㎥型

二の宮公園 二の宮4丁目15 40㎥型

灯舟ひまわり公園 灯明寺4丁目 40㎥型

舟橋新公園 舟橋新1丁目 40㎥型

桜ヶ丘三角公園 本堂町地係 40㎥型

コスモス公園 志津が丘1丁目19 40㎥型

みなみ公園 志津が丘4丁目28 40㎥型

上天下農村公園 上天下町地係 40㎥型

大安寺団地２号公園 四十谷町3字6-1 40㎥型

大安寺団地１号公園 四十谷町5字1-3 40㎥型

布施田公園 布施田18-43 40㎥型

小野団地１号公園 小野町13字45-8 40㎥型

木下団地公園 木下町6字1-14 40㎥型

ｻﾆｰﾀｳﾝ仙町公園 仙町７字 40㎥型

天神山公園 篠尾町96字137 40㎥型

礒山公園 高尾町11字157 40㎥型

帆谷公園 帆谷町28字 40㎥型

脇三ヶみどり公園 脇三ヶ町49字3 40㎥型

東郷地区

文殊地区

安居地区

清水西地区

酒生地区

清水東地区

宮ノ下地区

明新地区

森田地区

大安寺地区

鶉地区
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水 防 倉 庫 一 覧 表 

 

№ 倉庫名 鍵 所 有 者 連絡方法 備  考 

１ 中央 中消防署 22-0119 足羽川 

２ 海老助 中消防署 西分署 22-0119 九頭竜川 

３ 安田 中消防署 西安居分遣所 22-0119 未更毛川 

４ 下森田 中消防署 北分署 22-0119 九頭竜川 

５ 中角 中消防署 北分署 22-0119 九頭竜川 

６ 高屋 中消防署 北分署 22-0119 九頭竜川 

７ 舟橋 中消防署  22-0119 九頭竜川 

８ 灯明寺 中消防署 22-0119 九頭竜川 

９ 上野 中消防署 北分署 22-0119 九頭竜川 

10 中ノ郷 東消防署 東分署 27-0119 九頭竜川 

11 日之出 東消防署 27-0119 荒 川 

12 城東 東消防署 27-0119 荒 川 

13 稲津 東消防署 足羽分遣所 27-0119 足羽川 

14 中毘沙門 東消防署 足羽分遣所 27-0119 足羽川 

15 下宇坂分団器具置場 東消防署 美山分署 27-0119 足羽川 

16 芦見分団器具置場 東消防署 美山分署 27-0119 足羽川 

17 羽生分団器具置場 東消防署 美山分署 27-0119 足羽川 

18 上味見分団器具置場 東消防署 美山分署 27-0119 足羽川 

19 下味見分団器具置場 東消防署 美山分署 27-0119 足羽川 

20 春日 南消防署 33-0119 足羽川 

21 下馬 南消防署 33-0119 足羽川 

22 下江守 南消防署 社分署 33-0119 日野川 

23 南居 南消防署 社分署 33-0119 日野川 

24 三尾野 南消防署 麻生津分遣所 33-0119 日野川 

25 小羽 南消防署 清水分署 33-0119 志津川 

26 片粕 南消防署 清水分署 33-0119 日野川 

27 大森 南消防署 清水分署 33-0119 志津川 

28 四十谷 臨海消防署 川西分署 87-2119 九頭竜川 

29 三宅 臨海消防署 川西分署 87-2119 九頭竜川 

30 鮎川 臨海消防署 国見分遣所 87-2119 三本木川 

31 蒲生 臨海消防署 越廼分署 87-2119 大味川 

32 大味 臨海消防署 越廼分署 87-2119 大味川 

33 居倉 臨海消防署 越廼分署 87-2119 大味川 

34 八ツ俣 臨海消防署 越廼分署 87-2119 大味川 

 全倉庫 中・南・東・臨海消防署 20－0119（代）  

 



7-7 防災備蓄施設一覧 

防災備蓄施設一覧 

（令和５年５月１日現在） 

地区備蓄施設一覧 

Ｎｏ 地区名 備蓄場所 Ｎｏ 地区名 備蓄場所 

１ 木田 木田小学校 ２９ 鶉 鶉小学校 

２ 豊 豊小学校 ３０ 本郷 本郷小学校 

３ 足羽 足羽小学校 ３１ 棗 棗公民館 

４ 東安居 東安居小学校 ３２ 鷹巣 鷹巣小中学校 

５ 湊 湊小学校 ３３ 鷹巣 長橋小学校 

６ 春山 春山小学校 ３４ 鷹巣 高須城小学校 

７ 順化 順化小学校 ３５ 森田 森田公民館 

８ 宝永 宝永小学校 ３６ 明新 明新小学校 

９ 松本 松本小学校 ３７ 酒生 酒生小学校 

１０ 日之出 日之出小学校 ３８ 一乗 一乗小学校 

１１ 旭 旭小学校 ３９ 上文殊 上文殊小学校 

１２ 和田 和田小学校 ４０ 文殊 文殊小学校 

１３ 円山 円山小学校 ４１ 六条 六条小学校 

１４ 啓蒙 啓蒙小学校 ４２ 東郷 東郷小学校 

１５ 西藤島 西藤島小学校 ４３ 日新 日新小学校 

１６ 社北 社北小学校 ４４ 清明 清明小学校 

１７ 社南 社南小学校 ４５ 社西 社西小学校 

１８ 安居 安居公民館 ４６ 美山 美山公民館 

１９ 中藤島 中藤小学校 ４７ 美山 下宇坂分館 

２０ 一光 一光公民館 ４８ 美山 芦見分館 

２１ 大安寺 大安寺小中学校 ４９ 美山 羽生分館 

２２ 河合 河合小学校 ５０ 美山 上味見分館 

２３ 麻生津 麻生津小学校 ５１ 美山 下味見分館 

２４ 国見 鮎川会館 ５２ 越廼 越廼中学校 

２５ 岡保 岡保公民館 ５３ 清水西 清水西小学校 

２６ 東藤島 東藤島小学校 ５４ 清水東 清水東小学校 

２７ 殿下 殿下小中学校 ５５ 清水南 清水南小学校 

２８ 宮ノ下 宮ノ下公民館 ５６ 清水北 清水北小学校 

拠点備蓄施設一覧 

１ 防災センター ５ 越廼中学校 体育館ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

２ 防災ステーション ６ 旧清水総合支所 車庫 

３ 麻生津資機材倉庫 ７ 地域ふれあい広場 

４ 美山庁舎 車庫 



8 相互応援協定先一覧 

 

相互応援協定先一覧 

【国、県、地方公共団体等との協定】 

協定名 締結日（最新） 締結先 締結内容 所管課 

福井県警本部長との協定 昭和 38年 8月 1日 福井県警察本部 
警察の有線電話 

無線電話の使用 
危機管理課 

災害時における相互援助

協定 
昭和 44年 7月 25日 川崎市 

救援物資提供およ

び職員派遣等 
危機管理課 

トンネル災害活動におけ

る覚書 
昭和 63年 4月 1日 

鯖江・丹生消防組

合消防本部 

トンネル災害活動

の相互応援 
救急救助課 

北陸３都市災害時相互応

援協定 
平成 7年 8月 7日 金沢市・富山市 

救援物資提供およ

び職員派遣等 
危機管理課 

自治体防災情報ネットワ

ーク連絡会 

加盟都市災害時相互応援

に関する協定 

平成 8年 7月 1日 

新潟市・仙台市 

島原市・墨田区 

静岡市・釧路市 

〃 危機管理課 

全国清水町災害応援協定 

（旧清水町） 
平成 8年 8月 27日 

北海道清水町 

静岡県清水町 

和歌山県有田川

町 

〃 危機管理課 

災害時における相互応援

に関する協定 

（旧美山町） 

平成 9年 10月 1日 愛知県扶桑町 〃 危機管理課 

熊本市及び福井市災害時

相互応援協定 
平成 9年 11月 21日 熊本市 〃 危機管理課 

災害時における相互応援

協定 

（旧越廼村） 

平成 15年 2月 17日 岐阜県安八町 〃 危機管理課 

高速自動車国道北陸自動

車道における消防相互応

援協定及び覚書 

平成 18年 2月 1日 
鯖江・丹生消防組

合消防本部 

高速国道における

消防業務の相互応

援 

救急救助課 

高速自動車国道北陸自動

車道における消防相互応

援協定及び覚書 

平成 18年 3月 20日 
嶺北消防組合消

防本部 〃 救急救助課 

福井県広域消防相互応援

協定及び運用細目 
平成 18年 4月 1日 

県内全消防（局）

本部 

資機材及び人員の

相互応援 
救急救助課 



8 相互応援協定先一覧 

 

協定名 締結日（最新） 締結先 締結内容 所管課 

福井県広域消防相互応援

協定に関する覚書 
平成 18年 4月 1日 

嶺北消防組合消

防本部 

救急救助事務の相

互応援 
救急救助課 

福井県広域消防相互応援

協定に関する覚書 
平成 18年 4月 1日 

永平寺町消防本

部 〃 救急救助課 

福井臨海地区石油コンビ

ナート等特別防災区域消

防相互応援協定及び覚書 

平成 18年 4月 1日 
嶺北消防組合消

防本部 

資機材及び人員の

相互応援 
救急救助課 

船舶火災の消火等に関す

る福井海上保安署と福井

市消防局との業務協定等 

平成 18年 4月 1日 福井海上保安署 
船舶火災時の相互

応援 
救急救助課 

海難事故救助等の協力に

関する申し合わせ 
平成 18年 7月 14日 敦賀海上保安部 

海難事故時の資機

材及び人員の相互

応援 

救急救助課 

災害時における応急生活

物資等の協力に関する協

定 

平成 20年 3月 21日 福井県 県への飲料水の提供 経営管理課 

九頭竜川鳴鹿大堰放流警

報設備等に係る災害情報

等の伝達に関する協定 

平成 19年 6月 4日 

国土交通省近畿

地方整備局福井

河川国道事務所 

放流警報設備等河川

管理施設による災害

情報等の伝達 

危機管理課 

日野川地区水道用水供給

事業における緊急時の給

水等に関する協定 

平成 20年 3月 27日 

福井県・鯖江市 

越前市・南越前町 

越前町 

給水に関する相互協

力・連絡体制の確立 
経営管理課 

全国中央卸売市場協会災

害時相互応援に関する協

定 

平成 20年 9月 1日 

全国中央卸売市

場協会に加盟す

る中央卸売市場

を開設する４８

市 

被災都市の住民に

供給する生鮮食料

品の提供 

中央卸売市場 

集団災害救急救助事故に

係る応援協定 
平成 24年 3月 29日 

国立大学法人福

井大学医学部附

属病院 

医薬品、資機材及び

人員の支援 
救急救助課 

災害時等の応援に関する

申し合わせ 
平成 24年 9月 25日 

国土交通省近畿

地方整備局 

情報の収集・提供、

職員や防災に係る

専門家の派遣、車両

や資機材の貸付等 

危機管理課 
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東大寺建立に関わった市

町村サミット実行委員会

の構成市町 

災害時相互応援協定 

平成 26年 6月 18日 

涌谷町・小浜市 

鎌倉市・奈良市 

山口市・美祢市 

防府市・太宰府市 

救援物資提供及び職

員派遣等 

おもてなし 

観光推進課 

公益社団法人日本水道協

会中部地方支部災害時相

互応援に関する協定 

平成 27年 4月 1日 

中部地方支部長

(名古屋市長）、愛

知県支部長（豊橋

市）、三重県支部

長（津市長）、静

岡県支部長（静岡

市長）、岐阜県支

部長（岐阜市長）、

石川県支部長（金

沢市長）、富山県

支部長（富山市

長）、長野市支部

長（長野市長）、

新潟市支部長（新

潟市長） 

給水、上下水道の復

旧作業等の協力 
経営管理課 

福井県・市町災害時相互応

援協定 
平成 28年 9月 16日 福井県・県内市町 

救援物資提供およ

び職員派遣等 
危機管理課 

大規模災害時等における

帰宅困難者支援施設の使

用に関する協定 

平成 30年 6月 11日 
北陸財務局 

福井事務所 

帰宅困難者支援施

設として提供 
危機管理課 

中核市災害相互応援協定 令和 3年 4月 1日 中核市 
救援物資提供及び

職員派遣等 
危機管理課 

 

【団体等との協定】 
    

協定名 締結日（最新） 締結先 締結内容 所管課 

災害時の医療救護活動に

関する協定 
平成 27年 4月 1日 

（一社）福井市医

師会 
医師・看護婦の派遣 

健康管理セン

ター 

福井市と福井市内の郵便

局の災害時における相互

協力に関する協定 

平成 11年 3月 15日 福井市内郵便局 
情報提供、避難所へ

の物資輸送 危機管理課 
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福井市企業局と福井管工

事業協同組合の災害時に

おける協力に関する協定 

令和 2年 4月 1日 

福井市企業局・福

井管工事業協同

組合 

上下水道復旧作業

等の協力 
経営管理課 

福井市と福井ケーブルテ

レビ㈱との災害時緊急放

送に関する相互協定 

平成 14年 9月 19日 
福井ケーブルテ

レビ（株） 

（優先的な）災害情

報の放送 危機管理課 

福井市と福井街角放送㈱

の災害緊急放送に関する

相互協定 

令和 5年 3月 30日 
福井街角放送

（株） 

災害緊急放送及び

臨時災害放送局の

運用 
危機管理課 

災害時における応急救護

用燃料の供給に関する協

定 

平成 19年 6月 7日 

（一社）福井県エ

ルピーガス協会

8支部 

応急救護用燃料等

の確保 危機管理課 

災害発生時における人命

救助を要する救援作業に

ついての覚書 

平成 20年 9月 1日 
（一社）全国クレ

ーン建設業協会 

災害現場でのクレ

ーム業務支援 
救急救助課 

災害時における公共施設

等の電気設備の保安対策

業務の協力に関する協定 

平成 20年 10月 23日 
（一社）北陸電気

保安協会 

公共施設の電力確

保、工事の管理、監

督、指導および検査

等 

危機管理課 

災害時における公共施設

等の電気設備の応急対策

業務の協力に関する協定 

平成 20年 11月 7日 
（一社）福井県電

業協会 

公共施設等の電気

設備の被害状況把

握、応急復旧工事等 
危機管理課 

災害時における石油燃料

の優先供給に関する協定 
平成 21年 2月 19日 

福井県石油業協

同組合 

石油燃料（車両、暖

房用等）の優先供給 危機管理課 

災害時における公共建築

物等の応急対策に関する

協定 

平成 21年 2月 19日 

（一社）福井県建

築工業会福井支

部 

公共建築物の応急

対策、応急危険度判

定 
危機管理課 

災害発生時における福祉

避難所の設置運営に関す

る協定 

令和 4年 12月 9日 
市内社会福祉施

設 113施設 

特別な配慮が必要な

避難者の受入 

地域包括ケア

推進課 

災害時における建築物等

の解体撤去の実施に関す

る協定 

令和 3年 6月 1日 
（一社）福井県解

体工事業協会 

復旧活動に支障と

なる建物物等の解

体撤去 
危機管理課 

災害時の人材派遣に関す

る協定 
平成 21年 10月 21日 

福井県医療福祉

専門学校 

避難所への専門的

ボランティアの派

遣 

地域包括ケア

推進課 

災害時における公共施設

等の電化製品等の応急対

策に関する協定 

平成 21年 12月 22日 
福井県電器商業

組合福井支部 

避難所生活等に必

要な電化製品等の

貸与、設置 
危機管理課 
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災害時の人材派遣に関す

る協定 
平成 21年 12月 25日 

大原スポーツ医

療保育福祉専門

学校 

避難所への専門的

ボランティアの派

遣 

地域包括ケア

推進課 

災害時における協力に関

する協定 
令和 4年 4月 5日 

（株）マイステイ

ズ・ホテル・マネ

ジメント 

亀の井ホテル福

井 

宿泊施設の提供、 

炊き出し、 

入浴のサービス 
危機管理課 

災害時における家屋被害

認定調査等に関する協定 
平成 24年 3月 28日 

（一社）福井県公

共嘱託登記土地

家屋調査士協会 

家屋被害認定調査

への協力、登記・境

界関係相談所の開

設等 

危機管理課 

災害時における公共土木

施設の応急対策に関する

協定 

平成 25年 4月 1日 
（一社）福井地区

建設業会 

公共土木施設の応

急対策業務 
危機管理課 

災害時における医療救護

活動に関する協定 
平成 25年 4月 1日 福井市薬剤師会 

傷病者に対する調

剤・服薬指導や、医

薬品の仕分け・管理 

健康管理セン

ター 

災害時における応援に関

する協定 
平成 25年 4月 30日 

ヴェオリア・ジェ

ネッツ（株） 

広報活動、電話及び

窓口の対応、応急給

水活動等の応援業

務 

経営管理課 

災害時における歯科医療

救護活動に関する協定 
平成 25年 10月 9日 

（一社）福井市歯

科医師会 

傷病者への応急処

置・歯科治療や、検

死・検案時の法医学

上の協力等 

健康管理セン

ター 

ふくい減災プロジェクト

の開設に関する協定 
平成 26年 4月 30日 

（株）ウェザーニ

ューズ 

「ふくい減災プロ

ジェクト」の周知、

広報、ウェブサイト

の管理運用 

危機管理課 

災害時における動物救護

活動に関する協定 
平成 27年 3月 18日 

（公社）福井県獣

医師会 

災害時の動物救護

活動 
危機管理課 

災害時における自転車の

調達及び整備等に関する

協定 

平成 27年 11月 5日 

福井県自転車軽

自動車商協同組

合 

自転車の調達・運

搬、整備・点検 

自転車利用推

進課 

災害時における生活物資

の供給協力等に関する協

定 

平成 27年 11月 18日 
福井県民生活協

同組合 

災害時における生

活物資の優先供給 
危機管理課 

大規模災害時における帰

宅困難者施設の使用に関

する協定 

平成 28年 3月 31日 
ハピリン管理組

合 

帰宅困難者支援施

設の使用 
都市整備課 

災害に係る情報発信等に

関する協定 
平成 28年 10月 17日 ヤフー（株） 

災害時のキャッシ

ュサイトの立ち上

げ、災害情報の掲載 

危機管理課 

災害時における飲料水の

供給に関する協定 
平成 28年 11月 24日 

北陸コカ・コーラ

ボトリング（株） 
飲料水の提供 危機管理課 
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災害時における飲料水の

供給に関する協定 
平成 29年 1月 11日 

（株）ダイドード

リンコ北陸 
飲料水の提供 危機管理課 

「福井市防災ハンドブッ

ク 2018」の協働発行に関す

る協定 

平成 29年 5月 31日 

（株）ゼンリン、

福井市自治会連

合会 

「福井市防災ハン

ドブック 2018」の発

行 
危機管理課 

災害時における支援物資

の受入及び配送等に関す

る協定 

平成 30年 10月 22日 
佐川急便（株） 

北陸支店 

災害時における物

資の受入・配送・拠

点運営等 
危機管理課 

災害時における支援物資

の受入及び配送に関する

協定 

平成 30年 10月 30日 
ヤマト運輸（株） 

福井主管支店 

災害時における物

資の受入・配送・拠

点運営等 

危機管理課 

大規模火災時における消

防用水の確保に関する協

定書 

平成 30年 10月 31日 
福井嶺北地区生

コン協同組合 
消防用水の補給 救急救助課 

防火用水機能付加施設の

使用に関する覚書 
平成 31年 3月 12日 

九頭竜川鳴鹿土

地改良区 

火災及び訓練等で

の防火用水施設の

使用 

救急救助課 

特設公衆電話の設置・利用

に関する協定 
令和 1年 10月 31日 

西日本電信電話

（株）福井支店 

特設公衆電話の事

前設置 危機管理課 

広域自然災害時の共同取

組に関する覚書 
令和 2年 1月 8日 

あいおいニッセ

イ同和損害保険

（株）福井支店 

ドローン画像等の

提供、り災証明書等

発行業務の推進、被

害認定調査の研修

実施 

危機管理課 

災害時における妊産婦、母

子等への応急救護活動及

び支援等に関する協定 

令和 2年 4月 1日 

（一社）福井県助

産師会福井地区

助産師会 

妊産婦、母子等への

応急救護活動 

健康管理セン

ター 

災害時における下水道管

路施設の復旧支援協力に

関する協定 

令和 2年 6月 15日 

（公社）日本下水

道管路管理業協

会 

被災した下水道施

設の応急復旧のた

め必要な業務（巡

視、点検、調査、清

掃および修繕）ほか 

経営管理課 

災害時における下水道管

路施設の復旧支援協力に

関する協定 

令和 2年 6月 15日 

（公社）福井県下

水道管路管理業

協会 

被災した下水道施

設の応急復旧のた

め必要な業務（巡

視、点検、調査、清

掃および修繕）ほか 

経営管理課 

災害時における下水道施

設の復旧支援協力に関す

る協定 

令和 2年 6月 15日 

（公社）全国上下

水道コンサルタ

ント協会中部支

部 

災害時における応

急復旧方法の検討、

災害査定資料の作

成および修正ほか 

経営管理課 

災害時における下水道施

設の復旧支援協力に関す

る協定 

令和 2年 6月 15日 
（一社）福井県測

量設計業協会 

災害時における応

急復旧方法の検討、

災害査定資料の作

成および修正ほか 

経営管理課 
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災害時における下水道施

設の維持又は修繕に関す

る協定 

令和 3年 10月 1日 
日本下水道事業

団 

協定下水道施設の

現地調査および応

急（復旧）工事が完

了するまでの間の

機能確保ほか 

経営管理課 

災害時における被災者へ

の支援活動に関する協定 
令和 2年 12月 14日 

協同組合福井シ

ョッピングモー

ル 

店舗の一部及び立

体駐車場の提供、水

道水やトイレ、可能

な範囲での食料・生

活物資等の提供等 

危機管理課 

災害時における物資供給

等に関する協定 
令和 2年 12月 14日 

ユニー（株） 

アピタ福井 

大和田店 

食料品、飲料品、衣

料品、その他日用生

活品、災害時の応急

対策に必要な物資

等の提供 

危機管理課 

避難所等における外部給

電可能な車両からの電力

供給に関する協定 

令和 3年 7月 28日 
県内トヨタ関連

５社 

外部給電可能な車

両による避難所等

への電力供給 
危機管理課 

災害救助に必要な物資の

調達に関する協定 
令和 3年 11月 1日 （株）平和堂 

災害時における生

活物資の優先供給 
危機管理課 

災害救助に必要な物資の

調達及び建物・駐車場の一

部使用に関する協定 

令和 3年 11月 11日 （株）PLANT 

災害時における生活

物資の優先供給及び

店舗の一時使用 
危機管理課 

避難所等における車両か

らの電力供給及び災害対

応用の車両貸与に関する

協定 

令和 4年 2月 15日 
福井ダイハツ販

売（株） 

外部給電可能な車

両による避難所等 

への電力供給及び

災害対応用の車両

貸与 

危機管理課 

災害時における天幕等資

機材の供給に関する協定 
令和 4年 4月 15日 

太陽工業グルー

プ関連３社 

災害時における天

幕等資機材の優先

供給 
危機管理課 

災害救助に必要な物資の

調達に関する協定 
令和 4年 4月 21日 ゲンキー（株） 

災害時における食

料品、日用品の優先

供給 
危機管理課 

災害時における被災者等

への支援活動に関する協

定書 

令和 4年 5月 9日 （株）ベル 

災害時における店

舗の一部及び立体

駐車場の一時使用 
危機管理課 

災害時における廃棄物処

理等の協力に関する協定 
令和 4年 5月 12日 

（一社）福井県産

業資源循環協会 

災害廃棄物の処理

及び処理に伴い必

要な事項への協力 

環境政策課 

防災減災パートナーシッ

プに関する協定 
令和 4年 5月 16日 福井放送（株） 

災害時の情報発信

及 び 平 常 時 の 防

災・減災活動への協

力 

危機管理課 

災害時の人的支援に関す

る協定書 
令和 5年 3月 23日 

福井市医師会看

護専門学校 

要配慮者の支援を

行う学生ボランテ

ィアの募集、参加対

象者名簿の提供 

地域包括ケア

推進課 
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災害時における避難者等

への支援活動に関する協

定 

令和 5年 3月 30日 
東部商業開発事

業協同組合 

店舗の一部及び立

体駐車場の提供、水

道水やトイレ、可能

な範囲での食料・生

活物資等の提供等 

危機管理課 

 



 9-1　地すべり・山腹崩壊危険地区一覧表

地　す　べ　り　危　険　箇　所
大字 字  面積

人家50
戸以上

人家49
～10戸

人家9
～5戸

人家4
戸以下

公共施設  (ha)

201 1 千合町 56字広畑、58字横道 0 32 0 0 0 15

201 2 五太子町 31字竹ノ上 0 22 0 0 0 26

201 3 折立町 28字三ツ又 85 0 0 0 3 72

201 4 八ッ俣町 76字口河内 0 37 0 0 0 4

201 5 八ッ俣町 69字下八ケ平 0 0 5 0 0 2

山　腹　崩　壊　危　険　地　区　一　覧　表
大字 字

人家50
戸以上

人家49
～10戸

人家9
～5戸

人家4
戸以下

公共施設 道路

201 1 岸水町 炭焼 0 19 0 0 0 国 Ｂ

201 2 木米町 39字北平 58 0 0 0 0 市 Ａ

201 3 更毛町 25字前山 0 28 0 0 0 県 Ａ

201 4 西荒井町 乳尾谷 60 0 0 0 0 県 Ａ

201 5 河内町 租谷 0 26 0 0 0 県 Ａ

201 6 灯豊町 片平山 0 16 0 0 0 県 Ａ

201 7 市ノ瀬町 22字上野 105 0 0 0 0 市 Ａ

201 8 北菅生町 15字東最寄 225 0 0 0 0 国 Ａ

201 9 蓑町 24字当ケ尾 0 0 0 3 0 林 Ｂ

201 10 西畑町 19字二子山 0 0 0 0 0 農 Ｃ

201 11 風尾町 6字大平 0 25 0 0 2 県 Ａ

201 12 五太子町 26字井口 0 0 0 2 0 県 Ｂ

201 13 五太子町 30字登り立 0 31 0 0 0 県 Ａ

201 14 羽坂町 50字後山 146 0 0 0 1 市 Ａ

201 16 深谷町 42字七回り 0 0 0 0 0 林 Ｂ

201 17 北楢原町 19字茶園 0 40 0 0 1 県 Ｂ

201 18 田ノ谷町 25字姉崎 133 0 0 0 0 市 Ａ

201 19 国山町 77字志之木平 0 0 0 1 0 県 Ｂ

201 20 千合町 59字上ノ山 0 39 0 0 0 市 Ａ

201 21 武周町 18字中大坂 0 17 0 0 0 市 Ａ

201 22 尼ヶ谷町 51字西宮ケ谷 0 18 0 0 0 市 Ａ

201 23 国見町 101字小津原 0 37 0 0 0 市 Ａ

201 24 国見町 104字向イ 0 20 0 0 0 県 Ａ

201 25 大丹生町 118字馳光岩 0 27 0 0 0 国 Ａ

201 26 大丹生町 90字猫坂 0 13 0 0 0 県 Ａ

201 27 浄教寺町 安如寺 74 0 0 0 1 県 Ａ

危険地区
番号

 公 共 施 設 等

 公 共 施 設 等
危険地区の
危険度

危険地区
番号



 9-1　地すべり・山腹崩壊危険地区一覧表

大字 字
人家50
戸以上

人家49
～10戸

人家9
～5戸

人家4
戸以下

公共施設 道路

 公 共 施 設 等
危険地区の
危険度

危険地区
番号

201 29 浄教寺町 39字大葭谷 0 0 0 0 0 市 Ｂ

201 30 西新町 18字細谷 63 0 0 0 5 県 Ａ

201 31 南山町 矢地山 147 0 0 0 0 市 Ａ

201 32 安原町 16字向山 81 0 0 0 0 市 Ａ

201 33 一王子町 32字岩居谷山 0 0 0 0 0 県 Ｃ

201 35 灯豊町 39片平山 0 16 0 0 0 県 Ａ

201 36 内山梨町 9字岩越山 54 0 0 0 2 県 Ａ

201 38 鮎川町 138字御嶽山 0 41 0 0 0 国 Ａ

201 39 国見町 102字立津羅 0 0 6 0 0 市 Ａ

201 40 国見町 102字立津羅 0 0 0 3 0 市 Ｂ

201 41 宮郷町 54字株山上 0 0 7 0 0 市 Ａ

201 42 西荒井町 52字堂ノ峰 0 32 0 0 0 県 Ｂ

201 43 中町 18字上西山 0 19 0 0 0 県 Ａ

201 44 柿谷町 37字亀ケ尾 0 17 0 0 0 市 Ａ

201 45 大年町 72字高城 71 0 0 0 0 市 Ａ

201 46 大年町 64字谷山 0 31 0 0 0 市 Ｂ

201 47 荒谷町 79字向山 58 0 0 0 0 市 Ｂ

201 49 田ノ谷町 32字片山 119 0 0 0 0 市 Ａ

201 50 岸水町 28字亀ノ甲 0 0 5 0 0 国 Ｂ

201 51 南楢原町 26字大平山 58 0 0 0 1 国 Ａ

201 52 小丹生町 62字番戸山 89 0 0 0 0 市 Ｂ

201 53 鮎川町 167字穴松ケ鼻 73 0 0 0 4 国 Ａ

201 54 白浜町 13字下廻り谷 74 0 0 0 0 国 Ａ

201 55 上一光町 43字栂の屋 62 0 0 0 0 県 Ａ

201 56 東平町 73字佐古山 0 29 0 0 0 市 Ｂ

201 57 金屋町 6字徳ヶ谷 0 30 0 0 0 県 Ａ

201 60 深谷町 44字折福寺 89 0 0 0 0 県 Ａ

201 61 深谷町 44字折福寺 79 0 0 0 0 県 Ａ

201 62 堅達町 25字上野 74 0 0 0 0 県 Ｂ

201 66 末町 76字大谷西 0 0 0 0 0 県 Ｂ

201 67 下一光町 13字西山 0 32 0 0 0 県 Ａ

201 68 下一光町 13字奥の山 0 36 0 0 0 県 Ａ

201 69 更毛町 31字柳原 0 0 0 0 0 県 Ｃ

201 70 本堂町 85字高雄谷 0 0 0 0 0 県 Ｂ
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大字 字
人家50
戸以上

人家49
～10戸

人家9
～5戸

人家4
戸以下

公共施設 道路

 公 共 施 設 等
危険地区の
危険度

危険地区
番号

201 72 山奥町 59字稲荷山 332 0 0 0 0 県 Ａ

201 75 花野谷町 55字大坂 0 0 6 0 0 市 Ａ

201 76 花野谷町 52字天神谷 0 0 0 3 0 Ｃ

201 77 二ツ屋町 37字大目 0 17 0 0 0 市 Ａ

201 78 武周町 27字上比ヶ市 87 0 0 0 0 市 Ａ

201 79 風尾町 12字東向 0 38 0 0 1 国 Ａ

201 80 水谷町 29字北小橋 0 34 0 0 2 県 Ａ

201 81 尼ケ谷町 50字大東谷口 0 40 0 0 0 市 Ａ

201 82 尼ケ谷町 53字下中畑 0 35 0 0 0 市 Ａ

201 83 別畑町 33字北二ノ谷 0 11 0 0 0 市 Ａ

201 84 前波町 19字岩谷 55 0 0 0 0 国 Ａ

201 86 宿布町 21字境谷 0 0 8 0 0 国 Ａ

201 87 角原町 50字円山 138 0 0 0 0 市 Ａ

201 89 北山町 41字奥谷 88 0 0 0 0 市 Ａ

201 91 東大味町 66字馬場上 225 0 0 0 0 県 Ａ

201 92 東大味町 78字堂ノ奥 301 0 0 0 0 県 Ａ

201 93 栃泉町 103字東郷 0 45 0 0 0 市 Ｂ

201 94 南山町 28字勿井平 120 0 0 0 0 市 Ａ

201 95 徳尾町 29字鳥越 68 0 0 0 0 市 Ａ

201 96 鹿俣町 65字大平 61 0 0 0 0 市 Ａ

201 97 浄教寺町 46字大谷 0 0 0 0 0 市 Ｂ

201 98 城戸ノ内町 39字水谷 134 0 0 0 0 市 Ａ

201 99 桂山町 谷口 0 34 0 0 0 市 Ａ

201 104 宿布町 19字村毛市 58 0 0 0 1 国 Ａ

201 107 杉谷町 48字獄山 50 0 0 0 0 市 Ｂ

201 108 杉谷町 樋り谷 0 24 0 0 1 市 Ｂ

201 109 花野谷町 50字大谷 0 35 0 0 0 市 Ｂ

201 110 西谷町 30字三味谷 0 32 0 0 0 市 Ａ

201 111 社町 周ノ清水 63 0 0 0 0 市 Ａ

201 112 謡谷町 30字日ケ谷 0 49 0 0 0 市 Ａ

201 113 畠中町 中山 0 45 0 0 2 県 Ａ

201 114 安田町 20字東山 64 0 0 0 0 市 Ａ

201 115 五太子町 26字井口 0 41 0 0 0 市 Ａ

201 117 安田町 24字天ノ谷 0 13 0 0 0 県 Ａ
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人家50
戸以上
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人家9
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201 118 宮郷町 18字大平 0 0 7 0 0 市 Ａ

201 119 田ノ谷町 17字獅岩 56 0 0 0 0 市 Ａ

201 121 篠尾町 82字谷山 0 0 0 4 0 市 Ｂ

201 122 篠尾町 23字田治島 0 0 9 0 3 県 Ａ

201 123 鹿俣町 83字坂山 0 0 5 0 0 市 Ｃ

201 124 深坂町 23字後山 0 0 0 2 0 国 Ｃ

201 125 清水平町 21字向畑山 0 0 0 0 0 市 Ｂ

201 126 鮎川町 15字東大入 113 0 0 0 0 国 Ａ

201 130 栃泉町 108字東郷 108 0 0 0 0 県 Ａ

201 131 脇三ケ町 66字東郷 156 0 0 0 0 市 Ａ

201 132 脇三ケ町 66字東郷 0 36 0 0 0 市 Ａ

201 133 宿布町 19字村ケ市 80 0 0 0 1 国 Ａ

201 134 浄教寺町 31字贈軍谷 0 28 0 0 0 県 Ａ

201 135 深坂町 23字後山 76 0 0 0 1 国 Ｂ

201 136 中山町 11字村北 0 46 0 0 0 国 Ａ

201 137 宇坂大谷町 78字西ノ山 64 0 0 0 0 国 Ａ

201 138 福島町 15字宮上 0 46 0 0 1 市 Ａ

201 140 皿谷町 31字下東山 0 48 0 0 0 県 Ａ

201 142 野波町 64字中山 0 33 0 0 0 市 Ａ

201 143 計石町 43字上山 85 0 0 0 0 国 Ａ

201 144 間戸町 81字戸皿 64 0 0 0 0 県 Ａ

201 145 小当見町 源正谷 101 0 0 0 0 県 Ａ

201 146 中手町 60字方条西谷 70 0 0 0 1 国 Ａ

201 147 南野津又町 35字細坂 0 40 0 0 0 県 Ａ

201 148 南西俣町 大谷山 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 149 東俣町 52字イツキ川 0 43 0 0 0 市 Ａ

201 150 味見河内町 堂ノ窪 68 0 0 0 0 県 Ａ

201 151 折立町 2字仲ノ分 90 0 0 0 0 市 Ａ

201 152 折立町 浅宮 95 0 0 0 1 国 Ａ

201 153 折立町 41字水上谷 0 28 0 0 0 国 Ａ

201 154 赤谷町 13字西村 0 13 0 0 0 市 Ａ

201 155 蔵作町 33字鹿俣 63 0 0 0 0 県 Ａ

201 156 蔵作町 向山 94 0 0 0 0 市 Ａ

201 157 蔵作町 46字西山 0 42 0 0 0 県 Ａ
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201 158 境寺町 27字滝ケ谷 0 33 0 0 0 国 Ａ

201 159 美山町 片山 109 0 0 0 5 国 Ａ

201 160 小和清水町 31字前山 131 0 0 0 0 国 Ａ

201 161 市波町 58字ヤドメケ谷 0 0 6 0 0 国 Ａ

201 162 西河原町 26字上ノ山 0 40 0 0 0 市 Ａ

201 163 東川上町 西谷 57 0 0 0 0 市 Ｂ

201 165 南西俣町 4字西ケ浦 0 0 0 4 0 市 Ｂ

201 166 高田町 51字西滝山 0 0 0 0 0 市 Ｂ

201 167 高田町 51字西滝山 0 0 0 1 0 市 Ｂ

201 168 宇坂大谷町 73字ヤナ久保 0 0 0 0 0 市 Ｂ

201 169 奈良瀬町 18字尾茂谷 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 170 高田町 47字中山 0 18 0 0 0 国 Ａ

201 171 小和清水町 29字桜谷 0 0 6 0 0 国 Ｃ

201 172 仁位町 雛ヶ久保 0 44 0 0 0 市 Ａ

201 173 薬師町 51字桃木谷 0 26 0 0 0 国 Ｂ

201 174 仁位町 68字上山 0 0 8 0 0 市 Ｃ

201 175 西中町 22字堂ノ上 0 13 0 0 0 県 Ｂ

201 176 美山大谷町 37字岩ケ谷 0 16 0 0 0 市 Ａ

201 177 吉山町 32字栂 0 15 0 0 0 県 Ａ

201 179 薬師町 57字向山 55 0 0 0 0 市 Ａ

201 180 蔵作町 45字上山 78 0 0 0 0 市 Ｂ

201 181 境寺町 31字脇谷 64 0 0 0 0 国 Ｂ

201 182 間戸町 71字蔭山上 74 0 0 0 0 市 Ａ

201 184 西河原町 26字上ノ山 0 0 8 0 0 国 Ａ

201 185 西市布町 27字東谷山 0 31 0 0 0 国 Ａ

201 186 大宮町 40字野登山 0 12 0 0 2 国 Ａ

201 187 神当部町 37字宮ノ谷 0 25 0 0 0 市 Ａ

201 188 市波町 59字馬飼山 0 0 0 0 1 国 Ｂ

201 189 味見河内町 101字留尻 0 48 0 0 0 市 Ａ

201 190 東河原町 37字山門 0 29 0 0 0 国 Ａ

201 191 小宇坂町 20字吉ケ谷 0 0 0 1 0 市 Ｃ

201 192 東天田町 24字多郎平 0 0 0 0 0 市 Ｃ

201 193 西市布町 31字花造 0 31 0 0 0 国 Ｂ

201 194 味見河内町 82字上道 0 24 0 0 0 市 Ａ
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201 195 皿谷町 51字御免無 0 0 0 0 0 林 Ｂ

201 196 宇坂大谷町 73字ヤナ久保 0 0 0 0 0 林 Ｂ

201 197 中手町 73字三味小谷 0 15 0 0 0 市 Ａ

201 198 間戸町 73字向田山 55 0 0 0 0 市 Ａ

201 199 大味町 53字上子社平 138 0 0 0 0 国 Ａ

201 200 浜北山町 61字大久保 0 0 7 0 0 国 Ａ

201 202 城有町 61字上奈葉尻 0 0 0 3 0 国 Ｃ

201 203 城有町 68字上ノ山 61 0 0 0 0 市 Ａ

201 204 蒲生町 64字南太良 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 205 蒲生町 49字狐ヶ原 0 48 0 0 3 国 Ａ

201 206 蒲生町 48字東甲山 183 0 0 0 3 国 Ａ

201 207 大味町 62字佐武 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 208 大味町 62字佐武 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 209 大味町 61字向ヒ平 0 0 0 3 0 国 Ｂ

201 210 大味町 60字長田平 0 0 0 2 0 県 Ｂ

201 211 大味町 60字長田平 0 0 0 0 0 県 Ｂ

201 212 茱崎町 42字南宮原 248 0 0 0 1 国 Ａ

201 213 蒲生町 7字大焼場 464 0 0 0 5 国 Ａ

201 214 蒲生町 56字東城ノ脇 0 0 8 0 0 国 Ａ

201 215 蒲生町 57字東小良 0 0 0 2 0 国 Ｂ

201 216 蒲生町 64字南太良 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 217 居倉町 78字西黒崎 0 0 0 0 0 国 Ｃ

201 218 赤坂町 65字上鹿ノ瀬 0 0 6 0 0 国 Ａ

201 219 八ツ俣町 67字総栗 0 21 0 0 0 国 Ａ

201 220 八ツ俣町 69字下八ケ平 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 221 城有町 76字番堂 0 0 0 0 0 林 Ｂ

201 222 赤坂町 33字向畑 0 21 0 0 0 市 Ａ

201 223 清水畑町 74字調子山 0 15 0 0 0 県 Ａ

201 224 大森町 99字大谷 0 27 0 0 0 県 Ａ

201 225 下天下町 23字八王地 92 0 0 0 0 県 Ａ

201 228 真栗町 49字入幡山 0 32 0 0 3 県 Ａ

201 230 山内町 73字向出 0 28 0 0 0 市 Ｂ

201 231 片山町 80字鳥越ノ上 56 0 0 0 0 市 Ａ

201 232 清水山町 91字大池 50 0 0 0 0 市 Ａ
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201 233 在田町 37字堂之嶺山 60 0 0 0 0 市 Ａ

201 234 清水畑町 80字北上山 0 0 0 0 0 市 Ｃ

201 235 片山町 84字椿井谷 0 22 0 0 0 県 Ａ

201 236 小羽町 27字ヱンシヤウ谷 0 47 0 0 0 市 Ｂ

201 237 朝宮町 33字大谷 0 23 0 0 0 市 Ａ

201 238 石畠町 13字墓堂山 0 26 0 0 0 市 Ａ

201 239 福町 34字長刀 0 29 0 0 0 市 Ａ

201 240 赤坂町 65字上鹿ノ瀬 0 10 0 0 0 国 Ｂ

201 241 城有町 59字大ノ越 0 0 0 1 0 国 Ｂ

201 242 城有町 大ノ越 0 0 0 4 0 国 Ｂ

201 243 茱崎町 南宮原 0 31 0 0 1 国 Ｂ

※山腹崩壊危険地区の危険度判定は、次の方法による。

　①　地質、地況及び林況、地震等による山腹崩壊の危険度により、「山腹崩壊危険度」の高い

      順から ａ１、ｂ１、ｃ１に分類。

　②　影響を受ける公共施設等の種類及び数量により、「被災危険度」の高い順から、ａ２、

　    ｂ２、ｃ２分類（下記の表を参照）。

危険度 公共施設等の種類及び数量

a２ 公用若しくは公共用施設（道路を除く）又は１０戸以上の人家がある場合

b２ ５戸以上１０戸未満の人家がある場合

c２ ５戸未満の人家又は道路がある場合

　③　①②で分類した危険度の組み合わせにより、「山腹崩壊危険地区の危険度」を、危険度の

　     高い順から、Ａ、Ｂ、Ｃに分類（下記の表を参照）。

危険度 公共施設等の種類及び数量

Ａ ａ１－ａ２　，　ａ１－ｂ２　，　ｂ１－ａ２

Ｂ ａ１－ｃ２　，　ｂ１－ｂ２　，　ｃ１－ａ２

Ｃ ｂ１－ｃ２　，　ｃ１－ｃ２　，　ｃ１－ｂ２



 9-2　崩壊土砂流出危険地区一覧表

面積
(ha) 50戸以上 49～10戸 9～5戸 ４戸以下 公共施設 道路

201 1 高須町 99字重立 1.56 0 0 0 1 0 市 Ｃ

201 2 高須町 100字瀬越谷 0.19 0 0 0 1 0 市 Ｃ

201 3 高須町 98字瀧谷 1.39 0 0 0 1 0 市 Ｃ

201 4 宮郷町 24字狗ノ舞 1.44 0 0 5 0 0 林 Ｂ

201 5 宮郷町 53字鳥谷 0.51 0 0 5 0 0 林 Ｃ

201 6 宮郷町 18字大平 0.11 0 0 0 1 0 林 Ｃ

201 7 蓑町 38字北山 0.53 320 0 0 0 0 国 Ａ

201 8 蓑町 24字当ヶ尾 0.48 320 0 0 0 0 国 Ａ

201 9 蓑町 27字四ノ谷 0.23 70 0 0 0 0 国 Ａ

201 10 鮎川町 16字奥大入 0.17 103 0 0 0 0 国 Ｂ

201 11 鮎川町 173字棚橋 1.23 0 15 0 0 0 国 Ｂ

201 12 鮎川町 185字兵庫畠 1.28 295 0 0 0 3 国 Ｂ

201 13 国見町 32字下ノ丸 0.11 82 0 0 0 0 市 Ｂ

201 14 国見町 99字根谷 0.25 92 0 0 0 0 市 Ａ

201 15 国見町 99字根谷 0.73 106 0 0 0 0 市 Ａ

201 16 国見町 101字小津原 1.30 114 0 0 0 0 市 Ａ

201 17 国見町 102字立津羅 0.61 84 0 0 0 0 市 Ａ

201 18 国見町 105字雁唐 0.26 0 30 0 0 0 市 Ａ

201 19 国見町 105字雁唐 0.08 0 28 0 0 0 市 Ｂ

201 20 国見町 107字清水 0.31 0 14 0 0 0 市 Ｂ

201 21 国見町 107字清水 0.34 0 14 0 0 0 市 Ａ

201 22 国見町 108字大端 0.78 58 0 0 0 0 市 Ａ

201 23 国見町 109字小池 0.08 97 0 0 0 0 市 Ｂ

201 24 国見町 111字森ノ上 0.14 88 0 0 0 0 市 Ｂ

201 25 国見町 40字油岩 0.01 107 0 0 0 0 市 Ａ

201 26 国見町 112字大平 3.57 92 0 0 0 0 市 Ａ

201 27 国見町 119字奥ノ谷 0.14 125 0 0 0 0 市 Ｂ

201 28 国見町 120字坂 0.48 109 0 0 0 0 市 Ａ

201 29 国見町 117字尾花 1.41 202 0 0 0 4 市 Ａ

201 30 国見町 122字小源谷 0.29 56 0 0 0 0 市 Ｂ

201 31 国見町 147字竹の越 0.14 300 0 0 0 3 国 Ｂ

201 32 白浜町 13字下廻り谷 0.95 0 28 0 0 0 国 Ｂ

201 33 大丹生町 89字外り古 0.56 65 0 0 0 0 国 Ａ

201 34 大丹生町 5字七谷 0.88 0 30 0 0 0 国 Ａ

201 35 大丹生町 113字西平 1.10 224 0 0 0 0 国 Ａ

201 36 大丹生町 108字長者古場 0.64 0 0 6 0 0 県 Ａ

201 37 大丹生町 92字蛇谷 0.07 220 0 0 0 0 国 Ｂ

201 38 大丹生町 92字蛇谷 0.80 222 0 0 0 0 国 Ａ

201 39 大丹生町 95字実盛山 0.85 93 0 0 0 0 県 Ａ

201 40 大丹生町 101字田ノ平 1.13 0 0 9 0 0 県 Ａ

201 41 大丹生町 106字赤岩 1.19 0 0 0 4 0 県 Ｂ
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201 42 五太子町 21字板取落シ 0.42 0 0 0 3 0 県 Ｂ

201 43 五太子町 33字北山 0.44 0 0 0 1 0 県 Ｃ

201 44 五太子町 30字登り立 0.50 0 24 0 0 0 県 Ｂ

201 45 五太子町 28字奥山 0.80 0 47 0 0 0 県 Ａ

201 46 五太子町 26字井口 0.21 50 0 0 0 0 県 Ａ

201 47 下一光町 12字前山 0.14 0 49 0 0 0 県 Ｂ

201 48 下一光町 12字前山 0.58 55 0 0 0 2 県 Ａ

201 49 下一光町 16字足谷 0.21 68 0 0 0 2 県 Ｂ

201 50 上一光町 39字庄谷 0.74 0 19 0 0 2 県 Ａ

201 51 上一光町 43字栂ノ尾 0.94 0 0 0 0 0 県 Ｃ

201 52 上一光町 47字堂ノ脇 0.23 73 0 0 0 0 県 Ｂ

201 53 上一光町 47字堂ノ脇 0.86 76 0 0 0 0 県 Ｂ

201 54 上一光町 46字牛首 0.17 76 0 0 0 0 県 Ｂ

201 55 奥平町 38字坂ケ谷 0.90 0 0 0 0 0 県 Ｂ

201 56 中平町 52字長谷 1.31 0 34 0 0 0 県 Ａ

201 57 中平町 55字大向 1.74 67 0 0 0 0 県 Ａ

201 58 河内町 57字曽和峯 0.24 95 0 0 0 0 県 Ｂ

201 59 河内町 58字北尾峯 0.14 85 0 0 0 0 県 Ｂ

201 60 河内町 51字細谷 0.38 85 0 0 0 0 県 Ｂ

201 61 河内町 50字東清水谷 0.29 86 0 0 0 0 県 Ｂ

201 62 西荒井町 59字貉尾山 0.07 92 0 0 0 0 県 Ｂ

201 63 大年町 72字高城 0.76 101 0 0 0 0 県 Ｂ

201 64 大年町 78字猪の谷 0.10 101 0 0 0 0 県 Ｂ

201 65 大年町 68字寺下平 0.09 161 0 0 0 5 県 Ｂ

201 66 灯豊町 41字阻山谷 0.86 70 0 0 0 0 県 Ｂ

201 67 灯豊町 41字阻山谷 0.65 70 0 0 0 0 県 Ｂ

201 68 国見町 清水谷 0.53 0 0 5 0 0 県 Ｂ

201 69 国山町 83字上下平 0.38 0 0 0 4 0 県 Ｃ

201 70 畠中町 51字上梨子ヶ平 0.90 68 0 0 0 0 県 Ａ

201 71 畠中町 添ヶ坂 1.45 104 0 0 0 2 県 Ｂ

201 72 千合町 56字広畑 0.16 0 0 0 4 0 県 Ｃ

201 73 謡谷町 29字扇谷 0.27 0 18 0 0 0 県 Ａ

201 74 二ツ屋町 滝ヶ脇 0.79 0 41 0 0 0 県 Ａ

201 75 二ツ屋町 17字後山 0.29 0 48 0 0 0 市 Ａ

201 76 二ツ屋町 48字小十方 0.16 0 0 6 0 0 市 Ａ

201 77 二ツ屋町 47字上友月 0.25 0 0 6 0 0 市 Ａ

201 78 二ツ屋町 15字人尾 0.37 117 0 0 0 0 市 Ａ

201 79 二ツ屋町 39字板ケ谷 0.15 151 0 0 0 0 市 Ａ

201 80 大矢町 23字上大月 0.32 174 0 0 0 6 県 Ａ

201 81 大矢町 28字保査林 0.43 164 0 0 0 5 県 Ａ

201 82 大矢町 28字保査林 0.30 140 0 0 0 5 県 Ａ

201 83 尼ケ谷町 54字蛇谷 0.17 90 0 0 0 0 市 Ａ
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201 84 尼ケ谷町 60字細谷 1.61 0 34 0 0 0 市 Ｂ

201 85 別畑町 37字西若杉 0.14 0 37 0 0 0 市 Ａ

201 86 別畑町 34字堂山 0.17 0 34 0 0 0 県 Ａ

201 87 別畑町 33字北二ノ谷 0.07 0 40 0 0 0 県 Ａ

201 88 白滝町 62字北後谷 1.56 0 21 0 0 0 市 Ａ

201 89 末町 76字大谷西 1.40 366 0 0 0 0 県 Ａ

201 90 更毛町 31字柳原 0.66 578 0 0 0 11 県 Ａ

201 91 更毛町 54字楠原谷 0.27 0 25 0 0 3 県 Ａ

201 92 本堂町 87字小滝 0.95 0 31 0 0 5 県 Ａ

201 93 羽坂町 52字下箱屋原 0.85 561 0 0 0 6 県 Ａ

201 94 羽坂町 51字穴虫 0.62 864 0 0 0 11 県 Ａ

201 95 羽坂町 49字大谷 0.76 157 0 0 0 0 県 Ｂ

201 96 深谷町 44字折福寺 0.16 152 0 0 0 0 県 Ａ

201 97 深谷町 44字折福寺 0.10 191 0 0 0 0 県 Ｂ

201 98 深谷町 44字折福寺 0.35 208 0 0 0 0 県 Ｂ

201 99 深谷町 42字七回り 0.28 208 0 0 0 0 県 Ｂ

201 100 深谷町 41字前山 0.18 147 0 0 0 0 県 Ａ

201 101 浄教寺町 33字蛇ヶ谷 1.20 247 0 0 0 8 県 Ａ

201 102 浄教寺町 43字天内 2.79 290 0 0 0 0 県 Ａ

201 103 浄教寺町 43字天内 3.80 247 0 0 0 0 市 Ａ

201 104 浄教寺町 39字大葭谷 0.51 53 0 0 0 0 市 Ａ

201 105 篠尾町 92字姫ケ谷 2.22 780 0 0 0 1 国 Ａ

201 106 宮地町 93字宮谷 0.31 397 0 0 0 6 市 Ｂ

201 107 花野谷町 54字柳原 0.74 496 0 0 0 8 市 Ｂ

201 108 上一光町 43字栂ノ尾 0.09 0 40 0 0 0 県 Ｂ

201 110 内山梨子町 8字朝日山 0.09 220 0 0 0 4 国 Ａ

201 111 国見町 森ノ山 0.02 101 0 0 0 0 市 Ｂ

201 113 下一光町 15字奥山 0.82 63 0 0 0 2 県 Ｂ

201 114 更毛町 30字当谷 0.12 230 0 0 0 7 県 Ｂ

201 115 生部町 40字金尾 0.52 403 0 0 0 6 市 Ａ

201 116 東大味町 57字小伊ケ谷 0.94 465 0 0 0 7 県 Ａ

201 117 鹿俣町 83字坂山 0.14 0 0 0 2 0 県 Ｃ

201 118 鹿俣町 78字上出雲谷 0.31 205 0 0 0 0 市 Ｂ

201 119 鹿俣町 73字滝ノ谷 0.77 182 0 0 0 0 市 Ａ

201 120 浄教寺町 27字長面 1.61 314 0 0 0 8 県 Ｂ

201 121 浄教寺町 33字駒次良 1.10 394 0 0 0 8 県 Ａ

201 122 浄教寺町 38字赤岩 0.65 0 0 9 0 0 市 Ｃ

201 123 浄教寺町 38字赤岩 0.06 0 14 0 0 0 市 Ｂ

201 124 城戸ノ内町 40字忠見 0.82 324 0 0 0 1 県 Ａ

201 125 帆谷町 28字向山 2.15 828 0 0 0 6 市 Ａ

201 126 江上町 66字鱈ノ子 2.15 258 0 0 0 0 国 Ｂ

201 127 高田町 50字西炭山 1.91 77 0 0 0 1 国 Ａ
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201 128 宇坂大谷町 79字大釜 0.68 126 0 0 0 0 国 Ａ

201 129 福島町 14字西山 0.38 0 25 0 0 0 市 Ｂ

201 130 吉山町 31字大滝 0.16 0 17 0 0 0 県 Ａ

201 131 吉山町 26字東山 2.07 0 20 0 0 0 県 Ａ

201 132 美山大谷町 岩ヶ山 0.83 57 0 0 0 0 県 Ａ

201 133 西中町 大西又谷 1.48 106 0 0 0 0 県 Ａ

201 134 所谷町 上山谷 1.61 76 0 0 0 0 県 Ａ

201 135 皿谷町 55字足谷 1.27 66 0 0 0 0 県 Ａ

201 136 所谷町 21字大平 0.62 63 0 0 0 0 県 Ａ

201 137 西中町 32字半次郎谷 0.13 66 0 0 0 0 県 Ａ

201 138 篭谷町 14字南山 0.40 53 0 0 0 0 県 Ｂ

201 139 篭谷町 14字南山 0.36 53 0 0 0 0 県 Ａ

201 140 吉山町 23字丸山 0.31 0 29 0 0 0 県 Ａ

201 141 薬師町 47字天越 0.54 112 0 0 0 3 国 Ａ

201 142 吉山町 22字向山 0.37 0 49 0 0 0 県 Ａ

201 143 薬師町 49字坂 0.50 77 0 0 0 1 国 Ａ

201 144 仁位町 50字スリコバチ 0.50 103 0 0 0 1 国 Ａ

201 145 仁位町 55字古峠 0.14 103 0 0 0 1 国 Ｂ

201 146 篭谷町 12字安尾 0.13 65 0 0 0 0 県 Ｂ

201 147 仁位町 59字細谷 0.39 116 0 0 0 1 国 Ａ

201 148 縫原町 52字脇谷 2.04 138 0 0 0 1 国 Ａ

201 149 大宮町 奥能登谷 1.86 198 0 0 0 2 国 Ａ

201 150 計石町 54字上黒ボコ山 0.61 106 0 0 0 1 国 Ａ

201 151 東俣町 47字大滝 1.33 59 0 0 0 0 市 Ａ

201 152 南西俣町 大清水谷 1.25 0 47 0 0 0 市 Ａ

201 153 南西俣町 大押谷 0.22 61 0 0 0 0 市 Ｂ

201 154 南野津叉町 33字北山 0.77 94 0 0 0 0 国 Ａ

201 155 南西俣町 39字鯵身谷山 0.41 0 45 0 0 0 市 Ｂ

201 156 南西俣町 蛇谷 0.36 0 44 0 0 0 市 Ｂ

201 157 椙谷町 27字安麻谷 1.31 219 0 0 0 7 国 Ｂ

201 158 西市布町 34字下岩屋 0.37 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 159 西市布町 谷山谷 0.58 0 32 0 0 0 国 Ａ

201 160 小当見町 1字蛇無 2.18 91 0 0 0 0 国 Ｂ

201 161 南野津又町 半田山谷 0.73 112 0 0 0 1 国 Ａ

201 162 神当部町 42字西谷 0.33 92 0 0 0 1 国 Ａ

201 163 神当部町 38字南平ノ谷 0.64 86 0 0 0 0 県 Ａ

201 164 味見河内町 71字水口 0.69 97 0 0 0 0 県 Ａ

201 165 味見河内町 登立 0.87 98 0 0 0 0 県 Ａ

201 166 味見河内町 ゼニガメ谷 0.50 98 0 0 0 0 県 Ａ

201 167 味見河内町 86字滝ノ谷 0.71 73 0 0 0 0 県 Ａ

201 168 味見河内町 ジョージ谷 0.22 0 0 9 0 0 県 Ｂ

201 169 味見河内町 93字大蒔 0.65 72 0 0 0 0 県 Ａ
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201 170 味見河内町 99字西ツ谷 0.40 75 0 0 0 0 県 Ａ

201 171 中手町 64字坂ノ谷 0.67 72 0 0 0 1 県 Ａ

201 172 中手町 64字坂ノ谷 0.72 72 0 0 0 0 県 Ａ

201 173 小当見町 54字柵ブト谷 1.07 0 23 0 0 0 国 Ａ

201 174 折立町 28字三ツ又 1.11 72 0 0 0 3 国 Ａ

201 175 折立町 26字二又 2.58 90 0 0 0 3 国 Ｂ

201 176 赤谷町 27字神田 1.10 0 0 0 0 0 市 Ｃ

201 177 赤谷町 11字牛ケ首 1.14 0 26 0 0 0 国 Ａ

201 178 赤谷町 14字吹谷 0.90 0 26 0 0 0 国 Ａ

201 179 西河原町 22字風吹 0.62 123 0 0 0 0 県 Ａ

201 180 蔵作町 34字伏ケ谷 1.39 78 0 0 0 0 県 Ａ

201 181 蔵作町 18字桑ケ谷 1.08 164 0 0 0 0 県 Ａ

201 182 蔵作町 42字立岩 1.31 189 0 0 0 0 県 Ａ

201 183 高田町 51字西滝山 0.46 65 0 0 0 1 国 Ａ

201 184 宇坂大谷町 70字杉ノ谷 0.71 99 0 0 0 0 国 Ａ

201 185 味見河内町 99字西ツ谷 0.60 75 0 0 0 0 県 Ａ

201 187 宇坂大谷町 56字茶ノ坂 1.74 146 0 0 0 0 国 Ｂ

201 188 皿谷町 西の奥谷 1.01 0 25 0 0 0 県 Ａ

201 189 三万谷町 93字一乗坂 0.84 120 0 0 0 0 国 Ｂ

201 190 三万谷町 79字萱谷 2.03 158 0 0 0 0 国 Ａ

201 191 奈良瀬町 20字炭焼 1.94 0 37 0 0 0 国 Ｂ

201 192 小和清水町 37字高谷 0.22 139 0 0 0 1 国 Ａ

201 193 朝谷町 47字奈良谷 0.45 148 0 0 0 1 国 Ａ

201 194 朝谷町 42字子ケ谷 0.76 57 0 0 0 0 県 Ａ

201 195 朝谷町 36字桂谷 0.70 79 0 0 0 0 県 Ｂ

201 196 蔵作町 40字大滝 0.52 166 0 0 0 0 県 Ａ

201 197 蔵作町 33字鹿俣 0.15 76 0 0 0 0 県 Ｂ

201 198 西天田町 12字奥山 0.36 104 0 0 0 0 県 Ｂ

201 199 西天田町 12字奥山 0.37 127 0 0 0 0 県 Ａ

201 200 西河原町 24字稲平 0.27 120 0 0 0 0 県 Ａ

201 201 西河原町 2字中谷 0.67 123 0 0 0 0 県 Ａ

201 202 西河原町 25字数古谷 0.40 136 0 0 0 0 県 Ａ

201 203 西河原町 27字六郎谷 0.18 140 0 0 0 0 国 Ａ

201 204 西河原町 29字深谷 0.13 192 0 0 0 0 国 Ｂ

201 205 西河原町 31字桂谷 0.14 122 0 0 0 0 国 Ｂ

201 206 赤谷町 23字小根場 0.14 0 22 0 0 0 国 Ａ

201 207 赤谷町 1字坂本 6.46 0 0 0 0 0 市 Ｃ

201 208 赤谷町 10字坂ノ下 0.25 0 22 0 0 0 国 Ａ

201 209 赤谷町 17字上向山 0.74 0 22 0 0 0 国 Ａ

201 210 横越町 14字下嵭崎 0.08 209 0 0 0 2 国 Ｂ

201 211 東河原町 41字柳谷 0.77 198 0 0 0 1 国 Ａ

201 212 東河原町 39字中ケ谷 0.83 192 0 0 0 0 国 Ｂ
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201 213 東河原町 38字堂谷 0.29 188 0 0 0 0 国 Ｂ

201 214 東河原町 34字岩谷 0.60 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 215 東河原町 32字新ノ谷 0.62 0 0 0 0 0 国 Ｂ

201 216 西市布町 40字登尾 0.62 0 0 0 0 0 国 Ｃ

201 217 西市布町 43字奥杉邦 0.98 0 14 0 0 0 国 Ａ

201 218 中手町 62字大谷 0.60 139 0 0 0 0 国 Ａ

201 219 中手町 63字神丈 0.18 160 0 0 0 1 国 Ｂ

201 220 神当部町 36字向平 0.37 103 0 0 0 1 国 Ａ

201 221 味見河内町 103字ゲンノク 0.18 58 0 0 0 1 県 Ｂ

201 222 味見河内町 102字梶谷 0.38 53 0 0 0 0 県 Ｂ

201 223 味見河内町 101字留尻 0.11 68 0 0 0 0 県 Ｂ

201 224 味見河内町 17字大谷 0.46 73 0 0 0 0 県 Ａ

201 225 中手町 73字三味小谷 0.34 161 0 0 0 1 国 Ｂ

201 226 南野津又町 37字西ハンタ山 0.11 113 0 0 0 1 国 Ｂ

201 227 中手町 59字方条 0.38 146 0 0 0 1 国 Ｂ

201 228 中手町 60字方条西谷 0.26 158 0 0 0 1 国 Ｂ

201 229 中手町 60字方条西谷 0.27 125 0 0 0 0 国 Ｂ

201 230 西市布町 31字花造 0.17 0 0 8 0 0 国 Ｃ

201 231 西市布町 34字下岩屋 0.38 0 0 0 0 0 国 Ｃ

201 232 東天田町 28字脇谷 0.43 155 0 0 0 0 県 Ｂ

201 233 東天田町 26字須行滝 0.90 151 0 0 0 0 県 Ａ

201 234 東天田町 24字多郎平 0.20 0 30 0 0 0 県 Ａ

201 235 椙谷町 21字八ツ谷 0.29 179 0 0 0 7 市 Ｂ

201 236 椙谷町 21字八ツ谷 0.31 191 0 0 0 9 市 Ａ

201 237 間戸町 57字法條 0.30 76 0 0 0 1 国 Ｂ

201 238 間戸町 77字持請原 2.05 68 0 0 0 0 市 Ａ

201 239 間戸町 84字高山谷 0.14 79 0 0 0 0 市 Ｂ

201 240 間戸町 90字一ノ谷 0.08 79 0 0 0 0 市 Ｂ

201 241 間戸町 93字大木谷 0.11 62 0 0 0 0 市 Ｂ

201 242 南西俣町 41字奥山谷 0.33 0 44 0 0 0 市 Ｂ

201 243 南西俣町 37字西野刈 0.24 0 47 0 0 0 市 Ｂ

201 244 境寺町 30字中志谷 0.28 282 0 0 0 6 国 Ａ

201 245 大味町 57字大平 0.40 0 0 0 4 0 国 Ｂ

201 246 大味町 55字奥谷 0.28 111 0 0 0 2 国 Ａ

201 247 茱崎町 40字野ツ田 0.69 0 0 7 0 0 国 Ａ

201 248 蒲生町 47字古茂谷 0.21 0 12 0 0 6 国 Ａ

201 249 蒲生町 49字狐ケ原 0.47 0 12 0 0 0 国 Ａ

201 250 蒲生町 54字鳥帽子ケ本 0.58 0 13 0 0 0 国 Ａ

201 251 浜北山町 57字天ノ知加 0.73 0 0 6 0 0 国 Ａ

201 252 居倉町 69字鳥帽子岳 0.77 76 0 0 0 0 国 Ａ

201 253 赤坂町 69字登り立 0.71 0 24 0 0 0 国 Ｂ

201 254 城有町 65字長尾 0.57 0 12 0 0 0 国 Ａ
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201 255 八ツ俣町 78字小路ケ平 0.01 0 11 0 0 0 国 Ｂ

201 256 茱碕町 42字南宮原 0.40 180 0 0 0 3 国 Ａ

201 257 赤坂町 33字向畑 0.01 0 0 0 0 0 国 Ｃ

201 258 平尾町 唐尾ノ二 1.96 218 0 0 0 0 県 Ｂ

201 259 平尾町 38字平尾窪 1.55 121 0 0 0 0 県 Ａ

201 260 清水畑町 64字丸山 0.55 129 0 0 0 0 県 Ｂ

201 261 大森町 101字天目山 0.08 124 0 0 0 4 県 Ｂ

201 262 風巻町 36字上山 0.07 569 0 0 0 2 県 Ｂ

201 263 片山町 83字午房谷ノ上 0.05 0 0 9 0 0 県 Ａ

201 264 坪谷町 66字横尾峯 0.18 227 0 0 0 0 市 Ｂ

201 265 笹谷町 111字奥別所ケ谷 0.37 1169 0 0 0 5 市 Ｂ

201 266 在田町 39字三味谷 0.11 89 0 0 0 0 県 Ｂ

201 267 皿谷町 65字遅化 0.76 71 0 0 0 0 県 Ａ

201 268 糸崎町 南白尺 0.44 0 35 0 0 0 国 Ａ

201 269 薬師町 42字荒木谷 0.25 180 0 0 0 3 国 Ａ

201 270 中平町 1字京仏山 0.20 0 35 0 0 0 県 Ａ

201 271 奈良瀬町 18字尾茂谷 0.12 0 0 0 0 1 国 Ａ

201 272 柿谷町 35字障子ケ谷両平 0.08 80 0 0 0 0 県 Ｂ

201 273 柿谷町 36字ヌケト平 0.14 72 0 0 0 0 県 Ｂ

201 274 角原町 49字大味坂 0.59 124 0 0 0 1 市 Ｂ

201 275 東河原町 宮谷 0.09 76 0 0 0 3 国 Ｂ

201 276 間戸町 横道山 0.54 0 0 7 0 0 市 Ｂ

201 277 中手町 杉ノ木谷 0.06 50 0 0 0 1 国 Ｂ

201 278 宿堂町 南一ノ谷 0.12 53 0 0 0 5 県 Ｂ

201 279 在田町 堂ノ嶺 0.30 60 0 0 0 0 県 Ａ

201 280 在田町 堂ノ嶺 0.06 0 41 0 0 0 県 Ａ

201 282 折立町 金蔵山 0.03 0 0 0 2 0 国 Ｃ

201 283 奈良瀬町 下芦谷 0.36 0 0 0 3 0 国 Ｃ

201 284 荒谷町 上一ノ谷 0.36 52 0 0 0 0 県 Ｂ

201 285 荒谷町 上一ノ谷 0.36 52 0 0 0 0 県 Ｂ

201 286 荒谷町 上一ノ谷 0.18 52 0 0 0 0 県 Ｂ

201 287 荒谷町 上一ノ谷 0.27 52 0 0 0 0 県 Ｂ

※崩壊土砂流出危険地区の危険度判定は、次の方法による。
　①　転石の混入割合、崩壊土砂流出区間の延長及び平均渓床勾等により、「崩壊土砂流出危険度」
      の高い順から、 ａ１、Ｂ１、Ｃ１に分類。
　②　影響を受ける公共施設等の種類及び数量により、「被災危険度」の高い順から、ａ２、Ｂ２、
　     Ｃ２に分類（下記の表を参照）。

危険度
ａ２
Ｂ２
Ｃ２

　③　①②で分類した危険度の組み合わせにより、「崩壊土砂流出危険地区の危険度」を、危険度の
　     高い順から、Ａ、Ｂ、Ｃに分類（下記の表を参照）。

危険度
Ａ
Ｂ
Ｃ

ａ１－Ｃ２　，　Ｂ１－Ｂ２　，　Ｃ１－ａ２
Ｂ１－Ｃ２　，　Ｃ１－Ｃ２　，　Ｃ１－Ｂ２

公共施設等の種類及び数量
公用若しくは公共用施設（道路を除く）又は１０戸以上の人家がある場合
５戸以上１０戸未満の人家がある場合
５戸未満の人家又は道路がある場合

公共施設等の種類及び数量
ａ１－ａ２　，　ａ１－Ｂ２　，　Ｂ１－ａ２



 9-3　土砂災害警戒区域等一覧表

※告示番号と公示日
は警戒区域のもの

地区名 自治会名 土砂災害警戒区域名 土砂災害特別警戒区域名 自然現象の種類 告示番号 公示日
花堂北2丁目1の組 花堂北2丁目2の組 花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-4)地区 花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第468号 R4.12.27
花堂北2丁目4の組 花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-1)地区 花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
花堂北2丁目4の組 花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-2)地区 花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
花堂北2丁目4の組 花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-3)地区 花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
コモンライフ花堂 花堂北１丁目(1-Ⅱ-116301)地区 花堂北１丁目(1-Ⅱ-116301)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
月見南山崎・月見赤坂 花堂北2丁目1の組 月見2丁目・花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-5)地区 月見2丁目・花堂北2丁目(1-Ⅰ-81-5)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
月見住宅・月見南山崎 月見向山 月見3丁目(1-Ⅰ-82-1)地区 月見3丁目(1-Ⅰ-82-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
月見向山 月見3丁目(1-Ⅰ-72)地区 月見3丁目(1-Ⅰ-72)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
月見向山 月見3丁目(1-Ⅰ-82-2)地区 月見3丁目(1-Ⅰ-82-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
川上島組・川上通安寺 不動上・不動中 西木田4丁目(1-Ⅰ-86-2)地区 西木田4丁目(1-Ⅰ-86-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
山奥町 山奥町(1-Ⅰ-1051)地区 山奥町(1-Ⅰ-1051)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
山奥町 山奥町(1-Ⅰ-1058)地区 山奥町(1-Ⅰ-1058)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
山奥町 月見5丁目(1-Ⅱ-1054)地区 月見5丁目(1-Ⅱ-1054)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
山奥町 月見5丁目(1-Ⅱ-1072)地区 月見5丁目(1-Ⅱ-1072)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
山奥町山奥 西木田4丁目・西木田5丁目(1-Ⅰ-87-3)地区 西木田4丁目・西木田5丁目(1-Ⅰ-87-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
山奥町山奥 西木田5丁目(1-Ⅰ-87-2)地区 西木田5丁目(1-Ⅰ-87-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
山奥町赤坂・山奥町山奥 西木田5丁目(1-Ⅰ-71)地区 西木田5丁目(1-Ⅰ-71)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
西木田5丁目 西木田5丁目(1-1-1-48)地区 西木田5丁目(1-1-1-48)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
みのり4丁目・山奥町山奥 西木田5丁目(1-Ⅰ-87-1)地区 西木田5丁目(1-Ⅰ-87-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
月見5丁目 月見5丁目(1-1-1-50)地区 月見5丁目(1-1-1-50)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
藤ヶ丘南 月見5丁目(1-Ⅰ-73)地区 月見5丁目(1-Ⅰ-73)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
藤ヶ丘南 月見5丁目(1-Ⅱ-111101)地区 月見5丁目(1-Ⅱ-111101)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
藤ヶ丘南・月見向山 月見4丁目(1-Ⅰ-1055)地区 月見4丁目(1-Ⅰ-1055)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
引目町(下荒井県住) 引目町(1-1-1-102601)地区 引目町(1-1-1-102601)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
引目町(下荒井県住) 引目町(1-1-1-102602)地区 引目町(1-1-1-102602)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
大島町ひのき台団地 引目町(1-Ⅰ-102601)地区 引目町(1-Ⅰ-102601)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大島町ひのき台団地 引目町(1-Ⅱ-47601)地区 引目町(1-Ⅱ-47601)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大島町ひのき台団地 引目町（1-Ⅰ-102651）地区 引目町（1-Ⅰ-102651）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
杉谷町 杉谷町(1-1-1-78)地区 杉谷町(1-1-1-78)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
杉谷町 杉谷町(1-1-1-102501)地区 杉谷町(1-1-1-102501)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
杉谷町 杉谷町(1-1-1-102502)地区 杉谷町(1-1-1-102502)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
杉谷町 杉谷町(1-1-1-77)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
杉谷町 杉谷町(1-Ⅰ-1073-1)地区 杉谷町(1-Ⅰ-1073-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
杉谷町 杉谷町(1-Ⅰ-1073-2)地区 杉谷町(1-Ⅰ-1073-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第387号 R3.10.12
杉谷町 杉谷町(1-Ⅰ-1073-3)地区 杉谷町(1-Ⅰ-1073-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第387号 R3.10.12
杉谷町 杉谷町(1-Ⅰ-1073-4)地区 杉谷町(1-Ⅰ-1073-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
杉谷町 杉谷町(1-Ⅱ-1099)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第201号 R5.4.18
杉谷町 杉谷町(1-Ⅰ-102518)地区 杉谷町(1-Ⅰ-102518)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
杉谷町 杉谷町(1-Ⅱ-102502)地区 杉谷町(1-Ⅱ-102502)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
杉谷町 杉谷町(1-Ⅱ-102503)地区 杉谷町(1-Ⅱ-102503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
杉谷町 杉谷町(1-Ⅱ-102509)地区 杉谷町(1-Ⅱ-102509)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
杉谷町 杉谷町(1-Ⅱ-102526)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第201号 R5.4.18
杉谷町 杉谷町(1-Ⅱ-102527)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第201号 R5.4.18
杉谷町・安保町 杉谷町・安保町(1-Ⅲ-1041)地区 杉谷町・安保町(1-Ⅲ-1041)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
引目町 引目町・下荒井町(1-Ⅰ-1068)地区 引目町・下荒井町(1-Ⅰ-1068)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第320号 H17.3.31
引目町 引目町・下荒井町(1-Ⅱ-1088)地区 引目町・下荒井町(1-Ⅱ-1088)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第320号 H17.3.31
引目町 引目町・中荒井町(1-Ⅲ-1036)地区 引目町・中荒井町(1-Ⅲ-1036)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第320号 H17.3.31
引目町 引目町(1-Ⅰ-102603)地区 引目町(1-Ⅰ-102603)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
引目町 引目町(1-Ⅱ-102605)地区 引目町(1-Ⅱ-102605)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
引目町 引目町（1-Ⅰ-1015）地区 引目町（1-Ⅰ-1015）地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
引目町・杉谷町 引目町・杉谷町(1-1-1-153)地区 引目町・杉谷町(1-1-1-153)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
引目町・杉谷町 引目町・杉谷町(1-1-1-174)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
石坂上 毛矢3丁目(1-Ⅰ-85)地区 毛矢3丁目(1-Ⅰ-85)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
石坂上 西木田4丁目(1-Ⅰ-86-3)地区 西木田4丁目(1-Ⅰ-86-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
玉井 足羽１丁目(1-Ⅰ-74)地区 足羽１丁目(1-Ⅰ-74)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
愛宕 毛矢３丁目・足羽１丁目(1-Ⅰ-1042)地区 毛矢３丁目・足羽１丁目(1-Ⅰ-1042)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
愛宕・川上島組・川上通安寺 西木田4丁目(1-Ⅰ-86-1)地区 西木田4丁目(1-Ⅰ-86-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
愛宕・足羽上・翆 足羽1丁目(1-Ⅰ-75)地区 足羽1丁目(1-Ⅰ-75)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
愛宕・緑 緑１ 足羽１丁目・足羽上町(1-Ⅰ-1039)地区 足羽１丁目・足羽上町(1-Ⅰ-1039)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
足羽４丁目 足羽４丁目(1-Ⅰ-77)地区 足羽４丁目(1-Ⅰ-77)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
足羽４丁目・足羽５丁目 足羽４丁目・５丁目(1-Ⅰ-1046)地区 足羽４丁目・５丁目(1-Ⅰ-1046)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第345号 R4.8.16
小山谷町 小山谷町(1-1-1-49)地区 小山谷町(1-1-1-49)地区 土石流 福井県告示第961号 H17.11.29
小山谷町・足羽１丁目 足羽３丁目 小山谷町・足羽１丁目・３丁目(1-Ⅰ-1044)地区 小山谷町・足羽１丁目・３丁目(1-Ⅰ-1044)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
小山谷町・足羽４丁目 小山谷町・足羽４丁目(1-Ⅰ-1047)地区 小山谷町・足羽４丁目(1-Ⅰ-1047)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
小山谷町・足羽４丁目 小山谷町・足羽４丁目(1-Ⅰ-1068)地区 小山谷町・足羽４丁目(1-Ⅰ-1068)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
小山谷町・足羽５丁目 小山谷町・足羽５丁目(1-Ⅰ-1045)地区 小山谷町・足羽５丁目(1-Ⅰ-1045)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第345号 R4.8.16
笏谷・市営団地羽畦荘 足羽5丁目(1-Ⅰ-78)地区 足羽5丁目(1-Ⅰ-78)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
笏谷・小山谷 小山谷町(1-Ⅰ-94212)地区 小山谷町(1-Ⅰ-94212)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
鶯谷・鶯新・ひまわり 足羽３丁目・小山谷町(1-Ⅰ-76)地区 足羽３丁目・小山谷町(1-Ⅰ-76)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
下市町 下市町(1-1-1-158)地区 下市町(1-1-1-158)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
下市町 下市町(1-1-1-159)地区 下市町(1-1-1-159)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
下市町 下市町(1-1-1-93)地区 下市町(1-1-1-93)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
下市町 下市町(1-Ⅱ-1050)地区 下市町(1-Ⅱ-1050)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
下市町 下市町(1-Ⅰ-40)地区 下市町(1-Ⅰ-40)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
下市町 下市町(1-Ⅱ-59001)地区 下市町(1-Ⅱ-59001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
下市町 下市町(1-Ⅰ-59002)地区 下市町(1-Ⅰ-59002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
下市町 下市町(1-Ⅱ-59005)地区 下市町(1-Ⅱ-59005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
金屋町 金屋町(1-1-1-92)地区 金屋町(1-1-1-92)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
金屋町 金屋町(1-1-1-91)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
金屋町 金屋町(1-015)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
金屋町 金屋町(1-Ⅲ-1017)地区 金屋町(1-Ⅲ-1017)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
金屋町 金屋町(1-Ⅲ-1018)地区 金屋町(1-Ⅲ-1018)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
金屋町 金屋町(1-Ⅰ-1029)地区 金屋町(1-Ⅰ-1029)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
金屋町 金屋町(1-Ⅰ-1033)地区 金屋町(1-Ⅰ-1033)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15

啓蒙 丸山町 丸山町(1-Ⅰ-68)地区 丸山町(1-Ⅰ-68)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
深谷町 深谷町(1-1-1-160)地区 深谷町(1-1-1-160)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-1-1-94)地区 深谷町(1-1-1-94)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-1-1-95)地区 深谷町(1-1-1-95)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-1-1-96)地区 深谷町(1-1-1-96)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-1-1-97)地区 深谷町(1-1-1-97)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-1-1-50901)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-1-1-50902)地区 深谷町(1-1-1-50902)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-Ⅰ-1005)地区 深谷町(1-Ⅰ-1005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-Ⅰ-1023)地区 深谷町(1-Ⅰ-1023)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-Ⅰ-1024)地区 深谷町(1-Ⅰ-1024)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-Ⅱ-1044)地区 深谷町(1-Ⅱ-1044)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27

足羽

土砂災害警戒区域等一覧表（自治会順）

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項の
規定に基づき、福井県知事が指定した土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域。

豊

清明

足羽

東安居

西藤島

西藤島
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深谷町 深谷町(1-Ⅱ-1045)地区 深谷町(1-Ⅱ-1045)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-Ⅱ-1046)地区 深谷町(1-Ⅱ-1046)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-Ⅱ-1047)地区 深谷町(1-Ⅱ-1047)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
深谷町 深谷町(1-Ⅰ-41)地区 深谷町(1-Ⅰ-41)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-Ⅰ-92)地区 深谷町(1-Ⅰ-92)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-Ⅰ-50901)地区 深谷町(1-Ⅰ-50901)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-Ⅲ-50902)地区 深谷町(1-Ⅲ-50902)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-Ⅰ-38611)地区 深谷町(1-Ⅰ-38611)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-Ⅱ-50913)地区 深谷町(1-Ⅱ-50913)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-Ⅱ-50914)地区 深谷町(1-Ⅱ-50914)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
深谷町 深谷町(1-Ⅱ-50915)地区 深谷町(1-Ⅱ-50915)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
福町 福町(1-Ⅰ-1056-1)地区 福町(1-Ⅰ-1056-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
福町 福町(1-Ⅰ-1056-2)地区 福町(1-Ⅰ-1056-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
福町 福町(1-Ⅰ-1067-1)地区 福町(1-Ⅰ-1067-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
福町 福町(1-Ⅰ-1067-2)地区 福町(1-Ⅰ-1067-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
福町 福町(1-Ⅰ-1067-3)地区 福町(1-Ⅰ-1067-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
福町 福町(1-Ⅰ-83)地区 福町(1-Ⅰ-83)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
福町 福町(1-Ⅰ-1057)地区 福町(1-Ⅰ-1057)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
福町 福町(1-Ⅱ-46004)地区 福町(1-Ⅱ-46004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
福町 福町(1-Ⅱ-46005)地区 福町(1-Ⅱ-46005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
福町 福町(1-Ⅱ-46007)地区 福町(1-Ⅱ-46007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
門前町 門前町・門前１丁目(1-Ⅰ-1049)地区 門前町・門前１丁目(1-Ⅰ-1049)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
門前町 門前町・門前１丁目(1-Ⅰ-1050)地区 門前町・門前１丁目(1-Ⅰ-1050)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
門前町 門前町・門前１丁目(1-Ⅱ-1071)地区 門前町・門前１丁目(1-Ⅱ-1071)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
門前町 門前町・門前１丁目・加茂緑苑町(1-Ⅲ-1027)地区 門前町・門前１丁目・加茂緑苑町(1-Ⅲ-1027)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
門前町 門前町(1-Ⅰ-70-1)地区 門前町(1-Ⅰ-70-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
門前町 門前町(1-Ⅰ-70-2)地区 門前町(1-Ⅰ-70-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
門前町 門前町(1-Ⅰ-70-3)地区 門前町(1-Ⅰ-70-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
門前町 門前町(1-Ⅰ-1053)地区 門前町(1-Ⅰ-1053)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
新門前 門前町(1-1-1-51)地区 門前町(1-1-1-51)地区 土石流 福井県告示第677号 H19.10.12
新門前 門前町(1-1-1-52)地区 門前町(1-1-1-52)地区 土石流 福井県告示第677号 H19.10.12
新門前 門前町(1-Ⅰ-69)地区 門前町(1-Ⅰ-69)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
南江守町 南江守町(1-1-1-47601)地区 南江守町(1-1-1-47601)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
南江守町 南江守町(1-1-1-47602)地区 南江守町(1-1-1-47602)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
南江守町 南江守町(1-Ⅱ-1082)地区 南江守町(1-Ⅱ-1082)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
南江守町 南江守町(1-Ⅱ-1084)地区 南江守町(1-Ⅱ-1084)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
南江守町 南江守町(1-Ⅱ-1086)地区 南江守町(1-Ⅱ-1086)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
南江守町 南江守町(1-Ⅲ-1029)地区 南江守町(1-Ⅲ-1029)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
南江守町 南江守町(1-Ⅲ-1030)地区 南江守町(1-Ⅲ-1030)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
南江守町 南江守町(1-Ⅲ-1032)地区 南江守町(1-Ⅲ-1032)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
南江守町 南江守町(1-Ⅲ-1035)地区 南江守町(1-Ⅲ-1035)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
南江守町 南江守町(1-Ⅲ-1031-1)地区 南江守町(1-Ⅲ-1031-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
南江守町 南江守町(1-Ⅲ-1031-2)地区 南江守町(1-Ⅲ-1031-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
南江守町 南江守町(1-Ⅱ-47604)地区 南江守町(1-Ⅱ-47604)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
南江守町 南江守町（1-Ⅰ-47651）地区 南江守町（1-Ⅰ-47651）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
南江守町 南江守町（1-Ⅰ-47652）地区 南江守町（1-Ⅰ-47652）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
南江守町・江守中町 南江守町・江守中町(1-Ⅰ-1064)地区 南江守町・江守中町(1-Ⅰ-1064)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
江守の里１丁目・２丁目３組 江守の里１丁目・２丁目(1-Ⅱ-1085)地区 江守の里１丁目・２丁目(1-Ⅱ-1085)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
江守の里2丁目 江守の里2丁目(1-Ⅰ-1069)地区 江守の里2丁目(1-Ⅰ-1069)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
江守の里２丁目３組 江守の里２丁目(1-Ⅱ-1087)地区 江守の里２丁目(1-Ⅱ-1087)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町 合谷町(1-1-1-173-1)地区 合谷町(1-1-1-173-1)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町 合谷町(1-1-1-173-2)地区 合谷町(1-1-1-173-2)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町 合谷町(1-1-1-48404)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
合谷町 合谷町(1-Ⅱ-1090)地区 合谷町(1-Ⅱ-1090)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町 合谷町(1-Ⅱ-1092)地区 合谷町(1-Ⅱ-1092)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町 合谷町(1-Ⅱ-1093)地区 合谷町(1-Ⅱ-1093)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町 合谷町(1-Ⅱ-1094)地区 合谷町(1-Ⅱ-1094)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町 合谷町(1-Ⅲ-1038)地区 合谷町(1-Ⅲ-1038)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町 合谷町(1-Ⅲ-1039)地区 合谷町(1-Ⅲ-1039)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町・江守の里２丁目４組 合谷町(1-Ⅲ-1034)地区 合谷町(1-Ⅲ-1034)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
合谷町・北南居町 合谷町・南居町(1-Ⅲ-1037)地区 合谷町・南居町(1-Ⅲ-1037)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
北南居町 南居町(1-1-1-79)地区 南居町(1-1-1-79)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
北南居町 南居町(1-1-1-48504)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
北南居町 南居町(1-Ⅰ-1074)地区 南居町(1-Ⅰ-1074)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
北南居町 南居町(1-Ⅱ-1096)地区 南居町(1-Ⅱ-1096)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
北南居町 南居町(1-Ⅰ-36)地区 南居町(1-Ⅰ-36)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
北南居町 南居町(1-Ⅰ-37)地区 南居町(1-Ⅰ-37)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
北南居町 南居町(1-Ⅱ-1098)地区 南居町(1-Ⅱ-1098)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
北南居町 南居町(1-Ⅰ-48511)地区 南居町(1-Ⅰ-48511)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
北南居町 南居町(1-Ⅱ-48517)地区 南居町(1-Ⅱ-48517)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
南南居町 南居町(1-1-1-172)地区 南居町(1-1-1-172)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
南南居町 南居町(1-1-1-80)地区 南居町(1-1-1-80)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
南南居町 南居町(1-1-1-81-1)地区 南居町(1-1-1-81-1)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
南南居町 南居町(1-1-1-81-2)地区 南居町(1-1-1-81-2)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
南南居町 南居町(1-1-1-82-2)地区 南居町(1-1-1-82-2)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
南南居町 南居町(1-Ⅰ-1076)地区 南居町(1-Ⅰ-1076)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
南南居町 南居町(1-Ⅰ-38)地区 南居町(1-Ⅰ-38)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
南南居町 南居町(1-Ⅰ-39)地区 南居町(1-Ⅰ-39)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
南南居町 南居町(1-Ⅱ-48602)地区 南居町(1-Ⅱ-48602)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
西谷町 西谷町(1-1-1-175S)地区 西谷町(1-1-1-175S)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西谷町 西谷町(1-1-1-54)地区 西谷町(1-1-1-54)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西谷町 西谷町(1-1-1-55)地区 西谷町(1-1-1-55)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西谷町 西谷町(1-Ⅰ-1014)地区 西谷町(1-Ⅰ-1014)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
西谷町 西谷町(1-Ⅰ-80)地区 西谷町(1-Ⅰ-80)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第387号 R3.10.12
西谷町 西谷町(1-Ⅰ-79-1)地区 西谷町(1-Ⅰ-79-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
西谷町 西谷町(1-Ⅰ-79-2)地区 西谷町(1-Ⅰ-79-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
西谷町 西谷町(1-Ⅰ-79-3)地区 西谷町(1-Ⅰ-79-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
西谷町 西谷町(1-Ⅰ-79-4)地区 西谷町(1-Ⅰ-79-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
渕町 渕町(1-1-1-53-1)地区 渕町(1-1-1-53-1)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
渕町 渕町(1-1-1-53-2)地区 渕町(1-1-1-53-2)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
渕町 渕町(1-Ⅰ-1059-1)地区 渕町(1-Ⅰ-1059-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
渕町 渕町(1-Ⅰ-1059-2)地区 渕町(1-Ⅰ-1059-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
渕町 渕町(1-Ⅰ-1061)地区 渕町(1-Ⅰ-1061)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
渕町 渕町(1-Ⅱ-1076)地区 渕町(1-Ⅱ-1076)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
渕町 渕町(1-Ⅱ-1077)地区 渕町(1-Ⅱ-1077)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
渕町 渕2丁目(1-Ⅱ-46008)地区 渕2丁目(1-Ⅱ-46008)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
渕住宅5丁目・渕住宅6丁目 渕町(1-Ⅰ-84)地区 渕町(1-Ⅰ-84)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
サニータウン江守 南江守町(1-Ⅱ-47611)地区 南江守町(1-Ⅱ-47611)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第438号 H23.10.28
加茂河原町４丁目 加茂河原４丁目(1-Ⅰ-1000)地区 加茂河原４丁目(1-Ⅰ-1000)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
若茂町 加茂河原町・加茂緑苑町(1-Ⅰ-1043)地区 加茂河原町・加茂緑苑町(1-Ⅰ-1043)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第468号 R4.12.27
若茂町 加茂緑苑町(1-Ⅰ-1048)地区 加茂緑苑町(1-Ⅰ-1048)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
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若茂町 門前町・加茂河原町・加茂緑苑町(1-Ⅲ-1026)地区 門前町・加茂河原町・加茂緑苑町(1-Ⅲ-1026)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
若茂町・笏谷・加茂河原1-1 加茂河原１丁目・４丁目・足羽５丁目(1-Ⅲ-1025)地区 加茂河原１丁目・４丁目・足羽５丁目(1-Ⅲ-1025)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
若杉１丁目 若杉１丁目(1-Ⅰ-1041)地区 若杉１丁目(1-Ⅰ-1041)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
若杉１丁目・ 若茂町 若杉町・加茂河原４丁目(1-Ⅰ-1040)地区 若杉町・加茂河原４丁目(1-Ⅰ-1040)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
加茂緑苑町 門前町(1-Ⅱ-47001)地区 門前町(1-Ⅱ-47001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
加茂緑苑町 門前町(1-Ⅱ-47002)地区 門前町(1-Ⅱ-47002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
本堂町 本堂町(1-1-1-155)地区 本堂町(1-1-1-155)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
本堂町 本堂町(1-1-1-177S)地区 本堂町(1-1-1-177S)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
本堂町 本堂町(1-1-1-85)地区 本堂町(1-1-1-85)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
本堂町 本堂町(1-1-1-86)地区 本堂町(1-1-1-86)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
本堂町 羽坂町・本堂町(1-1-1-41601)地区 羽坂町・本堂町(1-1-1-41601)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
本堂町 羽坂町・本堂町(1-1-1-41605)地区 羽坂町・本堂町(1-1-1-41605)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
本堂町 本堂町(1-1-1-41308)地区 本堂町(1-1-1-41308)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
本堂町 本堂町(1-Ⅰ-110)地区 本堂町(1-Ⅰ-110)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
本堂町 本堂町(1-Ⅰ-1036)地区 本堂町(1-Ⅰ-1036)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
本堂町 本堂町(1-Ⅰ-1011-1)地区 本堂町(1-Ⅰ-1011-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
本堂町 本堂町(1-Ⅰ-1012-1)地区 本堂町(1-Ⅰ-1012-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
本堂町 本堂町(1-Ⅰ-6)地区 本堂町(1-Ⅰ-6)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
本堂町 本堂町(1-Ⅱ-1009-1)地区 本堂町(1-Ⅱ-1009-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
本堂町 本堂町(1-Ⅱ-41313)地区 本堂町(1-Ⅱ-41313)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
桜ヶ丘東 本堂町(1-Ⅰ-41402)地区 本堂町(1-Ⅰ-41402)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
桜ヶ丘東 本堂町(1-Ⅱ-41403)地区 本堂町(1-Ⅱ-41403)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
桜ヶ丘東 本堂町(1-Ⅱ-41404)地区 本堂町(1-Ⅱ-41404)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
羽坂町 羽坂町(1-1-1-87)地区 羽坂町(1-1-1-87)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
羽坂町 羽坂町(1-1-1-41603)地区 羽坂町(1-1-1-41603)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
羽坂町 羽坂町(1-Ⅰ-1035)地区 羽坂町(1-Ⅰ-1035)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
羽坂町 羽坂町(1-Ⅱ-1064)地区 羽坂町(1-Ⅱ-1064)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
羽坂町 羽坂町(1-Ⅱ-1065)地区 羽坂町(1-Ⅱ-1065)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
羽坂町 羽坂町(1-Ⅱ-41605)地区 羽坂町(1-Ⅱ-41605)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
羽坂町 羽坂町(1-Ⅱ-41609)地区 羽坂町(1-Ⅱ-41609)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
羽坂町 羽坂町(1-Ⅱ-41610)地区 羽坂町(1-Ⅱ-41610)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
羽坂団地 細坂町(1-1-1-41801)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
羽坂町めじろ台 羽坂町(1-1-1-42801)地区 羽坂町(1-1-1-42801)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
羽坂町めじろ台 羽坂町(1-1-1-41604)地区 羽坂町(1-1-1-41604)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
羽坂町めじろ台 羽坂町(1-Ⅰ-1009-1)地区 羽坂町(1-Ⅰ-1009-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
羽坂町めじろ台 羽坂町(1-Ⅱ-41604)地区 羽坂町(1-Ⅱ-41604)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
羽坂町(宮の前) 羽坂町(1-Ⅱ-41607)地区 羽坂町(1-Ⅱ-41607)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
細坂町 細坂町(1-Ⅰ-7-1)地区 細坂町(1-Ⅰ-7-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
細坂町 細坂町(1-Ⅰ-8-1)地区 細坂町(1-Ⅰ-8-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
細坂町 細坂町(1-Ⅰ-41805)地区 細坂町(1-Ⅰ-41805)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
安田町 安田町(1-1-1-156)地区 安田町(1-1-1-156)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
安田町 安田町(1-1-1-88)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
安田町 安田町(1-1-1-41902)地区 安田町(1-1-1-41902)地区 土石流 福井県告示第491号 H22.9.28
安田町 安田町(1-1-1-41904)地区 安田町(1-1-1-41904)地区 土石流 福井県告示第491号 H22.9.28
安田町 安田町(1-1-1-41905)地区 安田町(1-1-1-41905)地区 土石流 福井県告示第491号 H22.9.28
安田町 安田町(1-Ⅱ-1060)地区 安田町(1-Ⅱ-1060)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
安田町 安田町(1-Ⅲ-1022)地区 安田町(1-Ⅲ-1022)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
安田町 安田町(1-Ⅲ-1023)地区 安田町(1-Ⅲ-1023)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
安田町 安田町(1-Ⅰ-54)地区 安田町(1-Ⅰ-54)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
安田町 安田町(1-Ⅲ-1024-1)地区 安田町(1-Ⅲ-1024-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
安田町 安田町(1-Ⅲ-1024-2)地区 安田町(1-Ⅲ-1024-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
安田町 安田町(1-Ⅱ-41904)地区 安田町(1-Ⅱ-41904)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
安田町 安田町(1-Ⅱ-41910)地区 安田町(1-Ⅱ-41910)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
安田町 安田町(1-Ⅱ-41911)地区 安田町(1-Ⅱ-41911)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
安田町 安田町(1-Ⅱ-41918)地区 安田町(1-Ⅱ-41918)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
北堀町 北堀町(1-1-1-89)地区 北堀町(1-1-1-89)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
北堀町 北堀町(1-Ⅲ-1021-1)地区 北堀町(1-Ⅲ-1021-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
北堀町 北堀町(1-Ⅲ-1021-2)地区 北堀町(1-Ⅲ-1021-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
北堀町 北堀町(1-Ⅱ-42003)地区 北堀町(1-Ⅱ-42003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
恐神町 恐神町(1-1-1-157)地区 恐神町(1-1-1-157)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
恐神町 恐神町(1-1-1-90)地区 恐神町(1-1-1-90)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
恐神町 恐神町(1-Ⅲ-1020)地区 恐神町(1-Ⅲ-1020)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
恐神町 恐神町(1-Ⅰ-42108)地区 恐神町(1-Ⅰ-42108)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
更毛町 更毛町(1-1-1-176S)地区 更毛町(1-1-1-176S)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
更毛町 更毛町(1-1-1-83)地区 更毛町(1-1-1-83)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
更毛町 更毛町(1-1-1-84)地区 更毛町(1-1-1-84)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
更毛町 更毛町(1-1-1-42208)地区 更毛町(1-1-1-42208)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
更毛町 更毛町(1-1-1-42209)地区 更毛町(1-1-1-42209)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
更毛町 更毛町(1-Ⅰ-55)地区 更毛町(1-Ⅰ-55)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
更毛町 更毛町(1-Ⅱ-1070)地区 更毛町(1-Ⅱ-1070)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
更毛町 更毛町(1-Ⅱ-42224)地区 更毛町(1-Ⅱ-42224)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
更毛町 更毛町(1-Ⅱ-42225)地区 更毛町(1-Ⅱ-42225)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
末町 末町(1-1-1-42301)地区 末町(1-1-1-42301)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
末町 末町(1-1-1-42302)地区 末町(1-1-1-42302)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
上一光町 上一光町(1-2-4-3)地区 上一光町(1-2-4-3)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
上一光町 上一光町(1-2-4-42407)地区 上一光町(1-2-4-42407)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
上一光町 上一光町(1-2-4-42408)地区 上一光町(1-2-4-42408)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
上一光町 上一光町(1-Ⅰ-1034)地区 上一光町(1-Ⅰ-1034)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
上一光町 上一光町(1-Ⅱ-1059)地区 上一光町(1-Ⅱ-1059)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
上一光町 上一光町(1-Ⅱ-42404)地区 上一光町(1-Ⅱ-42404)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
上一光町 上一光町(1-Ⅱ-42405)地区 上一光町(1-Ⅱ-42405)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
下一光町 下一光町(1-2-4-4)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-2-4-5)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-2-4-6)地区 下一光町(1-2-4-6)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-016)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
下一光町 下一光町(1-Ⅰ-1037)地区 下一光町(1-Ⅰ-1037)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-Ⅰ-1038)地区 下一光町(1-Ⅰ-1038)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-Ⅰ-46)地区 下一光町(1-Ⅰ-46)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-Ⅱ-1061)地区 下一光町(1-Ⅱ-1061)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-Ⅱ-1062)地区 下一光町(1-Ⅱ-1062)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-Ⅱ-1063)地区 下一光町(1-Ⅱ-1063)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
下一光町 下一光町(1-Ⅱ-142717)地区 下一光町(1-Ⅱ-142717)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
下一光町 下一光町(1-Ⅱ-142719)地区 下一光町(1-Ⅱ-142719)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
五太子町 五太子町(1-2-4-1)地区 五太子町(1-2-4-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
五太子町 五太子町(1-2-4-2)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
五太子町 五太子町(1-Ⅰ-1032)地区 五太子町(1-Ⅰ-1032)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
五太子町 五太子町(1-Ⅰ-47)地区 五太子町(1-Ⅰ-47)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
五太子町 五太子町(1-Ⅱ-1057)地区 五太子町(1-Ⅱ-1057)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
五太子町 五太子町(1-Ⅱ-1058)地区 五太子町(1-Ⅱ-1058)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
五太子町 五太子町(1-Ⅱ-42630)地区 五太子町(1-Ⅱ-42630)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
五太子町 五太子町(1-151)地区 土石流 福井県告示第96号 R3.3.23

社北

安居

安居

一光
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南楢原町 南楢原町(1-Ⅰ-1020)地区 南楢原町(1-Ⅰ-1020)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
南楢原町 南楢原町(1-Ⅱ-1036)地区 南楢原町(1-Ⅱ-1036)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
南楢原町 南楢原町(1-Ⅰ-39501)地区 南楢原町(1-Ⅰ-39501)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
南楢原町 南楢原町(1-Ⅰ-42)地区 南楢原町(1-Ⅰ-42)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
南楢原町・深谷町 南楢原町・深谷町(1-Ⅱ-38602)地区 南楢原町・深谷町(1-Ⅱ-38602)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
南楢原町・深谷町 南楢原町・深谷町(1-Ⅱ-38603)地区 南楢原町・深谷町(1-Ⅱ-38603)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
南楢原町・北楢原町 南楢原町・北楢原町(1-Ⅱ-38601)地区 南楢原町・北楢原町(1-Ⅱ-38601)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
田ノ谷町 田ノ谷町(1-1-1-100)地区 田ノ谷町(1-1-1-100)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
田ノ谷町 田ノ谷町(1-1-1-101)地区 田ノ谷町(1-1-1-101)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
田ノ谷町 田ノ谷町(1-1-1-102)地区 田ノ谷町(1-1-1-102)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
田ノ谷町 田ノ谷町(1-1-1-98)地区 田ノ谷町(1-1-1-98)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
田ノ谷町 田ノ谷町(1-1-1-99)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
田ノ谷町 田ノ谷町(1-140)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅰ-1015)地区 田ノ谷町(1-Ⅰ-1015)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅰ-1016)地区 田ノ谷町(1-Ⅰ-1016)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅰ-93)地区 田ノ谷町(1-Ⅰ-93)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅰ-43)地区 田ノ谷町(1-Ⅰ-43)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅰ-38816)地区 田ノ谷町(1-Ⅰ-38816)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅱ-38810)地区 田ノ谷町(1-Ⅱ-38810)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅱ-38811)地区 田ノ谷町(1-Ⅱ-38811)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅱ-38818)地区 田ノ谷町(1-Ⅱ-38818)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
四十谷町 四十谷町(1-1-1-103)地区 四十谷町(1-1-1-103)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
四十谷町 四十谷町(1-1-1-141)地区 四十谷町(1-1-1-141)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
四十谷町 四十谷町(1-1-1-142)地区 四十谷町(1-1-1-142)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
四十谷町 四十谷町・岸水町(1-1-1-38901)地区 四十谷町・岸水町(1-1-1-38901)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
四十谷町 四十谷町(1-Ⅰ-1012)地区 四十谷町(1-Ⅰ-1012)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
四十谷町 四十谷町(1-Ⅰ-44)地区 四十谷町(1-Ⅰ-44)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
四十谷町 四十谷町(1-Ⅰ-107)地区 四十谷町(1-Ⅰ-107)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
四十谷町 四十谷町(1-Ⅰ-38901)地区 四十谷町(1-Ⅰ-38901)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
四十谷町・田ノ谷町 田ノ谷町(1-Ⅰ-1014)地区 田ノ谷町(1-Ⅰ-1014)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
岸水町 岸水町(1-1-1-104)地区 岸水町(1-1-1-104)地区 土石流 福井県告示第253号 H20.4.4
岸水町 岸水町(1-1-1-39001)地区 岸水町(1-1-1-39001)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
岸水町 岸水町(1-Ⅱ-1022)地区 岸水町(1-Ⅱ-1022)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
岸水町 岸水町(1-Ⅰ-1001-1)地区 岸水町(1-Ⅰ-1001-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
岸水町 岸水町(1-Ⅰ-45)地区 岸水町(1-Ⅰ-45)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
岸水町 岸水町(1-Ⅱ-39001)地区 岸水町(1-Ⅱ-39001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
岸水町 岸水町(1-Ⅱ-39003)地区 岸水町(1-Ⅱ-39003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
岸水町 岸水町(1-Ⅱ-39009)地区 岸水町(1-Ⅱ-39009)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
岸水町・天菅生町 岸水・天菅生町(1-Ⅲ-1012-1)地区 岸水・天菅生町(1-Ⅲ-1012-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
岸水町・天菅生町 岸水・天菅生町(1-Ⅲ-1012-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
天菅生町 天菅生町(1-1-1-105)地区 天菅生町(1-1-1-105)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
天菅生町 天菅生町(1-Ⅱ-1021)地区 天菅生町(1-Ⅱ-1021)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第320号 H17.3.31
天菅生町 天菅生町(1-Ⅲ-1011)地区 天菅生町(1-Ⅲ-1011)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第320号 H17.3.31
天菅生町 天菅生町(1-Ⅱ-39107)地区 天菅生町(1-Ⅱ-39107)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浅水二日町 浅水二日町(1-Ⅰ-1080)地区 浅水二日町(1-Ⅰ-1080)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
上江尻町 上江尻町(1-Ⅰ-1089)地区 上江尻町(1-Ⅰ-1089)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
森行町 森行町(1-Ⅱ-1120)地区 森行町(1-Ⅱ-1120)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
末広町 末広町(1-Ⅱ-1121-1)地区 末広町(1-Ⅱ-1121-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
末広町 末広町(1-Ⅱ-1121-2)地区 末広町(1-Ⅱ-1121-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
徳尾町 徳尾町(1-1-1-152)地区 徳尾町(1-1-1-152)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
徳尾町 徳尾町(1-1-1-170S-1)地区 徳尾町(1-1-1-170S-1)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
徳尾町 徳尾町(1-1-1-170S-2)地区 徳尾町(1-1-1-170S-2)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
徳尾町 徳尾町(1-1-1-75)地区 徳尾町(1-1-1-75)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
徳尾町 徳尾町(1-1-1-76)地区 徳尾町(1-1-1-76)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
徳尾町 徳尾町(1-Ⅱ-1123)地区 徳尾町(1-Ⅱ-1123)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
徳尾町 徳尾町(1-Ⅰ-111)地区 徳尾町(1-Ⅰ-111)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
生野町 生野町(1-1-1-72)地区 生野町(1-1-1-72)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
生野町 生野町(1-1-1-73)地区 生野町(1-1-1-73)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
生野町 生野町(1-1-1-74)地区 生野町(1-1-1-74)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
生野町 生野町(1-Ⅱ-1124)地区 生野町(1-Ⅱ-1124)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
生野町 生野町(1-Ⅱ-1129)地区 生野町(1-Ⅱ-1129)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
生野町 生野町(1-Ⅰ-117)地区 生野町(1-Ⅰ-117)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
角原町 角原町(1-1-1-151)地区 角原町(1-1-1-151)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
角原町 角原町(1-1-1-70)地区 角原町(1-1-1-70)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
角原町 角原町(1-1-1-71)地区 角原町(1-1-1-71)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
角原町 角原町(1-Ⅱ-1122)地区 角原町(1-Ⅱ-1122)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
角原町 角原町(1-Ⅰ-1081)地区 角原町(1-Ⅰ-1081)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
角原町 角原町(1-Ⅱ-1110-1)地区 角原町(1-Ⅱ-1110-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
角原町 角原町(1-Ⅱ-1110-2)地区 角原町(1-Ⅱ-1110-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
角原町 角原町(1-Ⅱ-36603)地区 角原町(1-Ⅱ-36603)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
角原町 角原町(1-Ⅰ-35)地区 角原町(1-Ⅰ-35)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
鉾ヶ崎町 鉾ヶ崎町(1-1-1-36701)地区 鉾ヶ崎町(1-1-1-36701)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
鉾ヶ崎町 鉾ヶ崎町(1-Ⅰ-734)地区 鉾ヶ崎町(1-Ⅰ-734)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
鉾ケ崎町 鉾ケ崎町(1-1-1-169S-1)地区 鉾ケ崎町(1-1-1-169S-1)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
鉾ケ崎町 鉾ケ崎町(1-1-1-169S-2)地区 鉾ケ崎町(1-1-1-169S-2)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
鉾ケ崎町 鉾ケ崎町(1-Ⅱ-1113)地区 鉾ケ崎町(1-Ⅱ-1113)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
鉾ケ崎町 鉾ケ崎町(1-Ⅲ-1053-1)地区 鉾ケ崎町(1-Ⅲ-1053-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
鉾ケ崎町 鉾ケ崎町(1-Ⅲ-1053-2)地区 鉾ケ崎町(1-Ⅲ-1053-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
福井ハイツ 末広町(1-Ⅱ-36001)地区 末広町(1-Ⅱ-36001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
安保町 安保町(1-Ⅱ-1106)地区 安保町(1-Ⅱ-1106)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
安保町 安保町(1-Ⅰ-103)地区 安保町(1-Ⅰ-103)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
安保町 安保町(1-Ⅱ-34002)地区 安保町(1-Ⅱ-34002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
安保町 安保町(1-Ⅱ-34003)地区 安保町(1-Ⅱ-34003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
冬野町 冬野町(1-Ⅱ-1000)地区 冬野町(1-Ⅱ-1000)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
冬野町 冬野町(1-Ⅱ-1101)地区 冬野町(1-Ⅱ-1101)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
冬野町 冬野町(1-Ⅱ-1103)地区 冬野町(1-Ⅱ-1103)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
冬野町 冬野町(1-Ⅱ-1104)地区 冬野町(1-Ⅱ-1104)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
冬野町 冬野町(1-Ⅲ-1040)地区 冬野町(1-Ⅲ-1040)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
冬野町 冬野町(1-Ⅲ-1042)地区 冬野町(1-Ⅲ-1042)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
冬野町 冬野町(1-Ⅲ-1043)地区 冬野町(1-Ⅲ-1043)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
冬野町 冬野町(1-Ⅲ-1044)地区 冬野町(1-Ⅲ-1044)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第961号 H17.11.29
冬野町 冬野町(1-Ⅰ-1077-1)地区 冬野町(1-Ⅰ-1077-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
冬野町 冬野町(1-Ⅰ-1077-2)地区 冬野町(1-Ⅰ-1077-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
冬野町 冬野町(1-Ⅰ-1078-1)地区 冬野町(1-Ⅰ-1078-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
冬野町 冬野町(1-Ⅰ-1078-2)地区 冬野町(1-Ⅰ-1078-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
花守町 花守町(1-1-1-154)地区 花守町(1-1-1-154)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
花守町 花守町(1-1-1-171S-1)地区 花守町(1-1-1-171S-1)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
花守町 花守町(1-1-1-34201)地区 花守町(1-1-1-34201)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
花守町 花守町(1-1-1-34202)地区 花守町(1-1-1-34202)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
花守町 花守町(1-1-1-34203)地区 花守町(1-1-1-34203)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
花守町 花守町(1-Ⅰ-1086-1)地区 花守町(1-Ⅰ-1086-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
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花守町 花守町(1-Ⅰ-1086-2)地区 花守町(1-Ⅰ-1086-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
花守町 花守町(1-Ⅲ-1046-1)地区 花守町(1-Ⅲ-1046-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
花守町 花守町(1-Ⅲ-1046-2)地区 花守町(1-Ⅲ-1046-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
花守町 花守町(1-Ⅲ-1047)地区 花守町(1-Ⅲ-1047)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
三尾野町 三尾野町(1-Ⅲ-1050-1)地区 三尾野町(1-Ⅲ-1050-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
三尾野町 三尾野町(1-Ⅲ-1050-2)地区 三尾野町(1-Ⅲ-1050-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
三尾野町 三尾野町(1-Ⅱ-1000-1)地区 三尾野町(1-Ⅱ-1000-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
三尾野町 三尾野町(1-Ⅱ-1015-1)地区 三尾野町(1-Ⅱ-1015-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
青葉台 冬野町(1-1-1-34401)地区 冬野町(1-1-1-34401)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
青葉台 冬野町(1-1-1-34501)地区 冬野町(1-1-1-34501)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
青葉台 冬野町(1-Ⅱ-34103)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
青葉台 冬野町(1-Ⅱ-34104)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
青葉台 冬野町(1-Ⅰ-1018)地区 冬野町(1-Ⅰ-1018)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
中野町 中野町(1-Ⅲ-1045)地区 中野町(1-Ⅲ-1045)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
中野町 中野町(1-Ⅱ-34518)地区 中野町(1-Ⅱ-34518)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第96号 R3.3.23
中野町 中野町(1-Ⅱ-34519)地区 中野町(1-Ⅱ-34519)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第96号 R3.3.23
中野町 中野町(1-Ⅱ-34520)地区 中野町(1-Ⅱ-34520)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第96号 R3.3.23
杉の木台第3 中野町(1-Ⅰ-34512)地区 中野町(1-Ⅰ-34512)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
杉の木台第4 中野町(1-Ⅱ-34511)地区 中野町(1-Ⅱ-34511)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
杉の木台第5 中野町(1-Ⅱ-34517)地区 中野町(1-Ⅱ-34517)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
杉の木台第6・杉の木台第7 中野町(1-1-1-34505)地区 中野町(1-1-1-34505)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
杉の木台第6・杉の木台第7 中野町(1-1-1-34506)地区 中野町(1-1-1-34506)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
杉の木台第7 中野町(1-1-1-34507)地区 中野町(1-1-1-34507)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
杉の木台第7 中野町(1-Ⅰ-34523)地区 中野町(1-Ⅰ-34523)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
杉の木台第7 中野町(1-Ⅰ-34534)地区 中野町(1-Ⅰ-34534)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
鮎川町 鮎川町(1-1-3-1)地区 鮎川町(1-1-3-1)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-1-3-2)地区 鮎川町(1-1-3-2)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-2-3-33401)地区 鮎川町(1-2-3-33401)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鮎川町 鮎川町(1-2-3-33402)地区 鮎川町(1-2-3-33402)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鮎川町 鮎川町(1-2-3-33403)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鮎川町 鮎川町(1-Ⅰ-1019)地区 鮎川町(1-Ⅰ-1019)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-Ⅰ-1022)地区 鮎川町(1-Ⅰ-1022)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-Ⅰ-108)地区 鮎川町(1-Ⅰ-108)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-1026)地区 鮎川町(1-Ⅱ-1026)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-1037)地区 鮎川町(1-Ⅱ-1037)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-1039)地区 鮎川町(1-Ⅱ-1039)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-1040)地区 鮎川町(1-Ⅱ-1040)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
鮎川町 鮎川町(1-Ⅰ-48)地区 鮎川町(1-Ⅰ-48)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第345号 R4.8.16
鮎川町 鮎川町(1-Ⅰ-49)地区 鮎川町(1-Ⅰ-49)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-33421)地区 鮎川町(1-Ⅱ-33421)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-33433)地区 鮎川町(1-Ⅱ-33433)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-33442)地区 鮎川町(1-Ⅱ-33442)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-33418)地区 鮎川町(1-Ⅱ-33418)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鮎川町 鮎川町(1-Ⅱ-33446)地区 鮎川町(1-Ⅱ-33446)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鮎川町 鮎川町（1-Ⅱ-33451）地区 鮎川町（1-Ⅱ-33451）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
鮎川町・白浜町 鮎川町(1-Ⅰ-1004)地区 鮎川町(1-Ⅰ-1004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
国見町 国見町(1-2-3-1)地区 国見町(1-2-3-1)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-2-3-2)地区 国見町(1-2-3-2)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-2-3-3)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-2-3-4)地区 国見町(1-2-3-4)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-2-3-5)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-2-3-6)地区 国見町(1-2-3-6)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-2-3-7)地区 国見町(1-2-3-7)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-2-3-8)地区 国見町(1-2-3-8)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-2-3-33501)地区 国見町(1-2-3-33501)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-2-3-33502)地区 国見町(1-2-3-33502)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-2-3-33503)地区 国見町(1-2-3-33503)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-2-3-33504)地区 国見町(1-2-3-33504)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-2-3-33506)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-2-3-33507)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-2-3-33509)地区 国見町(1-2-3-33509)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 鮎川町(1-005)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-003)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-139)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-147)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-1002)地区 国見町(1-Ⅰ-1002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅰ-1021)地区 国見町(1-Ⅰ-1021)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅰ-116)地区 国見町(1-Ⅰ-116)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1027)地区 国見町(1-Ⅱ-1027)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1028)地区 国見町(1-Ⅱ-1028)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1031)地区 国見町(1-Ⅱ-1031)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1032)地区 国見町(1-Ⅱ-1032)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1034)地区 国見町(1-Ⅱ-1034)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1035)地区 国見町(1-Ⅱ-1035)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1038)地区 国見町(1-Ⅱ-1038)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1042)地区 国見町(1-Ⅱ-1042)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1043)地区 国見町(1-Ⅱ-1043)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
国見町 国見町(1-Ⅱ-1006-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
国見町 国見町(1-Ⅱ-1007-1)地区 国見町(1-Ⅱ-1007-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
国見町 国見町(1-Ⅱ-33510)地区 国見町(1-Ⅱ-33510)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33511)地区 国見町(1-Ⅱ-33511)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33512)地区 国見町(1-Ⅰ-33512)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33513)地区 国見町(1-Ⅱ-33513)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33514)地区 国見町(1-Ⅱ-33514)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33518)地区 国見町(1-Ⅰ-33518)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33523)地区 国見町(1-Ⅱ-33523)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33524)地区 国見町(1-Ⅰ-33524)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33525)地区 国見町(1-Ⅱ-33525)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33533)地区 国見町(1-Ⅰ-33533)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33534)地区 国見町(1-Ⅱ-33534)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33535)地区 国見町(1-Ⅰ-33535)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33536)地区 国見町(1-Ⅰ-33536)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33537)地区 国見町(1-Ⅱ-33537)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33539)地区 国見町(1-Ⅰ-33539)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33541)地区 国見町(1-Ⅰ-33541)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33542)地区 国見町(1-Ⅱ-33542)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33545)地区 国見町(1-Ⅰ-33545)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33549)地区 国見町(1-Ⅰ-33549)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33551)地区 国見町(1-Ⅱ-33551)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33552)地区 国見町(1-Ⅱ-33552)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33553)地区 国見町(1-Ⅱ-33553)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
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国見町 国見町(1-Ⅱ-33554)地区 国見町(1-Ⅱ-33554)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33556)地区 国見町(1-Ⅰ-33556)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33571)地区 国見町(1-Ⅰ-33571)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33572)地区 国見町(1-Ⅰ-33572)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33574)地区 国見町(1-Ⅱ-33574)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33576)地区 国見町(1-Ⅱ-33576)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33577)地区 国見町(1-Ⅱ-33577)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33503)地区 国見町(1-Ⅰ-33503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33531)地区 国見町(1-Ⅱ-33531)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅰ-33504)地区 国見町(1-Ⅰ-33504)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33540)地区 国見町(1-Ⅱ-33540)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国見町 国見町(1-Ⅱ-33550)地区 国見町(1-Ⅱ-33550)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
白浜町 白浜町(1-3-5)地区 白浜町(1-3-5)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
白浜町 白浜町(1-Ⅰ-1025)地区 白浜町(1-Ⅰ-1025)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
白浜町 白浜町(1-Ⅰ-53-1)地区 白浜町(1-Ⅰ-53-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
白浜町 白浜町(1-Ⅰ-53-2)地区 白浜町(1-Ⅰ-53-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
白浜町 白浜町(1-Ⅰ-1004-2)地区 白浜町(1-Ⅰ-1004-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
白浜町 白浜町(1-Ⅱ-33604)地区 白浜町(1-Ⅱ-33604)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
白浜町 白浜町(1-Ⅱ-33606)地区 白浜町(1-Ⅱ-33606)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
白浜町 白浜町(1-Ⅰ-52)地区 白浜町(1-Ⅰ-52)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大丹生町 大丹生町(1-3-3)地区 大丹生町(1-3-3)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
大丹生町 大丹生町(1-007)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
大丹生町 大丹生町(1-009)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
大丹生町 大丹生町(1-Ⅰ-1007)地区 大丹生町(1-Ⅰ-1007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大丹生町 大丹生町(1-Ⅰ-1008)地区 大丹生町(1-Ⅰ-1008)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大丹生町 大丹生町(1-Ⅱ-1053)地区 大丹生町(1-Ⅱ-1053)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大丹生町 大丹生町(1-Ⅱ-1055)地区 大丹生町(1-Ⅱ-1055)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大丹生町 大丹生町(1-Ⅰ-1028)地区 大丹生町(1-Ⅰ-1028)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
大丹生町 大丹生町(1-Ⅰ-50)地区 大丹生町(1-Ⅰ-50)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
大丹生町 大丹生町(1-Ⅰ-33735)地区 大丹生町(1-Ⅰ-33735)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大丹生町・小丹生町 小丹生町(1-008)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
小丹生町 小丹生町(1-3-4)地区 小丹生町(1-3-4)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
小丹生町 小丹生町(1-010)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
小丹生町 小丹生町(1-029)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
小丹生町 小丹生町(1-Ⅰ-51-1)地区 小丹生町(1-Ⅰ-51-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
小丹生町 小丹生町(1-Ⅰ-51-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
小丹生町 小丹生町(1-Ⅱ-1008)地区 小丹生町(1-Ⅱ-1008)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
小丹生町 小丹生町(1-Ⅱ-1066)地区 小丹生町(1-Ⅱ-1066)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
小丹生町 大味町・小丹生町(26-Ⅱ-00301)地区 大味町・小丹生町(26-Ⅱ-00301)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
寮町 寮町(1-1-1-32107)地区 寮町(1-1-1-32107)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町 寮町(1-1-1-32108)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町 寮町(1-1-1-32110)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町 寮町(1-1-1-32111)地区 寮町(1-1-1-32111)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町 寮町(1-1-1-32112)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町 寮町(1-Ⅱ-32104)地区 寮町(1-Ⅱ-32104)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町 寮町(1-Ⅱ-32105)地区 寮町(1-Ⅱ-32105)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町 寮町(1-Ⅱ-32106)地区 寮町(1-Ⅱ-32106)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町・河水町 寮町・河水町(1-1-1-32109)地区 寮町・河水町(1-1-1-32109)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町・坂下町 寮町・坂下町(1-1-1-32102)地区 寮町・坂下町(1-1-1-32102)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町・坂下町 寮町・坂下町(1-1-1-32103)地区 寮町・坂下町(1-1-1-32103)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町・坂下町 寮町・坂下町(1-1-1-32104)地区 寮町・坂下町(1-1-1-32104)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町・坂下町・殿下町 寮町・坂下町・殿下町(1-1-1-32105)地区 寮町・坂下町・殿下町(1-1-1-32105)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
寮町・殿下町 寮町・殿下町(1-1-1-32106)地区 寮町・殿下町(1-1-1-32106)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
堅達町 堅達町(1-1-1-4)地区 堅達町(1-1-1-4)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
堅達町 堅達町(1-1-1-32204)地区 堅達町(1-1-1-32204)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
堅達町 堅達町(1-1-1-32205)地区 堅達町(1-1-1-32205)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
堅達町 堅達町(1-1-1-32206)地区 堅達町(1-1-1-32206)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
堅達町 堅達町(1-Ⅰ-1030)地区 堅達町(1-Ⅰ-1030)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
堅達町 堅達町(1-Ⅰ-1006)地区 堅達町(1-Ⅰ-1006)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
坂下町 坂下町(1-1-1-5)地区 坂下町(1-1-1-5)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
坂下町 坂下町(1-1-1-32302)地区 坂下町(1-1-1-32302)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
坂下町 坂下町(1-Ⅰ-1031)地区 坂下町(1-Ⅰ-1031)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
坂下町 坂下町(1-Ⅱ-1056)地区 坂下町(1-Ⅱ-1056)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
坂下町 坂下町(1-Ⅲ-1019)地区 坂下町(1-Ⅲ-1019)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
坂下町 坂下町(1-Ⅱ-32304)地区 坂下町(1-Ⅱ-32304)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
坂下町 坂下町(1-Ⅰ-32305)地区 坂下町(1-Ⅰ-32305)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
坂下町 坂下町(1-Ⅱ-32307)地区 坂下町(1-Ⅱ-32307)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
坂下町・堅達町 坂下町・堅達町(1-1-1-32301)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
坂下町・堅達町 坂下町・堅達町(1-1-1-32303)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
河水町 河水町(1-1-1-6)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
河水町 河水町(1-1-1-7)地区 河水町(1-1-1-7)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
河水町 河水町(1-Ⅰ-119)地区 河水町(1-Ⅰ-119)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
河水町 河水町(1-Ⅱ-32402)地区 河水町(1-Ⅱ-32402)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
花野谷町 花野谷(1-1-1-10-1)地区 花野谷(1-1-1-10-1)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
花野谷町 花野谷(1-1-1-10-2)地区 花野谷(1-1-1-10-2)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
花野谷町 花野谷(1-1-1-143)地区 花野谷(1-1-1-143)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
花野谷町 花野谷(1-1-1-144)地区 花野谷(1-1-1-144)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
花野谷町 花野谷(1-1-1-8)地区 花野谷(1-1-1-8)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
花野谷町 花野谷(1-1-1-9)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
花野谷町 花野谷町(1-1-1-32501)地区 花野谷町(1-1-1-32501)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
花野谷町 花野谷町(1-1-1-32502)地区 花野谷町(1-1-1-32502)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
花野谷町 花野谷(1-Ⅱ-1074)地区 花野谷(1-Ⅱ-1074)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
宮地町 宮地町(1-1-1-11)地区 宮地町(1-1-1-11)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
大畑町 大畑町(1-1-1-12)地区 大畑町(1-1-1-12)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
大畑町 大畑町(1-Ⅱ-32703)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
大畑町 大畑町(1-Ⅰ-1013-1)地区 大畑町(1-Ⅰ-1013-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
大畑町 大畑町(1-Ⅰ-1013-2)地区 大畑町(1-Ⅰ-1013-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
大畑町・花野谷町 大畑町・花野谷町(1-1-1-32701)地区 大畑町・花野谷町(1-1-1-32701)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
次郎丸町 次郎丸町(1-1-1-13)地区 次郎丸町(1-1-1-13)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
次郎丸町 次郎丸町(1-Ⅰ-1062-1)地区 次郎丸町(1-Ⅰ-1062-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
次郎丸町 次郎丸町(1-Ⅰ-1062-2)地区 次郎丸町(1-Ⅰ-1062-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
岡西谷町 岡西谷町(1-1-1-14)地区 岡西谷町(1-1-1-14)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
岡西谷町 岡西谷町(1-Ⅲ-1028)地区 岡西谷町(1-Ⅲ-1028)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
岡西谷町・荒木町 岡西谷町・荒木町(1-Ⅱ-1010)地区 岡西谷町・荒木町(1-Ⅱ-1010)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
間山町 間山町(1-Ⅲ-1016)地区 間山町(1-Ⅲ-1016)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
間山町・堅達町 間山町・堅達町(1-1-1-31401)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
間山町・堅達町・原目町 間山町・堅達町・原目町(1-1-1-31402)地区 間山町・堅達町・原目町(1-1-1-31402)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
重立町 重立町(1-1-1-1)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
重立町 重立町(1-1-1-2-1)地区 重立町(1-1-1-2-1)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
重立町 重立町(1-1-1-2-2)地区 重立町(1-1-1-2-2)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
重立町 重立町(1-Ⅰ-118-1)地区 重立町(1-Ⅰ-118-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
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重立町 重立町(1-Ⅰ-118-2)地区 重立町(1-Ⅰ-118-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
重立町 重立町(1-Ⅱ-1049)地区 重立町(1-Ⅱ-1049)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
重立町 重立町(1-Ⅲ-1013)地区 重立町(1-Ⅲ-1013)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
重立町 重立町(1-Ⅲ-1014)地区 重立町(1-Ⅲ-1014)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
重立町 重立町(1-Ⅱ-31501)地区 重立町(1-Ⅱ-31501)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
原目町 原目町(1-1-1-3)地区 原目町(1-1-1-3)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
原目町 原目町(1-1-1-31601)地区 原目町(1-1-1-31601)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
原目町 原目町(1-Ⅰ-1027)地区 原目町(1-Ⅰ-1027)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
原目町 原目町(1-Ⅱ-1054)地区 原目町(1-Ⅱ-1054)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
原目町 原目町(1-Ⅲ-1015)地区 原目町(1-Ⅲ-1015)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
畠中町 畠中町(1-2-5-1)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
畠中町 畠中町(1-2-5-2)地区 畠中町(1-2-5-2)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
畠中町 畠中町(1-2-5-3)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
畠中町 謡谷町(1-018)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
畠中町 畠中町(1-020)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
畠中町 畠中町(1-Ⅰ-100)地区 畠中町(1-Ⅰ-100)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
畠中町 畠中町(1-Ⅰ-101-1)地区 畠中町(1-Ⅰ-101-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
畠中町 畠中町(1-Ⅰ-101-2)地区 畠中町(1-Ⅰ-101-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
畠中町 畠中町(1-Ⅰ-99)地区 畠中町(1-Ⅰ-99)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
畠中町 畠中町(1-Ⅱ-28903)地区 畠中町(1-Ⅱ-28903)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
畠中町 畠中町(1-Ⅱ-28906)地区 畠中町(1-Ⅱ-28906)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国山町 国山町(1-2-5-29001)地区 国山町(1-2-5-29001)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
国山町 国山町(1-017)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
国山町 国山町(1-Ⅱ-29015)地区 国山町(1-Ⅱ-29015)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国山町 国山町(1-Ⅱ-29016)地区 国山町(1-Ⅱ-29016)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国山町 国山町(1-Ⅱ-29018)地区 国山町(1-Ⅱ-29018)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
国山町 国山町(1-Ⅱ-29120)地区 国山町(1-Ⅱ-29120)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-Ⅰ-1052)地区 千合町(1-Ⅰ-1052)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
千合町 千合町(1-Ⅱ-1073)地区 千合町(1-Ⅱ-1073)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
千合町 千合町(1-Ⅰ-29107)地区 千合町(1-Ⅰ-29107)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-Ⅱ-29101)地区 千合町(1-Ⅱ-29101)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-Ⅱ-29102)地区 千合町(1-Ⅱ-29102)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-Ⅱ-29103)地区 千合町(1-Ⅱ-29103)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-Ⅱ-29104)地区 千合町(1-Ⅱ-29104)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-Ⅱ-29105)地区 千合町(1-Ⅱ-29105)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-Ⅱ-29106)地区 千合町(1-Ⅱ-29106)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-Ⅱ-29118)地区 千合町(1-Ⅱ-29118)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
千合町 千合町(1-150)地区 土石流 福井県告示第96号 R3.3.23
謡谷町 謡谷町(1-2-5-15)地区 謡谷町(1-2-5-15)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
謡谷町 謡谷町(1-2-5-29201)地区 謡谷町(1-2-5-29201)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
謡谷町 謡谷町(1-019)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
謡谷町 謡谷町(1-Ⅰ-114)地区 謡谷町(1-Ⅰ-114)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
謡谷町 謡谷町(1-Ⅱ-1075)地区 謡谷町(1-Ⅱ-1075)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
謡谷町 謡谷町(1-Ⅱ-29210)地区 謡谷町(1-Ⅱ-29210)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
謡谷町 謡谷町(1-Ⅱ-29211)地区 謡谷町(1-Ⅱ-29211)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
二ツ屋町 二ツ屋町(1-023)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
二ツ屋町 二ツ屋町(1-024)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
二ツ屋町 二ツ屋町(1-Ⅰ-95)地区 二ツ屋町(1-Ⅰ-95)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
二ツ屋町 二ツ屋町(1-Ⅰ-29342)地区 二ツ屋町(1-Ⅰ-29342)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
二ツ屋町 二ツ屋町(1-Ⅱ-29410)地区 二ツ屋町(1-Ⅱ-29410)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-2-5-12)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
武周町 武周町(1-2-5-14)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
武周町 武周町(1-021)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-Ⅱ-1078)地区 武周町(1-Ⅱ-1078)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
武周町 風尾町・武周町(1-Ⅱ-143303)地区 風尾町・武周町(1-Ⅱ-143303)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-Ⅰ-96)地区 武周町(1-Ⅰ-96)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-Ⅰ-102)地区 武周町(1-Ⅰ-102)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-Ⅰ-29404)地区 武周町(1-Ⅰ-29404)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-Ⅱ-29401)地区 武周町(1-Ⅱ-29401)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-Ⅱ-29405)地区 武周町(1-Ⅱ-29405)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-Ⅱ-29406)地区 武周町(1-Ⅱ-29406)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
武周町 武周町(1-Ⅱ-1078-2)地区 武周町(1-Ⅱ-1078-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
風尾町 風尾町(1-2-5-29501)地区 風尾町(1-2-5-29501)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
風尾町 風尾町(1-Ⅰ-94-2)地区 風尾町(1-Ⅰ-94-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
風尾町 風尾町(1-Ⅰ-143307)地区 風尾町(1-Ⅰ-143307)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
風尾町 風尾町(1-Ⅱ-143306)地区 風尾町(1-Ⅱ-143306)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
風尾町 風尾町(1-Ⅱ-143310)地区 風尾町(1-Ⅱ-143310)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
風尾町 風尾町・大矢町(1-Ⅱ-143308)地区 風尾町・大矢町(1-Ⅱ-143308)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
風尾町 風尾町・畠中町(1-Ⅰ-94-1)地区 風尾町・畠中町(1-Ⅰ-94-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
風尾町・大矢町 大矢町(1-022)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
大矢町 大矢町(1-2-5-4)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
大矢町 大矢町(1-2-5-5)地区 大矢町(1-2-5-5)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
大矢町 大矢町(1-2-5-29601)地区 大矢町(1-2-5-29601)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大矢町 大矢町(1-2-5-29602)地区 大矢町(1-2-5-29602)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大矢町 大矢町(1-Ⅰ-1063)地区 大矢町(1-Ⅰ-1063)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大矢町 大矢町(1-Ⅰ-143148)地区 大矢町(1-Ⅰ-143148)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大矢町 大矢町(1-Ⅱ-143145)地区 大矢町(1-Ⅱ-143145)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大矢町 大矢町(1-Ⅱ-143146)地区 大矢町(1-Ⅱ-143146)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大矢町 大矢町(1-Ⅱ-143147)地区 大矢町(1-Ⅱ-143147)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-10)地区 尼ヶ谷町(1-2-5-10)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-11)地区 尼ヶ谷町(1-2-5-11)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-13)地区 尼ヶ谷町(1-2-5-13)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-8-1)地区 尼ヶ谷町(1-2-5-8-1)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-8-2)地区 尼ヶ谷町(1-2-5-8-2)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-9)地区 尼ヶ谷町(1-2-5-9)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-29701)地区 尼ヶ谷町(1-2-5-29701)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-29702)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-2-5-29703)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-1070)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-1070)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-1071)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-1071)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-1089)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-1089)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-1091)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-1091)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-1072)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-1072)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-98-1)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-98-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-98-2)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-98-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-98-3)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-98-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-98-4)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅰ-98-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29801)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29712)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29712)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29722)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29722)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29723)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29723)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9

東藤島

殿下

殿下



 9-3　土砂災害警戒区域等一覧表

尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29724)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29724)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
尼ヶ谷町 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29725)地区 尼ヶ谷町(1-Ⅱ-29725)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
水谷町 水谷町(1-2-5-6)地区 水谷町(1-2-5-6)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
水谷町 水谷町(1-Ⅰ-1065-1)地区 水谷町(1-Ⅰ-1065-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
水谷町 水谷町(1-Ⅰ-1065-2)地区 水谷町(1-Ⅰ-1065-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
水谷町 水谷町(1-Ⅱ-29808)地区 水谷町(1-Ⅱ-29808)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
水谷町 水谷町(1-Ⅱ-29814)地区 水谷町(1-Ⅱ-29814)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
水谷町 水谷町(1-Ⅱ-29811)地区 水谷町(1-Ⅱ-29811)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
水谷町・宿堂町 水谷町・宿堂町(1-Ⅱ-29813)地区 水谷町・宿堂町(1-Ⅱ-29813)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-1-1-166)地区 宿堂町(1-1-1-166)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宿堂町 宿堂町(1-2-5-29901)地区 宿堂町(1-2-5-29901)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-1080)地区 宿堂町(1-Ⅱ-1080)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
宿堂町 宿堂町(1-Ⅰ-29932)地区 宿堂町(1-Ⅰ-29932)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29901)地区 宿堂町(1-Ⅱ-29901)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29902)地区 宿堂町(1-Ⅱ-29902)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29903)地区 宿堂町(1-Ⅱ-29903)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29904)地区 宿堂町(1-Ⅱ-29904)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29905)地区 宿堂町(1-Ⅱ-29905)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29921)地区 宿堂町(1-Ⅱ-29921)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29933)地区 宿堂町(1-Ⅱ-29933)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29934)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿堂町 宿堂町(1-Ⅱ-29935)地区 宿堂町(1-Ⅱ-29935)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
別畑町 別畑町(1-2-5-7)地区 別畑町(1-2-5-7)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
別畑町 別畑町(1-2-5-30001)地区 別畑町(1-2-5-30001)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
別畑町 別畑町(1-Ⅰ-97)地区 別畑町(1-Ⅰ-97)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
別畑町 別畑町(1-Ⅱ-1097)地区 別畑町(1-Ⅱ-1097)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
別畑町 別畑町(1-Ⅰ-30019)地区 別畑町(1-Ⅰ-30019)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
別畑町 別畑町(1-Ⅰ-30020)地区 別畑町(1-Ⅰ-30020)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
別畑町 別畑町(1-Ⅱ-30007)地区 別畑町(1-Ⅱ-30007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
別畑町 別畑町(1-Ⅱ-30018)地区 別畑町(1-Ⅱ-30018)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
別畑町 別畑町(1-Ⅱ-30025)地区 別畑町(1-Ⅱ-30025)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
別畑町 別畑町(1-Ⅱ-30026)地区 別畑町(1-Ⅱ-30026)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
西別所町 西別所町(1-1-1-165)地区 西別所町(1-1-1-165)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
西別所町 西別所町(1-1-1-128)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
西別所町 西別所町(1-Ⅱ-1081)地区 西別所町(1-Ⅱ-1081)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
西別所町 西別所町(1-Ⅱ-30102)地区 西別所町(1-Ⅱ-30102)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
西別所町 西別所町(1-Ⅱ-29916)地区 西別所町(1-Ⅱ-29916)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
西別所町 西別所町(1-Ⅱ-29917)地区 西別所町(1-Ⅱ-29917)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
西別所町 西別所町(1-Ⅰ-104-1)地区 西別所町(1-Ⅰ-104-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
西別所町 西別所町(1-Ⅰ-104-2)地区 西別所町(1-Ⅰ-104-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
西別所町 西別所町(1-Ⅰ-104-3)地区 西別所町(1-Ⅰ-104-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
西別所町 西別所町(1-Ⅰ-104-4)地区 西別所町(1-Ⅰ-104-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
白滝町 白滝町(1-1-1-129)地区 白滝町(1-1-1-129)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
白滝町 白滝町(1-2-5-30202)地区 白滝町(1-2-5-30202)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
白滝町 白滝町(1-2-5-30203)地区 白滝町(1-2-5-30203)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
白滝町 白滝町(1-Ⅰ-115)地区 白滝町(1-Ⅰ-115)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
白滝町 白滝町(1-Ⅱ-1079)地区 白滝町(1-Ⅱ-1079)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
白滝町 白滝町（1-Ⅱ-30251）地区 白滝町（1-Ⅱ-30251）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
白滝町 白滝町（1-Ⅱ-30252）地区 白滝町（1-Ⅱ-30252）地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第345号 R4.8.16
波寄町 波寄町(1-Ⅰ-1000)地区 波寄町(1-Ⅰ-1000)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
波寄町 波寄町(1-Ⅰ-4-1)地区 波寄町(1-Ⅰ-4-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
波寄町 波寄町(1-Ⅰ-4-2)地区 波寄町(1-Ⅰ-4-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
波寄町 波寄町(1-Ⅱ-1001-1)地区 波寄町(1-Ⅱ-1001-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
波寄町 波寄町(1-Ⅱ-1001-2)地区 波寄町(1-Ⅱ-1001-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
波寄町 波寄町(1-Ⅱ-27004)地区 波寄町(1-Ⅱ-27004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
波寄町 波寄町(1-Ⅱ-27005)地区 波寄町(1-Ⅱ-27005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
菖蒲谷町 菖蒲谷町(1-Ⅱ-1003)地区 菖蒲谷町(1-Ⅱ-1003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
菖蒲谷町 菖蒲谷町(1-Ⅲ-1000)地区 菖蒲谷町(1-Ⅲ-1000)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
水切町 水切町(1-Ⅰ-1003)地区 水切町(1-Ⅰ-1003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
水切町 水切町(1-Ⅱ-1005)地区 水切町(1-Ⅱ-1005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
水切町 水切町(1-Ⅰ-27216)地区 水切町(1-Ⅰ-27216)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
水切町 水切町(1-Ⅱ-27219)地区 水切町(1-Ⅱ-27219)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
小野町 小野町(1-1-1-164)地区 小野町(1-1-1-164)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
小野町 小野町(1-Ⅲ-1006)地区 小野町(1-Ⅲ-1006)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
小野町 小野町(1-Ⅱ-27402)地区 小野町(1-Ⅱ-27402)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小野町 小野町・串野町(1-Ⅰ-27403)地区 小野町・串野町(1-Ⅰ-27403)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
串野町 串野町(1-1-1-163)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
串野町 串野町(1-1-1-27604)地区 串野町(1-1-1-27604)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
串野町 串野町(1-Ⅰ-27506)地区 串野町(1-Ⅰ-27506)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
串野町 串野町・小野町(1-Ⅰ-27404)地区 串野町・小野町(1-Ⅰ-27404)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
佐野町 佐野町(1-Ⅰ-1005)地区 佐野町(1-Ⅰ-1005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
佐野町 佐野町(1-Ⅰ-112)地区 佐野町(1-Ⅰ-112)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
佐野町 佐野町(1-Ⅰ-27601)地区 佐野町(1-Ⅰ-27601)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
佐野町 佐野町(1-Ⅰ-27602)地区 佐野町(1-Ⅰ-27602)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
佐野町 佐野町(1-Ⅰ-27619)地区 佐野町(1-Ⅰ-27619)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
佐野町 佐野町(1-Ⅱ-27620)地区 佐野町(1-Ⅱ-27620)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
佐野町 佐野町(1-Ⅱ-27604)地区 佐野町(1-Ⅱ-27604)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
佐野町 佐野町(1-Ⅱ-27616)地区 佐野町(1-Ⅱ-27616)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上野町 上野町(1-Ⅲ-1003)地区 上野町(1-Ⅲ-1003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
上野町 上野町(1-Ⅲ-1004)地区 上野町(1-Ⅲ-1004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
浄土寺町 浄土寺町(1-1-1-126)地区 浄土寺町(1-1-1-126)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
浄土寺町 浄土寺町(1-Ⅱ-1006)地区 浄土寺町(1-Ⅱ-1006)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
浄土寺町 浄土寺町(1-Ⅱ-1007)地区 浄土寺町(1-Ⅱ-1007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
浄土寺町 浄土寺町(1-Ⅲ-1007)地区 浄土寺町(1-Ⅲ-1007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
浄土寺町 浄土寺町(1-Ⅱ-27803)地区 浄土寺町(1-Ⅱ-27803)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浄土寺町 浄土寺町(1-Ⅱ-27804)地区 浄土寺町(1-Ⅱ-27804)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
布施田町 布施田町(1-Ⅰ-1002-1)地区 布施田町(1-Ⅰ-1002-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
布施田町 布施田町(1-Ⅰ-1002-2)地区 布施田町(1-Ⅰ-1002-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
布施田町 三宅町(1-Ⅱ-28001)地区 三宅町(1-Ⅱ-28001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
布施田町 三宅町・布施田町(1-Ⅰ-1002-3)地区 三宅町・布施田町(1-Ⅰ-1002-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
黒丸城 黒丸城町(1-Ⅰ-1001)地区 黒丸城町(1-Ⅰ-1001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
砂子坂町 砂子坂町(1-Ⅱ-1002)地区 砂子坂町(1-Ⅱ-1002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
砂子坂町 砂子坂町(1-Ⅰ-23-1)地区 砂子坂町(1-Ⅰ-23-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
砂子坂町 砂子坂町(1-Ⅰ-23-2)地区 砂子坂町(1-Ⅰ-23-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
砂子坂町 砂子坂町(1－Ⅱ－28401)地区 砂子坂町(1－Ⅱ－28401)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
小幡町 小幡町(1-Ⅰ-113)地区 小幡町(1-Ⅰ-113)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小幡町 小幡町(1-Ⅱ-25501)地区 小幡町(1-Ⅱ-25501)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
石畠町 石畠町(1-1-1-127)地区 石畠町(1-1-1-127)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
石畠町 石畠町(1-1-1-25701)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
石畠町 石畠町(1-Ⅲ-1005)地区 石畠町(1-Ⅲ-1005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
石畠町 石畠町(1-Ⅱ-25702)地区 石畠町(1-Ⅱ-25702)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
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田ノ頭町 田ノ頭町(1-1-1-25901)地区 田ノ頭町(1-1-1-25901)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
田ノ頭町 田ノ頭町(1-Ⅱ-25834)地区 田ノ頭町(1-Ⅱ-25834)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
中山町 中山町(1-Ⅰ-1004)地区 中山町(1-Ⅰ-1004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
中山町 中山町(1-Ⅲ-1002)地区 中山町(1-Ⅲ-1002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
中山町 中山町(1-Ⅰ-1004-1)地区 中山町(1-Ⅰ-1004-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
深坂町 深坂町(1-Ⅰ-5-1)地区 深坂町(1-Ⅰ-5-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
深坂町 深坂町(1-Ⅰ-5-2)地区 深坂町(1-Ⅰ-5-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
深坂町 深坂町(1-Ⅰ-5-3)地区 深坂町(1-Ⅰ-5-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
深坂町 深坂町(1-Ⅰ-5-4)地区 深坂町(1-Ⅰ-5-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
深坂町 深坂町(1-Ⅰ-5-5)地区 深坂町(1-Ⅰ-5-5)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
深坂町 深坂町(1-Ⅰ-5-6)地区 深坂町(1-Ⅰ-5-6)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
深坂町 深坂町(1-Ⅲ-1001)地区 深坂町(1-Ⅲ-1001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
深坂町 深坂町(1-Ⅱ-26004)地区 深坂町(1-Ⅱ-26004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
浜島町 浜島町(1-Ⅰ-25)地区 浜島町(1-Ⅰ-25)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
石新保町 石新保町(1-Ⅱ-26114)地区 石新保町(1-Ⅱ-26114)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
石橋町 石橋町(1-Ⅱ-1002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
浜別所町 浜別所町(1-Ⅰ-26503)地区 浜別所町(1-Ⅰ-26503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
浜別所町 浜別所町(1-Ⅱ-26501)地区 浜別所町(1-Ⅱ-26501)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
浜別所町・深坂町 浜別所町(1-Ⅱ-26008)地区 浜別所町(1-Ⅱ-26008)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
川尻町 川尻町(1-Ⅱ-26606)地区 川尻町(1-Ⅱ-26606)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
川尻町 川尻町(1-Ⅱ-26902)地区 川尻町(1-Ⅱ-26902)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
両橋屋町 両橋屋町(1-Ⅰ-24)地区 両橋屋町(1-Ⅰ-24)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
市ノ瀬町 市ノ瀬町(1-Ⅰ-16)地区 市ノ瀬町(1-Ⅰ-16)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
市ノ瀬町・石橋町 市ノ瀬町・石橋町(1-Ⅱ-26812)地区 市ノ瀬町・石橋町(1-Ⅱ-26812)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
高須町 高須町(1-2-2-1)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
高須町 高須町(1-001)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅰ-17)地区 高須町(1-Ⅰ-17)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
高須町 高須町(1-Ⅱ-24112)地区 高須町(1-Ⅱ-24112)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅱ-24113)地区 高須町(1-Ⅱ-24113)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅱ-24114)地区 高須町(1-Ⅱ-24114)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅱ-24119)地区 高須町(1-Ⅱ-24119)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅱ-24121)地区 高須町(1-Ⅱ-24121)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅱ-24125)地区 高須町(1-Ⅱ-24125)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅱ-24126)地区 高須町(1-Ⅱ-24126)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅱ-24130)地区 高須町(1-Ⅱ-24130)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
高須町 高須町(1-Ⅱ-24131)地区 高須町(1-Ⅱ-24131)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
宮郷町 宮郷町(1-2-2-2)地区 宮郷町(1-2-2-2)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宮郷町 宮郷町(1-2-2-3)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
宮郷町 宮郷町(1-002)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
宮郷町 宮郷町(1-Ⅱ-24214)地区 宮郷町(1-Ⅱ-24214)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
宮郷町 宮郷町(1-Ⅱ-24216)地区 宮郷町(1-Ⅱ-24216)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
西畑町 西畑町(1-Ⅱ-24309)地区 西畑町(1-Ⅱ-24309)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
免鳥町 免鳥町(1-Ⅰ-24621)地区 免鳥町(1-Ⅰ-24621)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24603)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24603)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24612)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24612)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24613)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24613)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24614)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24614)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24615)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24615)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24616)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24616)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24619)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24619)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24620)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24620)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
免鳥町 免鳥町(1-Ⅱ-24622)地区 免鳥町(1-Ⅱ-24622)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
浜住町 浜住町(1-Ⅰ-1006)地区 浜住町(1-Ⅰ-1006)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
浜住町 浜住町(1-Ⅰ-24701)地区 浜住町(1-Ⅰ-24701)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浜住町 浜住町(1-Ⅱ-24702)地区 浜住町(1-Ⅱ-24702)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浜住町 浜住町(1-Ⅱ-24703)地区 浜住町(1-Ⅱ-24703)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浜住町 浜住町(1-Ⅰ-24704)地区 浜住町(1-Ⅰ-24704)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浜住町 浜住町(1-Ⅰ-24705)地区 浜住町(1-Ⅰ-24705)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浜住町 浜住町(1-Ⅱ-24711)地区 浜住町(1-Ⅱ-24711)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浜住町 浜住町(1-Ⅰ-24707)地区 浜住町(1-Ⅰ-24707)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
浜住町・免鳥町 浜住・免鳥町(1-Ⅰ-18-1)地区 浜住・免鳥町(1-Ⅰ-18-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
浜住町・免鳥町 浜住・免鳥町(1-Ⅰ-18-2)地区 浜住・免鳥町(1-Ⅰ-18-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
浜住町・免鳥町 浜住・免鳥町(1-Ⅰ-18-3)地区 浜住・免鳥町(1-Ⅰ-18-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和布町 和布町(1-3-24801)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-3-24802)地区 和布町(1-3-24802)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-Ⅰ-26-1)地区 和布町(1-Ⅰ-26-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和布町 和布町(1-Ⅰ-26-2)地区 和布町(1-Ⅰ-26-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和布町 和布町(1-Ⅰ-26-3)地区 和布町(1-Ⅰ-26-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和布町 和布町(1-Ⅰ-24802)地区 和布町(1-Ⅰ-24802)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-Ⅰ-24803)地区 和布町(1-Ⅰ-24803)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-Ⅱ-24801)地区 和布町(1-Ⅱ-24801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-Ⅱ-24806)地区 和布町(1-Ⅱ-24806)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-Ⅱ-24810)地区 和布町(1-Ⅱ-24810)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-Ⅱ-24811)地区 和布町(1-Ⅱ-24811)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-Ⅱ-24812)地区 和布町(1-Ⅱ-24812)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
和布町 和布町(1-Ⅱ-24901)地区 和布町(1-Ⅱ-24901)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
蓑町 蓑町(1-Ⅰ-1007)地区 蓑町(1-Ⅰ-1007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
蓑町 蓑町(1-Ⅱ-1010)地区 蓑町(1-Ⅱ-1010)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
蓑町 蓑町(1-Ⅰ-25014)地区 蓑町(1-Ⅰ-25014)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
蓑町 蓑町(1-Ⅰ-25016)地区 蓑町(1-Ⅰ-25016)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
蓑町 蓑町(1-Ⅱ-25007)地区 蓑町(1-Ⅱ-25007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
蓑町 蓑町(1-Ⅱ-25011)地区 蓑町(1-Ⅱ-25011)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
蓑町・松蔭町 蓑町・松蔭町(1-Ⅰ-27-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
蓑町・松蔭町 蓑町・松蔭町(1-Ⅰ-27-2)地区 蓑町・松蔭町(1-Ⅰ-27-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
蓑町・松蔭町 蓑町・松蔭町(1-Ⅰ-27-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
糸崎町 糸崎町(1-3-25101)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
糸崎町 糸崎町(1-Ⅱ-1016)地区 糸崎町(1-Ⅱ-1016)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
糸崎町 糸崎町(1-Ⅰ-19)地区 糸崎町(1-Ⅰ-19)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
糸崎町 糸崎町(1-Ⅱ-25105)地区 糸崎町(1-Ⅱ-25105)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
糸崎町 糸崎町(1-Ⅱ-25111)地区 糸崎町(1-Ⅱ-25111)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
糸崎町 糸崎町(1-Ⅱ-25206)地区 糸崎町(1-Ⅱ-25206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
長橋町 長橋町(1-Ⅰ-20)地区 長橋町(1-Ⅰ-20)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
長橋町 長橋町(1-Ⅱ-25203)地区 長橋町(1-Ⅱ-25203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
北菅生町 北管生町(1-Ⅰ-22)地区 北管生町(1-Ⅰ-22)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
北菅生町・南菅生町 北菅生・南菅生町(1-Ⅰ-21)地区 北菅生・南菅生町(1-Ⅰ-21)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
南菅生町 南管生町(1-Ⅰ-1013)地区 南管生町(1-Ⅰ-1013)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
大谷町 大谷町(1-1-1-121)地区 大谷町(1-1-1-121)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-1-1-122)地区 大谷町(1-1-1-122)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-1-1-123)地区 大谷町(1-1-1-123)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-1-1-124-1)地区 大谷町(1-1-1-124-1)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-1-1-124-2)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
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大谷町 大谷町(1-1-1-124-3)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-1-1-124-4)地区 大谷町(1-1-1-124-4)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-1-1-124-5)地区 大谷町(1-1-1-124-5)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-1-1-22401)地区 大谷町(1-1-1-22401)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-1-1-22402)地区 大谷町(1-1-1-22402)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-1-1-22403)地区 大谷町(1-1-1-22403)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-1-1-22410)地区 大谷町(1-1-1-22410)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-Ⅱ-1009)地区 大谷町(1-Ⅱ-1009)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-Ⅱ-1015)地区 大谷町(1-Ⅱ-1015)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
大谷町 大谷町(1-Ⅰ-22431)地区 大谷町(1-Ⅰ-22431)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-Ⅱ-22437)地区 大谷町(1-Ⅱ-22437)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-Ⅰ-6-1)地区 大谷町(1-Ⅰ-6-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-Ⅰ-6-2)地区 大谷町(1-Ⅰ-6-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-Ⅰ-6-3)地区 大谷町(1-Ⅰ-6-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大谷町 大谷町(1-Ⅰ-6-4)地区 大谷町(1-Ⅰ-6-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
八幡町 八幡町(1-1-1-22301)地区 八幡町(1-1-1-22301)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町(1-1-1-22302)地区 八幡町(1-1-1-22302)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町(1-1-1-125002)地区 八幡町(1-1-1-125002)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町(1-1-1-125003)地区 八幡町(1-1-1-125003)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町(1-Ⅰ-3)地区 八幡町(1-Ⅰ-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
八幡町 八幡町(1-Ⅰ-22309)地区 八幡町(1-Ⅰ-22309)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町(1-Ⅱ-22515)地区 八幡町(1-Ⅱ-22515)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町(1-Ⅱ-22519)地区 八幡町(1-Ⅱ-22519)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町(1-Ⅱ-22520)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町(1-Ⅱ-22541)地区 八幡町(1-Ⅱ-22541)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
八幡町 八幡町・大谷町(1-Ⅱ-22543)地区 八幡町・大谷町(1-Ⅱ-22543)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
燈豊町 燈豊町(1-1-1-120-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
燈豊町 燈豊町(1-1-1-120-2)地区 燈豊町(1-1-1-120-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
燈豊町 燈豊町(1-1-1-22601)地区 燈豊町(1-1-1-22601)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
燈豊町 燈豊町(1-Ⅰ-7-1)地区 燈豊町(1-Ⅰ-7-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
燈豊町 燈豊町(1-Ⅰ-7-2)地区 燈豊町(1-Ⅰ-7-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
燈豊町 燈豊町(1-Ⅱ-1013)地区 燈豊町(1-Ⅱ-1013)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
燈豊町 燈豊町(1-Ⅱ-1004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
燈豊町 燈豊町(1-Ⅰ-22642)地区 燈豊町(1-Ⅰ-22642)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
燈豊町 燈豊町(1-Ⅰ-22643)地区 燈豊町(1-Ⅰ-22643)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
燈豊町 燈豊町(1-Ⅱ-22632)地区 燈豊町(1-Ⅱ-22632)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
燈豊町 燈豊町(1-Ⅱ-22608)地区 燈豊町(1-Ⅱ-22608)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
荒谷町 荒谷町(1-1-1-118)地区 荒谷町(1-1-1-118)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
荒谷町 荒谷町(1-1-1-119)地区 荒谷町(1-1-1-119)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22701)地区 荒谷町(1-1-1-22701)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22702)地区 荒谷町(1-1-1-22702)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22703)地区 荒谷町(1-1-1-22703)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22704)地区 荒谷町(1-1-1-22704)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22705)地区 荒谷町(1-1-1-22705)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22706)地区 荒谷町(1-1-1-22706)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22708)地区 荒谷町(1-1-1-22708)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22709)地区 荒谷町(1-1-1-22709)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-1-1-22710)地区 荒谷町(1-1-1-22710)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-1009)地区 荒谷町(1-Ⅰ-1009)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-1010)地区 荒谷町(1-Ⅰ-1010)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-1023)地区 荒谷町(1-Ⅱ-1023)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-5-1)地区 荒谷町(1-Ⅰ-5-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-5-2)地区 荒谷町(1-Ⅰ-5-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-5-3)地区 荒谷町(1-Ⅰ-5-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-5-4)地区 荒谷町(1-Ⅰ-5-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-5-5)地区 荒谷町(1-Ⅰ-5-5)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-22710)地区 荒谷町(1-Ⅱ-22710)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-22726)地区 荒谷町(1-Ⅱ-22726)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-22727)地区 荒谷町(1-Ⅰ-22727)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-22733)地区 荒谷町(1-Ⅱ-22733)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-22706)地区 荒谷町(1-Ⅰ-22706)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-22707)地区 荒谷町(1-Ⅱ-22707)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅰ-22711)地区 荒谷町(1-Ⅰ-22711)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-22712)地区 荒谷町(1-Ⅱ-22712)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-22713)地区 荒谷町(1-Ⅱ-22713)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-22731)地区 荒谷町(1-Ⅱ-22731)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
荒谷町 荒谷町(1-Ⅱ-22736)地区 荒谷町(1-Ⅱ-22736)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大年町 大年町(1-1-1-107)地区 大年町(1-1-1-107)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-1-1-108)地区 大年町(1-1-1-108)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-1-1-109)地区 大年町(1-1-1-109)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-1-1-132)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-1-1-139)地区 大年町(1-1-1-139)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-1-1-140)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-1-1-162)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-1-1-22802)地区 大年町(1-1-1-22802)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
大年町 大年町(1-1-1-22803)地区 大年町(1-1-1-22803)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
大年町 大年町(1-Ⅱ-1017)地区 大年町(1-Ⅱ-1017)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-Ⅱ-1018)地区 大年町(1-Ⅱ-1018)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-Ⅱ-1019)地区 大年町(1-Ⅱ-1019)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-Ⅱ-1020)地区 大年町(1-Ⅱ-1020)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-Ⅱ-1024)地区 大年町(1-Ⅱ-1024)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-Ⅱ-1025)地区 大年町(1-Ⅱ-1025)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
大年町 大年町(1-Ⅰ-4)地区 大年町(1-Ⅰ-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大年町 大年町(1-Ⅰ-1011)地区 大年町(1-Ⅰ-1011)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大年町 大年町(1-Ⅰ-22829)地区 大年町(1-Ⅰ-22829)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大年町 大年町（1-Ⅰ-22851）地区 大年町（1-Ⅰ-22851）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
大年町 大年町（1-Ⅰ-22852）地区 大年町（1-Ⅰ-22852）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
大年町 大年町（1-Ⅰ-22853）地区 大年町（1-Ⅰ-22853）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
大年町 大年町（1-1-1-22854）地区 大年町（1-1-1-22854）地区 土石流 H27.6.30
中町 中町(1-1-1-110)地区 中町(1-1-1-110)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中町 中町(1-1-1-111)地区 中町(1-1-1-111)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中町 中町(1-1-1-138)地区 中町(1-1-1-138)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中町 中町(1-1-1-22901)地区 中町(1-1-1-22901)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
中町 中町(1-1-1-22902)地区 中町(1-1-1-22902)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
中町 中町(1-Ⅰ-1-1)地区 中町(1-Ⅰ-1-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
中町 中町(1-Ⅰ-1-2)地区 中町(1-Ⅰ-1-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
中町 中町(1-Ⅰ-22904)地区 中町(1-Ⅰ-22904)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
中町 中町(1-Ⅱ-22909)地区 中町(1-Ⅱ-22909)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
中町 中町(1-Ⅱ-22910)地区 中町(1-Ⅱ-22910)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
一王寺町 一王寺町(1-1-1-117)地区 一王寺町(1-1-1-117)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
一王寺町 一王寺町(1-1-1-23001)地区 一王寺町(1-1-1-23001)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
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一王寺町 一王寺町(1-1-1-23002)地区 一王寺町(1-1-1-23002)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
一王寺町 一王寺町(1-Ⅰ-9)地区 一王寺町(1-Ⅰ-9)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
一王寺町 一王寺町(1-Ⅱ-23005)地区 一王寺町(1-Ⅱ-23005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
一王寺町 一王寺町(1-Ⅱ-23007)地区 一王寺町(1-Ⅱ-23007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
木米町 木米町(1-1-1-137)地区 木米町(1-1-1-137)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
木米町 木米町(1-Ⅱ-1030)地区 木米町(1-Ⅱ-1030)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
木米町 木米町(1-Ⅰ-8)地区 木米町(1-Ⅰ-8)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
木米町 木米町(1-Ⅰ-23112)地区 木米町(1-Ⅰ-23112)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
中河内町 中河内町(1-1-1-112)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
中河内町 中河内町(1-Ⅰ-10-1)地区 中河内町(1-Ⅰ-10-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中河内町 中河内町(1-Ⅰ-10-2)地区 中河内町(1-Ⅰ-10-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中河内町 中河内町(1-Ⅱ-1041)地区 中河内町(1-Ⅱ-1041)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
柿谷町 柿谷町(1-1-1-133)地区 柿谷町(1-1-1-133)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
柿谷町 柿谷町(1-1-1-134)地区 柿谷町(1-1-1-134)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
柿谷町 柿谷町(1-1-1-135)地区 柿谷町(1-1-1-135)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
柿谷町 柿谷町(1-1-1-23301-2)地区 柿谷町(1-1-1-23301-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町・木米町(1-1-1-23303)地区 柿谷町・木米町(1-1-1-23303)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町・木米町(1-1-1-23306)地区 柿谷町・木米町(1-1-1-23306)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-1005-1)地区 柿谷町(1-Ⅱ-1005-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-1005-2)地区 柿谷町(1-Ⅱ-1005-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-23304)地区 柿谷町(1-Ⅱ-23304)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-23305)地区 柿谷町(1-Ⅱ-23305)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-23306)地区 柿谷町(1-Ⅱ-23306)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-23307)地区 柿谷町(1-Ⅱ-23307)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-1212)地区 柿谷町(1-Ⅱ-1212)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-1414)地区 柿谷町(1-Ⅱ-1414)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅱ-1515)地区 柿谷町(1-Ⅱ-1515)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅰ-1717)地区 柿谷町(1-Ⅰ-1717)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町(1-Ⅰ-2424)地区 柿谷町(1-Ⅰ-2424)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
柿谷町 柿谷町・木米町(1-Ⅱ-1033)地区 柿谷町・木米町(1-Ⅱ-1033)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西荒井町 西荒井町(1-1-1-116)地区 西荒井町(1-1-1-116)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
西荒井町 西荒井町(1-1-1-23401)地区 西荒井町(1-1-1-23401)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
西荒井町 西荒井町(1-1-1-23403)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
西荒井町 西荒井町(1-1-1-23405)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
西荒井町 西荒井町(1-1-1-23406)地区 西荒井町(1-1-1-23406)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
西荒井町 西荒井町(1-1-1-23407)地区 西荒井町(1-1-1-23407)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
西荒井町 西荒井町(1-1-1-23408)地区 西荒井町(1-1-1-23408)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
西荒井町 西荒井町(1-Ⅰ-1017)地区 西荒井町(1-Ⅰ-1017)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
西荒井町 西荒井町(1-Ⅰ-1018)地区 西荒井町(1-Ⅰ-1018)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
西荒井町 西荒井町(1-Ⅰ-12)地区 西荒井町(1-Ⅰ-12)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
西荒井町 西荒井町(1-Ⅱ-23411)地区 西荒井町(1-Ⅱ-23411)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
河内町 河内町(1-1-1-113)地区 河内町(1-1-1-113)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
河内町 河内町(1-1-1-115)地区 河内町(1-1-1-115)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
河内町 河内町(1-1-1-99901)地区 河内町(1-1-1-99901)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
河内町 河内町(1-Ⅰ-11-1)地区 河内町(1-Ⅰ-11-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
河内町 河内町(1-Ⅰ-11-2)地区 河内町(1-Ⅰ-11-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
河内町 河内町(1-Ⅰ-23519)地区 河内町(1-Ⅰ-23519)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
河内町 河内町(1-Ⅰ-23523)地区 河内町(1-Ⅰ-23523)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
河内町 河内町(1-Ⅱ-23526)地区 河内町(1-Ⅱ-23526)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
河内町 河内町(1-Ⅱ-23527)地区 河内町(1-Ⅱ-23527)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
足谷町 足谷町(1-1-1-114)地区 足谷町(1-1-1-114)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
足谷町 足谷町(1-1-1-23601)地区 足谷町(1-1-1-23601)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
足谷町 足谷町(1-Ⅰ-2-1)地区 足谷町(1-Ⅰ-2-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
足谷町 足谷町(1-Ⅰ-2-2)地区 足谷町(1-Ⅰ-2-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
足谷町・奥平町 上一光町 足谷町(1-012)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
奥平町 奥平町(1-Ⅱ-1048)地区 奥平町(1-Ⅱ-1048)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
奥平町 奥平町(1-Ⅱ-23710)地区 奥平町(1-Ⅱ-23710)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
奥平町 奥平町(1-Ⅱ-23736)地区 奥平町(1-Ⅱ-23736)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
東平町 東平町(1-1-1-136)地区 東平町(1-1-1-136)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
東平町 東平町(1-1-1-161)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
東平町 東平町(1-1-1-23801)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
東平町 東平町(1-013)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
東平町 東平町(1-014)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
東平町 東平町(1-Ⅰ-1026)地区 東平町(1-Ⅰ-1026)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
東平町 東平町(1-Ⅱ-1051)地区 東平町(1-Ⅱ-1051)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
東平町 東平町(1-Ⅱ-1052)地区 東平町(1-Ⅱ-1052)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
東平町 東平町(1-Ⅰ-23821)地区 東平町(1-Ⅰ-23821)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
東平町 東平町(1-Ⅱ-23822)地区 東平町(1-Ⅱ-23822)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
東平町 東平町(1-Ⅱ-23823)地区 東平町(1-Ⅱ-23823)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
東平町 東平町(1-Ⅱ-23829)地区 東平町(1-Ⅱ-23829)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
中平町 中平町(1-006)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
中平町 中平町(1-Ⅰ-1003)地区 中平町(1-Ⅰ-1003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中平町 中平町(1-Ⅰ-13)地区 中平町(1-Ⅰ-13)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中平町 中平町(1-Ⅱ-23911)地区 中平町(1-Ⅱ-23911)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
清水平町 清水平町(1-Ⅱ-1029)地区 清水平町(1-Ⅱ-1029)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
ネオポリス本郷 燈豊町(1-1-1-125001)地区 燈豊町(1-1-1-125001)地区 土石流 福井県告示第419号 H22.7.16
ネオポリス本郷 燈豊町(1-Ⅱ-22631)地区 燈豊町(1-Ⅱ-22631)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
ネオポリス本郷 燈豊町(1-Ⅲ-22626)地区 燈豊町(1-Ⅲ-22626)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
ネオポリス本郷 燈豊町(1-Ⅲ-22627)地区 燈豊町(1-Ⅲ-22627)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
ネオポリス本郷 燈豊町(1-Ⅲ-22628)地区 燈豊町(1-Ⅲ-22628)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
ネオポリス本郷 燈豊町(1-Ⅱ-22629)地区 燈豊町(1-Ⅱ-22629)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
ネオポリス本郷 燈豊町（1-Ⅱ-22651）地区 燈豊町（1-Ⅱ-22651）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
猫瀬町 猫瀬町（1-153）地区 土石流 福井県告示第96号 R3.3.23
剣大谷町 剣大谷町(1-1-1-106)地区 剣大谷町(1-1-1-106)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
剣大谷町 剣大谷町(1-１-１-21801)地区 剣大谷町(1-１-１-21801)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
剣大谷町 剣大谷町(1-Ⅲ-1009)地区 剣大谷町(1-Ⅲ-1009)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
剣大谷町 剣大谷町(1-Ⅲ-1010)地区 剣大谷町(1-Ⅲ-1010)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
剣大谷町 剣大谷町(1-Ⅱ-21801)地区 剣大谷町(1-Ⅱ-21801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
剣大谷町 剣大谷町(1-Ⅱ-21803)地区 剣大谷町(1-Ⅱ-21803)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
剣大谷町 剣大谷町・江上町(１-Ⅰ-１-1)地区 剣大谷町・江上町(１-Ⅰ-１-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
剣大谷町 剣大谷町・江上町(１-Ⅰ-１-2)地区 剣大谷町・江上町(１-Ⅰ-１-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
剣大谷町・江上町 御所垣内町 剣大谷町・江上町(１-Ⅰ-１-3)地区 剣大谷町・江上町(１-Ⅰ-１-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
仙町 仙町(1-1-1-131)地区 仙町(1-1-1-131)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
仙町 仙町(1-1-1-22101)地区 仙町(1-1-1-22101)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
仙町 仙町(1-1-1-22102)地区 仙町(1-1-1-22102)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
仙町 仙町(1-1-1-22103)地区 仙町(1-1-1-22103)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
仙町 仙町(1-Ⅱ-1003)地区 仙町(1-Ⅱ-1003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
仙町 仙町(1-Ⅲ-1008)地区 仙町(1-Ⅲ-1008)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
仙町 仙町(1-Ⅱ-22108)地区 仙町(1-Ⅱ-22108)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
内山梨子町 内山梨子町(1-1-1-125)地区 内山梨子町(1-1-1-125)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
内山梨子町 内山梨子町(1-Ⅰ-2)地区 内山梨子町(1-Ⅰ-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24

宮ノ下
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成願寺町 成願寺町(1-1-1-15)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
成願寺町 成願寺町(1-1-1-16)地区 成願寺町(1-1-1-16)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
成願寺町 成願寺町(1-Ⅰ-59-1)地区 成願寺町(1-Ⅰ-59-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
成願寺町 成願寺町(1-Ⅰ-59-2)地区 成願寺町(1-Ⅰ-59-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
成願寺町 成願寺町(1-Ⅱ-18905)地区 成願寺町(1-Ⅱ-18905)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
成願寺町・荒木新保町 岡西谷町 成願寺町・荒木新保町・岡西谷町(1-1-1-18901)地区 成願寺町・荒木新保町・岡西谷町(1-1-1-18901)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
篠尾町 篠尾町(1-1-1-145)地区 篠尾町(1-1-1-145)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
篠尾町 篠尾町(1-1-1-17)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
篠尾町 篠尾町(1-1-1-18)地区 篠尾町(1-1-1-18)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
篠尾町 篠尾町(1-1-1-19)地区 篠尾町(1-1-1-19)地区 土石流 福井県告示第594号 H18.6.27
篠尾町 篠尾町(1-1-1-19001)地区 篠尾町(1-1-1-19001)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
篠尾町 篠尾町(1-Ⅰ-106)地区 篠尾町(1-Ⅰ-106)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
篠尾町 篠尾町(1-Ⅰ-1066)地区 篠尾町(1-Ⅰ-1066)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
篠尾町 篠尾町(1-Ⅰ-63)地区 篠尾町(1-Ⅰ-63)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
篠尾町 篠尾町(1-Ⅱ-1083)地区 篠尾町(1-Ⅱ-1083)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第594号 H18.6.27
篠尾町 篠尾町(1-Ⅱ-1011-1)地区 篠尾町(1-Ⅱ-1011-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
篠尾町 篠尾町(1-Ⅱ-1011-2)地区 篠尾町(1-Ⅱ-1011-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
篠尾町・高尾町 篠尾町・高尾町(1-1-1-19002)地区 篠尾町・高尾町(1-1-1-19002)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
前波町 前波町(1-1-1-22)地区 前波町(1-1-1-22)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
前波町 前波町(1-1-1-19102)地区 前波町(1-1-1-19102)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
前波町 前波町(1-Ⅱ-1095)地区 前波町(1-Ⅱ-1095)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
前波町・高尾町 前波町・高尾町(1-1-1-19101)地区 前波町・高尾町(1-1-1-19101)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
前波町・篠尾町 前波町・篠尾町(1-Ⅱ-19101)地区 前波町・篠尾町(1-Ⅱ-19101)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町 宿布町(1-1-1-23-1)地区 宿布町(1-1-1-23-1)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
宿布町 宿布町(1-1-1-23-2)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
宿布町 宿布町(1-Ⅰ-1016-1)地区 宿布町(1-Ⅰ-1016-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町 宿布町(1-Ⅰ-1016-2)地区 宿布町(1-Ⅰ-1016-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町・市波町 宿布町・市波町(1-1-1-19201)地区 宿布町・市波町(1-1-1-19201)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町・市波町 宿布町・市波町(1-1-1-19202)地区 宿布町・市波町(1-1-1-19202)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町・市波町 宿布町・市波町(1-1-1-19203)地区 宿布町・市波町(1-1-1-19203)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町・市波町 宿布町・市波町(1-1-1-19204)地区 宿布町・市波町(1-1-1-19204)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町・市波町 宿布町・市波町(1-1-1-19205)地区 宿布町・市波町(1-1-1-19205)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町・市波町 宿布町・市波町(1-1-1-19206)地区 宿布町・市波町(1-1-1-19206)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町・市波町 宿布町・市波町(1-1-1-19207)地区 宿布町・市波町(1-1-1-19207)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
宿布町・前波町 安波賀町 宿布町・前波町・ 安波賀町(1-1-1-19208)地区 宿布町・前波町・ 安波賀町(1-1-1-19208)地区 土石流 福井県告示第84号 H21.2.20
高尾町 高尾町(1-1-1-146)地区 高尾町(1-1-1-146)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
高尾町 高尾町(1-1-1-20)地区 高尾町(1-1-1-20)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
高尾町 高尾町(1-1-1-21)地区 高尾町(1-1-1-21)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
高尾町 高尾町(1-Ⅰ-57)地区 高尾町(1-Ⅰ-57)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
浄教寺町 浄教寺町(1-1-1-130)地区 浄教寺町(1-1-1-130)地区 土石流 福井県告示第681号 H20.12.19
浄教寺町 浄教寺町(1-1-1-29)地区 浄教寺町(1-1-1-29)地区 土石流 福井県告示第681号 H20.12.19
浄教寺町 浄教寺町(1-1-1-17802)地区 浄教寺町(1-1-1-17802)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-1-1-17803)地区 浄教寺町(1-1-1-17803)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-1-1-17804)地区 浄教寺町(1-1-1-17804)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-1-1-17805)地区 浄教寺町(1-1-1-17805)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-1-1-30)地区 浄教寺町(1-1-1-30)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅰ-31)地区 浄教寺町(1-Ⅰ-31)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第681号 H20.12.19
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅱ-1117)地区 浄教寺町(1-Ⅱ-1117)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第681号 H20.12.19
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅱ-1118)地区 浄教寺町(1-Ⅱ-1118)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第681号 H20.12.19
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅱ-1119)地区 浄教寺町(1-Ⅱ-1119)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第681号 H20.12.19
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅱ-17813)地区 浄教寺町(1-Ⅱ-17813)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅰ-17822)地区 浄教寺町(1-Ⅰ-17822)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅱ-17823)地区 浄教寺町(1-Ⅱ-17823)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅰ-17824)地区 浄教寺町(1-Ⅰ-17824)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅱ-17826)地区 浄教寺町(1-Ⅱ-17826)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅰ-17842)地区 浄教寺町(1-Ⅰ-17842)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町 浄教寺町(1-Ⅱ-17843)地区 浄教寺町(1-Ⅱ-17843)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
浄教寺町・東新町 東新町・浄教寺町(1-1-1-28)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
東新町 東新町(1-1-1-148)地区 東新町(1-1-1-148)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東新町 東新町(1-1-1-27)地区 東新町(1-1-1-27)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東新町 東新町(1-1-1-17901)地区 東新町(1-1-1-17901)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
東新町 東新町(1-Ⅰ-733)地区 東新町(1-Ⅰ-733)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
東新町 東新町(1-Ⅱ-1127)地区 東新町(1-Ⅱ-1127)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
東新町 東新町(1-Ⅰ-17903)地区 東新町(1-Ⅰ-17903)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-149)地区 鹿俣町(1-1-1-149)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-31)地区 鹿俣町(1-1-1-31)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-33)地区 鹿俣町(1-1-1-33)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-32-1)地区 鹿俣町(1-1-1-32-1)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-32-2)地区 鹿俣町(1-1-1-32-2)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-32-3-1)地区 鹿俣町(1-1-1-32-3-1)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-32-3-2)地区 鹿俣町(1-1-1-32-3-2)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-32-4)地区 鹿俣町(1-1-1-32-4)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-32-5)地区 鹿俣町(1-1-1-32-5)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-32-6)地区 鹿俣町(1-1-1-32-6)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-18006)地区 鹿俣町(1-1-1-18006)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-18007)地区 鹿俣町(1-1-1-18007)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-18015)地区 鹿俣町(1-1-1-18015)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-1-1-18102)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅰ-32-1)地区 鹿俣町(1-Ⅰ-32-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅰ-32-2)地区 鹿俣町(1-Ⅰ-32-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅰ-88)地区 鹿俣町(1-Ⅰ-88)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅰ-9)地区 鹿俣町(1-Ⅰ-9)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅱ-18015)地区 鹿俣町(1-Ⅱ-18015)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅱ-18016)地区 鹿俣町(1-Ⅱ-18016)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅱ-18028)地区 鹿俣町(1-Ⅱ-18028)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅱ-18109)地区 鹿俣町(1-Ⅱ-18109)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
鹿俣町 鹿俣町(1-Ⅱ-18111)地区 鹿俣町(1-Ⅱ-18111)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
西新町 西新町(1-1-1-34-2)地区 西新町(1-1-1-34-2)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西新町 西新町(1-1-1-35)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西新町 西新町(1-1-1-36)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西新町 西新町(1-1-1-37)地区 西新町(1-1-1-37)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西新町 西新町(1-1-1-34-1)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
西新町 西新町(1-1-1-18103)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
西新町 西新町(1-Ⅱ-1125)地区 西新町(1-Ⅱ-1125)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
西新町 西新町(1-Ⅰ-89)地区 西新町(1-Ⅰ-89)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
西新町 西新町(1-Ⅰ-30)地区 西新町(1-Ⅰ-30)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
西新町 西新町(1-Ⅱ-18103)地区 西新町(1-Ⅱ-18103)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-1-1-147)地区 城戸ノ内町(1-1-1-147)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-1-1-24)地区 城戸ノ内町(1-1-1-24)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-1-1-25)地区 城戸ノ内町(1-1-1-25)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-1-1-26)地区 城戸ノ内町(1-1-1-26)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4

酒生

一乗

一乗
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城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-1-1-38)地区 城戸ノ内町(1-1-1-38)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-1-1-18206)地区 城戸ノ内町(1-1-1-18206)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅰ-1084)地区 城戸ノ内町(1-Ⅰ-1084)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅰ-1087)地区 城戸ノ内町(1-Ⅰ-1087)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅰ-29)地区 城戸ノ内町(1-Ⅰ-29)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅱ-1105)地区 城戸ノ内町(1-Ⅱ-1105)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅱ-1107)地区 城戸ノ内町(1-Ⅱ-1107)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅱ-1109)地区 城戸ノ内町(1-Ⅱ-1109)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅱ-18203)地区 城戸ノ内町(1-Ⅱ-18203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅱ-18207)地区 城戸ノ内町(1-Ⅱ-18207)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅰ-18218)地区 城戸ノ内町(1-Ⅰ-18218)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
城戸ノ内町 城戸ノ内町(1-Ⅰ-18219)地区 城戸ノ内町(1-Ⅰ-18219)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
安波賀町 安波賀町(1-Ⅰ-28)地区 安波賀町(1-Ⅰ-28)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
安波賀町 安波賀町(1-1-1-18302)地区 安波賀町(1-1-1-18302)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
安波賀中島町 安波賀中島町(1-1-1-18401)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
安波賀中島町 安波賀中島町(1-Ⅱ-18314)地区 安波賀中島町(1-Ⅱ-18314)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
安波賀中島町 安波賀中島町(1-Ⅰ-18315)地区 安波賀中島町(1-Ⅰ-18315)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
安波賀中島町 安波賀中島町(1-Ⅰ-18316)地区 安波賀中島町(1-Ⅰ-18316)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
徳光町 北山新保町(1-Ⅲ-1048)地区 北山新保町(1-Ⅲ-1048)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
北山新保町 北山新保町(1-Ⅰ-56)地区 北山新保町(1-Ⅰ-56)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
北山新保町 北山新保町(1-Ⅰ-65)地区 北山新保町(1-Ⅰ-65)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
北山町 北山町(1-1-1-68)地区 北山町(1-1-1-68)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
北山町 北山町(1-1-1-67)地区 北山町(1-1-1-67)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
北山町 北山町(1-1-1-16801)地区 北山町(1-1-1-16801)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
北山町 北山町(1-1-1-16802)地区 北山町(1-1-1-16802)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
北山町 北山町(1-1-1-16803)地区 北山町(1-1-1-16803)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
北山町 北山町(1-Ⅰ-66-1)地区 北山町(1-Ⅰ-66-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第387号 R3.10.12
北山町 北山町(1-Ⅰ-66-2)地区 北山町(1-Ⅰ-66-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第387号 R3.10.12
北山町 北山町(1-Ⅱ-1114)地区 北山町(1-Ⅱ-1114)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
北山町 北山新保町(1-Ⅱ-16808)地区 北山新保町(1-Ⅱ-16808)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
北山町 北山町(1-Ⅰ-16807)地区 北山町(1-Ⅰ-16807)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
北山町 北山町(1-Ⅱ-16804)地区 北山町(1-Ⅱ-16804)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
北山町 北山町(1-Ⅱ-16805)地区 北山町(1-Ⅱ-16805)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
北山町 北山町(1-Ⅱ-16809)地区 北山町(1-Ⅱ-16809)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第387号 R3.10.12
北山町 北山町(1-Ⅱ-16810)地区 北山町(1-Ⅱ-16810)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
帆谷町 帆谷町(1-1-1-69)地区 帆谷町(1-1-1-69)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
帆谷町 帆谷町(1-1-1-16902)地区 帆谷町(1-1-1-16902)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
帆谷町 帆谷町(1-1-1-16903)地区 帆谷町(1-1-1-16903)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
帆谷町 帆谷町(1-Ⅰ-67-1)地区 帆谷町(1-Ⅰ-67-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
帆谷町 帆谷町(1-Ⅰ-67-2)地区 帆谷町(1-Ⅰ-67-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
帆谷町 帆谷町(1-Ⅰ-67-3)地区 帆谷町(1-Ⅰ-67-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
帆谷町 帆谷町(1-Ⅲ-1049-1)地区 帆谷町(1-Ⅲ-1049-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
帆谷町 帆谷町(1-Ⅲ-1049-2)地区 帆谷町(1-Ⅲ-1049-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
帆谷町 帆谷町(1-Ⅱ-16913)地区 帆谷町(1-Ⅱ-16913)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
帆谷町 帆谷町(1-Ⅰ-16604)地区 帆谷町(1-Ⅰ-16604)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
帆谷町 帆谷町(1-Ⅱ-16605)地区 帆谷町(1-Ⅱ-16605)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
帆谷町 帆谷町(1-Ⅱ-16610)地区 帆谷町(1-Ⅱ-16610)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
帆谷町 帆谷町(1-Ⅲ-16901)地区 帆谷町(1-Ⅲ-16901)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
帆谷町 帆谷町（1-Ⅰ-16651）地区 帆谷町（1-Ⅰ-16651）地区 急傾斜地の崩壊 H27.6.30
大村町 大村町(1-1-1-66)地区 大村町(1-1-1-66)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
大村町 大村町(1-1-1-17001)地区 大村町(1-1-1-17001)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大村町 大村町(1-1-1-17003)地区 大村町(1-1-1-17003)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大村町 大村町(1-1-1-17004)地区 大村町(1-1-1-17004)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大村町 大村町(1-1-1-17005)地区 大村町(1-1-1-17005)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
大村町 大村町(1-Ⅰ-1088-1)地区 大村町(1-Ⅰ-1088-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
大村町 大村町(1-Ⅰ-1088-2)地区 大村町(1-Ⅰ-1088-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
大村町 大村町(1-Ⅰ-64)地区 大村町(1-Ⅰ-64)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
大村町 大村町(1-Ⅰ-730)地区 大村町(1-Ⅰ-730)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
大村町 大村町(1-Ⅱ-17009)地区 大村町(1-Ⅱ-17009)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
大村町 大村町(1-Ⅱ-17002)地区 大村町(1-Ⅱ-17002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
西袋町 西袋町(1-1-1-150)地区 西袋町(1-1-1-150)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
西袋町 西袋町(1-1-1-65)地区 西袋町(1-1-1-65)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
西袋町 西袋町(1-1-1-64)地区 西袋町(1-1-1-64)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
西袋町 西袋町(1-Ⅲ-1055-1)地区 西袋町(1-Ⅲ-1055-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
西袋町 西袋町(1-Ⅲ-1055-2)地区 西袋町(1-Ⅲ-1055-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
西袋町 西袋町(1-Ⅲ-1055-3)地区 西袋町(1-Ⅲ-1055-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
西袋町 西袋町(1-Ⅲ-1057)地区 西袋町(1-Ⅲ-1057)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
西袋町 西袋町(1-Ⅰ-61)地区 西袋町(1-Ⅰ-61)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
生部町 生部町(1-1-1-62)地区 生部町(1-1-1-62)地区 土石流 福井県告示第820号 H18.9.29
生部町 生部町(1-1-1-63-1)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
生部町 生部町(1-1-1-63-2)地区 生部町(1-1-1-63-2)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
生部町 生部町(1-1-1-17201)地区 生部町(1-1-1-17201)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
生部町 生部町(1-1-1090)地区 生部町(1-1-1090)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
生部町 生部町(1-1-60-1)地区 生部町(1-1-60-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
生部町 生部町(1-1-60-2)地区 生部町(1-1-60-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
生部町 生部町(1-Ⅱ-1126)地区 生部町(1-Ⅱ-1126)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
生部町 生部町(1-Ⅲ-1056)地区 生部町(1-Ⅲ-1056)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
生部町 生部町(1-Ⅰ-17201)地区 生部町(1-Ⅰ-17201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
生部町 生部町(1-Ⅰ-17202)地区 生部町(1-Ⅰ-17202)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
生部町 生部町(1-Ⅱ-17207)地区 生部町(1-Ⅱ-17207)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
西大味町 西大味町(1-1-1-17303)地区 西大味町(1-1-1-17303)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
西大味町 西大味町(1-1-1-17304)地区 西大味町(1-1-1-17304)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
西大味町 西大味町(1-1-1-61)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
西大味町 西大味町(1-Ⅲ-1058-1)地区 西大味町(1-Ⅲ-1058-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
西大味町 西大味町(1-Ⅲ-1058-2)地区 西大味町(1-Ⅲ-1058-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
西大味町 西大味町(1-Ⅲ-1058-3)地区 西大味町(1-Ⅲ-1058-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第820号 H18.9.29
西大味町 西大味町(1-Ⅲ-1059)地区 西大味町(1-Ⅲ-1059)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
西大味町 西大味町(1-Ⅰ-34)地区 西大味町(1-Ⅰ-34)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
西大味町 西大味町(1-Ⅰ-91)地区 西大味町(1-Ⅰ-91)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
東大味町 東大味町(1-1-1-56)地区 東大味町(1-1-1-56)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東大味町 東大味町(1-1-1-57)地区 東大味町(1-1-1-57)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東大味町 東大味町(1-1-1-58)地区 東大味町(1-1-1-58)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東大味町 東大味町(1-1-1-60)地区 東大味町(1-1-1-60)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東大味町 東大味町(1-1-1-59)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-1-1-17401)地区 東大味町(1-1-1-17401)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-1-1-17402)地区 東大味町(1-1-1-17402)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-1-1-17405)地区 東大味町(1-1-1-17405)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-1-1-17406)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-1-1-17407)地区 東大味町(1-1-1-17407)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅰ-105)地区 東大味町(1-Ⅰ-105)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
東大味町 東大味町(1-Ⅰ-62)地区 東大味町(1-Ⅰ-62)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30

一乗

上文殊

上文殊
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東大味町 東大味町(1-Ⅰ-17418)地区 東大味町(1-Ⅰ-17418)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅰ-17419)地区 東大味町(1-Ⅰ-17419)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅱ-17407)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅱ-17401)地区 東大味町(1-Ⅱ-17401)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅱ-17408)地区 東大味町(1-Ⅱ-17408)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅱ-17409)地区 東大味町(1-Ⅱ-17409)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅱ-17410)地区 東大味町(1-Ⅱ-17410)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅱ-17415)地区 東大味町(1-Ⅱ-17415)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅰ-17417)地区 東大味町(1-Ⅰ-17417)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
東大味町 東大味町(1-Ⅱ-17422)地区 東大味町(1-Ⅱ-17422)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
田治島町 田治島町(1-1-1-168S)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
田治島町 田治島町(1-1-1-17502)地区 田治島町(1-1-1-17502)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
田治島町 田治島町(1-Ⅱ-1116)地区 田治島町(1-Ⅱ-1116)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
田治島町 田治島町(1-Ⅱ-17502)地区 田治島町(1-Ⅱ-17502)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田治島町 田治島町(1-Ⅰ-14204)地区 田治島町(1-Ⅰ-14204)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田治島町 田治島町(1-Ⅰ-14205)地区 田治島町(1-Ⅰ-14205)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田治島町 田治島町(1-Ⅱ-14206)地区 田治島町(1-Ⅱ-14206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田治島町 田治島町(1-Ⅱ-14202)地区 田治島町(1-Ⅱ-14202)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田治島町 田治島町(1-Ⅱ-14203)地区 田治島町(1-Ⅱ-14203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
岩倉町 岩倉町(1-1-1-17601)地区 岩倉町(1-1-1-17601)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
岩倉町 岩倉町(1-1-1-17602)地区 岩倉町(1-1-1-17602)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
岩倉町 岩倉町(1-Ⅱ-1111)地区 岩倉町(1-Ⅱ-1111)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
岩倉町 岩倉町(1-Ⅱ-14201)地区 岩倉町(1-Ⅱ-14201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
二上町 二上町(1-1-1-16101)地区 二上町(1-1-1-16101)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
二上町 二上町(1-Ⅱ-1108)地区 二上町(1-Ⅱ-1108)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
二上町 二上町(1-Ⅱ-1112)地区 二上町(1-Ⅱ-1112)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
半田町 半田町(1-Ⅱ-16301)地区 半田町(1-Ⅱ-16301)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
半田町 半田町(1-Ⅱ-16302)地区 半田町(1-Ⅱ-16302)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
文殊ヶ丘 帆谷町(1-1-1-16904)地区 帆谷町(1-1-1-16904)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
文殊ヶ丘 帆谷町(1-Ⅰ-1079)地区 帆谷町(1-Ⅰ-1079)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
文殊ヶ丘 帆谷町(1-Ⅰ-1020)地区 帆谷町(1-Ⅰ-1020)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
小安 小路町(1-Ⅱ-1100)地区 小路町(1-Ⅱ-1100)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
小安 小路町(1-Ⅰ-13001)地区 小路町(1-Ⅰ-13001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小安 小路町(1-Ⅱ-13003)地区 小路町(1-Ⅱ-13003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小安 小路町(1-Ⅱ-13101)地区 小路町(1-Ⅱ-13101)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南山町 南山町(1-1-1-40)地区 南山町(1-1-1-40)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
南山町 南山町(1-1-1-41)地区 南山町(1-1-1-41)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
南山町 南山町(1-1-1-42)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
南山町 南山町(1-1-1-13101)地区 南山町(1-1-1-13101)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
南山町 南山町(1-Ⅰ-58)地区 南山町(1-Ⅰ-58)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
南山町 南山町(1-Ⅱ-14208)地区 南山町(1-Ⅱ-14208)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
南山町 南山町(1-Ⅱ-14209)地区 南山町(1-Ⅱ-14209)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
南山町 南山町(1-Ⅱ-14210)地区 南山町(1-Ⅱ-14210)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
南山町 南山町(1-Ⅱ-14212)地区 南山町(1-Ⅱ-14212)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
南山町・脇三ヶ町みどり 南山町・脇三ヶ町(1-1-1-13102)地区 南山町・脇三ヶ町(1-1-1-13102)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
脇三ヶ町みどり 脇三ヶ町(1-Ⅰ-14218)地区 脇三ヶ町(1-Ⅰ-14218)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
脇三ヶ町 脇三ヶ町(1-1-1-39)地区 脇三ヶ町(1-1-1-39)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
脇三ヶ町 脇三ヶ町(1-Ⅰ-109)地区 脇三ヶ町(1-Ⅰ-109)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
脇三ケ町 脇三ケ町(1-1-1-13301)地区 脇三ケ町(1-1-1-13301)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
脇三ケ町 脇三ケ町(1-Ⅰ-13301)地区 脇三ケ町(1-Ⅰ-13301)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
脇三ケ町 脇三ケ町(1-Ⅱ-13306)地区 脇三ケ町(1-Ⅱ-13306)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
脇三ケ町 脇三ヶ町(1-Ⅰ-10)地区 脇三ヶ町(1-Ⅰ-10)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
脇三ケ町 脇三ケ町・安波賀中島町(1-Ⅱ-18319)地区 脇三ケ町・安波賀中島町(1-Ⅱ-18319)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
深見町 深見町(1-1-1-167S-1)地区 深見町(1-1-1-167S-1)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
深見町 深見町(1-1-1-167S-2)地区 深見町(1-1-1-167S-2)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
深見町 深見町(1-1-1-167S-3)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
深見町 深見町(1-1-1-46)地区 深見町(1-1-1-46)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
深見町 深見町(1-1-1-47)地区 深見町(1-1-1-47)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
深見町 深見町(1-Ⅰ-1083)地区 深見町(1-Ⅰ-1083)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
深見町 深見町(1-Ⅲ-1051-1)地区 深見町(1-Ⅲ-1051-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
深見町 深見町(1-Ⅲ-1051-2)地区 深見町(1-Ⅲ-1051-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
深見町 深見町(1-Ⅰ-1085)地区 深見町(1-Ⅰ-1085)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第677号 H19.10.12
深見町 深見町(1-Ⅰ-33)地区 深見町(1-Ⅰ-33)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
深見町 深見町(1-Ⅰ-1083-2)地区 深見町(1-Ⅰ-1083-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
深見町 深見町(1-Ⅱ-14213)地区 深見町(1-Ⅱ-14213)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
谷 谷(1-1-1-45-1)地区 谷(1-1-1-45-1)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
谷 谷(1-1-1-45-2)地区 谷(1-1-1-45-2)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
谷 深見町(1-1-1-14301)地区 深見町(1-1-1-14301)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
谷 深見町(1-Ⅱ-14503)地区 深見町(1-Ⅱ-14503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
谷 深見町(1-Ⅱ-14302)地区 深見町(1-Ⅱ-14302)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
谷 深見町(1-Ⅱ-14303)地区 深見町(1-Ⅱ-14303)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
桂山 深見町(1-Ⅱ-14224)地区 深見町(1-Ⅱ-14224)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
桂山 深見町(1-Ⅱ-14226)地区 深見町(1-Ⅱ-14226)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
桂山 深見町(1-Ⅱ-14401)地区 深見町(1-Ⅱ-14401)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
桂山 深見町(1-Ⅱ-14306)地区 深見町(1-Ⅱ-14306)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
栃泉町 栃泉町(1-1-1-43-1)地区 栃泉町(1-1-1-43-1)地区 土石流 福井県告示第677号 H19.10.12
栃泉町 栃泉町(1-1-1-43-2)地区 栃泉町(1-1-1-43-2)地区 土石流 福井県告示第677号 H19.10.12
栃泉町 栃泉町(1-1-1-44)地区 栃泉町(1-1-1-44)地区 土石流 福井県告示第677号 H19.10.12
栃泉町 栃泉町(1-1-1-14501)地区 栃泉町(1-1-1-14501)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
栃泉町 栃泉町(1-Ⅰ-1019-1)地区 栃泉町(1-Ⅰ-1019-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
栃泉町 栃泉町(1-Ⅰ-1082)地区 栃泉町(1-Ⅰ-1082)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
赤坂 南山町(1-Ⅰ-1075)地区 南山町(1-Ⅰ-1075)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
大久保町 大久保町(9-1-1-102)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
大久保町 大久保町(9-1-1-137)地区 大久保町(9-1-1-137)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
大久保町 大久保町(9-1-1-00202)地区 大久保町(9-1-1-00202)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
大久保町 大久保町(9-Ⅱ-00107)地区 大久保町(9-Ⅱ-00107)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大久保町 大久保町(9-Ⅱ-00108)地区 大久保町(9-Ⅱ-00108)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大久保町 大久保町(9-Ⅱ-00110)地区 大久保町(9-Ⅱ-00110)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
福島町 福島町(9-1-1-9)地区 福島町(9-1-1-9)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
福島町 福島町(9-Ⅰ-1504)地区 福島町(9-Ⅰ-1504)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
福島町 福島町(9-Ⅱ-1508)地区 福島町(9-Ⅱ-1508)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
福島町 福島町(9-Ⅱ-00206)地区 福島町(9-Ⅱ-00206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
福島町 福島町(9-Ⅱ-00208)地区 福島町(9-Ⅱ-00208)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
福島町 福島町(9-Ⅱ-00209)地区 福島町(9-Ⅱ-00209)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-136)地区 宇坂大谷町(9-1-1-136)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-2)地区 宇坂大谷町(9-1-1-2)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-3)地区 宇坂大谷町(9-1-1-3)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-4-1)地区 宇坂大谷町(9-1-1-4-1)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-4-2)地区 宇坂大谷町(9-1-1-4-2)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-4-3)地区 宇坂大谷町(9-1-1-4-3)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-4-4)地区 宇坂大谷町(9-1-1-4-4)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8

東郷

美山

文殊

上文殊
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宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-4-5)地区 宇坂大谷町(9-1-1-4-5)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-4-6)地区 宇坂大谷町(9-1-1-4-6)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-5)地区 宇坂大谷町(9-1-1-5)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-6)地区 宇坂大谷町(9-1-1-6)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-7)地区 宇坂大谷町(9-1-1-7)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-8)地区 宇坂大谷町(9-1-1-8)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-00301)地区 宇坂大谷町(9-1-1-00301)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-1-1-00303)地区 宇坂大谷町(9-1-1-00303)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅰ-123)地区 宇坂大谷町(9-Ⅰ-123)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅰ-1500)地区 宇坂大谷町(9-Ⅰ-1500)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1501)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1501)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1502)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1502)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1503)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1504)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1504)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅰ-00319-1)地区 宇坂大谷町(9-Ⅰ-00319-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅰ-00319-2)地区 宇坂大谷町(9-Ⅰ-00319-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00314)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00314)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00315)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00315)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00316)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00316)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00322)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00322)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00324)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00324)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00325)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00325)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00326)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-00326)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
宇坂大谷町 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1500)地区 宇坂大谷町(9-Ⅱ-1500)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
高田町 高田町(9-1-1-1)地区 高田町(9-1-1-1)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
高田町 高田町(9-1-1-101)地区 高田町(9-1-1-101)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
高田町 高田町(9-1-1-00403)地区 高田町(9-1-1-00403)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
高田町 高田町(9-1-1-00405)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
高田町 高田町(9-Ⅰ-129)地区 高田町(9-Ⅰ-129)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
高田町 高田町(9-Ⅰ-1502)地区 高田町(9-Ⅰ-1502)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
高田町 高田町(9-Ⅱ-00422)地区 高田町(9-Ⅱ-00422)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
高田町 高田町(9-Ⅱ-00423)地区 高田町(9-Ⅱ-00423)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
高田町 高田町(9-Ⅱ-00408)地区 高田町(9-Ⅱ-00408)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
田尻町 田尻町(9-1-1-00501)地区 田尻町(9-1-1-00501)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
田尻町 田尻町(9-1-1-00502)地区 田尻町(9-1-1-00502)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
田尻町 田尻町(9-Ⅰ-1503)地区 田尻町(9-Ⅰ-1503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
田尻町 田尻町(9-Ⅱ-00512)地区 田尻町(9-Ⅱ-00512)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
田尻町 田尻町(9-Ⅱ-00519)地区 田尻町(9-Ⅱ-00519)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三万谷町 三万谷町(9-1-1-100)地区 三万谷町(9-1-1-100)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-601)地区 三万谷町(9-1-1-601)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-603)地区 三万谷町(9-1-1-603)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-604)地区 三万谷町(9-1-1-604)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-607)地区 三万谷町(9-1-1-607)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-97-1)地区 三万谷町(9-1-1-97-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-97-2)地区 三万谷町(9-1-1-97-2)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-97-3)地区 三万谷町(9-1-1-97-3)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-98-1)地区 三万谷町(9-1-1-98-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-98-2)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-98-3)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-99-1)地区 三万谷町(9-1-1-99-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-99-2)地区 三万谷町(9-1-1-99-2)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-1-1-99-3)地区 三万谷町(9-1-1-99-3)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅰ-609)地区 三万谷町(9-Ⅰ-609)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅰ-611)地区 三万谷町(9-Ⅰ-611)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅰ-620)地区 三万谷町(9-Ⅰ-620)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅰ-623)地区 三万谷町(9-Ⅰ-623)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-1509)地区 三万谷町(9-Ⅱ-1509)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-1510)地区 三万谷町(9-Ⅱ-1510)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-1517)地区 三万谷町(9-Ⅱ-1517)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-1518)地区 三万谷町(9-Ⅱ-1518)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-1525)地区 三万谷町(9-Ⅱ-1525)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-1526)地区 三万谷町(9-Ⅱ-1526)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-608)地区 三万谷町(9-Ⅱ-608)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-612)地区 三万谷町(9-Ⅱ-612)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-613)地区 三万谷町(9-Ⅱ-613)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-614)地区 三万谷町(9-Ⅱ-614)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-621)地区 三万谷町(9-Ⅱ-621)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-622)地区 三万谷町(9-Ⅱ-622)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
三万谷町 三万谷町(9-Ⅱ-624)地区 三万谷町(9-Ⅱ-624)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-1-1-144-1)地区 宇坂別所町(9-1-1-144-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-1-1-97-4)地区 宇坂別所町(9-1-1-97-4)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-1-1-97-5)地区 宇坂別所町(9-1-1-97-5)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-1-1-97-6)地区 宇坂別所町(9-1-1-97-6)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-1-1-97-7)地区 宇坂別所町(9-1-1-97-7)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-1-1-97-8)地区 宇坂別所町(9-1-1-97-8)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-Ⅱ-701)地区 宇坂別所町(9-Ⅱ-701)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-Ⅱ-706)地区 宇坂別所町(9-Ⅱ-706)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
宇坂別所町 宇坂別所町(9-Ⅱ-710)地区 宇坂別所町(9-Ⅱ-710)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
市波町 市波町(9-1-1-144-2)地区 市波町(9-1-1-144-2)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
市波町 市波町(9-1-1-144-3)地区 市波町(9-1-1-144-3)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
市波町 市波町(9-1-1-00801)地区 市波町(9-1-1-00801)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-1-1-00802)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-1-1-00803)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-1-1-00805)地区 市波町(9-1-1-00805)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-Ⅰ-1501)地区 市波町(9-Ⅰ-1501)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
市波町 市波町(9-Ⅰ-1509)地区 市波町(9-Ⅰ-1509)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
市波町 市波町(9-Ⅱ-1516)地区 市波町(9-Ⅱ-1516)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
市波町 市波町(9-Ⅰ-14-1)地区 市波町(9-Ⅰ-14-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-Ⅰ-14-2)地区 市波町(9-Ⅰ-14-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-Ⅱ-1501)地区 市波町(9-Ⅱ-1501)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-Ⅱ-1502)地区 市波町(9-Ⅱ-1502)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-Ⅱ-00802)地区 市波町(9-Ⅱ-00802)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-Ⅱ-00810)地区 市波町(9-Ⅱ-00810)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
市波町 市波町(9-Ⅱ-00812)地区 市波町(9-Ⅱ-00812)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
奈良瀬町 奈良瀬町(9-1-1-94)地区 奈良瀬町(9-1-1-94)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
奈良瀬町 奈良瀬町(9-1-1-95)地区 奈良瀬町(9-1-1-95)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
奈良瀬町 奈良瀬町(9-1-1-96)地区 奈良瀬町(9-1-1-96)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
奈良瀬町 奈良瀬町(9-Ⅱ-00904)地区 奈良瀬町(9-Ⅱ-00904)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
奈良瀬町 奈良瀬町(9-Ⅱ-1515)地区 奈良瀬町(9-Ⅱ-1515)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
小和清水町 小和清水町(9-1-1-93)地区 小和清水町(9-1-1-93)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-1-1-132)地区 小和清水町(9-1-1-132)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9

美山

美山
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小和清水町 小和清水町(9-1-1-133)地区 小和清水町(9-1-1-133)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-1-1-135)地区 小和清水町(9-1-1-135)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-1-1-01001)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-Ⅰ-1510)地区 小和清水町(9-Ⅰ-1510)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-Ⅱ-1512)地区 小和清水町(9-Ⅱ-1512)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-Ⅱ-1513)地区 小和清水町(9-Ⅱ-1513)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-Ⅱ-01002)地区 小和清水町(9-Ⅱ-01002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-Ⅰ-01007)地区 小和清水町(9-Ⅰ-01007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小和清水町 小和清水町(9-Ⅱ-01010)地区 小和清水町(9-Ⅱ-01010)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-1-1-10)地区 獺ヶ口町(9-1-1-10)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-1-1-11)地区 獺ヶ口町(9-1-1-11)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-1-1-23)地区 獺ヶ口町(9-1-1-23)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-1-1-01101)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-1-1-01103)地区 獺ヶ口町(9-1-1-01103)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-142)地区 地すべり 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-Ⅰ-1516)地区 獺ヶ口町(9-Ⅰ-1516)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-Ⅰ-01116)地区 獺ヶ口町(9-Ⅰ-01116)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-Ⅱ-01114)地区 獺ヶ口町(9-Ⅱ-01114)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
獺ヶ口町 獺ヶ口町(9-Ⅱ-01117)地区 獺ヶ口町(9-Ⅱ-01117)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-1-1-19)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-1-1-20)地区 皿谷町(9-1-1-20)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-1-1-21)地区 皿谷町(9-1-1-21)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-1-1-01201)地区 皿谷町(9-1-1-01201)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-Ⅰ-1507)地区 皿谷町(9-Ⅰ-1507)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-Ⅱ-1505)地区 皿谷町(9-Ⅱ-1505)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-Ⅱ-1506)地区 皿谷町(9-Ⅱ-1506)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-Ⅱ-1507)地区 皿谷町(9-Ⅱ-1507)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-Ⅰ-01206)地区 皿谷町(9-Ⅰ-01206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
皿谷町 皿谷町(9-Ⅱ-01208)地区 皿谷町(9-Ⅱ-01208)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-1-1-18)地区 所谷町(9-1-1-18)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-1-1-22)地区 所谷町(9-1-1-22)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-1-1-01303)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-1-1-01304)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-Ⅰ-724-1)地区 所谷町(9-Ⅰ-724-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-Ⅰ-724-2)地区 所谷町(9-Ⅰ-724-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-Ⅰ-724-3)地区 所谷町(9-Ⅰ-724-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-Ⅰ-1508)地区 所谷町(9-Ⅰ-1508)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-Ⅱ-01302)地区 所谷町(9-Ⅱ-01302)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-Ⅱ-01303)地区 所谷町(9-Ⅱ-01303)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
所谷町 所谷町(9-Ⅱ-01307)地区 所谷町(9-Ⅱ-01307)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-1-1-15)地区 西中町(9-1-1-15)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-1-1-17)地区 西中町(9-1-1-17)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-1-1-138)地区 西中町(9-1-1-138)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-1-1-139)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-1-1-01401)地区 西中町(9-1-1-01401)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-1-1-01402)地区 西中町(9-1-1-01402)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-1-1-01403)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-Ⅰ-15-1)地区 西中町(9-Ⅰ-15-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-Ⅰ-15-2)地区 西中町(9-Ⅰ-15-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-Ⅰ-15-3)地区 西中町(9-Ⅰ-15-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-Ⅰ-01402)地区 西中町(9-Ⅰ-01402)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-Ⅱ-01410)地区 西中町(9-Ⅱ-01410)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-Ⅱ-01411)地区 西中町(9-Ⅱ-01411)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-Ⅰ-01419)地区 西中町(9-Ⅰ-01419)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西中町 西中町(9-Ⅱ-01422)地区 西中町(9-Ⅱ-01422)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-1-1-13)地区 美山大谷町(9-1-1-13)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-1-1-14)地区 美山大谷町(9-1-1-14)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-1-1-01501)地区 美山大谷町(9-1-1-01501)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅰ-1505)地区 美山大谷町(9-Ⅰ-1505)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅰ-1506)地区 美山大谷町(9-Ⅰ-1506)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅰ-01507-1)地区 美山大谷町(9-Ⅰ-01507-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅰ-01507-2)地区 美山大谷町(9-Ⅰ-01507-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅱ-01518)地区 美山大谷町(9-Ⅱ-01518)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅱ-01519)地区 美山大谷町(9-Ⅱ-01519)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅰ-01520)地区 美山大谷町(9-Ⅰ-01520)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅱ-01527)地区 美山大谷町(9-Ⅱ-01527)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅰ-01528)地区 美山大谷町(9-Ⅰ-01528)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅰ-01529)地区 美山大谷町(9-Ⅰ-01529)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅱ-01530)地区 美山大谷町(9-Ⅱ-01530)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
美山大谷町 美山大谷町(9-Ⅰ-01531)地区 美山大谷町(9-Ⅰ-01531)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-1-1-12-1)地区 篭谷町(9-1-1-12-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-1-1-12-2)地区 篭谷町(9-1-1-12-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-1-1-104)地区 篭谷町(9-1-1-104)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-1-1-01601)地区 篭谷町(9-1-1-01601)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-Ⅰ-11-1)地区 篭谷町(9-Ⅰ-11-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-Ⅰ-11-2)地区 篭谷町(9-Ⅰ-11-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-Ⅰ-11-3)地区 篭谷町(9-Ⅰ-11-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-Ⅰ-01601)地区 篭谷町(9-Ⅰ-01601)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
篭谷町 篭谷町(9-Ⅰ-01602)地区 篭谷町(9-Ⅰ-01602)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上吉山 吉山町(9-1-1-103)地区 吉山町(9-1-1-103)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上吉山 吉山町(9-1-1-01701)地区 吉山町(9-1-1-01701)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上吉山 吉山町(9-1-1-01703-1)地区 吉山町(9-1-1-01703-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上吉山 吉山町(9-1-1-01703-2)地区 吉山町(9-1-1-01703-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上吉山 吉山町(9-Ⅰ-120-1)地区 吉山町(9-Ⅰ-120-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上吉山 吉山町(9-Ⅰ-120-2)地区 吉山町(9-Ⅰ-120-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上吉山 吉山町(9-Ⅰ-01707)地区 吉山町(9-Ⅰ-01707)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上吉山 吉山町(9-Ⅱ-01708)地区 吉山町(9-Ⅱ-01708)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下吉山 吉山町(9-1-1-105)地区 吉山町(9-1-1-105)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
下吉山 吉山町(9-Ⅰ-121)地区 吉山町(9-Ⅰ-121)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下吉山 吉山町(9-Ⅰ-01801)地区 吉山町(9-Ⅰ-01801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-51)地区 東川上町(9-1-1-51)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-52)地区 東川上町(9-1-1-52)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-53)地区 東川上町(9-1-1-53)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-01902)地区 東川上町(9-1-1-01902)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-01903)地区 東川上町(9-1-1-01903)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-01904)地区 東川上町(9-1-1-01904)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-01905)地区 東川上町(9-1-1-01905)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-01906-1)地区 東川上町(9-1-1-01906-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-1-1-01907)地区 東川上町(9-1-1-01907)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-Ⅱ-1536-1)地区 東川上町(9-Ⅱ-1536-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-Ⅱ-1536-2)地区 東川上町(9-Ⅱ-1536-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9

美山

美山
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東川上町 東川上町(9-Ⅱ-1537-1)地区 東川上町(9-Ⅱ-1537-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-Ⅱ-1537-2)地区 東川上町(9-Ⅱ-1537-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-Ⅱ-1538)地区 東川上町(9-Ⅱ-1538)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-Ⅱ-01902)地区 東川上町(9-Ⅱ-01902)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-Ⅱ-01910)地区 東川上町(9-Ⅱ-01910)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東川上町 東川上町(9-Ⅱ-01911)地区 東川上町(9-Ⅱ-01911)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
計石町 計石町(9-1-1-49)地区 計石町(9-1-1-49)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-1-1-54-1)地区 計石町(9-1-1-54-1)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-1-1-54-2)地区 計石町(9-1-1-54-2)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-1-1-43)地区 計石町(9-1-1-43)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-1-1-02002)地区 計石町(9-1-1-02002)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅰ-1521-1)地区 計石町(9-Ⅰ-1521-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅰ-1521-2)地区 計石町(9-Ⅰ-1521-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅰ-1501)地区 計石町(9-Ⅰ-1501)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅱ-1531-1)地区 計石町(9-Ⅱ-1531-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅱ-1531-2)地区 計石町(9-Ⅱ-1531-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅱ-1532)地区 計石町(9-Ⅱ-1532)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅰ-02025)地区 計石町(9-Ⅰ-02025)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅰ-02003)地区 計石町(9-Ⅰ-02003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅱ-02004)地区 計石町(9-Ⅱ-02004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅱ-02005)地区 計石町(9-Ⅱ-02005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅱ-02006)地区 計石町(9-Ⅱ-02006)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅱ-02007)地区 計石町(9-Ⅱ-02007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
計石町 計石町(9-Ⅱ-02013)地区 計石町(9-Ⅱ-02013)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
追分 野波町(9-1-1-43)地区 野波町(9-1-1-43)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-1-1-113)地区 野波町(9-1-1-113)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-114)地区 野波町(9-1-1-114)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-44)地区 野波町(9-1-1-44)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-45)地区 野波町(9-1-1-45)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-46-1)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-46-2)地区 野波町(9-1-1-46-2)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-46-3)地区 野波町(9-1-1-46-3)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-46-4)地区 野波町(9-1-1-46-4)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-47)地区 野波町(9-1-1-47)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-48)地区 野波町(9-1-1-48)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-1-1-02101)地区 野波町(9-1-1-02101)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-1-1-02102)地区 野波町(9-1-1-02102)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-1-1-02105)地区 野波町(9-1-1-02105)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅰ-1515)地区 野波町(9-Ⅰ-1515)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-Ⅱ-1519)地区 野波町(9-Ⅱ-1519)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-Ⅱ-1528)地区 野波町(9-Ⅱ-1528)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
野波町 野波町(9-Ⅰ-16-1)地区 野波町(9-Ⅰ-16-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅰ-16-2)地区 野波町(9-Ⅰ-16-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅱ-02110)地区 野波町(9-Ⅱ-02110)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅰ-02130)地区 野波町(9-Ⅰ-02130)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅰ-02131)地区 野波町(9-Ⅰ-02131)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅰ-02133)地区 野波町(9-Ⅰ-02133)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅰ-02134)地区 野波町(9-Ⅰ-02134)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅱ-02120)地区 野波町(9-Ⅱ-02120)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅱ-02125)地区 野波町(9-Ⅱ-02125)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
野波町 野波町(9-Ⅱ-02128)地区 野波町(9-Ⅱ-02128)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東俣町 東俣町(9-1-1-55)地区 東俣町(9-1-1-55)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東俣町 東俣町(9-1-1-56)地区 東俣町(9-1-1-56)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東俣町 東俣町(9-1-1-115)地区 東俣町(9-1-1-115)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東俣町 東俣町(9-1-1-02305)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
東俣町 東俣町(9-Ⅰ-1525)地区 東俣町(9-Ⅰ-1525)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東俣町 東俣町(9-Ⅱ-1544)地区 東俣町(9-Ⅱ-1544)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
東俣町 東俣町(9-Ⅱ-1546)地区 東俣町(9-Ⅱ-1546)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-58-1)地区 南西俣町(9-1-1-58-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-58-2)地区 南西俣町(9-1-1-58-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-58-3)地区 南西俣町(9-1-1-58-3)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-58-4)地区 南西俣町(9-1-1-58-4)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-57)地区 南西俣町(9-1-1-57)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-116)地区 南西俣町(9-1-1-116)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-117)地区 南西俣町(9-1-1-117)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-118)地区 南西俣町(9-1-1-118)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-02401)地区 南西俣町(9-1-1-02401)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-02402)地区 南西俣町(9-1-1-02402)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-02403)地区 南西俣町(9-1-1-02403)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-1-1-02404)地区 南西俣町(9-1-1-02404)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-1545)地区 南西俣町(9-Ⅱ-1545)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-1547)地区 南西俣町(9-Ⅱ-1547)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-1548)地区 南西俣町(9-Ⅱ-1548)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-1549)地区 南西俣町(9-Ⅱ-1549)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-1550)地区 南西俣町(9-Ⅱ-1550)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-1551)地区 南西俣町(9-Ⅱ-1551)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅰ-02409)地区 南西俣町(9-Ⅰ-02409)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅰ-02423)地区 南西俣町(9-Ⅰ-02423)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-02404)地区 南西俣町(9-Ⅱ-02404)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-02405)地区 南西俣町(9-Ⅱ-02405)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-02406)地区 南西俣町(9-Ⅱ-02406)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-02439)地区 南西俣町(9-Ⅱ-02439)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南西俣町 南西俣町(9-Ⅱ-02449)地区 南西俣町(9-Ⅱ-02449)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-1-1-59)地区 南宮地町(9-1-1-59)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-1-1-141)地区 南宮地町(9-1-1-141)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-1-1-02501)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-1-1-02502)地区 南宮地町(9-1-1-02502)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-1-1-02306)地区 南宮地町(9-1-1-02306)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-Ⅰ-1523)地区 南宮地町(9-Ⅰ-1523)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-Ⅱ-1534)地区 南宮地町(9-Ⅱ-1534)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-Ⅱ-1539)地区 南宮地町(9-Ⅱ-1539)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-Ⅱ-02505)地区 南宮地町(9-Ⅱ-02505)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-Ⅱ-02511)地区 南宮地町(9-Ⅱ-02511)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南宮地町 南宮地町(9-Ⅱ-02206)地区 南宮地町(9-Ⅱ-02206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大宮町 大宮町(9-1-1-41)地区 大宮町(9-1-1-41)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-1-1-42)地区 大宮町(9-1-1-42)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-1-1-02601-1)地区 大宮町(9-1-1-02601-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-1-1-02601-2)地区 大宮町(9-1-1-02601-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-1-1-02602)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-Ⅰ-124)地区 大宮町(9-Ⅰ-124)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-Ⅰ-1518)地区 大宮町(9-Ⅰ-1518)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9

美山

美山
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大宮町 大宮町(9-Ⅰ-1519-1)地区 大宮町(9-Ⅰ-1519-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-Ⅰ-1519-2)地区 大宮町(9-Ⅰ-1519-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-Ⅱ-02601)地区 大宮町(9-Ⅱ-02601)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-Ⅰ-02602)地区 大宮町(9-Ⅰ-02602)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-Ⅱ-02603)地区 大宮町(9-Ⅱ-02603)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-Ⅱ-02604)地区 大宮町(9-Ⅱ-02604)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大宮町 大宮町(9-Ⅱ-02608)地区 大宮町(9-Ⅱ-02608)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-1-1-38-1)地区 縫原町(9-1-1-38-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-1-1-38-2)地区 縫原町(9-1-1-38-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-1-1-39)地区 縫原町(9-1-1-39)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-1-1-40)地区 縫原町(9-1-1-40)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-1-1-02704)地区 縫原町(9-1-1-02704)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-1-1-02705)地区 縫原町(9-1-1-02705)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅰ-1512-1)地区 縫原町(9-Ⅰ-1512-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅰ-1512-2)地区 縫原町(9-Ⅰ-1512-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅰ-1512-3)地区 縫原町(9-Ⅰ-1512-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅰ-1513)地区 縫原町(9-Ⅰ-1513)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅰ-1500)地区 縫原町(9-Ⅰ-1500)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅱ-1520)地区 縫原町(9-Ⅱ-1520)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅱ-02707)地区 縫原町(9-Ⅱ-02707)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅰ-02709)地区 縫原町(9-Ⅰ-02709)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅱ-02710)地区 縫原町(9-Ⅱ-02710)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
縫原町 縫原町(9-Ⅱ-02711)地区 縫原町(9-Ⅱ-02711)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-35)地区 仁位町(9-1-1-35)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-36-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-36-2)地区 仁位町(9-1-1-36-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-37)地区 仁位町(9-1-1-37)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-109)地区 仁位町(9-1-1-109)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-110)地区 仁位町(9-1-1-110)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-111)地区 仁位町(9-1-1-111)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-112)地区 仁位町(9-1-1-112)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-02801)地区 仁位町(9-1-1-02801)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-02802)地区 仁位町(9-1-1-02802)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-1-1-02803)地区 仁位町(9-1-1-02803)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅰ-1511)地区 仁位町(9-Ⅰ-1511)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅰ-1514-1)地区 仁位町(9-Ⅰ-1514-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅰ-1514-2)地区 仁位町(9-Ⅰ-1514-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅰ-1514-3)地区 仁位町(9-Ⅰ-1514-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅱ-1511-1)地区 仁位町(9-Ⅱ-1511-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅱ-1511-2)地区 仁位町(9-Ⅱ-1511-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅱ-1514)地区 仁位町(9-Ⅱ-1514)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅰ-02804)地区 仁位町(9-Ⅰ-02804)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅱ-02808)地区 仁位町(9-Ⅱ-02808)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
仁位町 仁位町(9-Ⅱ-02810)地区 仁位町(9-Ⅱ-02810)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-1-1-32)地区 薬師町(9-1-1-32)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-1-1-33)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-1-1-34)地区 薬師町(9-1-1-34)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-1-1-108)地区 薬師町(9-1-1-108)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-1-1-140)地区 薬師町(9-1-1-140)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-1-1-02901)地区 薬師町(9-1-1-02901)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-Ⅱ-02901)地区 薬師町(9-Ⅱ-02901)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-Ⅱ-02904)地区 薬師町(9-Ⅱ-02904)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-Ⅱ-02907)地区 薬師町(9-Ⅱ-02907)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-Ⅰ-02908)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-Ⅱ-02910)地区 薬師町(9-Ⅱ-02910)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
上薬師 薬師町(9-Ⅱ-02923)地区 薬師町(9-Ⅱ-02923)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-1-1-31-1)地区 薬師町(9-1-1-31-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-1-1-31-2)地区 薬師町(9-1-1-31-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-1-1-60)地区 薬師町(9-1-1-60)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-1-1-107-1)地区 薬師町(9-1-1-107-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-1-1-107-2)地区 薬師町(9-1-1-107-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-1-1-03001)地区 薬師町(9-1-1-03001)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-Ⅱ-1521)地区 薬師町(9-Ⅱ-1521)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-Ⅱ-1523)地区 薬師町(9-Ⅱ-1523)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-Ⅱ-1524)地区 薬師町(9-Ⅱ-1524)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-Ⅱ-1527)地区 薬師町(9-Ⅱ-1527)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-Ⅱ-03002)地区 薬師町(9-Ⅱ-03002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-Ⅱ-03007)地区 薬師町(9-Ⅱ-03007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-Ⅱ-03008)地区 薬師町(9-Ⅱ-03008)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
下薬師 薬師町(9-Ⅱ-03009)地区 薬師町(9-Ⅱ-03009)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
間戸町 間戸町(9-1-1-142)地区 間戸町(9-1-1-142)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-1-1-143)地区 間戸町(9-1-1-143)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-1-1-3101)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-1-1-61)地区 間戸町(9-1-1-61)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-1-1-62)地区 間戸町(9-1-1-62)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-Ⅰ-3120)地区 間戸町(9-Ⅰ-3120)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-Ⅰ-3129)地区 間戸町(9-Ⅰ-3129)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-Ⅰ-3135)地区 間戸町(9-Ⅰ-3135)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-Ⅱ-1540)地区 間戸町(9-Ⅱ-1540)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-Ⅱ-3111)地区 間戸町(9-Ⅱ-3111)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-Ⅱ-3119)地区 間戸町(9-Ⅱ-3119)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
間戸町 間戸町(9-Ⅱ-3133)地区 間戸町(9-Ⅱ-3133)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
中手町 中手町(9-1-1-127)地区 中手町(9-1-1-127)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-1-1-130)地区 中手町(9-1-1-130)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-1-1-3203)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-1-1-67)地区 中手町(9-1-1-67)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-1-1-68)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-1-1-69)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-1-1-72)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-1-1-03201)地区 中手町(9-1-1-03201)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
中手町 中手町(9-Ⅰ-1528)地区 中手町(9-Ⅰ-1528)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-Ⅰ-1529)地区 中手町(9-Ⅰ-1529)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-Ⅰ-1532)地区 中手町(9-Ⅰ-1532)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-Ⅰ-1533)地区 中手町(9-Ⅰ-1533)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-Ⅱ-1557)地区 中手町(9-Ⅱ-1557)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-Ⅱ-1558)地区 中手町(9-Ⅱ-1558)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
中手町 中手町(9-Ⅱ-03205)地区 中手町(9-Ⅱ-03205)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
中手町 中手町(9-Ⅱ-03206)地区 中手町(9-Ⅱ-03206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
神当部町 神当部町(9-1-1-128-1)地区 神当部町(9-1-1-128-1)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
神当部町 神当部町(9-1-1-128-2)地区 神当部町(9-1-1-128-2)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
神当部町 神当部町(9-1-1-73)地区 神当部町(9-1-1-73)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4

美山
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神当部町 神当部町(9-1-1-74)地区 神当部町(9-1-1-74)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
神当部町 神当部町(9-1-1-75)地区 神当部町(9-1-1-75)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
神当部町 神当部町(9-1-1-76)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
神当部町 神当部町(9-Ⅱ-1562)地区 神当部町(9-Ⅱ-1562)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
神当部町 神当部町(9-Ⅱ-1563)地区 神当部町(9-Ⅱ-1563)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
神当部町 神当部町(9-Ⅱ-03302)地区 神当部町(9-Ⅱ-03302)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
神当部町 神当部町(9-Ⅱ-03309)地区 神当部町(9-Ⅱ-03309)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
神当部町 神当部町(9-Ⅰ-03310)地区 神当部町(9-Ⅰ-03310)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
神当部町 神当部町(9-Ⅱ-03321)地区 神当部町(9-Ⅱ-03321)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
神当部町 神当部町(9-Ⅱ-03322)地区 神当部町(9-Ⅱ-03322)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
味見河内町 味見河内町(9-1-1-129)地区 味見河内町(9-1-1-129)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-1-1-77)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-1-1-78)地区 味見河内町(9-1-1-78)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-1-1-79)地区 味見河内町(9-1-1-79)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-1-1-80)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-1-1-03402)地区 味見河内町(9-1-1-03402)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
味見河内町 味見河内町(9-1-1-03404)地区 味見河内町(9-1-1-03404)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
味見河内町 味見河内町(9-Ⅰ-1537)地区 味見河内町(9-Ⅰ-1537)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-Ⅰ-1538)地区 味見河内町(9-Ⅰ-1538)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-Ⅰ-1539)地区 味見河内町(9-Ⅰ-1539)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-Ⅱ-1500-1)地区 味見河内町(9-Ⅱ-1500-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-Ⅱ-1500-2)地区 味見河内町(9-Ⅱ-1500-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-Ⅱ-1565)地区 味見河内町(9-Ⅱ-1565)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-Ⅱ-1566)地区 味見河内町(9-Ⅱ-1566)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
味見河内町 味見河内町(9-Ⅰ-03406)地区 味見河内町(9-Ⅰ-03406)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-70)地区 南野津又町(9-1-1-70)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-71)地区 南野津又町(9-1-1-71)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-121)地区 南野津又町(9-1-1-121)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-122)地区 南野津又町(9-1-1-122)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-123)地区 南野津又町(9-1-1-123)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-124)地区 南野津又町(9-1-1-124)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-125)地区 南野津又町(9-1-1-125)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-126)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-03502)地区 南野津又町(9-1-1-03502)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-1-1-03503)地区 南野津又町(9-1-1-03503)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-137)地区 地すべり 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-Ⅰ-1527)地区 南野津又町(9-Ⅰ-1527)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-Ⅱ-1553)地区 南野津又町(9-Ⅱ-1553)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-Ⅱ-1554)地区 南野津又町(9-Ⅱ-1554)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-Ⅱ-1555)地区 南野津又町(9-Ⅱ-1555)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-Ⅰ-1502)地区 南野津又町(9-Ⅰ-1502)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-Ⅱ-03503)地区 南野津又町(9-Ⅱ-03503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-Ⅱ-03521)地区 南野津又町(9-Ⅱ-03521)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
南野津又町 南野津又町(9-Ⅱ-03526)地区 南野津又町(9-Ⅱ-03526)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-1-1-120)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-1-1-03601)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-1-1-03602-1)地区 小当見町(9-1-1-03602-1)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-1-1-03602-2)地区 小当見町(9-1-1-03602-2)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-1-1-03603)地区 小当見町(9-1-1-03603)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-Ⅱ-1556)地区 小当見町(9-Ⅱ-1556)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-Ⅰ-1530)地区 小当見町(9-Ⅰ-1530)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-Ⅱ-03608)地区 小当見町(9-Ⅱ-03608)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-Ⅰ-03617)地区 小当見町(9-Ⅰ-03617)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-Ⅱ-03618)地区 小当見町(9-Ⅱ-03618)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小当見町 小当見町(9-Ⅱ-03620)地区 小当見町(9-Ⅱ-03620)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西市布町 西市布町(9-1-1-66)地区 西市布町(9-1-1-66)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
西市布町 西市布町(9-Ⅰ-128)地区 西市布町(9-Ⅰ-128)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
折立町 折立町(9-1-1-83-1)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
折立町 折立町(9-1-1-83-2)地区 折立町(9-1-1-83-2)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
折立町 折立町(9-1-1-83-3)地区 折立町(9-1-1-83-3)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
折立町 折立町(1-152)地区 土石流 福井県告示第96号 R3.3.23
折立町 折立町(9-Ⅰ-13)地区 折立町(9-Ⅰ-13)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
折立町 折立町(9-Ⅰ-1536)地区 折立町(9-Ⅰ-1536)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
下折立町 下折立町(9-Ⅰ-1503)地区 下折立町(9-Ⅰ-1503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
下折立町 下折立町(9-Ⅰ-17)地区 下折立町(9-Ⅰ-17)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
下折立町 下折立町(9-Ⅱ-1564)地区 下折立町(9-Ⅱ-1564)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
赤谷町 赤谷町(9-1-1-4001)地区 赤谷町(9-1-1-4001)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
赤谷町 赤谷町(9-1-1-4002)地区 赤谷町(9-1-1-4002)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
赤谷町 赤谷町(9-1-1-4003)地区 赤谷町(9-1-1-4003)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
赤谷町 赤谷町(1-28)地区 地すべり 福井県告示第408号 H23.9.30
赤谷町 赤谷町(9-Ⅱ-1559)地区 赤谷町(9-Ⅱ-1559)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
赤谷町 赤谷町(9-Ⅱ-1560)地区 赤谷町(9-Ⅱ-1560)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
赤谷町 赤谷町(9-Ⅱ-4001)地区 赤谷町(9-Ⅱ-4001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
東河原町 東河原町(9-1-1-81-1)地区 東河原町(9-1-1-81-1)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東河原町 東河原町(9-1-1-81-2)地区 東河原町(9-1-1-81-2)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東河原町 東河原町(9-1-1-82)地区 東河原町(9-1-1-82)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
東河原町 東河原町(9-Ⅱ-1561)地区 東河原町(9-Ⅱ-1561)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
東河原町 東河原町(9-Ⅰ-04209)地区 東河原町(9-Ⅰ-04209)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
東河原町 東河原町(9-Ⅱ-04207)地区 東河原町(9-Ⅱ-04207)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
西河原町 西河原町(9-1-1-84)地区 西河原町(9-1-1-84)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
西河原町 西河原町(9-1-1-85)地区 西河原町(9-1-1-85)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
西河原町 西河原町(9-1-1-86)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
西河原町 西河原町(9-Ⅰ-1531)地区 西河原町(9-Ⅰ-1531)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第387号 R3.10.12
西河原町 西河原町(9-Ⅰ-1535)地区 西河原町(9-Ⅰ-1535)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
西河原町 西河原町(9-Ⅰ-122)地区 西河原町(9-Ⅰ-122)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西河原町 西河原町(9-Ⅰ-1534)地区 西河原町(9-Ⅰ-1534)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西河原町 西河原町(9-Ⅰ-04305)地区 西河原町(9-Ⅰ-04305)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
西河原町 西河原町(9-Ⅱ-04307)地区 西河原町(9-Ⅱ-04307)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-1-1-91)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-1-1-92)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-1-1-04501)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-1-1-04502)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-1-1-04503)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-1-1-04507)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-1-1-04508)地区 朝谷町(9-1-1-04508)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅰ-1522)地区 朝谷町(9-Ⅰ-1522)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅱ-1533)地区 朝谷町(9-Ⅱ-1533)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅱ-1535)地区 朝谷町(9-Ⅱ-1535)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅱ-1503)地区 朝谷町(9-Ⅱ-1503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅰ-04406)地区 朝谷町(9-Ⅰ-04406)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅱ-04407)地区 朝谷町(9-Ⅱ-04407)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
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朝谷町 朝谷町(9-Ⅰ-04408)地区 朝谷町(9-Ⅰ-04408)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅱ-04413)地区 朝谷町(9-Ⅱ-04413)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅱ-04418)地区 朝谷町(9-Ⅱ-04418)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝谷町 朝谷町(9-Ⅱ-1522)地区 朝谷町(9-Ⅱ-1522)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小宇坂町 小宇坂町(9-Ⅰ-1524)地区 小宇坂町(9-Ⅰ-1524)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小宇坂町 小宇坂町(9-Ⅱ-04503)地区 小宇坂町(9-Ⅱ-04503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
小宇坂町 小宇坂町(9-Ⅱ-04507)地区 小宇坂町(9-Ⅱ-04507)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
蔵作町 蔵作町(9-1-1-4601)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
蔵作町 蔵作町(9-1-1-4602)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
蔵作町 蔵作町(9-1-1-89-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
蔵作町 蔵作町(9-1-1-89-2)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
蔵作町 蔵作町(9-1-1-89-3)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
蔵作町 蔵作町(9-1-1-90)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
蔵作町 蔵作町(9-Ⅰ-127)地区 蔵作町(9-Ⅰ-127)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蔵作町 蔵作町(9-Ⅱ-1543)地区 蔵作町(9-Ⅱ-1543)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蔵作町 蔵作町(9-Ⅱ-4604)地区 蔵作町(9-Ⅱ-4604)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
西天田町 西天田町(9-1-1-131-1)地区 西天田町(9-1-1-131-1)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-1-1-131-2)地区 西天田町(9-1-1-131-2)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-1-1-4301)地区 西天田町(9-1-1-4301)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-1-1-87)地区 西天田町(9-1-1-87)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-1-1-88)地区 西天田町(9-1-1-88)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-Ⅰ-1526-1)地区 西天田町(9-Ⅰ-1526-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-Ⅰ-1526-2)地区 西天田町(9-Ⅰ-1526-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-Ⅰ-4704)地区 西天田町(9-Ⅰ-4704)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-Ⅱ-1552)地区 西天田町(9-Ⅱ-1552)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
西天田町 西天田町(9-Ⅱ-4705)地区 西天田町(9-Ⅱ-4705)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
東天田町 東天田町(9-1-1-65-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
東天田町 東天田町(9-1-1-65-2)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
東天田町 東天田町(9-1-1-65-3)地区 東天田町(9-1-1-65-3)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
東天田町 東天田町(9-Ⅱ-4801)地区 東天田町(9-Ⅱ-4801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
東天田町 東天田町(9-Ⅱ-4815)地区 東天田町(9-Ⅱ-4815)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
東天田町 東天田町(9-Ⅱ-4816)地区 東天田町(9-Ⅱ-4816)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
椙谷町 椙谷町(9-1-1-63)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
椙谷町 椙谷町(9-1-1-64)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
椙谷町 椙谷町(9-1-1-05001)地区 椙谷町(9-1-1-05001)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
椙谷町 椙谷町(9-1-1-05002)地区 椙谷町(9-1-1-05002)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
椙谷町 椙谷町(9-1-1-05003)地区 椙谷町(9-1-1-05003)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
椙谷町 椙谷町(9-Ⅱ-1541)地区 椙谷町(9-Ⅱ-1541)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
椙谷町 椙谷町(9-Ⅱ-1542)地区 椙谷町(9-Ⅱ-1542)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
境寺町 境寺町(9-1-1-106)地区 境寺町(9-1-1-106)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
境寺町 境寺町(9-1-1-28)地区 境寺町(9-1-1-28)地区 土石流 福井県告示第387号 R3.10.12
境寺町 境寺町(9-1-1-29)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
境寺町 境寺町(9-1-1-30)地区 境寺町(9-1-1-30)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
境寺町 境寺町(9-Ⅰ-125-1)地区 境寺町(9-Ⅰ-125-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
境寺町 境寺町(9-Ⅰ-125-2)地区 境寺町(9-Ⅰ-125-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
境寺町 境寺町(9-Ⅰ-126-2)地区 境寺町(9-Ⅰ-126-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
境寺町 境寺町(9-Ⅰ-1520)地区 境寺町(9-Ⅰ-1520)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
境寺町 境寺町(9-Ⅱ-1529)地区 境寺町(9-Ⅱ-1529)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
美山町 美山町(9-1-1-27)地区 土石流 福井県告示第677号 H19.10.12
美山町 美山町(9-Ⅰ-126-1)地区 美山町(9-Ⅰ-126-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第677号 H19.10.12
品ヶ瀬町 品ヶ瀬町(9-1-1-24)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
品ヶ瀬町 品ヶ瀬町(9-1-1-25)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
品ヶ瀬町 品ヶ瀬町(9-1-1-26)地区 品ヶ瀬町(9-1-1-26)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
品ヶ瀬町 品ヶ瀬町(9-Ⅰ-1517)地区 品ヶ瀬町(9-Ⅰ-1517)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
品ヶ瀬町 品ヶ瀬町(9-Ⅱ-05306)地区 品ヶ瀬町(9-Ⅱ-05306)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
品ヶ瀬町 品ヶ瀬町(9-Ⅱ-05307)地区 品ヶ瀬町(9-Ⅱ-05307)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
大味町 大味町(26-3-1)地区 大味町(26-3-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
大味町 大味町(26-3-00301)地区 大味町(26-3-00301)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
大味町 大味町(1-091)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
大味町 大味町(26-Ⅰ-504-1)地区 大味町(26-Ⅰ-504-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
大味町 大味町(26-Ⅰ-504-2)地区 大味町(26-Ⅰ-504-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
大味町 大味町(26-Ⅰ-7800)地区 大味町(26-Ⅰ-7800)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
茱崎町 茱崎町(26-3-2)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
茱崎町 茱崎町(26-3-9)地区 茱崎町(26-3-9)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
茱崎町 茱崎町(1-090)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
茱崎町 茱崎町(26-Ⅰ-505-1)地区 茱崎町(26-Ⅰ-505-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
茱崎町 茱崎町(26-Ⅰ-505-2)地区 茱崎町(26-Ⅰ-505-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
茱崎町 茱崎町(26-Ⅰ-506)地区 茱崎町(26-Ⅰ-506)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
茱崎町 茱崎町(26-Ⅰ-7801)地区 茱崎町(26-Ⅰ-7801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
茱崎町 茱崎町(26-Ⅱ-00201)地区 茱崎町(26-Ⅱ-00201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
茱崎町 茱崎町(26-Ⅱ-00202)地区 茱崎町(26-Ⅱ-00202)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
茱崎町 茱崎町(26-Ⅱ-00203)地区 茱崎町(26-Ⅱ-00203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
蒲生町 蒲生町(26-3-3)地区 蒲生町(26-3-3)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-3-4)地区 蒲生町(26-3-4)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(1-092)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅰ-507)地区 蒲生町(26-Ⅰ-507)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅰ-7802)地区 蒲生町(26-Ⅰ-7802)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅰ-7803)地区 蒲生町(26-Ⅰ-7803)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅰ-7804)地区 蒲生町(26-Ⅰ-7804)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅰ-7805)地区 蒲生町(26-Ⅰ-7805)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅰ-7806)地区 蒲生町(26-Ⅰ-7806)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅰ-7807)地区 蒲生町(26-Ⅰ-7807)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅱ-7800)地区 蒲生町(26-Ⅱ-7800)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
蒲生町 蒲生町(26-Ⅱ-00101)地区 蒲生町(26-Ⅱ-00101)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
居倉町 居倉町(26-3-5)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
居倉町 居倉町(26-3-00401)地区 居倉町(26-3-00401)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
居倉町 居倉町(26-3-00402)地区 居倉町(26-3-00402)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
居倉町 居倉町(1-094)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
居倉町 居倉町(26-Ⅰ-510)地区 居倉町(26-Ⅰ-510)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
居倉町 居倉町(26-Ⅰ-511)地区 居倉町(26-Ⅰ-511)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
居倉町 居倉町(26-Ⅰ-7808)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
居倉町 居倉町(26-Ⅰ-7809)地区 居倉町(26-Ⅰ-7809)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
居倉町 居倉町(26-Ⅰ-7810)地区 居倉町(26-Ⅰ-7810)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
居倉町 居倉町(26-Ⅱ-7803)地区 居倉町(26-Ⅱ-7803)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
居倉町 居倉町(26-Ⅰ-00404)地区 居倉町(26-Ⅰ-00404)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
居倉町 居倉町(26-Ⅰ-00406)地区 居倉町(26-Ⅰ-00406)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
居倉町 居倉町(26-Ⅱ-00407)地区 居倉町(26-Ⅱ-00407)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
浜北山町 浜北山町(26-3-10)地区 浜北山町(26-3-10)地区 土石流 福井県告示第473号 H20.7.25
浜北山町 浜北山町(26-3-00501)地区 浜北山町(26-3-00501)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
浜北山町 浜北山町(1-093)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
浜北山町 浜北山町(26-Ⅰ-509-1)地区 浜北山町(26-Ⅰ-509-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
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浜北山町 浜北山町(26-Ⅰ-509-2)地区 浜北山町(26-Ⅰ-509-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
浜北山町 浜北山町(26-Ⅱ-7801)地区 浜北山町(26-Ⅱ-7801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
浜北山町 浜北山町(26-Ⅱ-7802)地区 浜北山町(26-Ⅱ-7802)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
浜北山町 浜北山町(26-Ⅰ-00507)地区 浜北山町(26-Ⅰ-00507)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
浜北山町 浜北山町(26-Ⅱ-00503)地区 浜北山町(26-Ⅱ-00503)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
浜北山町 浜北山町(26-Ⅱ-00504)地区 浜北山町(26-Ⅱ-00504)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
城有町 城有町(26-Ⅰ-40)地区 城有町(26-Ⅰ-40)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
城有町 城有町(26-Ⅰ-514)地区 城有町(26-Ⅰ-514)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
城有町 城有町(26-Ⅰ-7813)地区 城有町(26-Ⅰ-7813)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
城有町 城有町(26-Ⅱ-7804)地区 城有町(26-Ⅱ-7804)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
城有町 城有町(26-Ⅱ-7805)地区 城有町(26-Ⅱ-7805)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
城有町 城有町(26-Ⅱ-7806)地区 城有町(26-Ⅱ-7806)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
城有町 城有町(26-Ⅱ-7808)地区 城有町(26-Ⅱ-7808)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
城有町 城有町(26-Ⅱ-00603)地区 城有町(26-Ⅱ-00603)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
赤坂町 赤坂町(26-3-6)地区 赤坂町(26-3-6)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
赤坂町 赤坂町(26-3-00701)地区 赤坂町(26-3-00701)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
赤坂町 赤坂町(26-3-00702)地区 赤坂町(26-3-00702)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
赤坂町 赤坂町・城有町(26-3-00703)地区 赤坂町・城有町(26-3-00703)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
赤坂町 赤坂町(26-Ⅰ-41)地区 赤坂町(26-Ⅰ-41)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
赤坂町 赤坂町(26-Ⅰ-513-1)地区 赤坂町(26-Ⅰ-513-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
赤坂町 赤坂町(26-Ⅰ-513-2)地区 赤坂町(26-Ⅰ-513-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
赤坂町 赤坂町(26-Ⅰ-7811)地区 赤坂町(26-Ⅰ-7811)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
赤坂町 赤坂町(26-Ⅱ-7807)地区 赤坂町(26-Ⅱ-7807)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-3-7-1)地区 八ツ俣町(26-3-7-1)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-3-7-2)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-3-8)地区 八ツ俣町(26-3-8)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-3-00802)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(1-154)地区 土石流 福井県告示第96号 R3.3.23
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅰ-517)地区 八ツ俣町(26-Ⅰ-517)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅰ-7812)地区 八ツ俣町(26-Ⅰ-7812)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅲ-7800)地区 八ツ俣町(26-Ⅲ-7800)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅰ-39)地区 八ツ俣町(26-Ⅰ-39)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅰ-00809)地区 八ツ俣町(26-Ⅰ-00809)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅱ-00803)地区 八ツ俣町(26-Ⅱ-00803)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅱ-00804)地区 八ツ俣町(26-Ⅱ-00804)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅱ-00805)地区 八ツ俣町(26-Ⅱ-00805)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅱ-00808)地区 八ツ俣町(26-Ⅱ-00808)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅱ-00811)地区 八ツ俣町(26-Ⅱ-00811)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅱ-00814)地区 八ツ俣町(26-Ⅱ-00814)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅱ-00815)地区 八ツ俣町(26-Ⅱ-00815)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
八ツ俣町 八ツ俣町(26-Ⅱ-00818)地区 八ツ俣町(26-Ⅱ-00818)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森(28-1-1-34-1)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-1-1-35)地区 大森(28-1-1-35)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-1-1-36)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-1-1-37-1)地区 大森(28-1-1-37-1)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-1-1-37-2)地区 大森(28-1-1-37-2)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-1-1-38)地区 大森(28-1-1-38)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-1-1-65)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-1-1-85)地区 大森(28-1-1-85)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森町(28-Ⅰ-00117-1)地区 大森町(28-Ⅰ-00117-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森町(28-Ⅰ-00117-2)地区 大森町(28-Ⅰ-00117-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森(28-Ⅱ-7201)地区 大森(28-Ⅱ-7201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-Ⅱ-7212)地区 大森(28-Ⅱ-7212)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-Ⅱ-7213)地区 大森(28-Ⅱ-7213)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-Ⅱ-7221)地区 大森(28-Ⅱ-7221)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-Ⅱ-7222)地区 大森(28-Ⅱ-7222)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-Ⅱ-7224)地区 大森(28-Ⅱ-7224)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森(28-Ⅲ-7200)地区 大森(28-Ⅲ-7200)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
大森町 大森町(28-Ⅱ-00101)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森町(28-Ⅱ-00102)地区 大森町(28-Ⅱ-00102)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森町(28-Ⅱ-00105)地区 大森町(28-Ⅱ-00105)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森町(28-Ⅱ-00106)地区 大森町(28-Ⅱ-00106)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森町(28-Ⅱ-00107)地区 大森町(28-Ⅱ-00107)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森町(28-Ⅱ-00118)地区 大森町(28-Ⅱ-00118)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
大森町 大森町(28-Ⅰ-473-1)地区 大森町(28-Ⅰ-473-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
大森町 大森町(28-Ⅰ-473-2)地区 大森町(28-Ⅰ-473-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
大森町 大森町(28-Ⅰ-473-3)地区 大森町(28-Ⅰ-473-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
大森町 大森町(28-Ⅰ-473-4)地区 大森町(28-Ⅰ-473-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
大森町 大森町(28-Ⅰ-723)地区 大森町(28-Ⅰ-723)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
大森町 大森町(28-Ⅰ-474)地区 大森町(28-Ⅰ-474)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
大森町 大森町(28-Ⅰ-7201)地区 大森町(28-Ⅰ-7201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
大森町 大森町(28-Ⅱ-7200-1)地区 大森町(28-Ⅱ-7200-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
山内町 山内町(28-1-1-00501)地区 山内町(28-1-1-00501)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
山内町 山内町(28-097)地区 地すべり 福井県告示第64号 H23.2.15
山内町 山内町(28-Ⅱ-7233)地区 山内町(28-Ⅱ-7233)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
山内町 山内町(28-Ⅱ-00519)地区 山内町(28-Ⅱ-00519)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
山内町 山内町(28-Ⅱ-00520)地区 山内町(28-Ⅱ-00520)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
山内町 山内町(28-Ⅱ-00521)地区 山内町(28-Ⅱ-00521)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
山内町 山内町(28-Ⅱ-00522)地区 山内町(28-Ⅱ-00522)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
山内町 山内町(28-Ⅱ-00523)地区 山内町(28-Ⅱ-00523)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
笹谷町 笹谷町(28-1-1-32-1)地区 笹谷町(28-1-1-32-1)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
笹谷町 笹谷町(28-1-1-61)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
笹谷町 笹谷町(28-1-1-60)地区 笹谷町(28-1-1-60)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
笹谷町 笹谷町(28-1-1-00701)地区 笹谷町(28-1-1-00701)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
笹谷町 笹谷町(28-1-1-00703)地区 笹谷町(28-1-1-00703)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
笹谷町 笹谷町(28-Ⅰ-476-1)地区 笹谷町(28-Ⅰ-476-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
笹谷町 笹谷町(28-Ⅰ-476-2)地区 笹谷町(28-Ⅰ-476-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
笹谷町 笹谷町(28-Ⅰ-7200)地区 笹谷町(28-Ⅰ-7200)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-7203)地区 笹谷町(28-Ⅱ-7203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-7204)地区 笹谷町(28-Ⅱ-7204)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-7217)地区 笹谷町(28-Ⅱ-7217)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-7202-1)地区 笹谷町(28-Ⅱ-7202-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
笹谷町 笹谷町(28-Ⅰ-00807)地区 笹谷町(28-Ⅰ-00807)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00801)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00804)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00804)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00808)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00808)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00809)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00809)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00814)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00814)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00815)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00815)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅰ-00604)地区 笹谷町(28-Ⅰ-00604)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00603)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00603)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
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笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00610-1)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00610-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00611)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00611)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00703)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00703)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00704)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00704)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00708)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00708)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00711)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00711)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
笹谷町 笹谷町(28-Ⅱ-00718)地区 笹谷町(28-Ⅱ-00718)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
滝波町 滝波町(28-1-1-62)地区 滝波町(28-1-1-62)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
滝波町 滝波町(28-1-1-63-1)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
滝波町 滝波町(28-1-1-63-2)地区 滝波町(28-1-1-63-2)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
滝波町 滝波町(28-1-1-00904)地区 滝波町(28-1-1-00904)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
滝波町 滝波町(28-Ⅱ-7214)地区 滝波町(28-Ⅱ-7214)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
滝波町 滝波町(28-Ⅱ-7215)地区 滝波町(28-Ⅱ-7215)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
滝波町 滝波町(28-Ⅱ-7216)地区 滝波町(28-Ⅱ-7216)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
滝波町 滝波町(28-Ⅰ-484-1)地区 滝波町(28-Ⅰ-484-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
滝波町 滝波町(28-Ⅰ-484-2)地区 滝波町(28-Ⅰ-484-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
滝波町 滝波町(28-Ⅰ-484-3)地区 滝波町(28-Ⅰ-484-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
滝波町 滝波町(28-Ⅰ-484-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
滝波町 滝波町(28-Ⅰ-484-5)地区 滝波町(28-Ⅰ-484-5)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
滝波町 滝波町(28-Ⅲ-7200)地区 滝波町(28-Ⅲ-7200)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
滝波町 滝波町(28-Ⅰ-00907)地区 滝波町(28-Ⅰ-00907)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
滝波町 滝波町(28-Ⅰ-00908)地区 滝波町(28-Ⅰ-00908)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
滝波町 滝波町(28-Ⅱ-00902)地区 滝波町(28-Ⅱ-00902)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
滝波町 滝波町(28-Ⅱ-00903)地区 滝波町(28-Ⅱ-00903)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
本折町 本折町(28-1-1-64-1)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
本折町 本折町(28-1-1-01006)地区 本折町(28-1-1-01006)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-7206)地区 本折町(28-Ⅱ-7206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-7207)地区 本折町(28-Ⅱ-7207)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-7208)地区 本折町(28-Ⅱ-7208)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-7210)地区 本折町(28-Ⅱ-7210)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-7211)地区 本折町(28-Ⅱ-7211)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-01003)地区 本折町(28-Ⅱ-01003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-01004)地区 本折町(28-Ⅱ-01004)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-01007)地区 本折町(28-Ⅱ-01007)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-01008)地区 本折町(28-Ⅱ-01008)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
本折町 本折町(28-Ⅱ-01009)地区 本折町(28-Ⅱ-01009)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
清水畑町 清水畑町(28-Ⅱ-7204)地区 清水畑町(28-Ⅱ-7204)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
清水畑町 清水畑町(28-Ⅰ-722-1)地区 清水畑町(28-Ⅰ-722-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
清水畑町 清水畑町(28-Ⅰ-722-2)地区 清水畑町(28-Ⅰ-722-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
清水畑町 清水畑町(28-Ⅰ-722-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
清水畑町 清水畑町(28-Ⅱ-7203)地区 清水畑町(28-Ⅱ-7203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
清水畑町 清水畑町(28-Ⅱ-7205)地区 清水畑町(28-Ⅱ-7205)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
清水畑町 清水畑町(28-Ⅰ-01133)地区 清水畑町(28-Ⅰ-01133)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
清水畑町 清水畑町(28-Ⅰ-01135)地区 清水畑町(28-Ⅰ-01135)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
清水畑町 清水畑町(28-Ⅱ-01109)地区 清水畑町(28-Ⅱ-01109)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
清水畑町 清水畑町(28-Ⅱ-01122)地区 清水畑町(28-Ⅱ-01122)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
清水畑町 清水畑町(28-Ⅱ-01134)地区 清水畑町(28-Ⅱ-01134)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
清水畑町 清水畑町(28-Ⅱ-01137)地区 清水畑町(28-Ⅱ-01137)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
平尾町 平尾町(28-1-1-33)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
平尾町 平尾町(28-Ⅰ-7200)地区 平尾町(28-Ⅰ-7200)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
平尾町 平尾町(28-Ⅱ-7200)地区 平尾町(28-Ⅱ-7200)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
平尾町 平尾町(28-Ⅱ-7201)地区 平尾町(28-Ⅱ-7201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
平尾町 平尾町(28-Ⅰ-483-1)地区 平尾町(28-Ⅰ-483-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
平尾町 平尾町(28-Ⅰ-483-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
平尾町 平尾町(28-Ⅰ-483-3)地区 平尾町(28-Ⅰ-483-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
平尾町 平尾町(28-Ⅱ-7202)地区 平尾町(28-Ⅱ-7202)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第253号 H20.4.4
平尾町 平尾町(28-Ⅱ-01202)地区 平尾町(28-Ⅱ-01202)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
平尾町 平尾町(28-Ⅱ-01203)地区 平尾町(28-Ⅱ-01203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
平尾町 平尾町(28-Ⅱ-01206)地区 平尾町(28-Ⅱ-01206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
志津が丘１丁目 志津が丘1丁目(28-Ⅰ-7201-1)地区 志津が丘1丁目(28-Ⅰ-7201-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
志津が丘4丁目 志津が丘4丁目(28-1-1-05401)地区 志津が丘4丁目(28-1-1-05401)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
志津が丘4丁目 志津が丘4丁目(28-Ⅱ-05401)地区 志津が丘4丁目(28-Ⅱ-05401)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
上天下町 上天下町(28-1-1-39)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
上天下町 上天下町(28-1-1-40)地区 上天下町(28-1-1-40)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
上天下町 上天下町(28-1-1-41)地区 上天下町(28-1-1-41)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
上天下町 上天下町(28-1-1-42)地区 上天下町(28-1-1-42)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
上天下町 上天下町(28-1-1-01302)地区 上天下町(28-1-1-01302)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
上天下町 上天下町(28-Ⅱ-7218)地区 上天下町(28-Ⅱ-7218)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
上天下町 上天下町(28-Ⅱ-7219)地区 上天下町(28-Ⅱ-7219)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
上天下町 上天下町(28-Ⅱ-7236)地区 上天下町(28-Ⅱ-7236)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
上天下町 上天下町(28-Ⅰ-7207-1)地区 上天下町(28-Ⅰ-7207-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
上天下町 上天下町(28-Ⅰ-7207-2)地区 上天下町(28-Ⅰ-7207-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
上天下町 上天下町(28-Ⅰ-485-1)地区 上天下町(28-Ⅰ-485-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
上天下町 上天下町(28-Ⅰ-485-2)地区 上天下町(28-Ⅰ-485-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
上天下町 上天下町(28-Ⅰ-485-3)地区 上天下町(28-Ⅰ-485-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
上天下町 上天下町(28-Ⅰ-485-4)地区 上天下町(28-Ⅰ-485-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
上天下町 上天下町(28-Ⅰ-01303)地区 上天下町(28-Ⅰ-01303)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
上天下町 上天下町(28-Ⅱ-01302)地区 上天下町(28-Ⅱ-01302)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
下天下町 下天下町(28-1-1-43)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
下天下町 下天下町(28-1-1-44)地区 下天下町(28-1-1-44)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
下天下町 下天下町(28-1-1-01402)地区 下天下町(28-1-1-01402)地区 土石流 福井県告示第491号 H22.9.28
下天下町 下天下町(28-Ⅰ-7206)地区 下天下町(28-Ⅰ-7206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
下天下町 下天下町(28-Ⅰ-7202)地区 下天下町(28-Ⅰ-7202)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
下天下町 下天下町(28-Ⅰ-01404)地区 下天下町(28-Ⅰ-01404)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
下天下町 下天下町(28-Ⅰ-01406)地区 下天下町(28-Ⅰ-01406)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
下天下町 下天下町(28-Ⅱ-01403)地区 下天下町(28-Ⅱ-01403)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
下天下町 下天下町(28-Ⅱ-01405)地区 下天下町(28-Ⅱ-01405)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
下天下町 下天下町(28-Ⅱ-01407)地区 下天下町(28-Ⅱ-01407)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
下天下町 下天下町(28-Ⅱ-01408)地区 下天下町(28-Ⅱ-01408)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
小羽町 小羽(28-Ⅰ-7202-1)地区 小羽(28-Ⅰ-7202-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
小羽町 小羽(28-Ⅰ-7202-2)地区 小羽(28-Ⅰ-7202-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
小羽町 小羽町(28-Ⅱ-04301)地区 小羽町(28-Ⅱ-04301)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
小羽町 小羽町(28-Ⅱ-04302)地区 小羽町(28-Ⅱ-04302)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
小羽町 小羽町(28-Ⅱ-04303)地区 小羽町(28-Ⅱ-04303)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
小羽町 小羽町(28-Ⅱ-04304)地区 小羽町(28-Ⅱ-04304)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
小羽町 小羽町(28-Ⅰ-477)地区 小羽町(28-Ⅰ-477)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
小羽町 小羽町(28-Ⅱ-7237)地区 小羽町(28-Ⅱ-7237)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
三留町 三留町(28-1-1-84S)地区 三留町(28-1-1-84S)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
三留町 三留町(28-Ⅱ-7207)地区 三留町(28-Ⅱ-7207)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
三留町 三留町(28-Ⅰ-01605)地区 三留町(28-Ⅰ-01605)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三留町 三留町(28-Ⅱ-01601)地区 三留町(28-Ⅱ-01601)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
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三留町 三留町(28-Ⅱ-01606)地区 三留町(28-Ⅱ-01606)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三留町 三留町(28-Ⅰ-741-1)地区 三留町(28-Ⅰ-741-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三留町 三留町(28-Ⅰ-741-2)地区 三留町(28-Ⅰ-741-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三留町 三留町(28-Ⅰ-741-3)地区 三留町(28-Ⅰ-741-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三留町 三留町(28-Ⅰ-741-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三留町 三留町(28-Ⅰ-7213)地区 三留町(28-Ⅰ-7213)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三留町 三留町(28-Ⅱ-01603)地区 三留町(28-Ⅱ-01603)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
三留町 三留町(28-Ⅱ-01809)地区 三留町(28-Ⅱ-01809)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
清水杉谷町 清水杉谷町(28-1-1-29)地区 清水杉谷町(28-1-1-29)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
清水杉谷町 清水杉谷町(28-1-1-30)地区 清水杉谷町(28-1-1-30)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
清水杉谷町 清水杉谷町(28-1-1-31)地区 清水杉谷町(28-1-1-31)地区 土石流 福井県告示第944号 H18.11.24
清水杉谷町 清水杉谷町(28-1-1-01702)地区 清水杉谷町(28-1-1-01702)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
清水杉谷町 清水杉谷町(28-1-1-01703)地区 清水杉谷町(28-1-1-01703)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅰ-486-1)地区 清水杉谷町(28-Ⅰ-486-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅰ-486-2)地区 清水杉谷町(28-Ⅰ-486-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅰ-486-3)地区 清水杉谷町(28-Ⅰ-486-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅰ-486-4)地区 清水杉谷町(28-Ⅰ-486-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅰ-732)地区 清水杉谷町(28-Ⅰ-732)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅰ-733-1)地区 清水杉谷町(28-Ⅰ-733-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅰ-733-2)地区 清水杉谷町(28-Ⅰ-733-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅱ-7238)地区 清水杉谷町(28-Ⅱ-7238)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅱ-7239)地区 清水杉谷町(28-Ⅱ-7239)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅲ-7207)地区 清水杉谷町(28-Ⅲ-7207)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅲ-7208)地区 清水杉谷町(28-Ⅲ-7208)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第944号 H18.11.24
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅱ-01701)地区 清水杉谷町(28-Ⅱ-01701)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
清水杉谷町 清水杉谷町(28-Ⅱ-01705)地区 清水杉谷町(28-Ⅱ-01705)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-1-1-18)地区 田尻栃谷町(28-1-1-18)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-1-1-19-1)地区 田尻栃谷町(28-1-1-19-1)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-1-1-21-1)地区 田尻栃谷町(28-1-1-21-1)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-1-1-22)地区 田尻栃谷町(28-1-1-22)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-1-1-23)地区 田尻栃谷町(28-1-1-23)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-1-1-27)地区 田尻栃谷町(28-1-1-27)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-1-1-74)地区 田尻栃谷町(28-1-1-74)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-1-1-01803)地区 田尻栃谷町(28-1-1-01803)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7221)地区 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7221)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7222)地区 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7222)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7223)地区 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7223)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7224)地区 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7224)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7240-1)地区 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7240-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7240-2)地区 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7240-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7242)地区 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7242)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7243)地区 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7243)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7245)地区 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7245)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7246)地区 田尻栃谷町(28-Ⅱ-7246)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅲ-7209)地区 田尻栃谷町(28-Ⅲ-7209)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7209)地区 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7209)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7208-1)地区 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7208-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7220)地区 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7220)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅱ-01802)地区 田尻栃谷町(28-Ⅱ-01802)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
田尻栃谷町 田尻栃谷町(28-Ⅱ-01808)地区 田尻栃谷町(28-Ⅱ-01808)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
竹生町 竹生町(28-1-1-02202)地区 竹生町(28-1-1-02202)地区 土石流 福井県告示第134号 H23.3.29
竹生町 竹生町(28-Ⅰ-7209)地区 竹生町(28-Ⅰ-7209)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第344号 R4.8.16
竹生町 竹生町(28-Ⅲ-7205)地区 竹生町(28-Ⅲ-7205)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
竹生町 竹生町(28-Ⅰ-7208)地区 竹生町(28-Ⅰ-7208)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
竹生町 竹生町(28-Ⅰ-7210-1)地区 竹生町(28-Ⅰ-7210-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
竹生町 竹生町(28-Ⅰ-7210-2)地区 竹生町(28-Ⅰ-7210-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
竹生町 竹生町(28-Ⅰ-7211-1)地区 竹生町(28-Ⅰ-7211-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
竹生町 竹生町(28-Ⅰ-7211-2)地区 竹生町(28-Ⅰ-7211-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
竹生町 竹生町(28-Ⅱ-7228)地区 竹生町(28-Ⅱ-7228)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
竹生町 竹生町(28-Ⅲ-7206)地区 竹生町(28-Ⅲ-7206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
竹生町 竹生町(28-Ⅱ-02202)地区 竹生町(28-Ⅱ-02202)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
竹生町 竹生町(28-Ⅱ-02205)地区 竹生町(28-Ⅱ-02205)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
竹生町 竹生町(28-Ⅱ-02211)地区 竹生町(28-Ⅱ-02211)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
竹生町 竹生町(28-Ⅱ-02212)地区 竹生町(28-Ⅱ-02212)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
竹生町 竹生町(28-Ⅱ-02213)地区 竹生町(28-Ⅱ-02213)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
竹生町・グリーンハイツ2町内 竹生町(28-Ⅱ-02201)地区 竹生町(28-Ⅱ-02201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
清水町 清水町(28-1-1-50-1)地区 清水町(28-1-1-50-1)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
清水町 清水町(28-1-1-67)地区 清水町(28-1-1-67)地区 土石流 福井県告示第410号 H19.6.8
清水町 清水町(28-Ⅱ-7225)地区 清水町(28-Ⅱ-7225)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
清水町 清水町(28-Ⅲ-7201)地区 清水町(28-Ⅲ-7201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
清水町 清水町(28-Ⅲ-7202)地区 清水町(28-Ⅲ-7202)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
清水町 清水町(28-Ⅰ-468-1)地区 清水町(28-Ⅰ-468-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
清水町 清水町(28-Ⅰ-468-2)地区 清水町(28-Ⅰ-468-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
清水町 清水町(28-Ⅱ-02301)地区 清水町(28-Ⅱ-02301)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
清水町 清水町(28-Ⅱ-02302)地区 清水町(28-Ⅱ-02302)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
清水町 清水町(28-Ⅱ-02303)地区 清水町(28-Ⅱ-02303)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
清水町 清水町(28-Ⅱ-02304)地区 清水町(28-Ⅱ-02304)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
清水町 清水町(28-Ⅱ-02305)地区 清水町(28-Ⅱ-02305)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
清水町 清水町(28-Ⅱ-02306)地区 清水町(28-Ⅱ-02306)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
清水町 清水町(28-Ⅱ-02310)地区 清水町(28-Ⅱ-02310)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第416号 H21.6.23
和田町 和田町(28-1-1-45)地区 和田町(28-1-1-45)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-47)地区 和田町(28-1-1-47)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-48)地区 和田町(28-1-1-48)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-66)地区 和田町(28-1-1-66)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-87)地区 和田町(28-1-1-87)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-88S-1)地区 和田町(28-1-1-88S-1)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-89S)地区 和田町(28-1-1-89S)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-90S-1)地区 和田町(28-1-1-90S-1)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-91S)地区 和田町(28-1-1-91S)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-1-1-92S-1)地区 和田町(28-1-1-92S-1)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 下天下町(28-1-1-01401)地区 下天下町(28-1-1-01401)地区 土石流 福井県告示第64号 H23.2.15
和田町 和田町(28-Ⅰ-7204)地区 和田町(28-Ⅰ-7204)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-Ⅱ-7226)地区 和田町(28-Ⅱ-7226)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-Ⅱ-7227)地区 和田町(28-Ⅱ-7227)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-Ⅱ-7232)地区 和田町(28-Ⅱ-7232)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-Ⅲ-7203)地区 和田町(28-Ⅲ-7203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-Ⅲ-7204)地区 和田町(28-Ⅲ-7204)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
和田町 和田町(28-Ⅰ-470-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和田町 和田町(28-Ⅰ-470-2)地区 和田町(28-Ⅰ-470-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和田町 和田町(28-Ⅰ-470-3)地区 和田町(28-Ⅰ-470-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和田町 和田町(28-Ⅰ-470-4)地区 和田町(28-Ⅰ-470-4)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
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和田町 和田町(28-Ⅰ-470-5)地区 和田町(28-Ⅰ-470-5)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和田町 和田町(28-Ⅰ-7205)地区 和田町(28-Ⅰ-7205)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
和田町 下天下町(28-Ⅱ-01401)地区 下天下町(28-Ⅱ-01401)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
和田町 下天下町(28-Ⅱ-01402)地区 下天下町(28-Ⅱ-01402)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
和田町 和田町(28-Ⅱ-02406)地区 和田町(28-Ⅱ-02406)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
和田町 和田町(28-Ⅱ-02407)地区 和田町(28-Ⅱ-02407)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
真栗町 真栗町(28-1-1-13)地区 真栗町(28-1-1-13)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
真栗町 真栗町(28-1-1-14)地区 真栗町(28-1-1-14)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
真栗町 真栗町(28-1-1-15)地区 土石流 福井県告示第220号 H18.2.28
真栗町 真栗町(28-1-1-03701)地区 真栗町(28-1-1-03701)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
真栗町 真栗町(28-1-1-03702)地区 真栗町(28-1-1-03702)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
真栗町 真栗町(28-Ⅰ-481)地区 真栗町(28-Ⅰ-481)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
真栗町 真栗町(28-Ⅱ-7257)地区 真栗町(28-Ⅱ-7257)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第220号 H18.2.28
真栗町 真栗町(28-Ⅰ-03702)地区 真栗町(28-Ⅰ-03702)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
真栗町 真栗町(28-Ⅱ-03703)地区 真栗町(28-Ⅱ-03703)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
真栗町 真栗町(28-Ⅰ-7229)地区 真栗町(28-Ⅰ-7229)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
真栗町 真栗町(28-Ⅱ-7255)地区 真栗町(28-Ⅱ-7255)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
御油町 御油町(28-1-1-03802)地区 御油町(28-1-1-03802)地区 土石流 福井県告示第153号 H21.3.24
御油町 御油町(28-Ⅰ-03801)地区 御油町(28-Ⅰ-03801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
御油町 御油町(28-Ⅰ-03803)地区 御油町(28-Ⅰ-03803)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
御油町 御油町(28-Ⅰ-03804)地区 御油町(28-Ⅰ-03804)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
御油町 御油町(28-Ⅱ-03802)地区 御油町(28-Ⅱ-03802)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第153号 H21.3.24
若越ひかりの村 島寺町(28-Ⅰ-7205-1)地区 島寺町(28-Ⅰ-7205-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
若越ひかりの村 島寺町(28-Ⅱ-04002)地区 島寺町(28-Ⅱ-04002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
若越ひかりの村 島寺町(28-Ⅱ-04003)地区 島寺町(28-Ⅱ-04003)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
島寺町 島寺(28-1-1-10)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
島寺町 島寺(28-1-1-7-1)地区 島寺(28-1-1-7-1)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
島寺町 島寺(28-1-1-7-2)地区 島寺(28-1-1-7-2)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
島寺町 島寺(28-1-1-8)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
島寺町 島寺(28-1-1-9)地区 土石流 福井県告示第320号 H17.3.31
島寺町 島寺町(28-1-1-52)地区 島寺町(28-1-1-52)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
島寺町 島寺町(28-1-1-03801)地区 島寺町(28-1-1-03801)地区 土石流 福井県告示第491号 H22.9.28
島寺町 島寺(28-Ⅰ-7203)地区 島寺(28-Ⅰ-7203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第320号 H17.3.31
島寺町 島寺(28-Ⅰ-7204)地区 島寺(28-Ⅰ-7204)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第320号 H17.3.31
島寺町 島寺町(28-Ⅰ-7227)地区 島寺町(28-Ⅰ-7227)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
島寺町 島寺町(28-Ⅱ-7254)地区 島寺町(28-Ⅱ-7254)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
島寺町 島寺町(28-Ⅰ-7206-1)地区 島寺町(28-Ⅰ-7206-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
島寺町 島寺(28-Ⅰ-03901-1)地区 島寺(28-Ⅰ-03901-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
島寺町 島寺(28-Ⅰ-03902)地区 島寺(28-Ⅰ-03902)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
島寺町 島寺(28-Ⅰ-03903)地区 島寺(28-Ⅰ-03903)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
島寺町 島寺(28-Ⅰ-03904)地区 島寺(28-Ⅰ-03904)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
島寺町 島寺(28-Ⅰ-03907)地区 島寺(28-Ⅰ-03907)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第491号 H22.9.28
風巻町 風巻町(28-1-1-16)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
風巻町 風巻町(28-1-1-17)地区 風巻町(28-1-1-17)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
風巻町 風巻町(28-1-1-73S)地区 風巻町(28-1-1-73S)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
風巻町 風巻町(28-1-1-72S)地区 風巻町(28-1-1-72S)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
風巻町 風巻町(28-Ⅰ-03901-2)地区 風巻町(28-Ⅰ-03901-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
風巻町 風巻町(28-Ⅱ-04201)地区 風巻町(28-Ⅱ-04201)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
風巻町 風巻町(28-Ⅱ-04203)地区 風巻町(28-Ⅱ-04203)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
風巻町 風巻町(28-Ⅱ-04204)地区 風巻町(28-Ⅱ-04204)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
風巻町 風巻町(28-Ⅱ-7220)地区 風巻町(28-Ⅱ-7220)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
片山1 片山(28-1-1-55)地区 片山(28-1-1-55)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-1-1-56)地区 片山(28-1-1-56)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-1-1-57)地区 片山(28-1-1-57)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-1-1-58)地区 片山(28-1-1-58)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-1-1-75)地区 片山(28-1-1-75)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-1-1-78S-1)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-1-1-78S-2)地区 片山(28-1-1-78S-2)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-1-1-79)地区 片山(28-1-1-79)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-Ⅱ-7208)地区 片山(28-Ⅱ-7208)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-Ⅱ-7249)地区 片山(28-Ⅱ-7249)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山1 片山(28-Ⅲ-7213)地区 片山(28-Ⅲ-7213)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山2 片山(28-1-1-24)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山2 片山(28-1-1-54)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山2 片山(28-1-1-76S)地区 片山(28-1-1-76S)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山2 片山(28-1-1-77)地区 片山(28-1-1-77)地区 土石流 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山2 片山(28-Ⅱ-7252)地区 片山(28-Ⅱ-7252)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山2 片山(28-Ⅱ-7253)地区 片山(28-Ⅱ-7253)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第1020号 H17.12.27
片山町 片山町(28-1-1-53)地区 片山町(28-1-1-53)地区 土石流 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅰ-482)地区 片山町(28-Ⅰ-482)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅰ-7225)地区 片山町(28-Ⅰ-7225)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅰ-7226)地区 片山町(28-Ⅰ-7226)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅰ-740-1)地区 片山町(28-Ⅰ-740-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅰ-740-2)地区 片山町(28-Ⅰ-740-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-7247)地区 片山町(28-Ⅱ-7247)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-7248)地区 片山町(28-Ⅱ-7248)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-7250)地区 片山町(28-Ⅱ-7250)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-7251)地区 片山町(28-Ⅱ-7251)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
片山町 片山町(28-Ⅰ-04406)地区 片山町(28-Ⅰ-04406)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
片山町 片山町(28-Ⅰ-04408)地区 片山町(28-Ⅰ-04408)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-04401)地区 片山町(28-Ⅱ-04401)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-04402)地区 片山町(28-Ⅱ-04402)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-04403)地区 片山町(28-Ⅱ-04403)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-04404)地区 片山町(28-Ⅱ-04404)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
片山町 片山町(28-Ⅱ-04413)地区 片山町(28-Ⅱ-04413)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29
清水山町 清水山町(28-Ⅱ-7256)地区 清水山町(28-Ⅱ-7256)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
清水山町 清水山町(28-Ⅲ-7214)地区 清水山町(28-Ⅲ-7214)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
清水山町 清水山町(28-Ⅰ-7230)地区 清水山町(28-Ⅰ-7230)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第473号 H20.7.25
清水山町 清水山町(28-Ⅰ-478-1)地区 清水山町(28-Ⅰ-478-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
清水山町 清水山町(28-Ⅰ-478-2)地区 清水山町(28-Ⅰ-478-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
清水山町 清水山町(28-Ⅰ-478-3)地区 清水山町(28-Ⅰ-478-3)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第540号 H20.9.12
清水山町 清水山町(28-Ⅱ-04700)地区 清水山町(28-Ⅱ-04700)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第201号 R5.4.18
在田町 在田町(28-1-1-1)地区 在田町(28-1-1-1)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
在田町 在田町(28-1-1-2)地区 在田町(28-1-1-2)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
在田町 在田町(28-1-1-3)地区 在田町(28-1-1-3)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
在田町 在田町(28-1-1-4)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
在田町 在田町(28-Ⅰ-7237)地区 在田町(28-Ⅰ-7237)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
在田町 在田町(28-Ⅰ-7228)地区 在田町(28-Ⅰ-7228)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
在田町 在田町(28-Ⅰ-7235)地区 在田町(28-Ⅰ-7235)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
在田町 在田町(28-Ⅰ-7236)地区 在田町(28-Ⅰ-7236)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
甑谷町 甑谷町(28-1-1-12)地区 甑谷町(28-1-1-12)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
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甑谷町 甑谷町(28-1-1-5)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
甑谷町 甑谷町(28-1-1-51)地区 甑谷町(28-1-1-51)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
甑谷町 甑谷町(28-1-1-6-1)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
甑谷町 甑谷町(28-1-1-6-2)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
甑谷町 甑谷町(28-Ⅰ-479)地区 甑谷町(28-Ⅰ-479)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
甑谷町 甑谷町(28-Ⅰ-7233)地区 甑谷町(28-Ⅰ-7233)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
甑谷町 甑谷町(28-Ⅰ-7234-1)地区 甑谷町(28-Ⅰ-7234-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
甑谷町 甑谷町(28-Ⅰ-7234-2)地区 甑谷町(28-Ⅰ-7234-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
甑谷町 甑谷町(28-Ⅰ-04901)地区 甑谷町(28-Ⅰ-04901)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
甑谷町 甑谷町(28-Ⅱ-7229)地区 甑谷町(28-Ⅱ-7229)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
甑谷町 甑谷町(28-Ⅱ-7230)地区 甑谷町(28-Ⅱ-7230)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
甑谷町 甑谷町(28-Ⅱ-7260)地区 甑谷町(28-Ⅱ-7260)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
坪谷町 坪谷町(28-1-1-70)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
坪谷町 坪谷町(28-1-1-05008)地区 坪谷町(28-1-1-05008)地区 土石流 福井県告示第74号 H22.2.9
坪谷町 坪谷町(28-Ⅰ-7232)地区 坪谷町(28-Ⅰ-7232)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
坪谷町 坪谷町(28-Ⅱ-7258)地区 坪谷町(28-Ⅱ-7258)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
坪谷町 坪谷町(28-Ⅱ-7259)地区 坪谷町(28-Ⅱ-7259)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
坪谷町 坪谷町(28-Ⅰ-480)地区 坪谷町(28-Ⅰ-480)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
坪谷町 坪谷町(28-Ⅰ-7231-1)地区 坪谷町(28-Ⅰ-7231-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
坪谷町 坪谷町(28-Ⅰ-7231-2)地区 坪谷町(28-Ⅰ-7231-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
坪谷町 坪谷町(28-Ⅱ-05002)地区 坪谷町(28-Ⅱ-05002)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
坪谷町 坪谷町(28-Ⅱ-05009)地区 坪谷町(28-Ⅱ-05009)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
坪谷町 坪谷町(28-Ⅱ-05014)地区 坪谷町(28-Ⅱ-05014)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
坪谷町 坪谷町(28-Ⅱ-05015)地区 坪谷町(28-Ⅱ-05015)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第74号 H22.2.9
朝宮町 朝宮町(28-1-1-25)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-1-1-26)地区 朝宮町(28-1-1-26)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-1-1-80S)地区 朝宮町(28-1-1-80S)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-1-1-81S)地区 朝宮町(28-1-1-81S)地区 土石流 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-Ⅰ-7216)地区 朝宮町(28-Ⅰ-7216)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-Ⅰ-7219)地区 朝宮町(28-Ⅰ-7219)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-Ⅱ-7241)地区 朝宮町(28-Ⅱ-7241)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-Ⅲ-7210)地区 朝宮町(28-Ⅲ-7210)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-Ⅲ-7211)地区 朝宮町(28-Ⅲ-7211)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-Ⅲ-7212)地区 朝宮町(28-Ⅲ-7212)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第883号 H18.10.31
朝宮町 朝宮町(28-Ⅰ-7218)地区 朝宮町(28-Ⅰ-7218)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第133号 H20.2.29
朝宮町 朝宮町(28-Ⅱ-02001)地区 朝宮町(28-Ⅱ-02001)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
朝宮町 朝宮町(28-Ⅱ-02005)地区 朝宮町(28-Ⅱ-02005)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第64号 H23.2.15
片粕町 片粕町(28-Ⅱ-7205)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
片粕町 片粕町(28-Ⅱ-7231)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
片粕町 片粕町(28-Ⅱ-7234)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第410号 H19.6.8
片粕町 片粕町(28-Ⅱ-02101)地区 片粕町(28-Ⅱ-02101)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第84号 H21.2.20
グリーンハイツ3町内 グリーンハイツ3丁目(28-Ⅰ-02701)地区 グリーンハイツ3丁目(28-Ⅰ-02701)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
グリーンハイツ4町内 グリーンハイツ4丁目(28-Ⅰ-7212)地区 グリーンハイツ4丁目(28-Ⅰ-7212)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
グリーンハイツ5町内 グリーンハイツ5丁目(28-Ⅰ-02801)地区 グリーンハイツ5丁目(28-Ⅰ-02801)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
グリーンハイツ5町内 グリーンハイツ5丁目(28-Ⅰ-02901-1)地区 グリーンハイツ5丁目(28-Ⅰ-02901-1)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
グリーンハイツ5町内 グリーンハイツ5丁目(28-Ⅰ-02901-2)地区 グリーンハイツ5丁目(28-Ⅰ-02901-2)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第419号 H22.7.16
グリーンハイツ8町内 グリーンハイツ8丁目(28-Ⅱ-7206)地区 グリーンハイツ8丁目(28-Ⅱ-7206)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
グリーンハイツ9町内 グリーンハイツ9丁目(28-1-1-28)地区 グリーンハイツ9丁目(28-1-1-28)地区 土石流 福井県告示第598号 H19.9.4
グリーンハイツ9町内 片粕町(28-1-1-03301)地区 片粕町(28-1-1-03301)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
グリーンハイツ9町内 グリーンハイツ9丁目(28-Ⅰ-472)地区 グリーンハイツ9丁目(28-Ⅰ-472)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
グリーンハイツ9町内 グリーンハイツ9丁目(28-Ⅰ-7214)地区 グリーンハイツ9丁目(28-Ⅰ-7214)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
グリーンハイツ9町内 グリーンハイツ9丁目(28-Ⅱ-7235)地区 グリーンハイツ9丁目(28-Ⅱ-7235)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
グリーンハイツ10町内 グリーンハイツ10丁目(28-1-1-03401)地区 グリーンハイツ10丁目(28-1-1-03401)地区 土石流 福井県告示第408号 H23.9.30
グリーンハイツ10町内 グリーンハイツ10丁目(28-Ⅰ-7215)地区 グリーンハイツ10丁目(28-Ⅰ-7215)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第598号 H19.9.4
グリーンハイツ10町内 グリーンハイツ10丁目(28-Ⅱ-03401)地区 グリーンハイツ10丁目(28-Ⅱ-03401)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
グリーンハイツ10町内 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7209)地区 田尻栃谷町(28-Ⅰ-7209)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第408号 H23.9.30
グリーンハイツ2町内 竹生町(28-088)地区 地すべり 福井県告示第134号 H23.3.29
グリーンハイツ2町内 竹生町(28-Ⅰ-471)地区 竹生町(28-Ⅰ-471)地区 急傾斜地の崩壊 福井県告示第134号 H23.3.29

清水北

清水南

清水南



 9-4　砂防指定地一覧表

水系名 河 川 名 渓流名

1 一光川 一光川 一光町 建 75号 S33. 1.18 4.27

2 大味川 尼ヶ谷川 風尾町 建 　　2028号 S34.10.23 17.39

3 三本木川 三本木川 国見町 建 　　2029号 S34.10.23 7.27

4 高須川 高須川 高須町 建 　　 201号 S35. 2.16 74.63

5 その他 二枚田川 蓑町 建 　　 201号 S35. 2.16 35.87

6 九頭竜川 七瀬川 七瀬川 奥平町 建 　　201号 S35. 2.16 21.50

7 高須川 宮郷川 宮郷町 建  73号 S36. 1.23 33.04

8 高須川 高須川 石橋町 建 2379号 S36.10.26 23.10

9 一光川 一光川 上一光町 建 2540号 S36.11. 7 15.24

別畑川 別畑町

水谷川 水谷町

11 九頭竜川 越智川 天谷川 西別所町 建 3170号 S37.12.22 4.36

鹿俣川

三峰谷

荒谷川

太尾山谷

京谷川 東平町

中河内川 中河内町

15 九頭竜川 七瀬川 坂谷川 大年町 建 3121号 S41. 9. 9 8.73

16 九頭竜川 七瀬川 中平川 中平町 建 3121号 S41. 9. 9 5.24

17 大味川 大味川 畠中川 国山町 建 1177号 S42. 3.31 10.35

18 大味川 尼ヶ谷川 尼ヶ谷町 建 3895号 S42.11.21 7.63

19 九頭竜川 日野川 深谷川 深谷町 建 3895号 S42.11.21 17.05

20 九頭竜川 七瀬川 中平川支川 中平町 建  183号 S43. 2.14 8.12

21 その他 和布川 和布町 建 1056号 S46. 6.24 4.25

22 大味川 謡谷川 謡谷町 建 2050号 S46.12.17 5.76

23 九頭竜川 七瀬川 七瀬川 奥平町 建  884号 S47. 4.28 4.71

24 九頭竜川 田の谷川 田ノ谷町 建 2188号 S47.12.27 9.47

25 九頭竜川 滝波川 滝波川 白滝町 建   84号 S49. 1.25 15.03

奥谷川

下一光川

10 大味川 建 3170号 S37.12.22 22.68

砂防指定地一覧表
令和５年５月１日現在

告示年月日 面積(ha)番 号
河川名 所在地

字　名
告示番号

荒谷町 建 2668号 S38.10.19 17.32

12 2217号 S38. 8.29九頭竜川 鹿俣川 鹿俣町 建 9.04

13 九頭竜川 七瀬川

48.13

26 一光川 一光川 下一光町 建   84号 S49. 1.25 11.71

14 九頭竜川 七瀬川 建 1869号 S39. 7.28



 9-4　砂防指定地一覧表

水系名 河 川 名 渓流名
告示年月日 面積(ha)番 号

河川名 所在地
字　名

告示番号

27 九頭竜川 七瀬川 足谷川 足谷町 建   84号 S49. 1.25 8.30

28 九頭竜川 灯豊川 灯豊町 建   68号 S50. 3.31 7.93

29 九頭竜川 江端川 榎木川 西袋・大村町 建 336号 S52. 3.16 192.46

30 一光川 五太子川 五太子町 建 1061号 S56. 5.21 2.05

鎌口川

中尾川

尼ヶ谷川

尼ヶ谷川支川

33 九頭竜川 日野川 七廻川 深谷町 建 1570号 S61. 9.26 1.13

34 三本木川 三本木川 森の谷川 国見町 建 1808号 S63. 8.25 0.37

35 大味川 奥の谷川 畠中町 建 1808号 S63. 8.25 0.97

36 高須川 高須川 庵谷川 高須・川尻町 建  532号 H元. 3. 7 0.97

37 九頭竜川 江端川 三ッ峰川 西大味町 建 1774号 H元.10.21 0.70

38 大味川 一の谷川 武周町 建 1774号 H元.10.21 0.74

39 大味川 塚の谷川 尼ヶ谷町 建 1774号 H元.10.21 0.95

40 大味川 奥の谷川 畠中町 建  303号 H 3. 2.25 0.14

41 大味川 一の谷川 武周町 建  303号 H 3. 2.25 0.18

北山谷川

北山谷川支川

43 高須川 鎌谷川 宮郷町 建 303号 H 3. 2.25 29.18

44 大味川 奥の谷川 畠中町 建  272号 H 6. 2.14 0.34

45 大味川 堂ノ尻谷川 尼ヶ谷町 建  708号 H 8. 3.19 0.74

46 九頭竜川 天満川 剣大谷町 建  406号 H 9. 3. 7 45.42

47 その他 大塚川 鮎川町 建 2169号 H 9.12.22 52.74

48 大味川 大味川 戸ヶ谷川 畠中町 建 1979号 H10.11.18 0.92

49 九頭竜川 日野川 江端川 東大味町 建  663号 H11. 3.17 22.90

50 九頭竜川 七瀬川 中平川 中平町 建 2021号 H12.10.18 20.06

51 九頭竜川 七瀬川 双子谷川 大年町 国 1698号 H13.12.15 22.48

52 九頭竜川 七瀬川 中平川 中平町 国 366号 H14. 5. 8 0.21

53 九頭竜川 江端川 生部川 生部町 国 903号 H14.10.22 45.96

54 九頭竜川 江端川 生部川 生部町 国 288号 H16. 3.17 0.03

55 大味川 尼ヶ谷川 宮の谷川 尼ヶ谷町 国 288号 H16. 3.17 8.04

S59. 3.29 2.69

32 大味川 尼ヶ谷川 尼ヶ谷町 建   462号 S60. 1.24 0.93

31 九頭竜川 七瀬川 東平町 建  754号

303号 H 3. 2.25 12.69建42 三本木川 国見町



 9-4　砂防指定地一覧表

水系名 河 川 名 渓流名
告示年月日 面積(ha)番 号

河川名 所在地
字　名

告示番号

56 九頭竜川 一乗谷川 西新川 西新町 国 143号 H17. 2. 3 15.98

国 143号 H17. 2. 3 120.27

国 687号 H20. 6. 4 0.41

国 689号 H20. 6. 4 -0.38

58 大味川 畠中町 畠中川支川 畠中・国山町 国 883号 H17. 8.16 40.44

59 九頭竜川 江端川 江端川 東大味町 国 532号 H18. 4.13 42.84

60 九頭竜川 鹿俣川 下鹿俣川 鹿俣町 国 532号 H18. 4.13 5.76

61 九頭竜川 鹿俣川 上鹿俣川 鹿俣町 国 532号 H18. 4.13 10.27

62 九頭竜川 鹿俣川 鹿俣八幡川 鹿俣町 国 532号 H18. 4.13 3.57

63 九頭竜川 一乗谷川 下城戸川 安波賀町 国 532号 H18. 4.13 3.83

64 九頭竜川 一乗谷川 城戸八幡川
安波賀町

城戸ノ内町 国 532号 H18. 4.13 8.68

65 九頭竜川 一乗谷川 城戸内川
安波賀町

安波賀中島町 国 532号 H18. 4.13 18.76

66 九頭竜川 一乗谷川 大岩谷川
安波賀町

安波賀中島町 国 532号 H18. 4.13 16.05

67 九頭竜川 一乗谷川 諏訪川
安波賀町

城戸ノ内町 国 532号 H18. 4.13 49.50

68 九頭竜川 一乗谷川 水上川 浄教寺町 国 532号 H18. 4.13 39.74

69 九頭竜川 一乗谷川 一乗川 浄教寺町 国 532号 H18. 4.13 52.23

70 九頭竜川 一乗谷川 一乗滝川 浄教寺町 国 532号 H18. 4.13 177.05

71 九頭竜川 一乗谷川 藤懸川 浄教寺町 国 533号 H18. 4.13 92.88

72 九頭竜川 鹿俣川 西新川 西新町 国 505号 H19. 4.25 1.36

73 九頭竜川 一乗谷川 城戸八幡川
安波賀町

安波賀中島町 国 129号 H21. 2. 9 0.32

74 九頭竜川 一乗谷川 城戸内川
安波賀町

安波賀中島町 国 129号 H21. 2. 9 0.61

75 九頭竜川 一乗谷川 大岩谷川
安波賀町

安波賀中島町 国 129号 H21. 2. 9 0.30

76 九頭竜川 日野川 金屋谷川 金屋町・恐神町 国 150号 H22. 3. 5 17.61

77 九頭竜川 江端川
西袋川

椎手之木川
西袋町 国 665号 H22. 6.16 32.39

78 九頭竜川 荒川 花野谷川
花野谷町
大畑町 国 791号 H22. 7.29 40.36

79 九頭竜川 未更毛川 安田川 安田町 国 450号 H23. 5. 6 37.71

80 九頭竜川 上味見川 向山川 小当見町 建 1411号 S37. 6.19 3.35

81 九頭竜川 上味見川 大萩谷川 中手町 建 1411号 S37. 6.19 10.02

82 九頭竜川 上味見川 上味見川 味見河内町 建 1411号 S37. 6.19 10.39

83 九頭竜川 羽生川 羽生川 南西俣町 建 3170号 S37.12.22 3.57

九頭竜川 計石川 野波川 野波町

九頭竜川 計石川 芦見越川 芦見越
10.66

57 九頭竜川 一乗谷川 新町川 東新町

84 建 2217号 S38. 8.29



 9-4　砂防指定地一覧表

水系名 河 川 名 渓流名
告示年月日 面積(ha)番 号

河川名 所在地
字　名

告示番号

仁位川

寺尾川

間戸川

宮地郷川

87 九頭竜川 足羽川 蔵作川 蔵作町 建 1869号 S39. 7.28 7.05

大谷川

口無シ川

乗立川

89 九頭竜川 足羽川 赤谷川 赤谷町 建 3121号 S41. 9. 9 12.61

稗苗川

稗苗支川

91 九頭竜川 足羽川 三万谷別所 宇坂別所町 建 3895号 S42.11.21 5.28

黒谷川

黒谷支川

93 九頭竜川 上味見川 神当部川 神当部町 建 2050号 S46.12.17 5.44

94 九頭竜川 羽生川 南宮地川 南宮地町 建 2188号 S47.12.27 8.22

95 九頭竜川 足羽川 東天田川 東天田町 建 2188号 S47.12.27 5.37

96 九頭竜川 足羽川 上良川 蔵作町 建 395号 S48. 3. 2 4.32

97 九頭竜川 足羽川 椙谷川 椙谷町 建 84号 S49. 1.25 5.56

98 九頭竜川 上味見川 河内大谷川 味見河内町 建 336号 S52. 3.16 3.04

99 九頭竜川 三万谷川 三万谷東垣内 宇坂別所町 建 857号 S54. 4.14 2.98

100 九頭竜川 芦見川 奥山川 獺ヶ口町 建 754号 S59. 3.29 3.4

101 九頭竜川 足羽川 陰山川 蔵作町 建 1137号 S60. 8.10 2.23

神田川

神田右支川

103 九頭竜川 羽生川 間戸川 間戸町 建 1808号 S63. 8.25 0.8

104 九頭竜川 羽生川 仁位川 仁位町 建 241号 H元. 2.15 0.41

105 九頭竜川 足羽川 蔵作川 蔵作町 建 532号 H元. 3. 7 0.66

106 九頭竜川 芦見川 乗立川 美山大谷町 建 1774号 H元.10.21 0.5

107 九頭竜川 上味見川 上味見川 味見河内町 建 72号 H 2. 1.23 2.16

108 九頭竜川 上味見川 神当部川 神当部町 建 303号 H 3. 2.25 25.55

109 九頭竜川 足羽川 稗苗川 蔵作町 建 828号 H 4. 3.25 0.84

S39. 7.28 10.88

S42.11.21 5.59

S38. 8.29 6.43

86 九頭竜川 羽生川 間戸町 建 2217号 S38. 8.29

85 九頭竜川 羽生川 仁位町 建 2217号

15.62

90 九頭竜川 足羽川 蔵作町 建 3895号

88 九頭竜川 芦見川 美山大谷町 建 1869号

102 九頭竜川 足羽川 赤谷町 建 807号 S63. 3.18 2.44

92 九頭竜川 上味見川 味見河内町 建 2050号 S46.12.17 4.83



 9-4　砂防指定地一覧表

水系名 河 川 名 渓流名
告示年月日 面積(ha)番 号

河川名 所在地
字　名

告示番号

110 九頭竜川 足羽川 石原川 大久保町 建 2064号 H 4.12.25 20.32

111 九頭竜川 足羽川 赤谷川 赤谷町 建 2111号 H 5.11. 8 0.2

112 九頭竜川 羽生川 宮地郷川 間戸町 建 272号 H 6. 2.14 0.57

113 九頭竜川 足羽川 市波川 市波町 建 1322号 H 8. 5.13 2.11

114 九頭竜川 足羽川 西奥谷川 皿谷町 建 406号 H 9. 3. 7 16.48

115 九頭竜川 足羽川 中手土谷川 中手町 建 663号 H11. 3.17 12.92

116 九頭竜川 足羽川 六郎谷川 西河原町 建 1446号 H11. 7. 2 9.93

117 九頭竜川 足羽川 芦見越川 野波 建 1737号 H11. 9.21 39.63

118 九頭竜川 足羽川 蔵作川 蔵作町 建 2387号 H12.12.18 1.41

119 九頭竜川 足羽川 陰山川 蔵作町 国 233号 H13. 3.16 1.26

120 九頭竜川 上味見川
河内大谷川及
び河内小谷川 味見河内町 国 366号 H14. 5. 8 11.73

121 九頭竜川 野津又川 大谷川 南野津又町 国 903号 H14.10.22 16.36

122 九頭竜川 野津又川 小谷川 南野津又町 国 903号 H14.10.22 11.85

123 九頭竜川 足羽川 稗苗川 蔵作町 国 143号 H17. 2. 3 1.14

124 九頭竜川 足羽川 上良川 蔵作町 国 143号 H17  2. 3 0.6

125 九頭竜川 足羽川 鹿俣川 蔵作町 国 143号 H17  2. 3 0.53

126 九頭竜川 足羽川 三万谷川 三万谷町 国 143号 H17  2. 3 0.24

127 九頭竜川 足羽川 西山谷川 三万谷町 国 143号 H17  2. 3 0.84

128 九頭竜川 羽生川 間戸川 間戸町 国 143号 H17  2. 3 0.45

129 九頭竜川 足羽川 乙谷川 折立町 国 143号 H17  2. 3 0.88

130 九頭竜川 足羽川 赤谷川 折立町 国 143号 H17  2. 3 0.6

131 九頭竜川 足羽川 東天田川 東天田町 国 143号 H17  2. 3 0.33

132 九頭竜川 足羽川 地々谷川 東河原町 国 143号 H17  2. 3 1.09

133 九頭竜川 足羽川 芦谷川 西天田町 国 143号 H17  2. 3 1.06

134 九頭竜川 三万谷川 三万谷川 三万谷町 国 532号 H18. 4.13 272.93

135 九頭竜川 足羽川 奈良瀬川 奈良瀬町 国 532号 H18. 4.13 146.67

136 九頭竜川 足羽川 蔵作川及び陰山川 蔵作町 国 532号 H18. 4.13 116.19

137 九頭竜川 足羽川 稗苗川 蔵作町 国 532号 H18. 4.13 46.96

138 九頭竜川 足羽川 上良川 蔵作町 国 532号 H18. 4.13 64.01

139 九頭竜川 足羽川 赤谷川及び神田川 赤谷町・折立町 国 532号 H18. 4.13 382.4

140 九頭竜川 足羽川 乙谷川 折立町 国 532号 H18. 4.13 283.65

141 九頭竜川 足羽川 数古谷川 西河原町 国 532号 H18. 4.13 35.21
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水系名 河 川 名 渓流名
告示年月日 面積(ha)番 号

河川名 所在地
字　名

告示番号

142 九頭竜川 足羽川 品ケ瀬水上川 品ケ瀬町 国 532号 H18. 4.13 19.92

143 九頭竜川 羽生川 上山谷川 境寺町 国 532号 H18. 4.13 17

144 九頭竜川 足羽川 東天田川 東天田町 国 532号 H18. 4.13 130.28

145 九頭竜川 足羽川 間戸川 間戸町 国 532号 H18. 4.13 133.65

146 九頭竜川 上味見川 小当見谷山川 小当見町 国 532号 H18. 4.13 201.43

147 九頭竜川 上味見川 大萩谷川 中手町 国 532号 H18. 4.13 110.83

148 九頭竜川 上味見川 寺ケ谷川 中手町 国 532号 H18. 4.13 16.61

149 九頭竜川 足羽川 朝谷上村川 朝谷町 国 1146号 H18. 9.28 30.06

150 九頭竜川 足羽川 朝谷下村川 朝谷町 国 1146号 H18. 9.28 68.92

151 九頭竜川 足羽川 滝谷川 境寺町・品ヶ瀬町 国 791号 H22. 7.29 0.51

152 その他 蒲生大川 蒲生町 建 2029号 S34.10.23 15.18

153 その他 居倉大川 居倉町 建 1065号 S35. 6. 3 11.19

154 九頭竜川 滝波川 滝波川 滝波町 建 1065号 S35. 6. 3 33.24

155 九頭竜川 平尾川 平尾川 平尾町 建 2540号 S36.11. 7 21.67

156 九頭竜川 山内川 笹谷川 笹谷町 建 1869号 S39. 7.28 9.91

157 九頭竜川 志津川 河内川 清水畑町 建 3121号 S41. 9. 9 6.76

158 九頭竜川 日野川 坪谷川 坪谷町 建 3121号 S41. 9. 9 6.69

159 九頭竜川 平尾川 平尾川支川 平尾町 建 3895号 S42.11.21 0.92

160 九頭竜川 志津川 後川 本折町 建 3895号 S42.11.21 4.09

161 九頭竜川 日野川 坪谷川 坪谷町 建 2050号 S46.12.17 1.8

162 九頭竜川 日野川 奥出川 甑谷町 建 84号 S49. 1.25 2.19

163 九頭竜川 志津川 志津川 清水畑町 建 63号 S53. 1.28 4.17

164 九頭竜川 山内川 岩上川 山内町 建 63号 S53. 1.28 5.35

165 九頭竜川 日野川 山田川 坪谷町 建 857号 S54. 4.14 3.9

166 九頭竜川 日野川 奥出川支川 甑谷町 建 1061号 S56. 5.21 3.73

167 九頭竜川 志津川 河内川 清水畑町 建 1137号 S60. 8.10 0.81

168 九頭竜川 志津川 燈篭見川 山内町 建 664号 S62. 3.16 2.63

169 九頭竜川 日野川 奥出川支川 甑谷町 建 1808号 S63. 8.25 0.47

170 九頭竜川 志津川 鳴谷川 島寺町 建 1808号 S63. 8.25 1.24

171 九頭竜川 志津川 鳴谷川 大森町 建 241号 H元. 2.15 2.1

172 九頭竜川 山内川 稲荷川 笹谷町 建 532号 H元. 3. 7 1.29

173 九頭竜川 志津川 河内川 清水畑町 建 1774号 H元.10.21 0.11
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174 九頭竜川 志津川 黄皮田尾川 清水畑町 建 1055号 H 3. 4.16 2.93

175 九頭竜川 山内川 稲荷川 笹谷町 建 2064号 H 4.12.25 0.83

176 九頭竜川 羽生川 西谷川 境寺町 国 239号 H25. 3.15 10.75

177 九頭竜川 羽生川 脇谷川 境寺町 国 239号 H25. 3.15 8.75

178 九頭竜川 日野川 田ノ谷川 田ノ谷町 国 2号 H26. 1. 6 44.86

179 九頭竜川 日野川 田ノ谷川支川 田ノ谷町 国 165号 H27. 1.28 6.45

180 九頭竜川 未更毛川 五反田川第一 本堂町 国 77号 H29. 2.3 29.24

181 九頭竜川 未更毛川 雲井谷川第一 羽坂町 国 77号 H29. 2.3 36.47

182 九頭竜川 大谷川 奥出川 宇坂大谷町 国 359号 R1. 8.15 2.61

183 九頭竜川 大谷川 杉谷川 宇坂大谷町 国 359号 R1. 8.15 2.9

184 九頭竜川 未更毛川 雲井谷川第一 羽坂町 国 156号 R3. 3.8 2.7

185 九頭竜川 尼ヶ谷川 尼ヶ谷川支川 尼ヶ谷町 国 68号 R5. 2.3 3.4
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 9-6　高圧ガス施設一覧表

【第一種製造事業所】 令和５年５月１日現在

区　分 事　業　所 住　　　所 施　　設 ガ　ス　名

一般単独
国立大学法人福井大学（工学
部附属超低温物性実験施設、
産学官連携本部）

文京3丁目9-1 実験研究施設
液化ﾍﾘｳﾑ、液化窒素、
液化炭酸ｶﾞｽ

一般単独 宇野酸素㈱ 福井営業所 高木西1丁目307 充てん所
液化窒素、液化酸素、
液化炭酸ｶﾞｽ、液化ｱﾙｺﾞﾝ、
医療用酸素、ヘリウムガス

一般単独 ㈱ｷｮｰﾌｸ 八ツ島町31-507 移動式製造設備 液化天然ｶﾞｽ

一般単独 新中村化学工業㈱ 白方町45字5-3 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化天然ｶﾞｽ

一般単独 第一稀元素化学工業㈱福井事業所
石橋町ﾃｸﾉﾎﾟｰﾄ
3丁目7番2号

消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化天然ｶﾞｽ、窒素ｶﾞｽ

一般単独 ｽｶﾞｲ化学工業㈱　福井事業所 石橋町29-75-1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素、液化天然ｶﾞｽ

一般単独 岩谷瓦斯㈱ｲﾜﾀﾆ水素ｽﾃｰｼｮﾝ福井灯明寺 灯明寺4-704 水素ｽﾀﾝﾄﾞ 圧縮水素ｶﾞｽ、R404A

一般単独 大八化学工業㈱ 福井工場 白方町38字22-2 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化天然ｶﾞｽ、窒素ｶﾞｽ

一般単独 ｾｰﾚﾝKST㈱
下六条町13号
23番地

消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化酸素、液化窒素

液石併用 ｾｰﾚﾝ㈱ 新田工場 新田塚1丁目60-1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素、液化石油ｶﾞｽ

液石併用 ｾｰﾚﾝ㈱ 二日市工場 二日市町18-1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 窒素ｶﾞｽ、液化石油ｶﾞｽ

液石併用 光生ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ工業㈱ 福井製作所 石新保町28-69 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素、液化天然ｶﾞｽ、液化石油ｶﾞｽ

液石単独 ｻｶｲｵ-ﾍﾞｯｸｽ㈱二日市工場 二日市柿ﾉ木1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独 ｻｶｲｵ-ﾍﾞｯｸｽ㈱合繊工場 花堂中1丁目16-45 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独 ㈱ﾐﾂﾔ 山室町69-1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独 ｼﾞｪｲ･ｴｽ㈱ 問屋町1丁目204 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独 昌和染織㈱ 和田中町85-44 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独
㈱三景　仕入生産物流部門生
産１部ﾌｸｾﾝ課

山室町70-1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独 ㈱ﾀﾞﾅｯｸｽ栄工場 栄町10-1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独 福井ｷｬﾉﾝﾏﾃﾘｱﾙ㈱ 石橋町29-73-3 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独 ㈱文京精練
石橋町29字北
浜75番5

消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ

充填所 ENEOSグローブエナジー㈱福井支店 高木西1-303
充填所、移動
式製造設備

液化石油ｶﾞｽ

充填所 興北プロパン㈱ 福井基地 浅水町105-3 充填所 液化石油ｶﾞｽ

充填所 福井ﾂﾊﾞﾒ商事㈱ 豊岡1丁目14-20
充填所、ｽﾀﾝ
ﾄﾞ、

ﾌﾞﾀﾝ液化石油ｶﾞｽ

充填所 ㈱太陽プロパン 上中町20-10 充填所、ｽﾀﾝﾄﾞ ﾌﾞﾀﾝ液化石油ｶﾞｽ

充填所 北日本物産㈱ 福井支店 八重巻町13字国安3-1 充填所、ｽﾀﾝﾄﾞ ﾌﾞﾀﾝ液化石油ｶﾞｽ

充填所
福井県経済農業協同組合
連合会嶺北ｶﾞｽｾﾝﾀ-

開発5丁目208 充填所 液化石油ｶﾞｽ

充填所 AOIエネルギーソリューション（株）サービスセンター 川合鷲塚町48-1 充填所 液化石油ｶﾞｽ

充填所 エナジーサポートセンター㈱ 花堂東1-13-6
充填所、ｽﾀﾝ
ﾄﾞ、移動式製

ﾌﾞﾀﾝ液化石油ｶﾞｽ

高圧ガス施設一覧表



 9-6　高圧ガス施設一覧表
【第二種製造事業所】

区　分 事　業　所 住　　　所 施　　設 ガ　ス　名

一般単独 ㈱ﾌｼﾞｸﾗﾀﾞｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　ﾜｲﾔﾚｽ通信ｶﾝﾊﾟﾆｰ 白方町テクノポート3丁目1-3 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ アルゴンガス

一般単独 ﾀﾞｲﾄｰｹﾐｯｸｽ㈱福井工場 石橋町31字118 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 窒素ｶﾞｽ

一般単独 福井循環器病院 新保2丁目228番地 医療施設 液化酸素

一般単独 福井赤十字病院 月見2丁目4-1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素、液化酸素

一般単独 福井大学地域共同ｾﾝﾀｰ 文京3丁目9-1 研究施設 炭酸ｶﾞｽ

一般単独 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ福井㈱ 定正町401番地 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素

一般単独 （財）新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ福井総合病院 江上町58-16-1 医療施設 液化酸素

一般単独 福井県原子力環境監視センター 原目町39-4 研究施設 液化窒素

一般単独 学校法人金井学園福井工業大学 学園3丁目6-1 研究施設 液化窒素

一般単独 福井トヨタ自動車㈱ 下新井19字50 充てん 窒素ガス

一般単独 福井トヨペット㈱本店 幾久2丁目1424-1 充てん 窒素ガス

一般単独
社会福祉法人恩賜財団済生会
支部福井県済生会　福井県済
生会病院

和田中舟橋7-1 医療施設 液化酸素

一般単独 ㈲坪川自動車 飯塚町16-14-1 充てん 窒素ガス

一般単独 北鋼シャーリング㈱ 若栄町308 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 酸素

一般単独 ㈱中日地質
荒木町第2号7
番地

研究施設 窒素

一般単独 ﾔﾏｳﾁﾏﾃｯｸｽ㈱ 問屋町2丁目24
番地

消費ﾌﾟﾗﾝﾄ ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ

一般単独 福井ｷｬﾉﾝﾏﾃﾘｱﾙ㈱ 石橋町29-73-3 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素

充填所 ㈱白沢ﾃﾝﾄ商会 江端町36-12-3 充填所 圧縮空気

充填所 福井県警察本部警備部機動隊 荒木新保町3-12 充填所 圧縮空気

充填所 福井県警察学校 荒木新保町5-9 充填所 圧縮空気

充填所 福井市東消防署 和田東2-2205 充填所 圧縮空気

充填所 （有）アドヴァンス
和田2丁目2114
番地

充填所 圧縮空気

【第一種貯蔵所】

区　分 事　業　所 住　　　所 施　　設 ガ　ス　名

一般単独 福井県立病院 四ツ井2丁目8-１ 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ
液化酸素、酸素
亜酸化窒素、窒素

一般単独 福貨通運㈱ 花堂北1-4-42 ｺﾝﾃﾅ 液化塩化ﾋﾞﾆﾙ

一般単独 ｽｶﾞｲ化学工業㈱福井事業所 石橋町29-75-1 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 圧縮水素

一般単独 日本貨物鉄道㈱ 花堂1-1-16 ｺﾝﾃﾅ 液化塩化ﾋﾞﾆﾙ

液石併用 第一稀元素化学工業㈱福井工場
石橋町ﾃｸﾉﾎﾟｰﾄ
3丁目7番2号

消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ガス

液石併用 ﾀﾞｲﾄｰｹﾐｯｸｽ㈱福井工場 石橋町31字118 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ、液化窒素

液石併用 ㈱ｷｮｰﾌｸ 八ツ島町31-507 ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ 液化天然ｶﾞｽ、液化石油ｶﾞｽ

液石単独 竹原運輸株式会社 森行町3-8-1 ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ 液化石油ｶﾞｽ

液石単独 富士運送株式会社 花堂東1丁目20-27 ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ 液化石油ｶﾞｽ
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【第二種貯蔵所】

区　分 事　業　所 住　　　所 施　　設 ガ　ス　名

一般単独 光生ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ工業㈱ 石新保町28-69 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素

一般単独
西日本電信電話㈱
福井電報電話局線路工事ｾﾝﾀｰ

西開発1丁目2410 貯蔵所 窒素ｶﾞｽ

一般単独 本町明里線地下駐車場 中央3丁目 消火設備 液化炭酸ｶﾞｽ

一般単独 ㈲ｻﾆｲ 小和清水町20-23 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素

一般単独 福井循環器病院 新保3丁目228 医療施設 液化酸素、空気

一般単独 西日本電信電話㈱福井支店大手ﾋﾞﾙ 大手3丁目3-1 消火設備 窒素ｶﾞｽ

一般単独 福井市立郷土歴史博物館 宝永3丁目1301 消火設備 窒素ｶﾞｽ

一般単独 ㈱ＮＴＴﾄﾞｺﾓ北陸福井豊島機械室 豊島2丁目802-1 消火設備 窒素ｶﾞｽ、液化炭酸ｶﾞｽ

一般単独 西日本旅客鉄道㈱福井駅
中央1丁目2601-1
大手2丁目2101-1 消火設備 窒素ｶﾞｽ

一般単独 宇野酸素㈱福井営業所 高木西1丁目307 貯蔵所 窒素ｶﾞｽ、酸素ｶﾞｽ、液化石油ｶﾞｽ等

一般単独 江場酸素工業㈱ 高木西1丁目305 貯蔵所 窒素ｶﾞｽ、酸素ｶﾞｽ、液化石油ｶﾞｽ等

一般単独 福井県立病院 四ツ井2丁目8-１ 消火設備 窒素ｶﾞｽ

一般単独
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ福井
㈱

定正町401 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化窒素

一般単独 ㈱福井銀行 順化1丁目1番1号 消火設備 窒素ｶﾞｽ

一般単独
独立行政法人鉄道建設・運輸
施設整備支援機構東京支社
北陸新幹線　福井信通機器室

大手2丁目3306 消火設備 窒素ｶﾞｽ、液化炭酸ｶﾞｽ

一般単独 医療法人　福井心臓血圧ｾﾝﾀｰ 新保2丁目228 医療施設 液化酸素、圧縮空気、圧縮酸素

一般単独  日本貨物鉄道㈱金沢支店 月見１丁目９－３ コンテナ 液化塩化ビニル

液石単独 ㈱番匠本店 高木町83-18 消費ﾌﾟﾗﾝﾄ 液化石油ｶﾞｽ



9-7 洪水予報河川 

 

 国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報河川 

河川名 予報区域名 区 域 

九頭竜川 九頭竜川 
左岸：吉田郡永平寺町谷口 1字総社山 218番地先から海まで 

右岸：吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿 35字逆水沖 5番 1地先から海まで 

日野川 日野川下流 
左岸：福井市朝宮町 32字 17番地先から九頭竜川幹川合流点まで 

右岸：福井市種池町 27字勘要道 30番の 1地先から九頭竜川幹川合流点まで 

福井県と福井地方気象台が共同で行う洪水予報河川 

河川名 予報区域名 区 域 

足羽川 足羽川 

左岸：福井市脇三ヶ町 6字地先から日野川合流点まで 

右岸：福井市篠尾町 40字地先から日野川合流点まで 

   （天神橋から日野川合流点まで） 

日野川 日野川中流 南越前町・越前市境から国土交通大臣管理区域上流端まで 

 



9-8 中小河川一覧表 

 

 １級河川 

番号 河川名 岸 別 水 防 区 域 延長(m) 管理者 

1 九頭竜川 

右 岸 坂井市境界から下流坂井市境界まで  11,000 

国土交通省 
左 岸 

永平寺町境界から下流坂井市境界まで 

坂井市境界から下流日野川合流点まで 

日野川合流点から下流坂井市境界まで 

10,500 

 

8,000 

2 日 野 川 

右 岸 
鯖江市境界から種池町 27字勘要道 30番の 1地先まで 

種池町 27字勘要道 30番の 1地先から下流九頭竜川合流点まで 
15,000 

県土木 

国土交通省 

左 岸 
鯖江市境界から朝宮町 32 字 17 番地先まで 

朝宮町 32 字 17 番地先から下流九頭竜川合流点まで 

県土木 

国土交通省 

3 足 羽 川 両 岸 
池田町境から下流蔵向橋まで 

蔵向橋から下流日野川合流点まで 
15,500 県土木 

4 狐   川 両 岸 木田町地先から下流日野川合流点まで 7,800 県土木 

5 荒   川 両 岸 永平寺町境界から下流足羽川合流点まで 12,900 県土木 

6 浅  水  川 
右 岸 

徳尾町橋立山ふもとから下流北陸自動車道まで 200 

県土木 鯖江市境界から下流日野川合流点まで 880 

左 岸 鯖江市境界から下流日野川合流点まで 880 

7 未 更 毛 川 両 岸 末町地先から下流日野川合流点まで 6,440 県土木 

8 江 端 川 両 岸 東大味町地先から下流日野川合流点まで 12,100 県土木 

9 底 喰 川 
右 岸 大願寺１丁目 111 から下流日野川合流点まで 

5,680 県土木 
左 岸 町屋１丁目 723 から下流日野川合流点まで 

10 古 川 両 岸 丸山町地先から下流荒川合流点まで 3,000 県土木 

11 高 橋 川 
右 岸 鉾ケ崎町地先から下流江端川合流点まで 

3,250 県土木 
左 岸 角原町地先から下流江端川合流点まで 

12 七 瀬 川 両 岸 河内町地先から下流九頭竜川合流点まで 9,610 県土木 

13 芳 野 川 両 岸 栗森町地先から下流九頭竜川合流点まで 2,400 県土木 

14 磯 部 川 両 岸 漆原町地係から下流河合寄安町地係まで 760 県土木 

15 鞍 谷 川 右 岸 徳尾町地係から下流浅水川合流点まで 200 県土木 

16 大 森 川 両 岸 天池町地先から下流九頭竜川合流点まで 470 県土木 

17 八 ケ 川 両 岸 八重巻町地先から下流九頭竜川合流点まで 5,400 県土木 

18 北 川 両 岸 川合鷲塚町地先から下流八ケ川合流点まで 2,300 県土木 

19 滝 波 川 両 岸 白滝町地先から下流志津川合流点まで 1,800 県土木 

20 
片 川 右 岸 小幡町地先から下流坂井市境界まで 

2,960 県土木 
(片川放水路含) 左 岸 浜島町地先から下流坂井市境界まで 

21 朝 六 川 
右 岸 浅水町地先から下流江端川合流点まで 

8,555 県土木 
左 岸 下江尻町地先から下流江端川合流点まで 

22 赤 川 両 岸 二の宮 5 丁目から下流底喰川合流点まで 2,120 県土木 

23 馬 渡 川 両 岸 二の宮 2 丁目から下流九頭竜川合流点まで 3,160 県土木 

24 一 乗 谷 川 両 岸 浄教寺町地先から下流足羽川合流点まで 6,500 県土木 

25 鹿 俣 川 両 岸 鹿俣町地先から下流一乗谷川合流点まで 2,400 県土木 

26 大 谷 川 両 岸 宇坂大谷町地先から下流足羽川合流点まで 3,200 県土木 

27 三 万 谷 川 両 岸 三万谷町地先から下流足羽川合流点まで 2,200 県土木 

28 芦 見 川 両 岸 皿谷町地先から下流足羽川合流点まで 8,500 県土木 

29 羽 生 川 両 岸 南西俣町地先から下流足羽川合流点まで 7,180 県土木 

30 縫 原 川 両 岸 縫原町地先から下流羽生川合流点まで 1,800 県土木 

31 計 石 川 両 岸 東川上町地先から羽生川合流点まで 3,500 県土木 
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32 東 俣 川 両 岸 東俣町地先から下流羽生川合流点まで 2,300 県土木 

33 上 味 見 川 両 岸 味見河内町地先から下流足羽川合流まで 9,000 県土木 

34 野 津 又 川 両 岸 南野津又町地先から下流上味見川合流点まで 3,000 県土木 

35 天 王 川 両 岸 在田町地先から下流日野川合流点まで 1,400 県土木 

36 志 津 川 両 岸 清水畑町地先から下流日野川合流点まで 9,000 県土木 

37 山 内 川 両 岸 笹谷町地先から下流志津川合流点まで 2,300 県土木 

38 平 尾 川 両 岸 平尾町地先から下流志津川合流点まで 1,300 県土木 

 

 ２級河川 

番号 河川名 岸 別 水 防 区 域 延長(m) 管理者 

1 三本木川 両 岸 国見町地先から河口まで 4,900 県土木 

2 一光川 
右 岸 上一光町地先から河口まで 

6,630 県土木 
左 岸 下一光町地先河口まで 

3 大味川 両 岸 二ツ屋町地先から河口まで 9,284 県土木 

4 高須川 両 岸 高須町地先から河口まで 4,840 県土木 

 



  9-9 防災重点農業用ため池指定一覧表

No. ため池名称 ふりがな 所在地 地区名
堤高
(m)

総貯水量
(m3)

1 樋谷 へりたに 杉谷町 清明 5.0 4,300

2 城ノ谷 しろのたに 合谷町 社南 3.7 3,000

3 天満口 てんまんぐち 南居町 社南 4.3 4,500

4 上谷の天池 うえたにのあまいけ 南居町 社南 2.3 690

5 坂下第１ さかしただいいち 坂下町 岡保 2.2 700

6 坂下第２ さかしただいに 坂下町 岡保 2.5 1,300

7 坂下第１－２ さかしただいいちのに 坂下町 岡保 2.7 1,500

8 東大味池 ひがしおおみいけ 東大味町 上文殊 7.1 14,400

9 亀山 かめやま 下市町 東安居 2.3 5,880

10 小谷 こだに 北堀町 安居 4.1 3,000

11 矢の谷 やのたに 安田町 安居 6.0 4,500

12 上出谷 かみでたん 羽坂町 安居 5.2 4,100

13 下山 しもやま 羽坂町 安居 3.5 1,200

14 小谷 こだん 羽坂町 安居 4.9 1,100

15 末新溜 すえしんため 末町 安居 4.7 4,400

16 田尻栃谷２ たじりとちだにに 田尻栃谷町 清水東 4.1 1,300

17 田尻栃谷３ たじりとちだにさん 田尻栃谷町 清水東 3.0 360

18 田尻栃谷４ たじりとちだによん 田尻栃谷町 清水東 2.3 2,700

19 大谷池 おおたにいけ 和田町 清水東 5.2 5,800

20 小谷 こだん 片山町 清水南 6.2 1,800

21 三ツ矢池 みつやいけ 片山町 清水南 2.5 3,700

22 風巻池 かざまきいけ 風巻町 清水南 4.1 900

23 御瀬池（真栗池） ぎょうせいけ 真栗町 清水南 4.2 2,500

24 大森３ おおもりさん 大森町 清水西 4.0 1,600

25 羽坂下（平等池） はさかしも 山内町 清水西 4.2 2,400

26 羽坂上（山内池１） はさかかみ 山内町 清水西 6.3 20,000

27 柿原（山内池５） かきはら 山内町 清水西 3.0 1,100

28 竹原谷（山内池６） たつくりだん 山内町 清水西 5.2 4,800

29 山内谷１０ やまうちだにじゅう 山内町 清水西 2.3 500

30 新溜池（野口池） いんためいけ 笹谷町 清水西 3.3 5,400

31 仲ヶ谷池（笹谷池） なかがたにいけ 笹谷町 清水西 10.3 34,000

32 随応寺池下（中ヶ谷） ずいおうじいけしも 笹谷町 清水西 6.7 2,000

33 随応寺池上（笹谷池２） ずいおうじいけかみ 笹谷町 清水西 8.2 5,000

34 本折２ もとおりに 本折町 清水西 1.8 900

35 フケの溜（鍬の溜） ふけのため 上一光町 一光 3.6 16,700

36 湫谷の溜（正谷の溜） しょうだにのため 上一光町 一光 4.4 20,000

37 寺の上 てらのうえ 福島町 美山 6.1 3,300

38 谷田ため池 たにだためいけ 浄土寺町 鶉 3.0 1,200

39 大ため池 おおためいけ 小野町 鶉 4.5 8,600

40 小ため池 こためいけ 小野町 鶉 2.9 2,900

41 棗五ヶ なつめごか 田ノ頭町 棗 9.0 37,800

42 敷谷ため池 しきたにためいけ 石畠町 棗 4.0 2,800

43 共同 きょうどう 西二ッ屋町 鷹巣 4.1 8,100

44 耳ヶ坂第１ みみがさかだいいち 浜住町 鷹巣 4.9 4,700

45 耳ヶ坂第２ みみがさかだいに 浜住町 鷹巣 3.9 3,000

46 後野 この 畠中町 殿下 2.8 1,800

47 清水 しみず 国山町 殿下 4.4 3,000

48 下中塩谷 しもなかしおだに 小丹生町 国見 3.0 3,100

防災重点農業用ため池一覧表
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【市立幼稚園】 令和５年５月１日現在

園児数

(人) 面積(㎡) 構造

大安寺（休園中） 田ノ谷町14-6 ― 319 ＲＣ

岡保（休園中） 河水町18-8 ― 362 ＲＣ

殿下（休園中） 風尾町6-24 ― 281 ＲＣ

鶉東部（休園中） 仙町6-4 ― 480 ＲＣ

本郷（休園中） 大年町65-32 ― 279 ＲＣ

鷹巣（休園中） 和布町3-6 ― 92 ＲＣ

長橋（休園中） 長橋町18-48 ― 70 ＲＣ

高須城（休園中） 高須町71-31 ― 46 Ｗ

酒生（休園中） 成願寺町5-1 ― 248 ＲＣ

一乗（休園中） 西新町1-4 ― 153 ＲＣ

上文殊（休園中） 生部町36-6 ― 156 ＲＣ

下宇坂（休園中） 市波町55-5 ― 391 Ｓ

羽生（休園中） 大宮町12-31 ― 270 ＲＣ

計 ― 3,147

幼 稚 園 名
保 有 建 物

所 在 地

幼稚園一覧表



 10-1　幼稚園、小学校、中学校一覧表

【国立幼稚園】 令和５年５月１日現在

園 児 数 教職員数

（人） （人）

福井大学教育学
部附属幼稚園

二の宮4丁目45-1 22-6687 6 111 14

【私立幼稚園】 令和５年５月１日現在

園 児 数 教職員数

（人） （人）

 小　鳩 志比口２丁目25-25 54-6144 4 49 18

 報　徳 手寄１丁目19-4 22-0853 4 42 13

 仁愛附属 天池町43-1-1 56-3444 8 127 25

 聖　徳 松本３丁目11-19 27-1779 4 47 14

計４園 20 265 70

幼稚園一覧表

幼 稚 園 名 住　所 電話 番号 学級数

幼 稚 園 名 住　所 電話 番号 学級数
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【小学校】

保有 保有
面積 面積
(㎡) (㎡)

木田 850 5,807 ＲＣ一部Ｓ造 1,510 ＲＣ造 6,423 25

豊 458 4,824 ＲＣ造 1,191 ＲＣ造 6,750 25

足羽 196 5,300 ＲＣ一部Ｓ造 1,457 ＲＣ一部Ｓ造 6,942 25

東安居 296 4,776 ＲＣ造 1,446 ＲＣ造 6,902 20

湊 310 5,460 ＲＣ造 1,456 ＲＣ造 11,880 25

春山 278 5,427 ＲＣ一部Ｓ造 1,615 ＲＣ造 5,850 25

順化 125 3,587 ＲＣ造 1,520 ＲＣ造 5,416 25

宝永 209 4,239 ＲＣ一部Ｓ造 1,693 ＲＣ造 8,280 25

松本 435 7,155 ＲＣ一部Ｓ造 1,663 ＲＣ造 6,749 25

日之出 318 5,228 ＲＣ一部Ｓ造 1,483 ＲＣ造 7,289 25

旭 230 5,042 ＲＣ一部Ｓ造 1,498 ＲＣ造 4,375 25

和田 630 5,156 ＲＣ造 1,570 ＲＣ造 9,374 20

円山 480 4,999 ＲＣ一部Ｓ造 1,512 ＲＣ造 14,431 25

啓蒙 403 4,939 ＲＣ一部Ｓ造 1,598 ＲＣ造 12,651 25

西藤島 235 3,892 ＲＣ一部Ｓ造 863 ＲＣ一部Ｓ造 10,136 25

社北 488 5,448 ＲＣ造 1,058 ＲＣ造 13,684 20

社南 762 5,596 ＲＣ一部Ｓ造 1,219 ＲＣ一部Ｓ造 9,743 25

安居 144 4,361 ＲＣ造 1,243 ＲＣ造 7,413 25

中藤 704 8,793 ＲＣ造 1,677 ＲＣ造 12,316 25

大安寺 49 1,832 ＲＣ造 829 ＲＣ造 7,245 25

河合 163 3,395 ＲＣ造 886 ＲＣ造 10,533 25

麻生津 347 6,350 ＲＣ造 936 ＲＣ造 9,301 20

国見 31 1,957 ＲＣ造 600 ＲＣ一部Ｗ造 3,008   (併)

岡保 110 3,390 ＲＣ造 1,275 ＲＣ造 5,783 25

東藤島 158 3,848 ＲＣ一部Ｓ造 950 ＲＣ一部Ｓ造 7,825 25

殿下 4 1,235 ＲＣ一部Ｓ造 918 ＲＣ一部Ｓ造 3,010 25

鶉 148 3,265 ＲＣ造 1,048 Ｓ造 7,750 25

本郷 32 1,986 ＲＣ造 1,007 ＲＣ造 7,038 25

棗 52 1,577 ＲＣ一部Ｓ造 646 ＲＣ造 8,932 25

鷹巣 43 1,639 ＲＣ造 533 ＲＣ造 12,280 25

長橋 14 1,016 ＲＣ造 378 ＲＣ造 6,184 20

高須城
（休校）

0 337 Ｗ造   (併) 818 20

屋内運動場
運動場
敷　地
（㎡）

プール
（ｍ）

小学校・中学校一覧表

学校名

建　　物　　校　　地

校　　　　　舎

構　　造 構　　造

児童数
（人）

　　令和５年５月１日現在
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保有 保有
面積 面積
(㎡) (㎡)

森田 1,117 6,854 ＲＣ一部Ｓ造 1,958 ＲＣ一部Ｓ造 17,337 25

明新 768 5,452 ＲＣ造 1,067 ＲＣ造 11,398 25

酒生 129 3,240 ＲＣ造 867 ＲＣ造 5,772 20

一乗 23 1,717 ＲＣ造 690 ＲＣ造 4,205 25

上文殊 58 2,440 ＲＣ一部Ｓ造 861 ＲＣ造 9,100 20

六条 81 2,749 ＲＣ一部Ｓ造 1,230 ＲＣ造 4,628 20

文殊 103 3,084 ＲＣ一部Ｓ・Ｗ造 752 ＲＣ造 5,567 20

東郷 219 3,509 ＲＣ一部Ｓ造 842 ＲＣ造 9,450 20

日新 225 4,460 ＲＣ造 1,273 ＲＣ一部Ｗ造 4,043 25

清明 438 5,544 ＲＣ造 1,473 ＲＣ造 11,100 25

社西 341 6,121 ＲＣ造 1,600 ＲＣ造 16,675 25

一光（休校） 0 1,002 ＲＣ造 614 ＲＣ造 3,800 20

下宇坂 39 2,380 ＲＣ一部Ｓ造 867 ＲＣ造 11,300 25

羽生 32 1,967 ＲＣ一部Ｗ造 975 ＲＣ一部Ｓ造 6,600 25

美山啓明 47 3,087 ＲＣ造 1,016 ＲＣ造 6,332 25

越廼 18 2,731 ＲＣ造 1,649 ＲＣ造 3,863 25

清水西 148 2,718 ＲＣ一部Ｓ・Ｗ造 810 ＲＣ造 7,021 25

清水東 86 2,128 ＲＣ一部Ｓ造 821 ＲＣ造 6,460 25

清水南 76 2,587 ＲＣ一部Ｓ造 819 ＲＣ一部Ｓ造 5,477 25

清水北 101 3,028 ＲＣ造 1,061 ＲＣ造 6,567 25

杉坂 2 ― ― ― ― ― ―

計 12,753 198,654 58,523 413,006

構　　造 構　　造

学校名
児童数
（人）

建　　物　　校　　地

校　　　　　舎 屋内運動場
運動場
敷　地
（㎡）

プール
（ｍ）
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【中学校】

保有 保有
面積 面積
(㎡) (㎡)

明倫 689 6,718 ＲＣ一部Ｓ・Ｗ造 2,125 ＲＣ造 6,975 ―

光陽 363 8,650 ＲＣ造 2,241 ＲＣ造 8,855 25

明道 435 7,338 ＲＣ造 1,851 ＲＣ造 13,199 ―

進明 412 7,418 ＲＣ一部Ｓ造 2,158 ＲＣ造 7,734 25

成和 518 7,346 ＲＣ一部Ｓ造 3,507 ＲＣ造 6,350 25

安居 76 3,794 ＲＣ造 2,248 ＲＣ造 12,400 ―

大安寺 26 1,955 ＲＣ造 405 ＲＣ造   (併)   (併)

灯明寺 579 6,156 ＲＣ一部Ｓ造 2,257 ＲＣ造 16,259 25

至民 403 8,130 ＲＣ造 1,868 ＲＣ造 16,708 ―

国見 19 1,482 ＲＣ造 915 ＲＣ造 4,348 25

大東 508 6,383 ＲＣ造 2,318 ＲＣ造 16,540 25

殿下 4 539 ＲＣ造   (併)   (併)   (併)

川西 118 3,566 ＲＣ一部Ｓ・Ｗ造 1,458 ＲＣ造 12,966 ―

棗 36 2,354 ＲＣ一部Ｓ造 720 ＲＣ造   (併)   (併)

高須城分校
（休校）

0 117 Ｗ造 155 Ｗ造   (併)   (併)

鷹巣 43 2,001 ＲＣ一部Ｓ造 403 ＲＣ造   (併) (併)

森田 432 4,493 ＲＣ一部Ｓ造 1,731 ＲＣ造 11,146 ―

足羽 423 6,522 ＲＣ一部Ｓ造 1,422 ＲＣ一部Ｓ造 16,583 ―

足羽一 317 5,958 ＲＣ一部Ｓ造 1,338 ＲＣ造 14,840 25

藤島 339 6,962 ＲＣ造 1,907 ＲＣ造 14,359 25

社 434 6,604 ＲＣ造 1,881 ＲＣ造 14,870 25

一光（休校） 0 112 ＲＣ造   (併)   (併) 　(併)

美山 65 3,837 ＲＣ造 1,816 ＲＣ造 14,586 ―

越廼 6 2,754 ＲＣ造 1,899 ＲＣ造 12,194 25

清水 239 5,288 ＲＣ造 3,956 ＲＣ造 5,002 ―

杉坂 6 ― ― ― ― ― ―

計 6,490 116,477 40,579 225,914  

校　　　　　舎 屋内運動場
運動場
敷　地
（㎡）

プール
（ｍ）構　　造 構　　造

学校名
生徒数
（人）

建　　物　　校　　地
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大学、高等学校、小・中学校、特別支援学校一覧表（市立以外） 

令和５年５月１日現在 

種 別 名    称 所 在 地 電話番号 

大 学 福井大学 文京 3丁目 9-1 23-0500 

福井工業大学 学園 3丁目 6-1 29-2620 

仁愛女子短期大学 天池町 43-1-1 56-1133 

福井医療大学 江上町 55-13-1 59-2207 

高等学校 福井県立足羽高等学校 杉谷町 44 38-2225 

福井県立羽水高等学校 羽水 1丁目 302 36-1678 

福井県立科学技術高等学校 下江守町 28 36-1856 

福井県立高志高等学校 御幸 2丁目 25-8 24-5175 

福井県立福井商業高等学校 乾徳 4丁目 8-19 24-5180 

福井県立福井農林高等学校 新保町 49-１ 54-5187 

福井県立藤島高等学校 文京 2丁目 8-30 24-5171 

福井県立道守高等学校 若杉町 35-21 36-1184 

仁愛女子高等学校 宝永 4丁目 9-24 24-0493 

福井工業大学附属福井高等学校 学園 3丁目 6-1 29-2630 

啓新高等学校 文京 4丁目 15-1 23-3489 

北陸高等学校 文京 1丁目 8-1 23-0321 

福井南高等学校 新開町 15-12 38-7711 

中 学 校 福井工業大学附属福井中学校 学園 3丁目 6-1 29-2640 

北陸学園北陸中学校 文京 1丁目 8-1 24-0321 

福井県立高志中学校 御幸 2丁目 25-8 24-5175 

義務教育

学校 

福井大学教育学部附属義務教育

学校後期課程 
二の宮 4丁目 45-1 22-6985 

福井大学教育学部附属義務教育

学校前期課程 
二の宮 4丁目 45-1 22-6891 

特別支援

学校 

福井大学教育学部附属特別支援

学校 
八ツ島町 1-3 22-6781 

福井県立福井特別支援学校 光陽 3丁目 2-33 24-5194 

福井県立福井南特別支援学校 南居町 82 36-7631 

福井県立福井東特別支援学校 四ツ井 2丁目 8-1 53-6575 

福井県立ろう学校 幾久町 2-22 24-5190 

福井県立盲学校 原目町 39-8 54-5280 

福井県立清水特別支援学校 島寺町 68-33-3 98-3650 

 



10-3 保育園・認定こども園一覧表 

 

保育園・認定こども園一覧表（公立・私立） 

 

【市立保育園】（２０園）                 令和５年４月１日現在 

園 名 
利用定員

（名） 
所 在 地 

延床面積 

（㎡） 
構 造 

西部 ８０ 花月 2丁目 10-10 653.15 鉄筋２階建て 

北部 １００ 松本 2丁目 7-26 743.73 鉄筋２階建て 

日之出 ８０ 日之出 5丁目 14-1 790.62 

 

鉄筋３階建て 

湊 ６０ 光陽 1丁目 9-8 530.68 鉄筋平屋建て 

西藤島 １２０ 三郎丸 1丁目 1414 701.74 鉄筋２階建て 

御幸 １００ 御幸 2丁目 7-29 701.14 鉄筋２階建て 

社 ８０ 種池町 1-811 553.43 鉄筋２階建て 

花堂 ２５ 花堂北 2丁目-23-25 666.83 鉄筋２階建て 

河合 ８０ 山室町 10-7 702.56 鉄筋２階建て 

清明 ４５ 江端町 32-67 553.36 鉄筋２階建て 

西安居 ８５ 本堂町 8-31-1 642.74 鉄筋２階建て 

松本 ７０ 幾久町 7-17 690.00 鉄筋２階建て 

上北野 １１０ 上北野 1丁目 22-46 581.99 鉄筋平屋建て 

啓蒙 １６０ 開発 1丁目 1910 879.81 鉄筋２階建て 

牧島 ８０ 文京 3丁目 26-23 360.54 鉄筋平屋建て 

本郷 ３０ 大年町 1-56 240.57 木造平屋建て 

森田東 ８５ 上森田町 4-302 429.05 鉄筋平屋建て 

森田浜 １３５ 栗森町浜 603 654.73 鉄筋２階建て 

森田栄 １１０ 栄町 2-22 638.23 鉄筋２階建て 

森田栄古市分園 ２９ 古市 3丁目 901 345.22 鉄筋平屋建て 

 

【市立認定こども園】（８園） 

園 名 
利用定員

（名） 
所 在 地 

延床面積 

（㎡） 
構 造 

六条 ５５ 天王町 21-1-1 508.93 鉄筋平屋建て 

文殊 ６０ 太田町 14-1 448.24 鉄筋平屋建て 

鶉 １１０ 砂子坂町 6-20 573.85 鉄筋平屋建て 

棗 ７０ 石新保町 13-17 426.06 木造平屋建て 

東藤島 ９０ 藤島町 46-13-1 594.50 鉄筋２階建て 

麻生津 １１０ 浅水二日町 131-18 703.21 鉄筋２階建て 

東郷 １２０ 東郷二ケ町 37-18 705.30 鉄筋２階建て 

みやま １２５ 境寺町 36-3 1,040.63 木造平屋建て 
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【私立保育園】（７園） 

園 名 
利用定員

（名） 
所 在 地 

延床面積 

（㎡） 
構 造 

緑ヶ丘 ２０ 鮎川町 92-23 675.32 鉄筋３階建て 

中藤 １００ 高木北 4丁目 301-1 670.32 鉄筋平屋建て 

西光寺 ５０ 左内町 8-21 682.08 鉄筋２階建て 

高木 １００ 高木北 2丁目 1011 696.56 鉄筋２階建て 

仁愛 １２０ 天池町 41-14 1,232.41 鉄筋２階建て 

大和田 ８０ 大和田町 51-9 783.22 鉄筋２階建て 

ゆきんこ森田 １００ 石盛町 415 821.29 木造平屋建て 

 

【私立認定こども園】（６０園） 

園 名 
利用定員

（名） 
所 在 地 

延床面積 

（㎡） 
構 造 

昭和 １０５ みのり 1丁目 29-1 1,529.37 鉄筋・鉄骨２階 

福井佼成 ２７１ 春日 3丁目 1303 1,795.40 鉄筋２階建て 

みどり １１５ 足羽 1丁目 22-1 950.39 鉄筋２階建て 

梅圃 ２２０ 今市町 46-23 1,728.08 鉄骨平屋建て 

栄冠 ７５ 大手 3丁目 15-16 1,074.18 鉄骨３階建て 

新田塚幼稚園 ２６０ 新田塚 2丁目 46-26 1,972.22 鉄骨２階建て 

暁幼稚園 ２００ 久喜津町 64-25-1 1,972.81 鉄骨２階建て 

城之橋幼稚園 ８５ 日之出 3丁目 3-30 579.51 鉄骨２階建て 

花園幼稚園 １１５ 文京 5丁目 25-21 775.44 鉄骨・木造２階建て 

聖三一幼稚園 ８０ 宝永 2丁目 5-7 1,258.16 鉄筋２階建て 

光の子 １２０ 日光 2丁目 9-7 1,037.26 鉄骨２階建て 

藤島幼稚園 ２１２ 経田 2丁目 512 1,786.69 鉄筋・鉄骨２階建て 

藤島幼稚園分園 ２８ 新田塚町 1104 345.50 木造２階建て 

エンゼル幼稚園 ２７０ 加茂河原 3丁目 12-9 2,081.65 鉄骨３階建て 

尾上幼稚園 １０５ 松本 4丁目 9-21 1,349.84 鉄骨２階建て 

常葉幼稚園 ７５ 花月１丁目２－２６ 1,192.55 鉄筋２階建て 

いずみ １１５ 若杉浜 2丁目 302 1,258.73 鉄筋２階一部木造平屋建て 

竹里 １２５ 成和 1丁目 303 874.64 木造平屋建て一部鉄筋造 

めぐみ １７５ 久喜津町 34-1 1,494.88 鉄筋鉄骨２階建て 

青い鳥 ４５ 中央 2丁目 7-23 507.17 鉄筋３階建て 

さくら １５５ 文京 1丁目 30-1 928.49 鉄骨２階建て 

足羽東 １４２ 東大味町 10-1-1 1725.4 鉄筋・鉄骨２階建て 

あさかぜ １５０ 渕 1丁目 3211 1,370.30 鉄骨２階建て 

三谷館 ８５ 中央 2丁目 12-15 814.38 鉄筋２階建て 



10-3 保育園・認定こども園一覧表 

 

エンゼル １３５ 西谷 2丁目 702 998.00 鉄骨２階建て 

しみず １７５ 風巻町 28-5 1,310.65 鉄筋平屋建て 

ひまわり １１５ 足羽 3丁目 2-28 745.30 鉄筋３階建て 

社中央第一 １３５ 渕 4丁目 1005 808.57 鉄筋２階建て 

和田 ２６５ 和田 3丁目 907 1,153.13 鉄筋２階建て 

玉ノ江 ２３０ 大島町柳 504 1,321.11 鉄筋２階建て 

社中央第二 ９５ 運動公園 1丁目 3903 721.71 鉄骨平屋建て 

あさひ １４２ 栂野町 2-53 1,282.08 鉄骨２階建て 

みづこし １４５ 豊岡 1丁目 11-15 1,275.90 鉄筋３階建て 

花園 １３０ 松本 1丁目 36-15 890.75 鉄筋２階建て 

えばた １０５ 江端町 12-9 1,268.00 鉄骨２階建て 

三心わくわく １４２ 高木中央 1丁目 2307 1,835.23 鉄骨２階建て 

杉の木台 １５５ 中野 1丁目 2105 979.43 鉄筋２階建て 

鷹巣ひかり ９５ 西二ツ屋町 9-8 941.42 木造平屋建て 

清水台 １５５ グリーンハイツ 1丁目 128 1,380.82 鉄筋２階建て 

やわらぎ木田 １３５ 木田 2丁目 1701 1,035.29 鉄骨平屋建て 

三心えんざん １４５ 今泉町 25-16-1 1,145.37 鉄骨平屋建て 

木の実 １４５ 北四ツ居 1丁目 30-15 1,401.79 鉄筋２階建て 

千寿たんぽぽ １３５ 栗森 2丁目 2701 1,118.09 鉄骨平屋建て 

鹿苑 １３５ みのり 2丁目 3-44 1,474.44 鉄筋・鉄骨２階建て 

文京 １０９ 文京 4丁目 9-14 550.26 鉄筋ブロック２階建て 

経田 １４５ 二の宮 3丁目 6-18 1,212.35 鉄骨２階建て 

はちまん １１０ 月見 4丁目 18-4 860.02 鉄骨２階建て 

あさむつ ９６ 下荒井町 4-76 548.33 鉄骨２階建て 

若草 １１６ 城東 2丁目-10-13 833.44 鉄骨２階建て 

ゆりかご １６０ 灯明寺 3丁目 2515 1,057.96 鉄骨２階建て 

岡保 １２０ 河水町 18-10 971.88 木造平屋建て 

日光 １０６ 日光 2丁目 22-20 1,279.06 木造２階建て 

ゆきんこ光陽 ９８ 光陽 2丁目 23-25 899.25 鉄筋２階建て 

ふじしま １２０ 四ツ井１丁目７-11 988.65 鉄骨２階建て 

中藤東 １４０ 高柳 3丁目 3206 1,179.48 鉄骨２階建て 

新田塚 １４０ 新田塚 1-42-1 1,085.25 鉄筋２階建て 

めいりん １６０ 花堂東 2丁目 210 914.70 鉄筋平屋建て 

なのはな １２１ 下森田藤巻町 201 1,318.5 木造一部鉄筋造り 

ひばり １１５ 石森２丁目 210 1,340.26 鉄骨２階建て 

森田さくら １５５ 上野本町４丁目 2408 1,208.86 木造２階建て 

 



 10-4　公民館一覧表

令和５年５月１日現在

No 公民館名 所　在　地 電話番号 FAX番号 構造 敷地面積 延床面積

1 木田  木田1丁目1401 36－0042 36－0042 RC2 1,731.98 750.67

2 豊　  みのり3丁目106-8 34－0344 34－0344 RC2 1,084.66 622.29

3 足羽  足羽2丁目12-31 35－0041 35－0041 RC3 1,652.89 640.00

4 湊　  学園1丁目4-8 22－0032 22－0032 RC2 1,323.36 750.45

5 春山  文京3丁目11-12 22－0057 22－0057 RC2 850.34 557.61

6 宝永  松本4丁目8-4 22－0036 22－0036 RC3 1,551.28 746.52

7 順化  大手3丁目16-1 20－5458 20－5458 RC3 順化小学校敷地内 1,029.85

8 松本  文京1丁目29-1 22－0085 22－0085 RC2 1,257.15 754.28

9 日之出  四ツ井1丁目7-24 54－0040 54－0040 S 2 1,131.08 624.53

10 旭　  手寄2丁目1-1 20－5364 20－5364 S 2 1,899.32 626.36

11 日新  文京5丁目1-8 21－7225 21－7225 RC2 1,063.88 627.40

12 清明  下荒井町8-414 38－0043 38－0043 RC2 1,737.00 625.50

13 東安居  飯塚町6-18 35－9566 35－9566 RC2 761.63 733.84

14 社南  種池2丁目206 35－9559 35－9567 RC2 1,091.81 865.10

15 社北  若杉4丁目308 35－9111 35－9111 RC2 948.43 626.23

16 社西  久喜津町65-23 34－7910 34－7910 S 2 1,466.00 549.04

17 麻生津  浅水三ヶ町1-93 38－4383 38－4383 RC2 1,898.00 751.72

18 和田  御幸4丁目9-20 22－0038 22－0038 RC2 1,800.00 746.11

19 円山  北今泉町7-12 54－0048 54－0048 RC2 2,587.39 646.50

20 啓蒙  開発1丁目2105 54－0046 54－0046 RC2 1,486.28 625.17

21 岡保  河水町10-13 54－2519 54－2519 RC2 2,257.95 774.24

22 東藤島  藤島町48-1-1 54－0039 54－0039 RC2 1,999.41 520.12

23 西藤島  三郎丸1丁目1410 22－0040 22－0040 RC2 988.58 624.87

24 中藤島  高木町64-11-4 54－0045 54－0045 RC2 1,830.79 746.67

25 河合  川合鷲塚町9-18 55－0001 55－0001 S 2 1,442.11 525.35

26 森田  下森田藤巻町2 56－0195 56－0195 RC3 1,846.94 1,277.22

27 明新  灯明寺町35-1-1 22－7880 22－7880 RC2 1,617.00 759.40

28 安居  本堂町7-4 37－1234 37－1234 RC2 4,178.40 619.38

29 一光  下一光町6-5 37－0168 37－0168 RC2 718.82 317.99

30 殿下  風尾町1-13 97－2377 97－2377 RC3 501.97 439.46

31 越廼  茱崎町1-68 89－2182 89－2883 RC4 2,314.33 1,643.88

32 清水西  大森町20-43-1 98－4560 98－4560 RC2 1,492.50 525.84

33 清水東  三留町14-11-1 98－4510 98－4510 RC1 1,486.00 489.60

公民館一覧表
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No 公民館名 所　在　地 電話番号 FAX番号 構造 敷地面積 延床面積

34 清水南  風巻町21-17 98－4590 98－4590 RC3 きららパーク内 618.74

35 清水北  グリーンハイツ5丁目131 98－5477 98－5477 RC2 2,264.69 620.19

36 大安寺  四十谷町5-20-1 59－1001 59－1001 RC2 1,416.78 523.44

37 国見  鮎川町133-1-3 88－2004 88－2004 RC2 1,195.85 542.40

38 鶉　  砂子坂町5-58 83－0433 83－0433 RC2 5,328.68 999.36

39 棗　  石橋町4-14 85－1495 85－1495 RC2 3,008.12 373.99

40 鷹巣  蓑町14-7 86－1001 86－1001 RC2 1,503.14 513.56

41 本郷  荒谷町19-55 83－0582 83－0582 RC2 790.68 374.12

42 宮ノ下  島山梨子町22-9 59－1150 59－1150 RC2 1,499.24 525.96

43 酒生  荒木新保町37-9-5 41－2503 41－2503 RC2 959.98 373.54

44 一乗  東新町1-21 43－2001 43－2001 W 1 2,070.00 497.60

45 上文殊  北山町34-1 41－0516 41－0516 RC2 2,159.75 524.95

46 文殊  太田町4-11-2 38－0550 38－0550 RC2 1,346.00 374.85

47 六条  天王町43-4 41－1001 41－1001 RC2 957.00 411.55

48 東郷  東郷二ケ町6-13-1 41－0306 41－0306 RC2 1,821.22 725.48

49 美山※  美山町2-12 90－7111 90－7113 RC2 17,192.53 1,138.75

50 下宇坂分館  市波町25-11-1 96－4002 S 2 1,315.92 876.45

51 芦見分館  西中町3-9-1 96－4408 RC3
芦見生涯教育施設

内 2,435.44

52 羽生分館  大宮町11-8 90－3001 RC2 1,928.59 718.00

53 上味見分館  中手町10-3-1 93－2225 S 2 928.97 448.19

54 下味見分館  西河原町18-33-1 90－3251 RC1 1,801.65 330.01

55 上宇坂分館

※ 敷地面積は隣接の図書館、ホール分を含む

 (美山公民館内)



10ｰ5　要配慮者利用施設一覧表

老人福祉施設

・養護老人ホーム

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 一乗ふれ愛園 小稲津町102-3 0.5～3

・軽費老人ホーム(ケアハウス）

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 グリーンライフ大和田 大和田町23-1 0.5未満

2 ケアハウスあさくら 西新町1-21 Ｙ 3～5

3 モアヤング 和田中町東沖田30-1 0.5～3

4 アーバン・ヴィラ・ロータス 大手2丁目3番1号 3～5

5 ケアハウス日光 日光1丁目1番1号 3～5

6 清水苑 大森町7-1 3～5

7 ラフィナート浅水 浅水三ケ町1-29-1 0.5～3

8 ケアハウス　藤島園 高木中央3-1701 3～5

9 ケアハウス九頭竜 寺前町4-14-2 3～5

・有料老人ホーム

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 リバティーハウスあさくら 下六条町18-35-1 0.5～3

2 あんしん村 北四ツ居2丁目7-17 0.5～3

3 ディモライワイ 手寄2丁目1-5 3～5

4 ここあん 三郎丸町26-9 3～5

5 うちくる加茂緑苑 加茂緑苑町801 5～10

・サービス付き高齢者向け住宅

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 サンホーム一乗 勝見3丁目22番4号 0.5～3

2 きずなの森 日光 日光1丁目7番24号 3～5

3 ケアフル開発Ⅱ 開発2丁目228番地 0.5～3

4 ヴィルヌーブあさくら 豊島1丁目2-13 3～5

5 すまいる・厚生 下馬3丁目2302 0.5～3

6 リベルテ 竜郷－大宮－ 大宮6丁目17-24 3～5

7 レリエフ 丸山 丸山2丁目514 0.5～3

8 レリエフ 三郎丸 三郎丸1丁目109 3～5

要配慮者利用施設一覧表
令和５年４月現在



9 リリーブ東郷 東郷二ヶ町27-15-3 0.5～3

10 シルバーハイツつくも苑 つくも2丁目5番5号 3～5

11 福祉センターケアフル開発 開発2丁目226番地2 0.5～3

12 サービス付き高齢者向け住宅江守きらめき 江守中町第2号12番地 3～5

13 ルーチェすがや 菅谷1丁目13-19 3～5

14 レリエフ二の宮 二の宮3丁目32-21 3～5

15 ル・レーヴほのか みのり1-5-16 3～5

16 ゆうあいホーム大願寺 大願寺3丁目9-3 3～5

17 コーピアせいめい 今市町65字池田11番1 0.5～3

18 すずらん 西開発3丁目306番地 3～5

19 えばたの郷 江端町20字1-3 0.5～3

20 華みずき 種池1丁目609番2 3～5

21 レリエフ三郎丸 新館 三郎丸1丁目108 3～5

22 清風の杜 順化1丁目3-15 0.5～3

23 わがや 宝永3丁目25番8号 3～5

24 ロイヤルほっとクラブ福井 大和田2丁目2101 3～5

25 アーク向陽 定正町16-45 3～5

26 千寿の森 栗森2丁目2710 0.5～3

27 リールホーム福井成和 成和1丁目1610 0.5～3

28
アスピカケアセンターまびぃ～Ma・vie～開
発

開発5丁目101-1 3～5

29 サービス付き高齢者向け住宅ほおずき 成和2丁目908番地 0.5～3

介護保険施設

・指定介護老人福祉施設

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 宝珠苑 内山梨子町2-3-1 0.5～3

2 たんぽぽ苑 石盛3丁目301 3～5

3 足羽利生苑 栂野町20-7 0.5未満

4 愛全園（従来型） 丸山町40-7 0.5未満

5 藤島園 高木中央3丁目1701番地 3～5

6 高雄苑 本堂町51-33 Ｙ 0.5～3

7 あさむつ苑 引目町21-9-2 Ｒ 0.5～3

8 悠和園 免鳥町22-74 Ｙ

9 愛寿苑 若杉2-601 5～10



10 あさくら苑 下六条町18-32 0.5～3

11 山翠苑 堅達町24-1 Ｒ

12 新田塚ハウス 江上町55-5 3～5

13 美山貴寿苑 市波町31-2 Ｙ

14 ＨＯＭＥ ＴＯＷＮ コスモス 帆谷町1字外山33 Ｙ

15 モアヤング　こもれびホーム 和田中町東沖田30番地の1 0.5～3

16 愛全園（ユニット型） 丸山町40-7 0.5未満

17 特別養護老人ホーム　たぶのき 大願寺3丁目3-6 3～5

・介護老人保健施設

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 福井ケアセンター 乾徳4-5-8 3～5

2 九頭竜長生苑 寺前町2-2-2 3～5

3 ヴィラ岩井 日之出2丁目13-2 3～5

4 ひかりケアホーム 板垣5丁目201番地 0.5～3

5 アルマ千寿 川合鷲塚町49-5 0.5～3

6 新田塚ハイツ 新田塚町506 3～5

7
福井県済生会介護老人保健施設 ケアホー
ム・さいせい

和田中町110字徳万28 0.5未満

8 あじさい 西下野町15-12 5～10

9 介護療養型老人保健施設さくら 花堂東2丁目408番地 0.5～3

10 介護老人保健施設　ひかりケアホーム 板垣5丁目201番地 0.5～3

・指定介護療養型医療施設

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 ひらい内科消化器科医院 渕4-1813 3～5

2 冨永病院 西木田3-4-26 3～5

・介護医療院

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 福井リハビリテーション病院 南楢原町20-2 Ｙ

・指定通所介護事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 JA福井県デイサービスセンター あい愛 舟橋新1丁目106番地 3～5

2 宝珠苑デイサービスセンター 内山梨子町3-46 Ｙ 0.5～3

3 たんぽぽ苑 デイサ－ビスセンタ－ 石盛3丁目301 3～5

4 足羽利生苑デイサービスセンター 栂野町20-7 0.5未満

5 愛全園デイサービスセンター 丸山町40-7 0.5未満



6 アスプラふじしまデイサービスセンター 高木中央3丁目1701番地 3～5

7 さくらが丘デイサービスセンター 本堂町51-33 Ｙ 0.5～3

8 あさむつ苑デイサービスセンター 引目町21-9-2 Ｒ 0.5～3

9 悠和園デイサ－ビスセンタ－ 免鳥町22-74 Ｙ

10 花園デイサービスセンター 松本1丁目36-15 3～5

11 愛寿苑デイサービスセンター 加茂緑苑町402番地 3～5

12 ニチイケアセンター成和 城東2丁目14-1 0.5～3

13 新世紀らぼ 栗森1丁目102番地 0.5～3

14 デイサービスセンターモアヤング 和田中町東沖田30番地の1 0.5～3

15 吉田医院デイサービスセンター 順化1丁目8-1 3～5

16 県民せいきょう羽水きらめきデイサービス 羽水1丁目107番 0.5～3

17 JA福井県デイサービスセンター　わかば 渕4丁目606番地 3～5

18 ツクイ福井文京 文京7丁目8番20号 3～5

19 メイプルケア大宮ディサービスセンター 大宮4丁目13番1号 3～5

20 いちごデイセンター福井 米松1丁目14番15号 0.5～3

21 あさくら苑デイサービスセンター 下六条町18字32番 0.5～3

22 ほっと地域リハビリセンター福井 四ツ井2丁目1番10号 0.5～3

23 いちごデイセンターみのり 月見4丁目3番29号 3～5

24 たんぽぽ苑　問屋団地デイサービスセンター 問屋町1丁目13番地 0.5～3

25 仁愛ケアサポート 乾徳4丁目4番7号 3～5

26
ＨＯＭＥ　ＴＯＷＮ　コスモス老人デイサー
ビス

帆谷町1字外山33 Ｙ

27 デイサービス六条リハビリセンター 下六条町217番地 0.5～3

28 うららデイサービス 木田1丁目3308番地 0.5～3

29 リハフィットほっとチャレンジ
四ツ井2丁目1番10号ほっと地域ﾘﾊ
ﾋﾞﾘｾﾝﾀ-福井 2F

0.5～3

30 あすわリハビリサポートセンター 足羽4丁目4番12号 3～5

31 デイサービスセンター東郷 東郷二ケ町27-15-3 0.5～3

32 ツクイ福井森田 石盛1丁目1610 0.5～3

33 デイサービス　リハビリセンター　トレフル 若杉1丁目2805 3～5

34 デイ・フィットネス　楽らく　大宮店 大宮5丁目13番24号 3～5

35 サンサン・ケアホームえばた 江端町第6号14番地2 0.5～3

36 デイサービスいこい 光陽2丁目21-3 3～5

37 いなほリハビリサポートセンター 江端町20字20-24 0.5～3



38 よつばリハビリサポートセンター 四ツ井1丁目13番23号 0.5～3

39 デイサービスセンターほっとかん 椙谷町12-9-2 0.5～3

40 ヴィルヌーブあさくらデイサービスセンター 豊島1丁目2番13号 3～5

41 やろっさリハビリ 丸山1丁目1002 0.5～3

42 ツクイ福井舞屋 舞屋町8-101 3～5

43 デイサービスセンター　楽らく　渕店 渕3丁目134番ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ﾎﾟﾔｼﾛ1階 0.5～3

44 トゥモローズ　ホームリハビリセンター 若杉1丁目2801 3～5

45 デイサービスセンター　すずらん 西開発3丁目306番地 3～5

46 ツクイ福井開発 開発2丁目705番地 3～5

47 リハビリデイサービスわかすぎ 若杉4-1602 3～5

48 ほっと地域リハビリセンター福井北 大和田2-2101 3～5

49 あたごデイサービス 明里町9番20号 3～5

50 デイセンターすずかぜ 文京2丁目16番9号 3～5

51 デイサービス　いしずえ 和田2丁目1309番地 3～5

52 デイサービス　きたえる～む福井文京 文京6丁目22-9 3～5

53 デイサービスきたえるーむ福井開発
開発4丁目111タワーグランデ
CHA103

0.5～3

54 トゥモローズホームリハビリセンター福井南 花堂南2-1-1 0.5～3

55 アルク 宝永4-3-1 3～5

56 リハスマイル
北四ツ居3丁目14-20コンフォート
円山

0.5～3

57 福井板垣ケアセンターそよ風 下馬3丁目102 0.5～3

58 カラフル 林町62-3 0.5未満

59 デイ・フィットネス　楽らく　二の宮 二の宮2丁目2604-2 3～5

・地域密着型通所介護

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 大和田デイサービスセンター 大和田町23-1 0.5～3

2 あさくらデイサービスセンター 西新町1-25 Ｙ 3～5

3
公益社団法人シルバー人材センター介護保険
事業所ひだまりの家

大宮2丁目18番25号 3～5

4 デイサービスセンター経田はうす 経田1丁目313 3～5

5 県民せいきょう宝永きらめきデイサービス 宝永3丁目3-1 0.5～3

6 第二ひかり苑　泉の郷　デイサービス 北今泉町25字15番1 0.5未満

7 花むつ苑デイサービスセンター 花堂中1丁目5-6 0.5～3

8 くるみの森　高木 高木中央1丁目1717 3～5



9 つくも苑デイサービスセンター つくも2丁目5番5号 3～5

10 くるみの森　福町 福新町509 3～5

11 デイサービスセンター　ほんわか 八ツ島町15-5-2 3～5

12 デイサービスセンターきらく 松本三丁目4番4号 3～5

13 リハビリ長寿～城東道場～ 城東4丁目19-13 0.5～3

14 アストレデイサービス 滝波町第60号14番地1 3～5

15 ハッピー楽トレ　デイサービス 田原1丁目2-18 3～5

16 デイホーム楽ちんの家　なごみ 大久保町第1号61番地 0.5～3

17 いちごライフ 勝見3丁目20-12 0.5～3

18 新田塚アークリハ　二の宮 二の宮3丁目26番13号 3～5

19 デイサービスセンター　サンホーム一乗 勝見3丁目22-4 0.5～3

20 福まる宝永デイサービス 宝永1丁目16-10 0.5～3

21 デイサービス顔晴れ 志比口2丁目26-8 0.5～3

22 デイサービスセンター　桜手苑 大手2丁目22-18 3～5

23 よつば生活リハビリセンター 四ツ井1丁目13番23号 0.5～3

24 いなほ生活リハビリセンター 江端町20字20-24 0.5～3

25 新田塚アークリハ　ベル前 花堂南1丁目11-37 0.5～3

26 あんのんデイサービス 北四ツ居2丁目7-17 0.5～3

27 リハビリデイサービス　すきっぷ 松本3丁目29-14 3～5

28 デイサービス笑和 上北野2丁目23番9号 0.5～3

29 ちいさなチカラ 開発1丁目714 0.5～3

30 アスピカケアセンターかいほつ 開発5-101-1 3～5

31 新田塚アークリハ　パリオ 松城町12-7パリオCITY　１階 0.5～3

32 ゆうあいデイサービスセンター 大願寺3丁目9-3 3～5

33 デイサービス　ふう 市波町32-7 Ｙ

34 りはーとふくい
開発5丁目1207番地コミュニティ
リゾート　リライム1階

0.5～3

35
デイサービス施設「パワーリハビリ　ふぁい
と」

渕3丁目125番1 3～5

・指定通所リハビリテーション事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1
福井リハビリテ－ション病院 通所リハビリ
テーション事業所

南楢原町20字大畑2 Ｙ

2 吉田医院 順化1-8-1 3～5

3 デイケアセンター　あいあい苑 加茂河原3-8-20 3～5



4 片山整形外科 江端町第13号15-4 0.5～3

5 通所リハ　健康の家
西方1丁目2-11　いちご在宅支援
センタ-1階・2階

0.5～3

6 ひらいデイ・ケア健康館 渕4-1813 3～5

7 福井温泉病院 天菅生町7-1 Ｙ 3～5

8 デイケア華みずき 種池1丁目101番地 3～5

9 デイケアさら 三十八社町10-8 0.5～3

10 さくら病院　通所リハビリセンター 下荒井町第21号44番地の1 0.5～3

11 通所リハビリテーション　ロコモケア 北四ツ居3丁目14-12 0.5～3

12 医療法人　駅東整形外科 日之出2-12-2 3～5

13 福井総合クリニック 新田塚1丁目42番1号 3～5

14 佐藤整形形成外科 桃園1丁目1-2 3～5

15 山内整形外科 大宮4丁目13-18 3～5

16 安土整形デイケアセンター 中央2丁目7-19 3～5

17 田中内科クリニック 若杉4丁目512 3～5

18 堀の宮整形外科　通所リハビリテーション 明里町2-40 3～5

19 奥村病院 板垣5丁目201番地 0.5～3

20 たわらまち整形外科・内科クリニック 文京2丁目1番15号 3～5

21 医療法人　長生会　長谷川医院 松本4丁目4-24 3～5

22 なかふじ整形外科 高柳3-904-1 3～5

23 堀の宮整形外科 明里町2-40 3～5

24 福井ケアセンター 乾徳4-5-8 3～5

25 九頭竜長生苑 寺前町2-2-2 3～5

26 ヴィラ岩井 日之出2丁目13-2 3～5

27 ひかりデイケア 板垣5丁目201 0.5～3

28 アルマ千寿 川合鷲塚町49-5 0.5～3

29 新田塚ハイツ 新田塚町506 3～5

30
福井県済生会介護老人保健施設 ケアホー
ム・さいせい

和田中町徳万28 0.5未満

31 あじさい 西下野町15-12 5～10

32 介護療養型老人保健施設さくら 花堂東2丁目408番地 0.5～3

33 ひかりデイケア 板垣5丁目201 0.5～3

34 福井厚生病院　通所リハビリセンター 下六条町217番地 0.5～3

35 光陽生協クリニックデイケアさんさん 光陽三丁目9番23号 3～5



36
福井厚生病院通所リハビリセンターしあわせ
元気リハ

下六条町1字6番1 0.5～3

37 梅田整形外科医院 若杉4丁目801番地 3～5

38 福井リハビリテーション病院介護医療院 南楢原町20字大畑2番地 Ｙ

・指定短期入所生活介護事業所（単独型）

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 ショートステイあすわ 下馬3丁目511番地 0.5～3

2 いちごショートステイ 西方1丁目2-11 0.5～3

3 ショートステイさくら 花堂東2丁目408番地 0.5～3

4 宝珠苑 内山梨子町2-3-1 0.5～3

・指定短期入所生活介護事業所（併設型）

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 たんぽぽ苑 石盛3丁目301 3～5

2 足羽利生苑 栂野町20-7 0.5未満

3
愛全園ショートステイサービスセンター（従
来型）

丸山町40-7 0.5～3

4 藤島園 高木中央3丁目1701番地 3～5

5 高雄苑 本堂町51-33 Ｙ 0.5～3

6 あさむつ苑ショートステイ 引目町21-9-2 Ｒ 0.5～3

7 悠和園 免鳥町22-74 Ｙ

8 ショートステイ愛寿苑 若杉2-601 5～10

9 あさくら苑 下六条町18-32 0.5～3

10 山翠苑 堅達町24-1 Ｒ

11 新田塚ハウス 江上町55-5 3～5

12 ショートステイ　きらら 光陽3丁目10-24 3～5

13 美山貴寿苑 市波町31-2 Ｙ

14 コスモス老人短期入所事業所 帆谷町1字外山33 Ｙ

15 モアヤング　こもれびホーム 和田中町東沖田30番地の1 0.5～3

16 かわにし苑 砂子坂町第9号5番地 0.5～3

17 短期入所生活介護センター　なの花 加茂河原3丁目1-22 3～5

18 六条ホームやわらぎ 下六条町217番4 0.5～3

19 第二ひかり苑　泉の郷 北今泉町25字15番1 0.5未満

20 花むつ苑　ショートステイ 花堂中1丁目5-6 0.5～3

21 短期入所　東安居苑 大瀬町23字101番 3～5

22 松本ホームやわらぎ 松本1丁目2-19 0.5～3



23 愛全園（ユニット型） 丸山町40-7 0.5未満

24 ヴィルヌーブあさくらショートステイ 豊島1丁目2番13号 3～5

25 あるば・あい 日之出3丁目16-18 0.5～3

26 第２藤島園　そよかぜほーむ 河合勝見町4号24番地1 0.5～3

27 ショートステイつぐみ 渕1丁目2215番地 3～5

28 ほっとリハビリショートステイ福井 大和田2-2101 3～5

29 ショートステイあたご 足羽5-5-17 Ｙ 0.5～3

30 ショートステイ　桜手苑 大手2丁目22-18 3～5

31 ショートステイ　ほたるの杜 羽坂町33-1-1 Ｙ

32 福井板垣ケアセンターそよ風 下馬3丁目102 0.5～3

・指定認知症対応型通所介護事業所

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 すのうどろっぷ　ｈｏｐｅ 和田東1丁目2218 0.5～3

2 和田東いちごデイサービスセンター 和田東1丁目1410 0.5～3

3 みどりの森デイサービス
文京2丁目6番10号介護保険施設み
どりの森1階

3～5

4 デイサービスセンターかえで 運動公園4丁目1608番地 3～5

5 いちご月見亭 月見4丁目20-50 3～5

6 うららデイサービス 木田1丁目3308番地 0.5～3

7 足羽利生苑デイサービスセンターきらく楽 栂野町20-7 0.5未満

8 かわにし苑 砂子坂町第9号5番地 0.5～3

9
共用型認知症対応型デイサービスセンター
なの花

加茂河原3丁目1-22 3～5

10 いなほの家 江端町20字20-24 0.5～3

11 県民せいきょう江守きらめきあったかホーム
江守中町2号12番地江守きらめき1
階

3～5

12 共用型認知症デイサービス楓 大宮4丁目13番1号 3～5

13 県民せいきょう岡保きらめきあったかホーム 曽万布町7-18-1 0.5未満

14 デイサービス　レインボー灯明寺 灯明寺町59字12番地1 3～5

・指定小規模多機能型居宅介護事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 つどいの家・よかったね 松本2丁目25-16 3～5

2 くつろぎの家・よかったね
照手1丁目16-16ゆうゆうマンショ
ン絆1階

3～5

3 ほのか 灯明寺1丁目2401番地2 3～5

4 楽家 上野本町1丁目3912 3～5

5
県民せいきょう小規模多機能ホーム宝永きら
めきハウス

宝永3丁目3-1 0.5～3



6 よりそいの家・よかったね
丸山2丁目514番地レリエフ丸山1
Ｆ

0.5～3

7 あさくらの家　東郷 東郷二ケ町6字2-1 0.5～3

8
小規模多機能型居宅介護事業所　いろどり三
郎丸

三郎丸1丁目109 3～5

9
県民せいきょう小規模多機能ホーム江守きら
めきハウス

江守中町2号12江守きらめき2階 3～5

10
小規模多機能型居宅介護事業所　アットホー
ム仁愛

乾徳4丁目4番10号 3～5

11 小規模多機能型居宅介護事業所　やよいの里 加茂緑苑町402番地 3～5

12 小規模多機能　ほおずき 大瀬町23字101番 3～5

13 ほほえみの家・よかったね 四十谷町5番18-1 3～5

14
小規模多機能型居宅介護事業所いろどり二の
宮

二の宮3丁目32-21 3～5

15 小規模多機能型居宅介護　ぽかぽか 菅谷1丁目13-19 3～5

16 小規模多機能ホーム　二の丸苑 大手2丁目21番3号 0.5～3

17 森のイスキア 和田東2丁目704番地 0.5～3

18
県民せいきょう小規模多機能ホーム岡保きら
めきハウス

曽万布町7-18-1 0.5未満

19 えばたホームやわらぎ 江端町20-1-3 0.5～3

20 小規模多機能型居宅介護事業所美山 美山町6-1 3～5

21 わがや 宝永3丁目25番8号 3～5

22 イスキア生活倶楽部 和田東1丁目2206番地 0.5～3

23 かけはし 本堂町69字14番地1 Ｙ

24 小規模多機能型居宅介護　ゆずり葉 春日3丁目1009番地 0.5～3

25 小規模多機能型居宅介護　やすらぎの家 日之出3丁目12-8 3～5

26 みらい 新田塚2丁目12-15 3～5

27 朝焼けとひつじ雲 石盛2丁目2015番地 0.5～3

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1
看護小規模多機型居宅介護　あったかホーム
ひまわり

下馬3丁目2302 0.5～3

2 いちご日和
勝見3丁目20-12　いちごの森　1
階

0.5～3

3 ほのか　西藤島 三郎丸2丁目410番地 5～10

4 やしろの郷 若杉町25-18-1 3～5

5 看護多機能　向陽 定正1丁目1325 3～5

6 活き生きほっと倶楽部福井 大和田2-2101 3～5

7
看護小規模多機能型居宅介護　あったかホー
ムひまわりサテライト

下六条町7字26番1 0.5～3

8 看護小規模多機能ホーム　レインボー二の宮 二の宮2丁目8番21号 3～5



9
看護小規模多機能ステーション　パークスみ
なみ

今市町65-11-1 0.5～3

・指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 グループホームけんとく 乾徳4-4-18 5～10

2 すのうどろっぷ　ｈｏｐｅ 和田東1丁目2218番地 0.5～3

3 冨永グループホーム
西木田3丁目5番13号冨永アートセ
ンター

0.5～3

4 グループホーム　レインボー21 高木中央3丁目1601番地 3～5

5 みどりの森グループホーム
文京2丁目6番10号介護保険施設み
どりの森　3階

3～5

6 グループホーム　うらら 木田1-3308 0.5～3

7 グループホーム楽ちんの家　笑楽 大久保町1-61 0.5～3

8 グループホームらくや 上野本町1-3912 3～5

9 幸の家 免鳥町第22号70番地 Ｙ

10 グループホームしみず 竹生町32-48 5～10

11 グループホーム　花むつ 花堂中1丁目5番6号 0.5～3

12 グループホームあさくら 下六条町18字37番 0.5～3

13 田園 本堂町51字38番地-1 Ｙ

14 あさくらの家　東郷 東郷二ケ町6字2-1 0.5～3

15 グループホーム匠 灯明寺4丁目1706番地 3～5

16 グループホームあそうづ 浅水三ケ町1字29-2 0.5～3

17 グループホーム　宝珠の郷 内山梨子町3-46 Ｙ 0.5～3

18 いちご　月見の里 月見4丁目20-47 Ｙ 3～5

19 グループホームふじしま 高木中央3丁目1701番地 3～5

20 グループホーム楓 大宮4丁目13番1号 3～5

21 二の丸苑　グループホーム 大手2丁目21番3号 0.5～3

22 愛全園グループホーム 丸山町40-7 0.5未満

23 県民せいきょう岡保きらめきグループホーム 曽万布町7-18-1 0.5未満

24 グループホーム　たぶのき 大願寺3丁目3-6 3～5

25 グループホーム　レインボー灯明寺 灯明寺町59字12番地1 3～5

26 グループホーム　あさむつの森 引目町21-9-2 Ｒ 0.5～3

27 グループホーム美山 美山町6-1 3～5

28 いちご　和えの里
勝見3丁目20-12　いちごの森　1
階

0.5～3

29 グループホーム翠 堅達町24-1 Ｒ



30
認知症対応型共同生活介護事業所　やよいの
森

門前1丁目120番地 5～10

31 グループホーム　和 若杉町25-18-1 3～5

32 グループホームあたご 足羽5丁目5番17号 Ｙ 0.5～3

33 ほのかな家 三郎丸2丁目812番地 3～5

34 グループホーム　桜手苑 大手2丁目22-18 3～5

35 グループホーム匠サテライト 下六条町217番地9 0.5～3

・指定地域密着型介護老人福祉施設

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 かわにし苑 砂子坂町第9号5番地 0.5～3

2 地域密着型特別養護老人ホーム　なの花 加茂河原3丁目1-22 3～5

3 六条ホームやわらぎ 下六条町217番4 0.5～3

4 第二ひかり苑　泉の郷 北今泉町25字15番1 0.5未満

5 小規模特別養護老人ホーム　花むつ苑 花堂中1丁目5-6 0.5～3

6 地域密着型介護老人福祉施設　東安居苑 大瀬町23字101番 3～5

7 松本ホームやわらぎ 松本1丁目2-19 0.5～3

8 第2藤島園　そよかぜホーム 河合勝見町第4号24-1 0.5～3

9 地域密着型介護老人福祉施設　足羽利生苑 栂野町20-7 0.5未満

10 地域密着型介護老人福祉施設　あるば・あい 日之出3-16-18 0.5～3

11 地域密着型特別養護老人ホームあたご 足羽5丁目5番17号 Ｙ 0.5～3

12 小規模特別養護老人ホーム　桜手苑 大手2丁目22-18 3～5

13 レインボー二の宮 二の宮2丁目8番21号 3～5

14 ほたるの杜 羽坂町33-1-1 Ｙ

15
ユニット型特別養護老人ホーム　パークスみ
なみ

今市町65-11-1 0.5～3

・指定特定施設入居者生活介護事業所、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 藤島園 高木中央3丁目1701番地 3～5

2
特定有料老人ホーム リバティーハウスあさ
くら

下六条町18-35-1 0.5～3

3 アーバン・ヴィラ・ロータス 大手2丁目3番1号 3～5

4 ケアハウス日光 日光1丁目1番1号 3～5

5 有料老人ホーム　あんしん村 北四ツ居2丁目7-17 0.5～3

6 ラフィナート浅水 浅水三ケ町1字29-1 0.5～3

7 ケアハウス九頭竜 寺前町4-14-2 3～5

8 ル・レーヴほのか みのり1丁目5-16 3～5



9 コーピアせいめい 今市町65字池田11番1号 0.5～3

10 すずらん 西開発3丁目306番地 3～5

11
県民せいきょうサービス付き高齢者向け住宅
江守きらめき（特定施設）

江守中町第2号12番地 3～5

12 アーク向陽 定正1丁目1325 3～5

13 ケアハウス　モアヤング 和田中町東沖田30番地の1 0.5～3

14 特定施設入居者生活介護　一乗ふれ愛園 小稲津町102-3 0.5～3

15
アスピカケアセンターまびぃ～Ma・vie～開
発

開発5丁目101-1 3～5

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 あじさい 西下野町15-12 5～10

2 Ｉ－ＷＩＬＬ 勝見3丁目20-12いちごの森　2階 0.5～3

3 リハサロン　ふじしま 大和田2丁目1212番地　Lpa内 0.5～3

4 虹の森Cafe
日之出1丁目10-13Sol-Wish マン
ション１階

0.5～3

障害福祉サービス施設

・指定短期入所事業所

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 河北寮 下河北町11-14 0.5～3

2 ショートステイやわらぎ 下六条町1-4 0.5～3

3 足羽更生園短期入所事業所 宿布町19-46-1 Ｙ

4 足羽学園短期入所事業 宿布町19-46-1 Ｙ

5 ひまわり短期入所 御幸4丁目3-21 0.5～3

6 あすわ短期入所 栂野町20-5 0.5未満

7 子ども発達支援センター　フレンズあすわ 大和田1丁目1607 0.5～3

8 ぷらむ 花堂中1丁目17-4 0.5～3

9 福井県こども療育センター 四ツ井2丁目8-1 0.5～3

10 すだちの家 東大味町9-15 Ｒ

11 ショートステイきさらぎの里 殿下町16-1 Ｙ 0.5～3

12 短期入所事業所 高木中央2丁目604 3～5

13 グループホーム短期入所やすらぎの家 光陽2丁目17-25 3～5

14 あったかい 文京7丁目8-23 3～5

15 クローバーハウス 新保町16-3-2 0.5～3

16 グループホームあおい 開発5丁目709番地 0.5～3

17 ほっとリハビリショートステイ福井 大和田2丁目2101 3～5

・指定通所型予防給付相当サービス、指定通所型基準緩和サービス（A型）、指定短期集中予防サービス
※別項目で記載のある事業所を除く



18 小規模多機能型居宅介護　ゆずり葉 春日3丁目1009番地 0.5～3

19 モストヴィレッジ和田 和田東1-203 0.5～3

20 ショートステイおーるわん 江端町32-60-2 0.5～3

21 みんなの家　みつばち 江端町1-4 0.5～3

22 グループホームこころ みのり4丁目2-19 3～5

23 小規模多機能型居宅介護かけはし 本堂町69字14番地1 Ｙ

24 小規模多機能型居宅介護事業所美山 美山町6-1 3～5

25 グループホームぷろぐれす 西板垣町507番地 3～5

26 小規模多機能型居宅介護みらい 新田塚2丁目12-15 3～5

27 グループホーム不動町 西木田3丁目16-4 0.5～3

28 たんぽぽ短期入所 南四ツ居2丁目3-10 0.5～3

29 ほやほや 松本3丁目27-10 3～5

30 つながる 二の宮2丁目25-8 3～5

・指定生活介護事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 いきいき生活介護事業所 高木中央2丁目601 3～5

2 ライフカレッジあけぼの 河水町5-1-1 0.5～3

3 就労支援センター　あおい 川合鷲塚町12字長田6番1 0.5～3

4 あくてぃ 花堂中1丁目18番24号 0.5～3

5 凪の里 文京5丁目14-37 3～5

6 がんばるはうす 文京5丁目28-5 3～5

7 支援センターすだち 東大味町11-38-2 Ｙ

8 福井県こども療育センター「オアシス」 四ツ井2丁目8-1 0.5～3

9
Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａ
ｂ.

灯明寺3丁目3511 3～5

10 スマイル 和田東1丁目2105 0.5～3

11
平谷こども発達クリニック　円山事業所はぐ
くみ

南四ツ居町3字北ヨナ田5 0.5～3

12 くまっこクラブふくい 加茂河原1丁目2-12 3～5

13 わいわいポケット 福町28-49 Ｙ 3～5

14 カラフル 林町62-3 0.5未満

15 デイセンターすずかぜ 文京2丁目16-6 3～5

16 いちごデイセンターみのり 月見4丁目3-29 3～5

17 いちごデイセンター福井 米松1丁目14-15 0.5～3



18 小規模多機能型居宅介護　ゆずり葉 春日3丁目1009番地 0.5～3

19 リハビリデイサービスわかすぎ 若杉4-1602 3～5

20 きっずリハビリテーションサポート 町屋3丁目6-8 3～5

21 トゥモローズホームリハビリセンター 若杉1丁目2801 3～5

22 デイサービスリハビリセンタートレフル 若杉1丁目2805 3～5

23 ちいさなチカラ 開発1丁目714-2 0.5～3

24 トゥモローズホームリハビリセンター福井南 花堂南2丁目1-1 0.5～3

25 しみずの杜 田尻栃谷町38-46-5 0.5～3

26 小規模多機能型居宅介護かけはし 本堂町69字14番地1 Ｙ

27 小規模多機能型居宅介護みらい 新田塚2丁目12-15 3～5

28 デイ・フィットネス　楽らく　大宮店 大宮5丁目13番24号 3～5

29 デイサービスセンター　楽らく 渕3丁目134番ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ﾎﾟﾔｼﾛ1階 0.5～3

30 小規模多機能型居宅介護事業所美山 美山町6-1 3～5

31 多機能型事業所なないろの虹 江端町20-35 3～5

32 ほっと地域リハビリセンター福井北 大和田2-2101 3～5

33 なないろパーク 松本3丁目27-10 3～5

・指定自立訓練事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 ハウスやわらぎ 下六条町1-4 0.5～3

2 パステル 御幸4丁目1806 0.5～3

3 小規模多機能型居宅介護　ゆずり葉 春日3丁目1009番地 0.5～3

4 ちいさなチカラ 開発1丁目714-2 0.5～3

5 多機能型事業所プラス 下馬3丁目805 0.5～3

6 デイ・フィットネス　楽らく　大宮店 大宮5丁目13番24号 3～5

7 デイサービスセンター　楽らく 渕3丁目134番ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ﾎﾟﾔｼﾛ1階 0.5～3

8 インテグラルワークカレッジ 西開発2丁目407 3～5

9 いちごデイセンターみのり 月見4丁目3番29号 3～5

10 ほっと地域リハビリセンター福井北 大和田2-2101 3～5

・指定就労移行支援事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 ワークあけぼの 河水町5-1-1 0.5～3

2 前進主義　ふくい　移行支援 菅谷1丁目5-16 3～5

3 FLAP 中央1丁目21-37ﾘﾍﾞﾗﾙｱ-ﾂ3階302 3～5



4 WALLESS JOBTORE 大手3丁目1-15 ﾋﾞｱﾝﾓｱ大手ﾋﾞﾙ8階 0.5～3

5 パステル 御幸4丁目1806 0.5～3

・指定就労継続支援Ａ型事業所

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 ラートハウス 大手3丁目10-1 庁舎本館 地下1階 0.5～3

2 ハートランド福井 中央1丁目2-1ハピリン2階 3～5

3 食の工房やわらぎ 下六条町217-4 0.5～3

4 松本ファクトリー 松本1丁目2-19 0.5～3

5 （株）水野製作所 市波町17号12番地 0.5～3

6 青空 江端町21-4 0.5～3

7 (株)Ｏ．Ｈ．Ｃ 江端町13-43 0.5未満

8 (株)ふくい福祉振興会 和田東1丁目2323 0.5～3

9 エイティーンス物流加工㈱ 栄町11番地 0.5～3

10 （有）Ｃ・ネットサービス 下河北町11-15-1 0.5～3

11 一般社団法人　ほのぼのハーツふくい事業所 開発5丁目1505 0.5～3

12 ハピネス 中央2丁目9番地1 3～5

13 ハイムあけぼの 河水町5-1-3 0.5未満

14 Ｃ＆Ｃサービス 文京2丁目11-4 3～5

15 株式会社　つばさ 高柳1丁目203 0.5～3

16 ワンネスサポート株式会社 大町1丁目711 0.5～3

17 えばた工房 江端町20-1-3 0.5～3

18 ネクステクノ 高柳1丁目1302番地 0.5～3

19 前進主義　ふくい 菅谷1丁目5-21 3～5

20 Ｇ・Ｓ・Ｉ 大手1丁目1-17 3～5

21 株式会社ＯＨＣ 佐川急便福井ＳＲＣ
今市町64-7-1佐川急便　福井SRC
内

0.5～3

・指定就労継続支援Ｂ型事業所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 げんきの家就労継続支援Ｂ型事業所 高木中央2丁目602 3～5

2 就労継続支援Ｂ型事業ハートワーク 新保町16-3-2 0.5～3

3 ハートワーク 北山町22-1-1 0.5～3

4 手づくり工房コスモス 田尻栃谷町38-46-5 0.5～3

5 ワークあけぼの 河水町5-1-1 0.5～3

6 足羽ワークセンター 栂野町20-5 0.5未満



7 足羽サポートセンター 米松2丁目6-28 0.5～3

8
みどりの森社会復帰センター就労事業所
（ジョブガーデン）

文京2丁目14-25 3～5

9 就労支援センターあおい 川合鷲塚町12字長田6番1 0.5～3

10 コミュニティやわらぎ 下六条町1-4-1 0.5～3

11 松本ファクトリー 松本1丁目2-19 0.5～3

12 わいわいポケット 福町28-49 Ｙ 3～5

13 うめのき 篠尾町82-70-1 Ｒ

14 クリーンねっと福井 島寺町92 Ｒ

15 虹の会福祉事業所 文京5丁目27-32 3～5

16 セルプうらら 学園3丁目7-5 3～5

17 支援センターきらく 松本3丁目4-4 3～5

18 えばた工房 江端町20-1-3 0.5～3

19 (有)ワークハウス 長本町221-2 0.5～3

20 (株)ふくい福祉振興会 和田東1丁目2323 0.5～3

21 ワークハウス　エビス 西開発2丁目407 3～5

22 タクティクス福井　福井南事業所 みのり1丁目24番35号 3～5

23 (株)ふくい福祉振興会TONARI 和田東1-2322 0.5～3

24 ラートハウス 大手3丁目10-1 庁舎本館 地下1階 0.5～3

25 ライフワークゆずり葉 灯明寺2丁目208 3～5

26 前進主義　ふくい 菅谷1丁目5-21 3～5

27 ＣＲＡＰＥ ＤＥ ＧＩＲＡＦＥ 板垣5丁目1009番地 0.5～3

28 （有）Ｃ・ネットサービス 下河北町11-15-1 0.5～3

29 丹南事業所 島寺町92 Ｒ

30 MIRAI. 木田3丁目3113-2 0.5～3

31 （株）水野製作所 市波町17号12番地 0.5～3

32 わーくonここね 加茂緑苑町411番地 Ｙ 3～5

33 (株)Ｙｏｕさぽーと 和田中1丁目709番地 0.5～3

34 タクティクス福井　福井西営業所 加茂緑苑町817 5～10

35 多機能型事業所プラス 下馬3丁目805 0.5～3

36 食の工房やわらぎ 下六条町217-4 0.5～3

37
平谷こども発達クリニック　社事業所はぐく
み

江守の里2丁目118番地 3～5

38 ネクストステップ 和田東1丁目221 ｻﾝ･ﾎﾞﾆ-ﾙ101 0.5～3



39 タクティクス福井　福井北営業所 田原2丁目5-11 3～5

40 インテグラルワークカレッジ 西開発2丁目407 3～5

41 ジョブトライ・厚生 下六条町217番9 0.5～3

42 いろは 大手2丁目3番1号三の丸ビル1階 3～5

43 フィール 問屋町4丁目506 0.5～3

44 FLAP 中央1丁目21-37ﾘﾍﾞﾗﾙｱ-ﾂ3階302 3～5

45 ネクステクノフレーム
高木中央2丁目704　ウエストビル
1-A

3～5

46 就労支援事業所　cycle 運動公園3丁目1308 3～5

47 ワンダーフレンズ福井 高木中央3丁目406 0.5～3

・指定共同生活援助事業所

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 ぷらむ 花堂中1丁目17-4 0.5～3

2 あったかい 文京7丁目8-23 3～5

3 みどりの森社会復帰センターこもれび 今泉町2-5-1 0.5～3

4 クローバーハウス 新保町16-3-2 0.5～3

5 きさらぎの里　愛 殿下町16-1 Ｙ 0.5～3

6 河北寮 下河北町11-14 0.5～3

7 オレンジハウス 高木中央2丁目604 3～5

8 グループホームやすらぎの家 光陽2丁目17-25 3～5

9 ぽてと 福1丁目1102、1103 Ｙ 3～5

10 グループホームあおい 開発5丁目709 0.5～3

11 グリーンハウス グリーンハイツ4丁目127 Ｙ

12 ハウス六条 下六条町217-8 0.5～3

13 ハウス松本 松本1丁目15-33 0.5～3

14 あすわ第1 和田東1丁目1603 0.5～3

15 あすわ第2 栂野町20-5 0.5未満

16 あすわ第3 和田東2丁目1321 0.5～3

17 グループホーム　ジェラ 大宮5丁目6-31 3～5

18 グループホーム　わの家 加茂河原3丁目9-19 3～5

19 合同まるゆう 板垣2丁目404-2 0.5～3

20 グループホーム不動町 西木田3丁目16-4 0.5～3

21 ウィードフラワー福井 若杉4丁目918番地 3～5



22 グループホームぷろぐれす 西板垣町507番地 3～5

23 モストヴィレッジ和田 和田東1-203 0.5～3

24 グループホームおーるわん 江端町32-60-2 0.5～3

25 みんなの家　みつばち 江端町1-4 0.5～3

26 グループホームこころ みのり4丁目2-19 3～5

27 グループホームトモニ福井 豊岡1丁目11-28 3～5

28 GOOD　HOME　ソラーレ 運動公園1丁目1210番地 3～5

児童福祉施設

・認定こども園

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 六条こども園 天王町21-1-1 0.5～3

2 文殊こども園 太田町14-1 0.5～3

3 鶉こども園 砂子坂町6-20 0.5～3

4 東藤島こども園 藤島町46-13-1 0.5未満

5 麻生津こども園 浅水二日町131字下河原18 0.5～3

6 東郷こども園 東郷二ケ町37-18 3～5

7 いずみこども園 若杉浜2丁目302 3～5

8 幼保連携型認定こども園竹里 成和1丁目303 0.5～3

9 めぐみこども園 久喜津町34-1 3～5

10 青い鳥こども園 中央2丁目7-23 3～5

11 さくら認定こども園 文京1丁目30-1 3～5

12 足羽東こども園 東大味町10-1-1 Ｙ 0.5未満

13 幼保連携型認定こども園あさかぜ 渕1丁目3211 3～5

14 幼保連携型認定こども園三谷館 中央2丁目12-15 3～5

15 認定こども園エンゼル保育園 西谷2丁目702 3～5

16 認定こども園新田塚幼稚園 新田塚2丁目46-26 3～5

17 昭和認定こども園昭和幼稚園 みのり1丁目29-1 0.5～3

18 認定こども園福井佼成幼稚園 春日3丁目1303 0.5～3

19 みどりこども園 足羽1丁目22-1 Ｙ 3～5

20 認定こども園梅圃幼稚園 今市町46-23 0.5～3

21 認定こども園栄冠幼稚園 大手3-15-16 3～5

22 しみずこども園 風巻町28-5 5～10

23 ひまわりこども園 足羽3丁目2-28 Ｒ 3～5



24 社中央第一こども園 渕町4丁目1005 3～5

25 和田こども園 和田3丁目907 0.5～3

26 玉ノ江こども園 大島町柳504 0.5～3

27 社中央第二こども園 運動公園1丁目3903 3～5

28 あさひこども園 栂野町2-53 0.5～3

29 みづこしこども園 豊岡1丁目11-15 3～5

30 認定こども園花園 松本1丁目36-15 3～5

31 えばたこども園 江端町12-9 0.5～3

32 三心わくわく認定こども園 高木中央2丁目3815 3～5

33 やわらぎ木田認定こども園 木田2丁目1701 0.5～3

34 三心えんざん認定こども園 今泉町25-16-1 0.5～3

35 認定こども園木の実 北四ツ居1丁目30-15 0.5～3

36 千寿たんぽぽこども園 栗森町15-25 0.5～3

37 鹿苑こども園 みのり2丁目3-44 3～5

38 文京こども園 文京4丁目9-14 3～5

39 経田こども園 二の宮3丁目6-18 3～5

40 はちまんこども園 月見4丁目18-4 3～5

41 あさむつこども園 下荒井町4-76 0.5～3

42 認定こども園暁幼稚園 久喜津町64-25-1 3～5

43 認定こども園城之橋幼稚園 日之出3丁目3-30 0.5～3

44 認定こども園花園幼稚園 文京5丁目25-21 3～5

45 ゆりかご認定こども園 灯明寺3丁目2515 3～5

46 岡保こども園 河水町18-10 0.5未満

47 日光こども園 日光2丁目22-20 5～10

48 ゆきんこ光陽こども園 光陽2丁目23-25 3～5

49 ふじしま認定こども園 四ツ井1丁目7-11 0.5～3

50 中藤東こども園 高柳3丁目3206 3～5

51 認定こども園　聖三一幼稚園 宝永2丁目5-7 0.5～3

52 認定こども園　光の子 日光2丁目9-7 5～10

53 藤島幼稚園 経田2丁目512 3～5

54
鉄道弘済会福井認定こども園（若草こども
園）

城東2丁目10-13 0.5～3

55 みやまこども園 境寺町36-3 Ｙ 3～5



56 藤島幼稚園分園 新田塚町1104 5～10

57 福井エンゼル幼稚園(認定こども園) 加茂河原3丁目12-9 3～5

58 尾上幼稚園(認定こども園) 松本4丁目9-21 3～5

59 常葉幼稚園 花月1丁目2-26 3～5

60 新田塚こども園 新田塚1丁目42-1 3～5

61 めいりんこども園 花堂東2丁目210 0.5～3

62 なのはな 下森田藤巻町201 3～5

63 ひばり 石盛2丁目210 3～5

64 森田さくら 上野本町4丁目2408 3～5

・医療型障害児入所施設

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 福井県こども療育センター　つくし園 四ツ井2丁目8-1 0.5～3

・指定児童発達支援事業所

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 ひまわり教室 大島町柳506 0.5～3

2 平谷こども発達クリニック　発達支援室 北四ツ居2丁目1409 0.5～3

3 ぽると 八重巻中町25-8 3～5

4
福井県こども療育センター児童発達支援セン
ターつばさ（児童発達支援センター）

四ツ井2丁目8-1 0.5～3

5
子ども発達支援センター　フレンズあすわ
（児童発達支援センター）

大和田1丁目1607 0.5～3

6 指定通所支援事業所　わっくる 丸山1丁目801 0.5～3

7
Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａ
ｂ.

灯明寺3丁目3511 3～5

8 アイホーム福井 飯塚町30-7-1 3～5

9 あこおる 石盛町811 0.5～3

10 児童療育センター　みどりのくまさん 高木中央1丁目3015番地 3～5

11 くるみの森　つくし野 石盛町1012-1 0.5～3

12 くるみの森　西谷
西谷1丁目1127 グリーンプラスビ
ル2階

0.5～3

13 北風と太陽　福井 新保2丁目704-1 0.5～3

14 マザーズ城東 御幸3丁目10番1号 0.5～3

15 医療法人カンマ　指定通所支援　ミネルヴァ 新田塚2丁目32番16号 5～10

16 WALLESS ACADEMY
大手3丁目1-15 ビアンモア大手ビ
ル8階

0.5～3

17
平谷こども発達クリニック　社事業所はぐく
み

江守の里2丁目118番地 3～5

18 NEST Care福井店
大和田2丁目418番地　エルパプラ
ス2F

0.5～3

19 エール 高木町77-41-2 3～5



20 北風と太陽　森田 八重巻東町1-9 3～5

21 Bumps Base 花堂中2丁目2－2 0.5～3

・指定放課後等デイサービス事業所

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 ひまわり教室 大島町柳506 0.5～3

2 平谷こども発達クリニック　発達支援室 北四ツ居2丁目1409 0.5～3

3
平谷こども発達クリニック　円山事業所はぐ
くみ

南四ツ居町3字北ヨナ田5 0.5～3

4 ぽると 八重巻中町25-8 3～5

5 わんぱくステーション 高木中央2丁目617 3～5

6
Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａ
ｂ.

灯明寺3丁目3511 3～5

7 フレンズみゆき 御幸4丁目106-2 0.5～3

8 子ども発達支援センター　フレンズあすわ 大和田1丁目1607 0.5～3

9 指定通所支援事業所　わっくる 丸山1丁目801 0.5～3

10 アイホーム福井 飯塚町30-7-1 3～5

11 きっずリハビリテーションサポート 光陽2丁目18番2号 3～5

12 特定非営利活動法人くまっこクラブふくい 加茂河原1丁目2-12 3～5

13 あひろば田原 田原1丁目11-12 3～5

14 あひろば社 若杉浜3丁目805 3～5

15 おひさま 八ツ島1丁目602番地1 3～5

16 あこおる 石盛町811 0.5～3

17 からふる 町屋3丁目20-8 3～5

18 くるみの森　つくし野 石盛町1012-1 0.5～3

19 くるみの森　西谷
西谷1丁目1127 グリーンプラスビ
ル2階

0.5～3

20 児童療育センター　みどりのくまさん 高木中央1丁目3015番地 3～5

21 特定非営利活動法人ふくいスポーツクラブ 新田塚2-16-1 5～10

22 クローバーキッズ和田 和田東1丁目2217番地 0.5～3

23 マザーズやしろ 福1丁目1002 3～5

24 マザーズ新田塚 新田塚2丁目33-11 5～10

25 在宅サポート　のびのび 豊岡1丁目16-22 3～5

26 ぱれっと 若杉4丁目2101　満作プラザD棟 3～5

27 放課後デイやわらぎ 下六条町217番4 0.5～3

28 あ・りとる 照手4丁目3番5号 3～5



29 医療法人カンマ　指定通所支援　ミネルヴァ 新田塚2丁目32番16号 5～10

30 小規模多機能型居宅介護　ゆずり葉 春日3丁目1009番地 0.5～3

31 北風と太陽　福井 新保2丁目704-1 0.5～3

32 あひろば森田 下森田桜町7番8　2階 3～5

33 WALLESS ACADEMY
大手3丁目1-15 ビアンモア大手8
階

0.5～3

34 マザーズ城東 御幸3丁目10番1号 0.5～3

35 平谷こども発達クリニック　ICT支援室 北四ツ居1丁目27番16号 0.5～3

36 放課後等デイサービスなないろキッズ 江端町20-35 3～5

37 マザーズ森田 東森田3丁目101 0.5～3

38 くれよん 文京1丁目18-5 3～5

39
平谷こども発達クリニック　社事業所はぐく
み

江守の里2丁目118番地 3～5

40 放課後デイやわらぎNext 下馬3丁目606番地4 0.5～3

41 NEST Care福井店
大和田2丁目418番地　エルパプラ
ス2F

0.5～3

42 エール 高木町77-41-2 3～5

43 北風と太陽　森田 八重巻東町1-9 3～5

44 放課後等デイサービスなごみクラブ 北四ツ居3丁目4-2 0.5～3

45 はにかむ 石盛町330 0.5～3

46 マザーズplus和田 和田東1丁目221 ｻﾝ･ﾎﾞﾆ-ﾙ102号 0.5～3

47 あひろば高木 高木町65-8 3～5

48 わいわいポケット 福町28-45 Ｙ 3～5

・児童一時保護所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 福井県総合福祉相談所 光陽2丁目3-36 3～5

・児童厚生施設（児童館）

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 つばき児童館 種池2丁目309 3～5

2 ひまわり児童館 文京6丁目20-21 3～5

3 さくらじどうかん 文京3丁目13-1　春山小学校内 3～5

4 あじさいじどうかん 足羽3丁目1-1　足羽小学校内 3～5

5 さざんか児童館 春日町221-2 0.5～3

6 さつきじどうかん 手寄2丁目2-5　旭小学校内 0.5～3

7 とちのき児童館 松本1丁目30-24 0.5～3

8 もくせい児童館 太田町14-7 0.5未満



9 とまと児童館 大瀬町24-5-1 3～5

10 すいせん児童館 灯明寺2丁目2109 3～5

11 すずらん児童館 江端町29-101 0.5～3

12 ふじ児童館 高木北2丁目1106 3～5

13 もみじ児童館 新保1丁目920 0.5～3

14 こすもす児童館 日之出5丁目14-1 0.5～3

15 くすのき児童館 花堂北2丁目5-3 Ｙ 0.5～3

16 たちばな児童館 光陽1丁目25-29 3～5

17 あさがおじどうかん 浅水二日町28-5　麻生津小学校内 0.5～3

18 たんぽぽ児童館 和田1丁目7-26 0.5～3

19 すみれ児童館 上野本町2丁目1302 3～5

20 どんぐり児童館 北四ツ居2丁目7-14 0.5～3

21 くるみ児童館 若杉4丁目2102 3～5

22 つくし児童館 西堀町8-107 3～5

23 すぎのこ児童館 市波町25-3-4 3～5

24 くりのみ児童館 グリーンハイツ9丁目165 Ｙ

25 まきやま児童館 東郷二ケ町25-16 0.5～3

26 たけのこ児童館 砂子坂町5-58 Ｙ

27 さくらんぼ児童館 林町48-25 0.5未満

28 ちゅうりっぷ児童館 荒木新保町45-7-1 0.5～3

29 まつのき児童館 松本4丁目8-4 3～5

・助産施設

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 福井県立病院産科 四ツ井2丁目8-1 0.5～3

2 福井県済生会病院産科 和田中町舟橋7-1 0.5未満

3 福井赤十字病院産科 月見2丁目4-1 0.5～3

・乳児院

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 済生会乳児院 和田中町徳万26 0.5未満

・福祉型障害児入所施設

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 足羽学園 宿布町19-46-1 Ｙ

・保育所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 西部保育園 花月2丁目10-10 3～5



2 北部保育園 松本2丁目7-26 3～5

3 日之出保育園 日之出5丁目14-1 0.5～3

4 湊保育園 光陽1丁目9-8 3～5

5 西藤島保育園 三郎丸1丁目1414 3～5

6 御幸保育園 御幸2丁目7-29 0.5～3

7 社保育園 種池1丁目811 0.5～3

8 花堂保育園 花堂北2丁目23-25 0.5～3

9 河合保育園 山室町10-7 0.5～3

10 清明保育園 江端町32-67 0.5～3

11 西安居保育園 本堂町8-31-1 Ｙ

12 松本保育園 幾久町7-17 3～5

13 上北野保育園 上北野1丁目22-46 0.5～3

14 啓蒙保育園 開発1丁目1910 0.5～3

15 牧島保育園 文京3丁目26-23 3～5

16 本郷保育園 大年町1-56 Ｙ 5～10

17 森田東保育園 上森田4丁目302 3～5

18 森田浜保育園 栗森町浜603 3～5

19 森田栄保育園 栄町2-22 0.5～3

20 森田栄保育園古市分園 古市3丁目901 3～5

21 みやまこども園 境寺町36-3 Ｙ 3～5

22 中藤保育園 高木北4丁目301-1 3～5

23 西光寺保育園 左内町8-21 3～5

24 新田塚こども園 新田塚1丁目42-1 3～5

25 高木保育園 高木北2丁目1011 3～5

26 仁愛保育園 天池町35-2 3～5

27 大和田保育園 大和田町51-9 0.5～3

28 曙保育園 蒲生町10-29 Ｙ

29 めいりんこども園 花堂東2丁目210 0.5～3

30 ゆきんこ森田保育園 石盛町415 0.5～3

生活保護施設

・医療保護施設

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 福井県済生会病院 和田中町舟橋7-1 0.5未満



医療施設

・病院

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 福井県立病院 四ツ井2丁目8-1 0.5～3

2 公益財団法人 松原病院 文京2丁目9-1 3～5

3 福井赤十字病院 月見2丁目4-1 0.5～3

4 福仁会病院 文京5丁目10-1 3～5

5 医療法人　初生会　福井中央クリニック 松本4丁目5-10 3～5

6 福井循環器病院 新保2丁目228 0.5未満

7 岩井病院 日之出2丁目15-10 3～5

8 福井リハビリテーション病院 南楢原町20大畑2 Ｙ

9 藤田記念病院 宝永4丁目15-7 3～5

10 福井県済生会病院 和田中町舟橋7-1 0.5未満

11 つくし野病院 川合鷲塚町49-6-1 0.5～3

12 医療法人 安川病院 大和田2丁目108 0.5～3

13 医療法人 健康会 嶋田病院 西方1丁目2-11 0.5～3

14 冨永病院 西木田3丁目4-26 3～5

15 福井温泉病院 天菅生町7-1 Ｙ 3～5

16 こころの森病院 大島町柳301 0.5～3

17 医療法人 慈豊会 田中病院 大手2丁目3-1 3～5

18 医療法人　福井愛育病院 新保2丁目301 3～5

19 大滝病院 日光1丁目2-1 3～5

20 福井病院 江上町55-20-4 0.5～3

21 さくら病院 下荒井町21-44-1 0.5～3

22 光陽生協病院 光陽3丁目10-24 3～5

23 福井県こども療育センター 四ツ井2丁目8-1 0.5～3

24 福井総合病院 江上町58-16-1 0.5～3

25 奥村病院 板垣5丁目201番地 0.5～3

26 福井厚生病院 下六条町1字6番1 0.5～3

・有床診療所

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 あすわクリニック 下馬3丁目511 0.5～3

2 安土整形外科医院 中央2丁目7-19 3～5

3 荒川整形外科医院 高木町51-8 3～5



4 打波外科胃腸科婦人科 文京7丁目10-2 3～5

5 梅田整形外科医院 若杉4-801 3～5

6 医療法人 駅東整形外科 日之出2丁目12-2 3～5

7 大森整形外科リウマチ科 北四ツ居3-14-12 0.5～3

8 片山整形外科 江端町13-15-4 0.5～3

9 佐藤整形形成外科 桃園1丁目1-2 3～5

10 齋藤眼科 御幸3丁目15-13 0.5～3

11 ひらい内科消化器科医院 渕4丁目1813 3～5

12 福井総合クリニック 新田塚1丁目42-1 3～5

13 まつむら眼科クリニック 上北野1丁目25-19 0.5～3

14 医療法人 宮﨑整形外科医院 加茂河原3丁目8-6 3～5

15 山内整形外科 大宮4丁目13-18 3～5

16 医療法人 清風会 吉田医院 順化1丁目8-1 3～5

17 ホーカベレディースクリニック 左内町10号11番地 3～5

18 長保会　吉水整形外科医院 舟橋新1丁目1108 3～5

19 本多レディースクリニック 宝永4丁目2-18 3～5

・幼稚園
番号 名称 所在地 土砂

※1
浸水

※2

1 小鳩幼稚園 志比口2丁目25-25 0.5～3

2 聖徳幼稚園 松本3丁目11-19 3～5

3 仁愛女子短大附属幼稚園 天池町43-1-1 3～5

4 報徳幼稚園 手寄1丁目19-4 3～5

・小学校

番号 名称 所在地 土砂※1 浸水※2

1 木田小学校 木田1丁目1360 0.5～3

2 豊小学校 月見3丁目9-1 Ｙ 3～5

3 足羽小学校 足羽3丁目1-1 3～5

4 東安居小学校 水越2丁目503 3～5

5 湊小学校 学園1丁目4-8 3～5

6 春山小学校 文京3丁目13-1 3～5

7 順化小学校 大手3丁目16-1 0.5～3

8 宝永小学校 松本3丁目15-1 3～5

9 松本小学校 町屋3丁目14-20 3～5



10 日之出小学校 日之出5丁目11-1 0.5～3

11 旭小学校 手寄2丁目2-5 0.5～3

12 和田小学校 和田1丁目2-1 0.5～3

13 円山小学校 北四ツ居3丁目15-17 0.5～3

14 啓蒙小学校 開発1丁目1008 0.5～3

15 西藤島小学校 三郎丸1丁目1410 3～5

16 社北小学校 若杉4丁目143 3～5

17 社南小学校 種池2丁目128 3～5

18 安居小学校 本堂町4-12 Ｙ

19 中藤小学校 高柳3丁目3001 3～5

20 大安寺小学校 岸水町16-25-1 Ｙ 5～10

21 河合小学校 山室町10-12 3～5

22 麻生津小学校 浅水二日町28-5 0.5～3

23 国見小学校 鮎川町109-3-3 Ｒ

24 岡保小学校 河水町18-8 0.5未満

25 東藤島小学校 藤島町44-8 0.5～3

26 殿下小学校 風尾町6-24 Ｒ

27 本郷小学校 大年町65-32 Ｙ

28 棗小学校 石新保町12-32 Ｙ

29 鷹巣小学校 和布町3-6 Ｙ

30 長橋小学校 長橋町18-48 Ｙ

31 森田小学校 下森田新町19-67 3～5

32 明新小学校 灯明寺1-2101 3～5

33 酒生小学校 成願寺町5-1 Ｙ 0.5～3

34 一乗小学校 西新町1-4 Ｙ 3～5

35 上文殊小学校 生部町36-6 0.5未満

36 六条小学校 上莇生田町5-16 0.5～3

37 文殊小学校 下河北町53-1 0.5～3

38 東郷小学校 栃泉町3-105 0.5～3

39 日新小学校 文京5丁目25-30 3～5

40 清明小学校 下荒井町13-240 0.5～3

41 社西小学校 下江守町22-18 3～5



42 羽生小学校 大宮町12-31 Ｙ 0.5～3

43 美山啓明小学校 朝谷町1-20 Ｙ 0.5～3

44 越廼小学校 茱崎町3-25 Ｒ

45 清水東小学校 三留町69-2 Ｙ 0.5～3

46 清水南小学校 真栗町15-33 Ｒ 0.5～3

47 清水北小学校 グリーンハイツ5丁目101 Ｙ

・中学校

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 明倫中学校 木田1丁目1360 3～5

2 光陽中学校 光陽4丁目7-1 3～5

3 明道中学校 文京2丁目5-1 5～10

4 進明中学校 松本1丁目10-1 3～5

5 成和中学校 城東3丁目10-1 0.5～3

6 大安寺中学校 岸水町16-25-1 Ｙ 5～10

7 灯明寺中学校 灯明寺3丁目3801 3～5

8 至民中学校 南江守町65-20 Ｒ

9 国見中学校 鮎川町109-9-2 Ｒ

10 殿下中学校 風尾町6-24 Ｒ

11 棗中学校 石新保町12-32 Ｙ

12 鷹巣中学校 和布町3-6 Ｙ

13 森田中学校 上野本町37-12 0.5～3

14 足羽中学校 今市町5-10 0.5～3

15 足羽第一中学校 稲津町83-1 0.5～3

16 藤島中学校 八ツ島町7-6 3～5

17 社中学校 若杉4丁目1402 3～5

18 美山中学校 美山町9-14 3～5

19 越廼中学校 大味町29-83 Ｙ 3～5

20 清水中学校 島寺町2-55 Ｒ

21 北陸中学校 文京1丁目8-1 3～5

22 福井工業大学附属福井中学校 学園3丁目6-1 3～5

23 県立高志中学校 御幸2丁目25-8 0.5～3



・義務教育学校

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 福井大学教育学部附属義務教育学校 二の宮4丁目45-1 5～10

・特別支援学校

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 福井特別支援学校 光陽3丁目2-33 3～5

2 福井東特別支援学校 四ツ井2丁目8-1 0.5～3

3 福井南特別支援学校 南居町82 Ｒ

4 清水特別支援学校 島寺町68-33-3 Ｙ

5 盲学校 原目町39-8 0.5未満

6 ろう学校 幾久町2-22 3～5

7 福井大学教育学部附属特別支援学校 八ツ島町1-3 3～5

・高等学校

番号 名称 所在地 土砂
※1

浸水
※2

1 足羽高等学校 杉谷町44 Ｙ

2 羽水高等学校 羽水1-302 0.5～3

3 科学技術高等学校 下江守町28 3～5

4 高志高等学校 御幸2-25-8 0.5～3

5 福井商業高等学校 乾徳4-8-19 3～5

6 福井農林高等学校 新保町49-1 0.5～3

7 藤島高等学校 文京2-8-30 3～5

8 道守高等学校 若杉町35-21 3～5

9 福井工業大学附属福井高等学校 学園3丁目6-1 3～5

10 啓新高等学校 文京4丁目15-1 3～5

11 仁愛女子高等学校 宝永4丁目9-24 3～5

12 北陸高等学校 文京1丁目8-1 3～5

13 福井南高等学校 新開町15-12 0.5～3

※1　「土砂」欄　Y：土砂災害警戒区域内に施設が位置している
　　 　　　　　　R：土砂災害特別警戒区域内に施設が位置している
※2　「浸水」欄　0.5未満：浸水深0.5m未満
　　 　　　　　　0.5～3 ：浸水深0.5m～3.0m未満
　　 　　　　　　3～5　 ：浸水深3.0m～5.0m未満
　　 　　　　　　5～10  ：浸水深5.0m～10.0m未満

　（想定最大規模降雨により、河川が氾濫した場合に想定される浸水深）



 10-6　地下街等施設一覧表

足羽川浸水想定区域地下街等施設

施設名称 面　積 所在地 連絡先 電話番号 FAX番号

大手駐車場管理事務所 20－5686 20－6002

大手第２駐車場
管理事務所

20－5688

大手駐車場管理事務所 20－5686 20－6002

本町通り地下駐車場 20－5760

アオッサ地下駐車場 7,822.90m2 福井市手寄1丁目地係 アオッサ管理事務所 20－6101 20－6102

ハピリン地下駐車場 7,530.21m2 福井市中央1丁目2-1 ハピリン防災センター 20-2099 20-2098

福井駅西口地下駐車場 10,843.40m2 福井市大手2丁目
福井駅西口地下駐車場

管理事務所
30－5511 30－5512

※　各施設管理者に対し、原則FAXにて、洪水予報等の情報を伝達する。
※　連絡系統図

地下街等施設一覧表

福井市大手3丁目12-20

福井市順化1丁目及び
中央3丁目地係

福井市大手第２駐車場

福井市本町通り地下駐車場

29,989.44m2

10,296.89m2

地下街等･･･地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定されている
施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。）でその利
用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る必要があると認められるもの

大手第２駐車場管理事務

本町通り地下駐車場

アオッサ管理事務所危機管理課

福井駅西口地下駐車場
管理事務所

大手駐車場
管理事務所

ハピリン防災センター



 10-7　救急告示医療機関一覧表

救急病院 令和5年5月1日

医療機関名 所在地 電話番号
認定日

(新規・更新)

福井赤十字病院 月見2丁目4-1 36-3630 R5.2.1

福井県立病院 四ツ井2丁目8-1 54-5151 R5.2.1

福井県済生会病院 和田中町舟橋7-1 23-1111 R5.5.1

田中病院 大手2丁目3-1 22-2119 R3.4.1

福井総合病院 江上町58-16-1 59-1300 R3.5.1

嶋田病院 西方1丁目2-11 21-8008 R3.9.1

福井循環器病院 新保2丁目228 54-5660 R5.2.1

福井厚生病院 下六条町201 41-3377 R4.5.9

藤田記念病院 宝永4丁目15-7 21-1277 R4.2.13

福井愛育病院 新保2丁目301 54-5757 R3.5.26

福井中央クリニック 松本4丁目5-10 24-2410 R4.4.1

つくし野病院 川合鷲塚町49-6-1 55-1800 R2.8.1

大滝病院 日光1丁目2-1 23-3215 R3.6.1

光陽生協病院 光陽3丁目10‐24 24－5009 R2.10.1

さくら病院 下荒井町21-44-1 39-1700 R2.10.1

奥村病院 板垣5丁目201 33-1500 R3.11.1

救急診療所

医療機関名 所在地 電話番号
認定日

(新規・更新)

打波外科胃腸科医院 文京7丁目10-2 26-7171 R3.6.27

吉田医院 順化1丁目8-1 22-1233 R3.9.1

宮崎整形外科医院 加茂河原3丁目8-6 33-1111 R3.9.1

たなか整形外科・眼科 種池1丁目101 35-9299 R3.3.3

山内整形外科 大宮4丁目12-15 26-1160 R3.1.16

佐藤整形形成外科病院 桃園1丁目1-2 35-5151 R3.6.1

安土整形外科医院 中央2丁目7‐19 25‐3545 R4.8.1

救急告示医療機関一覧表



10-8　応急復旧拠点候補地一覧表

令和５年５月１日現在

№ 施設名 所在地 所管 連絡先 広さ

1 福井市総合運動公園 安田町14-1 スポーツ課 ２０－５３５５ 駐車場３２９台

2 福井市美術館 下馬3-1111 美術館 ３３－２９９０ 駐車場２５０台

応急復旧拠点候補地一覧表



11 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

 内閣府告示第二百二十八号  

 災害救助法施行令 (昭和二十二年政令第二百二十五号 )第三条第一項及び第

五条の規定に基づき、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実

費弁償の基準を次のとおり定め、平成二十五年十月一日から適用する。  

  平成二十五年十月一日  

 内閣総理大臣  岸田  文雄  

   災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準  

   第一章  救助の程度、方法及び期間  

 （救助の程度、方法及び期間）  

第一条  災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」

という。）第三条第一項の規定による救助の程度、方法及び期間の基準は、

災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。）第四条

第一項各号及び第二項に掲げる救助の種類ごとに、本章の定めるところに  

 よる。  

 （避難所及び応急仮設住宅の供与）  

第二条  法第四条第一項第一号及び第二項の避難所並びに同条第一項第一号の応

急仮設住宅の供与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めると

ころにより行うこととする。  

 一  避難所  

  イ  災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与す    

るものであること。  

  ロ  原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、

これら適当な建物を利用することが困難な場合は、野外に仮小屋を設

置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方法により実施すること。  

  ハ  避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び    

管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物

の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費

（法第四条第二項の避難所については、災害が発生するおそれがある場合において

必要となる別に定める経費）として、一人一日当たり三百四十円以内とす

ること。  

  ニ  福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であ

って避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに   

供与する避難所をいう。）を設置した場合は、ハの金額に、当該地域

において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することが

できること。  

  ホ  避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で    

避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿

泊施設の借上げを実施し、これを供与することができること。  
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  へ  法第四条第一項第一号の避難所を開設できる期間は、災害発生の日

から七日以内とし、同条第二項の避難所を開設できる期間は、法第二

条第二項の規定による救助を開始した日から、別に定める日までの期

間とすること。  

 二  応急仮設住宅  

   応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない

者であって、自らの資力では住家を得ることができないものに、建設し

供与するもの（以下「建設型応急住宅」という。）、民間賃貸住宅を借

上げて供与するもの（以下「賃貸型応急住宅」という。）又はその他適

切な方法により供与するものであること。  

  イ  建設型応急住宅  

建 設 型 応 急 住 宅 の 設 置 に 当 た っ て は 、 原 則 と し て 、 公 有 地 を      

利用すること。ただし、これら適当な公有地を利用することが困難な

場合は、民有地を利用することが可能であること。  

一 戸 当 た り の 規 模 は 、 応 急 救 助 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 実 施 主 体 が      

地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出でき

る費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費

及び建築事務費等の一切の経費として、六百七十七万五千円以内とす

ること。  

建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸

以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置で

き、五十戸未満の場合でも戸数に応じた小規模な施設を設置できるこ

と。  

福 祉 仮 設 住 宅 （ 老 人 居 宅 介 護 等 事 業 等 を 利 用 し や す い 構 造 及      

び設備を有し、高齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複

数のものに供与する施設をいう。）を建設型応急住宅として設置でき

ること。  

建設型応急住宅は、災害発生の日から二十日以内に着工し、   速

やかに設置しなければならないこと。  

建 設 型 応 急 住 宅 を 供 与 で き る 期 間 は 、 完 成 の 日 か ら 建 築 基 準      

法（昭和二十五年法律第二百一号）第八十五条第三項又は第四項に規

定する期限までとすること。  

建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土

地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費とす

ること。  

  ロ  賃貸型応急住宅  

賃貸型応急住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じてイに定

める規模に準ずることとし、その借上げのために支出できる費用は、
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家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃

貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実

情に応じた額とすること。  

賃 貸 型 応 急 住 宅 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 速 や か に 民 間 賃 貸 住 宅      

を借上げ、提供しなければならないこと。  

賃貸型応急住宅を供与できる期間は、イと同様の期間とすること。  

 （炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給）  

第三条  法第四条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲  

料水の供給は、次の各号に定める救助ごとに、当該各号に定めるとこ

ろにより行うこととする。  

 一  炊き出しその他による食品の給与  

  イ  避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害によ

り現に炊事のできない者に対して行うものであること。  

  ロ  被災者が直ちに食することができる現物によるものとすること。  

  ハ  炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用    

は、主食、副食及び燃料等の経費として一人一日当たり千二百三十円    

以内とすること。  

  ニ  炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生    

の日から七日以内とすること。  

 二  飲料水の供給  

  イ  災害のために現に飲料水を得ることができない者に対して行うも    

のであること。  

 ロ  飲料水の供給を実施するために支出できる費用は、水の購入費の    

ほか、給水又は浄水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料

費並びに薬品又は資材の費用とし、当該地域における通常の実費とす

ること。  

  ハ  飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内と    

すること。  

 （被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与）  

第四条  法第四条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は  

貸与（以下「生活必需品の給与等」という。）は、次の各号に定めるとこ

ろにより行うこととする。  

 一  住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水（土砂のたい積等

により一時的に居住することができない状態となったものを含む。以下

同じ。）、全島避難等により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需

品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営

むことが困難な者に対して行うものであること。  

 二  被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって   
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行うこと。  

  イ  被服、寝具及び身の回り品  

  ロ  日用品  

  ハ  炊事用具及び食器  

  ニ  光熱材料  

 三  生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分に   

より一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。この場合においては、

季別は、夏季（四月から九月までの期間をいう。以下同じ。）及び冬季

（十月から三月までの期間をいう。以下同じ。）とし、災害発生の日を

もって決定すること。  

  イ  住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯  

季別  夏季  冬季  

一人世帯の額  一万九千二百円  三万千八百円  

二人世帯の額  二万四千六百円  四万千百円  

三人世帯の額  三万六千五百円  五万七千二百円  

四人世帯の額  四万三千六百円  六万六千九百円  

五人世帯の額  五万五千二百円  八万四千三百円  

世帯員数が六人以上一人

を増すごとに加算する額  

八千円  

 

一万千六百円  

 

  ロ  住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯  

季別  夏季  冬季  

一人世帯の額  六千三百円  一万百円  

二人世帯の額  八千四百円  一万三千二百円  

三人世帯の額  一万二千六百円  一万八千八百円  

四人世帯の額  一万五千四百円  二万二千三百円  

五人世帯の額  一万九千四百円  二万八千百円  

世帯員数が六人以上一人

を増すごとに加算する額  

二千七百円  

 

三千七百円  

 

 四  生活必需品の給与等は、災害発生の日から十日以内に完了しなけれ   

ばならないこと。  

 （医療及び助産）  

第五条  法第四条第一項第四号の医療及び助産は、次の各号に定めるとこ  

ろにより行うこととする。  

 一  医療  

  イ  災害のため医療の途を失った者に対して、応急的に処置するもの  

   であること。  

  ロ  救護班において行うこと。ただし、急迫した事情があり、やむを    
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得ない場合は、病院又は診療所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十七号）又は柔道

整復師法（昭和四十五年法律第十九号）に規定するあん摩マッサージ

指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師（以下「施術者」という。）

を含む。）において医療（施術者が行うことができる範囲の施術を含

む。）を行うことができること。  

  ハ  次の範囲内において行うこと。  

     診療  

     薬剤又は治療材料の支給  

     処置、手術その他の治療及び施術  

     病院又は診療所への収容  

     看護  

  ニ  医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、

治療材料、破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所

による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場

合は協定料金の額以内とすること。  

  ホ  医療を実施できる期間は、災害発生の日から十四日以内とするこ    

と。  

 二  助産  

  イ  災害発生の日以前又は以後の七日以内に分べんした者であって、    

災害のため助産の途を失ったものに対して行うものであること。  

  ロ  次の範囲内において行うこと。  

     分べんの介助  

     分べん前及び分べん後の処置  

     脱脂綿、ガーゼ、その他の衛生材料の支給  

  ハ  助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛    

生材料等の実費とし、助産師による場合は慣行料金の百分の八十以内

の額とすること。  

  ニ  助産を実施できる期間は、分べんした日から七日以内とすること。  

 （被災者の救出）  

第六条  法第四条第一項第五号の被災者の救出は、次の各号に定めるとこ  

ろにより行うこととする。  

 一  災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不   

明の状態にある者を捜索し、又は救出するものであること。  

 二  被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機   

械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域にお

ける通常の実費とすること。  

 三  被災者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から三日以内とす   
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ること。  

 （被災した住宅の応急修理）  

第七条  法第四条第一項第六号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に  

定めるところにより行うこととする。  

 一  災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受

け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修

を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対

して行うものであること。  

 二  居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物   

をもって行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯   

当たり次に掲げる額以内とすること。  

イ ロに掲げる世帯以外の世帯七十万六千円 

ロ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯三十四万三千円 

 三  住宅の応急修理は、災害発生の日から三月以内（災害対策基本法（昭

和三十六年法律第二百二十三号）第二十三条の三第一項に規定する特定

災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は

同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された災

害にあっては、六月以内）に完了すること。  

 （生業に必要な資金の貸与）  

第八条  法第四条第一項第七号の生業に必要な資金の貸与は、次の各号に  

定めるところにより行うこととする。  

 一  住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を失った世帯   

に対して行うものであること。  

 二  生業を営むために必要な機械、器具又は資材を購入するための費用   

に充てるものであって、生業の見込みが確実な具体的事業計画があり、

償還能力のある者に対して貸与するものであること。  

 三  生業に必要な資金として貸与できる額は、次の額以内とすること。  

  イ  生  業  費  一件当たり  三万円  

  ロ  就職支度費  一件当たり  一万五千円  

 四  生業に必要な資金の貸与は、次の条件を付すものであること。  

  イ  貸与期間  二年以内  

  ロ  利   子  無利子  

 五  生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から一月以内に完了しな   

ければならないこと。  

 （学用品の給与）  

第九条  法第四条第一項第八号の学用品の給与は、次の各号に定めるとこ  

ろにより行うこととする。  

 一  住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しく
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は損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学

校児童（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含

む。以下同じ。）、中学校生徒（義務教育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。）及

び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、

中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、

特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒を

いう。以下同じ。）に対して行うものであること。  

 二  被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって   

行うこと。  

  イ  教科書  

  ロ  文房具  

  ハ  通学用品  

 三  学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とすること。  

  イ  教科書代  

小学校児童及び中学校生徒  教科書の発行に関する臨時措置法（昭

和二十三年法律第百三十二号）第二条第一項に規定する教科書及び教

科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用

するものを給与するための実費  

高等学校等生徒  正規の授業で使用する教材を給与するための実費  

  ロ  文房具費及び通学用品費  

小学校児童一人当たり四千八百円  

中学校生徒一人当たり五千百円  

高等学校等生徒一人当たり五千六百円  

 四  学用品の給与は、災害発生の日から教科書については一月以内、そ   

の他の学用品については十五日以内に完了しなければならないこと。  

 （埋葬）  

第十条  法第四条第一項第九号の埋葬は、次の各号に定めるところにより  

行うこととする。  

 一  災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行う   

ものであること。  

 二  原則として、棺又は棺材の現物をもって、次の範囲内において行う   

こと。  

  イ  棺（附属品を含む。）  

  ロ  埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。）  

  ハ  骨つぼ及び骨箱  

 三  埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十一万九千百円以内、

小人十七万五千二百円以内とすること。  
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 四  埋葬は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。  

 （死体の捜索及び処理）  

第十一条  法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第一号の死体の  

捜索及び処理は、次の各号に掲げる救助ごとに、当該各号に定めるところ

により行うこととする。  

 一  死体の捜索  

  イ  災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により    

既に死亡していると推定される者に対して行うものであること。  

  ロ  死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機    

械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域に

おける通常の実費とすること。  

  ハ  死体の捜索は、災害発生の日から十日以内に完了しなければなら    

ないこと。  

 二  死体の処理  

  イ  災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）

を行うものであること。  

  ロ  次の範囲内において行うこと。  

     死体の洗浄、縫合、消毒等の処置  

死体の一時保存  

検案  

  ハ  検案は、原則として救護班において行うこと。  

  ニ  死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによるこ    

と。  

死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千

五百円以内とすること。  

死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の

建物を利用する場合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既

存の建物を利用できない場合は一体当たり五千五百円以内とするこ

と。この場合において、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の

経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算するこ

とができること。  

救護班において検案をすることができない場合は、当該地域の慣行

料金の額以内とすること。  

  ホ  死体の処理は、災害発生の日から十日以内に完了しなければなら    

ないこと。  

 （災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活  

に著しい支障を及ぼしているものの除去）  

第十二条  法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第二号の災害に  
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よって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支

障を及ぼしているもの（以下「障害物」という。）の除去は、次の各号に

定めるところにより行うこととする。  

 一  居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が   

運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの

資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者に対して

行うものであること。  

 二  障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除   

去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等

雇上費等とし、市町村内において障害物の除去を行った一世帯当たりの

平均が十三万八千七百円以内とすること。  

 三  障害物の除去は、災害発生の日から十日以内に完了しなければなら   

ないこと。  

 （救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費）  

第十三条  法第四条第一項各号及び第二項の救助を実施するに当たり必要な

場合は、救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費を支給することができ

る。  

 一  救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、

次に掲げる場合とすること。  

  イ  被災者（法第四条第二項の救助にあっては避難者）の避難に係る支     

援  

  ロ  医療及び助産  

  ハ  被災者の救出  

  ニ  飲料水の供給  

  ホ  死体の捜索  

  ヘ  死体の処理  

  ト  救済用物資の整理配分  

 二  救援のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域に   

おける通常の実費とすること。  

 三  救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該   

救助の実施が認められる期間以内とすること。  

   第二章  実費弁償  

 （実費弁償）  

第十四条  法第七条第五項の実費弁償は、次の各号に掲げる者ごとに、当該

各号に定めるところにより行うこととする。  

 一  令第四条第一号から第四号までに規定する者  

  イ  日当  

    法第七条第一項の規定により救助に関する業務に従事させた都道    
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府県知事等（法第三条に規定する都道府県知事等をいう。）の統括す

る都道府県等（法第十七条第一号に規定する都道府県等をいう。ハに

おいて同じ。）の常勤の職員で当該業務に従事した者に相当するもの

の給与を考慮して定めること。  

  ロ  時間外勤務手当  

    職種ごとに、イに定める日当額を基礎とし、常勤職員との均衡を    

考慮して算定した額以内とすること。  

  ハ  旅費  

    職種ごとに、イに定める日当額を基礎とし、常勤職員との均衡を    

考慮して、各都道府県等の職員に対する旅費の支給に関する条例にお

いて定める額以内とすること。  

 二  令第四条第五号から第十号までに規定する者  

   業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてそ   

の百分の三の額を加算した額以内とすること。  

第三章  災害救助事務  

（救助事務費）  

第十五条  法第十八条第一項の救助の事務を行うのに必要な費用（以下「救

助事務費」という。）は、次の各号に定めるところによる。  

一  救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費

（救助の実施期間内のものに限る。）及び災害救助費の精算の事務を行

うのに要した経費とし、次に掲げる費用とすること。  

イ  時間外勤務手当  

ロ  賃金職員等雇上費  

ハ  旅費  

ニ  需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修

繕料をいう。）  

ホ  使用料及び賃借料  

ヘ  通信運搬費  

ト  委託費  

二  各年度において、前号の救助事務費に支出できる費用は、法第二十一

条に定める国庫負担を行う年度（以下「国庫負担対象年度」という。）

における各災害に係る前号イからトまでに掲げる費用について、地方自

治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百四十三条に定める会計年

度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当

該合算した額の合計額が、国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外

の費用の額の合算額に、次のイからトまでに掲げる区分に応じ、それぞ

れイからトまでに定める割合を乗じて得た額の合計額以内とすること。  

イ  三千万円以下の部分の金額については百分の十  
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ロ  三千万円を超え六千万円以下の部分の金額については百分の九  

ハ  六千万円を超え一億円以下の部分の金額については百分の八  

ニ  一億円を超え二億円以下の部分の金額については百分の七  

ホ  二億円を超え三億円以下の部分の金額については百分の六  

ヘ  三億円を超え五億円以下の部分の金額については百分の五  

ト  五億円を超える部分の金額については百分の四  

三  前号の「救助事務費以外の費用の額」とは、第二条から第十三条まで

に規定する救助の実施のために支出した費用及び第十四条に規定する実

費弁償のため支出した費用を合算した額、法第九条第二項に規定する損

失補償に要した費用の額、令第八条第二項に定めるところにより算定し

た法第十二条の扶助金の支給基礎額を合算した額、法第十九条に規定す

る委託費用の補償に要した費用の額並びに法第二十条第一項に規定する

求償に対する支払いに要した費用の額（救助事務費の額を除く）の合計

額をいう。  

 

前  文〔抄〕（平成二十六年三月三十一日内閣府告示第十九号）平成二十六

年四月一日から適用する。  

前  文〔抄〕（平成二十七年三月三十一日内閣府告示第四十四号）  

平成二十七年四月一日から適用する。  

前  文〔抄〕（平成二十八年三月三十一日内閣府告示第百十二号）  

平成二十八年四月一日から適用する。  

前  文〔抄〕（平成二十九年三月三十一日内閣府告示第五百三十五号）  

平成二十九年四月一日から適用する。  

前  文〔抄〕（平成三十年三月三十日内閣府告示第五十一号）平成三十年四

月一日から適用する。  

前  文〔抄〕（平成三十一年四月一日内閣府告示第三十七号）  

前  文〔抄〕（令和元年九月三十日内閣府告示第八十九号）令和元年十月一

日から適用する。  

前  文〔抄〕 (令和元年十月二十三日内閣府告示第三百七十八号 ) 

公布の日から施行し、改正後の規定は令和元年八月二十八日から適用する。  

前  文〔抄〕（令和三年五月二十日内閣府告示第七十一号）令和三年五月二

十日から適用する。  

前  文〔抄〕（令和三年六月十八日内閣府告示第七十六号）公布の日から施

行する。  

前  文〔抄〕（令和四年三月三十一日内閣府告示第三十七号）令和四年四月

一日から適用する。  

前  文〔抄〕（令和五年三月三十一日内閣府告示第三十六号）令和五年四月

一日から適用する。  



福 井 市 管 内 外 排 水 機 場 設 備 等 一 覧 表 

河川名 
河川又は 

水路名 
名  称 所 在 地 

水防団待機水位 

(通報水位) 

(ｍ) 

稼働水位 

(ｍ) 
管理主体 連  絡  先 施 設 の 規 模 

排水量 

（㎥/ｓ） 
備  考 

九頭竜川 

(左) 
片 川 

片川 

排水機場 
坂井市三国町横越 ０.６０ ０.７５ 

九頭竜川左岸用水 

土地改良区 
事務所 TEL 83-0156 

横型斜流・横軸斜流 1,350mm 3基 

電動機 220Kw 3基 
12.00  

九頭竜川 

(右) 
八ケ川 八ケ川 坂井市春江町高江 ２.１０ ２.７０ 河合春近土地改良区 事務所 TEL 23-6286 

横軸斜流 1,350mm 2基 

電動機 280Kw 2基 
8.2  

九頭竜川 

(左) 
天満川 

天満川 

ポンプ 
天菅生町５－８ ３.２０ ４．５０ 福井市河川課 

市河川課  

TEL20－5492 

水中ポンプ 

250A×8.0㎥/min×10.0ｍ×22ｋｗ 2基 
0.30  

九頭竜川 

(左) 
田の谷川 大安寺 岸水町 12-33-1 ４.５０ ５.００ 福井市農村整備課 

市農村整備課  

TEL 20-5440 

横軸斜流 800mm 2基 

電動機 90Kw 2基 
2.80  

九頭竜川 

(左) 
落合排水 落 合 黒丸町 1-1 ３.９０ ５.００ 〃 

市農村整備課  

TEL 20-5440 

横型斜流 600mm 2基 

電動機 75Kw 2基 

直流発電機 1Kw 1基 

2.00  

九頭竜川 

(左) 
馬渡川 馬渡川 舟橋新町 2-6-1 ５.００ ５.２５ 〃 

市農村整備課  

TEL 20-5440 

横軸斜流 1,000mm 1基、800mm 1基 

電動機 150Kw 1基、100Kw 1基 
3.60  

九頭竜川 

(左) 
千成寺川 

千成寺川 

雨水ポンプ場 
舟橋町 16-84 ６.５０ ７.１０ 福井市下水施設課 

下水施設管理事務所 

TEL26-5701 

立軸斜流 900mm 電動機 104kW 2基、 

ゲートポンプ 700mm 電動機 75kW 2基 
5.23  

九頭竜川 

(左) 
寄場川 寄場川 寺前町 1-31-1 ７.５０ ７.９５ 福井市農村整備課 

市農村整備課  

TEL 20-5440 

横軸斜流 1,200mm 1基、1,000mm 1基 

電動機 180Kw 1基、120Kw 1基 

除塵機 1基 

5.70  

日野川 

(右) 

底喰川 

(右) 

底喰雨水 

ポンプ場 
地蔵堂町 12-51 ３.１０ ４.００ 福井市下水施設課 

下水施設管理事務所 

TEL26-5701 

横軸斜流 1,500mm エンジン 430PS 1基、 

立軸斜流 1,200mm エンジン 380PS 2基 

立軸軸流  600mm エンジン 36PS 1基 

12.3  

日野川 

(右) 

底喰川 

(左) 

底喰川 

排水機場 
三ツ屋町 26-28-1 ３.００ ４.００ 福井市農村整備課 

市農村整備課  

TEL 20-5440 

横軸斜流 1,350mm 3基 

電動機 230Kw 3基 
12.70  

日野川 

(右) 
狐 川 

狐 川 

排水機場 
角折町 ３.４０ ４.３０ 福井土木事務所 

事務所(管理課) 

TEL 24-5113 

ポンプ場 TEL 24-5110 

(内線)372 

電業社 1,500mm 横型軸斜流ポンプ 3基 

クボタ 1,350mm 縦軸射流ポンプ 1基 

ニイガタディ－ゼルエンジン 540ps 3基、 

ヤンマーディ－ゼルエンジン 571ps １基 

75KV/210Vヤンマ－ディ－ゼル 108ps 1基（自家発） 

高圧 6.6KV-75KVA発電 １式 

自動式除じん機、ベルトコンベア 2基 

10t半電動クレン 1基 

20.0  

日野川 

(右) 

江端川 

(左) 

江端川 

第１ 

排水機場 

江守の里１丁目 

５.７０ ６.２０ 

〃 

事務所(管理課) 

TEL 24-5113 

市河川課  

TEL 20-5492 

エバラ 1,800mm横型斜流ポンプ 3基 

ニイガタディ－ゼル 500ps,750ps 2基 

110KVA/210Vヤンマ－ディ－ゼル 108ps 1基 

高圧 6.6KV-110KVA受電 １式 

自動式除じん機、ベルトコンベア 3基 

10.5t電動クレン 1基 

22.2  

日野川 

(右) 

江端川 

(左) 

江端川 

第 2 

排水機場 

江守の里１丁目 〃 

事務所(管理課) 

TEL 24-5113 

ポンプ場 TEL 24-5110 

(内線)373 

市河川課 

TEL 20-5492 

エバラ 1,800mm立型斜流ポンプ 3基 

ニイガタディ－ゼル 700ps 3基 

ヤンマーディーゼル 360kW   1基 

110KVA/210V日野ディーゼル 220ps 1基 

高圧 6.6KV-110KVA受電 １式 

自動式除じん機、ベルトコンベア 3基 

25.5t電動クレン 1基 

22.2  

江端川 

(左) 
南江守排水 

江守の里 

排水機場 
江守の里１丁目 ― ― 

福井市河川課 

(福井市農村整備課) 

市河川課 TEL 20－5492 

ポンプ場 35-9199 

立軸斜流 800mm 3基 

ヤンマ－ディ－ゼルエンジン 162Kw 1基 

220PS1基  除塵機 1基  電動機 1基 

4.30 
農村整備課:1基 

吐出量：1.45m3/s 

江端川 

(左) 

若宮 1号 

排水 

若宮排水 

1号ポンプ 
江端町１２字 ２.２０ ６.５５ 福井市河川課 

市河川課  

TEL 20－5492 
水中ポンプ 300mm 22 Kw 3基 0.50  

江端川 

(左) 

若宮 2号 

排水 

若宮排水 

２号ポンプ 
江端町１２字 ２.２０ ６.５５ 福井市河川課 

市河川課  

TEL 20－5492 
水中ポンプ 250mm 11 Kw 1基 0.10  

1
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河川名 
河川又は 

水路名 
名  称 所 在 地 

水防団待機水位 

(通報水位) 

(ｍ) 

稼働水位 

(ｍ) 
管理主体 連  絡  先 施 設 の 規 模 

排水量 

（㎥/ｓ） 

 

備  考 

江端川 

(右) 

莇生田 

排水 

莇生田排水 

１号ポンプ 
江端町７字 ２.２０ ６.５５ 福井市河川課 

市河川課  

TEL 20－5492 
水中ポンプ 300mm 22 Kw 2基 0.30  

江端川 

(右) 
江橋場川 

莇生田排水 

２号ポンプ 
江端町１８字 ２.２０ ６.５５ 福井市河川課 

市河川課  

TEL 20－5492 
水中ポンプ 250mm 11 Kw 1基 0.10  

荒川 

(右) 
松城排水 

松城排水 

樋門 
松城町 ― ７.３０ 福井市河川課 

市河川課  

TEL 20－5492 
水中ポンプ 350mm 37 Kw 1基 0.30  

荒川 

(右) 
丸山赤川 

丸山赤川 

ポンプ 
松城町 ― ７.５２ 福井市河川課 

市河川課  

TEL 20－5492 
水中ポンプ 150mm 15 Kw 1基 0.07  

日野川 

(右) 
南居排水 南 居 南居町 11-26 ― ５.６０ 福井市農村整備課 

市農村整備課  

TEL 20-5440 
横型軸流 900mm 2基、電動機 75Kw 2基 3.67  

日野川 

(右) 
三花排水 三 花 三尾野町 5-51 ３.５０ ７.７５ 〃 

市農村整備課  

TEL 20-5440 
横軸斜流 700mm 2基、電動機 75Kw 2基 1.95  

日野川 

(右) 
新田排水 新 田 安竹町 4字 ― ４.００ 〃 

市農村整備課  

TEL 20-5440 
横型軸流 800mm 2基、電動機 45Kw 2基 2.68  

日野川 

(右) 
江口川 

社  北 

排水機場 
東下野町 8-125 ― ４.８６ 社土地改良区 事務所  35-9779 

横型軸流 1350mm 1基、1000mm 1基 

電動機 2基 
6.60  

足羽川 

(右) 

荒 川 

(右) 

荒川第１ 

排水機場 

勝見１丁目 

(木田橋北詰) 

６.５０ ８．３０ 

福井土木事務所 

事務所(管理課) 

TEL 24-5113 

ポンプ場 TEL 24-5110 

(内線)370 

日立 1,800mm立型軸流ポンプ 1基 

ニイガタディ－ゼル 780PS  1基 

150KVA/210Vニイガタ 210ps 2基 

高圧 6.6KV-100KVA受電 １式 

自動式除じん機、ベルトコンベア 3基 

16/3.2t伝導トロリ式クレン 1基 

8.34  

足羽川 

(右) 

荒 川 

(左) 

荒川第２ 

排水機場 
勝見１丁目 〃 

事務所(管理課) 

TEL 24-5113 

ポンプ場 TEL 24-5110 

(内線)371 

日立 1,800mm横型軸流ポンプ 4基 

ニイガタディーゼル 390PS  3基 

ヤンマーディーゼル 287kW  1基 

100KVA/210V日野ディ－ゼル 139ps 1基（自家発） 

高圧 6.6KV-105KVA受電 １式 

自動式除じん機、ベルトコンベア 1基 

7.5t半電動クレン 1基 

33.36  

足羽川 

(右) 
公共下水道 

佐佳枝 

ポンプ場 
中央２丁目 8‐3 ― １.８０ 福井市下水施設課 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 

立軸斜流 600mm 電動機 130kW 2基、 

立軸斜流 1800mm ガスタービン 1300kW 1基 
11.20  

足羽川 

(右) 
〃 

照  手 

ポンプ場 
照手１丁目 16-11 ― ３．３０ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
立軸斜流 800mm 電動機 90kW 2基 2.80  

足羽川 

(右) 
〃 

水  越 

ポンプ場 
光陽４丁目 11-21 ― １.８０ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
立軸斜流 900mm ディ－ゼルエンジン 340PS 3基 5.10  

足羽川 

(右) 
〃 

出  作 

ポンプ場 
勝見３丁目 26-1 ― ２.５０ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 

立軸斜流 900mm エンジン 320PS 1基 

立軸斜流 800mm エンジン 230PS 2基 
4.76  

足羽川 

（右） 

JR高架施設 

排水 

高架排水 

ゲートポンプ 
中央２丁目 5‐15 ― ― 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
ゲートポンプ 500mm 電動機 45kW 1基 0.5  

足羽川 

(右) 

和  田 

幹線排水 
和 田 和田中町 51字 ― ９.９２ 福井足羽土地改良区 事務所 41-3575 

横軸斜流 600mm  2基 

電動機 30Kw   2基 
1.40  

足羽川 

(左) 
公共下水道 

足  羽 

ポンプ場 
左内町 7-1 ― １.６０ 福井市下水施設課 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
立軸斜流 800mm 電動機 90kW 2基 2.80  
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河川名 
河川又は 

水路名 
名 称 所 在 地 

水防団待機水位 

(通報水位) 

(ｍ) 

稼働水位 

(ｍ) 
管理主体 連 絡 先 施 設 の 規 模 

排水量 

（m3/ｓ） 

 

備  考 

足羽川 

(左) 
〃 

加茂河原 

ポンプ場 
明里町 11-22 ― １.７０ 福井市下水施設課 

下水施設管理事務所 

TEL26-5701 

立軸斜流 1,000mm エンジン 260PS 2基 

立軸斜流 700mm エンジン 95 PS 2基 
6.54  

足羽川 

(左) 
〃 

木  田 

ポンプ場 
春日１丁目 16-13 ― ６.００ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL26-5701 
立軸斜流 700mm エンジン 140 PS 2基 2.00  

足羽川 

(左) 
〃 

木田東 

ポンプ場 
春日３丁目 416 ― ７.００ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL26-5701 
立軸斜流 700mm 電動機 60kW 2基 2.00  

足羽川 

(左) 

六  条 

幹線排水 
下 馬 下馬町 39字 ― ９.４３ 福井足羽土地改良区 事務所 41-3575 

横軸斜流 1,000mm  2基 

電動機 120Kw    2基 
5.00  

足羽川 

（左） 
板垣川 

板垣２丁目 

ポンプ 
板垣２丁目 ― ７.３３ 福井市河川課 

市河川課 

TEL 20-5492 
水中ポンプ 200mm 22 Kw 1基 0.075   

足羽川 

（左） 
板垣川 

板垣３丁目 

ポンプ 
板垣３丁目 ― ７.７８ 〃 

市河川課 

TEL 20-5492 
水中ポンプ 200mm 18.5 Kw 1基 0.075   

荒 川 

(右) 
公共下水道 

米  松 

ポンプ場 
松城町 13-1 ― １.５０ 福井市下水施設課 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
立軸斜流 1,100mm エンジン 375PS 2基 5.18  

荒 川 

(右) 

旧荒川 

(都市下水

路) 

南四ッ居 

雨水 

ポンプ場 

南四ッ居２丁目

17-8 
― ４.５０ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
横軸斜流 1,350mm エンジン 260PS 1基 3.73  

荒 川 

(左) 
公共下水道 

下北野 

ポンプ場 
城東２丁目 16-4 ― ２.８０ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
水中ポンプ（コラム式）700mm 60kW 2基 2.00  

底喰川 

(右) 
〃 

上  里 

ポンプ場 
文京５丁目 3-20 ― ２.００ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
立軸斜流 1,300mm エンジン 230PS 3基 11.0  

底喰川 

(左) 
〃 

乾  徳 

ポンプ場 
乾徳４丁目 8-1 ― ２.３０ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
立軸斜流 1,200mm 電動機 190kW 2基 6.00  

底喰川 

(左) 
〃 

松本 

ポンプ場 
松本３丁目 15 ― ２.２０ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
水中ポンプ 400mm 22kW 2基 0.50  

七瀬川 

(右) 
江上排水 江上 島山梨子町 ２.９０ ３.２０ 福井市農村整備課 

市農村整備課  

TEL 20-5440 

横軸斜流 800mm  2基 

電動機 75Kw    2基 
2.80  

浅水川 

(右) 
三尾野排水 

三尾野 

出 作 
三尾野町 22字 ３.５０ ８.３０ 〃 

市農村整備課  

TEL 20-5440 

立型軸流 600mm  1基 

電動機 45Kw    1基 

(ロ－タリ－レ－キ－式) 1基 

0.80  

江端川 

(右) 
都市下水路 

舞屋雨水 

ポンプ場 
舞屋町 10-901 ― ６.００ 福井市下水施設課 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 
スクリュー2,700mm ガスタービン 230PS 1基 2.38  

狐 川 公共下水道 
福町雨水 

ポンプ場 
福新町 1802 ― ０.８０ 〃 

下水施設管理事務所 

TEL 26-5701 

立軸斜流 450mm 電動機 26kW 1基 

水中ポンプ 350mm 22kW 1基 
0.73  

日野川 十郷排水路 
十  郷 

排水機場 
片山町 ― ５.６０ 清水土地改良区 事務所 98-8830 

ポンプ 1,500mm 4基 

発動機 309ｋｗ 4基 
20.27  

日野川 ― 
大廻 

排水機場 
片粕町 ― ４.７５ 〃 事務所 98-8830 

ポンプ 1,000mm 1基 発動機 166ｋｗ 1基 

ポンプ 800mm  1基発動機 130ｋｗ 1基 
4.00  
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12-2 配分委員会設置要綱作成例 

 

災害義援金配分委員会設置要綱作成例 

 

 

 

 

福井市○○災害義援金配分委員会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 福井市における災害発生時に集まった義援金の配分が公平かつ効果的に行われる

よう福井市○○災害義援金配分委員会（以下「配分委員会」という。）を設置する。 

 

 （設置期間） 

第２条 配分委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分 

が完了するまでの間、設置する。 

 

（委員の構成及び任命） 

第３条 配分委員会の委員は、次に掲げる団体等の推薦者等をもって構成し、市長が任命

し、又は委嘱するものとする。 

（１）福井市（工事・会計管理部長） 

（２）日本赤十字社福井県支部 

（３）福井市社会福祉協議会 

（４）学識経験者 

 （５）義援金受付団体 

 （６）その他市長が必要と認める団体等 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員に欠員

が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（所掌事務） 

第５条 配分委員会は、次の事項に関する事務を所掌する。 

 （１）義援金の配分対象・基準 

 （２）義援金の配分時期 

 （３）義援金の配分方法 

 （４）その他必要な事項 



12-2 配分委員会設置要綱作成例 

 

 

（役員） 

第６条 配分委員会に会長、副会長それぞれ１名を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が委員の中から指名する。 

  

（役員の職務） 

第７条 会長は、配分委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

 

（会議） 

第８条 配分委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 

（関係者の出席等） 

第９条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意

見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（事務局） 

第１０条 配分委員会の事務局は、出納課に置く。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、配分委員会の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和  年  月  日から施行し、義援金の配分完了とともに、その効

力を失う。 

 



13-1 原子力発電関連施設、オフサイトセンター一覧 

原子力発電関連施設 

 

ＢＷＲ（Boiling Water Reactor）：沸騰水型軽水炉 

ＰＷＲ（Pressurized Water Reactor）：加圧水型軽水炉 

ＦＢＲ（Fast Breeder Reactor）：高速増殖炉 

ＡＴＲ（Advanced Thermal Reactor）：新型転換炉 

（注）着工年月日は、工事計画認可の月とした。 

原子力事業所 号機 所在地 炉型 
認可出力 

（万 KW） 

電調審 

決定年月 

原子炉設置 

許可年月日 

着工 

年月 

営業（本格） 

運転開始年月日 

日本原子力発電㈱ 

敦賀発電所 

１号機 

敦賀市 

明神町 

ＢＷＲ 35.7 S40. 5 S41.4.22 S42.2 S45.3.14 

２号機 ＰＷＲ 116.0 S53.12 S57.1.26 S57.3 S62.2.17 

３号機 ＰＷＲ 153.8 建設準備中 

４号機 ＰＷＲ 153.8 建設準備中 

（国研）日本原子

力研究開発機構 

高速増殖炉研究開

発センター（もん

じゅ） 

 
敦賀市 

白木 
ＦＢＲ 28.0 S57.5 S58.5.27 S60.9 廃止措置中 

（国研）日本原子

力研究開発機構 

原子炉廃止措置研

究開発センター

（ふげん） 

 
敦賀市 

明神町 
ＡＴＲ 16.5  S45.11.30 S46.8 

S54.3.20 

H15.3.29 

運転終了 

関西電力㈱ 

美浜発電所 

１号機 
美浜町

丹生 

ＰＷＲ 34 S41.4.4 S41.12.1 S42.8 S45.11.28 

２号機 ＰＷＲ 50 S42.12.22 S43.5.10 S43.12 S47.7.25 

３号機 ＰＷＲ 82.6 S46.6.30 S47.3.13 S47.7 S51.12.1 

関西電力㈱ 

大飯発電所 

１号機 

おおい

町大島 

ＰＷＲ 117.5 S45.10.28 S47.7.4 S47.10 S54.3.27 

２号機 ＰＷＲ 117.5 S45.10.28 S47.7.4 S47.11 S54.12.5 

３号機 ＰＷＲ 118 S60.1.31 S62.2.10 S62.3 H3.12.18 

４号機 ＰＷＲ 118 S60.1.31 S62.2.10 S62.3 H5.2.2 

関西電力㈱ 

高浜発電所 

１号機 

高浜町

田ノ浦 

ＰＷＲ 82.6 S44.5.23 S44.12.12 S45.4 S49.11.14 

２号機 ＰＷＲ 82.6 S44.5.29 S45.11.25 S46.2 S50.11.14 

３号機 ＰＷＲ 87 S53.3.27 S55.8.4 S55.11 S60.1.17 

４号機 ＰＷＲ 87 S53.3.27 S55.8.4 S55.11 S60.6.5 



13-1 原子力発電関連施設、オフサイトセンター一覧 

オフサイトセンター設置場所一覧 

名称 住所 対象原子力事業所 

敦賀原子力防災センター 敦賀市金山 99号 11番 47号 もんじゅ・敦賀発電所 

美浜原子力防災センター 美浜町佐田 64号毛ノ鼻 1-6 美浜発電所 

大飯原子力防災センター 大飯町成和第 1号 1番 1 大飯発電所 

高浜原子力防災センター 高浜町薗部 35字一ツ橋 14番地 高浜発電所 

 



日本原子力発電㈱敦賀発電所２号機 

（原子力災害対策指針に基づく警戒事象） 

13-2 各発電所における緊急時活動レベル  

ＥＡＬ 

区分 

ＥＡＬ 

番号 
ＥＡＬ事象 説 明 

 

 

 

 

 
止 
め 
る 

ＡＬ１１ ＜原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ＞ 
原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから
原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続
された場合において、当該原子炉停止信号が発信され
た原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必
要な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操
作により原子炉を停止することができないこと、もしく
は停止したことを確認することができないこと。 

運転モード１及び２において、以下のいずれかとなった
とき。  
（１）原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉トリッ
プパーシャル信号が発信し、その他のチャンネルが不動
作であるか否かが不明な状態が１時間以上継続したと
き。  
  ただし、原子炉トリップ信号に係る関係パラメータに
より、直ちに原子炉トリップパーシャル信号が誤作動と
判断できる場合は除く。  
（２）原子炉トリップが必要な場合において、中央制御
室からの以下のいずれの操作を行っても制御棒が挿入さ
れず、原子炉出力（中性子束）が定格出力の５％未満か
つ中間領域中性子束起動率が零又は負にならないとき、
又はその状態が確認できないとき。  
① 自動原子炉トリップ  
② 手動原子炉トリップ  
③ ＭＧセット電源断（中央制御室からの母線しゃ断器
開放）  
④ 制御棒の手動（自動）挿入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

冷 
や 
す 

ＡＬ２１ ＜原子炉冷却材の漏えい＞ 
原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える
原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に
定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転
中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却
材の漏えいが発生すること。 

 運転モード１、２、３及び４において、以下のいずれか
となったとき。  
（１）原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管、又は
これに付属する機器の破損等により、１次冷却材が原子炉
格納容器内に漏えいし、その漏えい率が０．２３ｍ３／ｈ
を超えた場合において、４時間以内に０．２３ｍ３／ｈ以
下に漏えい量を回復できないと判断した後、１２時間以内
モード３、又は５６時間以内にモード５にできないとき。 
（２）原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管、又は
これに付随する機器の破損等により、１次冷却材が漏えい
（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）し、加圧器圧
力低下等により、非常用炉心冷却装置作動設定値に達した
場合、又は手動により、非常用炉心冷却装置を作動させた
とき。 

ＡＬ２４ ＜蒸気発生器給水機能喪失のおそれ＞ 
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止し
た場合において、電動補助給水ポンプ又はタービン動補
助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。 

運転モード１、２、３及び４（蒸気発生器が除熱のため
に使用されている場合）において、主給水ポンプ（蒸気
発生器水張りポンプを含む）からの給水が喪失した状態
で、以下のいずれかとなったとき。 
①電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプの
うち、いずれか１台しか起動しないとき。 
②流量調整以外の要因で、補助給水流量の合計が１００
ｍ３／ｈ未満となったとき。 

ＡＬ２５
（※１） 
 

＜非常用交流高圧母線喪失または喪失のおそれ＞ 
非常用交流母線が一となった場合において当該非常用
交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が１５
分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの
電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が３時
間以上継続すること。 

全ての運転モード及び運転モード外において、交流動力
電源が以下のいずれかとなったとき。  
①使用可能な所内非常用高圧母線が１系統となった場合
において、当該母線への供給電源が非常用ディーゼル発
電機、所内変圧器、起動変圧器、予備変圧器、又は空冷
式非常用発電機のどれか１つとなり、その状態が１５分
間以上継続したとき。  
②全ての非常用交流母線が外部電源及び非常用ディーゼ
ル発電機からの受電に失敗したとき。  
③外部電源からの供給が喪失した状態が３時間以上継続
したとき。 
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ＡＬ２９ ＜停止中の原子炉冷却機能の一部喪失＞ 
原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機 
能の一部が喪失すること。 

１次冷却材系統の水位を一時的にループ配管の中心付近
まで下げた状態（ミッドループ運転状態）において、１
つの余熱除去系の機能が喪失し、かつ１次冷却材配管の
水位が低下して余熱除去配管の吸込口上端となったと
き。  
１つの余熱除去ポンプが動作不能とは、以下のいずれか
の状態となった場合をいう。  
①電源供給の喪失、ポンプの故障等により、１台の余熱
除去ポンプが運転不能となったとき。  
②余熱除去冷却器の機能喪失等により１系統の余熱除去
機能が喪失したとき 

ＡＬ３０ ＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ＞ 
使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下するこ
と。 

使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散が確認され、使用
済燃料ピット水位が、以下の使用済燃料ピット出口配管
下端以下まで低下したとき。  
なお、使用済燃料ピットの水位の維持・回復手段には、
可搬型設備等による全ての設備を含む。  
  
使用済燃料ピット出口配管下端  
水位：ＥＬ＋５．４９ｍ（ＮＷＬ－１．３６ｍ） 

ＡＬ３１ ＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（旧基準炉）
＞  
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯
蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。 

使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散が確認され、使用

済燃料ピット水位が以下のいずれかとなったとき。  

なお、使用済燃料ピットの水位の維持・回復手段には、可

搬型設備等による全ての補給を含む。  

①使用済燃料ピット水位が、以下の燃料集合体頂部上方４

ｍの水位まで低下したとき。  

水位：ＥＬ＋３．４０ｍ（ＮＷＬ－３．４５ｍ）  

②使用済燃料ピット水位低警報が発信、又はそのおそれが

ある状態において、使用済燃料ピット水位を計器又は目視

によって確認できない状態が３時間以上継続したとき。 

冷
や
す 
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ＡＬ４２ ＜単一障壁の喪失又は喪失の可能性＞ 
燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失する
おそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原
子炉冷却系障壁が喪失すること。 

運転モード１、２及び３において、以下の障壁の喪失又
は喪失するおそれがあるとき。  
（１）燃料被覆管障壁が喪失するおそれがあるとき。  
（２）原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあるとき。  
（３）燃料被覆管障壁が喪失したとき。  
（４）原子炉冷却系障壁が喪失したとき。  
  各障壁の状況は、以下のとおり。 
燃料被覆管障壁が喪失す
るおそれ 

炉心出口温度の最高値が
３５０ ℃以上 

原子炉冷却系障壁 
が喪失するおそれ 

１次冷却材漏えい（蒸気
発生器伝熱管からの漏え
いを含む）が発生し、抽
出ライン隔離※１が動作
した状態で、充てんポン
プ又は充てん／高圧注入
ポンプによる最大注入流
量（４５ｍ３／ｈ）を超
過した場合をいう。ただ
し、２次系破断又は制御
系故障等に伴う一時的な
冷却収縮による場合は除
く。 

燃料被覆管障壁が喪失 炉心出口温度の最高値が
６５０ ℃以上 

原子炉冷却系障壁 
が喪失 

１次冷却材漏えい（蒸気
発生器伝熱管からの漏え
いを含む）が発生し、加
圧器圧力が非常用炉心冷
却装置の作動を必要とす
る設定圧力※２以下とな
った場合をいう。ただ
し、２次系破断又は制御
系故障等に伴う一時的な
冷却収縮による場合は除
く。 

※１ 抽出ライン隔離の設定値 
   加圧器水位 １５％ 
※２ 非常用炉心冷却装置の設定値 
   加圧器圧力 １２.１８ＭＰａ 

 

 

 

 
そ 
の 
他 
脅 
威 

ＡＬ５１ ＜原子炉制御室他の機能喪失のおそれ＞ 
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉
の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。 

 
 

放射線レベルや室温の上昇等により、運転員が中央制御
室の操作盤、及び中央制御室外原子炉停止盤室での監視
及び操作が容易にできなくなったとき。 
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ＡＬ５２ ＜所内外通信連絡機能の一部喪失＞ 
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所 

内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能 

が喪失すること。 

原子炉施設に何らかの異常が発生した場合におい

て、以下のいずれかとなったとき。  

（１）原子力発電所内の通信回線である電力保安回線、

公衆回線、衛星回線等のうち、いずれかが１つの手段

のみとなったとき。  

（２）原子力発電所内から所外への通信回線である電力

保安回線、公衆回線、衛星回線等のうち、いずれか１

つの手段となったとき。 

ＡＬ５３ ＜重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のお
それ＞ 

重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器
等（※２）の機能の一部が喪失するおそれがあること。 

重要区域において、火災※１又は溢水※２により、「安
全上重要な構築物、系統又は機器一覧」の機能に支障が
生じ、同一の機能を有する系統のうち、使用できる系統
が１系統のみとなったとき。  
なお、「安全上重要な構築物、系統又は機器一覧」につ
いては、記載されている機器等が保安規定で定める各適
用モード外においては除外できる。  
※１ 発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可
燃性物質（難燃性を含む）が燃焼し、この状態を解消す
るために消火器、消火設備等を使用することが必要なも
のをいう。  
※２ 発電所内に施設される機器の破損による漏水又は
消火栓等の系統の作動による放水が原因で、系統外に放
出された流体をいう。（滞留水、流水、蒸気を含む）。 
 
 

 
（※１） 「ＡＬ２５」：原子炉施設に設ける電源設備が、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第 

５７条第１項及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第７２条第１項の基準に適合してい

る場合 

（※２） 「安全機器等」：「安全上重要な構築物、系統又は機器」をいう。 
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ＳＥ０１ 政令 

第４条 

第４項 

第１号 

＜敷地境界付近の放射線量の上昇＞ 

１．原災法第１１条第１項の規定により設置された放射線測定設備

により、５マイクロシーベルト／時以上を検出すること。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該数値は検出され

なかったものとみなす。 

（１）以下の排気筒モニタ及び指定エリアモニタにより検出された

数値に異常が認められない場合（５マイクロシーベルト／時 以上

となっている原因をただちに原子力規制委員会に報告する場

合に限る。） 

・排気筒ガスモニタ 

・格納容器エリアモニタ 

・使用済燃料ピット区域エリアモニタ 

・燃料取扱棟換気ガスモニタ 

（２）当該数値が落雷の時に検出された場合 

 
２．原災法第１１条第１項の規定により設置された放射線測定設備

の全てについて５マイクロシーベルト／時を下回っている 

場合において、当該放射線測定設備により、１マイクロシーベル

ト／時以上が検出されているときは、当該各放射線測定設備にお

ける放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において

通報事象等規則第４条で定めるところにより測定した中性子

線の放射線量とを合計して得た数値が、５マイクロシーベルト／

時以上のものとなっているとき。 

ただし、１マイクロシーベルト／時以上が検出されているとき

で、上記１．（１）又は（２）に該当する場合は、当該数値は検

出されなかったものとみなす。 

このとき、１．（１）の「５マイクロシーベルト／時」は、 

「１マイクロシーベルト／時」に読み替える。 

 
・「原災法第１１条第１項の規定により設置された放射線測定設備」と

は、以下の設備をいう。 

①立石モニタリングポスト、浦底モニタリングポスト、猪ケ池モ

ニタリングポスト 

・「放射線測定設備により、５マイクロシーベルト／時（１マイクロ

シーベルト／時）以上を検出」とは、単位時間（２分以内のものと

して「１分」とする）ごとのガンマ線の放射線量を測定して得た数

値が５マイクロシーベルト／時（１マイクロシーベルト／時）以上

のときをいう。 

・「検出された数値に異常が認められない場合」とは、排気筒モニタ

及び指定エリアモニタの警報が動作していない場合又は有意な指示

の上昇が認められない場合をいう。 

・「原因をただちに原子力規制委員会に報告する場合に限る」とは、原

子力防災管理者又は原子力防災管理者の指示を受けた者が、原子

力規制委員会へ、上記により異常が認められないとして、直接電

話連絡により報告した場合をいう。 

・「通報事象等規則第４条で定めるところにより測定した」とは、中

性子線が検出されないことが明らかになるまでの間、中性子線測定

用サーベイメータにより、中性子線の放射線量を測定し、１時間あ

たりの数値に換算することにより行われることをいう。 

・なお、ＳＥ０１を判断する過程において、放射線測定設備の１基で

１０分以上継続又は２基以上について、５マイクロシーベルト／時

を検出した場合は、同時にＧＥ０１にも該当する。この場合 

は、ＳＥ０１とＧＥ０１が同時に検出されたものとして、特定

事 象（１０条）の通報書面に緊急事態事象（１５条）にも該当

する 旨の記載を行うことにより、１本化して通報を行うことができ

る。 

ＳＥ０２ 政令 

第４条 

第４項 

第２号 

規則 

第５条 

第１項 

＜通常放出経路での気体放射性物質の放出＞ 

原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類

する場所おいて、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合

におけるその放射能水準が１時間当たり５マイクロシーベルトに相

当するものとして通報事象等規則第５条第１項で定める基準以上の

放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。 
 

 

イ 空気中の放射性物質濃度の測定（１０分間以上継続して検 

出する） 

 
・「排気筒、排水口その他これらに類する場所」とは、以下の排気筒

モニタが設置されている場所をいう。 

①排気筒ガスモニタ 

・「当該原子力事業所の区域の境界付近」とは、当該原子力発電所の

「敷地境界」をいう。 

・「放射能水準が１時間当たり５マイクロシーベルトに相当するも

のとして通報事象等規則第５条第１項で定める基準以上の放射

性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき」とは、排

気筒にて測定される計数率で判断するものとし、別途定める。 

・なお、ＳＥ０２が検出された場合は、同時にＧＥ０２にも該当す

る。このため、ＳＥ０２とＧＥ０２は同時に検出されたものとし

て、特定事象（１０条）の通報書面に緊急事態事象（１５条）にも

該当する旨の記載を行うことにより、１本化して通報を行うことが

できる。 

ＳＥ０３ 政令 
第４条 
第４項 
第２号 

規則 
第５条 
第１項 

＜通常放出経路での液体放射性物質の放出）＞ 
原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに
類する場所おいて、当該原子力事業所の区域の境界付近に達し
た場合におけるその放射能水準が１時間当たり５マイクロシー
ベルトに相当するものとして通報事象等規則第５条第１項で定
める基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところにより検
出されたとき。 

 
ロ 水中の放射性物質濃度の測定（１０分間以上継続して検出 

する） 

・「排気筒、排水口その他これらに類する場所」とは、以下に示す

排水モニタが設置された場所をいう。 

①放水口モニタ 
・「当該原子力事業所の区域の境界付近」とは、当該原子力発電所
の「敷地境界」をいう。 
・「放射能水準が１時間当たり５マイクロシーベルトに相当するも
のとして通報事象等規則第５条第１項で定める基準以上の放射性
物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき」とは、放水
口にて測定される計数率で判断するものとし、別途定める。 
・なお、ＳＥ０３が検出された場合は、同時にＧＥ０３にも該当す
る。このため、ＳＥ０３とＧＥ０３は同時に検出されたものとし
て、特定事象（１０条）の通報書面に緊急事態事象（１５条）にも
該当する旨の記載を行うことにより、１本化して通報を行うことが
できる。 
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ＳＥ０４ 政令 

第４条 

第４項 

第３号 

（イ） 

＜火災爆発等による管理区域外での放射線の放出＞ 

原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域（そ

の内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行う

べき区域として通報事象等規則第６条第１項で定める区域をい

う。）外の場所（政令第４条第４項第２号に規定する場所を除く。）に

おいて、次に掲げる放射線量が通報事象等規則第６条第２項及び

第３項で定めるところにより検出されたとき。 
イ 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、１時

間当たり５０マイクロシーベルト以上の放射線量（１０分間

以上継続して検出する） 
なお、上記の測定が困難である場合にあって、その状況に鑑み上記

水準の放射線量が検出される蓋然性が高い場合には、検出されたも

のとみなす。 

・「通報事象等規則第６条第１項で定める区域」とは、放射線管理区

域をいう。 

・「政令第４条第４項第２号に規定する場所」とは、通常放出経路に

かかる排気筒及び放水口をいう。 

・「１時間当たり５０マイクロシーベルト以上の放射線量」とは、原

子力防災資機材であるガンマ線測定用可搬式測定器で検出され

た値が、５０マイクロシーベルト／時以上である場合をいう。 

ＳＥ０５ 政令 

第４条 

第４項 

第３号 

（ロ） 

＜火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出＞ 

原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域（そ

の内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行う

べき区域として通報事象等規則第６条第１項で定める区域をい

う。）外の場所（政令第４条第４項第２号に規定する場所を除く。）に

おいて、次に掲げる放射性物質が通報事象等規則第６条第２項及

び第３項で定めるところにより検出されたとき。 

 
口 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該

場所におけるその放射能水準が１時間当たり５マイクロシー

ベルトの放射線量に相当するものとして通報事象等規則第６

条第２項で定める基準以上の放射性物質 

 
なお、上記の測定が困難である場合にあって、その状況に鑑み上記

水準の放射性物質が検出される蓋然性が高い場合には、検出された

ものとみなす。 

・「通報事象等規則第６条第１項で定める区域」とは、放射線管理区

域をいう。 

・「政令第４条第４項第２号に規定する場所」とは、通常放出経路に

かかる排気筒及び放水口をいう。 

・「その放射能水準が１時間当たり５マイクロシーベルト以上の放射

線量に相当するもの」とは、原子力防災資機材である可搬式ダスト

測定関連機器、可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器で検出された値

が水準として５マイクロシーベルト／時に相当する放射性物質

を検出した場合をいう。 

・「通報事象等規則第６条第２項及び第３項で定めるところにより検

出」とは、以下の①及び②をいう。 

①検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、１種類である

場合にあっては、その放射性物質の濃度が周辺監視区域外の空

気中濃度限度の５０倍以上のとき 

②検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、２種類以上の

放射性物質がある場合にあっては、それぞれの放射性物質の濃

度が周辺監視区域外の空気中濃度限度の５０倍の数値に対する

割合の和が１以上になるとき 

ＳＥ０６ 規則 

第７条 

第１項 

第２号 

＜施設内（原子炉外）臨界事故のおそれ＞ 

原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体の内部を除

く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その

他の方法による管理が損なわれる状態その他臨界状態の発生の蓋然

性が高い状態にあること。 

 
・「核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法に

よる管理が損なわれる状態その他臨界状態の発生の蓋然性が高

い状態」とは、原子炉施設内にある核燃料物質同士が異常に接近、か

つ、減速材としての水が存在し、その状況から臨界条件が満たさ

れていると推定される状態をいう。 

 

 

 

 

止 
め 
る 

ＳＥ２１ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 

表中 ロ－

（１） 

＜原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注
水不能＞ 

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子
炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装
置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧
又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできな
いこと。 

運転モード１、２、３及び４において、原子炉冷却材圧力バウン
ダリを構成する配管、又はこれに付属する機器の破損等により、
１次冷却材が漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）
し、加圧器圧力低下等により、非常用炉心冷却系作動設定値に達
した場合、又は手動により、非常用炉心冷却装置を作動させた場
合において、以下のいずれかとなったとき。  
①全ての充てん／高圧注入ポンプ及び高圧注入ポンプが起動しな
いとき。  
②高圧注入系の弁が「開」とならないこと等により、原子炉への
注水流量が確認できないとき。  
③全ての余熱除去ポンプが起動しないとき。  
④低圧注入系の弁が「開」とならないこと等により、原子炉への
注水流量が確認できないとき。ただし、１次冷却材圧力が余熱除
去ポンプの注入可能圧力以下に低下するまでの間は除く。 

 

 

 

 
冷 
や 
す 

ＳＥ２４ 規則 
第７条 
第１項 

第１号 

表中 

ロ－（２） 

＜蒸気発生器給水機能の喪失＞ 
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失するこ
と。 

運転モード１、２、３及び４（蒸気発生器が除熱のために使用さ
れている場合）において、主給水ポンプ（蒸気発生器水張りポン
プを含む。）からの給水が喪失し、全ての蒸気発生器の狭域水位
が０％未満となった状態で、以下のいずれかとなったとき。 
① 電動補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプが全て起
動しないとき。  
② 流量調整以外の要因で補助給水流量の合計が１００ｍ３／ｈ未
満となったとき。 
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ＳＥ２５ 
（※１） 

規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 
ロ－（３） 

＜非常用交流高圧母線の３０分以上喪失＞ 
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その
状態が３０分以上継続すること。 

交流動力電源が以下となったとき。  
全ての所内非常用高圧母線が非常用ディーゼル発電機、所内変圧器、
起動変圧器及び予備変圧器からの受電に失敗し、かつ空冷式非常用発
電機からの受電ができない状態が３０分間以上継続したとき。 

ＳＥ２７ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 
ロ－（４） 

＜直流電源の部分喪失＞ 
非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電
気を供給する電源が一となる状態が５分以上継続すること。 

電源供給可能な非常用直流母線が１つになった場合において、当該非
常用直流母線への供給電源が蓄電池、充電器（予備充電器を含む。）
又は代替電源設備がいずれか１つとなり、その状態が５分間以上継続
したとき。  
ただし、計画的な点検作業により、非常用直流母線が１つとなってい
る場合は除く。 

ＳＥ２９ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 
ロ－（５） 

＜停止中の原子炉冷却機能の喪失＞ 
原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失

すること。 
 
 

１次冷却材系統の水位を一時的にループ配管の中心付近まで下げた状
態（ミッドループ運転状態）において、全ての余熱除去ポンプが動作
不能となり、かつ１次冷却材配管の水位が低下して余熱除去配管の吸
込口上端以下となり、３０分間以上が経過したとき。  
全ての余熱除去ポンプが動作不能とは、以下のいずれかの状態となっ
た場合をいう。  
①電源供給の喪失、ポンプの故障等により、全ての余熱除去ポンプが
運転不能となったとき。  
②余熱除去冷却器の機能喪失等により、全ての余熱除去機能が喪失し
たとき。 

ＳＥ３０ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 
ロ－（６） 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失＞ 
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽
の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯
蔵槽の水位を測定できないこと。 

使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散が継続し、使用済燃料ピット水
位が以下のいずれかとなったとき。 
なお、使用済燃料ピットの水位の維持・回復手段には、可搬型設備等
による全ての補給を含む。 
①使用済燃料ピット水位が、以下の燃料集合体頂部上方４ｍの水位ま
で低下したとき。 
水位：ＥＬ＋３．４０ｍ（ＮＷＬ－３．４５ｍ）  
②使用済燃料ピット水位低警報が発信、又はそのおそれがある状態に
おいて、使用済燃料ピット水位を計器及び目視によって確認できない
状態が３時間以上継続したとき。 

ＳＥ３１ 規則  
第７条  
第１項  
第１号  
表中  
ヘ－ 
（１） 

＜使用済燃料貯蔵槽冷却機能の喪失（旧基準炉）＞  
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メー
トルの水位まで低下すること。 

使用済燃料ピット水の漏えい、又は蒸散が継続し、使用済燃料ピット

水位が以下となったとき。  

なお、使用済燃料ピットの水位の維持・回復手段には、可搬型設備等

による全ての補給を含む。  

①使用済燃料ピット水位が、以下の燃料集合体頂部上方２ｍの水位まで

低下したとき。  

水位：ＥＬ＋１．４０ｍ（ＮＷＬ－５．４５ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ＳＥ４１ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 

ロ－（１０） 

＜格納容器健全性喪失のおそれ＞ 
原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたっ
て通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超える
こと。 

運転モード１、２、３及び４において、原子炉冷却材喪失事象又は主
蒸気管破断事象等により、原子炉格納容器内の圧力が上昇し、格納容
器スプレイ作動の設定値※を超えた状態で、原子炉格納容器内圧力の
上昇が１０分間以上継続しているとき。 
※格納容器スプレイ作動の設定値は以下のとおり。 
格納容器圧力：１９５ｋＰａ 
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ＳＥ４２ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 

ロ－（１２） 

＜２つの障壁の喪失又は喪失のおそれ＞ 
燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が
喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系
の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若し
くは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原
子炉格納容器の障壁が喪失すること。 

運転モード１、２及び３において、以下の障壁の喪失又は喪失するお
それがあるとき。 
（１）燃料被覆管障壁が喪失＋原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 
（２）燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋原子炉冷却系障壁が喪失す
るおそれ 
（３）燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋原子炉格納容器の障壁が喪
失 
（４）原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ＋原子炉格納容器の障壁が
喪失 
各障壁の状況は、以下のとおり。 

燃料被覆管障壁が喪失する
おそれ 

炉心出口温度の最高値が３
５０℃以上 

燃料被覆管障壁が 
喪失 

炉心出口温度の最高値が６５
０℃以上 

原子炉冷却系障壁 
が喪失するおそれ 

 

１次冷却材漏えい（蒸気発
生器伝熱管からの漏えいを
含む）が発生し、抽出ライ
ン隔離※が動作した状態
で、充てんポンプ又は充て
ん／高圧注入ポンプによる
最大注入流量（４５ｍ３／
ｈ）を超過した場合をい
う。ただし、２次系破断又
は制御系故障等に伴う一時
的な冷却収縮による場合は
除く。 

原子炉格納容器の 
障壁が喪失 

 

以下のいずれかとなったと
き。 
①格納容器圧力の上昇後、
格納容器スプレイの動作、
又は格納容器自然対流冷却
操作等を実施していない状
況において、格納容器圧力
が急激に低下したとき。 
②格納容器の隔離後も環境
への直接放出経路があると
き。 

 

 
※ 抽出ライン隔離の設定値 加圧器水位 １５％ 
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ＳＥ４３ 規則 
第７条 
第１項 

第１号 

表中 

ロ－（１１） 

＜原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用＞ 
炉心の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止 

するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。 

運転モード１、２、３及び４において、格納容器内高レンジエリ

アモニタで１×１０５ｍＳｖ／ｈ未満である状態で、炉心の損傷

を防止するために格納容器圧力逃がし装置を使用するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ 
の 
他 
脅 
威 

ＳＥ５１ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 
ロ－（７） 

＜原子炉制御室他の一部機能喪失・警報喪失＞ 
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化すること
により原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使
用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に
設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の
異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。 

以下のいずれかとなったとき。  
（１）原子炉若しくは使用済燃料ピットに異常が発生していない
場合において、以下となったとき。  
①中央制御室及び中央制御室外原子炉停止盤室の放射線レベルや
室温の上昇等により、防護具又は空気浄化装置等を用いなけれ
ば、運転員が監視及び操作ができないとき。  
（２）原子炉出力に影響のある過渡事象若しくは使用済燃料ピッ
ト水の漏えい、又は蒸散が確認されている状態において、以下の
いずれかになったとき。  
①中央制御室の放射線レベルや室温の上昇等により、防護具又は
空気浄化装置等を用いなければ、運転員が監視及び操作ができな
くなったとき。 
 ②中央制御室における主に原子炉を制御する盤、又は原子炉以
外の原子炉施設を制御する盤のいずれかにおいて、直流電源及び
計器用電源からの給電停止により、操作盤全ての表示灯、警報、
指示計及び記録計が使用不能となったとき。 

ＳＥ５２ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 
ロ－（８） 

＜所内外通信連絡機能の全て喪失＞ 
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子
力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失するこ
と。 

原子炉施設に何らかの異常が発生した場合において、以下のいず
れかとなったとき。  
（１）原子力発電所内の通信回線である電力保安回線、公衆回
線、衛星回線等の全てが使用不能となったとき。  
（２）原子力発電所内から所外への通信回線である電力保安回
線、公衆回線、衛星回線等の全てが使用不能となったとき。 

ＳＥ５３ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 
ロ－（９） 

＜火災・溢水による安全機能の一部喪失＞ 
火災又は溢水が発生し、安全機器等（※２）の機能の一部が喪
失すること。 

火災※１又は溢水※２が発生し、以下のいずれかとなったとき。 
①安全機器本体又は動力ケーブル等の焼損・水没等により、その
機能が喪失し、同一の機能を有する全ての系統が使用できなくな
ったとき。 
②安全機器等のサポート設備が故障し、安全機器等の機能喪失の
蓋然性が高いと判断したとき。 
なお、「安全上重要な構築物、系統又は機器一覧」については、
記載されている機器等が保安規定で定める各適用モード外におい
ては除外できる。 
※１ 発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質
（難燃性を含む）が燃焼し、この状態を解消するために消火器、
消火設備等を使用することが必要なものをいう。 
※２ 発電所内に施設される機器の破損による漏水又は消火栓等
の系統の作動による放水が原因で、系統外に放出された流体をい
う。（滞留水、流水、蒸気を含む）。 

ＳＥ５５ 規則 
第７条 
第１項 
第１号 
表中 

ロ－（１３） 

＜防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生＞ 
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼ
すおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ
放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺にお
いて、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実
施を開始する必要がある事象が発生すること。 

破壊妨害行為等により、プラントの安全を維持する機能に不具合
を引き起こす事象が発生し、放射性物質、又は放射線の影響範囲
が敷地内にとどまると予想され、原子力事業所周辺において、緊
急事態に備えた防護措置の準備及び施設敷地緊急事態要避難者避
難を開始する必要があると原子力防災管理者が判断したとき。 

 
 
事 業 所 外 
運 搬 

ＸＳＥ６１ 政令 
第４条 
第４項 
第４号 

＜事業所外運搬での放射線量率の上昇＞ 
火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に事業所外運搬に

使用する容器から１メートル離れた場所において、１時間当たり１
００マイクロシーベルト以上の放射線量が命令第２条で定めるとこ
ろにより検出されたとき。なお、上記の測定が困難である場合であ
って、その状況に鑑み上記水準の放射性物質検出の蓋然性が高い場
合には、検出されたものとみなす。 

○計測器等 
・ガンマ線測定用可搬式測定器 

ＸＳＥ６２ 命令 
第３条 

＜事業所外運搬での放射性物質漏えい＞ 
火災・爆発等により命令第３条に定める事業所外運搬の場合にあっ
ては、放射性物質の漏えいが発生するか、又は漏えいの蓋然性が高
いとき。（Ｌ型、ＩＰ－１型を除く。） 

○計測器等 
・表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器 

 
（※１）   「ＳＥ２５」：原子炉施設に設ける電源設備が、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第５７条第１項及び「実用発電用原 
子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第７２条第１項の基準に適合している場合 
（※２） 「安全機器等」：「安全上重要な構築物、系統又は機器」をいう。 
本別表における法、政令及び命令は次のとおり。 
法 ：原子力災害対策特別措置法 
政令：原子力災害対策特別措置法施行令（平成１２年政令第１９５号）  
規則：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則（原子力規制委員会規則第１３号） 
命令：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令 
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ＧＥ０１ 政令 

第６条 

第３項 

第１号 

＜敷地境界付近の放射線量の上昇＞ 

原災法第１１条第１項の規定により設置された放射線測定設備に

ついて、５マイクロシーベルト／時以上の放射線量が検出されたと

きであって、放射線量が２地点以上において又は１地点において１

０分間以上継続して検出された場合に限る。 

ただし、当該数値が落雷の時に検出された場合を除く。 

・「原災法第１１条第１項の規定により設置された放射線測定設備」と

は、以下の設備をいう。 

①立石モニタリングポスト、浦底モニタリングポスト、猪ケ池モ

ニタリングポスト 

・「５マイクロシーベルト／時以上の放射線量が検出されたときであ

って」とは、ＳＥ０１に該当すると判断したときをいう。 

・「１地点において１０分間以上継続して検出された場合」とは、放

射線測定設備の１基で検出値が５マイクロシーベルト／時以上とな

っている状態が、１０分間以上継続した場合をいう。 

ＧＥ０２ 政令 

第６条 

第４項 

第１号 

 

規則 

第１２条 

＜通常放出経路での気体放射性物質の放出＞ 

原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類

する場所おいて、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合

におけるその放射能水準が１時間当たり５マイクロシーベルトに相

当するものとして通報事象等規則第５条第１項で定める基準以上の

放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。 

 
イ 空気中の放射性物質濃度の測定（１０分間以上継続して検 

出する） 

 
・ＧＥ０２は、ＳＥ０２と同じ基準である。このため、判断及び発生

の報告の取扱いは、ＳＥ０２に準ずる。 

ＧＥ０３ 政令 

第６条 

第４項 

第１号 

 

規則 

第１２条 

＜通常放出経路での液体放射性物質の放出＞ 

原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類

する場所おいて、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合

におけるその放射能水準が１時間当たり５マイクロシーベルトに相

当するものとして通報事象等規則第５条第１項で定める基準以上の

放射性物質が同条同項で定めるところにより検出されたとき。 
 

 

ロ 水中の放射性物質濃度の測定（１０分間以上継続して検出 

する） 

 
・ＧＥ０３は、ＳＥ０３と同じ基準である。このため、判断及び発 

生の報告の取扱いは、ＳＥ０３に準ずる。 

ＧＥ０４ 政令 
第６条 
第３項 
第２号 

＜火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出＞ 
原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域（そ
の内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行
うべき区域として通報事象等規則第６条第１項で定める区域
をいう。）外の場所（政令第４条第４項第２号に規定する場所を除
く。）において、次に掲げる放射線量が検出されたとき。 

イ 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、１時

間当たり５ミリシーベルト以上の放射線量（１０分間以上継続

して検出する） 

なお、上記の測定が困難である場合にあって、その状況に鑑み

上記水準の放射線量が検出される蓋然性が高い場合には、検出

されたものとみなす。 

・「通報事象等規則第６条第１項で定める区域」とは、放射線管理

区域をいう。 

・「政令第４条第４項第２号に規定する場所」とは、通常放出経路
にかかる排気筒及び放水口をいう。 
・「１時間当たり５ミリシーベルト以上の放射線量」とは、原子力
防災資機材であるガンマ線測定用可搬式測定器で検出された値
が、５ミリシーベルト／時以上である場合をいう。 

ＧＥ０５ 政令 
第６条 
第４項 
第２号 

＜火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出＞ 
原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域（そ
の内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行
うべき区域として通報事象等規則第６条第１項で定める区域
をいう。）外の場所（政令第４条第４項第２号に規定する場所を除
く。）において、次に掲げる放射性物質が検出されたとき。 
 
口 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該
場所におけるその放射能水準が１時間当たり５００マイクロ
シーベルトの放射線量に相当するものとして通報事象等規則
第６条第２項で定める基準に１００を乗じたもの以上の放射
性物質 
 
なお、上記の測定が困難である場合にあって、その状況に鑑み
上記水準の放射性物質が検出される蓋然性が高い場合には、検
出されたものとみなす。 

・「通報事象等規則第６条第１項で定める区域」とは、放射線管理

区域をいう。 

・「政令第４条第４項第２号に規定する場所」とは、通常放出経路
にかかる排気筒及び放水口をいう。 
・「その放射能水準が１時間当たり５００マイクロシーベルト以上
の放射線量に相当するもの」とは、原子力防災資機材である可搬式
ダスト測定関連機器、可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器で検出さ
れた値が、放射能水準として５００マイクロシーベルト／時に相当
する放射性物質を検出した場合をいう。 
・「通報事象等規則第６条第２項で定める基準に１００を乗じたも
の以上の放射性物質」とは、以下の①及び②をいう。 

①検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、１種類であ
る場合にあっては、その放射性物質の濃度が周辺監視区域外の
空気中濃度限度の５,０００倍以上のとき 
②検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、２種類以上
の放射性物質がある場合にあっては、それぞれの放射性物質の
濃度が周辺監視区域外の空気中濃度限度の５,０００倍の数値
に対する割合の和が１以上になるとき 
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ＧＥ０６ 政令 

第６条 

第４項 

第３号 

＜施設内（原子炉外）での臨界事故＞ 

原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除

く。）において、核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が

継続している状態をいう。）にあるとき。 

・「核燃料物質が臨界状態にあること」とは、核分裂による中性子線

又はガンマ線を検出した場合をいう。 

 

 

止 
め 
る 

ＧＥ１１ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（１） 

＜全ての原子炉停止操作の失敗＞ 
原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により
原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確
認することができないこと。 

 
 
 
 

運転モード１及び２において、原子炉トリップが必要な場合にお
いて、中央制御室からの原子炉停止失敗に加え、以下のいずれの
原子炉停止操作によっても原子炉出力（中性子束）が定格出力の
５％未満かつ中間領域中性子束起動率が零又は負にならないと
き、又はその状態が確認できないとき。 
① ＭＧセット電源断（現場でのしゃ断器開放）  
② 現場での原子炉トリップしゃ断器開放  
③ ＡＴＷＳ緩和設備※１及びほう酸注入  
※１ ＡＴＷＳ緩和設備とは、原子炉の非常停止が失敗した場合
に原子炉を未臨界にするための設備をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷 
や 
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ＧＥ２１ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（２） 

＜原子炉冷却材の漏えい時における非常用炉心冷却装置による注入
不能＞ 

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子
炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心
冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ち
にできないこと。 

運転モード１、２、３及び４において、原子炉冷却材圧力バウ
ンダリを構成する配管、又はこれに付属する機器の破損等によ
り、１次冷却材が漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含
む。）し、加圧器圧力低下等により非常用炉心冷却系作動設定
値に達した場合、又は手動により、非常用炉心冷却装置を作動
させた場合において、以下のいずれかとなったとき。  
①全ての充てん／高圧注入ポンプ、高圧注入ポンプ及び余熱除
去ポンプが起動しないとき。  

②高圧系及び低圧系の弁が「開」しないこと等により、原子炉
への注水流量が確認できないとき。  
ただし、１次冷却材圧力が余熱除去ポンプの注入圧力以下に

低下するまでの間は除く。  
③炉心出口温度３５０℃以上の状態が３０分以上継続して観測
されたとき。  

④原子炉への注水が確認できない状態において、蒸気発生器に
おける除熱機能が喪失（全ての蒸気発生器広域水位１０％未
満）したとき。（原子炉が高圧状態にあり低圧注水ができな
い場合を含む。） 

ＧＥ２４ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（３） 

＜蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能＞ 
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合
において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有
する設備による注水が直ちにできないこと。 

 
 
 
 

 

運転モード１、２、３及び４（蒸気発生器が熱除去のために使
用されている場合）において、主給水ポンプ（蒸気発生器水張
りポンプを含む。）からの給水が喪失した状態で、補助給水流
量が確保されず、かつ全ての蒸気発生器の広域水位が１０％未
満となり、非常用炉心冷却装置による注入が必要となった状態
で、以下のいずれかとなったとき。  
① 全ての充てん／高圧注入ポンプ、高圧注入ポンプ及び余熱
除去ポンプが起動しないとき。 
② 高圧系及び低圧系の弁が「開」しないこと等により原子炉

への注水が確認できないとき。  
  ただし、１次冷却材圧力が余熱除去ポンプの注入可能圧力以
下に低下するまでの間は除く。  
③ 炉心出口温度３５０℃以上の状態が３０分以上継続して観
測されたとき。  
④ １次冷却材圧力の減圧を目的とした加圧器逃がし弁操作に
失敗したとき。 
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ＧＥ２５ 
（※１） 

規則 
第１４条 
表中 
ロ－（５） 

＜非常用交流高圧母線の１時間以上喪失＞ 
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その 
状態が１時間以上継続すること。 

交流動力電源が以下となったとき。  
全ての所内非常用高圧母線が非常用ディーゼル発電機、所内変圧
器、起動変圧器及び予備変圧器からの受電に失敗し、かつ空冷式
非常用発電機からの受電ができていない状態が１時間以上継続し
たとき。 

ＧＥ２７ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（６） 

＜全直流電源の５分以上喪失＞ 
全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状
態が５分以上継続すること。 

全ての蓄電池、充電器（予備充電器を含む。）又は代替電源設備
を含む非常用直流母線からの受電ができず、全ての非常用直流母
線が使用不能となり、その状態が５分間以上継続したとき 

ＧＥ２８ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（７） 

＜炉心損傷の検出＞ 
炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子
炉容器内の出口温度を検知すること。 

運転モード１、２及び３において、原子炉格納容器内の格納容器
高レンジエリアモニタの線量率が１×１０５ｍＳｖ／ｈ以上とな
り、かつ炉心出口温度が３５０℃以上となったとき。 
ただし、関連パラメータを確認し、明らかに誤検出の場合は除
く。 

ＧＥ２９ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（８） 

＜停止中の原子炉冷却機能の完全喪失＞ 
蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を
下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失
し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。 

１次冷却材系統の水位を一時的にループ配管の中心付近まで下げ
た状態（ミッドループ運転状態）において、全ての余熱除去ポン
プへの電源供給の喪失、ポンプの故障、余熱除去冷却器の冷却水
喪失等による炉心の冷却機能の喪失、及び余蒸気発生器を通じた
全ての除熱機能（リフラックス冷却）が喪失し、かつ燃料取替用
水タンクから充てん／高圧注入ポンプ、充てんポンプ、高圧注入
ポンプを用いた注水手段及び停止中の余熱除去ポンプを通じた炉
心への注水手段の全てが喪失したとき。 

ＧＥ３０ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（９） 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出＞ 
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２
メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下して
いるおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定でき
ないこと。 

使用済燃料ピットが以下のいずれかとなったとき。 なお、使用
済燃料ピットの水位の維持・回復手段には、可搬型設備等による
全ての補給を含む。 
①使用済燃料ピット水位が、以下の燃料集合体頂部上方２ｍの水
位まで低下したとき。 

水位：ＥＬ＋１．４０ｍ（ＮＷＬ－５．４５ｍ）  
②使用済燃料ピット区域エリアモニタの指示値が有意に上昇した
状態で、直接的又は間接的な手法によっても、使用済燃料ピット
の水位が①の水位を上回っていることが確認できないとき。 

ＧＥ３１ 規則  
第１４条  
表中  
ヘ－ 
（１） 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出（旧基準炉）＞  
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下
すること。 

使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸散が継続し、使用済燃料ピット

水位が以下の水位となったとき。  

なお、使用済燃料ピットの水位の維持・回復手段には、可搬型設備

等による全ての補給を含む。  

①使用済燃料ピット水位が、以下の燃料集合体頂部の水位まで低下

したとき。  

水位：ＥＬ－０．４５ｍ（ＮＷＬ－７．３０ｍ） 
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ＧＥ４１ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（４） 

＜格納容器圧力の異常上昇＞ 
原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最
高使用圧力又は最高使用温度に達すること。 

運転モード１、２、３及び４において、原子炉格納容器が最高使
用圧力※１又は最高使用温度※２に達したとき。 

※１ 最高使用圧力：３９２ｋＰａ 
※２ 最高使用温度：１４４℃（最高使用圧力時の飽和温度） 

ＧＥ４２ 規則 
第１４条 
表中 

ロー(１１) 

＜２つの障壁の喪失及び１つの障壁の喪失又は喪失の可能性＞ 
燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合にお
いて、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。 

運転モード１、２及び３において、以下となったとき。  
（１）燃料被覆管障壁が喪失＋原子炉冷却系障壁が喪失＋原子炉
格納容器の障壁が喪失  
 各障壁の状況は、以下のとおり。  

燃料被覆管障壁が喪失 炉心出口温度の最高値が６５
０℃以上。 

原子炉冷却系障壁が喪失 １次冷却材漏えい（蒸気発生
器伝熱管からの漏えいを含
む）が発生し、加圧器圧力が
非常用炉心冷却装置の作動を
必要とする設定圧力※1 以下
となった場合をいう。ただ
し、２次系破断又は制御系故
障等に伴う一時的な冷却収縮
による場合は除く。 

原子炉格納容器の障壁が喪失 
するおそれ 

格納容器圧力が格納容器スプ
レイ作動の設定値※２を超過
し、更に１０分以上継続して
圧力が上昇している場合。 

 
※１ 非常用炉心冷却装置の設定圧力  
   加圧器圧力 １２．１８ＭＰａ  
※２ 格納容器スプレイ作動の設定値  
   格納容器圧力 １９５ｋＰａ 
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ＧＥ５１ 規則 
第１４条 
表中 

ロ－(１０) 

＜原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失＞ 
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなる
ことにより、原子炉を停止する機能及び冷温停止状態を維持す
る機能が喪失すること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽
に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子
炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示
する警報装置の全ての機能が喪失すること。 

以下のいずれかとなったとき。  

（１）原子炉若しくは使用済燃料ピットに異常が発生していな

い場合において、以下となったとき。  

①中央制御室及び中央制御室外原子炉停止盤室からの退避が必

要となったとき。 

（２）原子炉出力に影響のある過渡事象若しくは使用済燃料ピ

ット水の漏えい又は蒸散が発生している場合において、以下の

いずれかとなったとき。 

①中央制御室からの退避が必要となったとき。 

②中央制御室における主に原子炉を制御する盤、及び原子炉以

外の原子力施設を制御する盤の両方において、直流電源及び計

器用電源からの給電停止により、操作盤全ての表示灯、警報、

指示計及び記録計が使用不能となったとき。 

ＧＥ５５ 規則 
第１４条 
表中 
ロ－（１
２） 

＜住民避難を開始する必要がある事象発生＞ 
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及
ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所
外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周
辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 

破壊妨害行為等により、プラントの安全を維持する機能に不具合
を引き起こすような事象が発生し、放射性物質、又は放射線の
影響範囲が敷地外に及ぶと予想され、原子力事業所周辺の住民
の避難等を開始する必要があると原子力防災管理者が判断した
とき。 
 

 

事 
業 
所 
外 
運 
搬 

ＸＧＥ６１ 政令 
第６条 
第３項 
第３号 

＜事業所外運搬での放射線量率の異常上昇＞ 
火災、爆発その他これに類する事象の発生の際に事業所外運搬
に使用する容器から１メートル離れた場所において、１時間当
たり１０ミリシーベルト以上の放射線量が命令第２条で定める
ところにより検出されたとき。なお、上記の測定が困難である
場合であって、その状況に鑑み上記水準の放射性物質検出の蓋然性
が高い場合には、検出されたものとみなす。 

○計測器等 

・ガンマ線測定用可搬式測定器 

ＸＧＥ６２ 命令 
第４条 

＜事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい＞ 
火災・爆発等により命令第４条に定める事業所外運搬の場合に
あっては、放射性物質の漏えいが発生するか、又は漏えいの蓋
然性が高いとき。 

○計測器等 

・表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器 

 

（※１）「ＧＥ２５」：原子炉施設に設ける電源設備が、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第５７条第１項及び「実用発電用原 子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則」第７２条第１項の基準に適合している場合 

 
本別表における法、政令及び省令は次のとおり。 

法 ：原子力災害対策特別措置法 

政令：原子力災害対策特別措置法施行令（平成１２年政令第１９５号）  

規則：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則（原子力規制委員会規則第１３号）  

   命令：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令 
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ＡＬ２６ ＜全交流電源喪失のおそれ（旧基準炉）＞ 

非常用交流母線が一となった場合において当該

非常用交流母線に電気を供給する電源が一とな

る状態が１５分間以上継続すること、全ての非

常用交流母線からの電気供給が停止すること、

又は外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

※廃止措置への移行に伴い燃料池水が全て喪失した場合、

放散熱が燃料体の崩壊熱を上回るため、全交流電源の供給

停止を想定したとしても、燃料体の被ふく管肉厚中心温度

が定格運転時の熱的制限値である675℃を超えない。のた

め適用外とする。 

ＡＬ３０ ＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ＞ 
使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低
下すること。 

・「使用済燃料貯蔵槽」とは、燃料池をいう。 

・「使用済燃料貯蔵槽の液位が一定の液位」とは、燃料池の水位

が燃料移送機案内管下端位置（NwL＊1 -2000mm）となった場合をい

う＊2。 
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ＡＬ５１ ＜原子炉制御室他の機能喪失のおそれ＞ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室から

の原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が

生じること。 

・「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室」とは中央

制御室及び制御盤室をいう。 

・原子炉から全ての燃料が取り出された状態にあるため、

「原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じるこ

と」はない。このため適用外とする。 

ＡＬ５２ ＜所内外通信連絡機能の一部喪失＞ 
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事
業所内と原子力事業所外との通信のための設備の
一部の機能が喪失すること。 
 
 

・「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所

内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が

喪失する」とは、原子炉施設に何らかの異常（燃料池の水

位を維持できない状態）が発生し、「①中央制御室からも

んじゅ内へ通信する手段」、「②中央制御室あるいは緊急

時対策室からもんじゅ外へ通信する手段」のいずれかが、

どれか１つの手段のみとなる場合をいう。 

・「どれか１つの手段のみとなる場合」とは、設備的に異

なる公衆回線、専用回線、ネットワーク回線等の通信回線

において、どれか一つの手段のみとなった場合をいう。 

ＡＬ５３ ＜重要区域での火災・溢水による安全機能の一部 
喪失のおそれ＞ 
重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全
機器等の機能の一部が喪失するおそれがあるこ
と。 

・「重要区域」とは、安全上重要な構築物、系統又は機器

が設置されている場所として原子力事業者防災業務計画に

定めるものをいう。 
・「安全機器等」とは、安全上重要な構築物、系統又は
機器として原子力事業者防災業務計画に定めるものをい
う。 

・「安全機器等の機能の一部が喪失するおそれ」とは、火
災又は溢水により、安全機器等の機能に支障が生じ、同一
の機能を有する系統又は機器のうち使用できる系統又は機
器が 1系統のみとなることをいう。 
・「火災」とは、もんじゅ内に施設される設備や仮置き
された可燃性物質（難燃性を含む）が燃焼し、この状態
を解消するために消火器、消火設備等を使用することが
必要なものをいう。 
・「溢水」とは、もんじゅに施設される機器の破損によ
る漏水又は消火栓等の系統の作動による放水が原因で系
統外に放出された液体をいう（滞留水、流水、蒸気を含
む。）。 

（※）「安全機器等」とは、「安全上重要な構築物、系統又は機器」をいう。 

（注）「もんじゅ」特有のＥＡＬについては、今後の法令の改正等を踏まえて適宜見直しを行っていく。 
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ＳＥ０１ 政令 

第４条 

第４項 

第１号 

＜敷地境界付近の放射線量の上昇＞ 
１．原災法第１１条第１項の規定により 

設置された放射線測定設備により、５ 

マイクロシーベルト／時以上を検出す 

ること。ただし、次の各号のいずれか 

に該当する場合は、当該数値は検出さ

れなかったものとみなす。 

（１）以下の排気筒モニタ及び指定エリ 

アモニタにより検出された数値に 

異常が認められない場合（５マイ 

クロシーベルト／時以上となって 

いる原因を直ちに原子力規制委員 

会に報告する場合に限る。） 

・排気筒モニタ 

・燃料池エリアモニタ 

（２）当該数値が落雷の時に検出された 

場合 
 

２．原災法第１１条第１項の規定により 

設置された放射線測定設備の全てにつ

いて５マイクロシーベルト／時を下回

っている場合において、当該放射線測

定設備により、１マイクロシーベルト

／時以上が検出されているときは、当

該各放射線測定設備における放射線量

と原子炉の運転等のための施設の周辺

において通報事象等規則第４条で定め

るところにより測定した中性子線の放

射線量とを合計して得た数値が、５マ

イクロシーベルト／時以上のものとな

っているとき。 ただし、１マイクロ

シーベルト／時以上が検出されている

ときで、上記１．（１）又は（２）に

該当する場合は、当 該数値は検出さ

れなかったものとみなす。 

このとき、１．（１）の「５マイクロ

シーベルト／時」は、「１マイクロシー

ベルト／時」に読み替える。 

 

・「原災法第１１条第１項の規定により設置された放

射線測定設備」とは以下の設備をいう。 

①モニタリングポスト１，２，３，４ 

・「放射線測定設備により、５マイクロシーベルト／

時（１マイクロシーベルト／時）以上を検出」とは、

単位時間（２分以内のものとして「１分」とする）

ごとのガンマ線の放射線量を測定して得た数値が５

マイクロシーベルト／時（１マイクロシーベルト／

時）以上のときをいう。 

・「検出された数値に異常が認められない場合」とは、

排気筒モニタ及び指定エリアモニタの警報が動作し

ていない場合又は有意な指示の上昇が認められない

場合をいう。 

・「原因を直ちに原子力規制委員会へ報告する場合に

限る」とは、原子力防災管理者又は原子力防災管理

者の指示を受けた者が原子力規制委員会へ、上記に

より異常が認められないとして、直接電話連絡によ

り報告した場合をいう。 

・「通報事象等規則第４条で定めるところにより測定

した」とは、中性子線が検出されないことが明らか

になるまでの間、中性子線サーベイメータにより、

中性子線の放射線量を測定し、１時間当たりの数値

に換算することにより行われることをいう。 
・なお、ＳＥ０１を判断する過程において、放射線測

定設備の１基で１０分以上継続又は２基以上につい
て、５マイクロシーベルト／時を検出した場合は、
ＧＥ０１にも該当する。 この場合は、ＳＥ０１と
ＧＥ０１が同時に検出されたものとして、特定事象
(１０条)の通報書面に緊急 事態事象（１５条）に
も該当する旨の記載を行うことにより、１本化して
通報を行うことができる。 

ＳＥ０２ 政令 
第４条 
第４項 
第２号 

 

規則 

第５条 

第１項 

＜通常放出経路での気体放射性物質の放出＞ 
原子炉の運転等のための施設の排気筒そ
の他これらに類する場所において、当該
原子力事業所の区域の境界付近に達した
場合におけるその放射能水準が５マイク
ロシーベルト／時以上に相当するものと
して規則第 5条第 1項で定める基準以上
の放射性物質が同条同項で定めるところ
により検出されたとき。 

 
イ  空気中の放射性物質濃度の測定 

（10分間以上継続して検出する。） 

・「排気筒その他これらに類する場所」とは、以下の
モニタが設置されている場所をいう。 
①排気筒ガスモニタ（ｽﾀｯｸﾓﾆﾀ計器室（Ａ）） 

・「当該原子力事業所の区域の境界付近」とは、もん
じゅの「敷地境界」をいう。 
・「放射能水準が１時間当たり５マイクロシーベルト
に相当するものとして通報規則第５条第１項で定める
基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところによ
り検出されたとき。」とは、排気筒にて測定される計
数率で判断する。 
・なお、ＳＥ０２が検出された場合は、同時にＧＥ０
２にも該当する。このため、ＳＥ０２とＧＥ０２は同
時に検出されたものとして、特定事象（１０条）の通
報書面に緊急事態事象（１５条）にも該当する旨の記
載を行うことにより、１本化して通報を行うことがで
きる。 
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ＳＥ０３ 政令 

第４条 

第４項 

第２号 

 

規則 

第５条 

第１項 

＜通常放出経路での液体放射性物質の放出＞ 
原子炉の運転等のための施設の排水口

その他これらに類する場所において、当該

原子力事業所の区域の境界付近に達した

場合におけるその放射能水準が５マイク

ロシーベルト／時に相当するものとして

規則第 5条第 1項で定める基準以上の放

射性物質が同条同項で定めるところによ

り検出されたとき。 

 

ロ  水中の放射性物質濃度の測定（10分

間以上継続して検出する。） 

 

・「排水口その他これらに類する場所」とは、以下の

モニタが設置されている場所をいう。 

①排水モニタ（排水モニタ室） 

・「当該原子力事業所の区域の境界付近」とは、もん

じゅの「敷地境界」をいう。 

・「放射能水準が１時間当たり５マイクロシーベルト

に相当するものとして通報規則第５条第１項で定め

る基準以上の放射性物質が同条同項で定めるところ

により検出されたとき。」とは、放水口にて測定さ

れる計数率で判断する。 

・なお、ＳＥ０３が検出された場合は、同時にＧＥ０

３にも該当する。このため、ＳＥ０３とＧＥ０３は

同時に検出されたものとして、特定事象（１０条）

の通報書面に緊急事態事象（１５条）にも該当する

旨の記載を行うことにより、１本化して通報を行う

ことができる。 

ＳＥ０４ 政令 
第４条 
第４項 

第３号 

（イ） 

＜火災爆発等による管理区域外での放射線
の放出＞ 

原子炉の運転等のための施設の内部に設
定された管理区域(被ばく放射線量の管
理を行うべき区域として規則第 6条第 1
項で定める区域をいう。)外の場所(政令
第 4条第 4項第 2号で規定する場所を除
く。)において、次に掲げる放射線量が
規則第 6条第 2項、第 3項及び第 4項で
定めるところにより検出されたとき。 

イ  ５０マイクロシーベルト／時以上の放

射線量(10分間以上継続して検出する。) 

 

なお、上記の測定が困難である場合にあ

って、その状況にかんがみ上記の水準が

検出される蓋然性が高い場合には、前項

にかかわらず当該放射線量又は放射性物

質の濃度の水準が検出されたものとみな

す。 

 

・「通報事象等規則第６条第１項で定める区域」とは

放射線管理区域をいう。 
・「政令第４条第４項第２号に規定する場所」とは、
通常放出経路に係る排気筒及び放水口をいう。 
・「５０マイクロシーベルト／時以上の放射線量」と
は、原子力防災資機材であるガンマ線測定用サーベイ
メータで検出された値が、５０マイクロシーベルト／
時以上である場合をいう。 
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ＳＥ０５ 政令 

第４条 

第４項 

第３号 

（ロ） 

＜火災爆発等による管理区域外での放射性

物質の放出＞  

原子炉の運転等のための施設の内部に設定

された管理区域(被ばく放射線量の管 理を

行うべき区域として規則第 6条第 1項 で定

める区域をいう。)外の場所(政令第 4 条第

4項第 2号で規定する場所を除く。)に お

いて、次に掲げる放射性物質が規則第 6 条

第 2項、第 3項及び第 4項で定めるところ 

により検出されたとき。 

 

ロ  当該場所におけるその放射能水準が 

５マイクロシーベルト／時の放射線 

量に相当するものとして規則第 6条

第 2項で定める基準以上の放射性物

質の検出。 

 

なお、上記の測定が困難である場合にあ

って、その状況にかんがみ上記の水準が検 

出される蓋然性が高い場合には、前項にか

かわらず当該放射線量又は放射性物質の 

濃度の水準が検出されたものとみなす。 

・「通報事象等規則第６条第１項で定める区域」とは 

放射線管理区域をいう。 

・「政令第４条第４項第２号に規定する場所」とは、

通常放出経路に係る排気筒及び放水口をいう。 
・「その放射能水準が５マイクロシーベルト／時以上
の放射線量に相当するもの」とは、原子力防災資機
材である可搬式ダスト測定関連機器、可搬式の放射
性ヨウ素測定関連機器で検出された値が水準として 
５マイクロシーベルト／時に相当する放射性物質を 
検出した場合をいう。 

・「規則第６条第２項、第３項及び第４項で定めると

ころにより検出」とは以下の①及び②をいう。 
①検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、
１種類である場合にあっては、その放射性物質の 
濃度が周辺監視区域外の空気中濃度限度の５０倍 
以上のとき 

②検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、 

２種類以上の放射性物質がある場合にあっては、 

それぞれの放射性物質の濃度が周辺監視区域外の 

空気中濃度限度の５０倍の数値に対する割合の和

が１以上になるとき 

ＳＥ０６ 規則 

第７条 

第１項 

第２号 

＜施設内（原子炉外）臨界事故のおそれ＞ 

原子炉の運転等のための施設の内部（原 

子炉の本体の内部を除く。）において、核 

燃料物質の形状による管理、質量による管 

理その他の方法による管理が損なわれる 

状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が 

高い状態にあること。 

・「核燃料物質の形状による管理、質量による管理そ

の他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨

界状態の発生の蓋然性が高い状態」とは、新燃料又

は使用済燃料の管理において、所在管理又はラック

等の形状管理ができなくなり、臨界条件が満たされ

ていると推定される状態をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷 
や 
す 

 

 

 
 

ＳＥ２６ 規則 
第７条 
第 1項 
第 1号 

＜全交流電源の５分以上喪失（旧基準炉）＞ 
全ての非常用交流母線からの電気の供給が
停止し、かつ、その状態が５分以上継続す
ること。 

※廃止措置への移行に伴い燃料池水が全て喪失した場

合、放散熱が燃料体の崩壊熱を上回るため、全交流電

源の供給停止を想定したとしても、燃料体の被ふく管

肉厚中心温度が定格運転時の熱的制限値である 675℃

を超えない。このため適用外とする。 

ＳＥ２７ 規則 
第７条 
第 1項 
第 1号 

＜直流電源の部分喪失＞ 
非常用直流母線が一となった場合におい
て、当該直流母線に電気を供給する電源
が一となる状態が５分以上継続するこ
と。 

※廃止措置への移行に伴い非常用直流母線のうち電
源供給可能な母線が 1 母線となり、当該母線に電
気を供給している健全な蓄電池又は充電器（予備充
電器を含む）のみとなったとしても、燃料池の水位
は目視での監視が可能であり、燃料池水位監視への
影響はない。 
また、燃料池水が全て喪失したとしても、放散熱が
燃料体の崩壊熱を上回るため、燃料体の被ふく管肉
厚中心温度が定格運転時の熱的制限値である 675℃
を超えない。このため適用外とする。 

ＳＥ３０ 規則 
第７条 
第 1項 
第 1号 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失＞ 

使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できない

こと又は当該貯蔵槽の液位を維持できて

いないおそれがある場合において、当該

貯蔵槽の液位を測定できないこと。 

・「使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できていない」
とは、燃料池の水位が燃料移送機案内管下端位置
（NwL＊1 -2000mm）より低下し、放射線モニタの指
示値が有意に上昇している場合をいう＊2。 
・「液位を測定できない」とは、直接的又は間接的
な手段によって水面の位置が確認できない場合をい
う。 
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ＳＥ５１ 規則 
第７条 
第 1項 
第 1号 

＜原子炉制御室他の一部の機能喪失・警報喪失
＞ 
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室
の環境が悪化することにより原子炉の制御
に支障が生じること、又は原子炉若しくは
使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に
おいて、原子炉制御室に設置する原子炉施
設の状態を表示する装置若しくは原子炉施
設の異常を表示する警報装置の機能の一部
が喪失すること。 

・「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環
境が悪化」とは、放射線レベルや室温の上昇等によ
り、防護具又は局所排気装置等を用いなければ、運
転員が中央制御室及び制御盤室で原子炉液位の監視
ができない状態をいう。 
・原子炉から全ての燃料が取り出された状態にある
ため、原子炉の制御に支障が生じることはない。 
・「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生
した場合」とは、燃料池の水位を維持できない状態
をいう。 
・燃料池の水位を維持できない状態において、「原
子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する
装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置
の機能の一部が喪失」したとしても、燃料池の水位
は目視での監視が可能であり、燃料池水位監視への
影響はない。また、燃料池水が全て喪失したとして
も、放散熱が燃料体の崩壊熱を上回るため、燃料体
の被ふく管肉厚中心温度が定格運転時の熱的制限値
である 675℃を超えない。 
・以上のことから、適用外とする。 

ＳＥ５２ 規則 

第７条 

第 1項 

第 1号 

＜所内外通信連絡機能の全て喪失＞ 
原子力事業所内の通信のための設備又は
原子力事業所内と原子力事業所外との通
信のための設備の全ての機能が喪失する
こと。 

・「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事 

業所内と原子力事業所外との通信のための設備の 

全ての機能が喪失する」とは、原子炉施設に何らか

の異常（燃料池の水位を維持できない状態）が発生

し、公衆回線、専用回線、ネットワーク回線等の通

信回線の全ての機能が使用できなくなることをい

う。 

ＳＥ５３ 規則 
第７条 
第 1項 
第 1号 

＜火災・溢水による安全機能の一部喪失＞ 
火災又は溢水が発生し、安全機器等の機
能の一部が喪失すること。 

・「火災」とは、もんじゅ内に施設される設備や仮置
きされた可燃性物質（難燃性を含む）が燃焼し、この
状態を解消するために消火器、消火設備等を使用する
ことが必要なものをいう。 
・「溢水」とは、もんじゅに施設される機器の破損に
よる漏水又は消火栓等の系統の作動による放水が原因
で系統外に放出された液体をいう（滞留水、流水、蒸
気を含む。）。 
・「安全機器等の機能の一部が喪失」とは、火災又は
溢水により、安全機器等の機能に支障が生じ、同一の
機能を有する系統が全て使用できなくなることをい
う。 

ＳＥ５５ 規則 
第７条 
第１項 

第１号 

ロ－(13) 

＜防護措置の準備及び一部実施が必要な事
象発生＞ 

その他原子炉施設以外に起因する事象が
原子炉施設に影響を及ぼすおそれがある
こと等放射性物質又は放射線が原子力事
業所外へ放出され、又は放出されるおそ
れがあり、原子力事業所周辺において、
緊急事態に備えた防護措置の準備及び防
護措置の一部の実施を開始する必要があ
る事象が発生すること。 

・「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは、も

んじゅ外部からの自然現象の影響や人的行為によっ

て、プラントの安全を維持する機能に不具合を引き起

こすような事象をいう。 

・「防護措置の一部の実施」とは、PAZ内の施設敷

地緊急事態要配慮者の避難の実施をいう。 
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ＸＳＥ 

６１ 

政令 

第４条 

第４項 

第４号 

＜事業所外運搬での放射線量率の上昇＞ 
火災、爆発その他これに属する事象の発
生の際に事業所外運搬に使用する容器か
ら 1m離れた場所において１００マイク
ロシーベルト／時以上の放射線量が第 2
条で定めるところにより検出されたと
き。なお、測定が困難である場合にあっ
て、その状況にかんがみ当該水準が検出
される蓋然性が高い場合には、当該放射
線量が検出されたものとみなす。 

○計測器等 
・ガンマ線測定用サーベイメータ 

ＸＳＥ 

６２ 

命令 

第３条 

＜事業所外運搬での放射性物質漏えい＞ 
火災、爆発その他これらに類する事象に
より命令第 3条に定める放射性物質の漏
えいが発生するか、又は当該漏えいの蓋
然性が高いとき。 

 

○事業所外運搬容器において L型及び IP-1型は適用

除外とする。 
○計測器等 
・表面汚染密度サーベイメータ 

（※）「安全機器等」とは、「安全上重要な構築物、系統又は機器」をいう。 

本別表における法、政令、省令及び規則は次のとおり。 

法 ：原災法  

政令：原子力災害対策特別措置法施行令（平成１２年政令第１９５号） 

規則：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則（原子力規制委員会規則第 13号） 

命令：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令 

 

（注）「もんじゅ」特有のＥＡＬについては、今後の法令の改正等を踏まえて適宜見直しを行っていく。
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ＧＥ０１ 政令 
第６条 
第３項 
第１号 

＜敷地境界付近の放射線量の上昇＞ 
原災法第１１条第１項の規定により設

置された放射線測定設備について、５マイ 

クロシーベルト／時以上の放射線量が検 

出されたときであって、放射線量が２地点 

以上において又は１地点において１０分 

間以上継続して検出された場合に限る。 

ただし、当該数値が落雷の時に検出され

た場合を除く。 

・「原災法第１１条第１項の規定により設置された放 

射線測定設備」とは以下の設備をいう。 

①モニタリングポスト１，２，３，４ 

・「５マイクロシーベルト／時以上の放射線量が検出 

されたときであって」とは、ＳＥ０１に該当すると 

判断したときをいう。 

・「１地点において１０分間以上継続して検出された 

場合」とは、放射線測定設備の１基で検出値が５マ 

イクロシーベルト／時以上となっている状態が、１ 

０分以上継続した場合をいう。 

ＧＥ０２ 政令 
第６条 
第４項 
第１号 

 
規則  
第１２条 

＜通常放出経路での気体放射性物質の放出＞ 
原子炉の運転等のための施設の排気筒 

その他これらに類する場所において、当該 

原子力事業所の区域の境界付近に達した 

場合におけるその放射能水準が５マイク 

ロシーベルト／時以上に相当するものと 

して規則第 5 条第 1 項で定める基準(規則

第 5条第 1項の表の中欄の値)以上の放射

性物質が同条同項で定めるところにより検

出されたとき。 

 

イ  空気中の放射性物質濃度の測定 

（10分間以上継続して検出する。）。 

 

・ＧＥ０２は、ＳＥ０２と同じ基準である。このため、 

判断及び発生報告の取扱いは、ＳＥ０２に準ずる。 

ＧＥ０３ 政令 
第６条 
第４項 
第１号 

 
規則 第
１２条 

＜通常放出経路での液体放射性物質の放出＞ 
原子炉の運転等のための施設の排水口 

その他これらに類する場所において、当該 

原子力事業所の区域の境界付近に達した 

場合におけるその放射能水準が５マイク 

ロシーベルト／時以上に相当するものと 

して規則第 5条第 1項で定める基準(規則

第 5条第 1項の表の中欄の値)以上の放射

性物質が同条同項で定めるところにより

検出されたとき。 

 

ロ  水中の放射性物質濃度の測定 

（10分間以上継続して検出する。） 

・ＧＥ０３は、ＳＥ０３と同じ基準である。このため、 
判断及び発生報告の取扱いは、ＳＥ０３に準ずる。 

 

 
 
 
 
 
 

ＧＥ０４ 政令 
第６条 
第３項 
第２号 

＜火災爆発等による管理区域外での放射線 
の異常放出＞ 
原子炉の運転等のための施設の内部に設
定された管理区域(被ばく放射線量の管理
を行うべき区域として規則第 6条第 1項
で定める区域をいう。)外の場所(政令第
4条第 4項第 2号で規定する場所を除
く。)において、次に掲げる放射線量が検
出されたとき。 
 

イ  ５ミリシーベルト／時以上の放射線

量(10分間以上継続して検出する。)。 

 

なお、測定が困難である場合にあって、

その状況にかんがみ上記の水準が検出さ

れる蓋然性が高い場合には、検出された

ものとみなす。 

・「通報事象等規則第６条第１項で定める区域」とは、

放射線管理区域をいう。 

・「政令第４条第４項第２号に規定する場所」とは、

通常放出経路に係る排気筒及び放水口をいう。 
・「５ミリシーベルト／時以上の放射線量」とは、原
子力防災資機材であるガンマ線測定用サーベイメータ
で検出された値が、５ミリシーベルト／時以上である
場合をいう。 
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ＧＥ０５ 政令 

第６条 

第４項 

第２号 

＜火災爆発等による管理区域外での放射性 
物質の異常放出＞  

原子炉の運転等のための施設の内部に設

定された管理区域(被ばく放射線量の管

理を行うべき区域として規則第 6条第 1

項で定める区域をいう。)外の場所(政令

第 4条第 4項第 2号で規定する場所を除

く。)において、次に掲げる放射性物質

が検出されたとき。 

 
ロ  当該場所におけるその放射能水準が 

５００マイクロシーベルト／時の放 

射線量に相当するものとして規則第 

6条第 2項で定める基準の 100倍以

上の放射性物質の検出。 

 
なお、測定が困難である場合にあって、 

その状況にかんがみ上記の水準が検出さ

れる蓋然性が高い場合には、検出されたも

のとみなす。 

・「通報事象等規則第６条第１項で定める区域」とは、 

放射線管理区域をいう。 

・「政令第４条第４項第２号に規定する場所」とは、 

通常放出経路に係る排気筒及び放水口をいう。 
・「その放射能水準が５００マイクロシーベルト／時

以上の放射線量に相当するもの」とは、原子力防災 
資機材である可搬式ダスト測定関連機器、可搬式の 
放射性ヨウ素測定関連機器で検出された値が水準 
として５００マイクロシーベルト／時に相当する 
放射性物質を検出した場合をいう。 

・「規則第６条第２項で定める基準の１００倍以上の 

放射性物質の検出」とは以下の①及び②をいう。 
①検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、
１種類である場合にあっては、その放射性物質の 
濃度が周辺監視区域外の空気中濃度限度の５００ 
０倍以上のとき 

②検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、 

２種類以上である場合にあっては、それぞれの放 

射性物質の濃度が周辺監視区域外の空気中濃度限 

度の５０００倍の数値に対する割合の和が１以上 
になるとき 

ＧＥ０６ 政令 
第６条 
第４項 
第３号 

＜施設内（原子炉外）臨界事故＞ 

原子炉以外において核燃料物質が臨界状 

態(原子核分裂の連鎖反応が継続している 

状態をいう。)にあるとき。 

 

・「核燃料物質が臨界状態にあること」とは、核分裂 

による中性子線又はガンマ線を検出した場合をい

う。 
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ＧＥ２６ 規則 
第１４条 
表中 
ハ－(4) 

＜全交流電源の３０分以上喪失（旧基準炉）＞ 
全ての非常用交流母線からの電気の供給が
停止し、かつ、その状態が３０分以上継続
すること。 

・「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」

とは、非常用ディーゼル発電機、起動変圧器及び予備

変圧器からの受電に失敗し、全ての所内高圧母線が使

用不能となったことをいう。 
 

※廃止措置への移行に伴い燃料池水が全て喪失した場

合、放散熱が燃料体の崩壊熱を上回るため、全交流電

源の供給停止を想定したとしても、燃料体の被ふく管

肉厚中心温度が定格運転時の熱的制限値である 675℃

を超えない。このため適用外とする。 

ＧＥ２７ 規則 
第１４条 
表中 
ハ－(5) 

＜全直流電源の５分以上喪失＞ 
全ての非常用直流母線からの電気の供給
が停止し、かつ、その状態が５分以上継
続すること。 

・「全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止」 

とは、A,B,C非常用直流母線の全ての直流母線が使
用不能となったことをいう。 

※廃止措置への移行に伴い非常用直流母線の全ての

直流母線が使用不能となったとしても、燃料池の水

位は目視での監視が可能であり、燃料池水位監視へ

の影響はない。 
また、燃料池水が全て喪失したとしても、放散熱が
燃料体の崩壊熱を上回るため、燃料体の被ふく管肉
厚中心温度が定格運転時の熱的制限値である 675℃
を超えない。このため適用外とする。 

ＧＥ３０ 規則 
第１４条 
表中 
ハ－(8) 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射
線放出＞ 

使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集
合体の頂部から上方 2ｍの液位まで低下
すること、又は当該液位まで低下してい
るおそれがある場合において、当該貯蔵
槽の液位を測定できないこと。 

・「使用済燃料貯蔵槽」とは、燃料池をいう。 
・燃料池の水位が缶詰缶頂部位置（NwL＊1-
7250mm）より低下し、放射線モニタの指示値が 

有意に上昇している場合をいう＊2。 

 

＊1：ＮｗＬ：通常冷却材液位 

＊2：今後は、燃料池水位ＮｗＬ-500ｍｍ以下が計測できる水位計を設置することとし、ＥＡＬの説明を見直す。 
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ＧＥ５１ 規則 
第１４条 
表中 
ハ－(9) 

＜原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失＞ 
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤

室が使用できなくなることにより原子炉を
停止する機能及び冷温停止状態を維持する
機能が喪失すること、又は原子炉若しくは
使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に
おいて、原子炉制御室に設置する原子炉施
設の状態を表示する装置若しくは原子炉施
設の異常を表示する警報装置の全ての機能
が喪失すること。 

・「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が

使用できなくなる」とは、放射線レベルや室温の

異常な上昇により中央制御室及び制御盤室からの

退避が必要な場合をいう。 

・原子炉から全ての燃料が取り出された状態にあ

るため、原子炉を停止する機能及び冷温停止状態

を維持する機能が喪失することはない。 

・「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発

生した場合」とは、燃料池の水位を維持できない

状態をいう。 

・燃料池の水位を維持できない状態において、

「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表

示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する

警報装置の全ての機能が喪失」したとしても、燃

料池の水位は目視での監視が可能であり、燃料池

水位監視への影響はない。また、燃料池水が全て

喪失したとしても、放散熱が燃料体の崩壊熱を上

回るため、燃料体の被ふく管肉厚中心温度が定格

運転時の熱的制限値である 675℃を超えない。 

・以上のことから、適用外とする。 

ＧＥ５５ 規則 
第１４条 
表中 
ハ－(11) 

＜住民の避難を開始する必要がある事象発生＞ 
その他原子炉施設以外に起因する事象が
原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性
物質又は放射線が異常な水準で原子力事
業所外へ放出され、又は放出されるおそ
れがあり、原子力事業所周辺の住民の避
難を開始する必要がある事象が発生する
こと。 

・「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは、も

んじゅ外部からの自然現象の影響や人的行為によっ

て、プラントの安全を維持する機能に不具合を引き起

こすような事象をいう。 

・「原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要が 

ある事象」とは、影響範囲が敷地外に及ぶと原子力 

防災管理者が判断した事象をいう。 

 
事 
業 
所 

外 

運 

搬 

ＸＧＥ 

６１ 

政令 

第６条 

第３項 

第３号 

＜事業所外運搬での放射線量率の異常上昇

＞ 

火災、爆発その他これに属する事象の発生

の際に事業所外運搬に使用する容器から 1m

離れた場所において１０ミリシーベルト／

時以上の放射線量が命令第 2 条で定めると

ころにより検出されたとき。 

なお、測定が困難である場合にあって、そ

の状況にかんがみ当該水準が検出される蓋

然性が高い場合には、当該放射線量が検出

されたものとみなす。 

○計測器等 

・ガンマ線測定用サーベイメータ 

 

○事業所外運搬容器において L型及び IP-1型は適用除 

外とする。 

ＸＧＥ 

６２ 

命令 

第４条 

＜事業所外運搬での放射性物質の異常漏え

い＞ 

事業所外運搬の場合にあっては、火災、爆

発その他これらに類する事象により命令第4

条に定める放射性物質の漏えいが発生する

か、又は当該漏えいの蓋然性が高いとき。 

○計測器等 

・表面汚染密度サーベイメータ 

○事業所外運搬容器において L型及び IP-1型は適用除 

外とする。 

 

本別表における法、政令、省令及び規則は次のとおり。  

法  ：原災法 

政令：原子力災害対策特別措置法施行令（平成１２年政令第１９５号）  

規則：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則（原子力規制委員会規則第 13号）  

命令：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令 

（注）「もんじゅ」特有のＥＡＬについては、今後の法令の改正等を踏まえて適宜見直しを行っていく。 



 13-3　専用電話番号一覧表・専用電話系統図

電話 FAX

20-0314 21-6875 原子力安全対策課

20-0308 22-7617 危機管理課

20-5234 20-5235 危機管理課

89-2111 89-2249 越廼連絡所

98-2001 98-8820 清水連絡所

33-5182 33-5473 保健所

98-3200 98-3246 清水健康管理センター

97-2101 97-2172 殿下連絡所

敦賀市役所 0770-22-8166 0770-21-8682 危機管理対策課

専用電話番号一覧表

専用電話系統図

電話番号
機関名 設置箇所等

県庁

福井市

県庁

福井市

越
廼
連
絡
所

殿
下
連
絡
所

清
水
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

保
健
所

清
水
連
絡
所

敦
賀
市
役
所

原子力
防災管理者



13-4 気象・固定観測所、市施設一覧、月別観光客入込数 

気象観測所一覧 

地区名 居倉町 

詳細位置 越廼ふるさと資料館 

正式名称 越廼地域気象観測所 

略称 アメダス越廼 

緯度（度 分） 36°0’ 7” 

経度（度 分） 135°59’ 7” 

海面上の高さ 30m 

風向風速計地上高 9.9m 

観測項目 風向風速・降水量・気温 

 

固定観測局一覧表 

名称 観測場所 

越廼ふるさと資料館 居倉町 50-1-2 

福井県原子力環境監視センター福井分析管理室 原目町 39－4 

 

市関連施設一覧表 

施設名 所在地 電話番号 所管 

越廼ふるさと資料館 居倉町 50-1-2 
89－2381 

おもてなし観光推進課 

水仙ドーム 居倉町 43－25 おもてなし観光推進課 

ガラガラ山越前水仙の里キ

ャンプ場 
赤坂町 66－84 89－2180 おもてなし観光推進課 

ガラガラ山中継局 居倉町地係 ― 危機管理課 

 

月別観光客入込数（令和 4年） 

地区名 
延べ人数 

（人） 

季節別入込状況 

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 

越廼地区 104,083 23,257 19,864 37,586 23,376 

清水地区 136,250 27,557 37,134 36,191 35,368 

○対象施設 

 【越廼地区】 

   ガラガラ山越前水仙の里キャンプ場・越前水仙の里公園・越前水仙の里温泉波の華

越廼海水浴場 

 【清水地区】 

   ゴールド福井カントリークラブ・健康の森温泉 
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飲料水状況 

※１：給水区域内人口は令和 5年 5月 1日現在で住民登録されている人口。 

※２：最大給水可能人口は地区全体計算のため不明 

地区 給水区域 施設名 水源種類 
水源 
所在地 

給水 
区域内 
人口※１ 

給水 
人口 

最大給水 
可能人口 

尼ヶ谷町 
尼ケ谷町の

一部 

簡易水道

（民営） 
表流水 尼ケ谷町 24 24 260 

別畑町 別畑町 

飲料水 

供給施設

（民営） 

表流水 別畑町 9 9 47 

居倉町 居倉町 簡易水道 
湧水 

深井戸 
居倉町 111 111 600 

浜北山町 浜北山町 
飲料水供

給施設 
湧水 浜北山町 53 53 68 

城有町 
城有町・赤

坂町の一部 
簡易水道 表流水 城有町 

42 42 110 

赤坂町 一部城有町    

八ツ俣町 八ツ俣町 
飲料水供

給施設 
表流水 八ツ俣町 16 16 104 

山内町 福井西 上水道 
深井戸 

県水 
島寺町外 217 217 ※２ 

笹谷町 福井西 上水道 
深井戸 

県水 
島寺町外 232 232 ※２ 

在田町 福井西 上水道 
深井戸 

県水 
島寺町外 236 236 ※２ 

甑谷町 福井西 上水道 
深井戸 

県水 
島寺町外 222 222 ※２ 
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農林畜水産物資料 

福井市内漁業協同組合                 （令和 2年漁船登録台帳） 

組合名 福井市漁業協同組合 越廼漁業協同組合 

所在地 和布町無番地 茱崎町 14－32 

電話番号 86－1211 89－2316 

FAX番号 87－2539 89－2319 

所属船舶数 184隻 70隻 

 

（１） 水稲作付面積と収穫量（北陸農林水産統計年報令和 3～4年） 

作付面積（ha） 収穫量（ｔ） 

4,990 26,500 

 

（２） 主要家畜の飼養戸数および飼養頭羽数調（令和 5年 3月 31日） 

 飼養戸数（戸） 飼養数（頭・羽） 

乳用牛 3 143 

肉用牛 4 233 

豚 0 0 

採卵鶏（種鶏を除く） 5 7,070 

肉養鶏 1 24,200 

 

（３） 販売農家の経営耕地面積調（2020年農林業センサス） 

田（ha） 畑（ha） 樹園（ha） 計（ha） 

6,749 144 16 6,909 

 

（４） 水産物の生産状況（漁業協同組合業務報告書令和 4年 1月 1日～12月 31日） 

漁獲量（ｔ） 生産額（百万円） 

599 300 

 

（５） 特用林産物（令和 3年度福井県林業統計書）              （㎏） 

乾 

しいたけ 

生 

しいたけ 

えのき 

たけ 
まいたけ 

ひらたけ

しめじ 
木炭 

木酢液 

（ℓ） 

183 10,949 92,029 100 6,555 8,513 200 
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農畜産物の流通経路（一般的、伝統的な流通経路を記載） 

●米 麦 

［主食用米］              ［主食用米以外・麦］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●野 菜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生 乳 

青果物市場 

福井県農業協同組合 

 

福井市（生産者） 

福井市（消費地） 

福井県農業協同組合 

福井市（生産者） 

消費地 

県外乳業プラント 

福井県経済農業協同組合連合会 

福井市（生産者） 

全国農業協同組合連合会 

福井県経済農業協同組合連合会 消費地 
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●牛 肉・鶏 肉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●鶏 卵 

 

 

 

 

 

 

●水産物の流通経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費地 

県外と畜場 

（福井県経済農業協同組合連合会） 

 

福井市（生産者） 

消費地 

福井市（生産者） 

買出人 

 

消費者 

 

福井市（生産者） 

仲卸業者 売買参加者 

卸売業者 

福井市漁協・福井県漁連越廼出張所 
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区分 路線名 区画 延長 幅員 路面状況 備考

国道 305号 浜北山～八ツ俣 4.1 4.07～17.74 アスファルト 越廼

福井大森河野線 山内～笹谷 2.1 6.8～8.6 アスファルト 清水

福井朝日武生線 甑谷～在田 1.8 9.7～10.84 アスファルト 清水

西部2-91 別所～宿堂 1.481 3.33～7.99 アスファルト 殿下

西部2-94 尼ヶ谷～大矢 5.431 3.3～8.61 アスファルト、砂利道 殿下

西部2-95 尼ヶ谷 0.084 2.25～3.3 アスファルト 殿下

居倉浜北山線 居倉～浜北山 1.168 4.8～12.6 アスファルト 越廼

居倉浜北山2号線 浜北山 0.424 3.1～14.4 アスファルト 越廼

居倉線 居倉 0.335 1.82～3.4 アスファルト 越廼

居倉城有線 居倉～城有 3.693 2.07～21.4 アスファルト 越廼

居倉赤坂線 居倉～赤坂 1.5 3.6～7.65 アスファルト 越廼

浜北山線 浜北山 0.573 2.71～6.29 アスファルト 越廼

赤坂城有線 居倉～赤坂 0.507 3.4～6.25 アスファルト 越廼

城有線 城有 0.328 2.55～6.71 アスファルト 越廼

ガラガラ山線 居倉～赤坂 0.712 8.85～13.2 アスファルト 越廼

八ツ俣線 八ッ俣～城有 2.473 4.85～12.1 アスファルト 越廼

八ツ俣梨ヶ平 八ッ俣 0.437 7.15～12.3 アスファルト 越廼

城有～八ッ俣 0.267 2.5～5.85 アスファルト 越廼

市道1号 大森～笹谷 2.133 4.4～9.2 アスファルト 清水

市道3号 山内 2.175 3.0～10.5 アスファルト、砂利道 清水

市道5号 清水杉谷～在田 6.997 5.4～15.2 アスファルト 清水

市道17号 笹谷 1.589 4.3～7.9 アスファルト 清水

市道112号 甑谷 0.464 9～9.1 アスファルト 清水

市道373号 甑谷 0.52 5.2～6.6 アスファルト 清水

市道408号 清水山～甑谷 1.691 3.5～4.8 アスファルト、砂利道 清水

市道443号 甑谷 0.346 2.25～4.3 アスファルト 清水

市道444号 甑谷 0.63 2.9～6.4 アスファルト 清水

市道445号 甑谷 0.06 2～2.3 アスファルト 清水

市道446号 甑谷 0.126 4.7～5.1 アスファルト 清水

市道448号 甑谷 0.038 5.3 アスファルト 清水

市道449号 甑谷 0.48 5.8～6.7 アスファルト 清水

市道450号 甑谷 0.281 3.2～9.7 アスファルト 清水

市道451号 甑谷～在田 0.731 5.4～7.4 アスファルト 清水

UPZ内道路状況

市道

県道
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区分 路線名 区画 延長 幅員 路面状況 備考

市道452号 在田 0.312 1.8～4.4 アスファルト 清水

市道453号 甑谷～在田 0.825 4.3～7.7 アスファルト 清水

市道454号 在田 0.867 5.3～7.2 アスファルト 清水

市道455号 在田 0.117 5.3～7 アスファルト 清水

市道499号 山内 0.052 5.15～5.85 アスファルト 清水

市道500号 山内 0.049 2.9～4.8 アスファルト 清水

市道501号 山内 0.037 5.3～5.9 アスファルト 清水

市道502号 山内 0.393 3.6～5.8 アスファルト 清水

市道503号 笹谷 0.396 4.8～7.2 アスファルト 清水

市道516号 笹谷 0.086 1.4～3.9 砂利道 清水

市道517号 笹谷 0.767 0.9～7.6 アスファルト、砂利道 清水

市道518号 笹谷 0.11 2.5～4 アスファルト 清水

市道519号 笹谷 0.6 6.61～8.4 アスファルト 清水

市道520号 笹谷 0.337 3.65～７ アスファルト 清水

市道521号 笹谷 0.15 2.7～6 アスファルト 清水

市道523号 山内 0.416 5～11.9 アスファルト 清水

市道524号 笹谷 0.167 3～5.65 アスファルト 清水

市道525号 笹谷 0.665 3～8.3 アスファルト、砂砂利 清水

市道526号 笹谷 0.098 3.05～6.2 アスファルト 清水

市道527号 笹谷 0.285 3.05～5.45 アスファルト 清水

市道528号 甑谷 0.026 1.8～2 アスファルト 清水

市道533号 山内 0.912 3.3～5.8 アスファルト 清水

市道549号 在田 0.169 5.9～7.3 アスファルト 清水

市道551号 笹谷 0.102 3.7～6.1 アスファルト 清水

市道553号 在田 0.08 4.4～4.8 アスファルト 清水

市道554号 笹谷 0.12 3～3.4 アスファルト 清水

市道561号 山内 0.424 3～6.2 アスファルト、砂利道 清水

市道562号 笹谷 0.278 3～3.7 アスファルト 清水

市道587号 山内 0.334 2.5～4.4 アスファルト、砂利道 清水

市道611号 清水山 0.218 3.7～5.1 アスファルト 清水

市道617号 笹谷 0.7 3.95～6.1 アスファルト 清水

市道626号 清水山 0.174 3.3～5 アスファルト 清水

市道639号 甑谷 0.066 2～3.3 アスファルト 清水

市道640号 甑谷 0.072 5～5.8 アスファルト 清水

市道
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区分 路線名 区画 延長 幅員 路面状況 備考

市道641号 甑谷 0.155 4.5～6 アスファルト 清水

市道653号 在田 0.133 2.7～2.8 アスファルト、砂利道 清水

市道654号 在田 0.168 1～2.8 アスファルト、砂利道 清水

市道672号 笹谷 0.139 1～3 砂利道 清水

市道681号 笹谷 0.221 0.6～2.7 アスファルト、砂利道 清水

市道683号 坪谷～甑谷 0.87 4.3～14.1 アスファルト 清水

市道687号 山内 0.056 4.4～4.5 アスファルト 清水

市道726号 甑谷 0.403 2.9～5.9 アスファルト 清水

市道748号 甑谷 0.198 5.6～5.7 アスファルト 清水

市道755号 甑谷 0.75 9～11.8 アスファルト 清水

市道761号 在田～甑谷 0.854 8.4～13.1 アスファルト 清水

市道769号 清水山 0.931 5～7.1 アスファルト 清水

市道773号 甑谷 0.144 3～5.2 アスファルト 清水

市道
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原子力防災資機材一覧 

資機材名 設置場所 県 市 合計 品番 

衛星電話（固定型） 

危機管理課 

1   1   

専用電話 2   2   

専用ＦＡＸ 1   1   

ＴＶ会議システム 1   1   

専用ＰＣ 2   2   

シンチレーションサーベイメータ  2 2 4 TCS-172B 

ＧＭサーベイメータ  2 1 3 TGS-146B 

高線量測定用サーベイメータ 5   5 ICS-323C 

セレナ（車） 1  1  

個人被ばく線量計 

防災ステーション 

211 2 213 PDM-122・PDM-222 

防護服 211 20 231   

防護マスク(全面)   2 2   

防護マスク(半面) 211   211  

ヨウ素剤吸収缶 211  211   

ポケットサーベイメータ 
越廼中学校 1   1 PDR-111 

清水中学校 1   1 PDR-111 

簡易サーベイメータ 

越廼公民館 1   1 RDS-30 

清水西公民館 1   1 RDS-30 

清水南公民館 1   1 RDS-30 

殿下公民館 1   1 RDS-30 

越廼小学校 1   1 RDS-30 

清水西小学校 1   1 RDS-30 

清水南小学校 1   1 RDS-30 

殿下幼小中学校 1   1 RDS-30 

しみずこども園 1   1 RDS-30 

危機管理課 2   2 RDS-30 

安定ヨウ素剤（丸剤、ゼリー剤） 

清水健康管理セン

ター 
  6,000 6,000   

清水南公民館 
2,000 

120 
  

2,000 

120 
 

清水西公民館 
2,000 

120 
  

2,000 

120 
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安定ヨウ素剤（丸剤、ゼリー剤） 

殿下公民館 
1,000 

120 
  

1,000 

120 
  

越廼公民館 
1,000 

120 
  

1,000 

120 
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尼ヶ谷町 別畑町 居倉町 浜北山町 城有町 赤坂町 八ツ俣町

北 北 北 北 北 北 北

― ― 北 北 北 北 北

15 5 51 27 19 2 7

0－5 0 0 0 0 0 × 0

6－18 3 0 9 6 0 × 1

19－64 5 3 45 27 11 × 10

65－ 16 6 57 20 28 × 5

計 24 9 111 53 39 × 16

0－2 0 0 0 0 0 × 0

3－12 1 0 3 1 0 × 1

13－ 23 9 108 52 39 × 15

計 24 9 111 53 39 × 16

山内町 笹谷町 在田町 甑谷町

北北東 北北東 北北東 北北東

― ― ― ―

79 84 66 78 433

0－5 3 8 7 5 ×

6－18 38 17 35 25 ×

19－64 92 101 103 101 ×

65－ 84 106 91 91 ×

計 217 232 236 222 ×

0－2 2 3 4 5 ×

3－12 28 17 18 21 ×

13－ 187 212 214 196 ×

計 217 232 236 222 ×

敦賀発電所

人口

清水西

世帯数

令和5年5月1日現在

人口

清水南

敦賀発電所

地区名

自治会名

もんじゅ

ヨウ素剤
対象人口

ヨウ素剤
対象人口

殿下 越廼地区名

発電所周辺人口等状況調(地区別）及び避難等のために区画する地区

世帯数

自治会名

もんじゅ

合計
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［福井市］

避難先名称 住所

八ツ俣町

城有町

赤坂町

居倉町

浜北山町

尼ヶ谷町

別畑町

笹谷町

山内町

在田町

甑谷町

避難先名称 住所

色浜

浦底

立石

白木１丁目

手

二村

名子

縄間

常宮

沓

鞠山

田結

赤崎

福井市松本公民館 文京1-29-1

福井市日新公民館 文京5-1-8

櫛林 福井市体育館 松本4-10-1

福井市春山小学校 文京3-13-1

福井市日新小学校 文京5-25-30

沢 福井市湊小学校 学園1-4-8

桜ケ丘町 福井市進明中学校 松本1-10-1

福井市美山トレーニングセンター 境寺町2-7

福井市美山中学校 美山町9-14

福井市美山公民館 美山町2-12

金山 福井県立足羽高等学校 杉谷町44

福井市西藤島公民館 三郎丸1-1410

福井市大安寺公民館 四十谷町5-20-1

野坂 福井市成和中学校 城東3-10-1

福井市宝永小学校 松本3-15-1

福井市明道中学校 文京2-5-1

［敦賀市］

福井市羽生小学校 大宮町12-31

福井市一乗小学校 西新町1-4

粟野

福井市芦見生涯教育施設 西中町3-9-1

西浦

常宮

赤崎

小学校区
避難先

地区名

莇生野

関

市野々町１丁目

萩野町

小学校区 地区名

越廼

避難先

ひばりケ丘町

清水西

フェニックスプラザ 田原町1-13-6

清水南

殿下

福井市少年自然の家 脇三ケ町66-2-10
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避難先名称 住所

福井市河合公民館 川合鷲塚町9-18

福井市河合小学校 山室町10-12

新和町２丁目 福井市明倫中学校 木田1-1360

福井市森田小学校 下森田新町19-67

福井市森田中学校 上野本町37-12

福井市大安寺小中学校 岸水町16-25-1

福井市灯明寺中学校 灯明寺町54-1

公文名 福井県立武道館 三ツ屋町8-1-1

沓見 沓見 福井県立高志高等学校 御幸2-25-8

福井市美山啓明小学校 朝谷町1-20

福井市美山公民館上味見分館 中手町10-3-1

福井市下宇坂小学校 市波町55-5

福井市美山公民館羽生分館 大宮町11-8

福井市美山公民館下宇坂分館 市波町25-11-1

福井市上味見生涯教育施設 中手町7-3

みどりケ丘町 福井市円山公民館 北今泉町7-12

山 ちもり体育館 渕4-748

昭和町１丁目 福井市東藤島小学校 藤島町44-8

昭和町２丁目 福井市中藤小学校 高柳3丁目3001

福井市中藤島公民館 高木北2-1001

福井市日之出公民館 四ツ井1-7-24

中央町２丁目 福井市北体育館 天池町5-65

福井市清水中学校 島寺町2-55

福井市きらら館 風巻町20-17

平和町 福井県社会福祉センター 光陽2-3-22

呉羽町 福井市酒生小学校 成願寺町5-1

野神 福井県立羽水高等学校 羽水1-302

若葉町１丁目 福井市少年自然の家 脇三ヶ町66-2-10

若葉町２丁目 福井市啓蒙小学校 開発1-1008

若葉町３丁目 福井市日之出小学校 日之出5-11-1

金ケ崎町 福井市鶉小学校 砂子坂町4-31

港町 福井市鷹巣小中学校 和布町3-6

栄新町 福井市川西コミュニティーセンター（鶉公民館） 砂子坂町5-58

福井市国見小学校 鮎川町109-3-3

福井市国見公民館 鮎川町195-7

天筒町 福井市上文殊公民館 北山町34-1

桜町 福井市長橋小学校 長橋町18-48

蓬莱町 福井市東郷小学校 栃泉町3-105

福井市棗小中学校 石新保町12-32

福井市棗公民館 石橋町4-14

相生町 福井市川西中学校 水切町39-24

神楽町１丁目 宝永公民館 松本4-8-4

神楽町２丁目 春山公民館 文京3-11-12

粟野南

木崎

市野々町２丁目

和久野

地区名

新和町１丁目

中央町１丁目

敦賀北

長谷

砂流

中央

御名

元町

［敦賀市］
小学校区

避難先

黒河

曙町
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避難先名称 住所

角鹿町 福井市国見中学校 鮎川町109-9-2

江良 福井市高須城小学校 高須町71-31

五幡

挙野

津内町１丁目 福井市清水北小学校 グリーンハイツ5-101

津内町２丁目 福井市足羽小学校 足羽3-1-1

開町 福井市清水南小学校 真栗町15-33

川崎町 福井市清水東小学校 三留町69-2

松栄町 福井市明新小学校 灯明寺町1-2101

結城町 福井市安居小学校 本堂町84-5-6

三島町１丁目 福井市藤島中学校 八ツ島町7-6

三島町２丁目 福井市光陽中学校 光陽4-7-1

福井市清水西公民館 大森町20-43-1

福井市清水北公民館 グリーンハイツ5-131

呉竹町１丁目 福井市南体育館 下莇生田町33-1

呉竹町２丁目 福井市清水西小学校 大森町9-2

舞崎町 福井市西藤島小学校 三郎丸1-1410

福井市松本小学校 町屋3-14-20

福井市東郷公民館 東郷二ヶ町6-13-1

清水町１丁目 福井市西体育館 飯塚町10-8

清水町２丁目 福井市木田小学校 木田1-1360

本町１丁目 福井市麻生津小学校 浅水二日町28-5

本町２丁目 福井市六条小学校 上莇生田町5-16

白銀町 福井市足羽中学校 今市町5-10-1

鉄輪町１丁目 福井市足羽第一中学校 稲津町83-1

鉄輪町２丁目 福井市清明公民館 下荒井町8-414

津内町３丁目 福井市豊小学校 月見3-9-1

東洋町 福井県立福井農林高等学校 新保町49-1

福井市木田公民館 木田1-1401

福井市麻生津公民館 浅水三ヶ町1-93

木ノ芽町

若泉町

長沢 福井県立藤島高等学校 文京2-8-30

岡山町1丁目

岡山町２丁目

福井県立福井商業高等学校 乾徳4-8-19

福井県立福井産業技術専門学院 林藤島町20-1-3

堂 福井市岡保小学校 河水町18-8

福井市円山小学校 北四ツ居3-15-17

福井市和田小学校 和田1-2-1

啓新高等学校 文京4-15-1

道口 福井市和田公民館 御幸4丁目9-20

衣掛町 福井市文殊小学校 下河北町53-1

福井市鷹巣公民館 蓑町16-2-1

福井市六条公民館 天王町43-4

福井市大東中学校 北今泉町10-6-2

山泉

布田町

敦賀南

古田刈

舞崎町２丁目

敦賀西

三島町３丁目

［敦賀市］
小学校区 地区名

避難先

敦賀北

中郷
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避難先名称 住所

坂下 福井市旭公民館 手寄2-1-1

吉河 福井市湊公民館 学園1-4-8

鳩原

小河口

小河 福井市一乗公民館 西新町1-31

市橋

疋田

追分

深坂

駄口

山中

奥野

曽々木

麻生口

奥麻生

新道

刀根

杉箸

阿曽

杉津

横浜

大比田

元比田

松島町 福井市社中学校 若杉4-1402

松島町２丁目 福井市社北小学校 若杉4-143

鋳物師町 福井市東安居小学校 水越2-503

新松島町 福井市社西小学校 下江守町22-18

松原町 福井県立道守高等学校 若杉町35-21

福井市社南小学校 種池2-128

福井市社南公民館 種池2-206

福井市順化小学校 大手3-16-1

福井市順化公民館 大手3-16-1

福井県立科学技術高等学校 下江守町28

福井市至民中学校 南江守町65-20

福井市社北公民館 若杉4-308

福井市東安居公民館 飯塚町6-18

原 福井市東藤島公民館 藤島48-1-1

福井市清水東公民館 三留町14-11-1

福井市清水南公民館 風巻町21-17

福井市清水東公民館 三留町14-11-1

福井市清水南公民館 風巻町21-17

中 福井市森田公民館 下森田藤巻町2

福井市啓蒙公民館 開発1-2105

福井県中小企業産業大学校 下六条町16-15

櫛川町２丁目

櫛川

福井市東体育館 東郷二ヶ町6-6-1

余座

東浦

松原 松葉町

大蔵

［敦賀市］
小学校区 地区名

避難先

中郷

咸新
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避難先名称 住所

井川

高野

谷

谷口

川北

深山寺

樫曲

池河内

獺河内

越坂

田尻

葉原

新保

福井市清水東公民館 三留町14-11-1

福井市清水南公民館 風巻町21-17

福井市本郷小学校 大年町65-32

福井市本郷公民館 荒谷町19-55

泉ケ丘町 福井市旭小学校 手寄2-2-5

※１ 西浦小学校区、常宮小学校区については、敦賀発電所での発災の場合は、小浜市の福井
　　 県立若狭東高等学校（金屋４８－３）を避難先とする。
※２ 広域避難については、地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、県内避難を
　　 基本とするが、念のために二次的な避難先として、県外における避難先を定めている。
　 　（敦賀市の場合は奈良県）

福井市上文殊小学校 生部町36-6

福井市清明小学校 下荒井町13-240

藤ケ丘町

河原町

避難先

咸新

［敦賀市］
小学校区 地区名
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福井市原子力災害対策本部運営要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、福井市災害対策本部条例（昭和 37 年福井市条例第 31 号）第６条

の規定に基づき、放射性物質の大量放出により生ずる災害（以下「災害」という。）

により、市民の生命、身体または財産に生ずる被害に対処するため、福井市原子力災

害対策本部（以下「本部」という。）を設置する場合の組織および運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。  

（組織および業務分担）  

第２条  災害対策本部の長（以下「本部長」という。）は、市長をもって充て、災害対

策本部の事務を統括し、職員を指揮監督するものとする。  

２  本部長を補佐するため、副本部長を置き、副市長をもって充てる。副本部長は、本

部長に事故あるとき、またはその他の事由によりその職務を遂行できない場合は、そ

の職務を代理するものとする。  

３  災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、企業管理者、教育長、各部局長等

をもって充てる。  

４  災害対策本部に別表第１のとおり部を置き、部に班を置く。  

５  部の長は部長、班の長は班長とし、別表第１に掲げるものをもって充てる。  

６  部および班の業務分担は、別表第２のとおりとする。  

７  本部に本部の広報を総括する報道主管者を置き、広報課長をもって充てる。  

８  本部に事務局を置き、事務局の長（以下「事務局長」という。）は、危機管理課長

をもって充てる。  

９  事務局は、各部情報連絡責任者（調整参事等）、職員課、広報課、越廼連絡所、清

水連絡所、環境廃棄物対策課、地域保健課、生活衛生課、農政企画課、道路課、水道

施設課、簡易水道課、保健給食課のあらかじめ指定した職員（以下「指定職員」とい

う。）および危機管理課職員をもって構成する。  

10 事務局長は、必要に応じその他の班から事務局の構成員を加えることができる。  

 （災害対策本部会議）  

第３条  災害対策本部会議（以下「本部会議」という。）は、本部長、副本部長、本部

員および報道主管者をもって構成し、本部長が主宰する。この場合において、本部員

は必要に応じて、関係班長および班員を本部会議に出席させることができる。  

２  本部会議は、次に掲げる災害対策に関する重要事項を協議する。  

(1) 福井市の災害状況および災害応急対策実施状況  

 (2) 災害対策本部の災害応急対策等の実施に関する基本的および重要事項  

 (3) 災害対策本部内各部および緊急事態応急対策拠点施設（福井県敦賀原子力防災

センターに限る。以下「原子力防災センター」という。）内現地災害対策本部の調

整に関する事項  

 (4) 防災関係機関との連携推進に関する事項  

 (5) 国、県その他防災関係機関に対する応援要請に関する事項  

 (6) その他重要な災害対策に関する事項  

３  本部会議は、本部長が必要と認めるとき招集する。この場合において、本部員は本
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部会議の招集を必要と認めるときは、本部長にその旨を申し出るものとする。  

 （各部連絡責任者会議）  

第４条  各部連絡責任者会議は、危機管理監、地域防災官、危機管理課長（事務局長）、

職員課長、広報課長、越廼連絡所副参事、清水連絡所副参事、環境廃棄物対策課長、

地域保健課長、生活衛生課長、農政企画課長、道路課長、水道施設課長、簡易水道課

長、保健給食課長および各部連絡責任者、指定職員で構成し、危機管理監が主宰する。  

２  各部連絡責任者会議は、本部会議が決定する災害対策に関する必要な事項の連絡調

整を行う。  

３  各部連絡責任者会議は、事務局長が必要と認めるときに招集する。  

４  各部連絡責任者は、会議の開催を必要とするときは、事務局長にその旨を申し出る

ものとする。  

（現地災害対策本部）  

第５条  本部長は、災害対策本部を設置した場合は、直ちに原子力防災センターに現地

災害対策本部を設置するものとする。  

２  現地災害対策本部の長（以下「現地本部長」という。）は、副市長をもって充てる。  

３  現地災害対策本部に副本部長（以下「現地副本部長」）を置き、地域防災官をもっ

て充てる。現地副本部長は、現地本部長に事故あるとき、またはその他の事由により

その職務を遂行できない場合は、その職務を代理するものとする。  

４  現地災害対策本部に現地災害対策本部の広報を総括させるため現地報道主管者を

置き、広報課の副課長又は課長補佐をもって充てる。  

５  現地災害対策本部に現地本部員を置き、危機管理課職員、指定職員等をもって充て

る。  

６  現地災害対策本部長は、国の現地事故対策連絡会議の設置後、市の災害対策本部が

行う応急対策の状況等について現地事故対策連絡会議に随時報告し、情報の共有を行

うなど、連携を密にするものとする。  

 （現地事故対策連絡会議への職員派遣）  

７  国が現地原子力防災センターで現地事故対策連絡会議を開催する場合には、危機管

理課員等の職員を派遣するものとする。また、国が設置する機能班の住民安全班に活

動要員を派遣するものとする。  

（文書および記録）  

第６条  本部が設置されたときは、直ちに災害対策本部員名簿を作成するものとし、文

書の記号は「福災」とする。  

２  部または班において災害対策本部長名で発する場合は、必ず危機管理班に合議しな

ければならない。  

３  発信文書には、災害対策本部長名とともに班名を併記するものとする。  

４  本部長印は、危機管理班において保管する。  

５  本部長、部長および班長等が発する指示、連絡等の伝達および国、県および防災関

係機関からの報告、要請等の受信については、その内容が特に軽易な場合を除き、す

べて記録し、災害情報の発信、受信の確実を期するものとする。  

（職員の招集体制）  

第７条  班長は、勤務時間外または休日等において遅滞なく職員の招集が行われるよう、
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あらかじめ職員の招集順位、連絡方法その他の招集体制を整備しておくものとする。 

（配備体制）  

第８条  災害に対する市の配備体制の基準は、別表第３に定めるものとする。  

２  原子力防災管理者から事故（緊急時）の通報があり、別表第３の配備レベルに該当

するときは、危機管理課長が市長の指示を受け配備体制を決定するものとする。  

３  配備体制の伝達は、別表第４によるものとする。  

（本部の廃止）  

第９条  本部長は、原子力事業所の事故が終結し、原子力緊急事態の解除を行う旨の公

示がなされ、内閣総理大臣の原子力緊急事態解除宣言が発出され、災害応急対策を実

施する必要がおよび災害復旧対策が完了したとき、または本部の必要がなくなったと

きには本部を廃止する。  

（その他）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附  則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  
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別表第１（第２条関係）災害対策本部の組織  

本部長    市長  

副本部長   副市長  

本部員    企業管理者、教育長、各部局長等  

報道主管者  広報課長  

本部会議   市長、副市長、本部員、報道主管者  

部  部  長  班  班  長  

都市戦略部  都市戦略部長  都市整備班 

都市計画班 

新幹線整備班 

地域交通班 

自転車利用推進班 

情報統計班 

都市整備課長 

都市計画課長 

新幹線整備課長 

地域交通課長 

自転車利用推進課長 

情報統計課長 

総務部  総務部長  職員班 

文書法制班 

秘書班 

広報班 

総合政策班 

まち未来創造班 

新幹線プロモーション班 

女性活躍促進班 

職員課長 

文書法制課長 

秘書課長 

広報課長 

総合政策課長 

まち未来創造課長 

新幹線プロモーション課長 

女性活躍促進課長 

財政部  財政部長  財政班 

施設活用推進班 

契約班 

市民税班 

資産税班 

納税班 

財政課長 

施設活用推進課長 

契約課長 

市民税課長 

資産税課長 

納税課長 

市民生活部  

 

 

 

市民生活部長  

 

 

 

市民班 

市民サービス推進班 

市民協働・ボランティア推進班 

環境政策班 

環境廃棄物対策班 

収集資源センター班 

クリーンセンター班 

新クリーンセンター建設事

務所班 

市民課長 

市民サービス推進課長 

市民協働・ボランティア推進課長 

環境政策課長 

環境廃棄物対策課長 

収集資源センター場長 

クリーンセンター場長 

新クリーンセンター建設事務

所長 
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福祉部  福祉部長  福祉政策班 

生活支援班 

障がい福祉班 

地域包括ケア推進班 

子ども福祉班 

子育て支援班 

介護保険班 

要配慮者支援班 

福祉政策課長 

生活支援課長 

障がい福祉課長 

地域包括ケア推進課長 

子ども福祉課長 

子育て支援課長 

介護保険課長 

福祉部次長 

保健衛生部  保健衛生部長  保健総務班 

地域保健班 

生活衛生班 

健康管理センター班 

保険年金班 

保健総務課長 

地域保健課長 

生活衛生課長 

健康管理センター所長 

保険年金課長 

商工労働部  商工労働部長  商工振興班 

おもてなし観光推進班 

文化振興班 

自然史博物館班 

美術館班 

郷土歴史博物館班 

しごと支援班 

公営競技事務所班 

商工振興課長 

おもてなし観光推進課長 

文化振興課長 

自然史博物館長 

美術館長 

郷土歴史博物館長 

しごと支援課長 

公営競技事務所長 

農林水産部  農林水産部長  農政企画班 

林業水産班 

農村整備班 

園芸センター班 

中央卸売市場班 

農政企画課長 

林業水産課長 

農村整備課長 

園芸センター所長 

中央卸売市場場長 

建設部  

 

 

 

 

 

 

 

 

建設部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

監理班 

道路班 

河川班 

公園班 

足羽山公園事務所班 

営繕班 

住宅政策班 

市営住宅班 

建築指導班 

監理課長 

道路課長 

河川課長 

公園課長 

足羽山公園事務所長 

営繕課長 

住宅政策課長 

市営住宅課長 

建築指導課長 

工事・会計管理部  工事・会計管理部

長  

工事検査班 

技術管理班 

出納班 

工事検査課長 

技術管理課長 

出納課長 
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危機管理監  危機管理監  危機管理班 危機管理課長 

消防部  消防局長  消防班 消防局長  

企業部  

 

上下水道経営部長  

上下水道事業部長  

 

経営管理班 

上下水道サービス班 

水道管路班 

水道施設班 

簡易水道班 

下水管理班 

下水施設班 

経営管理課長 

上下水道サービス課長 

水道管路課長 

水道施設課長 

簡易水道課長 

下水管理課長 

下水施設課長 

教育部  教育部長  教育総務班 

学校教育班 

保健給食班 

生涯学習班 

青少年班 

スポーツ班 

文化財保護班 

図書館班 

みどり図書館班 

桜木図書館班 

教育総務課長 

学校教育課長 

保健給食課長 

生涯学習課長 

青少年課長 

スポーツ課長 

文化財保護課長 

図書館長 

みどり図書館長 

桜木図書館長 

支援第１部  

（議会事務局）  

議会事務局長  庶務班 

議事調査班 

庶務課長 

議事調査課長 

支援第２部  

（監査事務局）  

監査事務局長  監査班 監査事務局次長 

支援第３部  

（農業委員会事務局）  

農業委員会事務局

長  

農委班 農業委員会事務局次長 
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別表第２（第２条関係）災害対策本部の業務分担  

対策部  班  業     務  
都市戦略部  都市整備班  

（都市整備課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

都市計画班  

（都市計画課 ）  

１．避難誘導経路の調査  

２．ヘリポートの確保  

新幹線整備班  

（新幹線整備課 ）  

１．公共交通機関の被害情報収集  

地域交通班  

（地域交通課 ）  

１．公共交通機関の被害情報収集  

２．交通指導員会の連絡調整  

自転車利用推進班  

(自転車利用推進課 ）  

１．部内の応援  

情報統計班  

（情報統計課 ）  

１．部内の応援  

総務部   職員班  

（職員課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．市職員の非常招集及び動員  

４．避難所対応班員の配置及び連絡  

５．職員の安否確認及び被災職員の対応  

６．災害対策本部室の応援  

７．職員の勤務交代 、安全 ・衛生管理の指導  

８．職員への食糧等の補給 ・厚生支援  

９．各部班への応援部班員の配置及び指示  

10．職員の被ばく管理  

11．現地対策本部への職員派遣  

文書法制班  

（文書法制課 ）  

１．文書の収受及び発送  

２．市の損害賠償の請求  

秘書班  

（秘書課 ）  

１．本部長及び副本部長の秘書関係  

広報班  

（広報課 ）  

  

１．報道機関の対応と連絡調整  

２．災害対策活動の広報  

３．風評被害等の影響の軽減  

４．災害対策本部室の応援  

総合政策班  

（総合政策課 ）  

１．他自治体職員の受入れ及び関係部への連絡調整並びに

その記録  

２．広域避難 （敦賀市民受入れ）等の調整  

まち未来創造班  

（まち未来創造課 ）  

１．行政等連絡調整 （行政嘱託員等 ）  

２．災害対策本部室の応援  

３．越廼 ・清水地区の被害状況調査  

４．越廼 ・清水地区の各種相談窓口の開設  

５．越廼 ・清水地区の放射性物質の環境把握 、緊急時モニタ

リングの支援  

新幹線プロモーション班  

（新幹線プロモーション課 ）  

１．部内の応援  

女性活躍促進班  

（女性活躍促進課 ）  

１．避難所の生活環境の改善 （女性への配慮 ）   

財政部   財政班 （財政課 ）  １．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．災害対策に対する予算措置 、国 ・県への陳情関係の資料

作成  

４．公用負担等による損失補償、弁償等  

５．応急対策活動の業務に従事した者に対する損害補償  

施設活用推進班  

（施設活用推進課 ）  

１．庁舎等 、所管する施設の被害調査 、応急修理及び復旧

対策  

２．緊急輸送車両 （建設部で調達し、配車したものを除 く。）の

確認手続き  

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

４．市 有財産 （各 所属の属する行政財産は除 く。）の被害 調

査  

５．臨時電話関係  

６．要請に基づく共用自動車の配車及び運行  

７．各部で必要な車両及び船舶の調達、配車等  

８．防災備蓄物資の供給   
契約班  １．輸送に要する燃料の確保  
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（契約課 ）  ２．災害対策に伴う緊急資材 、用度品等の調達及び配布  

市民税班  

（市民税課 ）  

１．人的被害の調査  

２．義援品の受入れ及び保管管理並びに配分   
資産税班  

（資産税課 ）  

１．固定資産税の減免  

納税班  

（納税課 ）  

１．必要物資 （食料含む）の輸送及び配送  

２．災害対策要員等の輸送  

市民生活部  

  

市民班  

（市民課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．非常持出の確保 ・運搬  

市民サービス推進班  

（市民サービス推進課 ）  

１．災害時総合相談窓口設置  

２．災害時における市民の消費生活に係る要望の把握  

３．災害復旧資機材、緊急消費物資等の物価安定  

市 民 協 働 ・ボランティア推 進

班  

（市 民 協働 ・ボランティア推進

課 ）  

１．市民協働 ・ボランティア推進班の編成  

２．災害ボランティア受入に関する総合調整  

３．災害ボランティアセンター連絡会関係  

４．災害ボランティア支援ニーズの把握  

５．災害ボランティアセンター開設 ・運営   
環境政策班  

（環境政策課 ）  

１．災害廃棄物の収集処理計画  

２．一般廃棄物処理手数料の減免  

環境廃棄物対策班  

（環境廃棄物対策課 ）  

１．災害が大気汚染等の自然環境に与える影響の状況調査

及び対策  

２．放射性物質の環境把握  

３．放射性物質による汚染対策  

４．除染 、スクリーニング  

５．県の放射線モニタリング実施に対する協力  

収集資源班  

（収集資源センター）  

１．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

２．一般廃棄物 （家庭ごみ）の収集運搬計画  

３．災害地域のゴミの収集  

４．一般廃棄物処理手数料の減免  

クリーンセンター班  

（クリーンセンター）  

１．災害ゴミの受入れ  

２．一般廃棄物手数料の減免  

  
新 クリーンセンター建 設 事 務

所班  

（新 クリーンセンター建設事務

所 ）  

１．部内の応援  

福祉部  

  

福祉政策班  

（福祉政策課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

４．災害救助法に基づく救助関係  

５．日赤奉仕団等の応援要請 、受入れ及び配置  

生活支援班  

（生活支援課 ）  

１．福祉住宅の保全管理及び入居者の安全確保  

障がい福祉班  

（障がい福祉課 ）  

１．障がい者世帯の避難及び保護  

２．障がい福祉サービス費の減免  

３．日常生活用具の自己負担額の減免  

４．自立支援医療費の自己負担額の減免  

地域包括ケア推進班  

（地域包括ケア推進課 ）  

１．被災老人福祉施設入所措置者の調査及び対応  

２．高齢者世帯等の避難及び保護  

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

４．地域密着型サービス事業所の被害調査及び受入れ  

５．地域包括支援センターとの連絡調整  

子ども福祉班  

（子ども福祉課 ）  

１．要保護児童の避難及び保護  

子育て支援班  

（子育て支援課 ）  

１．被災園児の調査及び対応  

２．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

３．保健給食班が行う炊出しの支援  

４．臨時保育園関係  

５．応急給食関係  

６．利用者負担額 （保育料 ）の減免   
介護保険班  １．介護保険料の減免  



13-11 福井市原子力災害対策本部運営要綱 
 

（介護保険課 ）  ２．利用者負担金の減免  

保健衛生部  保健総務班  

（保健総務課 ）  

 

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．所管する施設の被害状況確認 （人的 ・物的被害 ）及び保

全管理  

４．所管する施設の応急復旧業務  

５．遺体の処理及び埋火葬の実施  

６．遺体安置所設置  

地域保健班  

（地域保健課 ）  

１．衛生医薬品等 （安定ヨウ素剤含む）の確保及び配分  

２．医療救護機関との連絡調整  

３．感染症の予防及び防疫  

４．除染 、スクリーニング  

５．緊急被ばく医療  

生活衛生班  

（生活衛生課 ）  

１．衛生関係施設の被害調査  

２．感染症の予防及び防疫  

健康管理センター班  

（健康管理センター）  

１．救護班の編成 、配置及び救護所の開閉設並びに応急治

療  

２．助産及び乳幼児の保護  

３．心身の健康相談体制の整備  

保険年金班  

（保険年金課 ）  

１．被災者に対する国民健康保険 ・後期高齢医療の被保険

者証の交付についての特別措置  

２．国民健康保険税及び一部負担金の減免  

３．後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免  

４．国民年金保険料の減免  

商工労働部  商工振興班 （商工振興課 ）  １．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．商工鉱業関係の被害調査及び支援  

４．商工関係団体との連絡調整  

５．災害事業所復旧激励金給付  

６．中小企業融資  

７．商工関係団体の風評被害対策  

おもてなし観光推進班  

（おもてなし観光推進課 ）  

１．観光施設関係の被害調査及び対策  

２．災害対応従事者 、ボランティア等の宿泊場所等の確保又

はあっせん  

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

４．観光客等の風評被害対策  

５．ふくい市民国際交流協会との連絡調整  

６．各国大使館への情報提供  

７．市内国際交流関係団体等との連絡調整  

８．市外国際交流関係団体等との連絡調整   
文化振興班  

（文化振興課 ）  

１．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

自然史博物館班  

（自然史博物館 ）  

１．所蔵図書、資料の保護  

２．所管する避難施設の保全管理  

美術館班  

（美術館 ）  

１．所蔵品 、資料の保護  

郷土歴史博物館班  

（郷土歴史博物館 ）  

１．所蔵品 、資料の保護  

しごと支援班  

（しごと支援課 ）  

１．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

２．災害復旧 ・復興に係る雇用対策  

３．災害時特別融資資金の補給  

公営競技事務所班  

（公営競技事務所 ）  

１．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

農林水産部  

  

農政企画班  

（農政企画課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

４．炊 き出 しに関し日赤奉仕団等への応援の要請 、受入れ及

び配置  

５．放射性物質による汚染農 ・畜産物の出荷 ・摂取制限  

６．農 ・畜産物の風評被害対策  

林業水産班  

（林業水産課 ）  

１．職員安否状況確認及び課内体制の構築  

２．山 地 、林業施設 、漁港施 設及び漁港区域内の海岸 （保

全施設含む）の被害調査  
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３．放射性物質による汚染林 ・水産物の出荷 ・摂取制限  

４．林 ・水産物の風評被害対策  

農村整備班  

（農村整備課 ）  

１．農地及び農業用施設の被害調査 （農地海岸保全施設含

む。）    

園芸センター班  

（園芸センター）  

１．被害園芸農作物の相談窓口  

中央卸売市場班  

（中央卸売市場 ）  

１．応急生活必需物資 （生鮮食品等 ）の調達 ・配布  

２．市場の早期開場 （仮設開場を含む）  

３．放射性物質による汚染農林水産物の集荷制限  

建設部  

  

監理班  

（監理課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．関係機関への応援の要請 、受入れ及び配置  

４．公共保有地の有効利用  

道路班  

（道路課 ）  

１．道路 、橋梁等の公共土木施設の安全性の確保  

河川班  

（河川課 ）  

１．土砂災害危険箇所等の被害調査  

２．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

公園班 （公園課 ）  １．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開設準備  

２．公園等の被害調査  

３．応急仮設住宅の用地選定  

足羽山公園事務所班  

（足羽山公園事務所 ）  

１．飼育動物の適切な管理  

営繕班  

（営繕課 ）  

１．仮設の避難所等の建設  

２．市有建物 （市営住宅を除 く）の被害調査  

住宅政策班  

（住宅政策課 ）  

１．応急仮設住宅の入居者の選定 （災害救助法適用の場合

を除く）  

市営住宅課班  

（市営住宅課 ）  

１．応急仮設住宅の建設 （災害救助法適用の場合を除く）  

２．市営住宅の被害調査、保全  

３．被災者の市営住宅の一時使用  

４．災害公営住宅の建設  

建築指導班  

（建築指導課 ）  

１．災害復興住宅融資  

工事 ・会計管理部   工事検査班  

（工事検査課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

技術管理班  

（技術管理課 ）  

１．他の部の応援  

出納班  

（出納課 ）  

１．災害関係の出納  

２．災害見舞金及び義援金の受理及び配分  

危機管理監  危機管理班  

（危機管理課 ）  

１．原子力災害対策本部等の設置  

２．災害情報の収集及び伝達  

３．災害に関する警報 ・通知の伝達及び警告  

４．避難指示等発令  

５．配備体制  

６．関係機関との連絡調整  

７．被害調査の取りまとめ  

８．避難所の開閉設並びに避難所 との連絡調整及び所管す

る避難施設の保全管理  

９．原子力防災に関する機器及び諸設備の設備  

10．放射性物質の環境把握  

消防部  

  

消防班  

（消防局 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．緊急消防援助隊との連絡調整  

４．市長の判断を得るいとまが無い場合の避難指示等  

５．緊急避難の伝達 、広報及び誘導  

６．災害情報の収集  

７．福井県広域消防相互応援協定に基づく応援隊 との連絡

調整  

８．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  
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企業部  

 

  

経営管理班  

（経営管理課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．関係機関との連絡 、対応  

４．ガス・水道 （簡易水道を含む。）施設の被害調査の総括  

５．ガス・水 道施設の応急修理 、復 旧用車両 、給 水 タンク車

（水 道施設のみ）等 の借上げ及び配車 （緊 急車両の確認含

む。）  

６．関係機関への応援の要請 、受入れ及び配置  

７．情報 ・報道機関対応、報道依頼  

８．ガス・水道についての災害広報及び風評被害対策  

９．公共下水道施設の被害調査、二次災害防止、応急修理及び復旧対

策の総括に関すること。 

10．公共下水道施設の応急修理、復旧用資機材等の調達に関すること。 

11．下水道についての災害広報に関すること。  

12．汚水ます設置費用の徴収猶予に関すること。  

13．合併処理浄化槽維持管理事業補助に関すること。   
上下水道サービス班 

（上下水道サービス課） 

１．水道料金の減免  

２．下水道使用料の減免  

３．ガス料金支払い延長措置  

４．ガス機器無料貸出  

５．給水不能世帯の被害調査  

６．仮設 トイレの確保 、配備及びし尿 くみ取りに関すること。  

７．関 係 機 関 への応 援 の要請 、受 入 れ及 び配置 に関するこ

と。  

８．下水道使用料の減免に関すること。  

９．受益者負担金 ・分担金の徴収猶予に関すること。  

10．汚水ます設置費用の徴収猶予に関すること。  

11．合併処理浄化槽維持管理事業補助に関すること。   
水道管路班（水道管路課） １．ガス本支管施設 （簡易ガスを含む。）の被害調査  

２．水道管等の被害調査  

３．被災者に対する飲料水の確保と給水   
水道施設班 

（水道施設課） 

浄水管理事務所班  

（浄水管理事務所 ）   

１．ガス製造施設 （簡易ガスを含む。）の被害調査  

２．浄水場等の被害調査  

３．飲料水の水源確保  

４．水道水源の汚染対策  

５．放射性物質による汚染飲料水の摂取制限  

６．排水ポンプの緊急操作に関すること。  

７．処理場の緊急操作に関すること。  

８．一般廃棄物の処理及び収集手数料の減免に関すること。   
簡易水道班  

（簡易水道課 ）  

１．簡易水道の給水不能世帯の被害調査  

２．簡易水道の配水管等の被害調査  

３．飲料水の水源確保  

４．浄水施設等の被害調査  

５．簡易水道の汚染対策  

６．県の水道水モニタリング実施に対する協力  

下水管路班  

（下水管路課 ）  

１．公共下水道施設 （管渠等 ）の被害調査 、二次災害防止 、

応急復旧及び復旧対策  

下水施設班  

（下水施設課 ）  

 

１．公共下水道施設 （ポンプ場 、処理場 ）の被害調査 、二次

災害防止 、応急復旧及び復旧対策  

２．排水ポンプの緊急操作  

３．処理場の緊急操作  

４．一般廃棄物 （し尿及び浄化槽汚泥 ）の処理及び処理手

数料の減免  

５．集落排水施設の被害調査  

６．集落排水の分担金の徴収猶予  

教育部  

  

教育総務班  

（教育総務課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

４．県教育委員会 との連絡調整 （高等学校を避難所として開

設する場合を含む）。  

５．応急的な幼稚園、学校教育施設設置及び管理  

６．関係機関への応援の要請 、受入れ及び配置  

７．幼稚園 、学校施設の放射性物質の汚染調査 、対策  
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学校教育班  

（学校教育課 ）  

１．幼 稚園 、学校教育関係義援金品の受入れ、保管管理 、

配分及び出納  

２．学用品及び教科書の調達並びに配布  

３．幼稚園 、学校教育についての広報  

４．応急教育  

５．私立幼稚園の保育料減免  

６．就学援助費関係  

７．就園支援関係  

８．被災児童館の調査及び対応  

保健給食班  

（保健給食課 ）  

１．被災者及び応急対策従事者に対する炊出し  

２．炊出しに関する応援要請及び受入れ  

３．学校の応急給食  

４．園児 、児童 、生徒の健康管理 （被ばく対策 ）  

生涯学習班  

（生涯学習課 ）  

１．関係機関への応援の要請  

青少年班  

（青少年課 ）  

１．部内の応援  

スポーツ班  

（スポーツ課 ）  

１．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

文化財保護班  

（文化財保護課 ）  

１．所管する避難施設の保全管理及び避難所の開閉設並び

に避難所との連絡調整  

２．遺跡 、施設の被害調査  

３．文化財の被害調査  

図書館班  

（図書館 ）  

１．所蔵図書、資料の保護  

みどり図書館班  

（みどり図書館 ）  

１．所蔵図書、資料の保護  

桜木図書館班  

（桜木図書館 ）  

１．所蔵図書、資料の保護  

支援第１部  

 

  

庶務班  

（庶務課 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報の収集及び連絡調整  

３．市議会議員との連絡調整  

４．他の部の応援  

議事調査班  

（議事調査課 ）  

１．災害視察者及び調査団の受け入れ並びに応接 （議 会関

係者に限る）  

２．他の部の応援  

支援第２部  

 

監査班  

（監査事務局 ）  

１．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報及び連絡調整  

３．監査委員関係  

４．他の部の応援  

支援第３部  農委班 （農業委員会事務局 ）  １．部内の庶務及び職員の動員  

２．部内の災害情報及び連絡調整  

３．他の部の応援  
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別表第３（第８条関係）動員配備基準  

緊急事態区分 配備基準 配備体制 動員体制 

情報収集事態 （１）所在市町で震度５弱又は震

度５強の地震が発生した場

合（敦賀市において震度６弱

以上の地震が発生した場合

を除く。） 

警戒配備体制の

設置 

危機管理課員全員 

警戒事態 

（第１段階） 

（１）敦賀市で震度６弱以上の地

震が発生したとき 

（２）福井県に大津波警報が発令

されたとき 

災害対策本部を

設置 

職員全員 

（３）国（原子力規制庁）が警戒

を必要と認める原子炉施設

の重大な故障等が発生した

とき 

（４）その他、国が原子力規制委

員会・内閣府原子力事故合同

警戒本部の設置が必要と判

断したとき 

（５）その他、市長が原子力災害

警戒本部の設置を必要と認

められるとき 

原子力災害警戒

本部を設置 

 

原子力災害現地

警戒本部を設置 

〈全員参集する所属〉 

・危機管理課 

〈警戒本部員〉 

・総務部長、未来づくり推進局長、市民生活

部長、福祉部長、保健衛生部長、農林水産

部長、建設部長、上下水道事業部長、教育

部長、地域防災官 

※警戒本部員に関係する次長も参集 

〈指定職員：あらかじめ指定した職員が参集

する所属〉 

・職員課、広報課、越廼連絡所、清水連絡所、

環境廃棄物対策課、地域保健課、生活衛生

課、農政企画課、道路課、水道施設課、簡

易水道課、保健給食課、その他関係所属 

※指定職員に関係する関係所属長（副課長、

課長補佐を含む。）も参集 

・各部連絡責任者 

施設敷地 

緊急事態 

（第２段階） 

（１）施設敷地緊急事態が発生し

たとき 

（２）その他、市長が原子力災害

対策本部の設置を必要と認

めたとき 

原子力災害対策

本部の設置 

 

原子力災害現地

対策本部を設置 

職員全員 

全面緊急事態 

（第３段階） 

（１）全面緊急事態が発生したと

き 
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別表第４（第８条関係）伝達系統の概略図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長（配備体制決定） 

県 

 

 

危機管理課 

 

 

危機管理監 

副市長・企業管理者・教育長 

 

 

 

原子力防災管理者 

各部連絡責任者 

（調整参事等連絡会

議構成員） 
各関係所属長 

各部局長等 

地域防災官 
各部局次長等 

関係出先機関 

所属職員 
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《参考》市災害対策本部概略図 

 

 

  

本 部 長 

（市長） 

本 部 会 議 

本部長、副本部長 

本部員、報道主管者 

（現地原子力防災センター内） 

事 務 局 

現地災害対策本部 

 
現地災害対策本部長 

（副市長） 

現地災害対策副本部長 

（地域防災官） 

事務局長（危機管理課長）、各部情報連

絡責任者（調整参事等）、指定職員、危

機管理課職員 

 

各部連絡責任者会議 

現 地 本 部 員 

（危機管理課員、指定職員等） 

副本部長 

（副市長） 

危機管理監、地域防災官、危機管理課長、

職員課長、広報課長、越廼連絡所副参事、

清水連絡所副参事、環境廃棄物対策課

長、地域保健課長、生活衛生課長、農政

企画課長、道路課長、水道施設課長、簡

易水道課長、保健給食課長、各部連絡責

任者（調整参事等）、指定職員 

現地報道主管者 

（広報課副課長又

は課長補佐） 
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住民安全班 

（危機管理課員） 
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福井市原子力災害警戒本部運営要領  

 

 （趣旨）  

第１条  この要領は、放射性物質または放射線が異常な水準で外部に放出されることに

より生ずる被害（以下「災害」という。）の発生に備え、初動活動を強化するために

設置する福井市原子力災害警戒本部（以下「本部」という。）の組織および運営に関

し、必要な事項を定めるものとする。  

（組織および業務分担）  

第２条  災害警戒本部の長（以下「本部長」という。）は、危機管理監をもって充て、

本部の事務を統括し、職員を指揮監督するものとする。  

  なお、危機管理監が不在の場合には、危機管理副監がその職務を代理するものとす

る。  

２  災害警戒本部員（以下「本部員」という。）は、総務部長、未来づくり推進局長、

市民生活部長、福祉部長、保健衛生部長、農林水産部長、建設部長、上下水道事業部

長、教育部長、地域防災官をもって充てる。  

３  本部に本部の広報を総括する報道主管者を置き、広報課長をもって充てる。  

４  本部に事務局を置き、事務局の長（以下「事務局長」という。）は、危機管理課長

をもって充てる。  

５  事務局は、各部情報連絡責任者（調整参事等）、職員課、広報課、越廼連絡所、清

水連絡所、環境廃棄物対策課、地域保健課、生活衛生課、農政企画課、道路課、水道

施設課、簡易水道課、保健給食課のあらかじめ指定した職員（以下「指定職員」とい

う。）および危機管理課職員をもって構成する。  

６  事務局長は、必要に応じその他の班から事務局の構成員を加えることができる。  

７  その他の本部の組織および事務分掌は、福井市原子力災害対策本部運営要綱第２条

の規定を準用する。  

 （災害警戒本部会議）  

第３条  災害警戒本部会議（以下「本部会議」という。）は、本部長、本部員および報

道主管者をもって構成し、本部長が主宰する。この場合において、本部員は必要に応

じて、関係班長および班員を本部会議に出席させることができる。  

２  本部会議は、次に掲げる災害対策に関する重要事項を協議する。  

(1) 県その他防災関係機関の初期活動実施状況  

 (2) 福井市の初期活動の実施に関する基本的および重要事項   

 (3) 関係各課および現地事故対策本部の調整に関する事項   

 (4) 防災関係機関との連絡網確保および連携強化に関する事項  

(5）国、県および防災関係機関に対する活動準備要請に関する事項  

 (6) 原子力事業所の事故情報等の広報に関する事項  

 (7) その他重要な初期活動に関する事項  

３  本部会議は、本部長が必要と認めるとき招集する。この場合において、本部員は本

部会議の招集を必要と認めるときは、本部長にその旨を申し出るものとする。  

 （各部連絡責任者会議）  

第４条  各部連絡責任者会議は、危機管理監、地域防災官、危機管理課長（事務局長）、
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職員課長、広報課長、越廼連絡所副参事、清水連絡所副参事、環境廃棄物対策課長、

地域保健課長、生活衛生課長、農政企画課長、道路課長、水道施設課長、簡易水道課

長、保健給食課長および各部連絡責任者、指定職員で構成し、危機管理監が主宰する。  

２  各部連絡責任者会議は、本部会議が決定する災害対策に関する必要な事項の連絡調

整を行なう。  

３  各部連絡責任者会議は、事務局長が必要と認めるとき招集する。  

４  各部連絡責任者は、会議の開催を必要とするときは、事務局長にその旨を申し出る

ものとする。  

（現地災害警戒本部）  

第５条  本部長は、災害警戒本部を設置した場合は、直ちに緊急事態応急対策拠点施設

（福井県敦賀原子力防災センターに限る。以下「原子力防災センター」という。）に

現地災害警戒本部を設置するものとする。  

２  現地災害警戒本部の長（以下「現地本部長」という。）は、地域防災官をもって充

てる。  

３  現地災害警戒本部に副本部長（以下「現地副本部長」）を置き、危機管理課副課長

をもって充てる。現地副本部長は、現地本部長に事故あるとき、またはその他の事由

によりその職務を遂行できない場合は、その職務を代理するものとする。  

４  現地災害警戒本部に現地本部員を置き、危機管理課職員、指定職員等をもって充て

る。  

５  現地本部長は、県、原子力防災専門官と連携して、原子力防災センターの設営に係

る準備を行うものとする。  

  また、防災関係機関に対して必要な資機材の提供を要請するものとする。  

 （配備体制）  

第６条  本部を設置する場合の配備体制は、福井市原子力災害対策本部運営要綱第８条

の規定を準用する。  

（本部の廃止）  

第７条  本部長は、原子力事業所の事故が終結し、緊急事態応急対策および災害復旧対

策が完了したとき、本部の必要がなくなったとき、また、福井市原子力災害対策本部

が設置されたときは災害警戒本部を廃止する。  

（その他）  

第８条  この要領に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附  則  

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

   附  則  

この要領は、平成２８年６月１日から施行する。  

   附  則  

この要領は、令和４年３月１日から施行する。  

   附  則  

この要領は、令和５年４月１日から施行する。  

《参考》市災害警戒本部概略図 
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本 部 長 

（危機管理監） 

本 部 会 議 

事務局長（危機管理課長）、各部情報連絡責

任者（調整参事等）、指定職員、危機管理課

職員 

本部長（危機管理監）、本部員（総務部長、

未来づくり推進局長、市民生活部長、福祉部

長、保健衛生部長、農林水産部長、建設部長、

上下水道事業部長、教育部長、地域防災官、

報道主管者（広報課長） 

（現地原子力防災センター内） 

事 務 局 
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現地災害警戒本部長 

（地域防災官） 

現地災害警戒副本部長 

（危機管理課副課長） 

危機管理監、地域防災官、危機管理課長、

職員課長、広報課長、越廼連絡所副参事、

清水連絡所副参事、環境廃棄物対策課

長、地域保健課長、生活衛生課長、農政

企画課長、道路課長、水道施設課長、簡

易水道課長、保健給食課長、各部連絡責

任者（調整参事等）、指定職員 

各部連絡責任者会議 

現 地 本 部 員 

（危機管理課員、指定職員等） 

建
設
部 

保
健
衛
生
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